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経緯と目的 

 

 

本巻には、全般的かつ恒久的な国際ロータリーの方針としてはじめて法典化されたもの

が収められている。これらの方針を確立するため、1910 年以来、RI 理事会、RI 国際大

会、RI 規定審議会における決定が集められたが、系統立ててまとめられていたわけで

はなかった。本章典の作成にあたり、何千件にも及ぶ決定事項が検討に付された結果、

その多くが重複していたり、もはや時代にそぐわないものであることが判明した。しか

し、そのうちの数百件は現在も有効とされ、本章典に収められることとなった。 

 

 

章典の目的は、現在も有効な一般的かつ恒久的な RI 理事会、RI 年次大会、RI 規定審議

会の方針すべてを、一貫した言葉を用いて論理的な順に整理し、一冊の包括的な書物に

まとめることである。かかる章典の存在により、理事会のメンバーならびに方針を実施

する立場にある人々にとって、現在効力のある一般的かつ恒久的な方針に精通すること

が容易になる。このロータリー章典の創刊は、ロータリーのリーダーにとって重要な情

報源を提供するものと期待されている。 

 

 

 

第一段階として 

 

章典の初版は、現在効力のある一般的かつ恒久的な方針のみをまとめたものである。方

針がまだ定められていない分野も残っており、本章典に収められた方針の中には、更新

が必要とされるものも含まれている。従って、時間の許す限り、この章典が包括的な記

録としてより完全なものとなるよう必要な章に修正や補足を加えていくものと考えられ

ている。章典が最高の実用性を持つよう改善されるまで、今後数年間にわたり、毎年少

なくとも一章の割合で修正と補足を行っていけるものと期待されている。目標は、章典

を、ロータリークラブと地区にとって実用的で役に立つ資料とすることである。 
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本書の配列 

 

 

表題に示されている通り、章典の各章はそれぞれ別個の主題を扱い、各条はそれぞれ別

個の題目を扱うようになっている。各章には連続した番号が振られ、参照しやすいよう

論理的な順序で収められている。各章の冒頭にはその章に収められている条のリストが

掲載され、各条の冒頭にはその条に収められている節のリストが掲載されている。章典

の改訂版が発行された後に新しい条が必要となった場合、次の改訂版が発行されるまで、

その条は、新しく指定された数字の後に「A」の文字を付した上で、適切な場所に挿入

されることになる。例えば、「第 2A 条」であれば第 2 条と第 3 条の間に挿入される。

必要に応じて条を追加できるよう、各章の終わりには空白が残される。例えば第 2 章が

第 12条で終わっているとすれば、第 3章は第 16条から始まる。   

 

 

 

番号方式 

 

 

章典では、RI 細則と同じ番号方式が用いられ、各節にはアラビア数字で段階的に番号

が振られる。連続番号ではなく段階的に番号が振られるのは、将来新しい方針が定めら

れた場合に、条内に追加の節を挿入できるようにするためである。通常、各節ごとに

10ずつ番号を増やしていく形をとっている。例えば、第 5条内の節であれば、はじめの

3 節は 5.010、5.020、5.030 となる。必要に応じて新しい節の追加が必要となった場合、

既にある番号を一切変更することなく、挿入することができる。例えば、5.010 と 5.020 

の間に挿入すべき新しい節は、5.015 、あるいは 5.010 と 5.020 の間であればどのような

番号でもよく、この番号方式の融通性がこれによって示されている。  

 

 

各節の番号にはその条の番号も含まれている。条の番号と節の番号の間には小数点が付

されている。この小数点を境にして、左側が条の番号、右側がその条内の節の番号であ

ることを認識すれば、この番号方式は分かりやすく、活用しやすいものとなる。例えば、

第 7.050 節は、第 7条の第 50節となる。 

 

 

 

注釈 

 

 

節の末には、章典のさまざまな節の作成過程に関する注釈が加えられる。はじめは、

「1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号」というように、すべての節に 1998 年 6 月とい

う採択日が添えられる。方針が改正されるに従って、各節には改正に適用された決定の
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日付と番号が記される。例えば、ある節が 2001 年 10 月 30 日の理事会決定 123 号によ

って改正された場合、改正された節の末には「2001 年 10 月理事会会合、決定 123 号に

より改正」という注釈が記される。   

 

節の末に記されている「出典」も、章典に採用されるに至ったその方針の経緯を示して

いる。節の末に記されている「引照」もまた、関連する主題について、章典の他の節を

参照するよう読者を促すものである。また、節の末に「添付書類」と記されているもの

もあり、これは関連する書類が章典の添付書類の部分に収められていることに注意を喚

起するものである。 

 

 

 

索引 

 

 

章典の索引が最終章の次に収められている。索引の各項目はアルファベット順に列記さ

れ、早見できるよう簡潔になっている（訳注：日本語版の章典に索引はありません）。 

 

 

 

改正と新しい方針 

 

 

RI 理事会は、通常の業務の一環として新しい方針を採択し、現行の方針の改正を行う。

改正に関しては、章典の節が改正された場合、理事会の決定事項にその節番号が記載さ

れる。一方、新しい方針に関しては、章典に新しい方針が追加されたことが理事会の決

定事項に記載される。 

 

 

 

年次補足資料 

 

 

前会計年度中に加えられた章典への変更を示すために、年次補足資料が作成され、配布

される。この補足資料は、章典の採択または最新の改訂版が発行されてから、該当する

会計年度末までの期間に蓄積された変更をまとめたものである。年次補足資料を蓄積的

な性質のものとするのは、章典の各版を現行のものとするために最新の補足資料のみを

収める必要があることを意味する。年次補足資料は、章典の巻頭か巻末に一括して挿入

するか、章典の個々の条の末に挿入されるかのいずれかの形で収めることができる。 

 

 

 

改訂版 
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章典は、何年もの間にわたって蓄積される年次補足資料に頼るのではなく、改正や追加

事項を章典の本文に組み入れるため、定期的に改訂される必要がある。章典は、各規定

審議会の後で改訂されるものと期待されている。 
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40.040.   RIプロジェクト 

40.050.   ロータリー学友 

40.060.   ロータリー学友関係活動 

40.070.   ロータリー学友ネットワーク 

第 41条 ロータリーのプログラム 276 

41.010.   インターアクト 

41.020.   国際共同委員会 

41.030.   新世代奉仕交換 

41.040.   ローターアクト 

41.050.   ロータリー地域社会共同隊（RCC） 

41.060.   ロータリー友情交換 

41.070.   ロータリー青少年交換 

41.080.   ロータリー青少年指導者養成プログラム 

第 42条 世界ネットワーク活動グループ 310 

42.010.   世界ネットワーク活動グループ委員会 

42.020.   ロータリー親睦活動 

42.030.   ロータリアン行動グループ 

42.040.   世界ネットワーク活動グループの法人化の指針 

 

第 43条 RI の表彰 324 

43.010.   ロータリー賞 

43.020.   意義ある奉仕賞 

43.030.   ロータリー会員増強賞 

43.040.   超我の奉仕賞 

43.050.   奉仕部門功労者賞 

43.060.   RI栄誉賞 

43.070.   ロータリー学友奉仕世界賞 

43.080.   ロータリー最優秀学友会賞 

43.090.   ロータリー人道奉仕功労賞 

43.100.   表彰品交換方針 

43.110.   新しい賞または表彰の提案 
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第 44条 ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、および他団体
 333 

44.010.   奉仕プロジェクトの開発 

44.020.   ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他団体との

交流の指針 

44.030.   ロータリーの名称を使用したり、支援または参加を求めたりするロータリープログ

ラム／組織の年次財務表 

44.040.   ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針 

第 6章  コミュニケーション 

第 48条 公式言語および翻訳 340 

48.010.   RI公式言語 

48.020.   ロータリー文献の翻訳 

第 49条 会員へのコミュニケーション 343 

49.010.   公式通知 

49.020.   理事会の議事録 

49.030.   公式名簿 

49.040.   手続要覧 

49.050.   組織規定文書  

49.060.   方針の法典化 

第 50条 広報および情報 346 

50.010.   RI広報の目的 

50.020.   企業体と結ぶプロボノ（無償奉仕）関係における広報の指針 

_ 

第 51条 出版物 349 

51.010.   機関雑誌 

51.020.   ロータリー地域雑誌 

51.030.   新しい出版物のための指針 

51.040.   ロータリーリーダー 

第 52条 音声／視覚／電子コミュニケーション 363 

52.010.   視聴覚 

52.020.   インターネットおよび電子コミュニケーション 

第 53条 その他のコミュニケーション 368 

53.010.   国際ロータリー資料室 

53.020.   ローズ・ボール・パレードのフロート 

 

第 7章  会合 

第 57条 国際大会 370 

57.010.   目的 

57.020.   ホスト組織委員会 

57.030.   指針 

57.040.   開催地の選定 

57.050.   出席  

57.060.   宿泊手配 

57.070.   国際大会での会場監督 
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57.080.   国際大会委員会 

57.090.   広報 

57.100.   財務 

57.110   プログラムの内容 

57.120.   公式参加者とその配偶者の役割 

57.130.   国際大会に関する事務総長の役割 

57.140.   国際大会後の活動 

57.150.   国際大会に関するその他の事項 

第 58条 国際協議会 389 

58.010.   指針および最低基準 

58.020.   日程の計画 

58.030.   国際協議会委員会 

58.040.   出席と参加者の責務 

58.050.   研修、プログラム、セッション 

58.060.   出版物 

58.070.   財務 

第 59条 規定審議会および決議審議会 399 

59.010.   規定審議会の開催地の選定 

59.020.   提出された立法案および決議案 

59.030.   参加者 

59.040.   地区審議会の代表議員 

59.050.   会場監督 

59.060.   規定審議会の議事および機能 

59.070.   決議審議会の議事および機能 

59.080.   財務 

59.090.   支援担当職員 

59.100.   審議会後の活動 

第 60条 研究会 409 

60.010.   国際研究会  

60.020.   国際研究会の参加者 

60.030.   国際研究会のプログラム 

60.040.   国際研究会の財務 

60.050.   ロータリー研究会 

第 61条 RI 会合の一般方針 418 

61.010.   会場監督の手引き 

61.020.   会場監督委員会 

61.030.   会場監督リーダー候補者の資料冊子 

61.040.   RI会合において推奨される席次 

 

第 8章  財務 

第 66条 財務に関する一般規定 419 

66.010.   年次報告 

66.020.   監査済み財務報告書 

66.030.   銀行取引の手続 

66.040.   財務代行者 
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66.050.   契約 

66.060.   ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針 

66.070.   RIとロータリー財団の管理運営業務協定 

第 67条 監査 422 

67.010.   監査業務部の設置 

67.020.   独立監査人の任命と評価に関する指針 

第 68条 予算 430 

68.010.   予算審査プロセス  

68.020.   RI予算を超過する権限 

68.030.   資本支出 

第 69条 経費とその支払い 434 

69.010.   支出の承認 

69.020.   旅費 

69.030.   ガバナーの経費 

69.040.   中央役員の経費  

69.050.   役員の経費 

69.060.   その他の財務事項 

第 70条 投資 450 

70.010.   投資方針に関する声明－国際ロータリーの一般資金 

70.020.   一般剰余金に関する方針 

70.030.   外貨管理に関する方針 

70.040.   制限通貨 

70.050.   投資収益予算と投資収益準備金 

第 71条 収入 467 

71.010.   人頭分担金 

71.020.   免許契約 

71.030.   請求書 

71.040.   出版物 

第 72条 危機管理および保険 470 

72.010.   危機管理 

72.020.   RI理事と役員のための賠償責任保険 

72.030.   RI旅行・医療 

72.040.   RIの会議とプログラム 

72.050.   クラブと地区の賠償責任保険 
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第 1 章 

 

一般規定 

 

 

第 1 条  章典 

 

1.010.  目的 

1.020.  呼称 

1.030.  解釈原則 

1.040.  定義 

1.050.  組織規定文書との関係 

1.060.  可分性 

1.070.  方針の取り消し 

1.080.  方針の施行 

1.090.  改正 

1.100.  年次補足資料 

1.110.  改訂版 

1.120.  認定 

 

 

1.010.   目的 

ロータリー章典の目的は、国際ロータリーの一般的かつ永続的な方針のすべてが含まれ

た包括的な文書を確立することにある。本ロータリー章典の発効日の後に RI 理事会ま

たは RI 規定審議会によって採択された一般的かつ永続的なすべての方針は、章典がこ

れらの方針を一つにまとめた文書として維持されるべく、章典に追加されることになる

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。  

 

 

1.020.   呼称 

本ロータリー章典に含まれている方針がロータリー章典を成し、これらの方針がロータ

リー章典として指定され、ロータリー章典と呼ばれることができる。またこれらの方針

を、ただ単に「Code of Policies（章典）」あるいは「Code」と呼ぶこともできる。本条

項に準拠して時折作成され、認定される改訂版は、改訂年度とともに「改訂版」という

文字が題名に加えられるものとする。例えば、2002 年の章典の改訂版は「2002 年改訂

版ロータリー章典」と呼ばれることになる。このような改訂版は、単に「2002 Revised 

Code（2002年改訂版章典）」、または「2002 Code（2002年章典）」と呼ぶこともでき

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。  

 

 

1.030.   解釈原則 

本章典に記載されている一般的な規定、用語、語句、表現はすべて、方針の施行を可能

にするような方法で解釈されるものとする。語および語句はそのまま通常の意味に解釈
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されるものとするが、法律や組織規定における特定の、あるいは適切な意味を持つ専門

的な用語や語句に関しては、それぞれの専門的な意味に基づいて解釈するものとする。

本章典において、「Shall（～ものとする）」、「is」、「are」と言う単語は義務である

ことを意味し、「may（～できる）」、「should（～べき）」と言う単語は義務よりも

寛容であることを意味するものである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。  

 

 

1.040.  定義 

本章典の解釈においては、以下の定義が順守されるものとする。ただし文脈から明らか

にその定義が当てはまらない場合は例外とする。 

 

1）  理事会：国際ロータリー理事会 

 

2）  クラブ：ロータリークラブ 

 

3）  章典：この文書の本条項およびその他の条項に含まれているロータリー章典 

 

4） 組織規定文書：国際ロータリーの定款および細則、ならびに標準ロータリー

クラブ定款 

 

5）  審議会：RI規定審議会および決議審議会 

 

6）  財団：国際ロータリーのロータリー財団 

 

7）  RI の中央役員：会長、会長エレクト、副会長、財務長、その他の理事、事

務総長 

 

8）  事務総長：然るべく選挙された、あるいは代理の国際ロータリー事務総長 

 

9）  ガバナー：ロータリー地区ガバナー 

 

10)  立法案：規定審議会に提出される制定案と見解表明案 

 

11）  会員：名誉会員以外のロータリークラブ会員 

 

12)   RI：国際ロータリー 

 

13）  ロータリー組織：国際ロータリー、ロータリー財団、ロータリークラブや

ロータリークラブのグループ、ロータリー地区やロータリー地区のグルー

プ、ロータリー親睦活動グループ、ロータリアン行動グループ、および国

際ロータリーの管理上の区域単位。個々の RI プログラムは、ロータリー組

織とはみなされない 

 

14)  ロータリーの標章：RI が所有権を有する知的財産。第 33.005.節を参照のこ

と 
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15）  ロータリー・シニアリーダー：現・次期・元 RI 会長、現・次期・元 RI 理

事、現・次期・元財団管理委員 

 

16）  ロータリーワールド・マガジンプレス（RWMP）：一つのグループとして

言及する場合、ザ・ロータリアン誌および認可されたロータリー地域雑誌

をロータリーワールド・マガジンプレスと呼ぶものとする 

 

17）  事務局：国際ロータリーの世界本部および国際事務局 

 

18）  配偶者：法的に婚姻関係にある夫婦のいずれか 

 

19）  職員：国際ロータリーの職員 

 

20）  TRF：国際ロータリーのロータリー財団 

 

21）  管理委員会：国際ロータリーのロータリー財団の管理委員会（2016 年 9 月

理事会会合、決定 28号）。 
 

 

1.050.   組織規定文書との関係 

本章典は組織規定文書を補足するものであり、組織規定文書に即して解釈されるべきで

ある。組織規定文書の規定と本章典の規定とが一致しない場合、組織規定文書が優先さ

れ、章典の規定の一致しない部分は修正されることになる（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 
 

 

1.060.   可分性 

本章典の章、条、節は、分離することができる。本章典の章、条、節のいずれかが、裁

判所またはその他の法廷機関により無効と宣告された場合、その無効性は本章典の残り

の章、条、節に影響を及ぼすものではない。本章のいかなる部分が裁判所またはその他

の法廷機関により無効と宣告された場合も、その裁判所あるいは機関の司法管轄内での

み無効とされるものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

 

1.070.   方針の取り消し 

以前の方針を取り消す決定措置そのものが撤回あるいは無効とされた場合、その撤回あ

るいは無効は、かかる方針が明示的に復活された場合を除き、以前の方針を復活させる

意味に解釈してはならない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

 

1.080.   方針の施行 

特定の条項に但し書きがない限り、事務総長は本章典に規定された方針を施行する義務

と権限の両方を有するものとする。この目的で、事務総長は方針を施行するための方針、

手続、指針、規定、予定表、その他の文書を作成し、承認することができる。事務総長
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はまた、氏名あるいは役職名により、1 名もしくは複数の職員に種々の方針を施行する

権限を委任することができる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

 

 

1.090.   改正 

本章典の改正は、規定審議会の決定に関する組織規定に準拠した上で、規定審議会の決

定により行うことができる。章典の改正は、理事会による決定に関する組織規定に準拠

した上で、理事会により行うことも可能である。規定審議会による改正は、決定がなさ

れた後の 7 月 1 日にその効力が生じるものとし、組織規定文書の制限条項に制約される。

その他すべての改正は、理事会によって採択されると同時に効力を発する。ただし、か

かる決定においてこれより遅い期日が指定されている場合はその限りではない。方針の

変更や追加を通知するのに十分な期間を置くために適切であると判断した場合、理事会

は章典への改正の発効日を遅らせる。 

 

本章典を改正する際、理事会は、改正される章、条、節を明示するか、あるいは章典に

新しい方針を挿入する場所を指定するよう努めるものとする。このような照会がなされ

なくとも、新しい方針あるいは異なる方針を採択する理事会の決定の有効性に影響を及

ぼさないものとする。事務総長は、理事会により採択された改正に手続き上の修正を加

え、かかる修正を章典にも加える義務と権限を持つ。このような修正を行った場合は、

次の会合にて理事会に報告するものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号、2000

年 2 月理事会会合、決定 275 号。2000 年 8 月理事会会合、決定 42 号、2016 年 9 月理事

会会合、決定 28号）。 

 

 

1.100.   年次補足資料 

本章典は、各理事会の会合後、事務総長により更新されるものとする。各ロータリー年

度の終了後、蓄積された本章典への補足事項をまとめた年次資料が、事務総長によって

作成されるものとする。このような蓄積補足資料は、章典の改正内容をはじめ、章典の

採択または最新の改訂版が発行されて以来、一般的かつ永続的な方針に加えられたその

他すべての変更もしくは追加を含むものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 

 

1.110.   改訂版 

本章典の改訂版は、事務総長により時折作成されるものとする。ただし、少なくとも 4

年に 1 度とする。改訂版は、章典（または最新の改訂版）、最新の年次蓄積補足資料と

その後の章典の一切の改正事項、そして一般的かつ永続的な方針に加えられたその他す

べての変更もしくは追加を、1 つの統合された文書としてまとめるものとする。本章典

の改訂版には、「2001 年改訂版ロータリー章典」というように、題名の一部として出

版された年が付記される。正規に作成され認定された改訂版は、それ以前に出版された

章典の全版に取って代わる。章典の改訂版が作成され認定されたなら、その改訂版は理

事会の定例会合に提出され、理事会がそれを受け取ったことが議事録に記録されるもの

とする。 
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章典の新しい改訂版は理事会に提出された時点から発効し、章典の前版から新しい改訂

版に移行する際に意図せずして削除あるいは変更された方針については、前版に記載さ

れている通り 6 カ月間有効であるという但し書きが付される。理事会に新改訂版が提出

されてから 6 カ月の期間中、事務総長は前版の方針を正確に反映させるために新改訂版

を修正することができ、かかる修正については次回の定例会合にて理事会に報告される

ものとする。6 カ月の期限が過ぎた後、新改訂版は理事会により完全に採択されたに等

しく、完全に有効となる。このような改訂版に記載された方針の文面は、理事会の決定

による場合を除き、その後は変更することができない（1998 年 6 月理事会会合、決定

348号）。 

 

 

1.120.   認定 

事務総長は、本条項に準拠して発行されるよう、年次蓄積補足資料および章典の改訂版

を作成する義務、およびそれを認定する権限を持つ（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 
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第 2 章 

 

ロータリークラブ 

 

条項 

2.   クラブの会員組織と管理運営 

3.   クラブの名称、所在地域、所在地域の調整 

4.   会員に関する一般的指針と職業分類 

5.   会員増加および新会員 

6.   元ロータリアンおよび現ロータリアンの家族 

7.   クラブ例会および出席 

8.   クラブのプログラム 

9.   クラブの財務と広報 

10.  クラブ役員 

11.  クラブとロータリアンおよびその他の人々との関係 

 

 

第 2 条  クラブの会員組織と管理運営 

 

2.010.  RIへのクラブの加盟 

2.020.  クラブ・リーダーシップ・プラン 

2.030.  RI外部のクラブの連合組織  

2.040.  1922年 6月 6日より前に加盟したクラブ 

2.050.  推奨クラブ細則 

2.060.  クラブの法人化 

2.070.  クラブ活動の法人化 

2.080.  国法の順守 

2.090.  クラブおよび政治活動 

2.100.  武器が関わるクラブおよび地区の行事 

2.110.  武器が関わる行事の法的および保険上の影響 

2.120.  ロータリーの行事および活動の際の行動 

2.130.  青少年の保護 

2.140.  試験的プロジェクト 

 

 

2.010.   RI へのクラブの加盟 

国際ロータリーはロータリークラブの連合体であり、各クラブはこの連合体と直接的な

関係かつ共通の責任を有しており、RI の加盟者としてのクラブの管理運営および機能

に対しては、国単位のクラブの集合体またはその他のクラブの集合体が介入することは

ない。RI のすべての加盟クラブは、クラブの組織構造と機能を定める組織規定文書の

条項を順守するよう求められている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 265号 
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2.010.1.  機能の喪失 

RI 細則に従い、RI 理事会は、当組織のすべての加盟クラブが確実に機能してい

るよう配慮する責任があり、機能しているクラブを次のように定義する。 

 

1.  国際ロータリーに人頭分担金を納めていること。 

 

2.  RI組織規定文書に準じて、定期的に会合を開いていること。 
 

3.  その会員がロータリーワールド・マガジンプレスの雑誌を購読していること。 
 

4.  地元や他国の地域社会のニーズに取り組む奉仕プロジェクトを実施している

こと。 
 

5.  ガバナー、ガバナー補佐、または国際ロータリー役員の訪問を受け入れてい

ること。 
 

6.  本章典 72.050.項の規定する通り、適切な責任保険に加入していること。 
 

7.  国際ロータリーの定款、細則、およびロータリー章典に矛盾しない方法で活

動していること。 
 

8.  外部からの援助に頼ることなく、RI 会費および地区会費を負担していること。 
 

9.  事務総長に正確な会員名簿を適時に提出していること。少なくとも、会員の

変更については 7月 1日および 1月 1日必着で事務総長に報告しなければなら

ない。 
 

10.  クラブ内の論争を友好的な方法で解決すること。 
 

11.  地区と協力関係を維持していること。 
 

12.  RI定款文書で提示される全ての救済措置が尽きる前に、国際ロータリーまた

はロータリー財団、ならびにその理事、管理委員、役員、および職員に対す

る訴訟を提起または継続することなく、またそのような訴訟を提起または継

続する個人を会員に留めることなく、RIと協力していること。 
 

13.  RI細則で定められた選挙審査方法に従い、これを完了すること。 

 

各ガバナーは、上記の基準に基づき、機能していない地区内のクラブを特定する

ものとする。ロータリーのシニアリーダーもまた、観察によってクラブが機能し

ていないことに気づいた場合には、それを報告するよう奨励されている（2016

年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2000年 2月理事会会合、決定 339号、2004年 11月理事会会合、決定 59号。2000年 5月理事会会合、

決定 425号、2000 年 8月理事会会合、決定 79号、2000年 11月理事会会合、決定 178号、2009年 11月理事

会会合、決定 93 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2014 年 1
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月理事会会合、決定 96 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 113 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 121 号、

2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

2.010.2.  すべてのロータリークラブにおいて最低基準を満たすための計画 

1.  クラブが機能するための機会の創設 

 

弱体とみなされたクラブが、理事会が定めた最低基準を満たすことができるよう、

ガバナーは、これらのクラブの適切な強化策を整える。 

 

2.  機能していないクラブへの対応 

 

クラブが地区ガバナーによって提供された強化の機会を取り入れないことを選ん

だ場合、ガバナーは、以下の選択肢の中から適切な措置を取るためにこれらのク

ラブに協力する。 

 

a）  脱会－慎重な検討の後、ガバナーと相談した上で、クラブ脱会に関する理事

会方針に従い、クラブ会員がクラブの加盟身分を終結することに合意する。ガバ

ナーは、会員であり続けることに関心を持つロータリアンの氏名を近隣のクラブ

に提供する。 

 

b）  合併－ガバナーと相談した上で、クラブとそのすべての会員が近隣のクラブ

と合併する。会員数が 20名未満の近隣クラブは合併するよう奨励されている。 

 

c)  終結 – ガバナーは、機能しているクラブの最低基準を満たすことができない

クラブについて事務総長に通知する。事務総長はガバナーの推奨事項についてク

ラブに通知し、妥当な期間内に回答を求める。クラブからの回答がない場合、ま

たはクラブの回答が最低基準を満たすことができないことを示す場合、クラブは

機能していないことを理由に終結される（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：2000 年 2 月理事会会合、決定 324 号、2000 年 11 月理事会会合、決定 158 号。2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号、2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

2.010.3.  ロータリークラブの脱会 

RI 細則第 3.010.項「クラブの RI 脱会」に準拠し、当組織からの脱会を希望する

クラブは次の一般指針に従うことができる。 

 

事前に通知を行って、全会員を集めた会合を開き、クラブが国際ロータリーから

脱会すべきかについて投票を行う。 

 

出席している会員の過半数がクラブの RI 脱会に賛成票を投じた場合、クラブの

会長と幹事は、地区ガバナーと事務総長宛てに、クラブの投票結果とクラブの運

営最終日を記した通知を書面で送るべきである。 

 

非営利組織の終結に関して適用される地元の全法律および資金管理要件に従うよ

う注意を払うべきである。 
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クラブが法人となっている場合、および（または）クラブの活動が法人化されて

いる場合、特に資産の処理について、適用される法律と法人設立定款に従うべき

である。 

 

地区は、引き続きロータリーの会員であり続けることの希望を表明した会員に対

して、ほかのロータリークラブを探す支援をすべきである（2013 年 10 月理事会

会合、決定 31号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 283号。2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

引照 

 

9.020.  RIに対し滞納金のあるクラブ 

32.030.4.  クラブの停止、終結および加盟復帰 

32.030.9.  雑誌講読の義務 

 

2.020.  クラブ・リーダーシップ・プラン 

クラブ・リーダーシップ・プランの目的は、効果的なクラブの管理の枠組みを提供する

ことにより、ロータリークラブの強化を図ることである。地区リーダーシップ・プラン

に提示されているように、クラブのリーダーは、地区リーダーと相談しながらクラブ・

リーダーシップ・プランを導入すべきである。クラブ・リーダーシップ・プランは、毎

年見直しが行われるべきである。以下は、効果的なクラブの要素である。 

 

a）  会員基盤を維持、および（または）拡大する。 

b）  地元と他国の地域社会のニーズに取り組む充実したプロジェクトを実施する。 

c）  寄付およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。 

d）  クラブの枠を超えてロータリーで奉仕できるリーダーを育成する。 

 

クラブ･リーダーシップ・プランを実施するために、現、次期、元クラブリーダーは以

下を行うべきである。 

 

a）  効果的なクラブの要素に取り組む長期的な計画を立案する。 

b）  年次目標を設定し、ロータリークラブ・セントラルに入力する。 

c）  会員を計画過程に参加させ、ロータリーの活動に関する情報を伝えるためのクラブ

協議会を実施する。 

d）  クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、

および地区委員会の間に明確なコミュニケーションが確実に図られるようにする。 

e）  将来のリーダー育成を図るための引継ぎ計画の概念を含め、リーダーシップの継続

性を確保する。 

f）  クラブ委員会構成とクラブリーダーの役割と責務を反映させるべく、細則に修正を

加える。 

g）  クラブ会員間の親睦をさらに深めるような機会を提供する。 

h）  会員全員がクラブのプロジェクトや業務に活発に関与するようにする。 
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i）  以下を確実にするための包括的な研修計画を立案し、実施する。 

1.  クラブリーダーが、適宜、地区研修会合に出席する。 

2.  新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

3.  現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

4.  全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。 

 

クラブの各種委員会  

クラブの各種委員会は、クラブの年次目標と長期目標を実行する責務を担う。会長エレ

クト、会長、直前会長が協力し、リーダーシップの一貫性と計画の継続性を図るべきで

ある。継続性を図るため、可能であれば、委員会委員は 3 年を任期として任命されるべ

きである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員お

よび委員長を任命し、計画会議を設ける責務がある。委員長は、同じ委員会の委員とし

ての経験を有していることが推奨される。 

 

標準ロータリークラブ定款第 10 条に従って常任委員会を任命し、クラブの細則にこれ

を反映するべきである。 

 

研修の要件 

クラブ委員会委員長は、就任する前に地区研修・協議会に出席すべきである。 

 

地区リーダーシップチームとの関係  

クラブ委員会は、ガバナー補佐および関連する地区委員会と協力すべきである。 

 

報告要件 

クラブ委員会は、適切であれば、活動についてクラブ理事会に定期的に報告し、クラブ

協議会において報告を行うべきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 128 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2010 年 6 月理事会会合、決定

223号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

2.030.  RI 外部のクラブの連合組織 

クラブは、その会員を他の組織に結びつけたり、RI の枠外で正式なクラブの連合体を

設立したりする権限はない（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1971年 4月理事会会合、決定 233号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2013年 10月理事会会合、決定 31

号により改正 

 

 

2.040.  1922 年 6 月 6 日より前に加盟したクラブ 

RI 細則によって例外が認められていない限り、1922 年 6 月 6 日より前に加盟したすべ

てのクラブは、現在の標準ロータリークラブ定款を採択するものとする。事務総長は、

1922年 6月 6日より前に加盟したクラブ向けに、標準ロータリークラブ定款と異なる規

定を補遺規定として有する。クラブが、現在の標準ロータリークラブ定款に近づけるた

めに（標準クラブ定款と）異なる規定を改正しようと望む場合、そのクラブは、標準ロ
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ータリークラブ定款の規定に従って改正することができる（2013 年 10 月理事会会合、

決定 31号）。 

 
出典：1990年 3月理事会会合、決定 139号、1992年 11月理事会会合、決定 83号。2013年 10月理事会会合、決定

31号により改正 

 

 

2.050.  推奨クラブ細則 

標準ロータリークラブ定款は、すべてのクラブが RI の定款と細則の規定に矛盾しない

細則を採択することを義務付けている。理事会は、本章典の補遺資料に記載されている

推奨クラブ細則を採択した。規定審議会の決定の結果として推奨クラブ細則に加えられ

る改正は、理事会を代行する執行委員会により承認されることができる。推奨クラブ細

則は、理事会により適宜見直されるものとする（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：2004年 11月理事会会合、決定 59号、2005年 3月理事会会合、決定 197号。2013年 10月理事会会合、決定 31

号により改正 

 

 

2.060.  クラブの法人化 

クラブは、その法人設立定款の中に、今後の改正も含め、現行の RI 組織規定文書に忠

実に従うという文言を加えるなら、法人化することができる。 

 

クラブは、クラブ自体またはその活動の法人化を通じて、クラブのプロジェクトと活動

から発生しうる事故や損害に対する賠償責任から保護される手はずを整えるべきかどう

かについて、法律顧問または責任保険の顧問から助言を受けるべきである。 

 

本項の目的のために、以下の語句は、次の通りの意味を持つものとする。 

 

1) 「法人」という語は、社団法人、法人組織、有限責任会社、あるいは地元の法務当

局により認められているその他の類似した組織体を意味するものとする。 

 

2） 「法人化」という語は、法人を設立する手続を意味するものとする。 

 

3） 「法人規約文書」とは、法人設立定款または組織設立定款、細則および類似した文

書を含め、統括管理および運営のための手続きの設定にあたる法人により正式に採択さ

れた文書を意味するものとする（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 
 

出典：1940年 7月理事会会合、決定 36号、1983年 11月理事会会合、決定 93号、2008年 11月理事会会合、決定 104

号、2013年 10月理事会会合、決定 31号。1958年 1月理事会会合、決定 114号、2004年 11月理事会会合、決定 59号

により改正 

 

2.060.1.  法人化の提案形式 

法人設立定款の一般規定は以下の通りである。 

 

本法人の名称は、法人_________________________ロータリークラブと称するも

のとする。 
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本法人は、非営利団体法人とする。その目的は、慈善、博愛、かつ、ロータリー

の目標を奨励、推進、拡大することと、国際ロータリーの加盟クラブとしての関

係を維持することとする。 

 

組織された本法人が許可されるものとなる、この法人設立の準拠法である

___________州／都道府県の法令の規定の定める範囲内で、本法人は、国際ロー

タリーの定款および細則に矛盾しない方法で運営するものとする。 

 

この法人は、法人設立定款に列挙されている趣旨に沿い、かつ、本法人設立の準

拠法である州／都道府県の法令に反しない細則を採択できるものとする（2004

年 6月理事会会合、決定 236号）。 
 

出典： 1940年 7月理事会会合、決定 36号。2003年 5月理事会会合、決定 325号、2004年 6月理事会会合、

決定 236号により改正 
 

2.060.2.  クラブ法人細則の調和 

この新たに設立された法人を、国際ロータリーと調和したものにするために、こ

の法人は、RI が加盟クラブのために定めている標準ロータリークラブ定款と推

奨ロータリークラブ細則のすべての関連規定をその法人細則として採択するもの

とする。法人設立定款は、法人が設立された地域の法律で義務づけられている追

加の声明や表明を含まなければならない。これらの規定は、法人となったクラブ

があらゆる点において RI の加盟クラブである、という明白な趣旨に反しない限

り、いかようにも修正することができる。既存クラブがこのような条件に従って

法人化されたとしても、RI との関係には何の変わりもなく、以前のクラブと変

わりないと認識されるものとする  （2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 
 

出典：1940年 7月理事会会合、決定 36号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

2.060.3.  クラブの法人化に関する事務総長の権限 

事務総長は、理事会に代わって提出されたすべての法人設立書類を審査し、RI

の方針を順守しているかどうかを検討するものとする。さらに方針声明が必要と

される特別な状況の場合、事務総長は、その申請を執行委員会に付議するものと

する（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1940年 7月理事会会合、決定 36号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

2.070.  クラブ活動の法人化 

クラブに法的責任が生じる可能性がある特殊な活動に従事することをクラブが提案する

場合、そのような活動はクラブ自体とは別個に法人化すべきである（2004 年 11 月理事

会会合、決定 59号）。 

 
出典：1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号。1958 年 1 月理事会会合、決定 114 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59

号により改正 

 

 

2.080.  国法の順守 
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すべてのロータリークラブは、クラブが存在し、活動している国の法律に従うものと期

待されている。クラブは、当該国の法律に従うべく、特定の法的要件を満たすために必

要な措置を取ることができる。ただし、以下を条件とする。 

 

1.  当該国におけるクラブの組織と機能に関連する措置や手配が、クラブの実際の管理

運営と機能とのかかわりにおいて組織規定文書と矛盾しないこと。 

 

2.  当該クラブが、RI 組織規定文書が時折改正されるにつれ、また、クラブがあらゆる

点で RIの加盟ロータリークラブであり続け、加盟クラブとして機能する限り、組織

規定文書に従い、また従い続けること。 

 

3.  いかなる国のクラブであれ、このような措置を意図する場合は、まず、理事会の検

討に付すこと（2006年 6月理事会会合、決定 220号）。 

 
出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 265号。2006年 6月理事会会合、決定 220号により改正 

 

 

2.090.  クラブおよび政治活動 

RI とその加盟クラブは、党派的政治声明を発表することを控えなければならず、ロー

タリアンも同様に、政府もしくは行政当局にいかなる団体的圧力をもかけてはならない

（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1983年 2～3月理事会会合、決定 288号 
 

引照 

 

34.040.1.  政治的な目的のためのロータリーの名称または徽章の使用 

 

 

2.100  武器が関わるクラブおよび地区の行事 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、銃、武器、その他の

兵器の販売、譲渡、または所有権の移転に関わる活動（福引を含む）に参加することが

できる。ただし、品目の所有権を決して取得せず、銃の所有権の移転は免許を持つ第三

者によって処理され、適用される全法律を順守することを条件とする。このような活動

に関連してロータリーの標章を使用する場合は、常にロータリー標章の使用に関する方

針を含む RIの方針を順守するものとする（2017年 6月理事会会合、決定 172号）。 
 

出典：  2017年 1月理事会会合、決定 96号。2017年 6月理事会会合、決定 172号により改正 

 

引照 
 

44.020   ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他団体

との交流の指針 
 

 

2.110  武器が関わる行事の法的および保険上の影響 
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射撃競技活動を含む銃または武器が関わる行事または活動を開催するロータリークラブ、

ロータリー地区、その他のロータリー組織は、そのような活動から生じうる法的責任を

検討し、法律および保険の専門家と相談して十分な保護がなされていることを確認する

ものとする（2017年 6月理事会会合、決定 172号）。 
 

出典：  2017年 1月理事会会合、決定 96号。2017年 6月理事会会合、決定 172号により改正 

 

 

2.120  ロータリーの行事および活動の際の行動 

ロータリーは、安全、礼儀、品格、尊敬を促す環境を維持することに力を注いでいる。

ロータリーの行事または活動に出席または参加するすべてのロータリークラブ会員と個

人は、望まれない身体的接触、誘いかけ、発言を含むハラスメント（嫌がらせ）のない

環境を与えられる権利を有する。 

 

ロータリアンおよびそのゲストは、クラブの行事と活動において専門職業人にふさわし

い環境を育むことにより、善良なる人格、高潔さ、リーダーシップを示すものとする。 

 

ロータリーの行事または活動における望まれない身体的接触、誘いかけ、発言の申し立

ては、クラブ理事会が審査し、妥当な期間内に回答するものとする。申し立ての対象者

がクラブ理事会のメンバーである場合は、自ら審査から外れることを期待される。  

 

犯罪行為の申し立てはすべて地元の警察に伝えるべきである。 

 

不適切な行動の申し立てについて十分な対処を怠った場合は、地区ガバナーへ付託する

ことができる（2017年 6月理事会会合、決定 177号）。 
 

出典：  2017年 6月理事会会合、決定 177号 

 

引照 

 

7.020  クラブ例会の実施 

7.020.1  クラブ例会における礼儀作法 

8.030.2  ロータリアンの行動規範 
 

 

 

2.130.  青少年の保護 

 

2.130.1.  青少年と接する際の行動規範に関する声明 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な

環境をつくり、これを維持するよう努める。ロータリアン、その配偶者、その他

のボランティアは、接する児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、ある

いは精神的な虐待から彼らの身の安全を守るため、最善を尽くす責任がある

（2006年 11月理事会会合、決定 72号）。 
 

出典：2002年 11月理事会会合、決定 98号。2006年 11月理事会会合、決定 72号により改正 



ロータリー章典  ページ 15 

2018年 10月 

 

 

2.120.2.  性的虐待およびハラスメントの防止 

すべてのロータリアン、クラブ、地区は、「青少年と接する際の行動規範に関す

る声明」、および事務総長により作成された虐待およびハラスメント防止に関す

る RIの指針に従うべきものとされる。指針には、次の要件が含まれている。 

 

1.  RI は、虐待およびハラスメントに対して、いかなる違反も法規適用する方針

（ゼロ容認方針）を有する。 

 

2  性的虐待あるいはハラスメントの申し立てがあった場合には、第三者による、

徹底した調査が行われなければならない。 

 

3.  性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての被疑者となったロータリー青少

年プログラムに関与するいかなる成人も、問題が解決するまでは、青少年と

の接触を一切断たなければならない。 

 

4.  虐待のいかなる申し立ても、いかなる違反も法規適用する RIの方針（ゼロ容

認方針）に則り、即刻、適切な法執行機関（警察等）に報告されなければな

らない。 

 

5.  虐待やハラスメント（嫌がらせ）のすべての申し立ては、地区役員がこの事

態の報告を受けてから 72 時間以内に、地区から RI に報告するものとする。

地区は、RIへの報告を担当する人を 1名、地区内で指定しなければならない 

 

6.  性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、あるいは有罪であると宣告され、

あるいはそれに関与したと認められたいかなるロータリアンについても、ク

ラブは、その会員身分を終結しなければならない。性的虐待あるいはハラス

メントを自ら認め、あるいは有罪を宣告され、あるいはそれに関与したと認

められたロータリアン以外の人は、ロータリーが関係する青少年活動に携わ

ることを禁じられる。クラブは、ある会員が性的虐待またはハラスメントを

行ったと知った場合、その人の会員身分を認めることはできない（クラブが、

事実を知りながらそのようなロータリアンの会員身分を終結しなかったとい

う情報が得られた場合、RI 理事会はそのロータリアンの会員身分を終結する

措置を講じるとともに、方針の順守を怠ったことを理由に、クラブの加盟を

終結する措置を講じる）。 

 

7.  性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての調査で結論が導き出されなかっ

た場合、青少年の参加者の安全および被告発者の保護のため、当人が将来関

わる青少年を守るべく、さらなる保護措置が講じられなければならない。性

的虐待あるいはハラスメントの申し立てが引き続き寄せられた場合、その成

人は、ロータリーに関連して行われる青少年活動への関与を、永久的に禁じ

られるものとする。刑事上の罪あるいは民事上の罪にかかわらず、当該成人

の存在は当組織の評判を損なうものとなり、青少年にとって有害となる可能

性がある。これはまた、他の青少年からの他の告発から当該成人を守ること
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にもなる。罪を問われ、後に嫌疑が晴れた当人は、青少年プログラムへの参

加への復帰を申請することができる。復帰は権利ではなく、元の活動に復帰

できるという保証はない（2016年 9月理事会会合、決定 57号）。 
 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 57 号。2006 年 11 月理事会会

合、決定 72号により改正 

 

2.130.3.  青少年の旅行および宿泊 

ロータリークラブと地区は青少年を育成する活動を実施するよう奨励されている

ことを踏まえ、クラブと地区のプログラムあるいは活動で、未成年者が地元地域

の外に旅行するもの、または宿泊を伴うものについては、青少年保護方針と書面

による手続きを作成、維持し、これを順守しなければならない。受入地区によっ

て、または受入地区に代わって運営される旅行およびツアーを除き、青少年交換

の旅行は、ロータリー章典第 41.070.12.項に概説されている方針に準拠する。 

 

ガバナーは、地区内のすべてのプログラムおよび活動で、未成年者が地元地域の

外に旅行するもの、または宿泊を伴うものの監督と管理に対し責任を持つ。 

 

 

クラブと地区は以下を行う。 

 

1.  地元地域の外に旅行する、または宿泊を含む旅行をする青少年参加者全員の

両親または保護者から事前に書面で許可を得るものとする。 

 

2.  両親または保護者に、プログラムの詳細、行事の場所、旅行日程、宿泊先、

プログラム運営者の連絡先を出発前に提供するものとする。 

 

3.  自宅から 150マイル（241キロ）以上離れた場所、あるいは母国外に旅行する

場合は、旅行する未成年者の両親または保護者が旅行保険を提供するよう義

務づけるべきである。その補償内容には、医療（母国を離れる旅行の場合）、

緊急医療移送、遺体の本国送還、法的責任を含め、補償額は、活動または行

事を主催するクラブまたは地区にとって満足のいくものでなければならない。

また、補償期間は、未成年者が自宅を出発し、自宅に帰るまでとする。 

 

クラブと地区の方針および手続きには以下を含めるべきである。 

 

1.  ボランティアの申請と審査の手続き 

 

2.  ボランティアの任務内容と責務の概要 

 

3.  未成年者数に対する成人数の割合に関する監督基準 

 

4.  以下を含む危機管理計画 

 

a.  医療とそのほかの緊急事態への対応と成人の支援の提供 
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b.  両親および法的保護者との連絡の手続き 

 

5.  RI の方針に準じて、申し立てあるいは事態を報告し、これに十分に対応する

ための書面による指針（2016年 9月理事会会合、決定 57号）。 
 

出典：2009年 1月理事会会合、決定 155号、2010年 6月理事会会合、決定 210号。2013年 6月理事会会合、

決定 196号、2016年 9月理事会会合、決定 57号により改正 

 

2.140.  試験的プロジェクト 
 

2.140.1.  第 4、5、6Aゾーンにおける電子投票システム 

事務総長は、2016–17年度、2017–18年度、2018–19年度に開催される選挙の試験

的プロジェクトとして、第 4、5、6A の各ゾーンにおける地区およびゾーンの選

挙において、郵便投票が必要とされる場合に電子投票システムを使用するよう手

配するものとする。 

 

試験的プロジェクトの対象となる地区は、すべての地区選挙を指名委員会または

電子投票によって実施すべきである（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 
 

出典：2016年 4月理事会会合、決定 183号、2016年 9月理事会会合、決定 33号 
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第 3 条  クラブの名称、所在地域、所在地域の調整 

 

3.010.  クラブの名称 

3.020.  クラブの所在地域（地理的な境界） 

 

 

3.010.  クラブの名称 

ロータリークラブの名称は、クラブの所在地域を示すものでなければならない。その名

称は、その地域の地図を見れば容易に所在地が分かるようなもの、あるいは何らかの関

連情報を含むものとし、その地域をよく知らない人でも、大体の位置が把握できるよう

にしなければならない（2001年 11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：1987年 5～6月理事会会合、決定 371号。2001年 11月理事会会合、決定 45号により改正 

 

3.010.1.    同じ所在地域の追加クラブの名称 

既存のクラブと所在地域を同じくする新クラブが追加のクラブとして設立される

場合、その追加のクラブは、その名称として所在地域を明確にする語句を採用し、

さらなる識別語句、あるいはその他の適切な指示語句を含むものとする（2013

年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1975 年 5～6 月理事会会合、決定 207 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2013 年 10 月理事会

会合、決定 31号。1987年 5～6月理事会会合、決定 371号も参照のこと 

 

3.010.2.  クラブの名称を審査する事務総長の権限 

クラブの名称が適切かどうかは事務総長が決定するものとする（2014 年 10 月理

事会会合、決定 38号）。 

 
出典：1987年 5～6月理事会会合、決定 371号 

 

3.010.3.  台湾のクラブの命名法 

以前に「中華人民共和国、台湾」および「中国、台湾」と呼ばれていた台湾は、

台湾の全ロータリークラブの公式名称の一部としてのみ「台湾」と呼ばれるもの

とする（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1998年 6月理事会会合、決定 384号 

 

 

3.020.  クラブの所在地域（地理的な境界） 

各ロータリークラブは、一定の場所（地域）に結成されるものとする。所在地域は、社

会的に貢献する仕事に活発に従事している、事業および専門職務に携わる人が十分な人

数いて、職場や住居と互いに近接しており、クラブとして活動できるのであれば、どの

ような地域であってもよい。クラブは、クラブ定款でその所在地域を定めるものとする

（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1939年 1月理事会会合、決定 105号。2001年 11月理事会会合、決定 45号、2003年 2月理事会会合、決定 194

号、2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 
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3.020.1.  巡航船上におけるクラブの結成 

巡航船は、クラブの所在地域とはならないものとする。一法人企業がクラブに対

して過度の影響力を持つような状況下では、営利企業とクラブが密接に関連しな

いことがロータリーにとって得策である（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 93 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号、2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

3.020.2.  クラブの所在地域の変更 

所在地域に関して定款の規定を改正するというクラブの決定の通知には、その改

正の理由の説明文が添付されるものとする（2013 年 10 月理事会会合、決定 31

号）。 

 
出典：1965年 5～6月理事会会合、決定 260号。2001年 11月理事会会合、決定 45号により改正 
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第 4 条  会員に関する一般的指針と職業分類 

 

4.010.  多様な会員 

4.020.  クラブ会員身分の個人的な性質 

4.030.  職業分類および会員に関する一般原則 

4.040.  ロータリークラブにおけるロータリー学友の会員身分 

4.050.  会員証 

4.060.  二重会員身分 

 

 

4.010.  多様な会員 

クラブの会員組織は、地元の地域社会を真に反映すべきである。すべてのクラブは、事

業、専門職務、および地域社会のリーダーを適切に代表するために、その職場がクラブ

の所在地域内にある会員が十分な人数あるいは割合となるよう努力すべきである（2013

年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1969 年 1 月理事会会合、決定 86 号、1987 年 11 月理事会会合、決定 89 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 45

号、2004年 11月理事会会合、決定 59号、2007年 6月理事会会合、決定 226号により改正 

 

4.010.1.    多様性に関する声明 

ロータリーは、個々のクラブの中にある多様性の価値を認識している。ロータリ

ーは、既存の会員規則の下、会員資格を持つ地域社会の人々について調査し、専

門職や事業の職業分類、性別、年齢、宗教、民族といった点において地域社会を

反映することに努めるようクラブに奨励している（2013年10月理事会会合、決定

31号）。 

 
出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 223 号。2008 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 31号により改正 

 

 

4.020.  クラブ会員身分の個人的な性質 

クラブにおける会員身分は、個人的な会員であって、個人を雇用する経営組織や法人企

業のそれではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：規定審議会、80-102。 

 

 

4.030.  職業分類および会員に関する一般原則 

クラブは、職業分類の慣行を慎重に考慮し、現在の事業、専門職務および社会奉仕の環

境に合わせるために必要な場合は、職業分類の解釈を拡大すべきである（2013 年 10 月

理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1995年 11月理事会会合、決定 84号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2013年 10月理事会会合、決定 31

号により改正 

 

4.030.1.    引退した人の会員身分 
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引退した人がロータリークラブの正会員として入会する場合、職業分類として、

以前の職業を使用するものとするが、これは職業分類における会員の人数制限に

対して数えられない（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：2003年 10月理事会会合、決定 62号 

 

 

4.040.  ロータリークラブにおけるロータリー学友の会員身分 

ロータリークラブは、ロータリー学友のために特別な会員の種類または特別な職業分類

を設けるべきではないが、ロータリー学友をクラブの会員となるよう積極的に勧誘すべ

きである。また、クラブは、それぞれの地域のロータリー学友との連絡を維持し、会員

となる資格をまだ備えていない、あるいは、入会の誘いを辞退した学友の才能を生かす

べきである（2014年 10月理事会会合、決定 38号）。 

 
出典：1959年 5～7月理事会会合、決定 253号。2005 年 11月理事会会合、決定 36号、2007年 6月理事会会合、決定

226号、2014年 10月理事会会合、決定 38号により改正 

 

 

4.050.  会員証 

ロータリークラブは、正会員に対して会員証を発行すべきである。クラブを訪問するロ

ータリアンで、そのクラブに個人的に知られていないロータリアンは誰でも、自己紹介

の手段としてロータリーの会員証を提示すべきである（2013 年 10 月理事会会合、決定

31号）。 

 
出典：規定審議会 80-102。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

4.050.1.    ロータリアンのための紹介状 

国際ロータリーは、国際ロータリーの業務目的で旅行する会員以外の人のために、

信任状、身分証明書、紹介状を発行しない。国際ロータリーは、個々のロータリ

アンおよびクラブ役員に対して紹介状保持者を紹介したり、その身分を証明した

りするために、奨学生あるいは旅行するロータリアンの子女に紹介状を発行しな

い（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 
 

出典：1938年 6月理事会会合、決定 262号。2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

4.060  二重会員身分 

同時に 2 つ以上のクラブの会員である個々のロータリアンについて、国際ロータリーは、

その人の RI 人頭分担金が支払われ、会員数に含まれ、クラブと地区の役割が割り当て

られ、ロータリー財団への寄付が認められ、地区の投票権が認められている 1 つのロー

タリークラブでの正会員としての身分のみを認める  （2017年 6月理事会会合、決定 149

号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 124号。2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 
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第 5 条  会員増加および新会員 

 

5.010.  会員基盤の成長および増強 

5.020.  新会員 

5.030.  RIの会員戦略計画 

 

 

5.010.  会員基盤の成長および増強 

 

5.010.1.    会員基盤の成長における個々のロータリアンの役割 

すべてのロータリアンは、ロータリーの会員としての利点を推進するという個人

としての責任を等しく共有する（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1976年 1月理事会会合、決定 93号。2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

5.010.2.  正確なクラブ会員の月次報告 

クラブ会員の報告が不正確であるとガバナーまたは理事が疑いを持つ場合、事務

総長は以下の措置を講じるものとする。 

 

a.  クラブの会員報告の正確性を判断する。 

b.  クラブが会員の報告を正確に行っていなかった場合、理事会はこれをクラブ

役員としての信託に対する深刻な違反であるとみなし、RI細則第 3.030 節に従っ

て、然るべき理由による加盟の終結も含め、クラブを罰することを検討する

（2015年 5月理事会会合、決定 194号）。 

 
出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 235 号。2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2014 年 10 月理事会会

合、決定 105号、2015年 1月理事会会合、決定 117号、2015年 5月理事会会合、決定 194号により改正 

 

5.010.3.  若年層の会員 

クラブは、会員資格を備えた元ローターアクターやその他の若年層の会員候補者

を探し出すべきである。 

 

クラブは、善良なる人格、高潔さ、リーダーシップを示し、事業、専門職務、お

よび地域社会において良い評判を得ており、地域社会と世界に奉仕する意欲のあ

る若い人々が入会への関心を高める方法を見出すべきである。 

 

クラブは、年齢 35 歳未満の会員の会費と入会金を免除することができる。さら

に、クラブはこの年齢層の新会員のために地区会費を負担することができ、また

地区は、地区協議会あるいは地区大会での決定により、この年齢層の新会員の地

区人頭賦課金を減額することができる（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1970年 1月理事会会合、決定 150号、1990年 6月理事会会合、決定 255号、2002年 2月理事会会合、

決定 177号、2002年 6月理事会会合、決定 254号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2007年 6月理事会

会合、決定 226号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

 



ロータリー章典  ページ 24 

2018年 10月 

 

 

5.020.  新会員 

 

5.020.1.  新会員の参加 

クラブは、すべての新会員に対し、クラブ協議会や地区大会を含め、クラブと地

区の行事に出席するよう奨励すべきである。クラブはまた、可能な限り、新会員

をクラブの委員会に配属すべきである（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 

出典：1967年 1月理事会会合、決定 180号、2004年 11月理事会会合、決定 59号 

 

5.020.2.  ロータリー財団への義務的寄付の禁止 

ロータリー財団は、自発的寄付を原則として発展してきた。財団への寄付を会員

の資格条件としてはならず、これを資格条件として言及するいかなる文も、会員

入会申込用紙に記載してはならない。クラブが財団への寄付を会員資格とするよ

うな細則を制定することは禁じられている。会員証にこのような寄付について言

及することは、一切認められない（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1964 年 11 月理事会会合、決定 192 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 298 号。2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号により改正 

 

 

5.030.  RI の会員戦略計画 

 

戦略：組織全体で協調して取り組む焦点 

 

目標 

• RIおよびロータリー財団のシニアリーダーおよび職員のビジョン、焦点、参加を、継

続的かつ連携して実現する。 

• 地域別の会員増強戦略を含む、会員増強の評価および会員報告／測定を強化する。 

• 革新性、柔軟性、およびロータリーの財政的安定性の強化に関連する立法案に関し

て助言する。 

• ポリオ撲滅が今後も国際ロータリーの対外的な最優先事項である一方、内部におい

ては、会員増強が最重要事項であるという一貫したメッセージを確認する。 

• ロータリーの使命、組織としての目的、広報対象と顧客の定義において、組織全体

での一貫性を確保する。 

 

戦略：クラブの能力開発 

 

目標 

• ロータリーの経験を高める方法を特定する。  

• ロータリーに関する理解を深め、ロータリーのリソースの活用を促進する。 

• 地区およびクラブの会員増強チームを強化する。 

 

戦略：会員の入会促進 
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目標 

• 対象市場にアピールする新たなモデルや追加プロダクトを開発する。 

• さまざまな世代の対象市場にアピールするクロスチャネルのセグメント化されたマー

ケティング戦略を実施する。 

• 既存の会員資格に基づき、ロータリー全体の年齢、性別、民族、職業の多様性を高め

る。 

 

戦略：会員の参加促進 

 

目標 

• 会員の維持を改善できるよう、既存会員および終結会員の調査の支援を継続する。 

• 効果的なクラブおよび会員のための会員表彰の機会を改善する。 

• 地域社会におけるロータリークラブの認知度を高める。 

• 毎年のRI国際大会およびロータリー会合を、会員との交流を深める機会として活用す

る。 

• 新会員のオリエンテーションおよびメンタリング（個人指導）を強化し、積極的に

売り込む（2016年 1月理事会会合、決定 104号）。 

 
出典：2015年10月理事会会合、決定72号、2016年1月理事会会合、決定104号 
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第 6 条  元ロータリアンおよび現ロータリアンの家族 

 

6.010.  元ロータリアン 

6.020.  ロータリアンの配偶者およびその他の家族の関与 

 

 

6.010.  元ロータリアン 

 

6.010.1.  亡くなったロータリアン 

RI 組織規定文書の下に明確に規定されていない限り、RI とのつながりを示唆す

るような組織の名称の使用は、禁じられている（2013 年 10 月理事会会合、決定

31号）。 

 
出典：1925年 6月理事会会合、決定 4（k）項。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

6.010.2.  クラブの争議における RI理事会の管轄 

元ロータリアンと以前所属していたロータリークラブとの間の争議は、RI 細則

の規定の下に事務総長に提出された問題を除き、RI 理事会の管轄内ではない

（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1948年 7月理事会会合、決定 45号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2013年 10月理事会会

合、決定 31号により改正 
 

 

引照 

 

34.040.9.  元ロータリアンによる「ロータリー」の名称およびロータリー徽章の使用 

 

 

6.020.  ロータリアンの配偶者およびその他の家族の関与 

クラブと地区は、ロータリアンの配偶者とその他の家族メンバーが容易に参加できるよ

うに奉仕プロジェクトを計画、実施するよう奨励されている。 

 

クラブと地区は、ロータリアンの配偶者とその他の家族メンバーが出席、参加できるよ

うに教育、奉仕、親睦活動の各プログラムと行事を運営するよう奨励されている（2013

年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 71号。規定審議会 89-139号も参照 
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第 7 条  クラブ例会および出席 

 

7.010.  クラブ例会の場所 

7.020.  クラブ例会の実施 

7.030.  クラブ例会のプログラム 

7.040.  クラブ例会の講演者 

7.050.  クラブ協議会 

7.060.   クラブの出席の報告 

7.070.  訪問者および来賓 

7.080.  他の奉仕クラブとの合同例会 

 

7.010.  クラブ例会の場所 

クラブは、その所在地域内において例会を開くべきである。各クラブは、自己の権限で

例会場を決定できる。ただし、クラブの各会員は、いずれも他のロータリークラブの例

会に出席する権利があるため、クラブは、世界中のクラブのどの会員でも出席できるよ

うな場所で例会を開くものと期待されている（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1947年 1月理事会会合、決定 166号、1999年 2月理事会会合、決定 245号、2001年 11月理事会会合、決定 45

号、2004年 11月理事会会合、決定 59号 

 

 

7.020.  クラブ例会の実施 

クラブにはいろいろな信仰あるいは価値観を持つ会員がいることを認識し、各クラブは、

寛容および人道的奉仕プロジェクトへの参加というロータリーの基本原則を汲むような

方法で、良識を働かせて例会を行うべきである（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1995年 7月理事会会合、決定 28号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

7.020.1.  クラブ例会における礼儀作法 

ロータリアンがそれぞれ両親、配偶者、あるいは子供を伴っている場合、そうし

たロータリアンの前での話や奇を衒う冗談および余興は適正でも適切でもなく、

また適切性を欠いたりその場にそぐわないロータリアンの集りも実施すべきでは

ない。そうしたロータリアン家族の前でのそのような冗談や話が適切に行われる

ことがないならば、個々のロータリアンによる話や冗談をいつも披露したりする

のは適切ではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1917年 11月理事会会合、決定 3項 

 

 

7.030.  クラブ例会のプログラム 

 

7.030.1.  クラブのプログラム：ロータリー教育 

クラブは、会員に対し、ロータリー情報、ロータリー教育、リーダーシップ研修

を提供するためだけの例会を定期的に開くべきである（2004 年 11 月理事会会合、

決定 59号）。 
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出典：1936 年 1 月理事会執行委員会会合、決定 58 項。2003 年 2 月理事会会合、決定 285 号、2004 年 11 月

理事会会合、決定 59号により改正 

 

 

7.030.2.  クラブのプログラム：公共問題 

クラブは、会員が関心を持つ公共問題を適切に討議することができるが、このよ

うな問題が論議を呼ぶものである場合には、対峙する双方の意見が十分に代表さ

れることが条件である。意見の分かれている公共問題に対しては、いかなる団体

行動も取らないものとする（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1957 年 1 月理事会会合、決定 169 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 1982 年 2 月理

事会会合、決定 285号も参照のこと 

 

7.030.3.  クラブのプログラム：文化、経済、および地理的な状況 

クラブは、言葉の障壁や文化的、社会的背景の相違から生じる可能性のある困難

を克服するのに役立つ手段として、自国以外の国の文化、経済、地理的な状況に

関するプログラムを設けるべきである（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1964年 1月理事会会合、決定 149号 

 

7.030.4.  クラブのプログラム：ロータリー財団 

クラブは、各ロータリー年度に少なくとも 2 回、そのうち 1 回はロータリー財団

月間に指定されている 11 月に、ロータリー財団の目的、プログラム、および寄

付増進活動に関するプログラムを取り上げた例会を設けるべきである（2004 年

11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 350 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 43 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号により改正 

 

 

7.040.  クラブ例会の講演者 

 

7.040.1.  講演者の費用 

RI 役員、元 RI 役員、あるいはその他のロータリアンを招待するクラブは、その

費用を支払うものと期待されている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1970年 5～6月理事会会合、決定 196号 
 

 

7.050.  クラブ協議会 

クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために

開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。すべ

てのクラブ会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしく

は指定された他の役員が、クラブ協議会の議長を務める（2013年10月理事会会合、決定

31号）。 
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出典：1983年2～3月理事会会合、決定248号。2003年2月理事会会合、決定279号により改正 

 

 

7.060.  クラブの出席の報告 

クラブ幹事は、月次会員報告書／出席報告書を、各月の最後のクラブ例会から 15 日以

内に、それぞれの地区ガバナーへ送るものとする（2013 年 10 月理事会会合、決定 31

号）。 

 
出典：1980 年 5～6 月理事会会合、決定 354 号。1999 年 2 月理事会会合、決定 209 号、2013 年 10 月理事会会合、決

定 31号により改正 1980年 10～11月理事会会合、決定 107号により確認 

 

 

7.070.  訪問者および来賓 

 

7.070.1.  クラブ例会でのゲスト 

クラブは、ロータリアンではない地元の人々にクラブの役割とその目的を理解し

てもらうため、クラブ例会にゲストを招くよう会員に奨励すべきである（2004

年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 125 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 1916 年 1 月理

事会会合、決定 16号も参照のこと 

 

7.070.2.  クラブのゲストとしての学生 

クラブは、クラブ例会のゲストとして学生を招待するよう奨励されている。クラ

ブは、大学やその他の学校の学生に積極的に働きかけ、ロータリーの理念や基本

原理を理解してもらうようにすることが奨励されている（2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号）。 

 
出典：1927年 1月理事会会合、決定 4（k）項。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

7.070.3.  ゲストとしてのロータリー学友 

クラブは、ロータリーの学友、特にクラブの所在地に最近転居してきた学友をゲ

ストとして例会に招くよう奨励されている。学友は、来訪ロータリアンが払うの

と同じ金額の出席費用を払うものと期待される（2014 年 10 月理事会会合、決定

38号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 231号。2014年 10月理事会会合、決定 38号により改正 

 

 

7.080.  他の奉仕クラブとの合同例会 

クラブ理事会により承認された特定の場合を除き、ロータリークラブは、他の奉仕クラ

ブと合同で例会を開いてはならない（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：出典：1924年 6月理事会会合、決定 IX (c) 項。1943年 5月理事会会合、決定 221号、2004年 11月理事会会合、

決定 59号により改正。1923年 2月理事会会合、決定 IX (c) (2)項も参照のこと 
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第 8 条  クラブのプログラム 

 

8.010.   活動に関するクラブの自主性 

8.020.   特別行事 

8.030.   職業奉仕の基本原則 

8.040.   社会奉仕の基本原則 

8.050.   クラブレベルの研修 

 

 

8.010.  活動に関するクラブの自治性 

クラブは、地元地域のニーズに応じて独自のプログラムを開発すべきである。クラブの

ために特定の奉仕プロジェクトやプログラムを提唱したり、指示したりすることは、RI

のプログラムの範囲内ではない。 

 

ロータリーの基本原則は、加盟クラブの実質的な自治である。 

 

クラブに対する組織規定および手続きによる制限は必要最小限に留め、ロータリーの根

本的かつ独自の特徴を保持する。その規定の範囲内において、特にクラブレベルでは、

RI の方針の解釈および実施に最大限の柔軟性が適用される（2016 年 4 月理事会会合、

決定 157号）。 

 
出典：1927年 5～6月理事会会合、決定 14 (b) (3) 項、1958年 5～6月理事会会合、決定 202号、1963年 1月理事会会

合、決定 90号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

 

8.020.  特別月間・週間・日 

奉仕を認識し重視するため、理事会は以下の特別月間・週間・日を設定した。 

 

特別月間・週間・日 月間／週間／日 

（月間の指定なし） 7月 

会員増強・新クラブ結成推進月間  8月 

重点分野：基本的教育と識字率向上月間  9月 

重点分野：経済と地域社会の発展月間  10月 

ロータリー学友参加推進週間 10月 7日を含む一週間  

（月曜日から日曜日ま

で） 

世界インターアクト週間 11月 5日を含む一週間  

（月曜日から日曜日ま

で） 

  

ロータリー財団月間  11月 

重点分野：疾病予防と治療月間  12月 
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職業奉仕月間  1月 

重点分野：平和と紛争予防／紛争解決月間  2月 

ロータリー設立記念日：世界理解と平和の日 2月 23日 

 

 

重点分野：水と衛生月間  3月 

世界ローターアクト週間 3月 13日を含む一週間  

（月曜日から日曜日ま

で） 

重点分野：母子の健康月間  4月 

青少年奉仕月間  5月 

ロータリー親睦活動月間   6月 

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1956年 1月理事会会合、決定 168号、1956年 5月理事会会合、決定 238号、1958年 1月理事会会合、決定 137

号、1958 年 1 月理事会会合、決定 141 号、1964 年 11 月理事会会合、決定 192 号、1977 年 2 月理事会会合、決定 268

号、1982 年 2 月理事会会合、決定 248 号、1987 年 2 月理事会会合、決定 299 号、1987 年 11 月理事会会合、決定 144

号、1990年 11月理事会会合、決定 116号、1996年 2月理事会会合、決定 219号、2000年 11月理事会会合、決定 138

号、2003年 7月理事会会合、決定 20号、2005年 7月理事会会合、決定 17号、2004年 11月理事会会合、決定 59号、

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 81 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、

2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

 

8.030.  職業奉仕の基本原則 

 

8.030.1.  職業奉仕に関する声明 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想の実践をロータリーが培

い、支援する方法である。 

 

「ロータリーの目的」第 2 項は職業奉仕の基礎として、具体的には、以下を奨励

し、育む。 

 

 職業上の高い倫理基準 

 役立つ仕事はすべて価値あるものとの認識 

 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとするこ

と 

 

上記の職業奉仕の理想に本来込められているのは次のものである。 

 

1）雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の

人々、職業上の知己すべての公正な扱い。 

 

2）自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。 
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職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割は、

頻繁に職業奉仕を実践することによって、クラブ自身の行動に職業奉仕を応用す

ることによって、模範となる実例を示すことによって、また、クラブ会員が自己

の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発することによって、目標

を実践、奨励することである。クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿って

自らの行いと事業と職業を律すること、また、クラブが開発したプロジェクトに

応えることである（2014年 1月理事会会合、決定 88号）。 

 
出典：1987年 10～11月理事会会合、決定 164号。2014年 1月理事会会合、決定 88号により改正。2001年 6

月理事会会合、決定 352号により確認 
 

 

8.030.2.  ロータリアンの行動規範 

ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択された。 

 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

 

1）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。 

 

2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもっ

て接する。 

 

3）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人

びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。 

 

4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 

（2014年 10月理事会会合、決定 60号）。 

 
出典：規定審議会 89-148。2011 年 5月理事会会合、決定 204 号、2011 年 9月理事会会合、決定 87 号、2013

年 10 月理事会会合、決定 31 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 88 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号

により改正 

 

8.030.3.  職業奉仕に関する重要なメッセージ 

ロータリアン、クラブ、および地区は、職業奉仕の支援において以下の戦略を実

施すべきである。 

 新会員の勧誘と入会において、職業と職業分類の重視を強化する。 

 クラブの活動において職業を重視する手段を特定する。 

 クラブおよび地区レベルのロータリーにおいて、高潔の精神でビジネス･ネッ

トワークを広げる活動をさらに強調する。 

 新世代の勧誘と指導の手段として、高潔の精神でビジネス･ネットワークを広

げる活動をさらに重視する。 

 「四つのテスト」と「ロータリーの行動規範」の関係、さらにこれらがロー

タリーの価値観においていかに重要かを強調する（2012 年 1 月理事会会合、

決定 158号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 204号。2011年 9月理事会会合、決定 87号により改正 
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8.040.  社会奉仕の基本原則 

 

8.040.1.  社会奉仕に関する 1923年の声明 

社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの個人生活、事業生活、社会生活に奉

仕の理想を適用することを奨励、育成することである。 

 

この奉仕の理想の適用を実践する中で、多くのロータリークラブはさまざまな社

会奉仕活動を開発し、会員に奉仕の機会を与えてきた。以下に掲げる諸原則は、

ロータリアンおよびロータリークラブの指針として、また、社会奉仕活動に対す

るロータリーの方針を明確に表すものとして適切であり、また管理に役立つもの

であることを認め、これを採用するものである。 

 

1) ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と

義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在

する矛盾を和らげようとするものである。この哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲

学であり、これは、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という実践的

な倫理原則に基づくものである。 

 

2) 本来ロータリークラブは、事業および専門職務に携わる人の代表および地域

のリーダーとして、ロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、次の四つのことを実行

することを目指している人々の集まりである。 

 

まず第 1 に、奉仕の理論が職業および人生における成功と幸福の真の基礎である

ことを団体で学ぶこと。第 2 に、自分たちのあいだにおいても、また地域社会に

対しても、その実際例を団体で示すこと。第 3 に、各人が個人としてこの理論を

それぞれの職業および日常生活において実践に移すこと。そして第 4 に、個人と

して、また団体としても大いにこの教えを説き、その実例を示すことによって、

ロータリアンだけでなく、ロータリアン以外のすべての人々が、理論的にも実践

的にも、これを受け入れるように励ますことである。 

 

3) RIは次の目的のために存在する団体である。  

 

a) ロータリーの奉仕の理念の擁護、育成および全世界への普及。 

 

b) ロータリークラブの設立、奨励、援助および運営の管理。 

 

c) 一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また、強制でなく有益な

助言を与えることによって各クラブの運営方法の標準化を図り、社会奉仕活動に

ついても、既に広く多くのクラブによってその価値が実証されており、RI 定款

に掲げられているロータリーの目的の趣旨にかない、これを乱すような恐れのな

い社会奉仕活動によってのみ、その標準化を図ること。 
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4) 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーとは単なる心

構えのことをいうのではなく、また、ロータリーの哲学も単に主観的なものであ

ってはならず、それを客観的な行動に表さなければならない。そして、ロータリ

アン個人もロータリークラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならない。そ

こで、ロータリークラブの団体的行動は次のような条件の下に行うように勧めら

れている。いずれのロータリークラブも、毎年度、何か一つの主だった社会奉仕

活動を、それもなるべく毎年度異なっていて、できればその会計年度内に完了で

きるようなものを、後援することが望ましい。この奉仕活動は、地域社会が本当

に必要としているものに基づいたものであり、かつ、クラブ会員の一致した協力

を必要とするものでなければならない。これは、クラブ会員の地域社会における

個々の奉仕を奨励するためにクラブが継続的に実施しているプログラムとは別に

行われるべきものとする。 

 

5) 各ロータリークラブは、クラブとして関心があり、またその地域社会に適し

た社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶対的な権利をもっている。しかし、

いかなるクラブも、ロータリーの目的を無視したり、ロータリークラブ結成の本

来の目的を危うくするような社会奉仕活動を行ってはならない。そして RI は、

一般的な奉仕活動を研究し、標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与え

ることはあっても、どんなクラブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを命じたり

禁じたりすることは絶対にしてはならない。 

 

6) 個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択を律する規定は別に設けられ

ていないが、これに関する指針として以下の準則が推奨されている。 

 

 

a) ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブは、市民全体の

積極的な支持なくしては成功しえないような広範囲の社会奉仕活動は、他に地域

社会全体のために発言し、行動する適切な市民団体などの存在しない土地の場合

に限り、これを行うべきであり、商工会議所のある土地では、ロータリークラブ

はその仕事の邪魔をしたり、横取りをしたりすることのないようにしなければな

らない。しかし、ロータリアンとしては、奉仕を誓い、その理念の教えを受けた

個人として、その土地の商工会議所の会員となって活動すべきであり、また、そ

の土地の市民として、他の善良な市民と一緒に、広くすべての社会奉仕活動に関

与し、その能力の許す限り、金銭や仕事の上でその分を果たすべきである。 

 

b) 一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であっても、クラ

ブがその遂行に対する責任の全部または一部を負う用意と意思のない限り、その

後援すべきではない。 

 

c) ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主たる目標とすべきでは

ないが、ロータリーの影響力を拡大する一つの方法として、クラブが立派に遂行

した有益な事業については正しい広報が行われるべきである。 
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d) ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにするべきであり、総じて、

他に機関があり、それによって既に立派に行われている事業に乗り出すべきでは

ない。 

 

e) ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力する形で行うこと

が望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂行に不十分である場合には、必

要に応じ、新たに機関を設けることにしても差し支えない。ロータリークラブと

しては、新たに重複した機関をつくるよりも、現存の機関を活用することのほう

が望ましい。 

 

f) ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として優れた働きをし、

多大の成功を収めている。ロータリークラブは地域社会に存在する問題を見つけ

出すことはしても、それがその地域社会全体の責任にかかわるものである場合に

は、単独でそれに手を下すようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を

悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータリ

ーだけの責任にならないで、本来その責任のある地域社会全体の仕事になるよう

にしている。また、ロータリーは、事業を始めたり、指導したりするが、一方、

当然それに関心をもっていると考えられるほかのすべての団体の協力を得るよう

に努力すべきであり、そして、当然ロータリークラブに帰すべき功績であっても、

それに対する自分のほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力者の手柄

にするべきである。 

 

g) クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業よりも、広く

すべてのロータリアンの個々の力を動員するもののほうがロータリーの精神によ

りかなっていると言える。それは、ロータリークラブでの社会奉仕活動は、ロー

タリークラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えられたいわば研究室の実験と

してのみこれを見るべきであるからである（2012 年 1 月理事会会合、決定 158

号）。 

 
出典：RI 国際大会議事進行 23-34、26-6、36-15、51-9、66-49。2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2012

年 1月理事会会合、決定 158号により改正 

 

8.040.2.  社会奉仕に関する 1992年の声明 

ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの個人生活、事業生活、

社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成することである。この奉仕の

理想の適用を実践する中で、各ロータリークラブはさまざまな社会奉仕活動を開

発し、会員に奉仕の多大なる機会を与えてきた。ロータリアンの指針として、ま

た、社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すために、その原則は次

のようにまとめられる。 
 

社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の奉仕」を実践する機会である。

地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕することは、すべてのロー

タリアン個人にとっても、またロータリークラブにとっても献身に値することで

あり、社会的責務でもある。 
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この精神に立脚して、各クラブに対し次のように勧奨する。 

 

1）地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域のニー

ズを検討させること。 

 

2）社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の得意とする職業上の

能力や職業以外の力を生かすこと。 

 

3）どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要であると認識

したうえで、地域のニーズを汲み、地域内のクラブの立場や可能性に見合ったプ

ロジェクトを始めること。 

 

4）各種社会奉仕活動を秩序立てるために、ロータリークラブが提唱するインタ

ーアクトクラブ、ローターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、その他の

グループと緊密に協力すること。 

 

5）国際レベルのロータリープログラムと活動を通じて社会奉仕プロジェクトを

強化する機会を探し出すこと。 

 

6）社会奉仕プロジェクトの実行に当たっては、望ましく、また、実現可能な限

り、必要とされる資金や人材の提供までも含めて、地域社会にも参加を求めるこ

と。 

 

7）社会奉仕の目標を達成するために、RI の方針に沿って他団体と協力すること。 

 

8）社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにすること。 

 

9）社会奉仕活動において他団体の協同参加を促進する触媒としての役割を果た

すこと。 

 

10）適切であれば、地元地域社会、奉仕団体、その他諸団体に、継続中のプロジ

ェクトを委譲すること。そうすれば、ロータリークラブは新プロジェクトに携わ

ることが可能となる。 

 

RI は、ロータリークラブの連合体として、社会奉仕のニーズや活動を伝え、広

め、かつロータリーの綱領を推進し、参加を望むロータリアンやロータリークラ

ブ、地区の力を結集すれば役立つと思われるプログラムやプロジェクトを適宜提

案する責任がある（2003年 5月理事会会合、決定 325号）。 

 
出典：規定審議会、92-286。 

 

 

8.040.3.  クラブと地区の社会奉仕活動への参加 
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効果的な社会奉仕をする基礎として、ロータリークラブ会長は、必要に応じて、

人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕の各社会奉仕小委員会の委員を務める

ロータリアンを任命するよう奨励されている。この小委員会は、次のことを行う

よう要請されている。 

 

1.  地元のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、地域社

会のニーズを確認する。 

 

2.  地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場を生かしてクラ

ブの所在地域内を探り、社会奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々

のクラブ会員に勧める。 

 

3.  他の地域団体との会合を、所定の方針に従って行うことができる場合、その

ような会合を開き、話し合いと意見交換を行う。 

 

4.  地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候

補者選考の一要素に含める（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1964年 1月理事会会合、決定 148号。1990年 6月理事会会合、決定 259号により改正 

 

8.040.4.  「われらの天体、地球の保全（Preserve Planet Earth）」 

「われらの天体、地球の保全（Preserve Planet Earth）」では、ロータリークラブ

にロータリアンの認識を高めること、ならびに環境保全奉仕プロジェクトの数を

増やすことを奨励している。こうした活動は奉仕の第 3 部門である社会奉仕の一

部である（2011年 1月理事会会合、決定 146号）。 

 
出典：2011年 1月理事会会合、決定 146号 

 

引照 

 

17.030.3.  地区社会奉仕委員会 

 

 

8.050.  クラブレベルの研修 
 

8.050.1.  クラブ研修リーダー 

クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブの研修プランを監督するクラブ研修

リーダーを 1 名任命できる。クラブ研修リーダーの任期は 1 年であり、連続で就

任できる任期は三期までとする。クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズが

満たされるようクラブ理事会および各種委員会と協力し、また、支援とアイデア

を得るために、地区研修委員会、クラブを担当するガバナー補佐、地区ガバナー

と協力すべきである（2006年 11月理事会会合、決定 104号）。 
 

出典：2006年 11月理事会会合、決定 104号 

 

8.050.2.  クラブの研修プラン 
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クラブは以下を確実にするための包括的研修プランを有するべきである。 
 

1.  クラブリーダーが、適宜、地区研修会合に出席する。 

2.  新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

3.  現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

4.  全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする（2006 年 11

月理事会会合、決定 104号）。 
 

出典：2006年 11月理事会会合、決定 104号 

 

8.050.3.  クラブ指導者育成セミナー 

目的： 

クラブ会員の指導力を育成することで、職業における日々の仕事を充実させ、将

来のクラブリーダーを育成すること。 
 

参加者： 

関心のあるロータリアン 
 

推奨される議題： 

 コミュニケーションスキル 

 指導方法 

 ボランティアの指導と意欲喚起 

 メンタリング（個人指導） 

 時間管理 

 目標設定と説明責任 

 戦略計画の立案 

 倫理（四つのテスト） 

 統一見解の構築 

 チームワーク 
 

組織者 

クラブ研修リーダー、クラブ会長、ガバナー補佐、地区研修委員会（2006 年 11

月理事会会合、決定 107号）。 
 

出典：2006年 11月理事会会合、決定 107号 
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第 9 条  クラブの財務と広報 

 

9.010.  クラブの財務 

9.020.  RIに対し滞納金のあるクラブ 

9.030.  停止処分中のクラブの身分 

9.040.  ファンドレイジング（募金）活動へのクラブの参加 

9.050.  クラブの広報 

 

 

9.010.  クラブの財務 

各会計年度の初めにクラブの理事会はその年度の収支予算を作成するか、または作成せ

しめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、費目ごとに支出の

限度となるものとする。ただし、理事会の決定措置によって別段の指示がなされた場合

はこの限りでない。 

 

すべての勘定書は、2 名の理事もしくは他の役員の承認を受けた後ではじめて、会計あ

るいは他の権限ある役員によって支払われるものとする。クラブのすべての財務処理に

ついては、毎年有資格者による財務監査が行われるものとする（2008 年 1 月理事会会

合、決定 142号）。 

 
出典：2004年 11月理事会会合、決定 59号。2008年 1月理事会会合、決定 142号により改正 

 

9.010.1.  次期クラブ会長の国際大会への出席 

クラブは、それぞれの予算の範囲内で、クラブ次期会長をクラブの代表として国

際大会へ送ることを検討すべきである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1934年 7月理事会会合、決定 25号 

 

9.010.2.  社会奉仕活動のクラブによる推進 

ロータリークラブは、毎年、地域社会内のクラブの活動に関して一般の人びとの

認識を高めるために、予算の適切な一部を配分するよう奨励されている。ロータ

リークラブはまた、クラブの名称と徽章を使い、クラブの社会奉仕活動に関して

一般の人びとに永続的に認識してもらうことを通じて、ロータリーの公共イメー

ジを向上するよう奨励されている。ロータリークラブは、他団体とその運動に対

する財政的貢献および奉仕による貢献について、一般の人びとから末永く適切に

評価されるよう努めることが奨励されている（2002 年 6 月理事会会合、決定 245

号）。 

 
出典：2001年 11月理事会会合、決定 124号、2002年 2月理事会会合、決定 194号 

 

9.010.3.  提唱ロータリークラブによるローターアクトクラブリーダーの支援 

一つ以上のローターアクトクラブを提唱するロータリークラブは、ローターアク

トクラブの役員、理事、委員長があらゆる関連した、出席する必要がある地区レ

ベルの研修に参加するために毎年予算の適切な配分を割り当てることが奨励され

ている（2018年 1月理事会会合、決定 103号）。 
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出典： 2018年 1月理事会会合、決定 103号 

 

 

引照 

 

5.020.2.  ロータリー財団への義務的寄付の禁止 

18.020.7.  新クラブの結成：費用 

18.020.8.  新クラブの加盟金 

 

 

 

 

9.020.  RI に対し滞納金のあるクラブ 

以下の各項に記載された手続きが、クラブによる RI への納入義務金の支払いに適用さ

れる。 

 

9.020.1.  クラブの未納金の徴収手続 

RI は、未納となっているクラブの納入義務金の徴収手続を採択し、これには次

の項目が含まれている。 

 

1）米貨 250 ドル以上の未納金のあるクラブには、支払期日を 60 日（2 カ月）超

過すると、督促通知が送付され、支払期日を 90 日（3 カ月）超過すると、再

度督促通知が送付される。 

 

2）米貨 250ドル以上の未納金のあるクラブは、支払期日を 120日（4カ月）超過

すると、加盟が終結される。 

 

3）米貨 250 ドル未満の未納金のあるクラブには、支払いに関して連絡があるが、

加盟終結には言及されない。 

 

4）米貨 50 ドル以下の未納金は、支払期日を 180 日経過すると帳簿から抹消され

る。 

 

5）クラブの財政義務に関する抹消記録は維持しておき、理事会がいつでも閲覧

できるようにしておく（2014年 1月理事会会合、決定 79号）。 

 
出典：1997年 7 月理事会会合、決定 83号、補遺資料Ｉ。2000年 5月理事会会合、決定 453号、2002 年 6月

理事会会合、決定 285 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 141 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号、

2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2014 年 1 月理事会会合、決定

79号により改正 

 

9.020.2.  未納および終結に関するクラブへの通知 

クラブは、納入義務金の未納から 2 カ月目の末日に、未納について通知され、さ

らに、支払期日から 120 日以内に支払いが行われない限り、あるいは支払いのた

めに理事会の期待に適う手配がなされない限り、クラブの加盟が終結される可能
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性のある旨通知されるものとする。終結通知は、支払期日から 120 日以上経過し

てから送付されるものとする（2013年 6月理事会会合、決定 248号）。 

 
出典：1983年 6月理事会会合、決定 333号。2003年 10月理事会会合、決定 141号、2013年 6月理事会会

合、決定 248号により改正 

 

9.020.3.  クラブへの通知および終結手続きに対する例外 

事務総長は、特別あるいは稀な状況に基づき、事務総長の判断において当然と思

われる場合には、これらの指針を適用するにあたり例外を設ける権限がある

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1986年 5～6月理事会会合、決定 268号 

 

9.020.4.  ガバナーおよび理事に対する加盟終結の通知 

地区ガバナーは、地区内で未納により加盟が終結されたクラブの一覧を受け取り、

RI 理事は、ゾーン内で未納により加盟が終結されたクラブの一覧を受け取る

（2013年 6月理事会会合、決定 248号）。 
 

出典：1983年 6月理事会会合、決定 333号。2003年 10月理事会会合、決定 141号、2013年 6月理事会会

合、決定 248号により改正 

 

 

9.020.5.  納入義務金の未払いにより加盟が終結されたクラブの加盟復帰 

加盟が終結されたクラブは、終結から 5 カ月（150 日）以内にのみ、加盟復帰に

求めることができる。この期間内に加盟復帰を目指すクラブは、終結時における

未納金全額および会員 1 人あたり米貨 30 ドルの加盟復帰料を支払わなければな

らない。さらに、クラブは現在の会員名簿を提出しなければならない。5 カ月間

の加盟復帰期間内に、支払いが一部しか行われていない場合、この金額は終結さ

れたクラブの滞納金に対して適用される。加盟復帰の要件、すなわち、未納金全

額と加盟復帰料の支払および会員の報告を、終結から 5 カ月（150 日）以内に満

たさなかった終結クラブは、当初の加盟認証状を失い、加盟復帰する資格を喪失

するものとする。加盟復帰したクラブは、その名称、クラブ史、加盟認証状を維

持するものとし、瑕疵なき加盟クラブとして組織から全面的な支援業務を受ける

資格があるとみなされる（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 
 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 166 号。2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2003 年 10 月理事会会

合、決定 141号、2004年 2月理事会会合、決定 220号、2005年 6月理事会会合、決定 328号、2013年 6月理

事会会合、決定 248 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号により改

正 

 

 

 

9.030.  停止処分中のクラブの身分 

RI 細則第 3.030.7.項に従って、理事会がクラブを復帰させる時点まで、クラブの加盟停

止によって以下の措置が課される。 

 

1）クラブは、ガバナー指名委員会に推挙書を提出する権限を持たない。 
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2）クラブは、地区大会、地区協議会、および承認されたいかなる郵便投票においても

投票する権限を持たない。 

3）クラブは、規定審議会に提出された立法案または決議審議会に提出された決議案に

同意する権限を持たない。 

4）クラブは、地区ガバナー候補者の指名に対する対抗候補者に同意する権限を持たな

い。 

5）クラブは郵送リストから外される。 

6）クラブに出版物や定期刊行物が送られない。 

7）プログラム新たな申請書の受理や既に提出された申請書の処理、および進行中のロ

ータリー財団プログラム補助金（奨学金）の派遣クラブまたは受入クラブとしての

認定など、ロータリー財団の業務を含め、事務局からの支援業務が直ちに停止され

る。 

8）クラブは、ガバナー月信、地区郵送リストへの掲載、公式訪問といったガバナーか

ら支援を受けない。 

 

RI から加盟を停止されたクラブは、RI 定款によりクラブに与えられているすべての権

利と特典を引き続き保有する（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：1983 年 6 月理事会会合、決定 333 号。2006 年 6 月理事会会合、決定 258 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 79

号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

 

 

 

9.040.  ファンドレイジング（募金）活動へのクラブの参加 

 

9.040.1.  クラブのファンドレイジング（募金）の法的要件 

地元の法律によりクラブ定款にファンドレイジング（募金）に関する規定を設け

ることが義務づけられている場合、このような権限を求めるクラブは、RI 細則

第 2.030.3 節の規定に沿って行動し、地元の要件を満たすようクラブ定款を改正

するために理事会の承認を求めるものとする。  

 

クラブのこのような要請が法律により義務づけられたものである場合、これらの

要請は有利に検討されるものとする。このような場合、事務総長は、理事会を代

行する権限がある（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1958 年 1 月理事会会合、決定 112 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 31号により改正 

 

引照 

 

35.070.1.  テレホンカードへのロータリー標章の使用 

35.070.2.  提携クレジットカードへのロータリー標章の使用 
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9.050.  クラブの広報 

クラブは、建設的な公共メディア機関および報道機関との関係を維持するものと期待さ

れている。クラブは、一般の人々を招いての会合を開くよう奨励されるべきである。 

 

広報は、いくつかの異なった聴衆に向けて行われるべきである。これらはすなわち、報

道機関（メディア）、地方の政府や自治体役員、事業界、市民リーダーや市民団体、お

よび資格のある会員候補者ならびにロータリー奉仕プロジェクトの影響を直接に受ける

人々である（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1933 年 1月執行委員会決定事項、152M、1983 年 11月理事会会合、決定 124号。2004 年 11月理事会会合、決

定 59号により改正 

 

9.050.1.  ロータリーの推進におけるロータリアンの責任 

個々のロータリアンは、ロータリー発展と奉仕活動を改善、拡張するために、ロ

ータリーとは何か、ロータリーが何をしているのかについて、自ら他の人々に知

らせ、地域社会におけるロータリークラブの存在感を一層際立たせる力となるよ

う要請されている（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1995年 11月理事会会合、決定 82号 

 

9.050.2.  クラブプロジェクトおよび活動の広報 

クラブは、ロータリーの意図と業績を明らかに示すような、成功を収めた奉仕プ

ロジェクトや活動を広報するよう努めるものと期待されている。 

 

過去の経験から、以下のようなロータリーの話題が広報において最も効果的であ

ることが示されている。 

1.  卓越したボランティア 

2.  先進国と開発途上国の人々の交流 

3.  地元で実施されているロータリーもしくはロータリー財団プロジェクト 

4.  青少年交換学生、国際親善奨学生、あるいは GSE 参加者など、ロータリーの

交換プログラムの参加者 

 

5.  ロータリーの奉仕から恩恵を受けている人々に関する人道的な話題 

6.  ポリオプラス活動、特にポリオ感染地域における活動（2004年 11月理事会会

合、決定 59号）。 

 
出典：1983年 11月理事会会合、決定 124号、2004年 11月理事会会合、決定 59号 

 

9.050.3.  メディア機関とのクラブの関係 

クラブは、地元のメディア機関に話題を提供することによって、一般の人々に広

報すべきである。これは、対象とするメディア機関を特定し、メディア機関のリ

ストを作成し、適切なメディア機関にニュース記事案（プレスリリース）を提供

することで実行することができる。 
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その他に、クラブの活動には、報道機関の関係者にメディアの役割についてクラ

ブで話をしてもらう活動も含めるべきである（2013 年 10 月理事会会合、決定 31

号）。 

 
出典：1978年 2月理事会会合、決定 271号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

9.050.4.  クラブ役員のための広報の研修 

クラブは、報道機関からの問い合わせやインタビューに対応する際に使う効果的

なテクニックについて役員を研修できる人材を会員の中から探すよう奨励されて

いる。クラブはまた、すべてのクラブ指導者研修にロータリー広報に関する内容

を含めるものと期待されている（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1991年 11月理事会会合、決定 137号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

9.050.5.  『The Rotarian』誌を通じての RIのための広報 

クラブは、ロータリアン以外の人に雑誌を渡すようロータリアンに奨励し、ロー

タリアンでない地元新聞社の編集者のために雑誌を講読し、公立学校の図書館に

雑誌を置き、記事の提案やクラブ活動のニュースを編集者に提供するべきである

（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1936 年 1 月理事会会合、決定 197 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 31号により改正 

 

9.050.6.  不利な広報 

ロータリークラブは、ロータリーの声価を損ねたり、その効果を制約しかねない

地域社会内もしくはクラブ内の状態を防止、矯正するため積極的措置を講じるべ

きである。ロータリーの目的もしくは活動への誤解から否定的な世論が生じた場

合、クラブは、正確な一般向け情報ならびに対地域社会関係の改善に努めなけれ

ばならない（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1982年 11月理事会会合、決定 146号 

 

9.050.7.  不利な広報：ガバナーの関与 

他のクラブまたは RI に影響を及ぼすような事態が存在したり、あるいは、問題

が発生した場合、クラブはできるだけ早い機会にガバナーに報告し、協力してそ

の問題に対処すべきである。地域社会との関係において問題の発生を未然に防ぎ、

解決するためにクラブに助言および援助を与え、事務総長に助言するのはガバナ

ーの責務である。事務総長は、RI 会長と RI 理事会に絶えず報告し、その審議を

必要とする問題であれば、これを RI会長と RI理事会に回付して、ガバナーとク

ラブを援助するものとする（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1982年 11月理事会会合、決定 146号。2013年 10月理事会会合、決定 31号により改正 

 

9.050.8.  地域社会での講演者 

クラブは、ロータリーについて効果的に話すことのできる講演者を、地元のグル

ープに紹介するよう奨励されている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
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出典：1973年 1月理事会会合、決定 209号により改正 

 

 

 



ロータリー章典  ページ 46 

2018年 10月 

 

第 10 条  クラブ役員 

 

10.010.  クラブ役員 

10.020.  クラブ会長の資格条件 

10.030.    クラブ会長の任務 

10.040.   クラブ会長エレクトの任務 

10.050.  クラブ幹事の任務 

10.060.  クラブ役員についての意見の相反 

 

 

10.010.  クラブ役員 

 

10.010.1.  クラブ役員の交替 

交替で役職に就任するという原則を守ることが、クラブにとって得策である。こ

れには、理事会メンバー、委員会委員長、および会長、幹事、会計の職務も含ま

れる。クラブ役員が 2 年連続して同一役職に就くことは奨励されるべきではなく、

また期待もされていない。しかし、引き続き 2 年目に同一役員を選んだり、元役

員を再選することが有益であるとクラブがみなす場合もある（2016年 9月理事会

会合、決定 28号）。 

 
出典：1936 年 1 月執行委員会決定事項、E34、1938 年 1 月理事会会合、決定 169 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号。1943年 1月理事会会合、決定 123号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正。1963

年 1月理事会会合、決定 113号により確認。1922年 4月理事会会合、決定 9（s）も参照のこと 

 

10.010.2.  クラブ役員の年次認証 

各クラブは、会長およびその他の役員の就任のために、各ロータリー年度のはじ

めに会合を開くよう奨励されている。このような会合は、クラブ役員と会員が

RI の目的に対する決意を新たにし、再確認する機会であると認識すべきである。

このような会合は、地域社会にロータリーの目的と目標を知らせる広報の機会に

もなる（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1982年 11月理事会会合、決定 100号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

 

10.020.  クラブ会長の資格条件 

標準ロータリークラブ定款に記載されている資格に加え、クラブ会長は、以下の資格を

持つべきである。 

 

1.  リーダーとしての技能を備えていること 

2.  クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くことができること 

3.  理事あるいは一つないし複数の主要な委員会の委員長か委員、もしくはクラブ幹事

を務めたことがあること 

4.  クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有すること 

5.  1 回以上、地区大会と国際大会に出席したことがあること（2004 年 11 月理事会会合、

決定 59号）。 
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出典：1947年 1月理事会会合、決定 164号、1971年 4月理事会会合、決定 231号。1963年 1月理事会会合、決定 112

号も参照のこと 

 

 

10.030.  クラブ会長の任務 

クラブ会長には以下の任務がある。 

 

1.  クラブ例会の司会を務める。 

2.  各例会を入念に立案し、開会と閉会の時間を厳守するよう配慮する。 

3.  クラブ理事会の定例会合（少なくとも月に 1回）の議長を務める。 

4.  任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長および委員に任命する。 

5.  各委員会にそれぞれ明確な目標があり、それぞれが一貫性をもって機能するように

する。 

6.  地区大会に出席する。 

7.  クラブおよび地区のロータリーのさまざまな事柄に関してガバナーおよびガバナー

補佐と協力する。 

8.  毎年の財務確認を含め、クラブ予算の編成および会計事務の完全な履行を監督する。 

9.  クラブが包括的な研修プログラムを実施するよう確認し、必要であれば、研修を行

うクラブ研修リーダーを任命してもよい。 

10.  ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通信、刊行物などから得られる重要

な情報が確実にクラブ会員に伝達されるよう確認する。 

11.  毎年 6 月に、クラブの財政状態および当該年度のクラブの目標達成状況について、

総括的な報告をクラブに提出する。 

12.  任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべての重要記録、文書、財務事項

を含め、任務の引継ぎが円滑に行われるようにする。 

13.  新たな管理体制を成功させ、管理運営の継続性を保つため、クラブの新旧理事の合

同会合を開催する（2013年 10月理事会会合、決定 31号）。 

 
出典：1947 年 1 月理事会会合、決定 164 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。2006 年 11 月理事会会合、決定

104号、2008年 1月理事会会合、決定 142号、2013 年 10月理事会会合、決定 31 号により改正。  1951年 1 月理事会

会合、決定 53号および 1923年 2月理事会会合、決定 VIII（z）も参照のこと 

 

 

10.040.  クラブ会長エレクトの任務 

 

10.040.1.  クラブ委員会の任命 

クラブ会長エレクトは、3月 31日までにクラブ委員会委員長をすべて任命するも

のとする（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1977年 10～11月理事会会合、決定 123号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

10.040.2.  クラブによる年次基金の目標設定 

クラブ会長エレクトは、自らが会長となる年度に取り組む年次基金目標について

監督する（2004年11月理事会会合、決定59号）。 
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出典：2003年5月理事会会合、決定321号。2004年11月理事会会合、決定59号により改正 

 

 

10.050.  クラブ幹事の任務 

クラブ幹事は、クラブ定款および細則に含まれるその他の任務に加え、国際ロータリー

に期日までに会員を報告する責務を負う。クラブ幹事は、次ロータリー年度のクラブ役

員を 2 月 1 日までに国際ロータリーに報告しなければならない（2014 年 1 月理事会会

合、決定 96号）。 

 
出典：2014年 1月理事会会合、決定 96号 

 

10.060.  クラブ役員についての意見の相反 

クラブ役員として正規に選出されたのはどの会員であるかについてクラブ内で意見の相

違が生じた場合、事務総長は地区ガバナーにこれについて調査するよう要請するものと

する。ガバナーは、クラブ役員として適切に認められるのはどの会員であるかを事務総

長に通知する。事務総長は、RIの管理運営の都合上、意見の相違が解決されるまで、ク

ラブ役員と認められるのはどの会員であるかについてのガバナーの調査結果報告に頼る

ものとする（2007年11月理事会会合、決定98号）。 

 
出典：2007年11月理事会会合、決定98号 
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第 11 条  クラブとロータリアンおよびその他の人々との関係 

 

11.010.  資料配布 

 

 

11.010.  資料配布 

 

11.010.1.  ロータリークラブ ‐ 協力、財的支援、あるいは営利目的の事業への参加

要請に対する承認 

一つまたは複数の他クラブまたは他クラブの会員の協力を（E メール、電話、郵

便、ファックス等を使用して）積極的に要請するロータリークラブは、まず、そ

の目的と計画を関係する地域のガバナーに提出し、承認を得なければならない。

非積極的な方法（ウェブサイトやソーシャルメディア、またはコミュニケーショ

ンを共有または受信することを個人またはグループが自発的に承諾することに依

存したその他の新興技術を使用する方法）によって協力を依頼するクラブは、本

方針の対象とならない。 

 

いかなるクラブも、まず RI 理事会の承認を確保しない限り、他クラブ、あるい

は自クラブの会員以外のロータリアンに財的支援あるいは営利目的の事業への参

加を積極的に求めてはならないものとする。 

 

ロータリアンは、各自の事業の利益に影響する事柄について、ロータリークラブ

または他のロータリアンへ資料を配布してはならないものとする。 

 

このような種類の活動を行うロータリークラブは、ロータリークラブの名称がそ

れとわかる適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関する RI の方

針に従わなければならない。 

 

事務総長は、許可されていない積極的な懇請活動に関与しているクラブを有する

地区のガバナーに対し、そのような活動を中止する措置を講ずるよう要請するも

のとする。引き続き本方針が守られない場合には、クラブの終結を上限とし、ク

ラブの終結も含め、十分な理由による懲戒処分の可能性についてRI理事会へ報告

されるものとする（2012年5月理事会会合、決定297号）。 
 

出典：1937年1月理事会会合、決定108号。1956年5月理事会会合、決定207号、規定審議会80-102、2004年11

月理事会会合、決定59号、2005年3月理事会会合、決定201号、2007年6月理事会会合、決定270号、2012年5

月理事会会合、決定297号により改正 

 

11.010.2.    多地区合同活動およびプロジェクト ‐ 電話勧誘を含む協力、財的支援、

あるいは営利目的の事業への参加要請に対する承認 

いかなる事項、また電話勧誘を含むいかなる手段であろうと、他クラブまたは他

クラブのロータリアンの協力を得ようとする多地区合同組織は、まず、その目的

と計画を関係する地域のガバナーに提出し、承認を得るものとする。 
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このような種類の活動を行う多地区合同組織は、多地区合同組織の名称がそれと

わかる適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関する RI の方針に

従わなければならない。 

 

いかなる多地区合同組織も、まずRI理事会の承認を得ることなくして、他のロー

タリークラブあるいは他クラブのロータリアンに財的支援または営利目的の事業

への参加を求めてはならないものとする。 

 

この配布の方針を順守していない多地区合同組織は、多地区合同組織の地位を失

うこともある（2007年6月理事会会合、決定270号）。 
 

出典：2003年10月理事会会合、決定41号。2004年11月理事会会合、決定59号、2005年3月理事会会合、決定

201号、2007年6月理事会会合、決定270号により改正 

 

11.010.3.  世界ネットワーク活動グループ ‐ 電話勧誘を含む協力、財的支援、ある

いは営利目的の事業への参加要請に対する承認 

いかなる事項、また電話勧誘を含むいかなる手段であろうと、他地区、他クラブ、

または他クラブのロータリアンの協力を得ようとする世界ネットワーク活動グル

ープは、まず、その目的と計画を関係する地域のガバナーに提出し、承認を得る

ものとする。 

 

このような種類の活動を行う世界ネットワーク活動グループは、世界ネットワー

ク活動グループの名称がそれとわかる適切な表示や字句を含め、ロータリーの標

章の使用に関する RIの方針に従わなければならない。 

 

いかなる世界ネットワーク活動グループも、まず RI 理事会の承認を得ることなく

して、他の地区、クラブ、あるいは自クラブの会員以外のロータリアンに財的支

援、あるいは商業目的の合弁事業への参加を求めてはならないものとする。 

 

上記に記述されている制限内であっても、ロータリアンが自分の事業の利益に影

響する事柄についてロータリークラブあるいは他の世界ネットワーク活動グルー

プのメンバーに資料を配布することは許されていない（2007年 11月理事会会合、

決定 32号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 205号。2005年 11月理事会会合、決定 38号、2007年 6月理事会会合、

決定 270号、2007年 11月理事会会合、決定 32号により改正 

 

11.010.4.  クラブ、地区、その他のロータリー組織による一般の人々への電話勧

誘 

一般の人々に対する懇請を行う目的で、商業的な電話勧誘、インターネット・ウ

ェブホスティング、または Eメールの会社を代行として使うことを望むロータリ

ークラブと地区、およびその他のロータリー組織（国際ロータリーとロータリー

財団を除く）は、以下を行うものとする。 

 

a.  まず、関係地域のガバナーにその目的と計画を提出し、承認を得る。 



ロータリー章典  ページ 51 

2018年 10月 

 

b.  資料配布に関する現行のロータリーの方針を順守する。 

c.  ロータリークラブ、地区、またはロータリー組織が行っているものであるこ

とがわかるよう、適切な表示や語句を含める。 

 

事務総長は、上記方針に従っていないすべての地区のガバナーに対し、そのよう

な活動を中止する措置を講ずるよう要請するものとする。引き続き本方針が守ら

れない場合には、終結も含め、十分な理由による懲戒処分の可能性についてRI理

事会へ報告されるものとする（2007年6月理事会会合、決定270号）。 

 
出典：2007年6月理事会会合、決定270号 

 

11.010.5.  配布方針の限定的例外 

特定の国際奉仕プロジェクトまたは活動に関する地区やクラブからの協力や援助

の要請は、このような要請が一つの地区やクラブ、または限られた数の地区やク

ラブに対するものである場合には、配布に関する一般的規則で定められた制限の

対象とはならない（2011年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：1967 年 1 月理事会会合、決定 154 号、1988 年 10 月理事会会合、決定 116 号、2011 年 9 月理事会会

合、決定 34号 
 

11.010.6.  営利目的または配布のための公式名簿の使用 

ロータリークラブのいかなる会員も、「公式名簿」や他のデータベース、あるい

はロータリー関連プロジェクトや活動に関連して作成された名簿を、営利目的の

ために使用してはならない。RI および地区とクラブの公式名簿をはじめ、他の

データベースあるいはロータリー関連のプロジェクトや活動に関連して作成され

た名簿は、配布目的のために、ロータリアンまたはクラブや地区に提供してはな

らない。これは、電子形式および印刷形式の名簿に対しても適用される（2005

年 3月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1930 年 6 月理事会会合、決定 I 項、1937 年 1 月理事会会合、決定 108 号。2004 年 11 月理事会会合、

決定 59号、2005年 3月理事会会合、決定 201号により改正 

 

11.010.7.  クラブと地区の名簿 

名簿を発行しているクラブや地区は、その名簿の中にロータリアン以外の人に配

布するものではないこと、また営利目的の郵送名簿として使用してはならない旨

の注意書きを明記しなければならない（2004年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1936年 6月理事会会合、決定 275号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 
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第 3 章 

 

地区 

 

条項 

17.  ロータリー地区 

18.  新クラブ結成推進およびロータリーの拡大 

19.  地区役員 

20.  地区会合 

21.  多地区合同活動 

 

 

第 17 条  ロータリー地区 

 

17.010.  ロータリー地区全般 

17.020.  地区の法人化 

17.030.  地区リーダーシップ・プラン 

17.040.  地区レベルの選挙 

17.050.  地区の記録 

 

 

17.010.  ロータリー地区全般 

 

17.010.1.  地区の役割 

地区とは、理事会によって設けられた地理的な境界内にあるクラブの集まりであ

る。地区の目的は、ロータリークラブを強化し支援することである。地区が特定

の奉仕プロジェクトやプログラムを完遂することは必須とされてはいない（2018

年 4月理事会会合、決定 160号）。 

 
出典：1973年 1月理事会会合、決定 123号。2005年 3月理事会会合、決定 199号、2005年 6月理事会会合、

決定 322号、2015 年 1月理事会会合、決定 118号、2016年 9月理事会会合、決定 74号、2018年 4 月理事会

会合、決定 160号により改正 
 

17.010.2.  行動権限 

地区は自らのために行動する権限のみが与えられる。地区は、国際ロータリーま

たはロータリー財団に代わって行動、交渉、または契約をする権限を持たない

（2018年 4月理事会会合、決定 160号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 74号。2018年 4月理事会会合、決定 160号により改正 

 

17.010.3.  地区の規模 

大きな会員基盤を持つ地区は、クラブ数や所属ロータリアン数の少ない地区より

も効果的であるため、RI理事会は、すべての地区に少なくとも 75 クラブ、2,700

名の所属ロータリアンを擁する努力をするよう奨励している。 
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大規模な地区は以下の通り。 

–ガバナー、ガバナー補佐、およびその他の地区リーダーを選出するための資格あ

るロータリアンのより大きな集団 

–大規模な、持続可能な奉仕プロジェクトを実施するためのより大きなリソース 

–ロータリーの可視性を高めるより大きな可能性 

–より大規模でダイナミックな地区大会と会合 

–クラブと地区リーダーのより効果的な研修（2018 年 4 月理事会会合、決定 160

号）。 

 
出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 173 号、1999 年 2 月理事会会合、決定 246 号、1999 年 8 月理事会会

合、決定 80号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2018年 4月理事会会合、決定 160号 

 

17.010.4.  ゾーン内における地区の創設 

毎年第一回目の会合で、RI 理事会は、その年度のゾーンおよび必要なゾーンセ

クションの調整を定める（2018年 4月理事会会合、決定 160号）。 

 
出典：1995年 7月理事会会合、決定 17号。2018年 4月理事会会合、決定 160号 

 

17.010.5.  地区編成 

地区編成により、理事会は地区の分割もしくは地区内のクラブの再編成、または

地区の合併により、地区の境界を引き直す。 

 

1. RI 細則第 16.010.節に記載の通り、理事会は、クラブ数が 100 を上回る地区、

あるいはロータリアンの数が 1,100 名未満の地区の境界を、廃止あるいは変

更することができる。そのような変更と同時に、理事会はその地区のクラブ

を隣接地区に編入させるか、そうした地区をほかの地区と統合、または分割

できる。   

 

2.  RI細則第 16.010.節により、すべての地区は、クラブ数が 100 を上回るか、ロ

ータリアンの数が 1,100 名未満で境界が引き直された地区からクラブを受け

入れなくてはならない。 

 

3.  地区ガバナーは、地区編成の変更の提案には事務総長から入手できる地区再

編成書式を用いる。  

 

4.  地区が合併または分割される場合、影響を受ける地区のすでに選出されたガ

バナー予定者（ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナーノミニー・

デジグネート）はすべて、新たに合併された、または分割された地区で就任

する機会を与えられる。ただし、本来選出された任期中に就任しないことも

ある。  

 

5.  ロータリアンの数が 1,100名以上か、クラブ数が 100未満の地区では、既存地

区のガバナーは地区編成案をクラブと共有しなくてはならない。クラブは編

成案の受領から 30 日以内に、編成案について話し合い、投票を行う。ロータ

リアンの数が 1,100名以上か、クラブ数が 100未満の地区内においてクラブの
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過半数が編成案を却下した場合、編成案は先に進められない。各地区編成案

には、地区内クラブの過半数が編成案を却下しなかったという証明、ならび

に現職および選出されたガバナー予定者の署名が含まれる。 

 

6. 地区編成委員会は編成案を評価検討し、推奨案を理事会に提出する。  

 

7.  地区再編成書式の必須事項は以下の通りである。 

a.  編成案 

b.  新しい地区の境界表示 

c.  新しい地区番号案。合併または分割された地区には、ロータリーの報告書

および歴史的アーカイブの正確性を期するために、新しい番号をつけなく

てはならない。合併された地区はいずれの地区の元の番号も使ってはなら

ない。理事会が最終的に新しい地区番号を割り当てる。 

d.  希望する変更発効日 

e.  ガバナー補佐の人数およびそれぞれに割り当てられるクラブの数を含む、

影響を受ける地区の現在および今後のリーダーシップ計画 

 

8.  事務総長は各編成案につき以下のデータを地区編成委員会に提供する。 

a.  過去 5 年間の 7 月 1 日付請求書に基づく、影響を受ける地区の会員数の推

移 

b.  創立日、最新のクラブ請求書における会員数が記載された、影響を受ける

地区のリスト。リストは会員数 20 名未満のクラブ、および過去 3 年間で

創立されたクラブの数と割合を強調する（2018 年 4 月理事会会合、決定

160号）。 

 
出典：2018年 4月理事会会合、決定 160号 

 

17.010.6.  地区編成の基準 

地区編成にあたっては、次のような手続を踏むものとする。 

 

1.   地区編成の決定は、7月 1日または 1月 1日のうち、理事会の時点で最新のい

ずれかの日付における公式会員数に基づく。 

 

2.   地区編成案は、地理的境界、地区発展の可能性、文化、経済、言語、その他

関係する要素を考慮に入れることができる。 

 

3.   新しい地区の要件は以下の通り。 

–少なくとも 60以上のクラブ、または所属ロータリアン 2,100名を擁する。 

–過去 5 年間の会員数の推移に基づき、今後 10 年間に少なくとも 75 のクラブ

および所属ロータリアン 2,700名に成長する可能性を示している。 

–クラブのうち少なくとも 90 パーセントが編成案の日付の少なくとも 3 年前

に創立されている。 

–クラブのうち少なくとも 80パーセントが所属ロータリアン 20名を上回る。 
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4.   規模が最小限に近い地区は以下の通り。 

–地区編成委員会は地区に年間会員増強計画を要求し、地区合併に関する情報

を共有する。 

–理事ならびに地区のガバナーエレクト、ガバナーノミニー、およびガバナー

ノミニー・デジグネートは、地区の規模に関するあらゆる通信の複製を受

領し、会員増強に共同で取り組むことが求められる。 

 

5.   地区の境界が同じままである場合に、地区の境界表示の変更が州名や県名な

どの変更のみである場合、事務総長は理事会に代わって変更を承認する権限

を有する。 

 

6.   ある地区から別の地区への 10 クラブ以内の編入、またはロータリークラブが

ない地域であれば、事務総長は理事会に代わって地区の境界修正を承認する

権限を有する。関係する地区の現職ガバナーが変更に合意していなくてはな

らない。 

 

  影響を受ける地区が、RI細則の規定により通常求められる 2年間の猶予期間

の適用を放棄することに同意した場合、承認された境界修正は決定後の 7月 1

日から発効する。適用放棄は本項の第 7 項の記載に従って行われなくてはな

らない。 

 

7.  地区は、影響を受ける地区が 2年間の猶予期間の放棄を希望していることを確

証する声明を地区編成案に盛り込むことで、地区の境界変更に関する 2 年間

の猶予期間の適用を放棄することができる。また、影響を受ける地区のガバ

ナーは以下も確証しなければならない。 

–影響を受ける地区内の影響を受けるクラブに放棄が通知されていること。 

–クラブには 30日間の異議申し立て期間が与えられていること。 

–影響を受けるクラブの過半数が異議を唱えていないこと。 

 

影響を受けるクラブとは、第 6 項に従って異なる地区に移動されるすべてのクラ

ブ、または地区の合併案もしくは分割案の場合は新規地区内のすべてのクラブと

定義される。2 年間の猶予期間の放棄の要求はクラブへの地区編成案に含むこと

ができる。編成案により影響を受けるいずれかの地区の、影響を受けるクラブの

過半数が否決した場合、2 年間の猶予期間は放棄できない（2018 年 4 月理事会会

合、決定 160号）。 

 
出典：1999年 8 月理事会会合、決定 80号。2003年 2月理事会会合、決定 271号、2004年 2月理事会会合、

決定 204号、2004年 11月理事会会合、決定 58号、2007年 2月理事会会合、決定 189号、2007年 6月理事会

会合、決定 226号、2008年 1月理事会会合、決定 196号、2011年 9月理事会会合、決定 117号、2012年 1月

理事会会合、決定 211号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2013年 6月理事会会合、決定 236号、2015

年 1月理事会会合、決定 118号、2016年 9月理事会会合、決定 28号、2017年 1月理事会会合、決定 130号、

2018年 4月理事会会合、決定 160号により改正 

 

17.010.7.  追加支援地区 
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理事会は事務総長に、独自の地理、言語、文化、経済、社会、政治、その他の要

素を理由に追加支援を提供するため、理事会が指定した特定の地区に追加支援身

分を割り当てる権限を与えることができる。 

 

 

追加支援身分により、理事会は、RI 細則第 16.010.節に規定されているクラブま

たは会員の最低数を満たさない地区を維持することができる。追加支援は、理事

会が期間を延長しない限り、最大 3年間継続する。 

 

RI理事会は以下を提供する。 

 

 事務総長が理事および地区リーダーとの相談後に決定した追加研修、会員増

強、ロータリー財団への参加の促進、その他の支援のため、すべての追加支

援地区に対して年間で最大総額 20米万ドル。 

 

 事務総長が指定した会員目標数をはじめとする基準を達成するために必要な

手段、助言、その他のリソース。 

 

 任期の 24カ月前に地区ガバナー選出手続を実施する義務の免除。 

 

追加支援地区は、年に一度、理事会の第三回会合（1 月）で見直される。地区の

追加支援身分の 2 年目に、理事会は 1 月の会合で、追加支援身分の延長または解

除を決定する。この決定には、クラブを別の地区へ移す可能性と、ガバナーエレ

クトが次回の国際協議会に出席するか否かが含まれる（2015年 1月理事会会合、

決定 118号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 235号。2012年 1月理事会会合、決定 210号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号により改正 

 

 

17.020.  地区の法人化 

 

17.020.1.  法人化の手続 

地区は、地区大会での投票あるいは郵便投票において、地区内クラブの少なくと

も 3 分の 2 の賛成を得た場合に、理事会の承認を求めることができる。いずれの

手続においても、各クラブには 1 票の投票資格が与えられるものとする。理事会

が承認した場合に、地区は法人化できる。 

 

法人化された地区は、あらゆる面において、すべての権限、権利、特権を所有す

るものとし、国際ロータリーの定款、細則、方針の下に、地区のすべての義務と

要件を果たすものとする。 

 

地元の法律の許す範囲において、法人化された地区の法人規約文書は、国際ロー

タリーの定款、細則、方針と矛盾しないものとする。国際ロータリーの定款、細

則、方針に対する改正があり、地区の法人規約文書が国際ロータリーの定款、細



ロータリー章典  ページ 57 

2018年 10月 

 

則、方針と矛盾する状況が生じた場合、地区は直ちに、法人規約文書が再度適合

したものとなるよう、改正するものとする。法人地区は、国際ロータリーの定款、

細則、方針に準拠して活動するものとし、国際ロータリーの定款、細則、方針と

矛盾する活動をしてはならないものとする。 

 

地区は、地元の法律の定めにより、法人地区が必要な活動を行うことを妨げられ

たり、あるいは国際ロータリーの定款、細則、方針の下で禁止されている活動を

行うよう義務づけたりする場合は、即座に事務総長にその旨を通知するものとす

る。 

 

地区は、法人化するために地元の法務当局へ提出が義務づけられている法人規約

文書を、理事会を代行する事務総長宛てに提出しなければならない。法人化手続

きが完了した後には、これらの法人規約文書に対するその後の改正については、

理事会の検討のために提出する必要はない。ただし、いかなる改正も、国際ロー

タリーの定款、細則、方針に一致したものでなければならない。 

 

地区ガバナーは、法人化手続きを監督する責任を負うものとする。 

 

法人地区は、地区リーダーシップ・プランを促進できるよう構成されるべきであ

る。 

 

各法人地区の法人規約文書は、地区の法人化が次の要項に従っていることを確約

する規定を含むものとする。 

 

1）  法人地区の名称は、「（社団法人、など）国際ロータリー第（地区番号）地

区」とする。 

 

2）  本法人は、非営利組織とし、配当金を一切支払うことなく、またその資金、

財産、またはその他の資産のいかなる部分も、会員、理事、あるいは役員に配分

されるものではないものとする。 

 

3）  法人地区の法人規約文書の規定が、国際ロータリーの定款、細則、方針と矛

盾する場合、国際ロータリーの定款、細則、方針の規定が常時、優先されるもの

とする。 

 

4）  法人地区内の全ロータリークラブは、この法人組織体の会員となるものとす

る。 

 

5）  法人化の時点で地区に存在したロータリークラブが地区の最初の会員となる

ものとする。国際ロータリー細則に準拠し、地区において 1 クラブあるいはそれ

以上のクラブが加盟あるいは終結した場合、即時かつ自動的に、地区法人の会員

組織に相応する変更が加えられるものとする。 

 

6）  地区内のクラブのみが、法人地区の会員となることができる。 
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7）  地区法人は、国際ロータリー理事会の指示があった場合、あるいは地区大会

または郵便投票において 3 分の 2 の賛成票を得た場合、即時かつ自動的に運営を

停止し、解散手続を開始するものとする。地区ガバナーは、法人を解散するにあ

たって、地区による決定の通知を理事会に提出し、また解散手続が終了した後、

直ちに最終報告を提出するものとする。 

 

8）  地区法人の理事会と役員は、地区のクラブに所属するロータリアンに限定さ

れるものとする。 

 

9）  法人地区の理事は、現地区ガバナー、地区ガバナーエレクト、直前ガバナー

を含むものとし、地区の判断によりその他のロータリアンを含めることもできる。

理事の数と任期は、地元の法律により義務づけられ、また当該地区法人の法人規

約文書に規定されている通りとする。 

 

10）  現任の地区ガバナーは、地区法人の最高役員となり、また理事会の委員長

を務めるものとする。地区は、地元の法律により義務づけられ、その法人規約文

書に規定されている通り、その他の役員を選ぶことができる。 

 

11）  ガバナーは、毎年、地区法人組織の状況をクラブに報告するものとする

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号、2015年 1月理事会会合、決定 118号 
 

17.020.2.  2つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区 

2 つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区は、どの司法管轄区域におい

ても法人化することができ、また適切であれば、ほかの司法管轄区域において登

記するためにさらなる手続を踏むものとする。 

 

2 つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区は、あるクラブ、またはある

ロータリアンがほかのクラブやロータリアンより有利となる司法管轄区域におい

て法人化してはならず、また国際ロータリーの定款、細則、方針の下で許容され

ているすべての権利と特典を行使するクラブあるいはロータリアンの能力に制限

を課すものではない（2005年 3月理事会会合、決定 199号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号 
 

17.020.3.  法人地区の税優遇の地位 

法人地区は、地元の管轄区域における特別な免税と優遇地位を求めることができ

る。ただし、米国で法人化した地区は、国際ロータリーの 501（c）（4）グルー

プ免税規定書式を使用しなければならない（2005 年 3 月理事会会合、決定 199

号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号 
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17.020.4.  解散の通知 

ガバナーは、地区法人の解散あるいはその地位に関してその他の変更があった場

合は、即座にその通知を理事会に提出するものとする（2005年 3月理事会会合、

決定 199号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号 
 

17.020.5.  正当な理由により異なる法人を許可する事務総長の権限 

事務総長は、正当な理由により、本方針の要件と異なる法人を許可することがで

きる（2016年 7月理事会会合、決定 14号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号。2016年７月理事会会合、決定 14号により改正 
 

引照 

 

21.010.  多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

32.050.1.  地区の法人化（に関する事務総長の権限） 

 

17.030.  地区リーダーシップ・プラン 

すべての地区は、ロータリー章典第 17.030.1.  から第 17.030.3.  までの条項に準拠し、地

区リーダーシップ・プラン（DLP）を開発し、採択するよう義務づけられている。 

 

義務づけられている地区リーダーシップ・プランの構成要素は次のようなものである。 

a.  「ガバナー補佐」、「地区研修リーダー」、「地区委員会」「クラブ・リーダーシ

ップ・プラン」といった共通の用語 

b.  ガバナー補佐、地区研修リーダー、地区委員会委員、クラブリーダーの明確な責務

と任務 

c.  地区内のリーダーシップの継続性を確保する地区委員会 

d.  ガバナーが委任することのできない任務や責務の明確な記述 

e.  クラブが（地区リーダーシップ・プランに）対応するクラブ・リーダーシップ・プ

ランを施行するのを助ける明確な計画 

 

地区リーダーシップ・プランは、ガバナーがガバナー補佐を任命することを定め、ガバ

ナー補佐がクラブ運営に関連した管理業務を遂行することで、ガバナーが以下の責務に

専念する時間が持てるようにするものである。  

 

a）  会員の入会と参加促進の重要性を強調する。 

b）  具体的な行事への参加を通じて、クラブと地区の活動やプロジェクトに参加するよ

うロータリアンを奨励する。 

c）  ロータリー財団セミナーやロータリー財団プログラムへの参加を奨励し、また財団

の表彰プログラムを通じて財団への財政支援を奨励する。  

d）  表彰や賞を通じて、個々のロータリアンの功績を称える。 

e）  地区の将来を計画する。 
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f）  クラブ・リーダーシップ・プランを通じて、地区のクラブの長期的な発展に取り組

む。 

g）  RI細則 16.090 節に掲げられている任務を遂行する。 

 

地区リーダーシップ・プランは、以下の各点に対応しなければならない。 

 

a）  地理、言語、文化、各地域における充実したクラブと弱体クラブ数のバランス、お

よびガバナー補佐が実際に適切に援助できると考えられるクラブ数といった要因を

考慮した上で、地区のニーズに基づいて任命されるガバナー補佐の数（4～8 クラブ

を各ガバナー補佐に割り当てるよう推奨されているが、いかなる場合にも、1 人の

ガバナー補佐が 1クラブだけを担当することがあってはならない）。 

b）  ガバナー補佐にどのように研修を行うか。 

c）  地区にはどのような委員会が必要か。 

d）  ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会の相互の連絡方法。 

e）  ガバナー補佐を活用することにより、地区はどのようにリーダーシップの継続性を

確保するか。 

f）  適宜、あるいは必要に応じて、地区はどのように委員会の継続性を確保するか。 

g）  ガバナー補佐の任命と解任に用いる方法。 

h）  地区内クラブのための（地区リーダーシップ・プランに）対応するクラブ・リーダ

ーシップ・プラン。 

 

現職の地区ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーは、以下の項目について一

致した見解に達するべきである。 

 

a）  地区の戦略計画 

b）  任期が 1年を超える地区役職の任命 

c）  期間が 1年を超える地区奉仕プロジェクト（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2000年 2月理事会会合、決定 338号。2001年 2月理事会会合、決定 261号、2002年 2月理事会会合、決定 197

号、2002年 11月理事会会合、決定 138号、2004年 11月理事会会合、決定 128号、2007年 6月理事会会合、決定 306

号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正。2002年 11月理事会会合、決定 137号により確認。1999 年 2月

理事会会合、決定 216号も参照のこと 

 

17.030.1.  ガバナー補佐 

ガバナー補佐はガバナーエレクトにより任命され、指定されたクラブの運営に関

してガバナーを補佐する責務を担う。ガバナー補佐には、次のような任務がある。 

 

a） 次期クラブ会長と会い、クラブ・リーダーシップ・プランの推進、実施、見

直しを毎年行い、クラブの目標について協議し、本章典の第 2.010.1項 「機能

の喪失」を検討するにあたって助力する。 

b） クラブに、ロータリークラブ・セントラルに目標を入力し、達成状況を追跡

するようを奨励する。 

c） 各クラブを定期的に訪問し、クラブの活動、リソース、機会について協議す

る。 
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d） ガバナーの公式訪問の日程調整および計画についてクラブのリーダーを補佐

し、ガバナーの公式訪問に際して開かれる各クラブ協議会に出席する。 

e） 地区の目標の設定を補佐する。 

f） ガバナーにクラブの進捗状況を知らせる。 

g） クラブが定期的に会員情報を更新し、納入義務金を期日までに支払うよう確

認する。 

h） 適切な地区委員会と協力してクラブレベルの研修の調整を図る。 

i） 地区リーダーシップ・プラン、クラブ・リーダーシップ・プラン、および該

当するすべての RIオンラインツールおよびリソースを推進する。 

j） 地区委員会の選考に関して次期ガバナーに助言する。 

k） 地区大会およびそのほかの地区会合および国際会合に出席するとともに、こ

れらへの出席を推進する。 

l） 地区の活動に参加し、すべての研修セミナーに出席する。 

m） 次期ガバナー補佐および委員会委員を推薦する。 

 

ガバナー補佐の人選における最低基準には以下が含まれる。 

 

a）  少なくとも 3年間、名誉会員以外の会員身分で地区内クラブに所属している

瑕疵なき会員であること 

b）  クラブ会長を全期務めた経験があること、または創立日から 6 月 30 日まで

の全期間（最低 6 カ月間）を通してクラブの創立会長を務めた経験があるこ

と 

c）  ガバナー補佐の責務を受諾する意思と能力があること 

d）  クラブおよび（または）地区レベルで卓越した業績を上げていること 

e）  将来の地区リーダーとして有望であること 

 

ガバナー補佐は、毎年任命されるものとする。 

 

ガバナー補佐は、1 年の任期を 3 期務めることができる。ガバナー補佐は、最後

の 1年の任期から 2年後に、さらに 1年の任期を 3期務めることができる。 

 

パストガバナーをガバナー補佐に任命しないことが推奨されている。 

 

地区は、ガバナー補佐に提供される資金の支援について決定する責任がある

（2015年 1月理事会会合、決定 148号）。 

 
出典：1996年 2月理事会会合、決定 201号。1996年 11月理事会会合、決定 83号、1997年 7月理事会会合、

決定 56号、2001年 2月理事会会合、決定 261号、2004年 6月理事会会合、決定 268号、2004年 11月理事会

会合、決定 128 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 148 号により改正。2002 年 11 月理事会会合、決

定 137号により確認 
 

17.030.2.  地区委員会 

（編集者注： 2017 年 6 月会合の決定 181 号により、RI 理事会は、委員会構造の

改正を採択した。この改正は、2019年 7月 1日から有効となる。） 
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地区委員会は、ガバナー補佐の助言を得て、ガバナーが策定した地区目標を実行

する責任を負う。ガバナーエレクト、ガバナー、直前ガバナーが協力し、リーダ

ーシップの継続性と引継ぎ計画を確実に行うべきである。ガバナーエレクトは、

任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員長を任命

し、計画会議を開く責任がある。   

 

以下の管理運営機能を受け持つために、委員会が任命されるものとする。 

 

 

会員増強（入会・参加促進） 

新クラブ結成推進 

財務 

 

地区プログラム関連の委員会 

インターアクト 

ローターアクト 

ロータリー地域社会共同隊 

ロータリー親睦活動 

ロータリー友情交換 

ロータリー青少年交換 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

公共イメージ 

地区大会 

ロータリー財団 

国際大会推進 

地区研修 

奉仕関連の委員会  

クラブ奉仕 

社会奉仕 

国際奉仕 

新世代（青少年）奉仕 

職業奉仕 

学友 

会員特典 

 

ガバナーと地区リーダーチームが必要と認めた特別の任務を遂行する場合には、

追加の地区委員会が任命される。 

 

 

委員会委員長 

現職の地区ガバナーは地区委員会委員長を務めることはできない。地区委員会委

員長は、パストガバナー、ガバナーノミニー、元ガバナー補佐、または有能な元



ロータリー章典  ページ 63 

2018年 10月 

 

地区委員会委員であるよう推奨されている。すべての委員会委員長は、7 月 1 日

に就任する前年の 12月 31日までに、選出され、RIに報告されるべきである。 

 

委員会委員の資格  

地区委員会委員に任命されるために推奨されている最低資格は、名誉会員以外の

会員身分で地区内クラブに所属している瑕疵なき会員であることである。 

 

研修の要件 

地区委員長は、委員長に就任する前に、地区チーム研修セミナーに出席するもの

とする。地区委員長は地区研修協議会に出席するものとする。委員は、本章典の

第 20.060 から第 20.090 の条項に概略されているように、地区研修会に参加すべ

きである。 

 

ロータリー地域リーダーとの関係 

地区委員会は、地域リーダー（ロータリーコーディネーター、ロータリー公共イ

メージコーディネーター、ロータリー財団地域コーディネーター、恒久基金／大

口寄付アドバイザー）ならびに RI 会長が任命したロータリアンと協力するよう

奨励されている。 

 

 

報告要件 

地区委員会は、ガバナーに対して定期的に委員会の活動状況を報告するものとす

る。地区委員会は、RI の出版物や RI のウェブサイトに掲載される可能性がある

ため、成功した活動を RI に報告するものとする（2015 年 1 月理事会会合、決定

118号）。 

 
出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 128 号、2014 年 1 月理事会会

合、決定 88号、2014年 5月理事会会合、決定 113号、2014年 10月理事会会合、決定 77号、2015 年 1月理

事会会合、決定 118号により改正 

 

委員会の内容 

以下は、上述の地区委員会の目的、ほかの資格要件、役割と責務、その他の研修

要件をまとめたものである。 

 

A.  会員増強（入会・参加促進）委員会 

 

1.  目的： 

本委員会は、会員増強につながる会員増強策を特定、推進、実施する。   

 

委員長は、会員の入会と参加促進の活動に関する知識が豊かで、熱心、また経験

が豊富でなければならない。さらに、委員長はロータリーコーディネーターが適

時実施する研修セッションに参加するものとする。 

 

2.  委員のその他の資格 
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a） ロータリーに新会員を勧誘して入会させ、会員増強プログラムを実施するこ

とに成果を上げ、所属するクラブが会員の多様化を実現しているロータリアンを

優先すべきである。 

b） 入会・参加促進関連のクラブ委員長を務めた経験を有する者を考慮すべきで

ある。 

 

3.  任務および責務 

a） ガバナーおよび地区研修リーダーと相談の上、地区会員増強セミナーを立案、

推進、実施する。 

b） 各クラブが会員増強目標を達成できるよう、ガバナーとクラブのリーダーと

協力する。 

c） ロータリークラブ・セントラルおよびその他の会員増強リソースに精通する。 

d） ロータリーコーディネーターをリソースとして活用する。 

e） 地区規模の会員増強活動を調整する。 

f） RIまたは会長による会員表彰プログラムに参加するようクラブを奨励する。 

g） ほかの地区委員会と連絡を取り、会員の入会および参加促進活動を支援する

活動を調整する。 

h） 委員会委員の名前をすべてのクラブに知らせ、これらの委員から援助が受け

られることを伝える。 

i） 効果的な会員の入会促進計画を立て、これを実施するようクラブを奨励する。 

j） クラブ会員増強委員長が責務を遂行するのを支援する。 

k） クラブを訪問し、成果のある入会・参加促進活動について話し、それらの活

動に関する情報を与える。 

l） 現在ロータリークラブは存在しないが、新クラブ結成の条件を備えている地

域社会を探し出す。 

m） 既存クラブによる地域社会への奉仕に影響を与えることなく、追加の新クラ

ブを創設できる可能性のある地域社会を探し出す。 

n） 新クラブの結成と設立を助ける。 

 

4.  その他の研修要件 

委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロータリーコーディネーターの実施

する研修に適宜出席すべきである。   

 

5.  委員長の任命 

地区会員増強（入会・参加促進）委員会が効果的に機能するには、リーダーシッ

プに継続性を持たせる必要がある。そのため、委員会の委員長は 3 年を任期とし

て任命し、任期については見直しの対象とし、ガバナー、ガバナーエレクト、お

よびガバナーノミニーによる書面での同意を条件とするものとする。 

 

会員増強（入会・参加促進）委員会の委員長の 3 年の任期において、各年度の地

区ガバナー（選出されている場合）が委員長の選出に参加する。この選出は、同

年度の 7 月 1 日に就任する前の 12 月 31 日までに実施し、国際ロータリーに報告

すべきである。 
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十分な理由による解任には、3 年任期のうち残りの各年度の地区ガバナー（選出

されている場合）全員の事前の承認がなければならない（2015 年 5 月理事会会

合、決定 181号）。 
 

出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2002年 11月理事会会合、決定 55号、2005年 6月理事会会合、

決定 316号、2007年 11月理事会会合、決定 93号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2015年 5月理事会

会合、決定 181号により改正 

 

 

 

B.  新クラブ結成推進委員会 

 

1.  目的： 

新クラブ結成推進委員会は、ガバナーの監督の下、地区内に新しいロータリーク

ラブを結成する計画を立て、実行するものとする。委員長の席は、パストガバナ

ーあるいは地区ガバナーノミニーに優先的に与えられるべきである。 

 

2.  委員のその他の資格 

新クラブの結成に積極的に関与し成功を収めたパストガバナーを優先すべきであ

る。 

 

3.  任務および責務 

a）  現在ロータリークラブは存在しないが、新クラブ結成の条件を備えている地

域社会を探し出す。 

b）  既存クラブによる地域社会への奉仕に影響を与えることなく、追加の新クラ

ブを創設できる可能性のある地域社会を探し出す。 

c）  新クラブの結成と設立を助ける。 

 

4.  その他の研修要件 

委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロータリーコーディネーターの実施

する研修に適宜出席すべきである。   

 

 

5.  委員長の任命 

地区新クラブ結成推進委員会が効果的に機能するには、リーダーシップに継続性

を持たせる必要がある。委員会の委員長は 3 年を任期として任命し、任期につい

ては見直しの対象とし、ガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノミニー

による書面での同意を条件とするものとする。 

 

新クラブ結成推進委員会の委員長の 3 年の任期において、各年度の地区ガバナー

（選出されている場合）が委員長の選出に参加する。この選出は、同年度の 7 月

1 日に就任する前の 12 月 31 日までに実施し、国際ロータリーに報告すべきであ

る。 
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十分な理由による解任には、3 年任期のうち残りの各年度の地区ガバナー（選出

されている場合）全員の事前の承認がなければならない（2015 年 5 月理事会会

合、決定 181号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2005年 6月理事会会合、決定 316号、2010年 6月理事会会合、

決定 251号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2015年 5月理事会会合、決定 181号により改正 

 

C.  地区財務委員会 

 

1.  目的：   

地区財務委員会は、人頭賦課金の額および地区の管理運営に必要な費用を検討、

調査することによって、地区資金の資産を守り、地区の財務状況に関する予算と

年次報告を準備するものとする。 

 

2.  構成 

地区会計が本委員会の職権上の委員を務めるものとする。 

 

3.  委員のその他の資格 

クラブの会計を務めた経験を有する者や、会計および財務の経験を有するロータ

リアンを優先すべきである。 

 

4.  任務および責務 

a） 地区ガバナーと協力して地区経費の予算を作成し、次期クラブ会長が集まる

会合で承認を受ける少なくとも 4週間前までに、これをクラブに提出する。 

b） RI細則第 16.060.2.項に従って承認を得られるよう、賦課金の額を検討し、提

案する。 

c） 収支の正確な記録が維持されていることを確認する。 

d） RI細則 16.060.4.節に従って、直前地区ガバナーが提示するために年次財務報

告書を作成する。 

e） 委員会の委員 1 名（できれば会計）は、地区ガバナーとともに、地区資金の

銀行口座の署名人となるものとする。銀行口座は地区の名義で設けるものとする

（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号、2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 

 

 

D.  地区プログラム委員会 

 

1.  目的： 

複数のプログラム関連委員会は、地区レベルでのプログラムの推進と運営に責任

を持ち、以下を含む個々の地区のプログラムに参加するロータリークラブに具体

的な支援と指導を行う。 

 

インターアクト 
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ローターアクト 

ロータリー地域社会共同隊 

ロータリー親睦活動 

ロータリー友情交換 

ロータリー青少年交換 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

 

2.  委員のその他の資格 

特定のプログラムについてクラブレベルでの経験を有する個人を優先すべきであ

る。 

 

3.  任務および責務 

a） 地区内各クラブとの定期的な連絡および地区の諸会合や都市連合会等を通じ

て、プログラムに対する理解の増進を図り、効果的な参加を推進する。 

b） 地区またはゾーンの会合で、効果的に実施されたRIプロジェクトを展示し、

手本となる優れたプロジェクトの例を地区内クラブに知らせる。 

c） 地区内クラブを訪問し、クラブ活動を充実させるための助けとして、特定の

プログラムの活用の効果的な例について話し、クラブが RIへの報告要件を認

識していることを確認する。 

d） クラブのプログラム委員長が責務を遂行するのを奨励し、援助する。 

e） プログラムから恩恵を受けることのできる地元のニーズを特定するよう、地

区内クラブを奨励する。 

f） 情報を分かち合い、クラブの目標設定を援助することによって、ロータリー

以外の地元の奉仕団体とクラブのプログラム活動との間で協同できる分野を

特定する。 

g） プログラムに関連した地区規模の活動を実施する。 

h） 地区内のすべての適切な通信媒体（ロータリーとロータリー以外の両方を含

む）において、プログラムの目標と功績が紹介されるよう推進する（2015 年

1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

E.  公共イメージ委員会 

 

1.  目的： 

地区公共イメージ委員会は、ロータリーを広め、ロータリーのプログラムへの理

解、評価、支援を推進すべきである。同委員会は、効果的で有利な広報活動や好

ましいイメージがロータリーにとって望ましく不可欠な目標であることをロータ

リアンに広く認識してもらうよう推進する。 

 

2.  委員のその他の資格： 

クラブ公共イメージ委員会委員長としての経験を有する者、および報道、公共イ

メージ、またはマーケティングのスキルを有するロータリアンを優先すべきであ

る。 
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3.  任務および責務： 

a） 公共イメージを優先させるよう地区内ロータリークラブに奨励する。 

b） 報道機関、地域社会のリーダー、ロータリー・プログラムの受益者にロータ

リーを推進する。 

c） ロータリーのビジュアルアイデンティティと「ボイス」を推進する。 

d） 地区ガバナーや他の重要な委員会委員長と連絡を取り、地区のプロジェクト

や活動の情報を常に把握しておく。 

e） ロータリー公共イメージコーディネーターと連携し、協調する。 

e） RIの公共イメージ資料をクラブに渡す。 

f） クラブ公共イメージの重要性について個々のクラブに話す機会を得るよう努

める。 

 

4.  その他の研修要件 

委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロータリー公共イメージコーディネ

ーターの実施する研修に適宜出席すべきである（2015 年 1 月理事会会合、決定

118号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

F.  地区大会委員会 

 

1.  目的：   

地区大会委員会は、ガバナーの指示の下、地区大会において最善のプログラムを

組み、出席者数が最多となるよう計画、推進し、必要な手配を行うものとする。 

 

2.  委員のその他の資格 

会合の手配や接客・サービス業の経験を有する者、および報道、公共イメージ、

またはマーケティングのスキルを有するロータリアンを優先すべきである。 

 

3.  任務および責務 

ガバナーの指示の下、 

 

a） 地区大会の会場を選び、すべての関連する手配の調整にあたる。 

b） 出席者が最多となるよう、地区大会の財務の調整にあたる。 

c） 以下に特に力を入れ、地区大会への出席を推進する。 

- 新しいロータリアン 

- 地区内の新クラブの全会員 

- 地区内の全クラブおよびロータリーファミリーからの代表出席者 

d） 報道機関、地域社会のリーダー、ロータリー・プログラムの受益者など、外

部の人々に地区大会を推進する。 
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e) 関連があり、意欲を起こさせ、参考になるプログラムを提供する（2018年 1月

理事会会合、決定 73号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2015年 1月理事会会合、決定 118号、2017年 9月理事会会合、

決定 51号により改正 

 

 

 

 

G.  ロータリー財団委員会  

地区ロータリー財団委員会に関する方針は、ロータリー財団章典に概説されてい

る通り、ロータリー財団管理委員会が決定する（2001 年 2 月理事会会合、決定

261号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号 

 

H.  大会推進委員会 

 

1.  目的： 

同委員会は、地区全域のロータリアンに年次国際大会への出席を推進するものと

する。 

 

2.  委員のその他の資格 

RI国際大会に少なくとも 1度は出席したことがあるか、マーケティングのスキル

を有するロータリアンを優先すべきである。 

 

3.  任務および責務 

a） 国際大会を推進するため、クラブと地区の会合に出席する。 

b） 国際大会の資料や情報に関する地元の支援源としての役割を果たす。 

c） RIウェブサイトへのリンクを設けた地区のウェブサイトを立ち上げるか、ま

たは既存のウェブサイトを拡張する。 

d） 必要な場合には、国際大会関連の重要な資料を地元の言語に翻訳する。 

e） 登録する可能性のある人々を特定し、E メールや書簡、その他の通信手段を

用いて登録を推進する（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 261号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

 

 

 

 

I.  地区研修委員会 

 

1.  目的 
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本委員会は、ガバナー、ガバナーエレクトがクラブと地区のリーダーに研修を行

い、地区の研修計画全般を監督するうえで、支援する責務がある。 

 

2.    委員のその他の資格 

研修、教育、または討論進行役の経験を有する者を優先すべきである。 

 

3.  任務および責務 

a）  委員会は、各会合の招集者に対して責任を負うという点を明確に理解してい

なければならない。 

b）  委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーエレクトと協力すべきであ

る。 

1）  PETS 

2）  地区研修協議会 

3)  地区チーム研修セミナー 

4)  ガバナー補佐研修 

c）  委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーと協力すべきである。 

1）  ローターアクト指導者育成研修 

2）  クラブレベルの研修 

3）  適宜、地区内におけるその他の研修行事 

d）  委員会はまた、地区ロータリー財団セミナーと地区会員増強セミナーの第二

の責任を負うことがある。これらの会合はほかの地区委員会の第一責任とな

る。研修委員会は、研修に関連した事柄について助言をすることもできる。  

e）  会合の招集者の指示の下、委員会は以下に挙げる事項の 1つもしくはそれ以

上に責任を持つ。 

1）  プログラムの内容（理事会推奨のカリキュラムに準拠） 

2）  研修の実施 

3）  講演者やその他のボランティア探し 

4）  研修リーダーの準備 

5）  プログラムの評価 

6）  諸準備 

7）  対象者への広報 

f）  地区が多地区合同 PETS の一員として参加する場合、ガバナーエレクトは、

多地区合同 PETS の指針と手続きに従い、PETS における研修を立案し実施す

る者を選ぶ。この人物は、本委員会の委員であるべきである（2018 年 1 月理

事会会合、決定 73号）。 

 
出典：2004年 6月理事会会合、決定 269号。2015年 1月理事会会合、決定 118号、2017年 9月理事会会合、

決定 51号により改正 

 

 

 

J.  地区学友委員会 

 

1.  目的 
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地区内の学友との継続的な関係に対応するための計画を立案および実施し、学友

に関してクラブを援助する。 

 

2.  その他の資格 

学友である者、または学友と協力する職業上の経験を有する者を優先すべきであ

る。 

 

3.  任務および責務  

a）  ほかの地区委員会、特に会員増強、財団、新世代の委員会と協力して、学友

とそのスキル（講演者、プロジェクトのスキル、会員候補者、ロータリー財

団およびロータリーのプログラムへの寄付者など）を特定し、こうした個人

をクラブおよび地区の活動に結び付ける。  

b）  学友とロータリーとの関係を維持するため、学友と協力する方法に関する認

識を高める。 

c）  学友にデータを RI に報告するよう奨励し、地区の委員長と協力してプログ

ラムの参加者が正確に RIに報告されるよう奨励する。 

d）  プライバシーおよび青少年保護に関する方針ならびに地元の法律を順守する。 

e）  適切であれば、学友関係の行事や学友会を支援し、調整に当たる（2015年 1

月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 77号 

 

K.  会員特典委員会 

この委員会は、ロータリー グローバル リワードをクラブに紹介し、利用を奨励

する（2015年 7月理事会会合、決定 21号）。 
 

出典：2015年 7月理事会会合、決定 21号 

 

17.030.3.  その他の委員会 

A.  地区規則・手続委員会 

地区は、RI の組織規定に関係する指名ならびに選挙、その他の事柄に関してガ

バナーに助言し、援助するための地区の「規則・手続」委員会を設置するよう奨

励されている。この委員会は 3 名の委員から成り、各々任期をずらして 3 年任期

とし、再任が可能なものとする。委員会の任命は、就任年度の終了時にガバナー

が行なう。委員は、RI の組織規定文書および選挙手続に精通しているべきであ

る。 

 

RI の選挙方針および手続に関して、地区内で規則・手続委員会の援助によって

も解決できない質問のあるガバナーは、クラブ・地区支援担当職員（日本事務局

奉仕室職員）、または地元地域の RI 理事に援助を求めるべきである（2015 年 1

月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 323号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

B.  国際奉仕委員会 
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地区とクラブは、リソースを特定し、国際奉仕プロジェクトおよびグローバル補

助金に関して助言する専門家を特定することにより、地区の人道的活動の質を向

上させるため、国際奉仕委員会を設置するよう推奨されている。地区国際奉仕委

員会の委員長は、プロジェクトの立案と実施に関するリソースと戦略への関心を

さらに高め、特定分野に関する地域の主な専門家を見つけ、あらゆる種類の国際

奉仕について直接の連絡網を確立し、説明責任を推進することに努めるものとし、

特に、グローバル補助金の申請数の改善と、国際ロータリーのクラブおよび地区

との協力体制の構築を重視するものとする。地区国際奉仕委員会委員長は、プロ

ジェクトおよび補助金の改善に向けてリソースの特定と促進をするため、地区ロ

ータリー財団委員会、補助金小委員会、社会奉仕委員会、職業奉仕委員会、学友

委員会を含む（ただしこれに限らない）地区全体の他のリーダーと協議し、協力

する。地区国際奉仕委員会はさらに、ローターアクト地区代表、ロータリアン行

動グループ、ロータリー財団の専門家グループ、グローバル補助金申請の支援に

関心を持つその他の専門家とも連携する。 

 

地区国際奉仕委員会が効果的に機能するには、委員長のリーダーシップに継続性

を持たせ、後任者への十分な引継ぎを行う必要がある。地区ガバナーエレクトは、

直前地区ガバナーおよび地区ガバナーノミニーと相談の上、パストガバナー、元

ロータリー財団地域コーディネーター、または元ロータリー財団地域コーディネ

ーター補佐を、再任制限のない 3 年の推奨任期を務めるこの委員会の委員長に任

命するよう奨励されている（2016年 4月理事会会合、決定 170号）。 

 
出典：1985 年 11 月理事会会合、決定 84 号。1988 年 10 月理事会会合、決定 116 号、1990 年 6 月理事会会

合、決定 264号、2011年 9月理事会会合、決定 34号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2016 年 4月理

事会会合、決定 170号により改正 

 

C.  地区青少年交換委員会 

国際理解を深める機会として青少年交換を推進するため、ガバナーは、青少年交

換委員会および役員を任命するよう奨励されている。ガバナーは地区青少年交換

委員長の任期の限度を 3 年と定めるよう奨励されている。青少年交換プログラム

には特別の専門知識や経験が必要とされるため、地区青少年交換委員長には複数

年の在任期間を奨励し、後継者に十分な研修を施すために委員長の 3 年間の任期

を延長する必要に迫られる場合もある。 

 

地区青少年交換委員会が効果的に機能するには、リーダーシップに継続性を持た

せる必要がある。地区青少年交換委員長の交代が望まれる場合は、ガバナーエレ

クトがロータリーに関する全般的な知識と青少年交換プログラムに対する強い熱

意を有する候補者を検討するよう強く奨励されている。定評ある青少年交換プロ

グラムについては、地区青少年交換委員会の主要役職において少なくとも 3 年間

の経験を有することも強く奨励されている。英語でのコミュニケーション能力お

よび地区レベルを超えた青少年交換大会への出席は、優れた特性と見なされるべ

きである。現地区ガバナー、地区青少年交換委員会の委員長と委員、およびガバ

ナーノミニーに相談することで、ガバナーエレクトによる選出手続にとって貴重

な意見を得ることができる。選出された者には地区青少年交換委員会での経験が
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推奨されており、さらに任期の限度を 3 年と定めるよう奨励されていることを踏

まえたうえで、その役職にとって望ましい複数年の任期を務めるのであれば、こ

のような協力体制は確実な成功を収めるために不可欠である。ガバナーは、プロ

グラムの継続性を確保するために、青少年交換委員会の人員交替を一度に 33 パ

ーセントを超えて行わないよう奨励されている。 

 

地区青少年交換役員または委員会は、それぞれのガバナーの監督下に置かれる。

各ガバナーは、権限を保ち、個人的な金銭的利益を受けることないよう細心の注

意を払いながら、地区内の青少年交換活動の発展のためにあらゆる努力を払うよ

う求められている（2016年 1月理事会会合、決定 121号）。 

 
出典：1979年 5 月理事会会合、決定 355号、1984年 2月理事会会合、決定 312号、1985年 2～3月理事会会

合、決定 267号、2009年 6月理事会会合、決定 217号。2016年 1月理事会会合、決定 121号により改正 

 

D.  地区社会奉仕委員会 

すべてのガバナーは、地区社会奉仕委員会を任命するよう奨励されている。この

委員会の役割と責務は次の通りである。 

1） クラブが取り組むとよい地区内の新しい傾向、課題、または問題を特定する

のを援助する。 

 

2） 成果を上げた社会奉仕プロジェクトについて話し、クラブ・プロジェクトの

強化に役立つロータリーのプログラムや強調事項に関する情報を提供するために

地区内クラブを訪問する。 

 

3） クラブ社会奉仕委員長が責務を遂行するのを奨励、援助する。 

 

4） 適切であれば、クラブがロータリー地域社会共同隊（RCC）を結成するのを

奨励し、プロジェクト開発案を交換するために地区レベルの RCC 会議を奨励す

る。 

 

5） ほかの地区委員会との委員会間交流をはかる。 

 

6） アイディアを交換し、プロジェクトを推進するために、地区大会や地区研修

協議会、その他の会合と付随して、地区レベルでのクラブ社会奉仕委員長の会合

を組織する。 

 

7） 情報を分かち合い、クラブの目標設定を援助することを通じて、クラブ社会

奉仕プロジェクトとロータリー以外の地元の奉仕団体との間で協力できる分野を

探す。 

 

8） ガバナー月信で広報するために、クラブ社会奉仕委員長に、成功を収めた社

会奉仕プロジェクトについて定期的に報告するよう要請する。さらに、出版物に

掲載される可能性もあるので、RIにも報告するよう要請する。 

 

9） 地区やゾーンの会合で、優れた社会奉仕プロジェクトの展示を実施する。 
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10） 地区規模の社会奉仕活動を組織する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1990年 6月理事会会合、決定 260号 
 

E.  地区ロータリー親睦活動委員会 

ガバナーは地区ロータリー親睦活動委員会を任命するよう奨励されている。この

委員会は、委員長 1 名と少なくとも 3 名の委員から成り、地区内クラブのロータ

リー親睦活動への参加を促す責務を負う。地区ガバナーは、ロータリー親睦活動

のメンバーであるロータリアン 1 名を、地区内の以下の活動の調整を図る地区ロ

ータリー親睦活動委員長として任命すべきである。 

 

a） ロータリー親睦活動に関する情報を提供するためのクラブ訪問を計画する。 

b） プレゼンテーション（説明発表）を行う際に、親睦活動の現メンバーを招き、

出席してもらう。 

c） 「公式名簿」および「世界ネットワーク活動グループ名簿」に掲載されてい

る各親睦活動グループの役員と連絡を取り、今後の行事予定について情報を集め、

この情報を地区ガバナー月信または地区のウェブサイトで紹介する。 

d） 地区内のロータリー親睦活動に関するプレゼンテーション（説明発表）を地

区大会で行うよう手配し、地区大会で展示するブースを確保する。 

e） ロータリー親睦活動の案内資料を地区内のロータリアンに電子媒体で配信し、

グループへの入会希望者がいれば該当するグループに連絡するよう奨励する。 

f） 各種ロータリー親睦活動とともにロータリー国際大会へ参加するよう奨励す

る（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1969年 1月理事会会合、決定 173号。2008年 11月理事会会合、決定 59号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号により改正 

 

F.  地区新世代（青少年）委員会 

地区ガバナーは、継続性とリーダー育成のため、地区新世代（青少年）委員会を

任命するものとする。委員会は、地区のインターアクト、ローターアクト、

RYLA、青少年交換、およびガバナーが適切であると判断したその他の委員会と

協力して、地区全体で経験を共有し、互いのプログラムの推進活動を指揮し、奉

仕の機会を推進し、地区委員会間の活動を調整するものとする。地区新世代（青

少年）委員会は、新世代の原則を推進し、若者のエンパワメントを図り、若者の

参加を促進するクラブや個人に対する地区の認証を調整するよう奨励される

（2015年 5月理事会会合、決定 166号）。 

 
出典：2012 年 1 月理事会会合、決定 186 号。2013 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2014 年 10 月理事会会

合、決定 72号、2015年 1月理事会会合、決定 134号により改正 

 

 

17.040.  地区レベルの選挙 

 

17.040.1.  地区レベルの選挙の指針 
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ガバナーは、ロータリー章典第 26.060.4.節に記載された現行の選挙の指針ならび

に以下の選挙の指針を、指名を正式に要請する際に全クラブに送付するものとす

る。 

 

ロータリアンおよび選挙候補者は、以下に従うものとする。 

1.  RIの選挙の指針の精神と字句の両方を理解し順守する。 

2.  選挙運動のように思える現在の任務、あるいは新しい任務について、知識豊

かなロータリアンに相談する。 

3.  注目を引いたり、個人的に認められたり、優遇を受けるために、個人的な推

進活動を行わない。 

4.  対抗候補者の不適切な行為に対して同じように反応しない。 

5.  必要な義務を果たす場合を除き、該当する選挙に関わっているクラブと連絡

を取ったり、訪問したりしない（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 
 

出典：2001年 6月理事会会合、決定 325号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号、2017年 1月理事会会合、決定 86号により改正 

 

17.040.2.  ガバナー指名委員会の委員の任期制限 

RI 細則第 14.020.2.項に従って地区がガバナー指名委員会の委員選出手続を採択

した場合、地区指名委員会の職務権限には、指名委員会を少なくとも 3 名の委員

で構成すべきであり、委員は 1 年の任期を 3 期を超えて務めるべきではないこと

を明記すべきである（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 73号 

 

17.040.3.  任意の回り持ちのシステム 

地区は、地区の地域の間で役職を回り持ちとする任意のシステムを採用できる。

ただし、この任意の回り持ちのシステムに関わらず、候補者は立候補することが

でき、この候補者を候補者リストから除外することはできない（2015年 1月理事

会会合、決定 118号）。 
 

出典：2008年 6月理事会会合、決定 241号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

17.040.4.  票数 

投票の少なくとも 15 日前までに、地区ガバナーは RI細則に従って各クラブに投

票資格のある票数を通知する。このリストには、票数が創立会員の会員数に基づ

く新設クラブ、票数が加盟復帰時点の会員数に基づく、最新の請求書の作成後に

加盟復帰したクラブも含まれるものとする（2018 年 1 月理事会会合、決定 73

号）。 

 
出典： 2010年 7月理事会会合、決定 21号。2015年 1月理事会会合、決定 118号、2018年 1月理事会会合、

決定 73号により改正 

 

引照 

 

19.030.  ガバナーノミニーの選出 



ロータリー章典  ページ 76 

2018年 10月 

 

 

 

17.050.  地区の記録 

退任するガバナーは、すべての情報（関連する記録、書類、財務情報を含む）を、ロー

タリー年度終了時から 30 日以内に後任者へ引き渡すものとする（2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号）。 

 
出典：1947年 1月理事会会合、決定 E25号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2015年 1月理事会会合、決定 118

号により改正 
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第 18 条  新クラブ結成推進およびロータリーの拡大 

 

18.010.  新クラブ結成推進 

18.020.  新クラブ 

18.030.  無地区ロータリークラブ 

18.040.  ロータリーのない国および地域への拡大 

 

（章典の本条項は、第 3条と共に読まれるべきものである。） 
 

 

18.010.  新クラブ結成推進 

 

18.010.1.  地区ガバナー：新クラブ活動 

ガバナーは、地区内の新クラブに関するすべての活動を組織する責務を負い、ま

た、そのような活動の調整を図る新クラブアドバイザーを自ら務めるか、もしく

は任命する責務がある（2015年 10月理事会会合、決定 75号）。 
 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号。2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2015 年 10 月理事会会

合、決定 75号により改正 

 

18.010.2.  新クラブアドバイザー：新クラブ活動 

新クラブアドバイザーは、地区内の新クラブの設立においてガバナーを代理する

ロータリアンである。地区の新クラブのアドバイザーが効果的に機能するには、

リーダーシップに継続性を持たせる必要がある。そのため、新クラブのアドバイ

ザーは 3 年任期として任命し、任期については見直しの対象とする（2015 年 10

月理事会会合、決定 75号）。 
 

出典：1938年 1月理事会会合、決定 200号。2006年 11月理事会会合、決定 97号、2012年 5月理事会会合、

決定 244号、2015年 5月理事会会合、決定 181号、2015年 10月理事会会合、決定 75号により改正 

 

 

18.020.  新クラブ 

 

18.020.1.  クラブの結成 

新クラブを結成する場合、主に、事業または専門職務に携わる人または地域社会

のリーダーで、できれば所在地域で生まれ育った人、またはその地域の永久的な

定住者、あるいはその地域で事業や専門職務を営む人によって会員構成を成り立

たせるものとする（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 
 

出典：1969年 1月理事会会合、決定 86号。2001年 11月理事会会合、決定 104号、2007年 6月理事会会合、

決定 226号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 
 

18.020.2.  新クラブ結成の要件 

ロータリーが加入を認証する前に、新ロータリークラブ加盟申請書を提出して承

認されなければならない（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 
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出典：2003年 5月理事会会合、決定 325号、2004年 11月理事会会合、決定 59号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号 

 

18.020.3.  新クラブの名称 

それぞれの新クラブは、RI から承認を受けることを前提に、その名称に地域を

表す文言を用い、これを定款の中に含めるものとする（2015年 1月理事会会合、

決定 118号）。 
 

出典：1939年 1月理事会会合、決定 105号、2015年 1月理事会会合、決定 118号 

 

18.020.4.  地元の創立会員 

少なくとも 50 パーセントの創立会員は、新クラブが設立される地元地域社会に

居住または勤務している人であるべきである（2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 94号。2003年 2月理事会会合、決定 288号、2004年 11月理事会会合、

決定 59号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

18.020.5.  創立会員名簿 

クラブの加盟申請書の一部として RI 理事会に提出された会員名簿が、クラブの

完全な創立会員名簿とみなされるものとする。申請に関する RI 理事会の決定が

行われるまでは、この名簿に載っている以外に新たに会員を入会させることはで

きない（2002年 11月理事会会合、決定 55号）。 

 
出典：1918年理事会会合、決定 5号 

 

18.020.6.  スポンサークラブの最低会員数 

新しいクラブのスポンサーになろうとするクラブは、少なくとも 20 名の会員を

有していなければならない。スポンサークラブが 2 つ以上ある場合、共同スポン

サークラブのうち 20名の会員を有することが義務付けられるのは、1つのクラブ

のみである（2004年 11月理事会会合、決定 62号）。 

 
出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 168 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 62号により改正 

 

18.020.7.  新クラブの結成：費用 

会員が外部からの援助に頼ることなく、すべての必要な RI 人頭分担金と地区の

賦課金を支払うことができ、ロータリーに人頭分担金を送金する能力と手段を備

えていると理事会によってみなされた場合に限り、新クラブは加盟が認められる

ものとする（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1995年 2月理事会会合、決定 180号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

18.020.8.  新クラブの加盟金 

RI が新クラブに対して加盟手続と支援業務を行うための費用を賄うため、新ク

ラブは、創立会員 1 人に付き米貨 15 ドルの加盟金を支払うものとする（2015 年

1月理事会会合、決定 118号）。 
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出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 205号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正。1990年 11

月理事会会合、決定 114号により確認 

 

18.020.9.  加盟認証状伝達式 

ガバナーあるいはガバナーの代理人が、クラブの正式な加盟認証状伝達式に出席

するべきである。場合によっては、ガバナーの代わりに加盟認証状を伝達するよ

う、新クラブアドバイザーまたはスポンサークラブの他の会員に要請することが

できる（2015年 10月理事会会合、決定 75号）。 

 
出典：1916年 1月理事会会合、決定 26号、1936年 1月理事会会合、決定 E25号。2004年 11月理事会会合、

決定 59号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2015年 10月理事会会合、決定 75号により改正 

 

18.020.10.  偽造会員名簿  

加盟を申請する新クラブが偽造した会員名簿を提出した場合、事務総長は次の措

置を取るものとする。 

 

a.  新クラブの加盟を保留する。 

 

b.  新クラブ会員名簿のすべての氏名が照合確認されるまではクラブの加盟が認

められず、将来、同地区内の新クラブから提出される申請書類はすべて、そ

のロータリー年度を通じ、精密な調査の対象となることを地区ガバナーに通

知する。 

 

c.  偽造した会員名簿を提出したことによって、ガバナーとしての任期終了後 3年

間は RIのいかなる任務に就くこともできないことを地区ガバナーに通知する

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 235号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

18.030.  無地区ロータリークラブ 

すべてのクラブは、地区に属するものとする。例外的な状況において、RI 理事会は、

将来、適切な時期にクラブを地区に編入することを意図した上で、地区に属さないロー

タリークラブを加盟させること、または一時的に一つまたは複数のロータリー・ラブを

地区から外すことができる。このようなクラブは、RI により直接管理されるものとす

る。 

 

会長は、毎年、理事会により無地区と指定された特定のロータリークラブのグループを

指導するため、特別代表を任命するよう求められている（2015年 1月理事会会合、決定

118号）。 

 
出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 94 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118

号により改正 
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18.040.  ロータリーのない国および地域への拡大 

ロータリーのない国および地域は、現在ロータリークラブのない場所として定義される。

ロータリアン、クラブ、地区は、理事会の事前の承認なしに、いかなる拡大活動も行う

ことがないものとする。 

 

ロータリーのない国および地域へロータリーを拡大することに関心のあるロータリアン

は、その地域の拡大代表に援助を提供するために事務総長に連絡を取るべきである。 

 

理事会は、拡大代表の推奨があり、さらに以下の基準が満たされている場合には、ロー

タリーのない国および地域においてロータリークラブの開設要請を検討する。 

 

1.  ロータリークラブ結成に必要な許可を政府から得ていること 

2.  ロータリークラブが、政治に関係のない国際的な団体として自由に活動できるよう

になること 

3.  その所在地に、ロータリークラブを維持するのに十分な数の事業および専門職務に

携わる人びとと地域社会のリーダーがいること 

4.  ロータリークラブは、標準ロータリークラブ定款の定める通り、定期的に会合を開

くことができるようになること 

5.  ロータリークラブは、外部からの援助を必要とせず、RI 細則の規定する財政的義務

を果たすことができるようになること 

6.  ロータリークラブは、会員数を維持、増強し、充実した奉仕プロジェクトを実施し、

ロータリー財団を支援し、他国から訪問するロータリアンを歓迎し、クラブレベル

を超えてロータリーで奉仕できるリーダーを育成できるようになること 

7.  既存の地区が、ロータリーのない国または地域を地区に含めることに同意している

こと（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 331 号、1997 年 11 月理事会会合、決定 179 号、2003 年 5 月理事会会合、決定

325 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 103 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号、2007 年 6 月理事会会合、決定

226号、2012年 5月理事会会合、決定 244号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

18.040.1.  拡大代表 

RI 会長は毎年、拡大代表を適宜任命するものとする。拡大代表は、ロータリー

のない国および地域へのロータリーの発展に関する事項について、新しいクラブ

の設立といった事項を含め、RI 理事会に助言するものとする。拡大代表は、ロ

ータリーのない国および地域の政府高官とのすべてのロータリーの交渉を調整す

るものとする（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2006年 11月理事会会合、決定 97号。2012年 5月理事会会合、決定 244号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号により改正 

 

18.040.2.  僻地への拡大 

僻地への拡大は、その地域の住民からクラブ設立の要請を受けた場合、および地

理的に近接している地区が新クラブの結成を援助することが確認された場合に限

り、着手されるものとする（2006年 11月理事会会合、決定 97号）。 
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出典：2006年 11月理事会会合、決定 97号 

 

18.040.3.  クラブと地区の財務 

新しい国への拡大に関与するという勧誘を受諾した地区またはクラブへ、財政支

援を提供しないものとする。新しい国のクラブは、できるだけ早く財政的に自立

できるように事務局の指示および指導を受けるものとする（1998年 6月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 5月理事会会合、決定 357号 

 

引照 

 

32.030.1.  加盟金の免除および軽減 
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第 19 条  地区役員 

 

19.010.   ガバナーの具体的な任務と責務 

19.020.   ガバナーノミニーの責務 

19.030.   ガバナーノミニーの選出 

19.040.   研修と準備 

19.050.   ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：研修 

19.060.   パストガバナー 

19.070.  地区ガバナーと地域リーダーの関係 

 

 

19.010.  ガバナーの具体的な任務と責務 
 

19.010.1.  地区ガバナーの倫理規範 

1.  ガバナーは、ロータリーの職務に従事する際、適用される法律および規定を

順守する。さらに私生活において行動する際にも、ガバナーは、ロータリー

の好ましいイメージを維持し、守るために、適用法を厳守する。 

 

2.  ガバナーはRIの定款および細則の規定を順守する。 
 

3.  ガバナーは、「ロータリー章典」に文書化されている通り、RI理事会の定め

た規定を順守する。 

 

4.  ガバナーは、ロータリアンの利益とRIの目的のために奉仕する。ガバナーは、

地区の利益を最優先し、いかなる不適切な行動も避ける。 

 

5.  ガバナーは、地区において、安全、礼儀、品位、尊重を促進する環境を育み、

望まれない身体的接触、口説き、コメントを行ったり、容認したりすること

を慎むものとする。 
 

6. ガバナーは、その役職を個人的な威信や利益、または家族の利益のために利用

しない。 
 

7.  ガバナーは、地区への義務を勤勉に履行するにあたり、細心の注意を払う。 

 

8.  ガバナーは、関係者すべてに公平であるように行動する。 

 

9.  ガバナーは、財務情報の透明性を推進し、財務管理に関して地元と国の適用

法を必ず順守する。 
 

10.  ガバナーは、極秘情報の公表、連絡、使用を禁止、制限する。ガバナーは、

この情報を決して個人目的のためではなく、意図された目的だけのために使

用し、不慮の暴露に対して細心の注意を払うべきである。 
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11.  ガバナーは、ロータリーの経費支払いの方針を順守する（2017年 6月理事会

会合、決定 177号）。 
 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 266 号。2008 年 6 月理事会会合、決定 271 号、2008 年 11 月理事会会

合、決定 96号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2017年 6月理事会会合、決定 177により改正 

 

19.010.2  望まれない言動の申し立て 

ロータリーの行事または活動における望まれない身体的接触、誘いかけ、発言の

申し立ては、ガバナーまたはこの件のために任命された委員会が審査し、妥当な

期間内に回答するものとする。地区ガバナーが申し立ての対象者である場合は、

直前地区ガバナー（または直近のパストガバナー）が直接、または本件に関する

委員会の任命により、申し立てを審査して回答するものとする。 

 

犯罪行為の申し立てはすべて地元の警察に伝えるべきである。 

 

地区ガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノミニーによる望まれない身

体的接触、誘いかけ、発言の申し立ては、すべて会長に通知するものとする。 

 

不適切な行動の申し立てについて十分な対処を怠った場合は、会長へ付託するこ

とができる  （2017年 6月理事会会合、決定 177号）。 

 
出典：2017年 6月理事会会合、決定 177号 

 

19.010.3.  行動権限 

ガバナーは RI 組織規定と細則ならびにロータリー章典に規定されている行動の

みを行う権限を有する。ガバナーは、RI とロータリー財団の両方またはいずれ

か一方に代わって、交渉または契約をする権限を持つと示してはならない（2016

年 9月理事会会合、決定 74号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 74号 

 

19.010.4.  クラブレベルの研修に対するガバナーの責務 

ガバナーは、ロータリークラブが以下を含む包括的な研修計画を備えていること

を確認すべきである。 

1.  クラブリーダーが、適宜、地区研修会合に出席する。 

2.  新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

3.  現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

4.  全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする（2015 年 1

月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2006年 11月理事会会合、決定 104号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

19.010.5.  ロータリーワールド・マガジンプレスに対するガバナーの責務 

ガバナーはクラブに対し、雑誌の購読料を支払うよう、さらに、公共イメージと

会員増強の情報資料として雑誌を活用するよう伝えるものとする（2015年 1月理

事会会合、決定 118号）。 
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出典：2006 年 2 月理事会会合、決定 199 号。2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2011 年 1 月理事会会

合、決定 117号、2014年 10月理事会会合、決定 81号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

19.010.6.  クラブ会員の報告に関するガバナーの責務 

ガバナーは、クラブが会員情報の更新を期日までに国際ロータリーに送るよう、

地区内のクラブ幹事と協力する（2014年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 
出典：2014年 1月理事会会合、決定 96号 

 

19.010.7.  戦略計画立案におけるガバナーの責任 

ガバナーは、ガバナーエレクトおよびガバナーノミニーと相談の上、地区戦略計

画の立案、実施、または見直しをする（2016年 9月理事会会合、決定 49号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 49号 

 

 

19.020.  ガバナーノミニーの責務 

RIの次期役員として、ガバナーノミニーは以下を行うべきである。 

1.  ガバナーの役割への準備を始める。 

2.   効果的なクラブを支援するため、地区の元・現・次期リーダーと協力し、継続性を

図る。 

3.   直前ガバナー、ガバナー、ガバナーエレクトから提供される情報資料を基に、国際

ロータリーのリソースを使用して、ロータリーの公共イメージ、会員、ロータリー

財団、地区の行事、および RIプログラムを含む、地区の強みと弱みの分析を始める。 

4.  地区組織（地区リーダーシップ・プラン）とクラブ管理運営の枠組み（クラブ・リ

ーダーシップ・プラン）を見直す。 

5.  可能な限りすべての地区会合に出席する。 

6.   地区ガバナーまたは地区ガバナーエレクトの提案を受け、地区委員会やその他の活

動に参加する。 

7.  提供される場合は地区ガバナーノミニー研修に出席し、そうでない場合には可能な

限りその他の研修に参加する。 

8.  指導力育成の研修に出席する。 

9.  自らのガバナー就任年度の地区大会の開催地をノミニー年度中に選定する。 

10.   地区チームのメンバーを務めてもらうため、どのロータリアンに接触するかを検討

する。 

 

ガバナーノミニーの任務 

ガバナーとガバナーエレクトは、ガバナーノミニーに以下の機会を提供するものとする。 

1.   地区委員会または地区組織に関連した具体的責務または任務を要請する。 

2.  地区会合のすべてまたはいずれかにオブザーバーとして出席する。 

3.  運営委員会のオブザーバーとなる。 

4.  地区の戦略計画立案の全過程と地区内の長期的な任命に参加する。   
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5.  地区の青少年交換委員会の職権上の委員を務める（2016年 1月理事会会合、決定 121

号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 306号。2009年 11月理事会会合、決定 85号、2015年 1月理事会会合、決定 118

号、2016年 1月理事会会合、決定 121号により改正 

 

19.020.1.  ガバナーノミニーの研修 

ロータリー研究会の招集者は、ゾーン内のガバナーノミニーに特有のニーズに応

え、地区内のリーダーシップの継続性を保つため、ガバナーノミニー研修を提供

することができる。このような研修は、RI による経費の支払いはなく、ガバナ

ーエレクトを対象とした研修と重複しないものとする（2015年 1月理事会会合、

決定 118号）。 

 
出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 281 号。2007 年 11 月理事会会合、決定 112 号、2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号により改正 

 

 

19.030.  ガバナーノミニーの選出 

 

19.030.1.  ガバナーノミニーの選出 

地区内クラブによるガバナーノミニーの選出は、ロータリーの基本原則に適った

品位と責任ある方法で行われなければならない。地区は、ガバナーとして最適な

人物を探し、指名すべきである。 

 

地区指名委員会は、クラブおよび指名委員会の両方から推挙された全ガバナー候

補者の面接を行うよう奨励されている。各ガバナーノミニー候補者の面接は、少

なくとも次のニーズを満たすべきである。 

 

a. RI細則第 16.070.節および第 16.080.節に従い、各候補者が指名の正式な要件を

満たしていることを確認する。 

 

b. 任務遂行のために要される知識、経験、時間、財源など、ガバナーの具体的

な任務を明確にする。 

 

c. 各候補者の資格と適性を総合的に考慮に入れる。 

 

d.各候補者がビジョンと目標を発表する機会を与える（2015 年 1 月理事会会合、

決定 118号）。 

 
出典：1965年 5～6月理事会会合、決定 256 号、1970年 1月理事会会合、決定 E-24号、2001 年 11 月理事会

会合、決定 56号。2007年 11月理事会会合、決定 107号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正。

2003年 5月理事会会合、決定 410号により確認 
 

19.030.2.  郵便投票によるガバナーノミニーの選出 

ガバナー選挙の郵便投票用紙に添付される略歴には、以下の内容を含めるものと

する。 
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1）  候補者の氏名、ロータリークラブの名称と所在地、ロータリアンとなってか

らの年数、職業分類または元の職業分類、現在または元の会社の名称、現在

または元の会社における役職、過去 5 年間に出席した地区またはゾーンの会

合、ロータリーにおける（選挙または任命による）現在の役職や任務、ロー

タリーにおける（選挙または任命による）元の役職や任務。 

2）  候補者が従事してきた特別のロータリー奉仕および（または）特定のロータ

リー活動。例えば、候補者がロータリーを推進するために行ってきたこと。 

3）  事業および専門職務活動において与えられた最も意義ある表彰または業績。 

4）  市民としての公共活動において与えられた最も意義ある表彰または業績

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1987年 2～3月理事会会合、決定 250号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

19.030.3.  新地区におけるガバナーノミニーの選出 

既存地区内のクラブが新地区に再編された場合、新地区は、適切であれば、新地

区の実効日に先立ち、再編以前に当該クラブが使っていたのと同じ手続でガバナ

ーノミニーを選出するものとする。この手続が実際的でない場合、RI 理事会を

代行するRI会長が郵便投票の実施を承認し、1名のガバナーを指定してその任に

当たらせるものとする。新地区が実効となった後、地区内クラブは最初の地区大

会においてその後のガバナーノミニーの選出手続きを採択するものとする（2015

年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1981年 2月理事会会合、決定 282号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

引照 

 

17.040.  地区レベルの選挙 

 

 

19.040.  研修と準備 

 

19.040.1.  リーダー研修サイクル 

リーダー育成研修の望ましい順序は、次の通りである（適当な場合は会合を併せ

て開催する可能性も考慮に入れる）。 

 

a)  ロータリー研究会に付随するガバナーエレクト研修セミナー（GETS） 

b）  国際協議会 

c）  地区チーム研修セミナー 

 

d）  会長エレクト研修セミナー 

e）  地区研修・協議会 

f）  地区公共イメージセミナー 

 

（2018年 1月理事会会合、決定 73号）。 
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出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 55 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2014 年 10 月理事会会

合、決定 75号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2017年 9月理事会会合、決定 51号により改正 

 

19.040.2.  ガバナーエレクトの国際協議会への出席の免除 

会長エレクトは、理事会に代わり、やむを得ない事情を考慮した上で出席を免除

することができる。この場合、ガバナーエレクトは事務総長が提供する代わりの

研修に出席することが条件とされる（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2006年 6月理事会会合、決定 269号 
 

19.040.3.  ガバナーエレクトのためのゾーンレベルの研修（GETS） 

RI 理事会は、ロータリー研究会に付随して開催することのできる、理事会とロ

ータリー財団管理委員会が承認した議題を盛り込んだ「ガバナーエレクト研修セ

ミナー」（GETS）と称されるゾーンレベルでの 2 日間のガバナーエレクト研修

プログラムを採択した。 

 

招集者は、すべてのガバナーエレクトが国際協議会に出席する前に統一された研

修を確実に受講するように、RIのGETSカリキュラムに沿うことを会長エレクト

に証明する。 

 

研修では、以下の議題が扱われる。 

 

a）  役割と責務  

b）  地区の組織構成 

c）  会員増強 

d）  効果的な指導者の育成 

e)  公共イメージ（ブランディングおよびロータリー標章に関わる方針を含む) 

f）  ロータリー財団 

g)  ロータリーからの支援 

h）  国際協議会の予備知識 

 

招集者は、各項目を適切に取り上げるために十分な時間を配分した予定を組む。

さらに、各 GETS では、ロータリー財団地域コーディネーター、ロータリーコー

ディネーター、およびロータリー公共イメージコーディネーターがそれぞれの役

割と地区に提供できる支援について説明するためのプレゼンテーション（説明発

表）を行えるようにするべきである。RI職員 1名が「ロータリーからの支援」と

いうセッションを行うべきである（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 

 
出典：1999 年 6 月理事会会合、決定 311 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 213 号、2004 年 6 月理事会会

合、決定 270号。2004年 11月理事会会合、決定 52号、2011年 9月理事会会合、決定 126号、2013年 1月理

事会会合、決定 154号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正。1999年 6月管理委員会会合、決定

204号、2017年 1月理事会会合、決定 86号も参照のこと 

 

 

19.040.4.  GETSにおけるガバナーエレクトの出席義務 
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ガバナーエレクトには、ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）への出席が義

務づけられるものとする。ガバナーエレクトは自分が選出され、就任することに

なるゾーンの GETS への出席が義務づけられる。招集者は、やむを得ない事情を

考慮した上で GETS への出席を免除することができる。この場合、ガバナーエレ

クトは事務総長が提供する代わりの研修に出席することが条件とされる（2013

年 1月理事会会合、決定 154号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 213 号、2001 年 2 月理事会会合、決定 260 号。2001 年 6 月理事会会

合、決定 310号、2001年 6月理事会会合、決定 445号、2004年 11月理事会会合、決定 59号、2006年 6月理

事会会合、決定 269号、2013年 1月理事会会合、決定 154号により改正 

 

19.040.5.  GETS研修チーム 

ガバナーエレクト研修セミナーで研修を実施するロータリアンは、GETS 研修チ

ームと称される。 

 

GETS研修チームリーダーは、次の項目を満たさなければならない。 

 

a.  最近（望ましくは 3年から 5年以内）RI研修リーダーを務めた者であること。 

b.  GETSチームメンバーの調整を図ること。 

c.  GETSの前に GETS チームメンバー向けの研修の調整を図ること。 

d.  必要な場合、GETSの研修資料をガバナーエレクトに配布すること。 

e.  ガバナーエレクトの出席を確認し、RIに報告すること。 

 

GETS 研修チームは、少なくともゾーン内から選ばれた以下の 5 名の中核メンバ

ーから構成されるべきである。 

 

1.  GETS研修チームリーダー 

2.  GETS一般チームメンバー 

3.  ロータリー財団地域コーディネーター 

4.  ロータリーコーディネーター 

5.  ロータリー公共イメージコーディネーター 

 

GETS 研修チームリーダーおよび一般研修チームメンバーは、研修を受ける同期

ガバナーに対して、招集者の推薦を基に会長により任命されなければならない。

ゾーンに最近 RI研修リーダーを務めた者がいない場合は、例外も認められる。 

 

a.  必要に応じて、招集者が追加チームメンバーを任命できる。追加された一般

チームメンバーの費用は支払われない。 

 

b.  選出されたロータリー財団地域コーディネーター、ロータリーコーディネー

ター、およびロータリー公共イメージコーディネーターは、GETS 研修チームリ

ーダーから指定された通りに、情報を提供するためのプレゼンテーション（説明

発表）を行うものとする。 
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c.  チームの全メンバーは、研修においてかなりの経験を有しているべきである

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号。2002 年 7 月理事会会合、決定 27 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 52号、2006年 11月理事会会合、決定 104号、2008年 6月理事会会合、決定 268号、2010年 6月理

事会会合、決定 251号、2011年 9月理事会会合、決定 126号、2013年 1月理事会会合、決定 154号、2015年

1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

19.040.6.  GETS研修チームメンバーの経費の支払い 

GETS チームメンバーおよび資金を受ける一般研修チームメンバーは、GETS の

参加費用の支払いを受ける。この経費とは、ホテル 3 泊分の実費、3 日分の食費、

GETS登録料、研修地までの往復の交通費、および米貨 50ドルまでの GETSワー

クシートのコピー費である。コーディネーターはそれぞれの配分予算から支払わ

れる。経費の支払いは以下のように提供される。 

 

ロータリー財団地域コーディネーターの費用はロータリー財団からの配分予算を

通じて提供される。 

 

ロータリーコーディネーターおよびロータリー公共イメージコーディネーターの

費用は国際ロータリーからの配分予算を通じて提供される。 

 

追加された一般チームメンバーの費用は支払われない。 

 

RI は、ガバナーエレクトの人数および必要言語が正当な理由となると認められ

る場合に追加メンバーの費用を支払うことを検討する（2015年 1月理事会会合、

決定 118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号。2002 年 7 月理事会会合、決定 27 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 52号、2008年 6月理事会会合、決定 268号、2010年 6月理事会会合、決定 251号、2011 年 9月理

事会会合、決定 126号、2013年 1月理事会会合、決定 154号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改

正 
 

19.040.7.  GETSにおけるガバナーエレクト配偶者の研修 

ロータリー研究会の招集者は、適切であれば GETS における配偶者の研修を計画

するため、ガバナーエレクト配偶者のニーズ調査を実施するよう奨励されている

（2003年 5月理事会会合、決定 324号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 280号 

 

 

 

 

19.040.8.  GETSの評価 

事務総長は、全ガバナーエレクトに、GETS出席の少なくとも 60日前までに、研

修の期待事項などを効果的に知らせるものとする。ガバナーエレクトは会合の直

後に評価書を記入するものとする。GETS 研修チームは、研修セッションの成功
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の度合い、RI からの支援、諸手配、ならびに今後の研修の改善点に関して評価

書を記入するよう求められるものとする（2013年 1月理事会会合、決定 154号）。 

 
出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 87 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 352 号。1999 年 11 月理事会会

合、決定 214号、2004年 11月理事会会合、決定 52号、2005年 6月理事会会合、決定 311号、2013年 1月理

事会会合、決定 154号により改正 

 

19.040.9.  ガバナーエレクトの任務 

ガバナーは、ガバナーエレクトに以下を提供するものとする。 

 

1.   地区委員会または地区組織に関連した具体的責務。 

2.   ガバナーエレクトを参加者として指定していない会合を含め、すべての地区

会合にオブザーバーとして出席するための招請。 

3.   地区大会のプログラムへの参加するための任務（2004年 11月理事会会合、決

定 59号）。 

 
出典：1967年 5月理事会会合、決定 225号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

19.040.10.  ガバナーエレクトの地区大会への出席 

ガバナーエレクトは、就任年度に先立つ年度に他地区の地区大会を訪れ、自地区

の大会を改善し充実させるために役立つと思われる手続や特徴を観察し評価する

よう奨励されている。また、ガバナーは、自地区の地区大会へ他地区のガバナー

エレクトを招待するよう奨励されている（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1984年 2月理事会会合、決定 241号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

19.050.  ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：研修 

次の方針は、ガバナーまたはガバナーエレクトの空席の補充について規定するものであ

る。 

 

a）  国際協議会前に 2 期目の就任に選ばれたパストガバナーは、RIの費用で国際協議会

に出席するよう招請される。 

b）  国際協議会後にガバナー職の空席を補充するために選出されたパストガバナーは、

事務総長の決定に従い、RI の費用で研修を受けるものとする（2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号）。 

 
出典：1988年 5月理事会会合、決定 377号。2004年 2月理事会会合、決定 189号、2004年 11月理事会会合、決定 59

号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 
 

 

 

 

 

 

19.060.  パストガバナー 

 

19.060.1.  パストガバナーの支援の活用 
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ガバナーは、拡大活動、次期ガバナーの研修、国際大会の推進、弱体クラブへの

直接的な援助において、元ガバナーの支援を活用するよう強く奨励されている

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1977年 2月理事会会合、決定 262号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

19.060.2.  パストガバナーから成る諮問委員会 

各地区は、パストガバナーから成る諮問委員会を設置すべきである。この諮問委

員会は、地区内ロータリークラブの会員であるパストガバナー全員によって構成

される。国際協議会で討議され、発表された事項をガバナーエレクトが現ガバナ

ーとパストガバナーに報告するため、ガバナーは、少なくとも年に 1 回、国際協

議会後 1カ月以内に、諮問委員会を招集するよう求められている。 

 

パストガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責務が少しでも損なわれ

たり、妨げられたりするようなことがあってはならない（2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号）。 

 
出典：2002年 2月理事会会合、決定 195号。規定審議会 92-278。2015年 1月理事会会合、決定 118号により

改正。1942年１月理事会会合、決定 155号も参照のこと 

 

 

19.070.  地区ガバナーと地域リーダーの関係 

地区ガバナーとその地区チームは、地区における成功のために、地域リーダー（ロータ

リー財団地域コーディネーター、ロータリーコーディネーター、ロータリー公共イメー

ジコーディネーター、および恒久基金／大口寄付アドバイザー）とその補佐を支援提供

者とし、彼らの支援を直接受ける。地区リーダーは地域リーダーと共同でロータリーの

戦略計画を支援し、実行し、すべての地区コミュニケーションと目標を合致させ、地区

の行事で質の高い個別化されたチーム研修を実施する。地区ガバナーと地区委員長は、

戦略を交換し、目標を共有し、地区のさらなる成功のために一緒に計画を立てることで、

地域チームと強固な協力関係を築くことが奨励されている。  

ガバナーと地区チームは、以下を実行するために、担当地区で自らの経験と知識を活用

し、地域リーダーとつながりを築き、交流する。 

クラブのサポートと強化 

 新クラブを結成する。 

 現会員に継続してクラブ活動に参加するよう働きかける。 

 会員の多様性、クラブの革新性、柔軟性を促進する。 

 会員増強の戦略を策定する。 

 現会員にとっての会員であることの価値を高める。 

 

人道的奉仕の重点化と増加 

 ポリオ撲滅についての話し合いを有意義な方法で継続して行う。 

 効果的な財団の補助金やプログラムへの参加を強化する。 

 年次基金への寄付を増進する。 

 大口寄付について話し合う。 
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 冠名基金を設置し、遺贈を行うことについてロータリアンの意欲を高める。 

 

公共イメージと認知度の向上 

 承認されたロータリーのブランド、位置づけ、ビジュアルアイデンティティを

共有する。 

 地元の地域社会でクラブの認知度と好ましい公共イメージを強化する。   

 クラブ、入会見込者、地元の地域社会の間で効果的なコミュニケーションを育

む。 

 

28.080.  理事と地域リーダーの関係 

理事は選出されたロータリーのリーダーの役割を務め、世界と担当ゾーンで、またロー

タリーを代表して、コーポレートガバナンス（組織統治）を実行し、受託者責任を果た

す責任を負う。そのため、理事は地区リーダーと地域リーダーを通じて、クラブレベル

でのチームワーク、連絡、連携を促すことで、成功のための環境づくりをすることが期

待される。また、ゾーンのためのビジョンを伝達し、目標達成のために地域リーダーと

行動計画の策定を導く。 

理事の地域リーダーチームに対する責務には以下が含まれる。 

 必要に応じて、地域チームをゾーンと地区のリーダーに紹介する。 

 地域の戦略を協議し、成果を祝い、課題を解決するために、定期会合（少なくと

も四半期に一度）を地域リーダーチームと開催する（会合は対面式でもオンライ

ンでもよい）。 

 チームワークを推進する。 

 必要であれば低い業績の改善を含め、地域リーダーチームの各メンバーがより効

果的に活動できるよう指導する。 

 地域リーダーの補佐の選出について助言する。  

 ゾーン内で地域リーダーの候補者となる人物を特定し、また、任期が早期に終了

する場合のために地域リーダーの補欠要員を特定する。 

 ロータリーの戦略計画を推進する。 

 ゾーン内で地域リーダーチームのメンバーが活躍できるようにする。  

 行事に地域リーダーかその補佐を招待するよう、地区ガバナーに奨励する。 

 

第 29 条 地域リーダー 

29.000 地域リーダー  

29.010 チームワーク 

29.020 研修 

29.020 地域・地区研修  

29.040 資金提供 

29.050 評価 

 

29.100 ロータリーコーディネーター 

29.110 目的 

29.120 資格条件 

29.130 選出手続 
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29.140 役割と責務 

29.150 主な対象 

29.160 主要ネットワーク 

 

29.200 ロータリー公共イメージコーディネーター 

29.210 目的 

29.220 資格条件 

29.230 選出手続 

29.240 役割と責務 

29.250 主な対象 

29.260 主要ネットワーク 

 

29.000 地域リーダー 

地域リーダーとは、担当する地区で協力して会員増強、寄付増進、プログラム参加促

進、公共イメージの向上に努める、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、

ロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー公共イメージコーディネーター

（RPIC）、および恒久基金／大口寄付アドバイザー（EMGA）のことを指す用語であ

る。      

29.010 チームワーク 

地域リーダーのチームは、RI理事の指示のもと、その理事が所属するゾーンの管理委

員か、より広域な地域における管理委員からの支援を受け、ロータリー戦略計画の互い

に関係する優先項目と目標を支援する。   

地域リーダーおよびその補佐は、地区に奉仕するためにチームとなって協力しなければ

ならない。地域リーダーは自らの役割と各チームメンバーの役割を理解する。ある特定

の地域リーダーが他の地域リーダーよりも重要な役割を負うということはなく、他の地

域リーダーよりも上位のロータリーの役職に就くことはない。地域リーダーには各自責

務があるが、全体の成功のために共に活動し、チーム全体の活動を支える。地域リーダ

ーは常に連絡を取りながら連携して活動にあたり、チームがうまく噛み合っていないと

ころを見つけ、協力してそれを克服する。チームとして協力すれば、地域リーダーは単

独で動くよりも良く目標を達成し、地区のニーズに応えることができる。 

地域チームは以下を協同で行うことが強く奨励されている。 

 地区とゾーンの共通の目標とビジョンを策定する。 

 担当する地域でいつでも可能なときに研修を実施する。 

 地区内、ゾーン内での交流を推進するために地区リーダーに連絡を取る。 

 担当する地区内で前向きな変化を奨励する。 

29.020 研修 

コーディネーター研修 

新たに任命されたコーディネーターは、「地域リーダー研修セミナー」（RLTI）と呼

ばれる合同研修セミナーに出席する。RLTIは、モデレーター1名、進行役リーダー2名

が事務総長と相談の上で企画する。RLTIモデレーターは、次期管理委員長エレクトと

会長ノミニーにより合同で選出される。次期管理委員長エレクトと会長ノミニーのそれ

ぞれが、2名の RLTI進行役リーダーのうちの 1名を選出する。RLTIモデレーターと進
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行役リーダーの候補者の氏名は、RI理事会とロータリー財団管理委員が審査の上、最

終的に任命が決定される。 

2年目、3年目のコーディネーターには、事務総長によって構成される計画に基づき、

継続的な研修、学習、スキル構築の機会が提供される。 

29.030 地域・地区研修 

地域リーダーは年度を通じて研修を開催し、進行、および／または参加する。研修は、

ガバナーや他の地区リーダーがクラブレベルで再び利用できるように、重要性と関連性

を考慮する。研修行事には以下が含まれる。 

 地域チーム研修： 翌ロータリー年度に地域チームを監督する理事が招集する会

合で、7月 1日以前に補佐とその他が研修を受ける。次期地域リーダーは、すべ

ての地域チーム研修のために、現理事、現地域リーダーと密に連携し、協力す

る。EMGAは地区恒久基金／大口寄付小委員会委員長に研修を提供することが

奨励されている。   

 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）とロータリー研究会： 地区リーダーと

地区委員会委員長に情報源としての地域リーダーを紹介する。すべての地域リー

ダーが正式に GETS研修チームに招かれるわけではないが、地区リーダーとの関

係性を築き強化するために、GETSとロータリー研究会に参加することがすべて

の地域リーダーに奨励されている。 

 地域セミナー： 特に地区リーダーなどのロータリアンに、新しい情報、リソー

ス、ツール、ベストプラクティスを共有する機会を提供するために、他の地域リ

ーダーと共同で開催する。 

 会長エレクト研修セミナー（PETS）とその他の地区セミナー： 地域リーダーと

そのチームは、研修プログラムやカリキュラムの策定に協力し、招かれた場合に

は地区研修で研修を行う、または参加するなど、ガバナーやガバナーエレクトと

協力してクラブ会長エレクトおよびその他の地区リーダーの研修を支援すべきで

ある。 

 オンライン： できるだけ幅広くクラブや地区に支援を行き届けることができる

よう、ウェビナー、オンラインの会合、遠隔会議、テレビ会議を利用することが

強く奨励されている。ロータリーのウェブサイトから利用できるラーニングセン

ターのリソースも、遠隔学習の効果的なツールとなる。 

29.040 資金提供 

地域リーダーがその責務と役割を果たす上で直接発生する基本的な必要経費は、ロータ

リーから提供される年次資金により賄われる。 

29.050 評価 

地域リーダーの目標達成の進捗は、定期的に事務総長に報告される。地域リーダーは、

毎年、達成した成果、行った活動、能力の改善、質的な貢献の自己評価を行う。この年

次自己評価は、メンタリングの機会を促進するため、RI理事および管理委員と共有さ

れる。事務総長は、評価が低い、または期待に達していない地域リーダーについて、第

三者による改善プロセスの実施を国際ロータリー会長と相談する。 
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29.100 ロータリーコーディネーター（RC） 

RCは、会員増強（入会・参加促進）、クラブ強化戦略、新クラブ結成、ロータリープ

ログラムの推進に関して、地区の情報・支援提供者としての役割を果たす。任期は 3年

で、毎年見直しが行われる。34ある各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、ま

たはゾーンの一部の地区を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有する。 

29.110 目的 

RCの目的は、既存クラブの支援と強化、および新クラブと衛星クラブの設立を促進す

ることで、ロータリーの戦略計画を積極的に推進することである。地区と連携して、会

員増強（入会・参加促進）、新クラブと衛星クラブの結成、ロータリープログラムへの

参加の促進をロータリアンとクラブに奨励し、支援する。また、担当する地区でインス

ピレーションを与え、士気を鼓舞し、研修を行い、助言を与え、戦略を定め、連絡を取

り、ロータリーを推進する。 

29.120 資格条件 

RCは任命以前に以下の経験を有していなければならない。 

 パストガバナーとしての経験 

 会員増強（入会・参加促進）、新クラブの結成、戦略計画の策定、ロータリープ

ログラムに関する豊かな知識 

 

RCの候補者のうち、以下を示した者が優先される。 

 協働的なリーダーシップスタイル 

 研修の経験 

 RC補佐および／または地区会員増強委員長としての経験 

RCは多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはならない。役割の

重複を避けるため、同時に地区会員増強委員長に就任してはならない。 

29.130 選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する有資格の候補

者の推薦に基づき、RCを任命する。候補者の推薦は、現、直前、次期理事および管理

委員、ならびに任期最終年度の地域リーダーから受ける。候補者の氏名は、RI理事会

とロータリー財団管理委員が審査の上、最終的に任命が決定され、発表される。 

29.140 役割と責務 

RCはロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

 戦略計画 

 年次目標と優先事項 

 地域に合った会員増強（入会・参加促進）戦略  

 新クラブ・衛星クラブ結成戦略 

 プログラム 

 学友の重要性を強調  

RCは地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

 毎年、所属するロータリークラブに少なくとも 1名の入会候補者を紹介 

 所属するロータリークラブで効果的な参加促進の活動を支援 
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 ロータリーのオンラインツールの効果的な利用 

RCは以下を積極的に促進する。 

 強固で、ダイナミックで、柔軟で効果的なクラブ 

 新会員の入会促進 

 現会員の参加促進 

 新クラブ・衛星クラブの育成 

 クラブおよび地区レベルでの戦略計画の策定 

 ロータリーのオンラインツールの導入と利用 

 ロータリープログラムへの参加 

 クラブ、地区、地域での会員増強の傾向を把握、傾向に対応 

 クラブの成功談   

 学友のつながり、参加、熱心なロータリー活動を強化する方法 

 ロータリー学友世界奉仕賞とロータリー最優秀学友会賞の年次候補者に関して

RRFCと RPICと相談 

 

RCは、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下の研修を企画し、実施す

る。 

 補佐のための地域チーム研修  

 ガバナーエレクト研修セミナー。GETS研修チームに招待されていない者は、ガ

バナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関係をさらに強化するために

GETSに出席することが強く奨励される。 

 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー 

29.150 主な対象 

RCは、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、目標、優先事項、ロータ

リー戦略計画を支援し、クラブ強化・支援に役立つリソースをロータリアンに紹介す

る。 

RCは、担当地区で会員増強（入会・参加促進）戦略、新クラブ・衛星クラブの発展、

戦略計画の策定、ロータリープログラムの推進を支援する上で、地区会員増強委員長と

最も密に連携する。   

29.160 主要ネットワーク 

シニアリーダー 

RI理事は、地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるように指導す

る。RCは、RI理事とその理事のゾーンに所属する管理委員か、必要に応じてより広域

な地域における管理委員、ならびにほかの地域リーダーと定期的に連絡を取り、計画

し、連携し、協力することが期待されている。   

地域リーダー 

RCは、会員増強（入会・参加促進）を促進し、継続性、一貫性、知識管理の成功を確

実なものにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し、連絡を取るのを指導す
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る。さらに、担当する地区で長期的な影響をもたらすために、地域リーダーチームと計

画し、連絡を取り、連携する。  

地区ガバナー 

RCは、会員増強（入会・参加促進）の改善、クラブと地区レベルでの戦略計画の策

定、新クラブ・衛星クラブの育成戦略、ロータリープログラムへの参加の促進におい

て、ガバナーと地区会員増強委員長の主な情報・支援提供者としての役割を務める。地

区ガバナーは地区委員会の委員長に対して、RCを情報・支援提供者として積極的に推

進する必要がある。  

ロータリーコーディネーター補佐 

RCは、理事と相談の上で、地域の会員増強（入会・参加促進）戦略、新クラブ・衛星

クラブの発展、戦略計画の策定、ロータリープログラムに関する実績と経験に基づき補

佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地理的な範囲、職務上の専門知識、言語能

力に関して最大限その手腕を発揮できるように、最長で 3年の任期で毎年任命される。

同時に重要な地域または地区レベルの役割に就くべきではない。会員増強についての教

育、意欲促進、研修、および戦略計画の策定、ならびにロータリープログラムに関して

RCに協力する。 

RC補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少年保護、財務な

どの義務に関連したロータリー方針の順守について、事務総長による入念な審査を受け

る。 

29.200 ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC） 

RPICは、クラブが地元で好ましい公共イメージをもてるよう、地区の情報・支援提供

者としての役割を務める。一貫したロータリーブランドとビジュアルアイデンティティ

を擁護し、強い影響力があるロータリーストーリーの特定に助力する。任期は 3年で、

毎年見直しが行われる。34ある各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、または

ゾーンの一部の地区を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有する。 

29.210 目的 

RPICの目的は、ロータリー内外でロータリアンを「世界を変える行動人」として描き

出す影響力の強いストーリーを特定し、効果的に発信する能力をクラブと地区が強化す

るのを援助することで、ロータリーの戦略計画を積極的に促進することである。また、

ロータリーブランドや公共イメージ向上キャンペーン資料の地元や地域に合わせた利用

法について助言を与える。地区の組織と連携して、クラブが堅固なメディア戦略、ソー

シャルメディア戦略、最新のウェブサイト、地域社会におけるネット上の存在感を得ら

れるように支援し、奨励する。意欲を高め、研修を行い、助言を与える RPICは、地区

と協力して、ソーシャルメディアで取り上げてもらうための効果的な方法や、地区内で

のロータリーの特別行事やロータリーのマーケティングを促進する方法を地区が理解で

きるように援助する。 

29.220 資格条件 

RPICは任命以前に以下の経験を有していなくてはならない。 

 広報、マーケティング、広告、報道関係、ブランド認知と開発の専門知識  

 地域の主なリーダーのネットワークに関する詳しい知識 

 

RPICの候補者のうち、以下を示した者が優先される。 
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 協働的なリーダーシップスタイル 

 研修の経験 

 ロータリーのプログラムとロータリー財団の詳しい知識  

 RPIC補佐および／または地区公共イメージ委員長としての経験 

RPICは多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはならない。役割

の重複を避けるため、同時に地区ロータリー公共イメージ委員長に就任してはならな

い。 

29.230 選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する有資格の候補

者の推薦に基づき、RPICを任命する。候補者の推薦は、現、直前、次期理事および管

理委員、ならびに任期最終年度の地域リーダーから受ける。候補者の氏名は、RI理事

会とロータリー財団管理委員が審査の上、最終的に任命が決定され、発表される。 

29.240 役割と責務 

RPICはロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

 戦略計画 

 年次目標と優先事項 

 地域に合わせた方法での一貫した公共イメージづくりの活動 

 一貫し、統一されたロータリーブランドとメッセージの必要性 

 ブランドリソースセンターなど、ロータリーのビジュアルアイデンティティのリ

ソースを活用 

 ロータリーのストーリーを発信するロータリアンと学友の価値 

RPICは地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

 所属するロータリークラブで、ロータリーの公共イメージキャンペーンを支持 

 ブランドリソースセンターを含むロータリーのオンラインツールを活用してスト

ーリーを発信 

 公共イメージを向上できるように、クラブや地区の成功例や課題を共有 

 従来のメディアやソーシャルメディアにおいて明確で生き生きとした存在感を確

立 

RPICは以下を積極的に促進する。 

 戦略計画の一環として、クラブや地区による一貫した公共イメージ向上の活動 

 ロータリーのストーリーを発信するために、ロータリーのブランドリソースセン

ターなどオンラインツールの採用と活用 

 ロータリーのブランドとその他のビジュアルアイデンティティ資料の採用と活用 

 一貫し、統一されたロータリーメッセージの使用 

 報道関係、オンライン、ソーシャルメディア、デジタルメディア、地元でのアド

ボカシー活動、地域社会の参加促進のための行事、オピニオンリーダー、講演、
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マーケティング・広告経路など、さまざまな通信経路を活用して、クラブや地区

が地域社会にもたらす影響についてストーリーを発信 

 管理の行き届いたクラブや地区のウェブサイト 

 クラブや地区がソーシャルメディア上で確固とした存在感を持つ必要性  

 ロータリアンとロータリー学友のストーリーを紹介する方法 

 世界ポリオデーなど、地域社会におけるロータリーの特別行事や活動を宣伝する

ためのベストプラクティス 

 すべてのロータリアンがロータリー学友世界奉仕賞とロータリー最優秀学友会賞

に候補者を推薦することを推進、また、これらの受賞者の選出について RRFC

と RCと相談 

 

RPICは、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下の研修を企画し、実施

する。 

 補佐のための地域チーム研修  

 ガバナーエレクトの研修セミナー。GETS研修チームに招待されていない者は、

ガバナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関係をさらに強化するために

GETSに出席することが強く奨励される。 

 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー 

29.250 主な対象 

RPICは、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、地区やクラブが地域社

会で生き生きとした公共イメージを打ち出す効果的なストーリーを発信できるよう、ロ

ータリーの目標、優先事項、戦略計画や役立つリソースをロータリアンに紹介する。 

RPICは、すべてのクラブの公共イメージ向上活動を支援する上で、担当する地区の地

区公共イメージ委員長と最も密に連携する。特に地区公共イメージ委員長、および必要

であればその他の地区リーダーに対して、インスピレーションを与え、意欲を高め、研

修を行い、助言を与え、戦略を立て、連絡を取り、ロータリーの公共イメージ向上プロ

グラムや活動を促進する。 

29.260 主要ネットワーク 

シニアリーダー 

RI理事は地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるように指導する。

RPICは、RI理事とその理事のゾーンに所属する管理委員か、必要に応じてより広域な

地域における管理委員、ならびにほかの地域リーダーと定期的に連絡を取り、計画し、

連携し、協力することが期待されている。   

地域リーダー 

RPICはロータリーのブランドを促進し、継続性、一貫性、知識管理の成功を確実なも

のにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し、連絡を取るのを指導する。さら

に、担当する地区で長期的な影響をもたらすために、地域リーダーチームと計画し、連

絡を取り、連携する。  

地区ガバナー 



ロータリー章典  ページ 100 

2018年 10月 

 

RPICは、世界中の地域社会でロータリーのイメージを向上させるために、ガバナーと

地区公共イメージ委員長の主な情報・支援提供者としての役割を務める。地区ガバナー

は地区委員会の委員長に対して、RPICを情報・支援提供者として積極的に推進する必

要がある。 

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 

RPICは、理事と相談の上で、マーケティング、報道関係または広報の実績と経歴に基

づいて補佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地理的な範囲、職務上の専門知

識、言語能力に関して最大限その手腕を発揮できるように、最長で 3年の任期で毎年任

命される。同時に重要な地域または地区レベルの役割に就くべきではない。補佐は、ロ

ータリーのストーリーを地元レベルで発信する重要性について、教育、意欲促進、研修

を行う RPICに協力する。 

RPIC補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少年保護、財務

などの義務に関連したロータリー方針の順守について、事務総長による入念な審査を受

ける。 

 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

引照 

 

17.030.1.  ガバナー補佐 
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第 20 条  地区会合 

 

20.005.  地区会合の場所 

20.010.  地区大会の概要 

20.020.  地区大会プログラム 

20.030.  地区大会における会長代理 

20.040.  合同地区大会 

20.050.  地区会合の席次 

20.060.  地区研修・協議会 

20.070.  会長エレクト研修セミナー（PETS） 

20.080.  地区チーム研修セミナー 

20.090.  地区会員増強セミナー 

 

 

20.005.  地区会合の場所 

地区会合は、参加者への費用を抑えるために、可能な限り地区境界内で開催されるべき

である（2018年 4月理事会会合、決定 135号）。 

 
出典：2018年 1月理事会会合、決定 80号 

 

 

20.010.  地区大会の概要 

地区大会の共通目的は、地区内のすべてのロータリアンが一堂に会することで、ロータ

リアンにロータリーへの関与と理解を深めさせることにある（2015年 1月理事会会合、

決定 118号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 249号。2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

20.020.  地区大会プログラム 

 

20.020.1.  地区大会の要件 

地区大会では次のことが行わなければならない。 

 

a） RI 会長代理に、2 つの主要講演を行う機会を用意する。そのうち 1 回は、最

多数の出席者がいるセッションでの 20～25 分間の講演とし、またこの他に、会

長代理には大会の終わりにホスト地区に感謝の意を表する挨拶を述べる機会が与

えられるべきである。 

b） RI細則第 16.060.4.項に規定されている通り地区の会合で既に採択されていな

い場合は、前ロータリー年度の年次地区財務表および財務報告書について討議し、

採択する。 

c） 地区研修協・議会あるいは地区が開催する会長エレクト研修セミナーで既に

人頭賦課金が承認されていない場合は、地区大会でこれを承認する。 

d） 適切であれば、RI理事の指名委員会委員を選任する。 
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e） 地区が指名委員会の手続きを行わないと選択した場合、規定審議会の 2 年前

のロータリー年度に、地区の審議会代表議員を選出する（2016 年 9 月理事会会

合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 203 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号。1992 年 3 月理事会会

合、決定 215号、1999年 6月理事会会合、決定 295号、1999年 6月理事会会合、決定 298号も参照のこと。

2001 年 11月理事会会合、決定 45号、2001 年 11月理事会会合、決定 55 号、2004年 11月理事会会合、決定

58号、2007年 6月理事会会合、決定 226号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2016年 9月理事会会合、

決定 28号により改正 

 

20.020.2.  ガバナーの役割と責務 

地区大会を成功させるために、ガバナーは以下を行う。 

 

a）地区大会の立案、組織、実施の責任者となる。 

b）理事会の推奨する指針に沿って、総合的かつ均衡のとれたプログラムを立案

する。 

c）RI 会長代理夫妻には、RI 会長にふさわしい歓待と礼儀をもって接するように

する。 

d）地区大会のプログラムと活動に地区内全クラブを参加させることにより、全

クラブが最大限に代表されるようにする。 

e）地区大会中ならびにその前後に、綿密に計画された公共イメージ活動（報道

機関を含む）を実施することによって、地元地域の関与を促す。 

f）地元地域を代表する人々にをプログラムに参加してもらう。  

g）すべての新クラブの会員全員が地区大会に出席するよう、特に力を注ぐ。 

h） 会長代理のエイドを任命する（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 203 号。2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号、1999 年 6 月理事会会

合、決定 295 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 298 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正。

1992年 3月理事会会合、決定 215号も参照のこと。 

 

 

20.030.  地区大会における会長代理 

 

20.030.1.  会長代理の資格と選出 

会長代理は大会において、意気を高揚させ、意欲を起こさせ、ためになる講演を

行うことにより、RI 会長の代理を務める。代理の選出において、会長は任命に

あたって対象者の人前での話し方、社会的技能、必要となる外国語の能力、過去

の実績を考慮し、任命の費用効果を検討するべきである。会長はこのような任命

をできる限り早期に行い、大会まで余裕を持って代理に情報資料を提供するべき

である（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1991年 7 月理事会会合、決定 47号、1999年 6月理事会会合、決定 295号、1999年 8月理事会会合、

決定 84号。2002年 11月理事会会合、決定 175号、2010年 6月理事会会合、決定 249号、2015年 1月理事会

会合、決定 118号により改正 

 

20.030.2.  地区大会における会長代理の役割 
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RI 会長夫妻の代理を務めるにあたり、会長代理夫妻は可能であれば以下を行う

ものとする。 

a） 出来るだけ多くのロータリアンならびに配偶者と直接挨拶を交わす。 

b） 公式の講演をはじめ、大会に全面的に参加することを通じて、地区大会参加

者を啓発し意欲を喚起する。 

c) RI会長、年次テーマ、次年度のテーマへの継続に関する情報を提示する。 

d) 会員の入会と参加促進の重要性を強調する。 

e） ロータリー財団のプログラムおよび発展を推進する。 

f） 今後の責務のためにガバナー、ガバナーエレクト、および他のロータリアン

参加者について評価を行う。 

g） 今後の任命の対象として考慮されるべき、出席しているパストガバナーにつ

いて評価を行う。 

h） 可能であれば、地区大会の前後にロータリークラブおよびロータリー奉仕プ

ロジェクト実施地を訪問する。 

i） 予定されている地区大会のすべての会合に出席する。 

j） 地区の論争に関与しないようにする。 

 

上記の任務を遂行するにあたって、会長代理夫妻は、RI の最高役員にふさわし

い品格と礼儀をもって振舞うべきである（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 149 号。1999 年 6 月理事会会合、決定 298 号、1999 年 11 月理事会会

合、決定 206号、1999年 11月理事会会合、決定 207号、2003年 2月理事会会合、決定 275号、2009 年 6月

理事会会合、決定 276号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

20.030.3.  会長代理の配偶者の役割 

会長代理の配偶者には、会長代理が責務を果たすのを支えるという役割に加え、

ロータリーの理想とプログラムを推進する責務がある。配偶者の会合、社交行事、

本会議などの大会活動への参加が義務づけられている（2003年 2月理事会会合、

決定 275号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 207号。2003年 2月理事会会合、決定 275号により改正 

 

20.030.4.  会長代理の評価 

会長代理は、大会後速やかに大会報告書に記入し、会長に提出すべきである。会

長は、会長代理の報告書に対して適切な検討を速やかに行うよう要請されている

（2001年 11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：1983年 2～3月理事会会合、決定 240号、1991年 7月理事会会合、決定 47号 

 

20.030.5.  会長代理の経費 

地区大会に出席する会長代理夫妻の旅費は国際ロータリーによって支払われる。

地区大会出席中の会長代理夫妻のホテル代および大会経費は、地区大会が負担す

るものとする。RI 会長に大会報告書が送付されるまで、地区大会出席に関連し

て発生した会長代理の経費のアカウントは閉めないものとし、また、会長代理は、
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地区大会出席に関連した旅費やその他の経費の最終的な支払いを受けないものと

する（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1968年 1 月理事会会合、決定 106号、1983年 2～3月理事会会合、決定 240号。2003年 2月理事会会

合、決定 275号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

20.030.6.  将来の会長代理候補者に関する資料としての会長代理の報告書 

会長代理には、担当する地区の過去 3 年間の報告書のコピーが送付されるべきで

ある。ただし、地区の個人に関連した資料を除く（2015年 1月理事会会合、決定

118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 209 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号。2001 年 7 月理事会会

合、決定 21号により確認 

 

 

20.040.  合同地区大会 

 

20.040.1.  合同地区大会の開催 

理事会は、可能な場合、2 地区もしくはそれ以上の地区が合同で地区大会を開催

することを認める（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1943年 7 月理事会会合、決定 41号、1956年 1月理事会会合、決定 110号、1956年 7月理事会会合、

決定 37号、1964年 1月理事会会合、決定 97号、1999年 11月理事会会合、決定 203号。2010年 11月理事会

会合、決定 93号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

 

20.050.  地区会合の席次 

別段の明示的な定めのある場合を除いて、ガバナーはすべての公式な地区会合を計画し、

推進し、議長を務めるものとする（2011年 5月理事会会合、決定 182号）。 

 
出典：1980年 2月理事会会合、決定 275号 

 

 

20.060.  地区研修・協議会 

 

20.060.1.  地区研修・協議会の目的 

地区研修・協議会の目的は以下の通りである。 

 就任に先立ち、次期クラブリーダーがクラブのリーダーシップチームを築け

るようにする。 

 地区ガバナーエレクト、次期ガバナー補佐、地区委員会に、クラブ指導者チ

ームの意欲を喚起し、協力関係を築く機会を提供する（2013 年 6 月理事会会

合、決定 196号）。 

 
出典：2005年 11月理事会会合、決定 104号、2013年 6月理事会会合、決定 196号 
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20.060.2.  地区研修・協議会の参加者 

地区研修・協議会の参加者は、クラブ会長エレクトおよび次ロータリー年度に指

導的役割を果たすよう会長エレクトから指定されたロータリークラブ会員とする

（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 218号、2013年 6月理事会会合、決定 196号 

 

20.060.3.  地区研修・協議会の構成要素 

地区研修・協議会においては、研修に参加する各職務別グループのために次のよ

うな構成要素が盛り込まれるものとする。 

 

 RIテーマ 

 役割と責務 

 方針と手続 

 チームの選任と研修 

 年次計画と長期計画の策定 

 支援源 

 事例研究の演習 

 チーム作り演習：クラブ目標の最終的決定 

 問題解決の演習 

 

研修に参加する機能別グループには以下が含まれる。 

 

 クラブの管理運営 

 クラブの公共イメージ 

 会員増強 

 奉仕プロジェクト 

 奉仕プロジェクト 

 ロータリー財団 

 幹事 

 会計 

 会長エレクト（注：会長エレクトは、PETSでの研修と重複しないよう、人前

での話し方とロータリアンの意欲喚起に焦点を当てる）（2015 年 1 月理事会

会合、決定 118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2013 年 6 月理事会会

合、決定 196号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 

 

20.060.4.  地区研修・協議会の実施時期 

地区研修・協議会は、丸 1 日間に及ぶセミナーから成り、できれば 3 月か 4 月か

5月に開催されるべきである（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2003 年 5 月理事会会

合、決定 325号、2007年 11月理事会会合、決定 113号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2013 年 6月

理事会会合、決定 196号により改正 

 

20.060.5.  地区研修・協議会の指導者 

ガバナーエレクトは、地区研修・協議会のプログラム全般の責任者である。地区

研修リーダーは、協議会の計画と実施の責任者である。職務別分野に関連する地

区委員長は、それぞれの関連分科会を指導する責任がある。会長エレクトのため

のセッションは、適切であれば、パストガバナーおよびガバナー補佐が起用され

るべきである（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 218号。2013年 6月理事会会合、決定 196号により改正 

 

20.060.6.  地区研修・協議会への出席 

a） 次ロータリー年度に重要な指導的役割を務めるべくクラブ会長エレクトから

任命されたロータリークラブ会員は、任命を受諾する前に、地区研修・協議会へ

の出席を約束するよう所属クラブによって義務づけられるべきである 

 

b） 各クラブは、地区研修協議会に出席する会長エレクトの経費を支払うという

方針を採用するものとするが、このことは指定された他の参加者の出席の重要性

を低めるものではない（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1964年 1月理事会会合、決定 99号、1970年 1月理事会会合、決定 E-13号、1999年 11月理事会会合、

決定 218号、2004年 11月理事会会合、決定 58号、2013年 6月理事会会合、決定 196号により改正 

 

20.060.7.  地区研修・協議会の日程 

事情によって、地区大会が 4 月に開催される場合には、地区研修・協議会と地区

大会を連続した会合として開催する可能性が考慮される。ただし、そのような日

程においては、地区大会が後半に行われるものとする。このような連続した会合

は、各会合に必要と定められている時間数を減らすことなく、また各会合の本質

的特色に配慮して行わなければならない（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 126 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2013 年 6 月理事会会

合、決定 196号により改正 

 

 

20.070.  会長エレクト研修セミナー（PETS） 

 

20.070.1.  PETSの目的 

会長エレクト研修セミナー（PETS）の目的は以下の通りである。 

 次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整える。 

 地区ガバナーエレクトおよび次期ガバナー補佐に、次期クラブ会長の意欲を

高め、協力関係を築く機会を提供する（2005 年 11 月理事会会合、決定 104

号）。 
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出典：2005年 11月理事会会合、決定 104号 

 

20.070.2.  PETSのプログラム 

前述のプログラムの目的を達成するために、理事会は会長エレクト研修セミナー

に次のような構成要素を含むことを奨励する。 

 RIテーマ 

 クラブ会長の役割と責務 

 目標の設定 

 クラブ指導者の選任と準備 

 クラブの管理運営 

 会員増強 

 奉仕プロジェクト 

 ロータリー財団 

 公共イメージ 

 支援源 

 年次計画と長期計画 

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号により改正 

 

20.070.3.  参加者 

地区内全クラブの会長エレクトは、標準ロータリークラブ定款第 13 条第 5 節で

義務づけられている通り、PETS へ出席するものとする。他の出席者には、ガバ

ナーエレクト、ガバナー補佐、地区研修リーダーなどが含まれるべきである。 

 

ガバナー補佐は、自分が担当するクラブの会長エレクト、ガバナーエレクト、な

らびに自分たちの間にチームとしての関係を築くにあたってガバナーエレクトを

援助するものとする。 

 

地区研修リーダーは、ガバナーエレクトと協力して、PETS セミナーの指導者チ

ームのために研修資料を作成し、研修セッションを実施するものとする（2004

年 11月理事会会合、決定 59号）。 

 
出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 59 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 58号 

 

20.070.4.  PETSの指導者 

ガバナーエレクトは PETS の責任者である。地区研修リーダーは、ガバナーエレ

クトの指導と監督の下、セミナーを計画し、実施する責任を担う。PETS の指導

者チームは、資格を備えたパストガバナーと地区委員会委員長から成る。 

 

ガバナーエレクトは、適切なセッションにおいて財団に関する議題を準備し、発

表するために、地区ロータリー財団委員会委員を起用するよう奨励されている

（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 43 号、2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号 

 

20.070.5.  PETSの実施時期 

PETSは少なくとも 1日半のセミナーとし、2月か 3月中に開催すべきである。 

 

地区は、必要に応じて会長エレクト研修セミナー（PETS）およびクラブ役員研

修に付随して、ローターアクトクラブ会長エレクトの研修を実施するよう奨励さ

れている（2018年 1月理事会会合、決定 103号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2007 年 11 月理事会会

合、決定 113号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2018年 1月理事会会合、決定 103号により改正 

 

20.070.6.  多地区合同 PETSの指針 

多地区合同 PETS組織は、ロータリー章典第 21条「多地区合同活動」の対象とな

らない。代わりに、これらは多地区合同 PETS の指針が適用される。多地区合同

PETS 組織は、参加する全地区によって承認された多地区合同 PETS の指針に従

い、運営指針を作成、維持するものとする。 

 

A.  プログラム 

多地区合同 PETS を実施するガバナーエレクトは、プログラムの少なくとも 3 時

間を、ガバナーエレクトと次期クラブ会長とガバナー補佐の会合に充てなければ

ならない（該当する場合）。   

 

B.  管理運営 

ガバナーエレクトは、最終プログラムを立案、承認し、研修リーダーと本会議の

講演者の人選を行う責任がある。地区研修リーダー、もしくはガバナーエレクト

より選任または承認された者が、セミナーの計画と運営の責任者となる。 

 

多地区合同 PETS に関わるガバナーエレクトは、多地区合同 PETS のために集め

た資金を適切に管理する方針と手続が存在することを確認する責務がある。ガバ

ナーエレクトはまた、多地区合同 PETS の監査済み財務報告書が作成されること

を確認する責務も担うものとする。 

 

多地区合同 PETS への参加を打ち切ろうとする参加地区は、地区内クラブの 3 分

の 2 の承認を得なければならない。ガバナーエレクトは、参加を打ち切る 60 日

前までに、その決定を事務総長と他地区の関係ガバナーエレクトに通知するもの

と す る 。 

 

C.  多地区合同形式への移行 

ガバナーエレクトは、地区内クラブの 3 分の 2 の承認を得た後でのみ、多地区合

同 PETS の実施に着手するものとする。すべての参加地区が上記のクラブ承認レ

ベルを達成した場合、理事会は 2 地区もしくはそれ以上の地区が合同で PETS を

開催することを認める。 



ロータリー章典  ページ 109 

2018年 10月 

 

 

D.  多地区合同 PETS設立に対する 1年間の免除 

過去 5 年間に多地区合同 PETS に参加していない地区は、提案されている多地区

合同 PETS の計画を担当する次期ガバナーが全員一致で賛成することを条件に、

関与するクラブの 3 分の 2 による承認を先に得なくても、1 年間は多地区合同

PETS の開始または既存の多地区合同 PETS への参加ができる（2015 年 1 月理事

会会合、決定 118号）。 

 
出典：1997年 7 月理事会会合、決定 59号。2003年 2月理事会会合、決定 283号、2004年 6月理事会会合、

決定 279号、2004 年 11月理事会会合、決定 58号、2010年 7月理事会会合、決定 19号、2015年 1 月理事会

会合、決定 118号により改正。2002年 11月理事会会合、決定 142号により確認 

 

20.070.7.  PETSの管理運営 

地区指導者チームの間に結束を育み、意思の疎通を促進するために、単一、多地

区合同に関わらず、すべての PETS は、ガバナーの協力を得た上でガバナーエレ

クトの直接の権限と管理の下に置かれるものとする（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 304号 

 

20.070.8.  多地区合同 PETSの法人化の形態 

多地区合同 PETS が法人化された場合、この法人の会員は関係地区のガバナーエ

レクトもしくは任命された者がなるべきである。法人化されたこのような活動の

理事会は、当該法人の会員によって選出されるべきである。これらの規定に従っ

ていない法人の機構は、一般にガバナーエレクトによる多地区合同 PETS の監督

に関する RI の方針を順守していないとみなされる。ただし、このようなプロジ

ェクトが理事会に承認を申請する際にこれと反対の証拠が提示された場合はその

限りではない（2004年 11月理事会会合、決定 58号）。 

 
出典：  1986年 5月理事会会合、決定 279号。2004年 11月理事会会合、決定 58号により改正。1988年 5～

6月、決定 356号も参照のこと 

 

引照 

 

17.030.2.  地区研修委員会：PETSにおける研修 

 

 

20.080.  地区チーム研修セミナー 

 

20.080.1.    地区チーム研修セミナーの目的 

地区チーム研修セミナーの目的は以下の通りである。 

 

 次期ガバナー補佐および次期地区委員と委員長が就任に備える。 

 地区ガバナーエレクトに、地区リーダーシップチームを築き、クラブを支援

するようチームの意欲を高める機会を提供する（2005年 11月理事会会合、決

定 104号）。 
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出典：2005年 11月理事会会合、決定 104号 

 

 

20.080.2.  地区チーム研修セミナーの参加者 

地区チーム研修セミナーの参加者には、地区ローターアクト代表を含む、次ロー

タリー年度にガバナー補佐としてガバナーエレクトにより任命された者、地区委

員会委員長および委員を含むものとする（2018年 1月理事会会合、決定 103号）。  
 

出典：1999年 11月理事会会合、決定 218号。2018年 1月理事会会合、決定 103号により改正 

 

20.080.3.  地区チーム研修セミナーの構成 

前述のプログラムの目的を達成するために、地区チーム研修セミナーは次のよう

な構成要素が含まれる。 

 

 RIテーマ 

 地区の管理運営 

 役割と責務 

 クラブ・リーダーシップ・プランおよび地区リーダーシップ・プランの下で

クラブと協力する 

 ロータリークラブ・セントラルを理解する 

 支援源 

 年次計画と長期計画 

 コミュニケーション（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 
 

出典：1999年 11月理事会会合、決定 218号。2005年 11月理事会会合、決定 104号により改正。2015年 1月

理事会会合、決定 118号により改正 

 

20.080.4.  地区チーム研修セミナーの実施時期 

丸 1 日の地区チーム研修セミナーを国際協議会の後、PETS の前に開催すべきで

ある（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 
 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。2007 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2015 年 1 月理事会会

合、決定 118号により改正 

 

20.080.5.  地区チーム研修セミナーの指導者 

ガバナーエレクトが地区チーム研修セミナーのプログラム全般の責任者となる。

地区研修リーダーがセミナーの計画と実施の責任者となる。セミナーの指導者チ

ームは、資格を備えたパストガバナーを含むものとする（2004 年 11 月理事会会

合、決定 59号）。 
 

出典：1999年 11月理事会会合、決定 218号。2004年 11月理事会会合、決定 59号により改正 

 

 

20.090.  地区会員増強セミナー 
 

20.090.1.  地区会員増強セミナーの目的  
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地区会員増強セミナーの目的は、クラブと地区レベルにおける会員増強活動を支

援するようクラブや地区の指導者の準備を行うことである（2005 年 11 月理事会

会合、決定 104号）。 
 

出典：2005年 11月理事会会合、決定 104号 

 

 

 

20.090.2.  地区会員増強セミナーの参加者 

地区会員増強セミナーの参加者は、クラブ会長、クラブ会員増強委員会委員、地

区会員増強委員会委員、地区拡大委員会委員、ガバナー補佐、その他関心のある

すべてのロータリアンが含まれる（2002年 7月理事会会合、決定 26号）。 

 
出典：2002年 7月理事会会合、決定 26号 

 

20.090.3.  地区会員増強セミナーの構成 

プログラムの前述の目的を達成するために、地区会員増強セミナーには次のよう

な構成要素が含まれる。 

 会員増強の概観 

 参加促進 

 入会促進 

 新クラブ結成推進 

 会員の役割と責務 

 活気あるロータリークラブ 

 クラブ試験的プロジェクト 

 リソース（2015年 1月理事会会合、決定 118号）。 

 
出典：2002年 7月理事会会合、決定 26号。2005年 11月理事会会合、決定 104号、2015年 1月理事会会合、

決定 118号により改正 

 

20.090.4.  地区会員増強セミナーの実施時期 

半日から 1 日にかけて行われる地区会員増強セミナーは毎年地区研修・協議会の

後に開催されるべきである（2007年 11月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2002年 7 月理事会会合、決定 26号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2005年 6月理事会会合、

決定 316号、2007年 11月理事会会合、決定 113号により改正 

 

20.090.5.  地区会員増強セミナーの指導者 

ガバナーがプログラム全般の責任者である。地区会員増強委員会は、ガバナーお

よび地区研修リーダーと相談しながら、セミナーを計画、実施する責務を担う。

セミナーの指導者チームは、資格を備えた元ガバナーおよび（または）会員増強

活動において積極的に活躍しているロータリアンから構成される。ロータリーコ

ーディネーターを含めることも検討するものとする（2015年 1月理事会会合、決

定 118号）。 
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出典：2002年 7月理事会会合、決定 26号。2002年 11月理事会会合、決定 55号、2007年 11月理事会会

合、決定 90号、2010年 6月理事会会合、決定 251号、2015年 1月理事会会合、決定 118号により改正 
 

注：上記の指針は、単独の地区会員増強セミナーに適用されるものである。地区

によっては、地区研修・協議会など他のロータリー研修会と同時に地区会員増強

セミナーを実施することを望む場合もあり得る。そのような場合は、ガバナーエ

レクト（もしくは会合の招集者）の承認が必要となる。 

 

 



ロータリー章典  ページ 113 

2018年 10月 

 

第 21 条  多地区合同活動 

 

21.010.   多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

 

 

21.010.  多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

二つ以上の地区のクラブが関与する奉仕活動、プロジェクト、および組織は、以下の各

点に従うことを条件に、奨励されている。 

 

A)  多地区合同活動、プロジェクト、および組織は、 

 

1） クラブレベルでロータリーのプログラムを推進するクラブの活動の範囲や効果を妨

げたり、損なったりすることなく、その性質と規模という点から、クラブやロータリア

ンの能力の範囲内で行われるものでなければならない。 

 

2） 関係地区の各ガバナーがまずこのような合同活動に同意した上、それぞれの地区内

クラブの 3 分の 2 の承認があって初めて着手するものとする。多地区合同活動、プロジ

ェクト、または組織への参加を打ち切ろうとする参加地区は、参加を打ち切ることにつ

いて地区内のクラブの 3分の 2の承認を得なければならない。 

 

3） 関係ガバナーの直接監督下にあるものとする。このような活動、プロジェクト、ま

たは組織のために寄付もしくは拠金された全資金の保管は関係ガバナーが責任を持つも

のとするが、このような活動、プロジェクト、または組織ならびに資金の運用管理を援

助する関係地区のロータリアンから成る委員会を任命することができる。また、多地区

合同活動、プロジェクト、または組織に関わるガバナーは、この活動、プロジェクト、

または組織に関する多地区合同の財務監査の実施または財務監査報告の作成が有資格者

によって行われ、それが参加クラブに配布されるよう確認する責任を有するものとする

（「ロータリー組織の全面的管理」の詳細な定義については、第 33.040.7.節の 9 項を参

照のこと）。 

 

4） ロータリークラブおよび（または）ロータリアンの参加は任意とし、任意というこ

とを明確に打ち出すものとする。クラブまたは個々のロータリアンの参加費用が必要と

しても最小限にとどめ、人頭賦課金やその他といった形で強制してはならないし、また

そのようにほのめかしてもならない。 

 

5） 資料配布に関する現行の RIの方針を順守するものとする。 

 

6） 活動、プロジェクト、または組織が国際ロータリーまたはロータリー財団の一つで

はないことを明確にするため、電子形式および印刷形式の宣伝資料、ならびに特に寄付

に関するページには、活動、プロジェクト、または組織が地元に関するものであること

を明記するものとする。 

 

B)  国際奉仕プロジェクトのため連携している地区同士が協力しているプロジェクトに

ついては、この方針は適用されない。 
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C)  多地区合同 PETS の組織運営については、上記の多地区合同指針が適用されない。

代わりに、多地区合同 PETSの指針に準拠する。 

 

D)  ガバナーエレクトの直接の監督下に置かれる多地区合同 PETS を除き、多地区合同

行事、活動、プロジェクト、および組織に関する最終的な責任は、関係地区のガバナー

にある。 

 

E)  RIによる多地区合同の活動、プロジェクト、および組織の承認は、RIに対し、法的、

財政的、あるいはその他の義務または責任を負わせることを意味するものではない。多

地区合同組織は、RI を代行したり、代表したり、または RI の代わりに行動する権限を

持っていると暗示してはならない。多地区合同組織は RI の代理機関ではない。多地区

合同組織は、財政的にも管理的にも、また、その他の面においても自立していなければ

ならない。 

 

F)  多地区合同の活動、プロジェクト、および組織が法人化された場合、この法人の会

員は関係地区のガバナーもしくは被任命者がなるべきである。法人化されたこのような

活動、プロジェクト、または組織の理事会は、当該法人の会員によって選出されるべき

である。これらの規定に従っていない法人の機構は、一般にガバナーによる多地区合同

活動、プロジェクト、および組織の監督に関する RI の方針を順守していないとみなさ

れる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1986年 5月理事会会合、決定 279号、1987年 2～3月理事会会合、決定 272 号、1996年 6月理事会会合、決定

304 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 308 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 237 号、2003 年 2 月理事会会合、決定

283号、2004年 11月理事会会合、決定 58号。2004年 11月理事会会合、決定 59号、2011年 9月理事会会合、決定 90

号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、2015年 7月理事会会合、決定 16号、2016年 9月理事会会合、決定 74号、

2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正。1988年 5～6月、決定 356号も参照のこと 
 

引照 

 

11.010.2.  多地区合同活動 ‐ 参加要請に対する承認 

20.070.6.  多地区合同 PETSの指針 

34.040.7.  「ロータリー」の名称の使用に関する指針における例外の要請 
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第 4 章 

 

管理運営 

 

条項 

26.  国際ロータリー 

27.  国際ロータリー会長 

28.  国際ロータリー理事会 

29.  地域リーダー 

30.  国際ロータリーのその他の現役員と元役員 

31.  国際ロータリーの委員会 

32.  国際ロータリー事務総長 

33.  国際ロータリー事務局 

34.  ロータリーの標章 

35.  免許契約 

36.  提携関係（パートナーシップ） 

37.  協賛活動と協力活動のための RI の指針 

38.  区域、地域、およびセクション単位グループ 

 

 

第 26 条国際ロータリー 

 

26.010.  国際ロータリーの戦略計画 

26.020.  ロータリーと政治 

26.030.  ロータリーと宗教 

26.040.  ロータリーの賛歌 

26.050.  ロータリーの席次 

26.060.  選挙の指針および選挙運動 

26.070.  選挙に対する不服申し立ての手続き 

26.080.  RIによる会員の個人情報の収集と利用 

26.090.  プライバシーに関するロータリーの声明 

26.100.  問題に関する声明 

26.110.  調停と仲裁に関する指針 

26.120.  理事とロータリー財団管理委員との関係 

  

26.010.  国際ロータリーの戦略計画 

 

26.010.1.  ミッションステートメント 

国際ロータリーは、他者に奉仕し、高潔さを促進し、事業と専門職務および地域

社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する（2009 年

11月理事会会合、決定 42号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 228号。2009年 11月理事会会合、決定 42号により改正 

 

26.010.2.  中核的価値観 
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理事会は、国際ロータリーの戦略計画の一環として、奉仕（Service）、親睦

（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（ Integrity）、リーダーシップ

（Leadership）という中核的価値観を採択した（2010年11月理事会会合、決定38

号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 228号、2009年 11月理事会会合、決定 42号 

 

26.010.3.  戦略的優先項目と目標 

 

優先項目 — クラブのサポートと強化 

 

目標 

• クラブの刷新制と柔軟性を育てる 

• さまざまな奉仕活動への参加を奨励する 

• 会員基盤の多様性を奨励する 

• 会員の勧誘と維持を改善する 

• リーダーを育成する 

• ダイナミックな新クラブを結成する 

• クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する 

 

優先項目 — 人道的奉仕の重点化と増加 

 

目標 

• ポリオを撲滅する 

• 以下の 2点に関する奉仕において持続可能性を高める 

--青少年や若きリーダーを支援するプログラムや活動 

--ロータリーの 6つの重点分野 

• 他団体との協力やつながりを深める 

• 地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプロジェクトを生み出す 

 

優先項目 — 公共イメージと認知度の向上 

 

目標 

• イメージとブランド認知を調和させる 

• 行動を主体とした奉仕を推進する 

• 中核的価値観を推進する 

• 職業奉仕を強調する 

• ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自の活動について広報するよ

うクラブに奨励する 

 

優先項目 — 財政的安定性および管理運営に関する効果の改善 

 

目標 

 多様性のある収入源（協賛など）を開発し維持する 
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 景気停滞期においてもプログラムと管理運営を維持できるように、RI および

ロータリー財団の財政面での柔軟性を確保する 

 理事会および管理委員会が承認した運営準備金の 3カ年目標を達成する 

 戦略的成果を達成し、管理運営の効率を最大化するため、ボランティア、職

員、および資金を活用する（2016年 4月理事会、決定 157号）。 

 
出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号。2010 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2010 年 11 月理事会会

合、決定 46号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2014年 5月理事会会合、決定 122号、2016 年 2月理

事会会合、決定 157号により改正 

 

 

26.010.4.  RI理事会の業績目標と年間の戦略的一致 

理事会は現 RI 会長と協力し、RI 戦略計画および会長の目標とビジョンに沿った

RI 理事会の業績目標を定めるものとする。事務総長は、毎年理事会の定例会合

で検討するため、目標の設定と報告の機構を支援するものとする（2014年 7月理

事会会合、決定 9号）。 

 
出典：2011年 9 月理事会会合、決定 43号。2012年 1月理事会会合、決定 158号、2014年 7月理事会会合、

決定 9号により改正 

 

26.010.5.  ビジョン声明 

理事会は以下のビジョン声明を採択した。 

 

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能

な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指していま

す（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典 2017年 6月理事会会合、決定 168号 

 

 

26.020.  ロータリーと政治 

ロータリーの世界中の会員はさまざまな政治的見解を持つ個人であるため、ロータリー

は、政治的主題に関していかなる団体活動あるいは団体としての意見の表明も行わない

ものとする（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1964年 11月理事会会合、決定 89号 

 

 

26.030.  ロータリーと宗教 

ロータリーは、あらゆる信仰、宗教、信条を持つ人びとを会員とする非宗教組織である

（2007年 11月理事会会合、決定 49号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 49号 

 

 

26.040.  ロータリーの賛歌 
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ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲の「エグモント」序曲の行進曲を編曲したこ

の楽曲が、国旗入場式など適格な行事で演奏されるロータリーの公式の賛歌である

（2000年 2月理事会会合、決定 298号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 222号、2004年 2月理事会会合、決定 209号 

 

 

26.050.  ロータリーの席次 

次の席次が、RI と財団の現、元および次期役員、委員会委員、およびそれぞれの配偶

者が、RI の会合と行事への出席にあたり、紹介を受ける順序、歓迎レセプションの並

び順として、および RI出版物にその名前が掲載される場合において、推奨される。 

 

会長（または会長代理） 

元会長（先任順） 

会長エレクト 

会長ノミニー 

副会長 

財務長 

理事、執行委員会委員長 

その他の理事 

管理委員長 

管理委員長エレクト 

副管理委員長 

その他の管理委員 

事務総長 

元理事（先任順） 

理事エレクト 

元管理委員（先任順） 

次期管理委員 

理事ノミニー 

元事務総長（先任順） 

RIBIの会長、直前会長、副会長、名誉会計 

地区ガバナー 

パストガバナー（先任順） 

ロータリーコーディネーター、ロータリー公共イメージコーディネーター、ロータリー

財団地域コーディネーター、恒久基金／大口寄付アドバイザー 

地区ガバナーエレクト 

地区ガバナーノミニー 

 

ロータリーの公式行事においては、役員に対し、一度だけ、席次に従って敬称で呼びか

けるべきである。紹介時に配偶者も含まれる。二つ以上の役職または前職を保持してい

る人は、現職または前職の高いほうの役職の席次に就くものとする。 
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上記の推奨席次の次には、以下の席次が追加推奨されており、地元の慣習やしきたりに

従ってこれを修正すべきである。 

 

地域およびゾーンレベルの委員会委員 

ガバナー補佐 

地区幹事／会計 

地区委員会委員 

クラブ会長 

クラブ会長エレクト 

クラブ副会長 

クラブ幹事 

クラブ会計 

クラブ会場監督 

その他のクラブ理事 

クラブ委員会委員長 

元ガバナー補佐 

ロータリアン 

ロータリー学友 

ロータリアンの家族 

 

地区会合においては、外国から来訪したロータリアンは、同じ地位にある地元のロータ

リアンより上席に就くことができる。これは、礼儀を示すためである。 

 

ロータリアン以外で高位の人物がいる場合は、地元の慣習に従って、上席を与えること

ができる。ロータリアンがロータリアン以外の人物よりも上席となる場合は、クラブと

地区が来賓にあらかじめ説明をしておくよう奨励されている（2014 年 10 月理事会会合、

決定 38号）。 

 
出典：1995年 7月理事会会合、決定 23号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2005年 11月理事会会合、決定 103

号、2006 年 2 月理事会会合、決定 133 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 251 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137

号、2011年 5月理事会会合、決定 182号、2014年 1 月理事会会合、決定 83号、2014年 10月理事会会合、決定 38号

により改正 

 

 

26.060.  選挙の指針および選挙運動 

 

26.060.1.  理事会が承認した指針の声明 

RI 選挙の指針に関する唯一共通の声明を、全ロータリー世界に適用すべきであ

る。すべての被選役職候補者は、選挙の管理責任者から、RI 選挙方針および手

続について書面で通告を受けるべきである（2001 年 11 月理事会会合、決定 45

号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 80号、2001年 6月理事会会合、決定 325号 

 

26.060.2.  指名委員会の公式報告 
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委員会で極秘裏に行われる討議の後、RI 理事の指名委員会は、選出された候補

者が委員会の知る限りにおいて RI 細則の定める選挙運動、投票依頼、当選を図

るための活動に関するいかなる規則にも違反していないことを、事務総長に書面

で正式に報告するものとする。また、すべての指名委員会の報告書には、出席し

た全委員の氏名ならびに署名が記載されるものとする。かかる報告書は、委員会

が選出したノミニーの氏名とともに、事務総長に送付されるべきである（2016

年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 80号。2001年 6月理事会会合、決定 325号、2016年 2月理事会会合、

決定 157号により改正 
 

26.060.3.  指名の発表と選挙 

RI 指名委員会の委員は、RI 細則 11.060.節に従い、理事会からの承認なしに、委

員会による指名を独断で発表することを控えるものとする。ロータリーワール

ド・マガジンプレス（ロータリー世界刊行雑誌）の編集者は、ロータリーの指名

と選挙手続に関するすべての記事と発表は、対抗立候補の機会も含め、ロータリ

ーの選挙手続きを正確に反映するよう確認するものとする（2003 年 10 月理事会

会合、決定 41号）。 

 
出典：2003年 5月理事会会合、決定 362号 

 

26.060.4.  選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する規則 

ロータリーの被選役職における職務のために最高の資格をもった候補者が選ばれ

るべきであるということが、ロータリーにおける基本原則である。従って、選挙

運動、投票依頼、当選を図るための活動あるいは別段の活動により、影響の善し

悪しにかかわらず、選挙手続に影響を及ぼすいかなる行動も、RI 細則により禁

止されている。 

 

会長、理事、ガバナー、審議会代表議員、あるいはそれらの役職の指名委員会委

員に立候補することを考えているロータリアンは、選挙運動、投票依頼、当選を

図るための活動に関して、下記の規則に従うものとする。これらの規則は、役職

に対し最高の資格をもつ候補者が選ばれるようにすることを目的としている。 

 

1）  ロータリアンは、常時、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関す

る RI 細則の禁止規定に従うべきである。すべてのロータリアンは、細則の字義

および精神の両方を守り、さらに、立候補したロータリアンの支援を宣伝、懇請

することによって他の人に影響を及ぼすような目的と効果をもつ活動を控えるも

のとする。このような活動は、細則の精神およびロータリーの原則に反するもの

であり、候補者失格の理由となる。 

 

2）  選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動とは、来たる選挙で自分への投

票と支持を求める行動、または文献・宣伝資料の配布、あるいはロータリーの被

選役職への立候補を宣伝することを目的としたあからさまな行動など（ただし、
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これに限らない）、直接・間接を問わず、立候補者を推進、非難、支援、または

反対しようとする行動を示す。  

 

3）  被選役職への立候補の期間は、ロータリアン個人が指名および選挙のための

RI 規則に従い、実施される役職に対し真剣に考慮しはじめ、自分の氏名を提出

する時点から開始される。その時点から、候補者は、自身の名や業績を広報した

り、該当する指名や選挙に注目を集めようとしたり、同じ役職の他の候補者に対

して不当に有利となるような行動を避けるよう、とりわけ慎重な態度で臨むべき

である。 

 

4）  正式に選任された通常のロータリー活動は、選挙運動、投票依頼、当選を図

るための活動に関する指針に違反するとは見なされない。 

 

5）  連絡が事実に基づく情報の交換に限られることを条件に、対抗候補者や選挙

の不服申し立てへの同意を要請するためにクラブに連絡を取ることは禁止されて

いない（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1993年 3月理事会会合、決定 135号、補遺資料 E。2001年 6月理事会会合、決定 325号、2007年 2月

理事会会合、決定 149 号、2016 年 2 月理事会会合、決定 157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により

改正 
 

 

26.070.  選挙に対する不服申し立ての手続き 

RI 細則の該当条項に従って不服が申し立てられ、訴えられた時はいかなる場合であれ、

RI選挙の見直しのために以下の手続きに従うものとする。 

 

26.070.1.  不服申し立ての当事者への通知 

事務総長はこのような申し立てを受理してから、当事者にその申し立てを告げ、

補助書類を添付したうえで所定の期日までに書面で回答するよう要請し、取るべ

き適切な手続を当事者に通知するものとする（2001 年 6 月理事会会合、決定 326

号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。1995年 11月理事会会合、決定 81号、1996年 2月理事会会合、

決定 174号、2001年 6月理事会会合、決定 326号により改正 
 

26.070.2.  解決の方法 

会長または会長を代行する事務総長は、次のような状況における選挙の争いの解

決を図るものとする。 

 

a）  関係する組織規定文書が定める要件について誤解があった場合。 

 

b）  候補者が、RI 選挙審査委員会手続の完了を待たずに「ロータリー以外の機

関」に訴えたとの報告を事務総長が受理し、証明した場合。このような場合、会

長は、RI 細則第 11.070.5.節に従って、理事会に代わり、「理由開示」を求める

書簡を優先扱い郵便（プライオリティーメール）で候補者に送り、候補者側から
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訴訟が起こされていないことを示す情報を 15 日以内に提供するよう要請する。

候補者側から訴訟が起こされていないことを示す十分な証拠が候補者より提供さ

れなかった場合、会長は、理事会に代わり、選挙審査委員会に付託することなく、

この候補者は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理事会により定められ

た期間、RI におけるいかなる役職の候補者ともなる資格を失うことを通知する。

会長は、本節に関連して行われた決定を執行委員会にも通知するものとする。 

 

それ以外のすべての場合、会長は、選挙審査委員長と相談の上、不服の申し立て

を審議するパネルを務める 3 名の当該委員会委員（そのうち 1 名を招集者に指定

するものとする）を選出するものとする。しかし、同委員会のいずれの委員であ

れ、特定の不服申し立ての審議を辞退することができる。パネルに欠員が生じた

場合は、同じ方法で補充するものとする。選挙審査委員会委員は、自らのゾーン

または国からの申し立てを審議するパネルを務めてはならない。選挙の不服申し

立ては、下に記載された手続に準拠し、管理される（2016年 4月理事会会合、決

定 157号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。1995年 11月理事会会合、決定 81号、1997年 6月理事会会合、

決定 301号、2001 年 6月理事会会合、決定 326号、2003年 7月理事会会合、決定 19号、2008年 6 月理事会

会合、決定 239号、2012年 1月理事会会合、決定 158号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2014年 7月

理事会会合、決定 14号、2016年 2月理事会会合、決定 157号により改正 
 

26.070.3.  保証金の要件 

クラブが事務総長に不服申し立てを行う際、このクラブは RI に保証金を支払う

ものとする。地区レベルの役職、すなわちガバナー、審議会代表議員、ガバナー

指名委員会または理事指名委員会のメンバーに対してこのような不服が申し立て

られる場合、保証金の金額は米貨 2,000 ドルとする。その他の役職の選挙に関し

てこのような不服が申し立てられる場合、保証金の金額は米貨 5,000 ドルとする。

事務総長は、保証金が支払われるまで、このような不服申し立てに対しいかなる

措置も取らないものとする。保証金が支払われるまで、事務総長が受理したいか

なる不服申し立ても考慮されないものとする。RI 細則第 11.070.1.節に定められ

た期限までに事務総長が保証金を受理していない場合、不服申し立ては無効とみ

なすものとし、それ以降は考慮されない。RI 理事会によって支持された場合に

のみ、事務総長は利子なしで保証金を払い戻すものとする。それ以外の場合、保

証金は RI によって没収され、返金されることはない（2016 年 9 月理事会会合、

決定 28号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 81号。2007年 2月理事会会合、決定 149号、2015年 1月理事会会合、

決定 122号、2016年 2月理事会会合、決定 157号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

26.070.4.  不服申し立ての要約と調査結果 

事務総長は、選挙審査委員会のパネルに対し、提出されたすべての書類と一緒に、

申し立ての要約と調査結果（設定された期日までに受理されている場合は返書も

含む）を用意し、配付するものとする。不服申し立てに対する当事者から提出さ

れたいかなる書類も、要請があれば、すべての当事者が入手できるよう用意され

る（2003年 7月理事会会合、決定 19号）。 
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出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。1995年 11月理事会会合、決定 81号、1996年 2月理事会会合、

決定 174号、1997年 6月理事会会合、決定 301号、2001年 6月理事会会合、決定 326号、2003年 7月理事会

会合、決定 19号により改正 
 

26.070.5.  追加情報の考慮 

委員会は、告訴人、候補者、その他の関係者から追加の証拠または情報を入手す

るよう事務総長に要請することができる。また、委員会は、理事会に代わり、追

加の情報を確認するために必要だと委員会が考える限りにおいて、理事会が課す

一切の極秘義務の放棄をも許諾することができる（2016年 4月理事会会合、決定

157号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号、2007年 2月理事会会合、決定 149号。2001年 6月理事会会合、

決定 326号、2016年 2月理事会会合、決定 157号により改正 
 

26.070.6.  会長選挙および理事選挙の審査 

選挙審査委員会のパネルは、通信によって申し立てを審査するものとする。しか

し、会長または理事という中央役員の選挙の場合、会長（または会長を代行する

事 務 総 長 ） は 、  

 

委員会の提案を受け、さらに選挙審査委員長と協議した上で、事務総長の定める

時と場所において、パネルが会合を開くことを許可する権限を有する。委員会は、

審査中の選挙に直接関与する当事者がこのような会合に自費で出頭することを認

めることができる。（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 
 

出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。2001年 6月理事会会合、決定 326号、2003年 7月理事会会合、

決定 19号、2016年 2月理事会会合、決定 157号により改正 
 

26.070.7.  理事への委員会の報告 

入手できる情報の審査に基づき、選挙審査委員会のパネルは、調査結果、結論、

勧告案とその理由を RI 理事会に報告するものとする。報告書の写しは、選挙審

査委員長がパネルのメンバーでない場合、選挙審査委員長に送付されるものとす

る（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。2000年 5月理事会会合、決定 374号、2001年 6月理事会会合、

決定 326号、2003年 7月理事会会合、決定 19号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

26.070.8.  選挙審査委員会報告書の理事会による審査 

理事会の方針に従って RI 理事会に付託された選挙の不服申し立ては、それが提

出されたロータリー年度の最後の RI 理事会会合が終わるまでに審議されるもの

と す る 。 

 

公正を期すため、理事は、委員会においても理事会の全体会議においても、自ら

が代表するゾーンから提出された選挙の不服申し立てに関する票決には出席しな

いものとする。 
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年度の最後の理次会会合で審議されるのが不可能な申し立てについては、RI 理

事会に代わり、執行委員会が RI 細則 11.070.2.項で認められている決定措置を行

う権限が与えられる。執行委員会は、9月 15日までに決定を下さなければならな

い（2016年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2002年 2月理事会会合、決定 169号、2014年 5月理事会会合、決定 119号。2016年 1月理事会会合、

決定 113号により改正 

 

26.070.9.  理事会決定の報告 

理事会の決定は、関係者全員と選挙審査委員会の委員全員に速やかに報告される

ものとする  （1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 183号。1995年 11月理事会会合、決定 81号、1996年 2月理事会会合、

決定 174号により改正 

 

26.070.10.  選挙に関するその他の事柄 

選挙手続きにおいて申し立てられた不正事項が事務総長または会長の知るところ

となり、即刻解決が必要とされるが、地区ガバナーによる票の証明や、指名委員

会または選挙管理委員会が使用した運営手続きに関する問題（ただしこれに限る

ものではない）といった選挙の不服申し立ての対象とならない場合、このような

問題は、RI 選挙審査委員会の委員長または同委員長が指定した人物へと付託さ

れ、調査と決定が行われるものとする。本節に基づくこうした決定はすべて、理

事会の次の会合に報告されるものとする（2007年 6月理事会会合、決定 265号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 265号 

 

 

26.080.  RI による会員の個人情報の収集と利用 

クラブと地区を援助し、ロータリアンとの連絡を円滑にするための試みの一部として、

RI は、次の主要業務を行うことを唯一の目的として、ロータリークラブ会員に関する

個人情報を収集する。 

 

 請求 

 ロータリー財団の支援 

 地区大会、RI および財団の委員会、他の任務への、会長による任命および財団

の任命の見込みのある候補者の特定 

 会員傾向の把握、会員特徴の調査、統計分析の作成、会員維持の支援 

 特定の語学能力や専門的技能を備えたロータリアンの特定 

 地区委員長および RI のプログラムや奉仕プロジェクトに関与する他の人びとへ

の情報や最新事項の提供 

 ザ・ロータリアン誌および地域雑誌の支援 

 クラブと地区に対する広報活動の指針の提供  

 組織の重要なメッセージや情報を地域、地区、クラブの指導者に伝達する一方で、

地区ガバナーにクラブへの伝達事項を連絡 

 国際大会や特別行事の計画の調整 
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 RIの免許制度の下で認可されている公式被免許業者を通じて、情報をロータリー

クラブ、地区、および地区指導者へ伝えること 

 

RI 理事会の指示の下、RI は、時折、会員情報の開示を含む特別な広告活動やマーケテ

ィング活動に参加することができる。RI はこれらの活動についてロータリアンに通知

し、開示を拒否する機会を与える。RI は、法律で義務づけられている場合、あるいは

司法または行政の捜査に関係する場合には、情報を開示することができる（2018年 4月

理事会会合、決定 164号）。 

 
出典：2002年 11月理事会会合、決定 64号、2003年 10月理事会会合、決定 41号。2007年 11月理事会会合、決定 32

号、2011年 1月理事会会合、決定 137号、2018年 4月理事会会合、決定 164号により改正 

 

 

26.090.  プライバシーに関するロータリーの声明 

理事会は、プライバシーに関するロータリーの声明を採択した。事務総長は、状況に応

じて、この声明を改正する権限が与えられている。事務総長は、プライバシーに関する

声明に加えた変更については、毎年秋の理事会会合で理事会に報告するよう要請されて

いる（2008年 1月理事会会合、決定 142号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 47号 

 

 

26.100.  問題に関する声明 

世界中のロータリークラブの連合体として、RI は特定の事柄に関して、自らの立場に

ついて公式の声明を発表しない。これは中立的な立場を保持するという連合体としての

方針である。ロータリーが平和と人道的活動における献身を最大限に示すことができる

のは、組織体による表明ではなく、個々のロータリークラブによる奉仕活動を通じてで

ある（2010年 6月理事会会合、決定 193号）。 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 193号 

 

26.110.  調停と仲裁に関する指針 

理事会は RI 細則第 25.010.節を次のように解釈する。論争の調停あるいは仲裁の要請は、

論争が起きてから 60日以内に事務総長が受理しなければならない。 

 

RI 細則第 25 条は、RI の組織規定、「ロータリー章典」、「ロータリー財団章典」で認

められた権限において RI、地区、RI 役員が決定を行うことのない論争のみに適用され

る、と理事会は解釈する（2008年 6月理事会会合、決定 227号）。 

 
出典：2008年 1月理事会会合、決定 155号 

 

26.110.1.  調停または仲裁の要請 

RI細則第 25条に準じ、調停または仲裁のいかなる要請も、論争の起きた日から

60 日以内に事務総長が受理しなければならない。RI の組織規定、「ロータリー

章典」、「ロータリー財団章典」で認められた権限において RI、地区、RI 役員

が決定を行うことのない論争のみが、調停または仲裁の対象となるものとする。

一方の当事者から調停の要請を受けた後、事務総長は当該のもう一方の当事者
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に調停要請について知らせ、その後に取られるしかるべき手続を両当事者に通

知するものとする（2008年 6月理事会会合、決定 242号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 

 

26.110.2.  解決の方法 

一方の当事者が調停に同意することを拒否した場合、その論争は、RI 細則第

25.040.節に準ずる仲裁によって解決することができる。全当事者が調停に同意

した場合、RI 細則第 25.030.項に従って、調停人を任命するよう事務総長に要請

することができる（2008年 6月理事会会合、決定 242号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 

 

26.110.3.  不服申し立ての要約と調査結果 

各当事者は、論争の要約と分析を準備してこれを調停人および（あるいは）仲

裁人に伝え、提出した全書類のコピーを添えるものとする。論争に対して当事

者から提出されたいかなる書類も、全当事者が入手できるようにするものとす

る（2008年 6月理事会会合、決定 242号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 

 

26.110.4.  調停人および／あるいは仲裁人から理事会への報告 

調停人または仲裁人は、入手可能な情報の検討に基づいて、見い出した事実、

決定、その理由を理事会に報告するものとする（2008 年 6 月理事会会合、決定

242号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 

 

 

26.110.5.  仲裁 

調停が成功しなかった場合、または調停が当事者のいずれかによって拒否され

た場合、論争は、仲裁によって解決することができる。各当事者はそれぞれ 1

名の仲裁人を指定し、両仲裁人は 1 名の裁定人を指定するものとする。この仲

裁人と裁定人はロータリアンでなければならない（2008 年 6 月理事会会合、決

定 242号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 

 

26.110.6.  権限の移譲 

理事会は、調停および（あるいは）仲裁の日付の設定について、また RI 細則第

25 条に取り上げられていない調停と仲裁の手続きのいかなる事柄に関しても、

理事会を代表する権限を事務総長に移譲する（2008年 6月理事会会合、決定 242

号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 242号 
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26.120.  理事とロータリー財団管理委員との関係 

 

26.120.1.  管理委員を務める将来の RI中央役員  

国際ロータリーの中央役員が同時にロータリー財団の管理委員を務めるのは適切

ではなく、従って、理事会は、RI 会長から RI 会長または理事として選出された

管理委員に、RI 役員の任期開始前にロータリー財団の管理委員会委員を辞任す

るよう要請している（2011年 9月理事会会合、決定 39号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 136号。2011年 1月理事会会合、決定 39号により改正 

 

26.120.2.  理事会と管理委員会会合の連絡役（リエゾン） 

RI 会長は、財団管理委員会会合への連絡理事を任命することができる。この連

絡理事は、財団管理委員長により決められた通りに管理委員会会合に出席する。

理事会は、RI 会長により決定された通りに理事会会合へ出席するよう、管理委

員長により任命された場合は、連絡管理委員を理事会会合に招聘するものとする

（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2004年 6月理事会会合、決定 295号、2009年 6月理事会会合、決定 236号。2016年 4月理事会会合、

決定 157号により改正。2005年 11月理事会会合、決定 36号により確認 

 

26.120.3.  ロータリー財団管理委員の指名手続き 

RI 細則第 23.020.節に従って、ロータリー財団管理委員の指名および選出には以

下の手続きを使用すべきである。 

 

RI会長エレクトは、以下を行うものとする。 

a. 現在および過去の RIシニアリーダーからロータリー財団管理委員の地位に資

格のある人物の提案を毎年呼びかける 

b. 少なくとも 3 名から成るタスクフォースを任命する。タスクフォースは提案

された氏名を審査し、ロータリー財団管理委員の空席の役職ごとに 3 名以上

の候補者を会長エレクトに推薦する。 

c. このタスクフォースに、候補者を推薦する際に会長エレクトがタスクフォー

スに特に検討を希望する資格、専門知識、スキル、地理的条件を提出する

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2016年 4月理事会会合、決定 153号 

 

26.120.4.  RI理事会によるロータリー財団管理委員の選挙 

会長エレクトは、選挙のため、各年度の第 2 回会合までに、ロータリー財団管理

委員として指名する個人の氏名を RI 理事会に提出するものとする（2012 年 1 月

理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 309号。2002年 7月理事会会合、決定 8号、2010年 6月理事会会合、

決定 182号、2012年 1月理事会会合、決定 158号により改正 
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第 27 条  国際ロータリー会長 

 

27.010.  RI会長候補者および会長指名委員会に関する規定 

27.020.  RI会長の職務内容 

27.030.  公式の活動 

27.040.  理事会を代行する権限 

27.050.  その他の活動 

27.060.  年次テーマおよび目標 

27.070.  職員の支援 

27.080.  財務 

27.090.  会長諮問委員会 

 

 

27.010.  RI 会長候補者および会長指名委員会に関する規定 

 

27.010.1.  会長の任務および責務についての宣言文書 

各会長候補者には、RI 細則およびロータリー章典に定められた会長の任務およ

び責務の概要を提供するものとする。会長候補者が使用する所定の書式には、候

補者が、時折改正される会長の任務と責務について読み、理解し、順守する意思

があることを示す候補者による署名入りの宣言文書を含めるものとする（2005

年 11月理事会会合、決定 38号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 317号。2005年 11月理事会会合、決定 38号により改正 

 

27.010.2.  会長指名委員会の職務遂行のための指針 

RI理事会は、RI会長指名委員会の任務遂行のための手続を採択した。 

 

守秘義務 

 

指名委員会の委員は、委員会会合の前後において、委員会の仕事について他の委

員または他のいかなる人とも話さないものとする。また、委員会会合において審

議に参加する時以外は、いかなる時も、委員会の審議や討議の内容について話し

合ったり、漏洩したりしないものとする。この守秘義務は、正式に提出された選

挙の不服申し立てを調査する目的で、唯一理事会のみが、または理事会を代表す

る RI選挙審査委員会のみが、例外を設けることができる。 

 

委員会会合の準備 

 

1.  事務総長は、委員会と協力し、また委員会の援助にあたる事務局職員を任命

し、その際、委員会の一切の活動を厳密に極秘とすべきであるという指示を与え

る。 

 

2.  RI 会長候補者は、ロータリーのビジョンと目標を 300 語以内にまとめた宣言

文を提出するよう求められるものとする。 
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3.  RI 会長候補者は委員会による面接の機会が与えられると定めた RI 細則第

12.050.2.項に従って、RI 理事会は毎年 3～5 問の質問を作成し、候補者は書面に

て回答するよう求められる。3～5 問の質問への候補者の回答は、１問につき 150

字以内に制限するものとする。 

 

4.  事務総長は、指名委員会による検討のため、自分の氏名を提出したロータリ

アンに面接の質問を送付するものとする。面接の質問への回答は７月 10 日まで

に返送しなければならない。 

 

5.  候補者から提出された宣言文が、提出された言語において適用される制限文

字数を超えている場合、その宣言文を RI 会長指名委員会に送付しないものとす

る。 

 

6.  会長を務める意志と能力のある候補者があり、会長を務めることができると

してリストに名前を載せることを希望する旨を事務総長に通知した元理事のリス

トをアルファベット順に作成し、それぞれが所属するロータリークラブの名称を

そこに大文字で記載する。RI 細則第 12.040.3.項に従って、事務総長はこのリス

トを 7 月 15 日までに委員会委員に転送するものとする。候補者が 6 名を超えた

場合、委員会委員は 5 日以内に上位 6 名の候補者に投票することが義務づけられ

る。期日までに投票しなかった委員会委員は、委員会会合に出席しないものとす

る。票を集めた上位 6 名は最終選考に残ったとみなされ、事務総長より委員会と

の直接面接に招待される。同数票により 6 位に 2 名以上の候補者がいる場合、同

数票を得た全候補者が委員会による直接面接に招待されるものとする。最終選考

者の旅費（エコノミークラス）および関連費用は RI が支払うものとする。面接

に招待されなかった候補者は、それ以上委員会による検討の対象とならないもの

とする。候補者が 6 名以下の場合、候補者全員が最終選考に残ったとみなされ、

面接に招待されるものとする。 

 

7.  委員会が認めた 6名の最終選考者について、担当職員が以下の資料を各委員に

対して準備するものとする。これらの資料は会合の 5 日前に委員会委員に電子的

に送付される。これらの資料の印刷版は委員会会合の前日に各委員に配布される。 

 

a)  委員会会合の手順に関する事務局長からの非公式の手紙 1通 

b)  「会長指名委員会の職務遂行のための指針」、1部 

c)  RI細則第 12条、1 部 

d)  本章典 27.020節に記載された RI会長の職務内容を記した文書 

e) 会長職立候補者のアルファベット順リスト、1部 

f)  前年度の指名委員会が作成した直接面接の質問票、1部 

g)  各候補者につき以下の資料を 1部ずつ 

1)  候補者が提出した現在の写真 

2)  1ページの背景資料を含む候補者からの提出物 

3)  RI理事会が作成した面接質問に対する書面での回答 

4)  ロータリーのビジョンや目標についての声明書 
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5)  候補者が歴任した RI委員会の時系列順リスト 

6)  事務局に記録されている一般的な経歴情報 

 

委員会会合で 

 

8.  指名委員会委員は、アルファベット順に着席するものとする。 

 

9.  事務総長は、RI 細則（第 12.050.1 項）に「委員会は、会合を開き、会長を務

める意思があることを表明した元理事のリストの中から職務に当たるべき人物と

して求め得る最適任のロータリアンを指名するものとする」と規定されているこ

とを、委員会に通知するものとする。 

 

10.  委員会は、委員の中から委員長を互選するものとする。もう 1 名の委員が、

幹事として選ばれるものとする。委員長と幹事の選出は、事務総長の指示の下に

行われるものとする。事務総長はこの際、指名委員会の各委員の氏名を記載した

投票用紙を準備し、配布するものとする。各委員は、委員長を選ぶために 1 票を

投じるものとする。事務総長または職員 1 名が、票を数え、結果を発表するもの

とする。委員から 9 票が受理されなかった場合、2 回目の投票が行われるものと

する。9 票が受理されるまで、連続して投票が継続されるものとする。委員長が

選出された後、上述の手続きが、委員会幹事の選挙にも使われるものとする。 

 

11.  委員長と幹事の選挙の後には、正規に選ばれた指名委員および委員が必要と

する通訳以外はいかなる者も委員会会合中に出席できない。ただし、委員長また

は他の委員が要請した場合には、事務総長または任命された職員が会合に入るこ

とができる。この職員は、万一、援助が必要とされる場合に会合中に委員会を援

助し、委員長の直接の監督の下に協力するものとする。 

 

12.  委員会が審議を始める前に、委員長は、候補者から、または候補者を代理す

る者から連絡を受けたかどうか、直接・間接を問わず指名委員に影響を及ぼす行

動が行われたことを知っているかどうか、知っている場合にはその場でこれらの

行動について委員会に知らせることを、委員に問うものとする。 

 

13.  各候補者に問われる質問は、会合の日の朝に委員会の委員全員が出席して作

成するものとする。事務総長は、委員会が質問を作成して議論をするため、会合

の開始から最初の面接までに少なくとも 90分間を与えるものとする。 

 

14.  委員会は、前もって委員会が認めた 6名の最終選考者に対し、それぞれ 30分

以内の面接を行うものとする。最終選考者はアルファベット順に面接するものと

する。事務総長は、候補者の回答時間を測るため、委員会の幹事と候補者の両者

に見えるように計時装置を提供するものとする。 

 

15.  面接を終えて会長選出の投票を行う前に、指名委員会は、各候補者の資格に

ついて話し合うものとする。委員会が審議手続を開始した後は、被推薦者が選出

されるまで委員は部屋から退出すべきではない。 
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候補者全員に関する話し合いの後、委員長は、事務総長が準備し、候補者の指名

がアルファベット順に記載された投票用紙を配布し、4 名の候補者に投票するよ

う各委員に指示するものとする。   

 

本節に基づいて行われるすべての投票は、無記名投票で行われるものとする。幹

事が投票の結果を発表した後、候補者が 2 名に減り、最終的に 1 名が選出される

まで同様の手順が取られるものとする。前述に関わらず、少なくとも 6 名の委員

が要請した場合はいかなる時点でも、既に前回の投票で落選した候補者を再検討

するものとする。投票は、2 名の候補者が残り、最後の 2 名の候補者のうち 1 名

が少なくとも 10 票を獲得するまで続けられなければならない。これは、たとえ

前回の投票で 10 票以上を獲得した候補者がいたとしても、適用される。委員会

は、補欠候補者を選出せず、最後の票決で 2 位となった者は補欠候補者とはみな

されないものとする。 

 

16.  RI細則（第 12.050.3.項）には、「委員会の委員 12名をもって定足数とする。

委員会のすべての議事の処理は多数決によるものとする。ただし、委員会の行う

会長ノミニーの選出については、委員会委員のうち、少なくとも 10 名の投票が

そのノミニーを支持する票であることを要する」と規定されている。 

 

17.  ノミニーの氏名を記した委員会の報告書は、委員会を代表して委員長が署名

をした上で、事務総長に渡され、認証されるものとする（過去には、この手続き

は委員会の散会前に行われていた）。この報告書が、委員会の唯一の正式な記録

となる。事務総長は、RI 細則に従い、報告書の内容と指名委員の氏名を各クラ

ブに通知する。 

 

18.  他の会長ノミニーを選出する必要が生じた場合、事務総長は、指名委員会に

よる審査の対象となることを希望する旨を以前事務総長に伝えた元理事に連絡を

取るものとする。この時点においても審査の対象となることを希望する候補者が、

委員会により審査されるものとする。委員会のあらゆる緊急会議において用いら

れるこの手続きは、できる限り詳細にわたりこの手続きに従うものとする。 

 

委員会会合の後 

 

19.  RI会長指名委員会により選出された候補者が提出したビジョンと目標の声明

ならびに RI 理事会が作成した面接用質問への回答は、ロータリアンが入手でき

るようにするものとする（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 97 項。1999 年 2 月理事会会合、決定 190 号、2005 年 3 月理事会

会合、決定 182号、2005年 6月理事会会合、決定 275号、2005年 7月理事会会合、決定 13号、2005年 11月

理事会会合、決定 54 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 264 号、2008

年 1 月理事会会合、決定 148 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 122

号、2011 年 5 月理事会会合、決定 178 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 202 号、2014 年 5 月理事会会合、

決定 115号、2014 年 7月理事会会合、決定 17号、2015年 5月理事会会合、決定 170号、2016年 4 月理事会

会合、決定 157号、2016年 9月理事会会合、決定 45号、2017年 1月理事会会合、決定 86号、2017年 1月理
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事会会合、決定 88号。2017年 6月理事会会合、決定 149号、2017年 6 月理事会会合、決定 156号、2017年

9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

27.010.3.  指名委員会による会長ノミニーの選出 

RI 会長ノミニーの選出は、もっぱら会長指名委員会のみの責任で行われる。会

長ノミニーの選出に関し、直接・間接を問わず、委員会の決定に影響を及ぼそう

とする委員会外部からのいかなる試みも禁じられている。前述の事項は、クラブ

と個々のロータリアンの注意を喚起するよう適切な RI 文献資料に含めるものと

する（2007年 2月理事会会合、決定 149号）。 

 
出典：1963 年 1 月理事会会合、決定 79 号。2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号により改正。2004 年 11 月

理事会会合、決定 93号により確認 

 

 

 

27.010.4.  選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動 

指名委員会委員は、委員会会合の前に、直接、間接を問わず、候補者の利益また

は不利益となるような影響を他の委員に及ぼすような行動を取らないことに同意

するものとする（2007年2月理事会会合、決定149号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 149号 

 

27.010.5.  会長指名委員会の会合日における会合および訪問 

RI 会長および財団委員長は、RI 会長指名委員会の会合が開かれる日にエバンス

トンにおいて RI あるいは財団の委員会が会合することを許可すべきではない。

会長および RI 会長指名委員会委員ではない元ロータリー中央役員は、RI 会長指

名委員会の会合が開かれる日に世界本部を訪問すべきではない（2006 年 11 月理

事会会合、決定 35号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 182号 

 

引照 

 

26.060.4.  選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する規則 

 

 

27.020.  RI 会長の職務内容 

 

RI 会長の職務内容は、RI 会長候補者および RI 会長指名委員会に配布されるものとする。 

 

地位 

RI会長は RIの最高役員である。会長は RI理事会の理事である。 

 

RI会長の任務および責務 

ロータリー章典第 28.040節に規定された RI理事の任務と責務に加え、RI会長は、 
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1.  全世界のロータリアンのために意欲を与え、鼓舞するリーダーとなるものとする。 

 

2.  RIの第一の代弁者となるものとする。 

 

3.  すべての国際大会、理事会会合、および他の RI国際会合を主宰する。 

 

4.  事務総長に助言する。 

 

5.  RI 委員会およびリエゾン（理事会と相談の上）、地区大会代理、およびその他のボ

ランティアの役職を任命する。 

 

6.  理事会による選挙のためロータリー財団管理委員を任命する。 

 

7.  年次テーマを選択し、年次目標を提案する。 

 

8.  年度の初めに理事と相談し、個々の目標について合意する。 

 

9.  各理事会会合において、会合の合間に行われた決定事項を理事に報告する。 

 

10.  ガバナーの実績を審査し、必要があれば助言および指導にあたる。 

 

11.  RI理事会により会長に委任された任務を含め、RI戦略計画に沿った会長職の他の任

務を遂行する。 

 

12.  ロータリーの内部において最重要事項である会員増強を促進する。 

 

13.  理事会により決定された予算および方針の枠内で、世界中のロータリアンを訪問す

る。 

 

14.  委員会の職権上の委員を務め、場合によってはその会合に出席する。  

 

15.  組織が直面する問題について事務総長および理事会と議論する。 

 

16.  組織の優先事項および統括事項について理事会の活動を指導し調停する。  

 

17.  事務総長とともに、理事会が懸念する問題について見直す。  

 

18.  組織計画および財務報告を監視する。  

 

19.  国際ロータリーのロータリー財団を推進する上でリーダーシップを執る。  

 

20.  事務総長と連携し、事務局職員の日常業務を管理する事務総長の権限を尊重しなが

ら、理事会の決定が遂行されていることを確認する。理事会とともに、理事会と事

務局職員の間の役割と責務に関する明確化の問題に対処する。 
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21.  ロータリー財団管理委員長と定期的に協議し連携する。 

 

22.  会長エレクトおよび会長ノミニーと定期的に協議し連携する。 

 

23.  会長エレクトおよび会長として就任する前に、オリエンテーション、ガバナンス研

修、その他の準備会合に出席・参加する。 

 

会長の任期／参加 

国際ロータリーの会長は 1 年の任期を務める。就任の前年に、会長は会長エレクトを務

める。会長と会長エレクトはいずれも RI 理事会のメンバーとなる。そのため、会長と

会長エレクトは年 4 回の理事会会合に出席および参加するよう期待されている。理事会

会合は通常、米国イリノイ州エバンストンの世界本部、あるいは国際大会または国際協

議会の周辺地域にて開催される。会長エレクトは就任前にオリエンテーションプログラ

ムに出席し、最多 2 回の理事会会合にオブザーバーとして出席するよう期待されている。

会長は再選されない。 

 

資格要件 

RI の会長候補者は、会長に指名される以前に RI の理事としてその任期の全期を務めた

者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の

趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。 

 

これはロータリーの使命に情熱を注ぎ、組織におけるリーダーシップの実績のある個人

にとって特別な機会である。候補者は、事業、政府、社会事業、または非営利部門にお

いてリーダー的地位に到達した人であるべきである。その功績により、優れた資質を持

つ有能な他の理事および組織のリーダーと協力して任務を遂行できる。 

 

理想的な候補者は以下の資格要件を備えているべきである。 

 

a)  事業、政府、社会事業、または非営利部門において専門家としての経験および経営

面でのリーダーとして傑出した功績  

 

b)  ロータリーの会員および受益者に対する献身と理解 

 

c)  多様な人びとの間の関係を培い、コンセンサスを築くことのできる外交手腕および

自然な親近感  

 

d)   高潔性、信用、ロータリー向上への熱意 

 

e)   国際ロータリーおよびロータリー財団のプログラム、財務、運営および管理に関す

る知識 

 

f)   非営利または慈善目的を特に重視する他の運営組織での任務経験 

 

g)  優れた協調および交渉手腕 
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h)  優れたコミュニケーション能力（口頭および書面） 

 

i)   任期中に組織のビジョンを効果的な行動計画に転換できる能力 

 

j)  前任者および後任者と連携する能力（2017年 6月理事会会合、決定 161号）。 

 
出典：2016年 4月理事会会合、決定 164号。2017年 6月理事会会合、決定 149号、2017年 6月理事会会合、決定 161

号により改定 

 

 

27.030.  公式の活動 

組織の最高役員として、RI会長は、以下の活動を行うものとする。 

 

27.030.1.  RIの代表者としての会長 

会長は、各国首脳、政府と市民の指導者、報道機関、および一般の人びとに対し、

ロータリーの主たる代表者となる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号 
 

 

27.030.2.  RIの活動と仕事の会長による推進 

会長は、事務総長と相談しながら、RI の奉仕活動と仕事を推進し、促進する

（1999年 8月理事会会合、決定 43号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号、1999年 6月理事会会合、決定 293号 

 

27.030.3.  会長によるガバナーの審査 

会長は、適宜、ガバナーの実績を審査し、必要があれば助言および指導にあたる

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号 

 

27.030.4.  会長代理の地区大会への出席 

会長は、ロータリアンを任命することで地区大会に代理を送ることができる

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号 

 

27.030.5.  年次テーマ 

会長は、自らの就任年度に RI 全体で順守される意欲を喚起する適切なテーマを

選ぶことができる。年次テーマは国際ロータリーの戦略計画と合致するものとす

る（2011年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号、2011年 1月理事会会合、決定 127号、2011年 9月理事会会合、

決定 34号 
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27.030.6.  会長のエイド（補佐役） 

会長は、会長の任務に関連し、さまざまな方法で直接に支援を行うエイドを任命

する権限がある（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号 

 

27.030.7.  会長の権限の委任 

会長は、会長が判断する条件の下で、会長の権限のいずれをも理事および事務総

長に委任することができる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号により改正 

 

27.030.8.  第一の代弁者としての会長 

会長は、RI の第一の代弁者であり、全世界のロータリアンのために意欲を与え、

鼓舞するリーダーとなるものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

27.030.9.    議長としての会長 

会長は、理事会の理事長となり、理事会の全会合を主宰する。会長は、すべての

国際大会および他の RI 国際会合を、また会長エレクトとともに国際協議会を主

宰する（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2016年 9月理事会会合、

決定 28号により改正 

 

 

27.040.  理事会を代行する権限 

 

27.040.1.  緊急事項 

会長は、理事会あるいは執行委員会が会合中ではなく、あるいは会合を招集した

り、連絡が取れない場合に、組織規定文書の規定に従い、緊急事項において理事

会の役目を果たす権限がある（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 

 

27.040.2.  地区ガバナーとなるための資格を免除するための要請 

理事会は、しかるべき理由により、理事会に代わって RI 細則に明記された地区

ガバナーのいずれかの資格からロータリアンを免除する権限を会長に与える

（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1987年 11月理事会会合、決定 85号 
 

27.040.3.  ガバナーまたはガバナーエレクトの空席補充 

会長は、RI 細則により義務づけられている場合、ガバナーまたはガバナーエレ

クト職の空席を補充するためにロータリアンを選出するにあたり、理事会を代行
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する権限がある。理事会は、会長が、選出の前に、空席が補充される対象地域の

現職理事に相談するよう求めている（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1981年 6月理事会会合、決定 25号、2000年 2月理事会会合、決定 298号。2005年 11月理事会会合、

決定 38号、2007年 11月理事会会合、決定 106号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 
 

27.040.4.  新地区においてガバナーノミニーを選挙するための郵便投票 

新地区において、再編以前に当該クラブが使っていたのと同じ手続で、新地区設

立が有効となる前にガバナーノミニーを選出することが実際的でない場合、理事

会および理事会を代行する会長は、郵便投票の実施を承認し、1 名のガバナーを

指定して郵便投票の実施に当たらせるものとする（2007年 6月理事会会合、決定

226号）。 

 
出典：1981年 2月理事会会合、決定 282号 

 

27.040.5.  被選役職の候補者の失格 

会長または事務総長は、RI 細則第 11.070.5.項に従い、候補者が RI 選挙審査手続

の完了を待たずに「ロータリー以外の機関」に訴えたとの報告を事務総長が受理

し、証明した場合、理事会に代わり、RI 選挙審査委員会に照会することなく、

この候補者を失格とするものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1995年 11月理事会会合、決定 81号、1997年 6月理事会会合、決定 301号、2001年 6月理事会会合、

決定 326号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

27.040.6.  郵便投票による理事指名委員会委員の選挙 

理事会、および理事会を代行する会長は、RI細則第 13.020.9項に従い、郵便投票

で理事指名委員会の委員と補欠委員を選出することを、地区に許可することがで

きる（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 226号 

 

27.040.7.  理事ノミニー選出の期日の変更 

会長は、理事会に代わり、理事ノミニーの選出の期日を変更する権限が与えられ

ている（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 226号 

 

27.040.8.  国際大会での年次役員選挙が行われた後のガバナーノミニーの選出 

理事会は、ガバナーノミニーの選出が国際大会で行う年次役員選挙に間に合わな

かった場合、理事会に代わってガバナーとなるロータリアンを選出する権限を会

長に与える（2007年 11月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 32号 

 

27.040.9.  RI監査委員会委員の任命 
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RI 細則第 17.120.節およびロータリー章典第 30.080.節に従い、会長は、理事会に

代わり、RI 監査委員会委員を任命する権限が与えられている（2011 年 9 月理事

会会合、決定 140号）。 
 

出典：2009年 7月理事会会合、決定 14号、2011年 9月理事会会合、決定 140号 

 

27.040.10.  RI財務委員会への理事の任命 

RI細則第 17.010.項に従い、会長は、理事会に代わり、理事を RI財務委員会に任

命する権限が与えられている（2009年 7月理事会会合、決定 14号）。 
 

出典：2009年 7月理事会会合、決定 14号 

 

27.040.11.  RI執行委員会委員の任命 

理事会は会長に、執行委員会の委員および委員長を任命する権限を与えている。

この委員には、会長、会長エレクト、副会長、および財務長が含まれる（2013

年 10月理事会会合、決定 30号）。 
 

出典：2013年 6月理事会会合、決定 197号 

 

27.040.12.  会長指名委員会の空席補充 

RI細則第 12.020.5.項および第 12.030.9.項に従い、理事会は会長に、理事会に代わ

り、必要に応じて会長指名委員会の空席を補充するための委員を任命する権限を

与えている（2009年 11月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：2009年 6月理事会会合、決定 234号 

 

27.040.13.  委員会の空席補充 

RI 会長および（または）会長エレクトは、適切とみなされロータリーにとって

得策である場合、RI 細則に従い、委員会委員長と相談した後、および委員の業

績と参加の客観的水準に基づいた上で、委員会委員を任命および交代する権限が

与えられている（2017年 6月理事会会合、決定 160 号）。 
 

出典：2013年 6月理事会会合、決定 204号。2017年 6月理事会会合、決定 160号により改正 
 

 

 

27.050.  その他の活動 

 

27.050.1.  委員会委員長 

会長は、前年度に同じ委員会に奉仕したロータリアンを RI 委員会の委員長に任

命するよう推奨されている（2003年 5月理事会会合、決定 325号）。 
 

出典：1987年 6月理事会会合、決定 13号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 

 

27.050.2.  国際大会委員会 
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会長は、毎年、委員会が任命される国際大会あるいは国際会議の開催年度に就任

する会長エレクトと協議のうえ、RI 国際大会委員会および国際会議委員会の委

員長を任命するよう推奨されている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1966年 1月理事会会合、決定 90号 

 

27.050.3.  会員増加における RI会長の役割 

RI 会長は、新クラブの結成、会員の入会・参加促進のための達成と測定が可能

な具体的目標を定めるよう要請されている。これらの目標は地区ガバナーとクラ

ブ会長に伝達して適用してもらう（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 100 号。2006 年 2 月理事会会合、決定 137 号、2010 年 6 月理事会会

合、決定 182号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

 

引照 

 

31.040.  委員会の任命 

 

 

27.060.  年次テーマおよび目標 

 

27.060.1.  年次テーマ 

ロータリアンは、地区会合、印刷物、電子コミュニケーション、RI 役員による

「公式訪問」においては、年次テーマのみを提示し、これを強調するものとする。

ただし、地区大会およびロータリー研究会の推進に使用されるテーマは除く

（2015年 7月理事会会合、決定 19号）。 

 
出典：1997年 6 月理事会会合、決定 379号。2011年 1月理事会会合、決定 34号、2015年 7月理事会会合、

決定 19号により改正 

 

27.060.2.  年次目標 

次年度の年次目標を発表することは、会長エレクトの特権である。継続性が奨励

される。各ロータリー年度の RI およびロータリー財団の目標は、RI 会長エレク

トが管理委員長エレクトと協力して策定する。前年度の目標からの継続性が望ま

しい。 

 

会長エレクトは、次年度の RI とロータリー財団の合同年次目標を発表する。こ

の目標は、会長エレクトが会長に就任する前年度の最初の理事会会合において検

討され承認されるものとする（2016年 7月理事会会合、決定 13号）。 

 
出典：1961年 1 月理事会会合、決定 76号、1961年 1月理事会会合、決定 79号、2004年 11月理事会会合、

決定 58号、2006年 11月理事会会合、決定 35号、2011年 9月理事会会合、決定 37号、2013年 6月理事会会

合、決定 196号、2016年 7月理事会会合、決定 13号 

 

 

27.070.  職員の支援 
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27.070.1.  事務総長および上級マネジャーによる会長への支援 

会長は以下を行うものとする。 

 

1） 事務総長から、上級職員の役割と機能と責務、各部署の管理に関する現在の

計画と今後の計画案、および上級職員の雇用状況における変更について報告を受

ける。  

 

2） 事務総長から、RIの主要出版物で言及されている著しい変更について報告を

受ける。  

 

3） 予算に定められている収入と支出について大きな変更がある場合、事務総長

もしくは最高財務責任者から報告を受ける（2016 年 4 月理事会会合、決定 157

号）。 

 
出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 234号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

 

27.080.  財務 

 

27.080.1.  会長と会長エレクトへの支払いの見直し 

米国の所得税法を順守するため、理事会は、米国財務規定第 53.4958-6 項あるい

は時折影響を与える以後の規定に準拠するべく、該当する規定に明記されている

内容に従い、そうした支払いが「妥当なもの」と見なされるよう、会長と会長エ

レクトに支払われる金額を検討する。本件は、毎年、理事会の年度最後の会合で

審議され、理事会は毎回支払い金額を変更することを検討するものとする。 

 

会長と会長エレクトは各々、執行委員会の討議、それぞれ自分に関係する事項に

ついての執行委員会報告書の起草と承認、あるいはそれぞれ自分に関係する執行

委員会報告書の理事会による討議と採択には、参加しないものとする（2004 年

11月理事会会合、決定 58号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 450号。2004年 11月理事会会合、決定 58号により改正 

 

27.080.2.  クラブ訪問のための旅行 

RI 会長に招請状を出す地区とクラブには、RI の年次予算における経費予算で賄

われる項目について通知されるものとする。これらはすなわち、会長とその配偶

者への当該地区への往復の旅費、会長からエイド（補佐役）の要請があった場合

のエイドの地区内における交通費、および個人的な費用である。  

 

会長および会長エレクトによる訪問の招請状を出すクラブや地区の財政的負担は、

ホテル宿泊費、地上交通旅費、および食費である（1998年 6月理事会会合、決定

348号）。 

 
出典：1981年 5月理事会会合、決定 452号。1991年 7月理事会会合、決定 2号により改正 
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27.080.3.  旅行に同行する会長、会長エレクト、会長ノミニー、および事務総長

の配偶者 

ロータリーの家族のイメージを強調する、ロータリアンと、ロータリアン同士で、

さらにその配偶者との親睦を深める、ロータリー財団に代わって寄付増強活動を

支援する、地方メディアにおいてロータリーとそのプログラムの広報をさらに増

やす、ロータリーの家族への献身を伝える、配偶者のロータリーへの関与を奨励

する、ならびに男性および女性のロータリアンにアピールするという組織として

の目標を推進するため、会長の配偶者、会長エレクトの配偶者、会長ノミニーの

配偶者、および事務総長の配偶者は、ロータリーに関連する旅行に同行するよう

要請される（2012年 1月理事会会合、決定 160号）。 

 
出典：2010年 1月理事会会合、決定 167号。2012年 1月理事会会合、決定 160号により改正 

 

27.080.4.  配偶者がいない場合の、会長の成人の家族のための RIによる経費の支

払い 

会長と配偶者ならびに会長に配偶者がいない場合の経費の支払いが承認されるす

べての場合に、会長の裁量において、成人に達している会長の家族 1 名のために

支払いが承認される（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 10号  

 

27.080.5.  会長および会長エレクトの家族の国際大会への旅費の支払い 

RI は、会長および会長エレクトが国際大会に直系親族を同伴するにあたって発

生する諸費用、すなわち往復エコノミークラスの航空運賃（会長もしくは会長エ

レクトの親にはビジネスクラスの航空運賃）、1 日あたりのホテル代と食費、一

般登録費とその他国際大会関連の行事の費用を支払う。ただし、RI により支払

われる経費は、連続した 2 回の国際大会において第 1 年目に会長エレクト、第 2

年目に会長を務める同じ一人の役員の家族に対し、2年間に 20人までとする。こ

の費用は、大会予算の一部ではないものとする。直系親族とは、会長と会長エレ

クトおよびそれぞれの配偶者の両親、祖父母、実子と継子、孫、継孫、その兄弟

姉妹およびその配偶者のみが含まれる。会長および会長エレクトは、費用が支払

われる人物のリストを事務総長に提供し、事務総長はそれを基に受領資格を確認

するものとする。本条項に基づいて弁済される経費については、受給者が支払う

一切の税金も含まれる（ただし税率は上記に掲げられた項目の 46％を超えては

ならない）（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1990年 11 月理事会会合、決定 190号、1999年 11月理事会会合、決定 197号、2002年 11月理事会会

合、決定 176号、2005年 6月理事会会合、決定 330号。1991年 11月理事会会合、決定 154号、1995 年 2月

理事会会合、決定 199号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

27.080.6.  「資格のない人物」の家族への報酬 

事務総長は、法令の規定により、会長、会長エレクト、事務総長、副事務総長、

すべてのゼネラルマネージャー、および最高投資責任者として定義される「資格
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のない人物」として特定される個人に関連した家族に対する報奨を毎年検討する

ものとする（2018年 1月理事会会合、決定 73号）。 

 
出典：2017年 9月理事会会合、決定 31号 

 

 

27.090.  会長諮問委員会 

会長は、会長に助言を行う元会長から成る、あるいは元会長を含む、極めて経験豊富な

独立したロータリアンによる小人数の諮問委員会を選任することができる（2003年 5月

理事会会合、決定 325号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 317号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 
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第 28 条  国際ロータリー理事会 

 

28.005.  理事会に関連する方針 

28.010.  理事の選出方法 

28.020.  オリエンテーションとガバナンス研修 

28.030.  会合 

28.040.  国際ロータリー理事会の職務内容 

28.050.  理事会の決定に対する提訴 

28.060.  配偶者の研修およびロータリー会合への出席 

28.070.  理事とガバナーの関係 

28.080.  理事と地域リーダーの関係 

28.090.  利害の対立に関する方針 

28.100.  倫理規範 

28.110.  RI理事と役員の補償 

 

 

28.005.  理事会に関連する方針 

理事会は、第 28.005 節に定められた理事会の職務に関する方針を採択した。これらの

方針は、毎ロータリー年度の理事会の第 1 回会合において検討すべきであり、以下の通

りである。 

 

A.  国際ロータリーの構造 

 

国際ロータリーは、加盟クラブから構成される非営利組織である。当組織は、その会員

クラブの利益を代表し、保護し、包含し、推進し、会員クラブに奉仕するために存在す

る。当組織は、指導者のためにあるのではなく、その会員のためにあるのであって、会

員は、誰が指導者となり、組織レベルにおけるこれら指導者の代表者を誰が務めるかを

民主的な手続きを通じて決定する。 

 

指導者は、その代わりに、会員の利益に影響を与え、会員にとって最も有益な方針と財

政的な決定を行う。RI において、これらの指導者は当組織の中央役員、すなわち、会

長、理事会の他の理事、および事務総長である。理事会は、RI の委員会構成を通して

助言と指針を受け、事務総長とその職員が理事会の決定の実施を支援する。 

 

組織的に、職員は RI の方針立案あるいは意思決定の機構の一部ではない。むしろ、職

員は、組織の管理運営機構を表すものであり、事務総長の指示に従う。とはいえ、職員

は、意思決定者のために基礎資料を提供したり、情報提供者となったり、また、適宜、

所見を述べたり、提案や推奨を行うことによって、意思決定手続きを援助する役割を果

たす。 

 

優れた管理の実践においては、方針立案または意思決定の機構を運営機構から切り離す

ことが必要である。なぜなら、両者は管理運営においてそれぞれ異なった目的と役割を

持つからである。二つの機構が重ならず、相反しない場合に、組織の最善の利益が図ら
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れる。事実、当組織の管理運営は、その機構の各レベルが意図した通りに機能したとき

に、最も円滑となる（2013年 7月理事会会合、決定 11号）。 

 
出典：1999年 7月理事会会合、決定 9号。2004年 11月理事会会合、決定 58号、2011年 7月理事会会合、決定 8号、

2013年 7月理事会会合、決定 11号により改正 

 

 

 

B.  RI 理事会の役割 

 

RI の定款および細則は、当組織の理事会に対して一定の任務と責務を課すとともに、

これらの任務と責務を遂行するために理事会に対して一定の権限を与えている。 

 

本定款および細則、1986 年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正に従って、RI

の業務ならびに資金は理事会の指示と管理の下に行うものとする（RI 定款第 6 条第 2

節）。   

 

RI理事会は、以下の目的のために必要なあらゆることを行う責任を負うものとする。 

 

 RIの目的の推進 

 ロータリーの目的の達成 

 ロータリーの基本原則の研究と教育 

 ロータリーの理想、倫理および独創的組織の保全、ならびにロータリーの全世界へ

の拡大 

 

RI定款の第 3条の目的を果たすため、理事会は長期計画を採択するものとする。理事会

は各ゾーンにおける戦略計画の実施を監督するものとする。理事会は、規定審議会にお

いて戦略計画の進捗について報告するものとする（RI細則第 5.010 項）。理事会は、定

期的に戦略計画を見直すものとする。 

 

理事会は、次の方法によって RI の業務を指示、管理する。（a）組織の方針を設定する

こと。（b）組織の方針の実施を評価すること。（c）定款、細則、1986 年イリノイ州

非営利財団法およびその後の改正によって与えられた権限を行使すること（RI 細則第

5.040項）。 

 

理事会は、RI の役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員の全部に対する総括的管理

および監督を行うものとする（RI細則第 5.040項）。 

 

理事会は、事務総長を選任する（RI細則第 6.030項）。 

 

クラブの管理は理事会の総括的監督下にあるものとする（RI定款第 8条第 2節）。 

 

任務と責務を遂行するにあたって、理事会は、多くの方法で機能する。 
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1.  理事会は、組織の方針立案者として機能する。規定審議会、決議審議会、および国

際大会が立法案および決議案を審議、決定することで組織の立法機関を成す一方、

新しい方針の立案と策定、現行の方針の見直し、さらに適切な場合には方針を修正

するためにより頻繁に招集されるのは理事会である。 

 

2.  理事会は、組織のためのプログラムを計画する機関として機能する。理事会は、短

期と長期の両方の目標と目的を定め、新規のプログラムの提案と現行のプログラム

の変更について検討する。理事会は、新規のプログラムを定め、現行のプログラム

を見直すことができ、あるいは目的を果たし終えたか、もはや実行可能と思われな

いプログラムを廃止することができる。 

 

3.  理事会は、財務を管理し、組織の年次予算（このうち人頭分担金は規定審議会にお

いて加盟クラブにより決められる）を採択する。 

 

4.  理事会は、ロータリーの理想とプログラムを推進するにあたって組織の擁護者とし

ての役目を務める。方針とプログラムをつくるのみならず、組織の基本的理念と綱

領を推進して広め、プログラムへの支持を得られるようにするにあたって、組織の

代表としての役目を務める責任がある。  

 

5.  理事会とその個々のメンバーはまた、組織の目的を推進するにあたり、組織の指導

者、その役員と委員会、加盟クラブ、およびロータリアン一般の意欲を喚起する責

任がある。この役割においては、理事会が行動の率先者となる。 

 

6.  理事会は、理事会の注意を要すると思われるロータリーの問題や動向を特定する

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226

号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2013年 7月理事会会合、決定 11号、2016年 4月理事会会合、決定 157号、

2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

C.  理事会および RI の立法手続き 

 

RI 細則に規定されている通り、RI 理事は、審議会の投票権を有しない議員である。理

事は、審議会において自地区のクラブの代表議員を務めることはできない。理事の主な

責務は、理事会のメンバーとしてものである（第 59.031.1項を参照）。 

 

1.  RI の方針立案機関としての理事会の機能と調和させながら、RI の立法手続きにおい

て効果的な指導力を発揮することは、RI理事会の責任である。 

 
2.  理事会により提出される立法案および決議案は、以下の主題に限られるものとする。 
 

a.  管理運営的な性質をもち、理事会の機能あるいは国際ロータリーの組織のいずれ

かに関連したものであること。 

 

b.  ロータリーのプログラムに幅広い影響を与えるものであること。  
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3.  理事会は、審議会の審議において、理事会が提出した立法案または決議案を推進す

るための対策を講じるものとする。 

 

4.  理事会は、以下の場合に、未決の立法案または決議案に対する賛否を表明するため、

理事会を代表して審議会で発言する役職を設けるか、または理事会のメンバーを編

成することができる。 

 

a.  理事会が提出した立法案または決議案の場合。 

 

b.  他の者により提出され、理事会が組織の利益にとって関連があるものであると見

なす案件の場合。   

 

理事会は、かかる件に関して両審議会の審議に積極的に参加するものとする。 

 

5.  審議会の審議における理事による参加は、個人の見解を反映したものというよりも、

むしろ理事会を代表するものである。さらに、 

 

a.  理事会による案件がさらなる説明を必要とすると規定審議会または決議審議会の

議長が考える場合、会長は、理事会を代表して発言する理事を指名することがで

きる。 

 

b.  規定審議会または決議審議会の会合において理事会の批判がなされた場合、理事

会はかかる批判に対し、指定された代弁者を通じて応答することができる。 

 

c.  理事会が審議会による審議から案件を撤回する場合、理事会による撤回の理由に

関して、指名された代弁者が説明を行うことができる。 

 

6.  審議会の指示によって理事会により提出される立法案または決議案に関し、理事会

は、このような指示に従ってかかる案件を提出していることを明確に説明するものとす

る。 

 

7.  非常事態における立法案として理事会により提出される制定案と見解表明案は、明

らかに非常事態に関わる事柄に限られるものとし、また理事会は、かかる非常事態

における立法案の必要性に関して規定審議会に情報を提供するものとする（2016 年

9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999年 7月理事会会合、決定 9号。2003年 5 月理事会会合、決定 325号、2016年 9月理事会会合、決定 28号

により改正 

 

D.  理事会に提出される項目のための基準 

 

理事会の主な役割は、RI のために方針を決定し、方針の実施および管理と運営につい

て理事会に対し責任を負う事務総長による、方針の実施を評価することである。 
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理事会が最も効果的に機能するのは、理事会が組織のレベルにおいて方針とプログラム

に関する事項に時間を費やし、関心を向けることができる時であり、事務総長に権限が

委譲されている通常の業務や管理運営的な性質の事柄に相当な時間を費やすために招集

されるのではない。理事会が関心を払う必要のある事柄のみに重点を置くことができる

よう、理事会会合の議題に含めることができる項目を決めるのに役立つ基準が存在する。 

 

1.  理事会による検討のために提出される項目は、以下の各所から提出される。 

 

a.  個々のロータリークラブ（請願書による） 

b.  ロータリー地区大会 

c.  現、元、次期 RI役員のためのロータリー研究会 

d.  規定審議会または決議審議会 

e.  RI委員会 

f.  ロータリー財団管理委員会 

g.  RIBI審議会 

h.  事務総長を含む現 RI中央役員 

i.  現 RI役員 

j.元 RI中央役員 

k.理事会のすべての委員会 

上記の人物以外の個人が、理事会会合の議題項目を提出することはできない。  

 

2.  理事会は、書面による案件および背景情報に基づいて項目を検討する。適切な場合、

理事会による決定措置への提案と推奨もこれに含まれる。直接に案件を提示するの

が理事会の検討に役立つと会長が判断した場合を除き、理事会は、理事会会合で直

接発表したいというグループや個人を迎え入れることはない。 

 

3.  理事会に代わって決定を行う権限が、理事会より会長、執行委員会、事務総長のい

ずれかに与えられている項目は、理事会に報告されるものとする。 

 

4.  理事会の会合で審議される議題に含まれた項目は、通常、以下の事項に関係あるい

は関連する項目に限られるものとする。 

 

a.  規則により理事会に課せられ、また理事会により権限が委譲されていない任務と

責務 

b.  新しい方針の立案、あるいは現行の方針の改正または終結 

c.  国際組織としての短期および長期計画 

d.  RIの新プログラムの設置、現行プログラムの改正、あるいは以前に理事会により

設置されたプログラムの終結 

e.  理事会により採択された RI予算に組み入れられていない支出の許可、あるいは以

前に理事会により承認された予算の割当の修正 

f.  規定審議会による決定を要する RI方針、手続き、プログラムの変更 

g.  ロータリー財団のプログラムおよび支出 

h.  内部監査に関する事項 
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5.  事務総長の任務と責務の範囲内にあると妥当に見なすことのできる管理運営の性質

を有する全項目は、必要に応じ、決定を仰ぐため事務総長に付託されるものとする。

こうすることによって、かかる項目に対する理事会の仕事を軽減し、国際組織の理

事会による審議が規定により義務づけられている方針立案の性質を有する項目の審

議と決定のために、その会合の時間を費やすようができるようにする。  

 

6.  理事会の承認を必要とするクラブまたは個人からのプログラムの提案は、事務総長

により適切な諮問委員会の審議に付託され、理事会への報告が行われるべきである

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 61 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58

号、2011年 5月理事会会合、決定 191号、2011年 7 月理事会会合、決定 8号、2013年 7月理事会会合、決定 11号、

2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

E.  理事会により行われる決定 

 

国際ロータリーの理事は、いかなる議題の審議においても、理事会によって決定が下さ

れるまでは、個々の理事としての立場でいることができるが、決定が下された後には、

決定は、理事会全体の決定として見なされ、報告され、話し合われることになる。決定

に至るまでの個々の理事の票や発言は、極秘とされ、公表されることはないものとする。

理事会会合に出席する職員も、上記と同じくこれを極秘に保つよう期待されるものとす

る。ただし、理事は、無記名投票の場合を除き、自分の票を記録に残すことができる。

無記名投票を行うための動議について、理事は、かかる無記名投票に対する反対意見を

記録することができる。 

 

すべての決定は、別段の規定がない限り、その決定が行われた会合の終了後直ちに有効

となる（1999年 8月理事会会合、決定 43号）。 

 
出典：1999年 7月理事会会合、決定 9号 

 

F.  理事会会合における同意項目 

 

定例会合において審議される項目のリストを含め、議事項目資料が事前に用意される理

事会の各会合において、理事会は、全体の同意により、すなわち議題について一般的な

審議を行うことなく決定草案に賛成することにより、1 つまたは複数の議題項目の決定

を行うことができる。 

 

同意項目の目的は、理事会が、一般的に同意されている項目について迅速な決定を行い、

かかる項目の審議を行う必要がないようにすることである。 

 

同意項目の手続きは、以下の方法で進められるものとする。 

 

1.  各会合に先立ち、事務総長あるいは指定された職員が、議事項目リストから、理事

会が同意により決定を下すことのできると思われる項目の提案リストを作成する。
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このリストは、会長により承認されなければならず、事前の議事項目資料とともに

理事に送付されなければならない。 

 

2.  同意項目のリストは、理事会会合の初めに提出され、理事がその時点で項目を同意

リストから除くよう要請することができる。理事がリストの項目について明確な説

明を希望し、一般的な話し合いを行うことなく明確な説明を提供することができる

場合、その項目は同意リストから除く必要はない。同意リストから除かれた項目は、

理事会の適切な委員会へ付託され、そこで審議され、理事会へ提案が行われる。 

 

3.  議事項目は、会長により理事会の委員会へ付託することができ、そこで審議され、

理事会へ提案が行われる。審議されるそれぞれの項目について、同委員会は、理事

会に提案される決定を起草すべきである。 

 

4.  同委員会から提案される草案は、この草案を審議するための理事会会合に先立ち、

あらかじめ理事会に提供される。かかる草案から二回目の同意項目のリストが理事

会の審議のために事務総長により用意される。理事は、理事会による全面的な審議

と決定を行うために、同リストから 1 件またはそれ以上の決定案を削除するよう要

請することができる。  

 

5.  会長または他の理事の提案に基づき、理事会は、審議に十分な時間が取れない、あ

るいは決定を下す前に理事会が追加の資料を必要とすると考える場合には、かかる

議事項目を次回の会合まで延期することができる（1999 年 8 月理事会会合、決定 43

号）。 

 
出典：1999年 7月理事会会合、決定 9号 

 

 

G.  理事会の議事手続き 

 

1.  理事会会合が開始されるおよそ 45 日前までに、会長は、理事会がその会合で審議す

ることが提案されているすべての議事項目を検討するために、事務総長と会合する

ものとする。 

 

2.  RI 理事会の審議のためのすべての事前の議事項目資料は、国際ロータリーの資本ま

たは運営予算に財政的影響を与えるものについては、財務的影響の分析を行うため

に、理事会会合に先立ち最高財務責任者を通じて財務業務部へ提出しなければなら

ない（第 68.010.5項を参照）。 

 

3.  事務総長は、特定の会合における理事会による審議項目の提出期限を定めるものと

する。事務総長は、理事会が承認した形ですべての事前の議事項目資料を、会合の

前に理事会ガバナンスソフトウェアを通じて各理事が入手できるよう計らうものと

する。ただし、十分に納得できる理由により事前に用意できず、会議の時に提供さ

れる案件を除く。 
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4.  会長は、理事会が審議するすべての議事項目を、理事会の管理運営、プログラム、

執行の各委員会に付託するものとする。ただし、案件が理事会の全体会議によって

のみ審議されることを会長が指示してもよいことが前提である。 

 

5.  これらの委員会は、理事会の審議のために、各案件に決定の草案を提案するものと

する。委員会の提案が全会一致でない場合、同提案は委員会の票数を明記するもの

とする。 

 

6.  理事会の会合の議題は、会長、あるいは会長により指名された者が決めるものとす

る。議事項目は、個々の理事、事務総長、およびロータリー章典第 28.005 節の段落

D.1 の下に記されている他のグループまたは個人が提案することができる。理事は、

会期中に議題に項目を追加することができる。遅れて提出されたかかる項目は、理

事会の審議に先立つ 1 日前までに理事会へ提出されるようあらゆる努力が払われる

ものとするが、理事から要請があれば、その審議を少なくとも 1 時間の休会の後ま

で遅延することができる。 

 

7.  会長は、理事会による変更の可能性があることを前提に、議事項目の審議の順序を

決めるものとする。 

 

8.  理事会の委員会は、特定の期間内に指定案件の審議を終えるべくあらゆる努力を払

うものとする。この期間内に審議されなかった案件は、同委員会による提案なしに、

全体会議に付議されるものとする。 

 

9.  理事の第一の責任は、自身の委員会に対するものである。しかし、当人が特定の主

題に関心あるいは専門的な知識があり、かかる委員会の審議に役立つと思われる場

合には、他の委員会の会合に出席することが奨励されている（2017 年 6 月理事会会

合、決定 149号）。 

 
出典：1999年 7月理事会会合、決定 9号。1999年 8月理事会会合、決定 37号、2000年 2月理事会会合、決定 275号、

2002 年 6 月理事会会合、決定 247 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 61 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 37 号、

2005 年 11 月理事会会合、決定 41 号、2006 年 7 月理事会会合、決定 10 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号、

2010 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号、

2016年 4月理事会会合、決定 157号、2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 

 

 

28.010.  理事の選出方法 

 

28.010.1.  RI理事の任務と責務についての宣言 

各理事候補者および理事指名委員会の招集者には、RI 細則およびロータリー章

典に定められた理事の任務と責務の概要が提供されるものとする。理事候補者を

推薦するために使用される所定の書式には、候補者が、時折改正されるその任務

と責務について読み、理解し、順守することに同意したことと署名する宣言欄が

含まれていなければならない（2002年 2月理事会会合、決定 164号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 318号。2001年 11月理事会会合、決定 53号により改正 
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28.010.2.  指名委員会委員を務める資格のあるパストガバナーがいない場合 

RI細則第 13.020.3項に示されている、地区の指名委員選出のための資格を満たす

パストガバナーがいない場合、現ガバナーが事務総長に当該地区からの選出のた

めに RI 細則第 13.020.3 項の資格条件を満たすパストガバナーがいない旨を書面

で証するならば、特に指名委員会委員として不適格ではないパストガバナーが務

めることができる（2001年 11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 313号 

 

28.010.3.  理事指名委員会への氏名の提出 

RI 細則第 13.020.6.項にかかわらず、RI 細則に定められた 6 月 1 日を理事指名委

員会の委員の氏名を提出する期限として確定する。期限以降にガバナーによって

指名が提出された個人（RI 細則第 13.020.8.項の規定を除く）は、理事指名委員

会の委員として務めることはできない（2011年 9月理事会会合、決定 34号）。 
 
出典：2009年 11月理事会会合、決定 38号。2011年 9月理事会会合、決定 34号により改正 

 

28.010.4.  理事指名委員会の経費 

事務総長は、理事指名委員会の各招集者に米貨 1,500 ドルを支給するものとする。

これは、会場使用料、休憩時の軽食、会合中委員あたり 1 食分の食費をはじめ、

委員会の会合の手はずを整えるにあたって招集者が負担した郵便代、印刷代、電

話代、および雑費のために充てることができ、経費明細報告書を提出することに

よって支払いを受けることができる。 

 

RI は、招集者以外の指名委員会委員の経費を支払うことはない。各地区は、指

名委員会委員の経費を負担するよう奨励されている（2007 年 11 月理事会会合、

決定 52号）。 

 
出典：1998年 7月理事会会合、決定 16号、2002年 11月理事会会合、決定 57号。2007年 11月理事会会合、

決定 52号により改正 
 

28.010.5.  理事指名委員会の職務遂行のための指針 

 

A.  会合前 

 

1.  招集者は、RI 理事会により決められた時（9 月 15 日から 30 日までの間とす

る）と場所で委員会が会合するために必要な手はずを整えるものとする。 

 

2.  招集者は、指名委員会が審査するためにクラブが提出する推薦候補者の氏名

を招集者が受理する最終期日（9月 1日）の後できるだけ早く、招集者がまと

めた推薦書式の写しを他の委員に送付するものとする。 

 

3.  指名委員会の会合に先立ち、推薦候補者に関して委員の間でのその他の連絡

あるいは情報の交換は一切するべきではない。 
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4.  会合時に先立って推薦候補者の資格を検討するにあたり、委員は公式推薦書

式に記入されている情報のみを考慮すべきである。候補者が対等に審査され

るよう、指名委員会および個々の委員は、公式推薦書式に添付されたり、あ

るいは委員が受け取る可能性のある補足の説明資料、ちらし、陳述書などを

考慮に入れるべきではない。 

 

5  全候補者の個人面接が義務付けられている。ただし、候補者本人が委員会との

面接に現れることができない酌量すべき事情（急病または家族の死去など）

が発生した場合、委員会は当該候補者と電子的媒体を利用して面接を行うた

めに最善の配慮をするものとする。面接を受けていない候補者は委員会によ

って選出されることができない。 

 

6  委員会は各候補者に同じ質問をし、各面接に同じ時間を割り当てるよう計らう

ものとする。委員会はまた、すべての面接を同日に、または候補者の人数に

よって必要であれば連続した日に、同じ場所で実施するよう計らうものとす

る。この場所はゾーン内の立地条件のよい場所とする。 

 

B.  会合 

 

1.  招集者が会合の開会を宣言し、委員会の責務とその会合で果たすべき仕事を

確認した後、最初の議事手続きは、指名委員の中から委員長を互選すること

である。委員長の選出は無記名投票によって実施するものとする。各委員は、

委員長を選ぶために 1 票を投じるものとする。招集者および招集者が任命し

た補佐が、票数を集計して結果を発表するものとする。委員の誰も過半数の

票を得ていない場合、得票数上位 2 名に対して 2 回目の投票が行われるもの

とする。委員会が以下の基準を慎重に順守、適用することを確認することが

委員長の任務であるとする。 

 

2.  委員会が審議を始める前に、委員長は委員に、候補者または候補者を代理す

る者から接触があったか、直接・間接を問わず指名委員に影響を及ぼす活動

を認知しているかを質問し、認知している場合にはその場でこれらの活動に

ついて委員会に知らせるよう求めるものとする。 

 

3.  正規に選ばれた指名委員、および委員が必要とする通訳以外は、いかなる者

も委員会会合中に出席できない。 

 

4.  各候補者に問われる質問は、会合の開始時に委員全員が出席している状態で

作成するものとする。 

 

5.  委員会は、候補者 1 名につき 30 分以内の面接を行うものとする。委員長は面

接の間のタイムキーパーを任命するものとする。 

 

6. 面接を終えて会長選出の投票を行う前に、委員会は各候補者の資格条件を十

分に審査すべきである。委員は、互いに候補者に関する個人的な知識を分か
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ち合うよう奨励されている。委員長、あるいは委員長により任命された委員

は、候補者の資格に関して正確な情報を確認するために候補者に連絡するこ

とができる。委員会が審議手続を開始した後は、ノミニーが選出されるまで

委員は退室すべきではない。 

 

7.  指名委員会は、最適な候補者を選出するよう努め、候補者を選考するにあた

って以下を考慮すべきである。 

 

a.  RI理事の職務内容に記載された資格要件、主な任務および責務 

b. 候補者の選出において RI 会長指名委員会が当該年度に使用するために RI

理事会が作成した質問  

c.  候補者のロータリーに対するビジョンおよび目標 

d.  候補者のスキル、能力、経験が、どのように RI理事会に特定または独特な

才能をもたらすか 

 

8.  候補者全員に関する話し合いの後、委員長は、候補者の氏名がアルファベッ

ト順に記載された投票用紙を配布し、6 名の候補者に投票するよう各委員に

指示するものとする。本段落に基づいて行われる投票は、すべて無記名投票

で行われるものとする。委員長および補佐は、結果を一覧にし、得票数の上

位 6 名を発表するものとする。各候補者についてさらに委員会で審議し、委

員長は残った候補者以外の氏名をすべて消した投票用紙を配布するものとす

る。各委員は、4 名の候補者に投票するよう指示されるものとする。委員長

が投票の結果を発表した後、候補者が 2 名に減り、最終的に 1 名が選出され

るまで同様の手順が取られるものとする。前述に関わらず、少なくとも 6 名

の委員が要請した場合はいかなる時点でも、既に前回の投票で落選した候補

者を再検討することができる。投票は、2名の候補者が残り、最後の 2名の候

補者のうち 1 名が少なくとも投票数の 60%以上を獲得するまで続けられなけ

ればならない。これは、たとえ前回の投票で投票数の 60%以上を獲得した候

補者がいたとしても、適用される。最後の票決で 2 位となった者は補欠候補

者とはみなされないものとする。候補者が 6 名に満たない場合、本節におけ

る投票は、候補者数が実際の候補者より 1 名少ない段階の投票から始めるも

のとする。 

 

9.  補欠候補者を選出するには、選出された当初の 6名のうち残った 5名の各候補

者についてさらに委員会で審議し、委員長は残った候補者以外の氏名をすべ

て消した投票用紙を配布するものとする。各委員は、4 名の候補者に投票す

るよう指示されるものとする。委員長が投票の結果を発表した後、候補者が

2 名に減り、最終的に 1 名が選出されるまで同様の手順が取られるものとす

る。前述に関わらず、少なくとも 6 名の委員が要請した場合はいかなる時点

でも、既に前回の投票で落選した候補者を再検討することができる。投票は、

2 名の候補者が残り、最後の 2 名の候補者のうち 1 名が少なくとも投票数の

60%を獲得するまで続けられなければならない。これは、たとえ前回の投票

で投票数の 60%を獲得した候補者がいたとしても、適用される。候補者が 5
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名に満たない場合、本節における投票は、候補者数が実際の候補者より 1 名

少ない段階の投票から始めるものとする。 

 

10. 委員会会合の終了に先立ち、委員長は、委員会を代表して、候補者が指名さ

れ選出された場合に RI理事を務める意思と能力があるかどうかを判定するた

め、委員会が選出した当人に電話で連絡を行うべきである。 

 

C.  委員会会合後 

 

1.  委員会会合の直後に、委員長は、すべての候補者に対し、RI 理事として選出

された候補者について通知するものとする。 

 

2.  委員会会合の終了後できるだけ早く、委員長は、ノミニーの氏名、住所、お

よび受諾を事務総長に送付するものとする。委員長は、後日、理事のノミニ

ーとして選出された候補者の氏名を記載した書面による委員会報告書を事務

総長に提出するものとする。これには、指名された候補者が委員会の連絡を

受け、指名され選出された場合に RI理事を務める意思と能力があることを表

明した旨の文書を含める。またこの報告書には、委員会の知る限りにおいて、

選出された候補者が当選するための選挙運動を禁ずる RIの規定に違反してい

ないことを明記すべきである。指名委員会の書面による報告書は、同委員会

の会合の 10日後までに事務総長に提出しなければならない。 

 

3.  選出された候補者と補欠の推薦書式および残りの候補者の推薦書式は、事務

総長に送付するものとする。補欠候補者の氏名は、特に極秘扱いとされなけ

ればならない。 

 

4.  委員は、委員会内における審議内容をいかなる時も誰にも話してはならず、

すべての候補者に通知がなされるまではノミニーの氏名を明かしてならない

（2017年 6月理事会会合、決定 156号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 142 号。2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2017 年 1 月理事会会

合、決定 91号、2017年 6月理事会会合、決定 156号により改正 
 

 

28.020.  オリエンテーションとガバナンス研修 

 

28.020.1.  理事エレクトのオリエンテーション 

理事会における任期が始まる前の年度中、RI 理事は、事務局から情報資料の郵

便物を受け取り、また、会長エレクトあるいは会長エレクトにより指名された現

職の理事、および事務総長の監督の下で、オリエンテーションを受けるものとす

る。理事エレクトはまた、招かれた場合、理事会の会合にオブザーバーとして出

席するものとする。 

 

理事エレクトのための年次オリエンテーションの一環として、理事会の役割と責

務に関する情報が強調されるべきである。事務総長は、非営利団体の理事会のメ



ロータリー章典  ページ 156 

2018年 10月 

 

ンバーとしての法的責務と受託者としての責務に関する情報を含め、また年度を

通じて必要に応じて理事に最新情報を提供すべきである。 

 

各オリエンテーションプログラムは、職員／ボランティアの役割と期待事項およ

び理事の倫理的責務に関するセッションを含むものとする。このセッションは、

運営審査委員会の委員長または同委員長が指定した人が、事務総長または事務総

長が指定した職員と協力して実施するものとする（2017年 6月理事会会合、決定

159号）。 

 
出典：1987年 6月理事会会合、決定 334号、1995年 11月理事会会合、決定 63号、2001年 6月理事会会合、

決定 318号。2001年 11月理事会会合、決定 53号、2004年 11月理事会会合、決定 47号、2016年 4月理事会

会合、決定 157号、2016年 9月理事会会合、決定 35号、2017年理事会会合、決定 159号により改正 

 

28.020.2  年次ガバナンスセミナー 

理事会は、理事および理事エレクトのための年次ガバナンスセミナーを開催する

ものとする。このセミナーは外部のガバナンス専門家が進行役を務め、理事会メ

ンバーとしての理事の倫理的責務に関する研修を含む（2017年 9月理事会会合、

決定 24号）。 

 
出典：  2017年 6月理事会会合、決定 159号 

 

 

28.030.  会合 

 

28.030.1.  理事会会合の場所 

理事会会合は、通常、世界本部、または国際協議会か国際大会の開催地周辺にお

いて開かれるものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1989年 5月理事会会合、決定 363号。2000年 5月理事会会合、決定 458号、2000年 8月理事会会合、

決定 43号も参照のこと 
 

28.030.2.  理事会会合の日付と場所 

理事会は、毎年、ロータリー年度の 2 回目の会合において、翌年度の理事会会合

の日付と場所を検討し、決定するものとする。可能であれば、理事会の会合が四

半期ごとに開催されるように間隔を空ける（2011 年 5 月理事会会合、決定 187

号）。 
 

出典：2000年 2月理事会会合、決定 267号。2011年 5月理事会会合、決定 187号により改正 

 

28.030.3.  規定審議会の前の理事会会合の延長 

規定審議会の前年 10 月の理事会会合は、以下の目的のため、必要に応じて延長

することができる。 

 

1)  規定審議会の物理的手配と手続き面について審議会議長と協議するため 

 

2)  RI細則第 7.050.項に従い、すべての立法案を審査するため 
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3)  定款・細則委員会および理事会の規定審議会諮問委員会の推奨案を検討する

ため 

 

4)  規定審議会の前に理事会アドバイザーとオリエンテーションおよび研修を開

始するため（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。2006 年 2 月理事会会合、決定 148 号、2007 年 6 月理事会会

合、決定 226号、2015年 10月理事会会合、決定 47号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

28.030.4.  委員会による理事会の議事項目の事前審議 

理事会の管理運営委員会、プログラム委員会、執行委員会は、第 28.005の G.5お

よび 6項に従い、会長から付託されるすべての項目を審議するものとする。 

 

理事会の委員会は、指定された案件の審議を特定の期間内に終えるよう、あらゆ

る努力を払うものとする。この期間内に審議されなかった案件は、委員会による

提案なしに、全体会議に付議されるものとする。 

 

委員会の審議終了後、理事は、オブザーバーとして理事会の他の委員会の会合に

出席するよう奨励されている。 

 

全員による長い審議が必要である場合を除き、あるいは委員会による案件の審議

中に用意されていなかった確かな情報を理事が有している場合を除き、理事は、

通常、同僚理事の委員会が既に十分に審議した議事項目に関しては簡単な討議で

済ませることに同意すべきである（2012年 1月理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 168 号。2002年 11月理事会会合、決定 61号、2008年 6月理事会会

合、決定 227号、2012年 1月理事会会合、決定 158号により改正 
 

28.030.5.  理事会会合の議事運営手続 

理事会は、会合の実施のために以下の議事運営手続を採択している。「Robert’s 

Rules of Order Newly Revised」の現在の版が、以下に示されていない件に関する

理事会の議事運営の権威となるものとする。 

 

議事運営の動議に関する簡易表 

動議 支持表明の必要性 討議 修正 投票 

散会 必要 不可  不可 過半数 

休憩 必要 不可 可 過半数 

討議終了 必要 不可 不可 3分の 2 

保留（または延期）  

必要 

 

可 

 

可 

 

過半数 

委員会への付託 必要 可 可 過半数 

修正の修正 必要 可 不可 過半数 

修正または入替 必要 可 可 過半数 

撤回（または無期延

期） 

 

必要 

 

可 

 

不可 

 

過半数 
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主な動議 必要 可 可 過半数 

再審議 必要 可 不可 過半数 

無効 必要 可 可 過半数 

 

会合の一般議事に関する動議 

議案の順位なし 

議事運営手続に関す

る審問 

不必要 不可 不可 なし 

議事進行に関する疑

義の提出 

不必要 不可 不可 なし 

動議の撤回または修

正 

 

不必要 

 

不可 

 

不可 

 

過半数 

動議の分割 不必要 不可 可 過半数 

（2002年 11月理事会会合、決定 55号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 137号、2002年 11月理事会会合、決定 55号 

 

28.030.6  電子投票 

理事会は、議題のうちすべての重要な案件について電子投票を利用するものとす

る。いずれの理事も、支持（セカンド）または討議を要さずに、いかなる案件に

ついても電子投票を要請できる（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：  2017年 6月理事会会合、決定 159号 

 

28.030.7  理事会と職員との協力 

会長は、理事および上級職員との年に一度の社交行事を予定し、親睦を深め前向

きな仕事上の関係を促進する機会を提供するよう求められている。このような行

事は、理事会のリトリート時に、理事会ガバナンス研修に付随して、または定期

理事会の前または会期中に、あるいはそれ以外の会長が指定した時に開催すべき

である。 

 

可能であれば、理事は、事務局職員に対して新しいプロジェクトまたは情報や援

助の要請をする前に、適切な上級管理職員に相談すべきである。この手続きによ

って、職員の優先業務、責務、責任を維持することになる。ただし、同様の事柄

について通常の職務上の関係が既に理事と職員の間で築かれている場合には、こ

の手続きは必要とされない。理事は、上級職員へ新たな要請を伝えるために、引

き続きコーポレートガバナンス部門を利用することができる（2017年 9月理事会

会合、決定 30号）。 

 
出典：1990年 3月理事会会合、決定 136号。2013年 10月理事会会合、決定 30号、2017年 9月理事会会合、

決定 30号により改正 

 

 

28.030.8.  理事会会合後の活動 
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事務総長は、その会合で理事会が行ったすべての決定を、閉会後に、確認のため

に理事に配布するよう確認するものとする。事務総長は、理事会の各会合後 60

日以内に議事録を作成し、これを印刷して提供する。議事録の補遺資料は、関連

するかかる補遺資料を公式の議事録にのみ添付することを理事会の決定で特に明

記している場合に限り、公式の議事録にのみ添付するものとする（2016年 4月理

事会会合、決定 157号）。 
 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 282 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 404 号、1999 年 11 月理事会

会合、決定 120号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

28.030.9.  理事会の決定の発効日 

理事会の決定は、各理事会会合の終了直後に有効となる。ただし、決定が 7 月 1

日（またはそれ以後）に有効となる第 1 回目の理事会会合はこの例外とする

（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 
 

出典：1998年 6月理事会会合、決定 404号 
 

28.030.10.  RIウェブサイト上の議事録 

理事会の議事録は、会合から 60 日以内に RIウェブサイトに掲載されるものとす

る。「公式議事録にのみ添付される」と指定されている補遺資料はこの限りでは

ないが、RI細則第 5.020.節に従い、ロータリアンからの要請に応じてこれらの補

遺資料も提供されるものとする。理事会が承認する前に掲載された議事録には、

議事録が草案の段階であり、理事会がその後承認する必要があるという但し書き

を付記するものとする（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 
 

出典：2006年 11月理事会会合、決定 70号。2007年 6月理事会会合、決定 226号により改正 

 

 

 

28.040.  国際ロータリー理事会の職務内容 

 

RI理事の職務内容は、RI理事候補者および理事指名委員会に配布されるものとする。 

 

主な任務および責務 

 

1.  RIの組織規定文書および理事会の章典に規定された任務を順守する 

 

2.  会合前に提供された資料を精読し、理事会会合に備える 

 

3.  理事の個人的な年度目標の設定について会長と協力する  

 

4.  理事就任の前年度および任期中に年次国際協議会、理事エレクトオリエンテーショ

ン、理事会ガバナンス研修、そのほかの準備会合、および国際大会に出席および参

加する 
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5.  規定審議会（理事の任期中に開催される場合）に備え、出席し、審議会において理

事会を代表して発言することに前向きである 

 

6.  RI会長の代理として、または RI会長の依頼により旅行し、指定された通りに、ロー

タリー行事において会長の代理を務める 

 

7.  必要に応じて、RI および財団を代表する代弁者（スポークスパーソン）としてメデ

ィアに対応する 

 

8.  組織のリーダー、その役員と委員会、加盟クラブ、およびロータリアンの意欲を喚

起する 

 

9.  ロータリーの理念を促進するため理事の担当ゾーン内の地区を訪問し、ゾーン内の

ガバナーと定期的に連絡を取る 

 

10.  会長の要請に応じて理事の担当ゾーンの年次ロータリー研究会を招集し、その会合

のあらゆる準備を監督する 

 

11.  RIと財団管理委員会へのリエゾン（連絡窓口）となり、会長が決定した理事会委員

会の任務を受諾する 

 

12.  他の理事と連携してロータリーの方針、戦略的方向性、およびビジョンを設定する 

 

13.  RIの「利害の対立に関する方針」、「倫理規範」、および理事に対する経費の支払

いに関するロータリーの方針に従う 

 

14.  イリノイ州非営利財団の理事としてのすべての法的義務を果たす 

 

15.  RI理事会の効果的な運営に貢献するため、以下を行う。 

 

a.  他の役員、リーダー、ならびに管理委員、地域リーダー、地区役員、RI職員を含

む地区組織の代表と、強固な連携と相互に敬意に基づく関係およびチームのアプ

ローチを築く 

 

b.  事務総長の雇用、年次業績評価、報酬の設定を行う 

 

c.  施設、人材、善意を含む RIとロータリー財団の全資産を監督し、慎重に使用する 

 

d.  理事自身の利害ではなく、組織にとって得策となる決定を下す 

 

e.  ロータリーの戦略計画の立案と実施において、事務総長に対する信頼のおける助

言者となる 

 

f.  成果と指標を見直して理事会の影響を評価し、これらの指標を使用して業績およ

び効果を定期的に測定する 
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g.  理事会および委員会の会合前に議題と補足資料に目を通す  

 

h.  年次予算、監査報告書、その他の重要な業務事項を承認する 

 

i.  事務総長および他の理事と連携し、事務局の日常業務を管理する事務総長の権限

を尊重しながら、理事会の決定が遂行されていることを確認する。 

 

16.  会長または理事会より任命されたその他の義務を遂行する 

 

理事会の任期／参加 

国際ロータリーでは 17名の理事が選出され、2年の任期を務める。理事は年間 4回の理

事会会合に出席および参加するよう期待されている。理事会会合は通常、米国イリノイ

州エバンストンの世界本部あるいは年次国際大会または国際協議会の周辺地域にて開催

される。また、理事は理事エレクトの任期中にオリエンテーションプログラムに出席し、

最多 2 回の理事会会合にオブザーバーの立場で出席するよう期待されている。理事は再

選されない。理事は無報酬で務める。 

 

資格要件 

RI の理事候補者は、理事として推薦される以前に RI のガバナーとしてその任期の全期

を務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこ

の規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。また、ガバ

ナーを務めてから少なくとも 3 年が経過していなければならない。理事候補者はさらに、

推薦される前の 36 カ月間に、少なくとも 2 回の研究会と 1 回の国際大会に出席してい

なければならない。 

 

これはロータリーの使命に情熱を注ぎ、組織における指導力の実績のある個人にとって

特別な機会である。選出された理事は、事業、政府、社会事業、または非営利部門にお

いてリーダー的地位に到達した人物であるべきである。その功績により、優れた資質を

持つ有能な他の理事と協力して任務を遂行できる。 

 

理想的な候補者は以下の資格要件を備えているべきである。 

 

a)  事業、政府、社会事業、または非営利部門において専門家としての経験および経営

面でのリーダーとして傑出した功績 

 

b)  ロータリーの会員および受益者に対する献身と理解 

 

c)  多様な人びとの間の関係を培い、コンセンサスを築くことのできる外交手腕および

自然な親近感  

 

d)   高潔性、信用、ロータリー向上への熱意 
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e)   国際ロータリーおよびロータリー財団のプログラム、財務、運営および管理に関す

る知識 

 

f)   非営利または慈善目的を特に重視する他の運営組織での任務経験 

 

g)  優れた協調および交渉手腕 

 

h) 優れたコミュニケーション能力（口頭および書面） 

 

i)   組織のビジョンを、理事が選出されたゾーンの効果的な行動計画に転換できる能力 

 

j)  前任者および後任者と連携する能力（2017年 6月理事会会合、決定 161号）。 

 
出典：2016年 4月理事会会合、決定 164号。2017年 6月理事会会合、決定 149号、2017年 6月理事会会合、決定 161

号により改正 

 

 

28.050.  理事会の決定に対する提訴 

理事会の決定は以下の通り、RI細則第 5.030.節に準じて、審議会の地区代表議員に提出

される郵便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことができないものとする。ただ

し、次に予定された規定審議会開催の 3カ月以内に提訴を受理した場合を除く（2016年

9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

28.050.1.  複数の提訴 

同じ決定に対して複数の提訴があった場合、事務局により最初に提訴が受理され

たクラブが提訴人とされ、その後に受理された提訴はすべて同意とみなされる

（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 

出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 

 

28.050.2.  提訴または同意の撤回 

後に撤回された提訴は無効とみなされる。クラブが後に撤回した同意は、必要な

同意数に含まれない。同意の撤回により、十分な数の同意に満たなかった場合、

提訴は無効となる（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 

出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 

 

28.050.3.  提訴の提出 

提訴と同意は、締切日までに書面で事務総長（または各地いずれかの事務局）に

提出されなければならない（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.4.  声明文 
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有効な提訴と同意を受理した後、提訴人と RI 理事会は、それぞれを代表して声

明文を提出する機会を与えられる。そのような声明文の提出期限は、事務総長が

定めるものとし、すべての当事者が声明文を作成するのに適当な時間と、声明文

を翻訳し、配布用のコピーを作るために十分な時間を取る。声明文は約 300 語ま

でに限られる。提訴を最初に提出した当事者が、提訴を支持する声明を最初に作

成する機会を与えられるものとする。この当事者が辞退した場合、該当する場合

は 2 番目に提訴を提出したクラブにこの機会が与えられ、そのクラブも辞退した

場合はその次のクラブに与えられる、と続くものとする。会長は、理事会を代表

して提訴に反対する声明を作成する理事会メンバー1 名あるいは委員会を任命す

ることができる（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

 

28.050.5.  声明文を提出しなかった場合 

提訴人が締切日までに声明文を提供しなかった場合、両当事者が声明文を提供す

る機会を与えられたことを示す文面を添えて、理事会の声明が送られる（2008

年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.6.  投票 

事務総長は、声明文を受理した後、提訴と同意を受理してから 90 日以内に、RI

細則第 5.030.項に準じて投票用紙を準備し、郵送するものとする。これには、発

送日から 45 日以内に事務局世界本部の事務総長に全投票が返送されなければな

らないという通知が添えられる（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.7.  文書と投票用紙の翻訳 

事務総長は、クラブと地区への重要情報に使われる全言語に翻訳した全声明文と

投票用紙を提供するものとする（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 
 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.8.  投票資格 

RI細則第 5.030.項に準じ、投票資格がある審議会地区代表議員は現職の審議会の

代表とする。審議会地区代表議員が、RI 細則に規定される審議会投票議員とし

ての資格をもはや満たしていない場合は、現職の補欠議員が代表議員となる。 

 

代表議員と補欠議員の両者とも職務を果たすことができない場合は、ガバナーが、

審議会代表議員としての資格を満たしている地区内のロータリアン 1 名を任命す

るものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
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28.050.9.  投票情報の掲示 

代表議員が通知を受け取らなかった場合や、代表議員が地区を代表できなくなっ

た場合にガバナーが RI に通知できるよう、提訴と声明文に関する通知をガバナ

ーのエクストラネット・サイトに掲載するものとする（2008年 6月理事会会合、

決定 239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.10.  投票権 

各地区は 1 票の投票権を有する。理事会の決定を覆すには、投票権を有する票の

過半数の票が必要である（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.11.  選挙管理委員会 

選挙管理員会は、会長により任命され、所定の時間と場所で会合を開き、投票を

調べて集計に当たるものとする。スキャンされた票を、実際の票の代わりとみな

すことができる。選挙管理委員会は、その投票の結果の報告を、その後 5 日以内

に事務総長に対して書式で証さなければならない（2008年 6月理事会会合、決定

239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.12.  規定審議会への提訴 

次に予定された規定審議会に提出するよう義務づけられた提訴の手続きは、審議

会が採択するものとする（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 
 

28.050.13.  その他の事柄 

上に概説された提訴の手続きに取り上げられていない事柄については、会長が決

定するものとする（2008年 6月理事会会合、決定 239号）。 

 
出典：2008年 6月理事会会合、決定 239号 

 

 

28.060.  配偶者の研修およびロータリー会合への出席 

理事の配偶者には、事務局の運営を含め、国際的組織の現在の発展状況に関して情報が

与えられなければならない。従って、事務総長は、エバンストンでの理事会会合に出席

する理事の配偶者のために、説明会、セミナー、公共の奉仕プログラム、およびロータ

リーのプログラムや行事、会合、事務局の運営に関して事務総長が指定した上級職員か

他の適切な職員のプレゼンテーションなど（ただしこれらに限定されない）、理事の配

偶者のためのプログラムを開発するよう求められている。これらのプログラムが、会合

における配偶者の活動の主要部分を占めることになる。配偶者がこれらのセッションに
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出席しない場合、事務総長は、かかる配偶者の旅費を個人費用として取り扱うよう要請

されている（2005年 6月理事会会合、決定 337号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 52号。2005年 6月理事会会合、決定 337号により改正 

 

引照 

 

57.120.  国際大会における公式有償参加者および配偶者の役割 

59.030.1.  規定審議会における理事会の役割 

 

 

28.070.  理事とガバナーの関係 

理事は、ロータリーの管理においてすべてのクラブを代表する。ガバナーは、唯一 RI

理事会の総監督下にある。しかし、理事の居住地およびゾーンに関する知識のため、理

事が指名されたゾーンまたは交互に指名を行っているゾーンの理事とガバナーの間には

特別な関係が存在する。RI 役員の基本的な役割に沿うなら、理事とガバナーの間の特

別な関係はロータリーのプログラムを充実させることになる。個々の理事は、自分が関

係する地域、その慣習、慣行、人びとに関する自分の知識が役立つと思われる場合、理

事会に寄せられる事項に関して理事会に助言すべきである。理事とガバナーは、地区の

活動と理事会の決定について情報を交換すべきである。ガバナーは、理事会の決定に関

する説明、地区や地区間の深刻な問題、あるいは将来理事会に対して正式に連絡するこ

となどについて、適切な理事と非公式に相談すべきである（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1981年 2月理事会会合、決定 267号 
 

 

28.080.  理事と地域リーダーの関係 

理事は選出されたロータリーのリーダーの役割を務め、世界と担当ゾーンで、またロー

タリーを代表して、コーポレートガバナンス（組織統治）を実行し、受託者責任を果た

す責任を負う。そのため、理事は地区リーダーと地域リーダーを通じて、クラブレベル

でのチームワーク、連絡、連携を促すことで、成功のための環境づくりをすることが期

待される。また、ゾーンのためのビジョンを伝達し、目標達成のために地域リーダーと

行動計画の策定を導く。 

理事の地域リーダーチームに対する責務には以下が含まれる。 

‒ 必要に応じて、地域チームをゾーンと地区のリーダーに紹介する。 

‒ 地域の戦略を協議し、成果を祝い、課題を解決するために、定期会合（少なくと

も四半期に一度）を地域リーダーチームと開催する（会合は対面式でもオンライ

ンでもよい）。 

‒ チームワークを推進する。 

‒ 必要であれば低い業績の改善を含め、地域リーダーチームの各メンバーがより効

果的に活動できるよう指導する。 

‒ 地域リーダーの補佐の選出について助言する。  
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‒ ゾーン内で地域リーダーの候補者となる人物を特定し、また、任期が早期に終了

する場合のために地域リーダーの補欠要員を特定する。 

‒ ロータリーの戦略計画を推進する。 

‒ ゾーン内で地域リーダーチームのメンバーが活躍できるようにする。  

‒ 行事に地域リーダーかその補佐を招待するよう、地区ガバナーに奨励する。 
 

出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

 

28.090.  利害の対立に関する方針 

RI 理事会は、中央役員および RI 委員会委員のための「利害の対立に関する方針」を次

の通り採択した。 

 

I.  方針声明 

 

A.  いずれの RI 理事会メンバーおよび RI 委員会の委員も、国際ロータリーと理事個人

との間に利害の対立が生じるような方法で、その地位やそこから得られる知識を利用す

ることはないものとする。 

 

B.  理事会の各メンバーおよび RI委員会の委員は、当組織との関わりにおいて、まず国

際ロータリーの利益を優先する義務があり、本方針の要件を順守する責任を引き続き持

つ。 

 

C.  理事会のメンバーまたは委員会委員と国際ロータリーの間の個人的な商取引は禁じ

られている。 

 

D.  理事会メンバーまたは委員会委員への国際ロータリーによる融資あるいは間接的な

貸付の提供は禁じられている。 

 

E.  理事会のメンバーまたは RI委員会の委員が、提案されている国際ロータリーとの取

引業務において、あるいはその取引業務に関与する組織において、個人の金銭的利益と

いう形で利害関係をもつ場合、あるいはこれらの団体の管理委員、理事、あるいは役員

としての役職に就いている場合、この理事会メンバーは、かかる取引業務の協議または

交渉が行われる前に、会長（当事者が会長の場合は執行委員会委員長）にこのような利

害関係についてすべて開示しなければならいない。ある理事が、提案されている国際ロ

ータリーとの取引業務において開示されていない利害の対立が生じる可能性を他の理事

が有していると認識している場合、当人は、できるだけ速やかに、会長（該当する他の

理事が会長である場合は執行委員会委員長）に報告しなければならない。ある RI 委員

会の委員が、提案されている国際ロータリーとの取引業務において開示されていない利

害の対立が生じる可能性を他の RI 委員会の委員が有していると認識している場合、当

人は、できるだけ速やかに、会長に報告しなければならない。 

 

F.  理事会または委員会へ提出されるいかなる事項に関しても、利害の対立が生じる可

能性があると認識する理事会メンバーあるいは委員会委員は、その件に関連して行われ
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る討議または票決には出席しないものとする。利害の対立の可能性の存在とその内容は、

会合の議事録に記録されるものとする。 

 

G.  理事会の各メンバーおよび RI委員会の委員は、ほかの理事会メンバー、ロータリー

財団管理委員、国際ロータリーまたはロータリー財団の主要職員や最も高い報酬を得て

いる契約者との家族関係あるいは事業関係を開示しなければならず、毎年事務総長がこ

れに該当する個人または組織を確認する。 

 

II.  開示 

 

本方針を実施するために、国際ロータリーの理事会メンバーは、「利害の対立の可能性

に関する声明」と題された添付書式を用いて年次報告書を提出するとともに、以前に開

示されていない場合は、関連する理事会または委員会の決定が行われるのに先立ち、利

害の対立の可能性をすべて開示する。   

 

これらの報告書は、実際の、あるいは可能性のある利害の対立の解決を試みる執行委員

会により検討され、解決に至らない場合は、この件を理事会へ付託する。票決する理事

会の過半数の賛成票があった場合、利害の対立の可能性が存在すると見なされる。利害

の対立の可能性がある理事は、この票決に加わらないものとする。 

 

RI 委員会の委員は、「利害の対立の可能性に関する声明」と題された書式を用いて年

次報告書を提出するとともに、以前に開示されていない場合は、関連する委員会の決定

が行われるのに先立ち、利害の対立の可能性をすべて開示する。これらの報告書は会長

により検討され、会長は実際の、あるいは可能性のある利害の対立の解決を試みるか、

適宜さらなる措置を取る（2011年 5月理事会会合、決定 193号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 403号、2007年 11月理事会会合、決定 53号。2005年 6月理事会会合、決定 272

号、2010年 1月理事会会合、決定 117号、2011年 5月理事会会合、決定 193号により改正 
 

 

28.100.  倫理規範 

1.  理事は、ロータリーの職務の遂行をはじめ個人生活においても、適用される法律と

規制を順守する。法人事業体として、国際ロータリーは、業務を遂行するさまざまな司

法管轄地域の法律の下にある。理事会は、当組織の資産と使命を守るために適用法を厳

守すべきである。さらに、私生活において行動する際にも、理事は、ロータリーの好ま

しいイメージを維持し、守るために適用法を厳守すべきである。   

 

2.  理事は、RIの組織規定文書の条項を順守する。理事会のメンバーには、RIの組織規

定文書の条項に従う法的義務がある。さらに、これらの規定文書は、3年毎の規定審議

会に表されているように、ロータリー会員の民主的意志を体現するものである。これら

の規定文書を通じて、会員は、理事会に期待される標準を設定している。これらの条項

を順守することで、会員からの信頼を築き、また会員からの期待に適う決定措置が取ら

れることを確約することになる。    
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3.  理事は、ロータリー章典に文書化されている通り、理事会の定めた方針の規定を順

守する。長年にわたり、理事会は、当組織の目的を促進し、その使命を守るために、ロ

ータリー章典に文書化されている方針と手続きを定めてきた。これらの規定の多くは、

優れた組織運営を確実にし、倫理的なイメージを推進することを目的にしている。これ

らの方針を順守することは、当組織を守りつつ、これらの理想に対する固い決意を実証

することになる。 

 

4.  理事は、ロータリアンの利益とRIの目的のために奉仕し、ロータリアンとRIの最善

の利益となるように、不適切な影響から独立して行動する。理事は、利害の対立に関す

る理事会の方針の要件に従う。理事は、RIに対し忠誠を尽くす義務がある。理事は、当

組織の利益を第一に優先すべきである。理事会は、理事会の決定措置について少しでも

不適切と見られることを防ぐことを目的とする「利害の対立に関する方針」を採択した。

この理由により、理事は、理事会に提出される案件に対する影響や立場と引き換えに、

申し出、贈答品、または恩恵を受けることを控えなければならない。これは、理事会に

対するロータリアンの継続した信頼を確保するものである。 

 

5.  理事は、その役職を個人的な威信や利益のために利用しない。重要な役職に伴う権

限は、他のロータリアンにはない特別な名誉として認められるものである。このような

特権を巧みに利用することは、重要な責務の妨げとなり、またロータリーの目的に対す

る専心に疑問を挿むものとなる。 

 

6.  理事は、当組織への義務を勤勉に履行するにあたり、細心の注意を払う。法律によ

り、理事には当組織に対する注意義務がある。理事は、通常同じような役職にある分別

ある人が類似した状況下に置かれた場合、適切な照会や相談といった方法をとるのと同

様に、細心の注意を払って責務を履行すべきである。理事は、職務上の決定を行う前に、

妥当に手に入るすべての情報について把握しておくべきである。 

 

7.  理事は、関係者すべてに必要不可欠な公平さに基づいて決定を行う。理事はしばし

ば、さまざまなロータリアンのグループや個人にかなりの影響を与える決定に直面する。

理事会が公平かつ当組織の最善の利益のために行動するというロータリアンからの信頼

を維持するために、理事は、四つのテストに矛盾しない方法で、自らが下す決定の影響

の可能性を慎重に考慮し、その影響を受けるすべての人びとを公平に扱うべきである。 

 

8.  理事は、重要な財務情報の透明性を推進する。理事は、ロータリークラブとロータ

リアンを代表する当組織の資金管理者である。ロータリアンは、当組織の財務状況に関

する正確な情報を入手する権利を持つ。財務運営における透明性は倫理的な行為を促す

ものである。 

 

9.  理事は、極秘情報の公表、連絡、活用を禁止、制限する。理事会のメンバーとして

責務を果たすにあたり、理事は、必然的に、極秘情報を入手することができる。忠誠義

務の一部として、理事は、この情報を決して個人目的のためではなく意図された目的だ

けのために使用し、不慮の暴露に対して細心の注意を払うべきである。 
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10.  理事は、経費支払いの方針を順守する。理事会は、ロータリーに関連した経費の支

払いのための手続きに関する方針を採択している。これらの手続きに従うことは、確実

に適用法を順守し、不適切と目に映る行為を防ぐことになる。  

 

11.  理事は、専門職業人としての態度と敬意をもって、RIおよび財団の職員と関わり合

い、また国際ロータリーの反ハラスメント（嫌がらせ）に関する方針を理解、順守する

ものとする。理事は、RIと財団の職員と定期的な接触を持つことになる。専門職業人と

して、ハラスメントのない環境を維持することは、職員がロータリアンに支援を提供す

るにあたってその責務を効果的に遂行する上で不可欠である。さらに、職場におけるハ

ラスメント（嫌がらせ）は、当組織の資産を危険に晒すことになる。事務総長は、職場

におけるハラスメント（嫌がらせ）予防のための方針を定めている。容認できる関わり

方の内容は、理事会と事務局の人びとが代表するさまざまな文化によって異なるもので

ある。ハラスメント（嫌がらせ）に関する方針は、職員との適切な関わり方についての

指針を与えるものである。理事会のメンバーは、たとえ意図せずとも不適切な関わり方

をすることを避けるために、この方針に精通し、厳守すべきである。 

 

12.  理事は、この倫理規範を順守し、他の理事にもそうするよう奨励し、違反の疑いや

可能性があれば事務総長または会長に報告する。この倫理規範の効果は、理事会が順守

するか否かにかかっている。方針を順守するために自己を律し、また他の理事に奨励す

ることで、理事会は、方針の目標が果たされることを確実にすることができる（2017年

9月理事会会合、決定30号）。 

 
出典：2005 年 6月理事会会合、決定 272号。2017年 9月理事会会合、決定 30号により改正 

 

28.100.1.  実施 

倫理規範は、オリエンテーション会合の一部として理事エレクトに配付され、検

討されるものとする。理事にも少なくとも毎年提供される。各理事は、毎年この

規範を読み、理解したことを確認し、責務の遂行にあたってはこれを順守する。

（2016年4月理事会会合、決定157号）。 
 

出典：2005年 6月理事会会合、決定 272号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

28.100.2.  解釈および施行 

倫理規範の違反の申し立てや可能性があることが認識された場合、事務総長と会

長は、その詳細を執行委員会へ提供する。その後、執行委員会は、すべての関連

情報を入手し、委員会が適切とみなすあらゆる措置を取るものとする。これには、

申し立てられた違反者への忠告や、理事会への是正措置の勧告などが含まれる。

理事会だけが、RIの定款と細則ならびにロータリー章典に則り、理事に対して懲

戒措置をとることができる（2005年6月理事会会合、決定272号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 272号 

 

 

28.110.  RI 理事と役員の補償 

理事会は、RI細則の第 24条の下、その権限に従って以下の声明を採択した。 
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1986 年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州の採択する継承法があ

れば、その法律、すなわち、同法の関係補償規定により認められた限度まで、国際ロー

タリーは現職および元の理事と役員すべてを補償するものとする。さらに、国際ロータ

リーは、理事の承認を得た上で、上記の一般的非営利財団法の下に認められた限度まで、

いかなる委員会委員または代理人も補償できる。国際ロータリーは、国際ロータリー理

事会が随時定める限度まで、その役員と理事を補償するために保険にも加入するものと

する（2005年 3月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 206号 

 

引照 

 

72.020.  RI理事と役員のための賠償責任保険 
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第 29 条   地域リーダー 

 

29.010.   地域リーダー 

29.020.   ロータリーコーディネーター（RC） 

29.030.   ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC） 

 

 

29.010.  地域リーダー 

地域リーダーとは、担当する地区で協力して会員増強、寄付増進、プログラム参加促

進、公共イメージの向上に努める、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、

ロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー公共イメージコーディネーター

（RPIC）、および恒久基金／大口寄付アドバイザー（EMGA）のことを指す用語であ

る。      

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.010.1.  チームワーク 

地域リーダーのチームは、RI理事の指示のもと、その理事が所属するゾーンの管理委

員か、より広域な地域における管理委員からの支援を受け、ロータリー戦略計画の互い

に関係する優先項目と目標を支援する。   

地域リーダーおよびその補佐は、地区に奉仕するためにチームとなって協力しなければ

ならない。地域リーダーは自らの役割と各チームメンバーの役割を理解する。ある特定

の地域リーダーが他の地域リーダーよりも重要な役割を負うということはなく、他の地

域リーダーよりも上位のロータリーの役職に就くことはない。地域リーダーには各自責

務があるが、全体の成功のために共に活動し、チーム全体の活動を支える。地域リーダ

ーは常に連絡を取りながら連携して活動にあたり、チームがうまく噛み合っていないと

ころを見つけ、協力してそれを克服する。チームとして協力すれば、地域リーダーは単

独で動くよりも良く目標を達成し、地区のニーズに応えることができる。 

地域チームは以下を協同で行うことが強く奨励されている。 

‒ 地区とゾーンの共通の目標とビジョンを策定する。 

‒ 担当する地域でいつでも可能なときに研修を実施する。 

‒ 地区内、ゾーン内での交流を推進するために地区リーダーに連絡を取る。 

‒ 担当する地区内で前向きな変化を奨励する。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、172号 

 

29.010.2.  コーディネーター研修 

新たに任命されたコーディネーターは、「地域リーダー研修セミナー」（RLTI）と呼

ばれる合同研修セミナーに出席する。RLTIは、モデレーター1名、進行役リーダー2名

が事務総長と相談の上で企画する。RLTIモデレーターは、次期管理委員長エレクトと

会長ノミニーにより合同で選出される。次期管理委員長エレクトと会長ノミニーのそれ

ぞれが、2名の RLTI進行役リーダーのうちの 1名を選出する。RLTIモデレーターと進
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行役リーダーの候補者の氏名は、RI理事会とロータリー財団管理委員が審査の上、最

終的に任命が決定される。 

2年目、3年目のコーディネーターには、事務総長によって構成される計画に基づき、

継続的な研修、学習、スキル構築の機会が提供される。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 34号、2014年 1月理事会会合、決定 93号。2018年 6月理事会会合、決定

172号により改正 

 

29.010.3.  地域・地区研修 

地域リーダーは年度を通じて研修を開催し、進行、および／または参加する。研修は、

ガバナーや他の地区リーダーがクラブレベルで再び利用できるように、重要性と関連性

を考慮する。研修行事には以下が含まれる。 

 地域チーム研修： 翌ロータリー年度に地域チームを監督する理事が招集する会

合で、7月 1日以前に補佐とその他が研修を受ける。次期地域リーダーは、すべ

ての地域チーム研修のために、現理事、現地域リーダーと密に連携し、協力す

る。EMGAは地区恒久基金／大口寄付小委員会委員長に研修を提供することが

奨励されている。   

 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）とロータリー研究会： 地区リーダーと

地区委員会委員長に情報源としての地域リーダーを紹介する。すべての地域リー

ダーが正式に GETS研修チームに招かれるわけではないが、地区リーダーとの関

係性を築き強化するために、GETSとロータリー研究会に参加することがすべて

の地域リーダーに奨励されている。 

 地域セミナー： 特に地区リーダーなどのロータリアンに、新しい情報、リソー

ス、ツール、ベストプラクティスを共有する機会を提供するために、他の地域リ

ーダーと共同で開催する。 

 会長エレクト研修セミナー（PETS）とその他の地区セミナー： 地域リーダーと

そのチームは、研修プログラムやカリキュラムの策定に協力し、招かれた場合に

は地区研修で研修を行う、または参加するなど、ガバナーやガバナーエレクトと

協力してクラブ会長エレクトおよびその他の地区リーダーの研修を支援すべきで

ある。 

 オンライン： できるだけ幅広くクラブや地区に支援を行き届けることができる

よう、ウェビナー、オンラインの会合、遠隔会議、テレビ会議を利用することが

強く奨励されている。ロータリーのウェブサイトから利用できるラーニングセン

ターのリソースも、遠隔学習の効果的なツールとなる。 

出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.010.4.  資金提供 

地域リーダーがその責務と役割を果たす上で直接発生する基本的な必要経費は、ロータ

リーから提供される年次資金により賄われる。 
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出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.010.5.  評価 

地域リーダーの目標達成の進捗は、定期的に事務総長に報告される。地域リーダーは、

毎年、達成した成果、行った活動、能力の改善、質的な貢献の自己評価を行う。この年

次自己評価は、メンタリングの機会を促進するため、RI理事および管理委員と共有さ

れる。事務総長は、評価が低い、または期待に達していない地域リーダーについて、第

三者による改善プロセスの実施を国際ロータリー会長と相談する。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

 

29.020.  ロータリーコーディネーター（RC） 

RCは、会員増強（入会・参加促進）、クラブ強化戦略、新クラブ結成、ロータリープ

ログラムの推進に関して、地区の情報・支援提供者としての役割を果たす。任期は 3年

で、毎年見直しが行われる。34ある各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、ま

たはゾーンの一部の地区を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有する

（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.020.1.  目的 

RCの目的は、既存クラブの支援と強化、および新クラブと衛星クラブの設立を促進す

ることで、ロータリーの戦略計画を積極的に推進することである。地区と連携して、会

員増強（入会・参加促進）、新クラブと衛星クラブの結成、ロータリープログラムへの

参加の促進をロータリアンとクラブに奨励し、支援する。また、担当する地区でインス

ピレーションを与え、士気を鼓舞し、研修を行い、助言を与え、戦略を定め、連絡を取

り、ロータリーを推進する。 

（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2009年 11月理事会会合、決定 79号。2012年 10月理事会会合、決定 117号、2018年 6月理事会会合、決

定 172号により改正 

 

29.020.2.  資格条件 

RCは任命以前に以下の経験を有していなければならない。 

‒ パストガバナーとしての経験 

‒ 会員増強（入会・参加促進）、新クラブの結成、戦略計画の策定、ロータリープ

ログラムに関する豊かな知識 

 

RCの候補者のうち、以下を示した者が優先される。 

‒ 協働的なリーダーシップスタイル 

‒ 研修の経験 

‒ RC補佐および／または地区会員増強委員長としての経験 
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RCは多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはならない。役割の

重複を避けるため、同時に地区会員増強委員長に就任してはならない。 

（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.020.3.  選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する有資格の候補

者の推薦に基づき、RCを任命する。候補者の推薦は、現、直前、次期理事および管理

委員、ならびに任期最終年度の地域リーダーから受ける。候補者の氏名は、RI理事会

とロータリー財団管理委員が審査の上、最終的に任命が決定され、発表される。 

（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年理事会会合、決定 172号 

 

29.020.4.  役割と責務 

RCはロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

‒ 戦略計画 

‒ 年次目標と優先事項 

‒ 地域に合った会員増強（入会・参加促進）戦略  

‒ 新クラブ・衛星クラブ結成戦略 

‒ プログラム 

‒ 学友の重要性を強調  

RCは地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

‒ 毎年、所属するロータリークラブに少なくとも 1名の入会候補者を紹介 

‒ 所属するロータリークラブで効果的な参加促進の活動を支援 

‒ ロータリーのオンラインツールの効果的な利用 

RCは以下を積極的に促進する。 

‒ 強固で、ダイナミックで、柔軟で効果的なクラブ 

‒ 新会員の入会促進 

‒ 現会員の参加促進 

‒ 新クラブ・衛星クラブの育成 

‒ クラブおよび地区レベルでの戦略計画の策定 

‒ ロータリーのオンラインツールの導入と利用 

‒ ロータリープログラムへの参加 

‒ クラブ、地区、地域での会員増強の傾向を把握、傾向に対応 

‒ クラブの成功談   

‒ 学友のつながり、参加、熱心なロータリー活動を強化する方法 

‒ ロータリー学友世界奉仕賞とロータリー最優秀学友会賞の年次候補者に関して

RRFCと RPICと相談 
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RCは、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下の研修を企画し、実施す

る。 

‒ 補佐のための地域チーム研修  

‒ ガバナーエレクト研修セミナー。GETS研修チームに招待されていない者は、ガ

バナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関係をさらに強化するために

GETSに出席することが強く奨励される。 

‒ 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー（2018年 6月理事会

会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.020.5.  主な対象 

RCは、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、目標、優先事項、ロータ

リー戦略計画を支援し、クラブ強化・支援に役立つリソースをロータリアンに紹介す

る。 

RCは、担当地区で会員増強（入会・参加促進）戦略、新クラブ・衛星クラブの発展、

戦略計画の策定、ロータリープログラムの推進を支援する上で、地区会員増強委員長と

最も密に連携する（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.020.6.  主要ネットワーク 

シニアリーダー 

RI理事は、地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるように指導す

る。RCは、RI理事とその理事のゾーンに所属する管理委員か、必要に応じてより広域

な地域における管理委員、ならびにほかの地域リーダーと定期的に連絡を取り、計画

し、連携し、協力することが期待されている。   

地域リーダー 

RCは、会員増強（入会・参加促進）を促進し、継続性、一貫性、知識管理の成功を確

実なものにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し、連絡を取るのを指導す

る。さらに、担当する地区で長期的な影響をもたらすために、地域リーダーチームと計

画し、連絡を取り、連携する。  

地区ガバナー 

RCは、会員増強（入会・参加促進）の改善、クラブと地区レベルでの戦略計画の策

定、新クラブ・衛星クラブの育成戦略、ロータリープログラムへの参加の促進におい

て、ガバナーと地区会員増強委員長の主な情報・支援提供者としての役割を務める。地

区ガバナーは地区委員会の委員長に対して、RCを情報・支援提供者として積極的に推

進する必要がある。  

ロータリーコーディネーター補佐 

RCは、理事と相談の上で、地域の会員増強（入会・参加促進）戦略、新クラブ・衛星

クラブの発展、戦略計画の策定、ロータリープログラムに関する実績と経験に基づき補
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佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地理的な範囲、職務上の専門知識、言語能

力に関して最大限その手腕を発揮できるように、最長で 3年の任期で毎年任命される。

同時に重要な地域または地区レベルの役割に就くべきではない。会員増強についての教

育、意欲促進、研修、および戦略計画の策定、ならびにロータリープログラムに関して

RCに協力する。 

RC補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少年保護、財務な

どの義務に関連したロータリー方針の順守について、事務総長による入念な審査を受け

る（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

 

29.030.  ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC） 

RPICは、クラブが地元で好ましい公共イメージをもてるよう、地区の情報・支援提供

者としての役割を務める。一貫したロータリーブランドとビジュアルアイデンティティ

を擁護し、強い影響力があるロータリーストーリーの特定に助力する。任期は 3年で、

毎年見直しが行われる。34ある各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、または

ゾーンの一部の地区を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有する（2018

年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2011年 1月理事会会合、決定 163号。2013年 10月理事会会合、決定 64号、2018年 6月理事会会合、決定 172号に

より改正 

 

 

 

 

29.030.1.  目的 

RPIC の目的は、ロータリー内外でロータリアンを「世界を変える行動人」とし

て描き出す影響力の強いストーリーを特定し、効果的に発信する能力をクラブと

地区が強化するのを援助することで、ロータリーの戦略計画を積極的に促進する

ことである。また、ロータリーブランドや公共イメージ向上キャンペーン資料の

地元や地域に合わせた利用法について助言を与える。地区の組織と連携して、ク

ラブが堅固なメディア戦略、ソーシャルメディア戦略、最新のウェブサイト、地

域社会におけるネット上の存在感を得られるように支援し、奨励する。意欲を高

め、研修を行い、助言を与える RPIC は、地区と協力して、ソーシャルメディア

で取り上げてもらうための効果的な方法や、地区内でのロータリーの特別行事や

ロータリーのマーケティングを促進する方法を地区が理解できるように援助する

（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2011年 1月理事会会合、決定 163号。2018年 6月理事会会合、決定 172号により改正 

 

29.030.2.  資格条件 

RPICは任命以前に以下の経験を有していなくてはならない。 

‒ 広報、マーケティング、広告、報道関係、ブランド認知と開発の専門知識  

‒ 地域の主なリーダーのネットワークに関する詳しい知識 
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RPICの候補者のうち、以下を示した者が優先される。 

 

‒ 協働的なリーダーシップスタイル 

‒ 研修の経験 

‒ ロータリーのプログラムとロータリー財団の詳しい知識  

‒ RPIC補佐および／または地区公共イメージ委員長としての経験 

RPIC は多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはならない。

役割の重複を避けるため、同時に地区ロータリー公共イメージ委員長に就任して

はならない（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.030.3.  選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する有資格

の候補者の推薦に基づき、RPIC を任命する。候補者の推薦は、現、直前、次期

理事および管理委員、ならびに任期最終年度の地域リーダーから受ける。候補者

の氏名は、RI 理事会とロータリー財団管理委員が審査の上、最終的に任命が決

定され、発表される（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.030.4.  役割と責務 

RPICはロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

‒ 戦略計画 

‒ 年次目標と優先事項 

‒ 地域に合わせた方法での一貫した公共イメージづくりの活動 

‒ 一貫し、統一されたロータリーブランドとメッセージの必要性 

‒ ブランドリソースセンターなど、ロータリーのビジュアルアイデンティティのリ

ソースを活用 

‒ ロータリーのストーリーを発信するロータリアンと学友の価値 

RPICは地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

‒ 所属するロータリークラブで、ロータリーの公共イメージキャンペーンを支持 

‒ ブランドリソースセンターを含むロータリーのオンラインツールを活用してスト

ーリーを発信 

‒ 公共イメージを向上できるように、クラブや地区の成功例や課題を共有 

‒ 従来のメディアやソーシャルメディアにおいて明確で生き生きとした存在感を確

立 

RPICは以下を積極的に促進する。 

‒ 戦略計画の一環として、クラブや地区による一貫した公共イメージ向上の活動 
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‒ ロータリーのストーリーを発信するために、ロータリーのブランドリソースセン

ターなどオンラインツールの採用と活用 

‒ ロータリーのブランドとその他のビジュアルアイデンティティ資料の採用と活用 

‒ 一貫し、統一されたロータリーメッセージの使用 

‒ 報道関係、オンライン、ソーシャルメディア、デジタルメディア、地元でのアド

ボカシー活動、地域社会の参加促進のための行事、オピニオンリーダー、講演、

マーケティング・広告経路など、さまざまな通信経路を活用して、クラブや地区

が地域社会にもたらす影響についてストーリーを発信 

‒ 管理の行き届いたクラブや地区のウェブサイト 

‒ クラブや地区がソーシャルメディア上で確固とした存在感を持つ必要性  

‒ ロータリアンとロータリー学友のストーリーを紹介する方法 

‒ 世界ポリオデーなど、地域社会におけるロータリーの特別行事や活動を宣伝する

ためのベストプラクティス 

‒ すべてのロータリアンがロータリー学友世界奉仕賞とロータリー最優秀学友会賞

に候補者を推薦することを推進、また、これらの受賞者の選出について RRFC

と RCと相談 

 

RPICは、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下の研修を企画し、実施

する。 

‒ 補佐のための地域チーム研修  

‒ ガバナーエレクトの研修セミナー。GETS研修チームに招待されていない者は、

ガバナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関係をさらに強化するために

GETSに出席することが強く奨励される。 

‒ 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー（2018年 6月理事会会

合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 

 

29.030.5.  主な対象 

RPICは、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、地区やクラブが地域社

会で生き生きとした公共イメージを打ち出す効果的なストーリーを発信できるよう、ロ

ータリーの目標、優先事項、戦略計画や役立つリソースをロータリアンに紹介する。 

RPIC は、すべてのクラブの公共イメージ向上活動を支援する上で、担当する地

区の地区公共イメージ委員長と最も密に連携する。特に地区公共イメージ委員長、

および必要であればその他の地区リーダーに対して、インスピレーションを与え、

意欲を高め、研修を行い、助言を与え、戦略を立て、連絡を取り、ロータリーの

公共イメージ向上プログラムや活動を促進する（2018年6月理事会会合、決定172

号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 
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29.030.6.  主要ネットワーク 

シニアリーダー 

RI理事は地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるように指導する。

RPICは、RI理事とその理事のゾーンに所属する管理委員か、必要に応じてより広域な

地域における管理委員、ならびにほかの地域リーダーと定期的に連絡を取り、計画し、

連携し、協力することが期待されている。   

地域リーダー 

RPICはロータリーのブランドを促進し、継続性、一貫性、知識管理の成功を確実なも

のにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し、連絡を取るのを指導する。さら

に、担当する地区で長期的な影響をもたらすために、地域リーダーチームと計画し、連

絡を取り、連携する。  

地区ガバナー 

RPICは、世界中の地域社会でロータリーのイメージを向上させるために、ガバナーと

地区公共イメージ委員長の主な情報・支援提供者としての役割を務める。地区ガバナー

は地区委員会の委員長に対して、RPICを情報・支援提供者として積極的に推進する必

要がある。 

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 

RPICは、理事と相談の上で、マーケティング、報道関係または広報の実績と経歴に基

づいて補佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地理的な範囲、職務上の専門知

識、言語能力に関して最大限その手腕を発揮できるように、最長で 3年の任期で毎年任

命される。同時に重要な地域または地区レベルの役割に就くべきではない。補佐は、ロ

ータリーのストーリーを地元レベルで発信する重要性について、教育、意欲促進、研修

を行う RPICに協力する。 

RPIC 補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少年保護、

財務などの義務に関連したロータリー方針の順守について、事務総長による入念

な審査を受ける（2018年 6月理事会会合、決定 172号）。 

 
出典：2018年 6月理事会会合、決定 172号 
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第 30 条  国際ロータリーのその他の現役員と元役員 

 

30.010.  会長エレクト 

30.020.  会長ノミニー 

30.030  副会長 

30.040.  会計 

30.050.  RIの元役員の定義 

30.060.  RI役員のエイドのための指針 

 

 

30.010.  会長エレクト 

 

30.010.1.  任務 

RIの会長エレクトは、 

 

1）  RI 会長の指導の安定性と継続性を保つため、会長ならびに会長ノミニーと

緊密かつ折り合いよく協力すべきである。 

 

2）  できる限り多くのロータリー研究会に参加するなど、会長から指定される任

務を受諾する準備を整えるべきである。 

 

3）  RI のリーダーとしての年度に備えるために、相当な時間と努力を捧げる責

任がある。 

 

4）  世界本部における会長エレクト室に移動する。 

 

5）  適切な財的支援と職員の実務支援を受けるものとする。 

 

6）  予算を含め、国際協議会の指示、計画および監督に全面的に責任を持つもの

とする。 

 

7）  会長就任年度の予算の作成に協力するものとする。 

 

8）  RI財務委員会の職権上の委員を務めるものとする。 

 

9）  事務総長と会合し、会長就任中の正式な計画手続を開始し、この計画を実施

するために職員との協力を開始する。 

 

10）  すべての理事会会合に出席する。 

 

11）  管理委員長エレクトと協力して目標を策定し、就任する前年度の最初の理

事会会合において検討され承認を受ける。 

 

12）  就任年度の国際大会の準備を始める。 
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a）  事務総長と会合し、国際大会の計画立案に協力する職員を決める。 

b）  国際大会の計画立案のための委員会会合の日程を決める。 

c）  ガバナーエレクトに対し、ガバナー年度の国際大会を推進してもらうた

めの特別な指示を、国際協議会プログラムに含めることができる。 

 

13）  慎重にモデレーターを任命することにより、国際協議会において次期ガバ

ナーが適切な研修を受けられるようにする。 

 

14）  国際協議会へのガバナーエレクトの出席を免除する。 

 

15）  就任年度にどの委員会を引き続き任命すべきかについて理事会と協議する

（2017年 6月理事会会合、決定 195号）。 

 
出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 107 号。2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2001 年 11 月理事会会

合、決定 91号、2002年 6月理事会会合、決定 245号、2003年 5月理事会会合、決定 325号、2005 年 6月理

事会会合、決定 284号、2006年 6月理事会会合、決定 269号、2011年 1月理事会会合、決定 127号、2011年

9月理事会会合、決定 37号、2016年 7月理事会会合、決定 13号、2017 年 6月理事会会合、決定 195 により

改正。1993年 10月理事会会合、決定 48号も参照のこと 
 

30.010.2.  研究会への出席 

会長エレクトは、世界各地のロータリーに関する知識を深め、それらを直に体験

するため、毎年いくつかの研究会に出席し、またゾーンレベルのロータリーリー

ダーたちが、ロータリーの現状と将来の進路についてより広い知識と視野を得る

ことができる機会を与えるよう奨励されている。ただし、会長エレクトには数多

くの任務と拘束があることを踏まえ、研究会の全会期に出席しなくてもよい

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 290号 
 

30.010.3.  準備の委員会会合 

来たる年度に備え、会長から次の会長への円滑な移行と引継ぎを効果的に行い、

ロータリー年度の次年度への継続性を高めるべく、会長エレクトは、事前に立案

するために、次ロータリー年度に任務を遂行する委員会の予定計画を立て、その

年度に先立つ 3 カ月前から会合を開くことができる。かかる会合は、現年度のプ

ログラムおよび会合と一切重複すべきではない。国際協議会および国際大会の計

画を調整するには相当の準備期間を必要とすることを踏まえ、これらの大会の計

画に関連する委員会の会合は、会長ノミニーおよび会長エレクトによってその年

度の任意の時期に予定することができる（2011 年 7 月理事会会合、決定 13 号）。 

 
出典：1991年 7月理事会会合、決定 12号、1997年 11月理事会会合、決定 109号、2010年 6月理事会会合、

決定 262号。2011年 7月理事会会合、決定 13号により改正 
 

30.010.4.  会長エレクトの旅費 

会長エレクトと配偶者の経費の支払いが承認され、会長エレクトに配偶者がいな

い場合はすべて、会長エレクトの裁量により、会長エレクトの家族の成人 1 名の

ために支払いが認められる（2003年 5月理事会会合、決定 325号）。 
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出典：1991年 4月理事会会合、決定 10号 
 

30.010.5.  副会長と財務長の任命 

次年度のために副会長と財務長を任命するに先立ち、会長エレクトは、その選出

に関して個々の理事と非公式に相談するものとする。理事会の副会長と財務長は、

第一年目の理事を務めている人の中から選出するものとする（2002年 2月理事会

会合、決定 164号）。 

 
出典：2001年 11月理事会会合、決定 52号 

 

引照 

 

19.040.2.  ガバナーエレクトの国際協議会への出席 

27.060.  年次テーマおよび目標 

 

 

30.020.  会長ノミニー 

 

30.020.1.  執務室 

会長ノミニーは、世界本部、国際協議会、および国際大会において執務室を提供

されるものとする（2004年 2月理事会会合、決定 189号）。 

 
出典：1997年 7月理事会会合、決定 25号。2004年 2月理事会会合、決定 189号により改正 
 

30.020.2.  会長ノミニーの経費 

理事会の会合、国際協議会、RI 国際大会、および規定審議会に出席するため、

会長ノミニーの経費は、旅行と経費に関する RI の方針に従って、RI により支払

われるものとする（2016年 1月理事会会合、決定 104号）。 

 
出典：1961 年 1 月理事会会合、決定 179 号。2010 年 7 月理事会会合、決定 9 号、2016 年 1 月理事会会合、

決定 104号により改正 

 

 

30.030.  副会長 

副会長は以下を行なうものとする。 

 

1） 会長より要請された任務を遂行する。 

 

2） 就任の準備にあたって会長室の主要な諸事全般について常に把握しておく。 

 

3） 会長からの要請がある場合、あるいは会長が何らかの理由で議長を務めることがで

きない場合、理事会の議長を務める。 

 

4） 会長の指示に従い、理事会会合において会長を補佐する。 

5） 副会長への連絡方法を含め、常時、会長に副会長の居場所を知らせておく。 
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6） 会長により決められた役割を国際大会において務める（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1981年 10～11月理事会会合、決定 72号 
 

30.040.  財務長 

 

30.040.1.  国際大会報告 

財務長は、a）監査人の報告は RI 会計年度の終了後まで用意できないこと、b）

監査人の概要報告は各クラブへ送られること、c）事務局を通じて余部が用意さ

れることに言及した上で、国際大会に報告書を提出するものとする（1998年 6月

理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1954年 1月理事会会合、決定 129号  

 

30.040.2.  理事会に対する報告 

財務長は、すべての理事会会合において財務状況を報告するものとする（2000

年 8月理事会会合、決定 43号）。 

 
出典：1980年 10～11月理事会会合、決定 248号、2000年 5月理事会会合、決定 445号 

 

 

30.050.  RI の元役員の定義 

「元会長」、「元理事」、および「パストガバナー」といった用語は、RI 理事会が、

個々の場合の真価に基づき、全任期に満たないことが、これらの定義の目的であり、ま

た RI 細則の規定の下に高い役職を保つために資格を得るための目的のために全任期と

見なすことができると判断した場合を除き、全任期を務めたことを特定するものである

（2002年 11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：1978年 4～5月理事会会合、決定 327号 

 

 

30.060.  RI 役員のエイドのための指針 

RI 理事会は、「RI 役員のエイドのための指針」を採択した。RI 会長、理事、財団管理

委員は、各自の特別な旅行ニーズに適した指針を作成することができ、これは以下の指

針と異なるものであってもよい。 

 

任務は滞在の期間と活動の種類により異なるが、全般的な責務は、役員が問題なく快適

に過ごし、すべての行事に時間通りに到着し、訪問を楽しむことができるよう万全を期

すことである。   

 

エイドは以下の指針に従うものとされる。 

 

1.  到着前のエイドの責務には以下がある。 
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a.  自分自身に関する詳細な情報（連絡先情報、配偶者の名前、可能であれば写真、

等）を役員に送る。 

b.   訪問中に特別な服装に関する特別な必要事項（フォーマル着用等）があれば役員

に伝え、また、役員から特別な要請事項があるかどうかを聞く。 

c.  訪問期間すべてにわたる完全な予定表（プログラム）を役員に送る（または手配

担当者が送付済みであることを確認する）。予定表に記載される情報には、役員

が行うすべてのプレゼンテーションおよびスピーチ、または役員が行うことにな

っているその他の仕事、訪問、活動、およびホストとなるクラブや地区に関する

背景情報などがある。 

d.  緊急事態のための医療援助（病院、医師、歯科医）に関する情報を手元に集めて

おく。 

e.  役員の宿泊に関する特別な必要事項や希望（ベッドの種類、禁煙／喫煙、等）お

よび食事制限やアレルギーの有無などについて尋ねる。 

f.  ホテル予約の確認 

1） 役員（および、適切であれば配偶者）のチェックインを前もって済ませ

ておく。 

2） 部屋の鍵をもらい、役員に直接手渡す。 

3） 宿泊の準備が整っているか、部屋を事前に確認しておく。 

4） チェックアウトの際に問題が生じないよう、支払い方法を確認しておく。

必ず、支払いの手配が明確に整っているようにする。役員が直接支払うこ

とになっている場合、チェックインの前にこのことを役員に必ず知らせて

おく。役員の代わりにホテルの請求書に目を通す。 

g.  登録資料や行事に必要なバッジ（名札）などがあれば、事前に受け取っておき、

名前が正しく記されているか、また、入っているべき情報や資料がすべて揃って

いるかを確認しておく。 

 

2.  役員の滞在中にエイドが遂行すべき責務 

 

a.  空港（または他の到着場所）に出迎える。訪問期間中は、必要に応じ、荷物の持

ち運びを援助し、ホテルまでの交通などを手配する。 

b.  訪問期間中、役員がいつでもエイドに連絡が取れるようにしておく。 

c.  役員が行事出席のための迎えの正確な時間を把握しているか、確認する。 

d.  役員と配偶者を各活動会場まで案内し、活動が終わるまで付き添う。できれば、

席の配置をあらかじめ把握しておき、できるだけ夫妻の近くに座席を確保する。 

e.  役員を他の参加者に紹介し、役員ができるだけ多くのロータリアンや来賓と交歓

する機会を設ける。しかし、大勢の人びとの間を通り抜けられるよう誘導したり、

役員を独占しようとする人びとから守ったりすることが必要な場合もある。 

f.  活動中は、常に役員と配偶者のニーズに気を配り、彼らを保護し、援助するよう

心がける。しかし、横柄な態度や、差し出がましい態度は避ける。 

g.  活動中に役員が受け取る贈り物や印刷物を適切に処理する。できれば、これらの

品に名刺を添えるようにする。必要であれば、行事終了後に、贈答品を役員の自

宅あるいは勤務先に送る。また、受け取った贈答品のリストに各贈り主の氏名と

住所を添えて送る。 
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h.  役員の要望を、行事の主催者に絶えず知らせる。 

i.  役員から特に指示のあった場合を除き、行事のコーディネーターがすでに組んで

いる活動以外は何も計画しない。 

j.不測の事態に備え、次に何が起こるか常に予想する。分らないことがあれば、躊

躇せず役員に尋ねる。 

k.状況に応じて遂行しなければならないさまざまな臨時責務に備えておく。例えば、

役員と一緒に写真を撮りたいという要望に応え、カメラマンの役割が回ってくる

ことも考えられる。 

 

3.  行事終了後に、エイドが遂行すべき責務 

 

a.  帰りも空港（または他の到着場所）まで見送る。必要に応じ、荷物の持ち運びを

援助し、空港までの交通などを手配する。 

b.  必要であれば、大きな贈り物や記念品を役員に発送する（2016年 4月理事会会合、

決定 157号）。 

 
出典：2003年 10月理事会会合、決定 60号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

30.060.1.  RI役員のエイド選定のための指針 

RI 理事会は、「RI 役員のエイド選定のための指針」を採択した。RI 会長、理事、

財団管理委員は、各自の特別な旅行ニーズに適した指針を作成することができ、

これは以下の指針と異なるものであってもよい。 

 

RI 会長あるいは役員のエイドの役割は、役員の訪問の前後、および期間中を通

じ、支援を行い、情報を提供することである。エイドの選定は、任務を遂行する

その個人の能力に基づき行われるべきである。訪問する RI 役員のエイドを務め

るロータリアンを任命する際は以下の指針を参考に入れること。  

 

エイドは以下のことを備えていなければならない。 

1.  ロータリーの席次を理解し、ホストするクラブもしくは地区の活動および情

報によく精通し、知識と経験を備えたロータリアンであること。できればパ

ストガバナーか元理事であること。 

2.  訪問もしくは行事期間中、役員に随行できること。 

3.  過密な行事の予定をこなせる体力があること。 

4.  用意周到で、時間を厳守し、忍耐強いこと。 

5.  役員の使用言語に堪能であり、役員がホスト地域の言語で会話できない場合

は、通訳を提供できること。 

6.  必要であれば、役員のために交通手段を提供、または手配すること。 

 

7.  役員の予定やニーズを十分把握していること。 

8.  「国際ロータリー役員のエイドのための指針」に概説されているすべての任

務を遂行できること（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2003年 10月理事会会合、決定 60号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 
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第 31 条  国際ロータリーの委員会 

 

31.010.  委員会の目的 

31.020.  委員会の種類 

31.030.  委員会の会合 

31.040.  委員会の任命 

31.050.  委員会への連絡理事 

31.060.  執行委員会 

31.065.  理事会の常任委員会 

31.070.  財務委員会 

31.075.  運営審査委員会 

31.080.  監査委員会の設立 

31.090.  戦略計画委員会 

31.100.  会員増強委員会 

31.110.  理事会ガバナンス委員会 

31.120.  委員会報告 

31.130.  委員会の財務 

 

 

31.010.  委員会の目的 

定められた期間内に特定のニーズに取り組み、確かな情報を入手し、具体的な任務を遂

行し、一定の理事会方針を履行するための各種の委員会、作業班、および同様の活動志

向のグループを設けるべきである（2011年 1月理事会会合、決定 137号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 48号。2007年 11月理事会会合、決定 32号、2011年 1月理事会会合、決定 137

号により改正 
 

31.010.1.  委員会の諮問的な役割 

委員会は、所定の職務権限にて別段規定されている場合を除き、本来、管理機能

をもたず、もっぱら RI 理事会に助言するのみとする。RI 委員会の委員長および

委員は、協力関係あるいは資金援助を求めるために国際ロータリーに代わって他

の団体に働きかけることはないものとする。RI 委員会の委員長および委員は、

会長の書面による許可なしに、国際ロータリーに代わって地域あるいは国際的な

会合を組織または実施することはないものとする（2011年 1月理事会会合、決定

137号）。 

 
出典：1975年 1月理事会会合、決定 61号、2005年 3月理事会会合、決定 206号。2007年 11月理事会会合、

決定 32号、2011年 1月理事会会合、決定 137号により改正 

 

 

31.020.  委員会の種類 

RI委員会には以下の三つの種類がある。 

 

31.020.1.  常任委員会 
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「常任委員会」とは RI細則第 17条により設置が義務付けられている委員会であ

る。 

 

31.020.2.  アドホック委員会 

「アドホック委員会」とは、RI 理事会により設置されるが、設置が義務づけら

れているわけではなく、特別な職務が終了するまで存続する臨時委員会である。 

 

31.020.3.  特別委員会 

「特別委員会」とは、設置が義務づけられた委員会ではなく、任命が行なわれた

各ロータリー年度の終わりまで存続する臨時委員会である（2012年 1月理事会会

合、決定 158号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 160号、2012年 1月理事会会合、決定 158号 

 

 

31.030.  委員会の会合 

RI 細則において別段に規定されているか、あるいは委員会の職務権限といった理事会

の特定の決定がある場合を除き、RI の各委員会は、会長により承認・指定された時と

場所において会合するものとする（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1947年 5～6月理事会会合、決定 269号。2003 年 5月理事会会合、決定 325 号、2016年 4月理事会会合、決定

157号により改正 
 

31.030.1.  委員会会合のための会場 

RI 委員会の会合は、通常、世界本部において開かれるものとする。ただし、会

長は、委員会が別の場所で会合を開催することを承認できる（2003年 5月理事会

会合、決定 325号）。 

 
出典：1946年 1月理事会会合、決定 77号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 

 

31.030.2.  通信による会合 

委員会が通信を用いて会合を行う場合、かかる委員会の報告書は、連絡理事を含

め（連絡理事がいる場合）、委員会全員に配布されなければならない。かかる報

告書が理事会に付託される前に、委員の過半数がこの報告書に同意しなければな

らない（2005年 11月理事会会合、決定 38号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 286号 

 

31.030.3.  管理委員会合の前の会合の予定 

会長は、10 月および 4 月の管理委員の全体会議の前週に RI 会合が重ならないよ

う日程を調整するよう要請されている。また、10 月の管理委員の全体会議の前

週末にロータリー研究会が重ならないよう日程を調整するよう要請されている

（2014年 1月理事会会合、決定 79号）。 

 
出典：2013年 10月理事会会合、決定 25号 
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31.030.4.  委員会委員のオリエンテーション 

委員会のオリエンテーションは、RI 委員会の委員、アドバイザー、連絡理事お

よび連絡管理委員に対して、委員会委員長および連絡職員の合同指揮の下、毎年

提供されるものとする。このオリエンテーションは年度の委員会の第一回会合の

初日に対面式で実施することも、電話会議、ウェビナー、その他電子的媒体を利

用して提供することもできる。オリエンテーションプログラムには以下が含まれ

るべきである。  

 

 担当分野のこれまでの経緯 

 職務内容、委員会の活動範囲、およびその年度の委員会の目標 

 過去 2年度分の委員会議事録の写し 

 委員会の活動に影響する最近の主な理事会決定の概要 

 委員に対する期待事項 

 委員が費やすと予想される時間 

 委員会が利用できるリソース 

 委員会会合の形式 

 委員会の全委員および主要職員の略歴 

 事務局職員との関わり方の行動規範（2016年 9月理事会会合、決定 36号）。 

 

出典：2016年 9月理事会会合、決定 36号 

 

31.030.5.  次期委員の委員会会合への出席 

理事会は、委員会委員長の裁量により、事務総長と相談の上で、ロータリー年度

の下半期に会合が予定された委員会の次期委員は、当該年度の最後の委員会会合

に出席するよう招待することを奨励する（2018年 1月理事会会合、決定 73号) 

 
出典：2017年 9月 理事会会合、決定 26号 
 

 

引照 

 

27.010.5.  会長指名委員会の会合日における会合および訪問 

 

 

 

31.040.  委員会の任命 

 

31.040.1.  会長による任命 

すべての任命は会長により行われるものとする。ただし、RI の組織規定、財団

細則、あるいは理事会の決定に準拠して他の者により任命される場合は例外とす

る。その他、すべてのボランティアの任命は、その任命を行う人物が誰であるか

にかかわらず、会長と協議した上でのみ行われるべきである。元 RI 役員をボラ

ンティアの身分で奉仕するべく指名する時は、会長は、そうした任命がなされる

地域の理事と協議するものとする。会長ならびに理事会の全メンバーは、そうし
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た任命について互いに相談し合い、できる限り、助言と援助を提供するよう強く

奨励されている（2005年 3月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：1976年 11月理事会会合、決定 108号、1995年 6月理事会会合、決定 220号 

 

31.040.2.  会長エレクトによる任命 

RI 会長エレクトは、自らの会長就任中に有効となる任命を行うものとする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1995年 6月理事会会合、決定 220号により改正 
 

31.040.3.  数年にわたる任命 

あるロータリー年度に有効となり、引き続き 1 年あるいはそれ以降の年度も続く

任命については、会長は、そうした任命を行う前に後任者と相談すべきである

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1995年 6月理事会会合、決定 220号 

 

31.040.4.  委員の選出 

RI 細則第 17.010 節および第 17.020.節を順守するため、会長エレクトは次年度の

委員会構成案を理事会に提出し、この構成案は第二回会合において検討に付され

る。 

 

次年度の委員会構成案を第二回会合において理事会に提出する際に、会長エレク

トは各案に以下を記載するよう求められている。 

a) 委員会名 

b) 委員数 

c) 委員の職務内容 

d) 委員会の会合回数 

 

RI委員会選出タスクフォース 

ロータリーは、委員会選出タスクフォースを有するものとする。このタスクフォ

ースは、会長ノミニーが会長エレクトの年度に選出および任命をするために指定

した RI 委員会の候補者を勧誘し提案する。現在および過去の理事の人数は 6 名

以下とする。タスクフォースは、会長エレクトの検討用に、委員会の空席の役職

ごとに 3名以上の候補者のリストを提供するものとする。 
 

委員の募集 

事務総長は、委員会選出タスクフォースの指示の下、年齢、性別、地理的に多様

な、十分に資格を満たす候補者集団を募集するために、ロータリーのコミュニケ

ーション発信手段を利用して委員会の役職の空席を広報するものとする。広報で

は、その役職の主な職務と要求される経験を明示するものとする。申請手続は、

自薦でも、個人が他者を推薦することもできる。各候補者はひとつの委員会にし

か応募することはできないが、当該委員会、または他の委員会への他者による推

薦から除外されない。現職および次期 RI 役員はこの申請手続を所属地域のロー
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タリアンに広めるよう奨励されている。申請に関わる事務総長と現職の委員会委

員は、資格のある候補者を検討対象として推薦するよう奨励されている。再任の

資格がある現職委員も、再任に申請するよう奨励されている。この手続は、次期

または現職 RI 理事およびロータリー財団管理委員のための委員会優先任命を求

めることを目的としていない。 
 

委員の選出  

ロータリーは、ロータリー会員の多様な視点を委員会において代表することの価

値を認識している。委員会選出タスクフォースは、年齢、性別、民族、専門知識、

地域、その他の基準を考慮し、ロータリーの国際性を反映するような候補者を特

定して会長エレクトに提案するよう奨励されている。 

 

各任務に必要とされる技術的技能または職業上の専門知識を有する、最も条件を

満たしている候補者をタスクフォースに提示できるようにするため、事務総長は

候補者を評価する。申請に関わる現職の委員長は、タスクフォースに提示するた

めの候補者の評価に参加するよう奨励されている（2018年 4月理事会会合、決定

136号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 44号、1999年 11月理事会会合、決定 208号、2011年 1月理事会会合、

決定 123号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2012年 1月理事会会合、決定 158号、2015年 5月理事会

会合、決定 176号、2015年 10月理事会会合、決定 37号、2018年 4月理事会会合、決定 136号により改正 

 

31.040.5.  委員会の評価 

RI および合同委員会には評価ツールが用意されるものとする。さらに、各委員

の参加および委員会の運営規約および明記された目的に固有の特別な達成期待事

項に対応するために、事務総長は委員長と相談の上、カスタマイズされた評価を

開発してもよい。 

委員会の評価手続は、委員会の成果を改善する機会、ならびに委員の解任または
再任に関連する今後の決定に関する情報を委員会選出タスクフォースに通知する
べきである（2018年 4月理事会会合、決定 136号）。 

 
出典： 2015年 5月理事会会合、決定 176号、2015年 10月理事会会合、決定 37号。2018年 4月理事会会合、

決定 136号により改正 

 

31.040.6  RIに対し未納金のあるロータリアンの任命 

RI あるいはロータリー財団に対して 90 日を超えて未納となっている米貨 100 ド

ルを超える納入義務があることが事務総長から通知されているロータリアンには、

以下の事項が適用される。  

 

a） これらの納入義務金が事務総長の満足の行くよう支払われるまで、理事会の

承認を必要とする一切の任命あるいは任務を受ける資格がないものとする。 

 

b） 未納金が返済されるまでは、自分の代わりにRIまたはロータリー財団に支払

いを行ってもらう資格、あるいは RI やロータリー財団の業務で発生した経費の

弁済を受け取る資格がないものとする。 
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90日を超えて未納となっている米貨 100ドルを超える納入義務があるロータリア

ンは、義務金の未納が理事会の満足のいく方法で解決されるまでは、RI 会長に

よる任命、または任務あるいはロータリー財団の任命または任務を受けないこと

が勧告されている。また、180 日を超えて米貨 100 ドルを超える納入義務金があ

るロータリアンは、任命責任者により現在の任命または任務から解任されること

が勧告されている（2009年 6月理事会会合、決定 277号）。 
 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 296 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 218 号。2002 年 11 月理事会会

合、決定 168号、2003年 5月理事会会合、決定 422号、2005年 6月理事会会合、決定 336号、2007年 6月理

事会会合、決定 226号、2009年 6月理事会会合、決定 277号により改正 

 

 

31.040.7.  委員を務める名誉会員 

ロータリークラブの名誉会員は、その名誉会員であるという理由で、またその名

誉会員が保持していたクラブ、地区、あるいは国際ロータリーの元の役職の如何

に関わらず、地区または国際ロータリーの委員会委員を務めることはないものと

する（2000年 2月理事会会合、決定 298号）。 
 

出典：1999年 11月理事会会合、決定 134号 

 

31.050.  委員会への連絡理事 

特定の RI 委員会への連絡理事を務めるべく、会長が理事会メンバーを任命することに

よって、理事会と委員会の間の必要なコミュニケーションの手段が提供されることにな

る。よって、会長が得策とみなす場合、連絡理事は、適切な委員会会合に出席すべきで

ある（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1968年 1月理事会会合、決定 96号。1983年 5～6月理事会会合、決定 321号により改正 
 

31.050.1.  会合における参加 

ある一つの委員会へ指定される連絡理事は 1 名のみとする。会長により承認され

た場合、連絡理事は、厳密に連絡担当者としての職責において、通常はオブザー

バーの立場で委員会会合に出席するものとする。連絡理事は、委員会の審議およ

び提案が同委員会の職務権限に全面的に一致していることを確認するものとする

（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 96 号。1983 年 5～6 月理事会会合、決定 321 号、2016 年 2 月理事会会

合、決定 157号。1996年 11月理事会会合、決定 66号も参照のこと 

 

31.050.2.  委員会報告 

連絡理事は、理事会に委員会報告を提示するものとする。連絡理事は、書面によ

る公式の報告書に記されている通りに、あるいは連絡理事としての職責において

知り得た通りに、委員会の意見と審議内容を説明するよう期待されている（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1968年 1月理事会会合、決定 96号。1983年 5～6月理事会会合、決定 321号により改正 
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31.050.3.  連絡理事の経費 

委員会会合への往復に要する連絡理事のすべての経費を賄うために、RI の年次

予算に充当額を計上するものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1968年 1月理事会会合、決定 96号。1983年 5～6月理事会会合、決定 321号により改正 
 

31.050.4.  委員会への連絡理事および連絡管理委員 

RI 会長および財団管理委員長は、国際ロータリーおよびロータリー財団にとり

相互の利益となるすべての委員会に、連絡理事および連絡管理委員の両方を任命

すべきである（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 201号 

 

31.050.5.  運営審査委員会への連絡担当者（リエゾン）としての執行委員会委員

長 

将来の会長は、運営審査委員会への理事会の連絡担当者（リエゾン）として執行

委員会委員長を任命するよう要請される（2014年 10月理事会会合、決定 38号）。 

 
出典：2014年 5月理事会会合、決定 117号 

 

 

31.060.  執行委員会 

 

31.060.1.  執行委員会の委員 

RI細則第 5.070.節に従い、理事会は、毎年、執行委員会を任命することができる。

理事会は会長に、執行委員会の委員および委員長を任命する権限を与えている。

この委員には、会長、会長エレクト、副会長、および財務長が含まれる（2016

年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2013年 6月理事会会合、決定 197号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

31.060.2.  執行委員会の会合 

RI プログラムの推進と成果溢れる RI 運営における主な重要問題について理事会

が時間をかけて検討することができるよう、執行委員会は、理事会の各定例会合

に先立って会合をもち、執行委員会の職務権限の範囲内で理事会に代わって議題

の全項目を検討し、決定することが許可されているとともに、そのように指示さ

れている（2004年 6月理事会会合、決定 236号）。 

 
出典：1947年 5～6月理事会会合、決定 270号。2004年 6月理事会会合、決定 236号により改正 

 

31.060.3.  理事会への請願書 

理事会の運営手続きの一部として、執行委員会は、理事会へのすべての請願書と

その返答案について検討し、理事会の注意が必要とみなされる請願書を理事会に

付託するものとする。理事会への請願書（および可能な場合はこれらへの返答内

容）は、理事会メンバー全員に配布されるものとする。いずれの理事も、理事会
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への請願書を理事会の全体会議で審議するよう要請することができる（2011 年 9

月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：1986年 10～11月理事会会合、決定 108号、2003年 7月理事会会合、決定 7号。2009年 6月理事会会

合、決定 217号、2011年 5月理事会会合、決定 191号により改正 

 

31.060.4.  執行委員会の職務権限 

理事会は、RI 細則に準拠し、執行委員会の機能に関して次の職務権限を規定し

ている。 

 

a) 理事会または RIの方針が確立されている場合、あるいは緊急事態が存在する

場合、あるいは理事会により決定された場合には、理事会に代わって決定を

行う。 

 

b) 必要であれば、理事会が充当した費用の支出に関して決定を行い、理事会に

よる決定を履行するために必要な緊急の資金の充当を行う。 

 

c) 緊急に必要であると認められる追加金額に関し、他に計上されていない資金

から充当を行う。 

 

d) 理事会の注意が必要とされる事柄を調査し、その上で理事会に提案を行い、

また適切な場合、執行委員会の職務権限の範囲外の事柄である場合には適切

な理事会委員会に理事会の議題項目を付託する。 

 

e) 委員会の報告を検討し、必要な場合、これらの職務権限の項目 a）の規定に

即しつつ、その中に含まれる事柄についての措置を講じる。 

 

f) 事務総長の業績の評価を年に 1度行い、その結果を理事会に報告する。 

 

執行委員会は、年度の最終理事会会合の前に、事務総長の年次評価を直接会

合にて実施する。評価には以下の段階を踏む。 

 

 

 

1.   事務総長は、ロータリー年度の最終理事会会合の 30 日前までに、同年度

におけるロータリーの推進の達成状況のまとめと分析を書面にして RI 会

長と執行委員長に提出する。 

 

2.   執行委員長は、事務総長の報告書のコピーを全執行委員とロータリー財団

管理委員長に提供する。執行委員長は、コメントがあれば、理事会会合の

15日前までに、委員長に送付するよう要請する。 

 

3.   理事会の最終会合の前の会合において、執行委員会は事務総長と面談して

年次審査を行う。この会合の後、委員会の所見の報告書が理事会の全体会

議、管理委員長、事務総長に提出される。次年度の執行委員会の委員およ
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び管理委員長、または委員長により指定された別の管理委員は、この会合

にオブザーバーとして出席するよう招請されるべきである。年次審査の一

環として、執行委員会は事務総長の給与を見直し、かつ評価し、事務総長

の雇用契約において権限が与えられている調整を承認する。雇用契約の範

囲外の事務総長の給与あるいは福利厚生に関する変更または修正はすべて、

理事会の承認を得なければならない。 

 

g) RI の事務局内における職員およびその組織に関するすべての事柄について、

理事会のための人事委員会としての役割を果たし、その役割として以下を行

う。 

 

1.   契約担当責任者の役職を担う個人の雇用または解任に関する事務総長のあ

らゆる決定を承認する。 

 

2.   監査委員会に相談の上、内部監査マネジャーの役職を担う個人の雇用また

は解任に関する事務総長のあらゆる決定を承認する。 
 

3.   事務総長補佐、準事務総長、または副事務総長およびゼネラルマネジャー

の役職を担う個人の雇用に関する事務総長のあらゆる決定を承認する。た

だし、RI のロータリー財団において常勤勤務を任命されているゼネラル

マネジャーにそうした措置が適用される場合には、事務総長は財団管理委

員会委員長にも相談するものとする。 

 

4.   毎年、運営審査委員会の推奨に従い、ロータリーの職員の給与戦略を審査

する。 

 

5.   事務総長の提案に基づき、すべてのゼネラルマネジャーに支払われる給与

を承認する。 

 

6.   毎年、RI の「資格をもたない人物」に対し支払われる報酬を検討し、そ

うした報酬がその状況下において適正かどうかを判断する。資格をもたな

い人物とは、取引に関して、その取引期日に先立つ 5 年以内に団体の業務

にかなりの影響を行使する立場にあった人物を含むものである。資格を持

たない人物には、会長、会長エレクト、事務総長、副事務総長、すべての

ゼネラル・マネージャー、および最高投資責任者が含まれる。 

 

7.   提案された事務局職員の生計費調整、給与、福利厚生改善のレベルを検討

し、承認する（2018年 1月理事会会合、決定 73号）。 

 
出典：1932年 6月理事会会合、決定 III-(r)項、1934年 7月理事会会合、決定 11号、1967年 7月理事会会合、

決定 16号、1972 年 7月理事会会合、決定 15号、1977年 7月理事会会合、決定 12号、1986年 7月理事会会

合、決定 13号、1987年 7月理事会会合、決定 8号、1991年 7月理事会会合、決定 5号、1992年 7 月理事会

会合、決定 7号。1999年 8月理事会会合、決定 45号、1999年 8月理事会会合、決定 49号、2000年 7月理事

会会合、決定 3号、2004年 7月理事会会合、決定 3号、2004年 11月理事会会合、決定 58号、2007年 6月理

事会会合、決定 267号、2007年 11月理事会会合、決定 46号、2008年 11月理事会会合、決定 48号、2011年

5月理事会会合、決定 198号、2012年 10月理事会会合、決定 44号、2013 年 6月理事会会合、決定 193号、
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2013 年 6 月理事会会合、決定 258 号、2013 年 7 月理事会会合、決定 14 号、2013 年 10 月理事会会合、決定

30号、2014年 5月理事会会合、決定 113号、2014年 10月理事会会合、決定 43号、2016年 4月理事会会合、

決定 157号、2017年 9月理事会会合、決定 31号により改正 

 

31.060.5.  契約担当責任者および内部監査マネジャーの執行委員会への報告 

契約担当責任者および内部監査マネジャーは、少なくとも年に 1 度、ならびに組

織のために必要と思われる機会に、理事会の執行委員会に直接報告するものとす

る（2011年 5月理事会会合、決定 198号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 198号により改正 

 

 

31.065.  理事会の常任委員会 

 

31.065.1.  理事会の常任委員会の設置と職務権限 

理事会は、会長により毎年委員が任命される（理事会の）常任委員会として、管

理運営委員会、プログラム委員会を設置している。理事会の常任委員会は、会長、

会長エレクト、副会長、および財務長以外の理事会メンバーが委員を務めるもの

とする。各常任委員会の職務権限は、以下の通りである。 

 

管理運営： この委員会は、会長の裁断において任命する 5名から 7名の理事会メ

ンバーから成り、理事会全体に対し諮問的な機能を果たすものとする。この委員

会は、会長あるいは理事会により委員会に付託された管理運営的あるいは法的な

性質をもつ事柄を検討するものとする。 

 

プログラム：この委員会は、会長の裁断において任命する 5 名から 7 名の理事会

メンバーから成り、理事会全体に対し諮問的な機能を果たすものとする。この委

員会は、会長あるいは理事会により委員会に付託される RI プログラム、国際会

合、会員問題に関する事柄を検討するものとする（2007年 6月理事会会合、決定

226号）。 

 
出典：1999年 8 月理事会会合、決定 56号。2000年 5月理事会会合、決定 397号、2000年 8月理事会会合、

決定 92号、2004年 7月理事会会合、決定 13号、2004年 11月理事会会合、決定 45号、2005年 6月理事会会

合、決定 340号、2005年 11月理事会会合、決定 120号、2007年 6月理事会会合、決定 226号により改正 

 

 

31.070  財務委員会 

 

31.070.1  財務委員会の責務 

以下を含む国際ロータリーに関するすべての財務に関して理事会に推奨を行うの

は RI財務委員会の責務である。 

 

1. 理事会に推奨を行う前に、国際ロータリーの年次予算の詳細を審査する。 

2. 予算審査に付随して、およびロータリー財団の財務委員会と協力して、ロータ

リー財団への予算配分を確認する。 

3. 財務実績を予算に照らして審査し、各会合において理事会に報告する。 
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4. 戦略計画委員会および事務総長と協力し、組織の長期財務予測および財務安定

性の機会を見直す。 

5.投資委員会における代表を通じて、投資方針を提案し、投資マネジャー（投資

運用専門家）の実績を監視する。 

6. 各ロータリー研究会における報告のために使用できる5カ年財務見通しを理事

会に提出する。（2017年6月理事会会合、決定195号）。 

 
出典：1997年 7月理事会会合、決定 5号。2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正 

 

31.070.2.  財務委員会の会合 

財務委員会は、ロータリー財団財務委員会と合同で、直接会う会合を、各ロータ

リー年度に少なくとも 2 回開くものとする（2017 年 6 月理事会会合、決定 195

号）。 

 
出典：1988 年 10 月理事会会合、決定 69 号、1980 年 5～6 月理事会会合、決定 467 号。2004 年 11 月理事会

会合、決定 58号、2016年 4月理事会会合、決定 157号、2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正 
 

 

31.070.3.  次期財務委員会委員の会合への出席 

財務長エレクトを含む新しい財務委員は、委員就任直前に会合を見学するよう招

聘されるものとする（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 449 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 119 号。2016 年 4 月理事会会

合、決定 157号により改正 

 

31.070.4.  会長エレクトの会合への出席 

RI 会長エレクトは、RI 財務委員会において職権上の委員を務めるものとする

（2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正）。 

 
出典：1972 年 5 月理事会会合、決定 217 号、1997 年 11 月理事会会合、決定 107 号。2017 年 6 月理事会会

合、決定 195号により改正 

 

 

31.075.  運営審査委員会  

運営審査委員会の職務権限は、以下の通りとする。 

 

報告を行う責務 

運営審査委員会は、理事会に報告を行う。同委員会の各会合の後、委員会委員長（ある

いは委員長により指名された委員会委員）は、次に行われる理事会会合において、理事

会に対し直接本人が報告するものとする。運営事項に関して各会合において行った委員

会の審議内容と提案を概括した書面による報告書を、かかる会合の終了後 60 日以内に、

各理事会メンバーおよび事務総長に対して提供するものとする。適切な場合には、人事

あるいは運営に関する極秘事項に関して各会合で行われた委員会の審議内容と提案を、

事務総長の出席の許、次に行われる理事会会合で理事会に対し口頭で説明するものとす

る。 
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運営審査委員会は、会長、会長エレクト、事務総長、経営陣との連絡を常に維持する。 

 

委員の資格 

同委員会の各委員は、経営、リーダーシップ開発、あるいは財務管理のいずれかにおい

て経験をもつ者であるものとする。 

 

委員は、元会長または現理事会メンバーやロータリー財団管理委員であってはならない。

さらに、同委員会の委員は、次の者であってはならないものとする。 

 

a)  国際ロータリーの監査委員会または財務委員会の委員 

 

b）  ロータリー財団の財務委員会の委員 

 

c）  RIの中央役員に指名されている者 

 

d）  ロータリー財団管理委員を務めるべく任命されている者 

 

同委員会の委員の任期は、上記の a）から d）に記されている資格規準に当てはまる場

合、即時、終止するものとする。 

 

上記にかかわらず、同委員会の委員は、地区大会への会長代理、審議会の代表議員、監

査および財務委員会以外の RI 委員会委員、ロータリー財団の財務委員会以外の委員会

委員、あるいはクラブや地区やゾーンレベルの役職または委員会委員を務めても差し支

えない。 

 

責務 

I.  管理運営に関する効果および効率 

 管理機構、業務慣行および生産性測定といった管理運営の効果および効率を随時

確認する。 

 すべての内部システムの効果、効率および実施を随時確認する。 

 ロータリー財団の法人メンバーとして RI の責務に関連した職責を含め、理事会

により要請されたその他の監督の職務を遂行する。 

 給与の問題に関して、執行委員会の顧問グループとしての役目を務める。 

 

II.  適用法および規制の順守 

 組織および理事会の行動規範および利益の相反の方針の順守を随時確認する。 

 規制調査機関による調査の状況および結果を検討する。 

 新たな税法およびその他の規制が組織に与えると想定される影響を随時確認する。 

 

継続的な影響 

2000年 5月にこれらの責務内容を採択した決議事項に対して具体的に言及した改正がな

い場合、これらの責務内容は、そのまま有効であり続けるものとする。 

 

会合の期日 
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委員会は、事務総長が在勤であるよう都合を合わせるため、会合に先立つ少なくとも

90日前までに会合の期日を設定すべきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 395 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 143 号、2002 年 2 月理事会会合、決定

168 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 218 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 340 号、2006 年 6 月理事会会合、決定

279 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 139 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2007 年 11 月理事会会合、決定

32号、2008年 11月理事会会合、決定 38号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2013年 10月理事会会合、決定 34

号、2014年 5月理事会会合、決定 117号、2016年 4 月理事会会合、決定 157号、2016年 9月理事会会合、決定 28号

により改正 

 

31.075.1.  理事会執行委員会に対する報酬顧問委員会としての運営審査委員会の

スケジュールおよび手順 

理事会執行委員会に対する報酬顧問委員会としての運営審査委員会は、以下のス

ケジュールおよび手順に従う。 

 

第 1回会合（8月/9月）： 

--第 2 回会合で実施される資格をもたない人物の分析に使用する報酬比較対象デ

ータの情報源を審査し承認する 

--3 年ごとに、ロータリーの職員の給与戦略の徹底審査を行い、その結果を執行

委員会の承認に付す。 

--その間の年度は、既存の職員の給与戦略を確定する。 

 

第 1 回会合の後、運営審査委員会の委員長（または委員長が指名した者）は、給

与戦略および報酬比較対象データの情報源に関する委員会の推奨事項を執行委員

会の次回会合にて報告する。 

 

第 2回会合（3月/4月）： 

--事務総長およびゼネラルマネジャーに対する報酬比較対象データに関する報告

書を受領して審査する 

--会長および会長エレクトに対する報酬比較対象データに関する報告書を受領し

て審査する 

--執行委員会の承認の前に、事務総長がすべてのゼネラルマネジャーに対して推

奨した給与の範囲を審査する 

--ロータリーの資格をもたない人物に対して次年度の支払いが提案されている報

酬の妥当性を確認し、例外があればすべて文書化する 

--全職員に支払われる給与の概要報告をまとめる 

第 2 回会合の後、運営審査委員会の委員長（または委員長が指名した者）は、執

行委員会の次回会合にて、事務総長がすべてのゼネラルマネジャーに対して推奨

した給与の範囲およびロータリーの資格をもたない人物に対して次年度の支払い

が提案されている報酬の妥当性に関する委員会の推奨事項を報告し、全職員に支

払われる給与の概要報告を提示する（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 
 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 43号 

 

 

31.080.  監査委員会 
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A. 目的 

 

この委員会は、理事会および管理委員の顧問という役割を果たすものとする。この委員

会は、RI およびロータリー財団の財務報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、

およびこれらに伴うその他の問題に関し、会長、理事会、管理委員長、あるいは管理委

員により委員会へ付託された通りに、あるいは特に委員会の注意を引くような場合に、

これらの事柄を検討するものとする。 

 

B.  権限 

 

監査委員会は、責務の範囲内の事柄について調査を実施または許可する権限を有する。

同委員会は以下の権限が付与されている。 

 

1. RI および財団の帳簿を監査するため雇用された登録公認会計事務所の関与および報

酬を推奨し、作業を監督する。 

2. 財務報告に関する管理層と外部監査人との間の意見の不一致を解決する 

3. 委員会への助言または調査遂行の支援をするため、独立顧問、会計士、またはその他

の者を確保する 

4. ロータリーのシニアリーダー、外部監査人、または外部顧問と必要に応じて会合する 

5. 委員会の要求に協力するよう指示されているすべての従業員または外部者から必要な

情報を求める 

 

C.  構成 

 

この委員会は、理事会により毎年任命される 2 名の理事会メンバー、理事会を代行する

会長、および管理委員によって毎年任命される 1 名のロータリー財団管理委員を含む、

7 名の委員から構成されるものとする。理事会により任命される理事または管理委員で

はない 4名の委員は、それぞれ 6年任期で任命されるものとする。 

 

委員会のすべての委員は、独立した立場にあり、財務の知識を有する者とする。少なく

とも 1 名の委員は、財務の専門知識を有する者、すなわち財務の知識をもち、一般に受

け入れられている会計原理（GAAP）および国際ロータリーならびにロータリー財団の

財務諸表、独立（外部）監査会社の能力、財務報告のための国際ロータリーならびにロ

ータリー財団の内部管理と手続について、理解し、分析し、適切に査定するための十分

な能力をもつ者であるものとされる。 

 

任命を行うにあたって、RI 会長およびロータリー財団管理委員長は以下を行うものと

する。 

 

1.  利害の対立の可能性があるとみなされる役職にある人物を委員会の委員から除外す

る（RI会長、ロータリー財団管理委員長、等） 

2.  監査委員会の委員を務めるRIおよびロータリー財団の財務委員会の委員の数を、委

員会の総委員数の2分の1未満に制限する 

3.  RI財務長、RI副会長、またはロータリー財団副管理委員長を委員会の委員長に任命
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しない 

4.  可能な場合は、監査委員会の委員が他の委員会の委員に就任することを制限する 

 

さらに、運営審査委員長、または委員長の指定した人物は、委員会への連絡担当者（リ

エゾン）として務めるものとする。 

 

D.  会合 

 

この委員会は、会長、理事会、または委員長が決めた時と場所、および通知により、2、

3日間の会合を年に 1～3回開くものとする。また、会長もしくは委員長が必要とみなし

た場合には、会長もしくは委員長が決めた時と場所、および通知により、追加の会合を

開くものとする。 
 

E.  責務 

 

委員会は以下の責務を遂行する。 

 

財務報告書 

 

1. 複雑または特殊な取引および慎重な判断を求められる領域を含む会計および報告に関

する重要な問題、ならびに最近の専門家による意見書および規制通告を検討し、財

務報告書に対するその影響を理解する。 

2. 管理層および外部監査人とともに、直面した問題点を含む監査結果を審査する。 

3. 年次財務報告書を審査し、その内容が完全かつ委員会メンバーの知る情報と一致して

いるか、ならびに適切な会計原則を反映しているかを検討する。 

4. 管理層および外部監査人とともに、一般に受け入れられている会計原理に基づいて委

員会に知らせる必要のあるすべての事項を審査する。 

 

内部管理 

 

1. RIおよび財団の内部管理制度の有効性を、情報技術（IT）のセキュリティと管理を含

めて検討する。 

2. 財務報告に対する内部および外部監査人の内部管理審査の範囲を理解し、重要な知見

および推奨事項に関する報告書ならびに管理層の回答を入手する。 

 

内部監査 

 

1. 理事会による内部監査規定の承認を推奨する。 

2. 不当な規制または制限がないことを確認し、監査責任者の任命、交代、解任を審査し

て賛成する。 

3. 年次監査計画および計画に対する主な変更点をすべて承認する。  

4. その計画に関連する監査業務部の業績に関する監査責任者からの通知を受け取る。 

5. 監査責任者とともに、内部監査部門の内部監査予算、リソース計画、活動、組織構成

を審査する。 
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6. 内部監査人協会による「内部監査の定義」、「倫理綱要」、および「内部監査の専門

職的実施のための国際基準」の準拠を含め、内部監査部門の有効性を審査する。 

7. 定期的に監査責任者と個別に会談し、委員会または監査責任者が内密に協議すべきで

あると信じる事項について協議する。 

8. 評価の上昇の検討材料として、監査責任者の業績評価を事務総長に提出する。 

9. 事務総長から監査責任者に対する報酬範囲を受け取り、審査し、賛成する。その内容

は世界本部の全職員に適用される給与方法と一致するものとする。  

 

外部監査人 

 

1. 内部監査との監査手法の調整を含め、外部監査人の提案した監査の範囲および方法を

審査する。 

2. 外部監査人の業績を審査し、理事会に監査人の任命または解任を推奨する。 

3. 外部監査人から、監査人と RI および財団ならびにその関係団体との監査以外の業務

を含めた関係に関する宣誓書を入手し、関係について監査人と話し合うことにより、

外部監査人の独立性を審査して確認する。 

4. 定期的に外部監査人と個別に会談し、委員会または監査人が内密に協議すべきである

と信じる事項について協議する。 

 

報告を行う責務 

 

1. 委員会の活動、問題、関連推奨事項に関して、RI理事会および財団管理委員会に定期

的に報告する。 

2. 内部監査人、外部監査人、RI理事会、財団監査委員会の四者間の開かれたコミュニケ

ーションの手段を提供する。 

 

その他の責務  

 

1. 本趣意書に関連するその他の活動は、RI理事会およびロータリー財団管理委員会の要

求に応じて実施する。 

2. 必要に応じて調査を開始して監督する。 

3. 年に一度、委員会趣意書の妥当性を審査して評価し、変更案に対して理事会の承認を

求め、法律または規制により求められる場合は適切な開示を確実に行う。 

4. 年に一度、本趣意書に規定されたすべての責務が遂行されていることを確認する。 

5. 委員会および個々の会員の業績を定期的に評価する（2017 年 6 月理事会会合、決定

200号）。 
 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 397 号。2000 年 8 月理事会会合、決定 92 号、2004 年 7 月理事会会合、決定 13

号、2004 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 340 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 120

号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 210 号、2008 年 4 月管理委員会会合、決定

106 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2010 年 6 月理事会会合、決定

265号、2011年 9月理事会会合、決定 140号、2013年 6月理事会会合、決定 196号、2016年 9月理事会会合、決定 28

号、2017年 6月理事会会合、決定 200号により改正 

 

31.090.  戦略計画委員会 
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国際ロータリーおよびロータリー財団は、RI 細則第 17.110 節に従い、RI 理事会および

ロータリー財団管理委員会が必要とし、また決定する通りに、合同戦略計画委員会を設

けるものとする。委員会は、RIとロータリー財団のための 1つの戦略計画について、RI

理事および財団管理委員の両者に勧告するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定

28号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

31.090.1.   責務 

ロータリーの現在および将来の戦略に関するすべての事項について理事会におよ

び管理委員会に助言することは戦略計画委員会の責務であり、これには複数年の

戦略計画の推奨および監視が含まれる。適切かつ必要である場合、委員会は以下

を行うものとする。 

 

1.  ロータリーの将来に関する共有したビジョンと戦略計画に関して理事会およ

び管理委員会に助言し、活動の一致についても助言を行う。 

2.  少なくとも 3年に 1回はロータリー戦略計画の審査を実施する。これには、計

画の進捗度を確認するため中長期の実績測定方法の評価も含まれる。 

3.  少なくとも 1年に 1回は、戦略計画の達成度について測定可能な目標に照らし

てロータリーの実績を審査し、理事会と管理委員会に報告する。 

4.  ロータリーの使命、ビジョン、価値観、優先事項、および目標に関して、将

来の戦略的活動および重要プログラムまたは奉仕活動を含め、理事会と管理委員

会に推奨する。 

5.  戦略計画の実施について、組織として明確で効果的かつ測定可能な手順があ

ることを確認する。 

6.  RI とロータリー財団の財務委員会および事務総長と協力し、組織の長期財政

予測および財政的安定性の機会を見直し、戦略計画と一致させる。 

7.  戦略計画および推奨更新事項を見直し、理事会および管理委員による検討に

付すため、少なくとも 3 年に 1 回、ロータリアンおよびクラブに対して調査を行

う。 

8.  規定審議会と決議審議会の保留事項および承認事項の戦略計画に対する戦略

的影響を見直す。 

9.  シナリオおよび戦略を策定するために、組織が直面している戦略に関する重

要問題を特定して分析する。 

10.  ボランティア精神、会員、慈善運動、人道的奉仕活動における市場の動向お

よび世界的動向に対するロータリーの位置および比較優位性を検討する。 

11.  人口増加が見込まれる国を含め、地域別に、今後のロータリー会員数に影響

を及ぼす可能性のある世界の人口の傾向を監視する。 

12.  リスク顧問委員会と協力し、ロータリーのリスク評価審査と組織的戦略との

関係を検討する。 

13.  理事会および管理委員会により任命されるその他の職能を遂行する（2017年

6月理事会会合、決定 195号）。 
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出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号。2016年 9月理事会会合、決定 28号、2017年 6月理事会会合、

決定 195号により改正 

 

 

31.090.2.  戦略計画ならびに戦略計画委員会に対する理事会および財団管理委員

会の役割 

ロータリーの戦略計画に関して、理事会と管理委員会はそれぞれ、細則および章

典において明確な役割が規定されている。RI とロータリー財団は、総合的戦略

計画を支援する目標および方策を備えた 1 つの戦略計画を立てる。組織の必要性

に応じて、計画は通常 3～5 年の期間を対象とするが、国際ロータリーおよび

（または）ロータリー財団の現行のニーズに対応するため調整することができる

（2015年 10月理事会会合、決定 37号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号 

 

31.090.3.  戦略計画委員会の会合 

戦略計画委員会は、RI 会長、ロータリー財団管理委員長、または理事会あるい

は管理委員会によって決定された日時と場所において、通知に従って会合を行う

ものとする。いかなる会合も、第 1 回会合の報告書が理事会および管理委員会の

第 2 回会合（通常は 10 月開催）の議題に含まれるように手配するよう推奨され

る。第 2 回委員会会合は、理事会および管理委員会の第 4 回会合（通常は 4/5/6

月開催）の議題に含まれる時期に合わせるものとする（2015 年 10 月理事会会合、

決定 37号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号 

 

31.090.4.  戦略計画委員会次期委員の会合への出席 

事務総長は、必要に応じ、新しい委員が委員就任直前に会合を見学するための資

金を予算に含めるものとする（2015年 10月理事会会合、決定 37号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号 

 

31.090.5.  次期会長および管理委員長の会合への出席 

RI の会長エレクトおよび会長ノミニー、ならびに委員長エレクトおよび委員長

エレクトに指定された者は、会合に招待され、職権上の委員会委員として役割を

果たすものとする  （2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 164号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

31.100.  会員増強委員会 

委員会は 9 名の委員から成り、うち 2 名は理事、1 名はロータリー財団管理委員とする

ものとする。委員会の全委員は、RI 理事会と相談の上、会長によって任命されるもの

とする。さらに、管理委員は、管理委員長と相談の上、会長によって任命されるものと

する。全委員が各々任期をずらして 3 年の任期を務めるものとする。委員は再任できる

ものとするが、6年を超えて務めることはできない。 
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この委員会へ最初に任命された時には、任期をずらすという要件を遂行するため、任期

が 3年に満たない場合がある（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 180号、2016年 9月理事会会合、決定 28号 

 
 

31.110  理事会ガバナンス委員会 

理事会は、以下から構成されるガバナンス委員会を設立した。 

 

a.  理事会の執行委員会委員 

 

b.  ガバナンス問題に精通した戦略計画委員会の委員 1名。戦略計画委員会委員長と協議

の上、会長から任命され、任期は 3年とする。 

 

c.  過去 3年間に理事を務めた元 RI理事 1名。会長から任命され、任期は 3年とする。 

 

d.  ガバナンスの分野において専門知識を有する会員 1名。会長から任命され、任期は 3

年とする。 

 

職務権限 

ガバナンス委員会は、国際ロータリーのガバナンス（理事会が利用するガバナンスの手

続きも含む）に関する問題を検討し、適切であると判断された場合、または理事会から

の要請があった場合に助言と推奨を理事会に提供するものとする。執行委員会委員長は

ガバナンス委員会の委員長を務める。ガバナンス委員会の委員で RI 理事ではない 3 名

は任期をずらして務めるものとする。元 RI 会長は委員になってはならないものとする。 

 

ガバナンス委員会はガバナンスコンサルタントを雇うことができる（2017年 9月理事会

会合、決定 24号）。 

 
出典：2017年 6月理事会会合、決定 171号 

 

 

31.120.  委員会報告 

委員会委員長の指導および職員の支援（RI 監査委員会および運営審査委員会の報告書

の作成を除く）の下、各 RI 委員会は、理事会（あるいは事務総長）に対する具体的な

提案を作成し、委員会の議事録あるいは報告書の一部として含め、それぞれの提案の簡

潔な理由を添えるものとする。このような提案は、優先順位に従って用意すべきである

（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1987年 6月理事会会合、決定 342号。2005年 6月理事会会合、決定 340号、2007年 6月理事会会合、決定 226

号により改正 

 

 

31.130.  委員会の財務 
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事務総長は、RI 委員会の会合に先立ち、特定の委員会のために用意されている現在の

RI の予算について、各委員会へ通知することが要請されている。理事会に推奨案を提

出する際、すべての RI 委員会は、推奨案に関する費用合計および他の財務的な予測を

詳述した要約書を添えるものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 171号 
 

 

 



ロータリー章典  ページ 207 

2018年 10月 

 

第 32 条  国際ロータリー事務総長 

 

32.010.  RIの最高執行責任者 

32.020.  理事会を代行する権限 

32.030.  クラブに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.040.  国際大会、規定審議会、決議審議会に関する事項について理事会を代行する事

務総長の権限 

32.050.  地区に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.060.  財務に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.070.  一般管理に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.080.  ロータリー文献、文書および翻訳に関する事項について理事会を代行する事務

総長の権限 

32.090.  プログラムに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

 

32.010.  RI の最高執行責任者  

事務総長は RI およびロータリー財団の最高執行責任者である。最高執行責任者として、

事務総長は、RI、RI 理事会、およびその管理委員会の方針を施行するものとする

（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 124号。2004年 11月理事会会合、決定 58号、2016年 4月理事会会合、決定 157

号により改正。1999年 6月理事会会合、決定 293号により確認 
 

32.010.1.  事務局の監督 

事務総長は、事務局の運営すべての総括的管理を行う。その職務は、財務、プロ

グラム、コミュニケーション、企画、ロータリー財団、運営事項を含むが、これ

らに限られるものではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 124号。1999年 6月理事会会合、決定 293号により確認 
 

32.010.2.  長期計画と方針作成 

事務総長は、長期計画と方針立案において理事会と管理委員会を援助するものと

する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 124号  
 

32.010.3.  法的文書の執行 

契約に大きく関与する分野のゼネラルマネジャー、あるいは事務総長は、組織お

よびその財団に代わって、すべての法的書類および契約を執行するものとする。

契約に対する変更は、事務総長またはゼネラルマネジャーにより承認されなけれ

ばならない（2013年 10月理事会会合、決定 30号）。 

 
出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 124 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 30号により改正。1999年 6月理事会会合、決定 293号により確認 

 

32.010.4.  事務総長の在職期間 
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事務総長の最初の雇用契約の最高期間は、3 年とする。ただし、少なくとも 3 年

の任期を務めた事務総長の雇用契約は、最高 5 年まで延長することができる

（2005年 6月理事会会合、決定 279号）。 
 

出典：1997年 6月理事会会合、決定 405号。2005年 6月理事会会合、決定 279号により改正 

 

32.010.5.  事務総長の選考、辞任、解雇の手続 

国際ロータリーの理事会は、事務総長の雇用、評価、解雇あるいは辞任の受諾の

権限をもつ唯一の機関であるものとする。RI 定款、RI 細則、およびイリノイ州法

の下における権限に従い、理事会は、下記の「事務総長の選考・解雇の手続」を

採択した。これらの手続きの段階は、順次に行われなければならない。  

 

選考 

 

1.  契約満期の 1年前に、事務総長は、理事会の執行委員会に、事務総長としての

契約の更新を望むか否かについて書面をもって通知する。 

 

a.  更新を望む場合、執行委員会は、過去の業績の評価を含め、事務総長の業

績の評価を行うものとする。執行委員会は、その後、契約の延長の可否を

決める理事会の全体会議にこれを報告するものとする。結論を出す前に、

理事会は役職に対して公募することを決めることもできる。 

 

b.  理事会が事務総長との契約の延長に同意する場合、執行委員会は、理事会

の指示通りに、新たな契約について交渉するものとする。  

 

2.  事務総長が契約の更新を求めないことを決めた場合、あるいは理事会が契約

を延長しない、または他の候補者を考慮することを望む場合は、執行委員会

は、適任者採用調査委員会として活動するものとする。ロータリー財団管理

委員会の委員 1 名を適任者採用調査委員会の委員として招請するものとする。  

 

a.  適任者採用調査委員会は、次期事務総長の選考を補佐するため、外部の管

理職専門人材斡旋および採用調査企業を確保するものとする。  

 

b.  履歴書は、外部採用調査企業に送られ、同企業によってまとめられる。す

べての履歴書または履歴書概要は、各候補者についての分析および推奨事

項とともに適任者採用調査委員会へ回付される。 

 

c.  適任者採用調査委員会は、どの候補者と面接を行うかを決める。面接手続

に伴うこれらの候補者の費用は、旅行と経費に関する RI の方針に従って

負担される。 

 

d.  同委員会委員長と協力し、外部の採用調査企業は、5 名以上の候補者との

面接を予定する。 
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e.  適任者採用調査委員会は、候補者の履歴書を審査し、候補者との面接を行

い、委員長を通じて、少なくとも 3 名の候補者を理事会に提示するものと

する。これらの 3 名以上の候補者は、理事会の全体会議に出席するべく招

請されるものとする。執行委員会委員長は、理事会の全体会議における面

接過程の議長を務めるものとする。 

 

f.  理事会全体は、RI細則第 6.030.節に従い、3 月 31 日までに新しい事務総長

を選出する。執行委員会あるいは執行委員会の小部会、その他執行委員会

により決められたその他の理事は、契約の交渉にあたる委員会を形成する

ものとする。契約担当責任者は、新しい事務総長との交渉にあたる委員会

を援助する米国の雇用法専門弁護士を雇うために執行委員会と協力する。

交渉後は、契約書を理事会全体と共有するものとする。  

 

g.  契約は、4月 30日までに署名し、それに続く 7月 1日に発効するようにし

なければならない。 

 

辞任  

 

事務総長が辞任を申し出る場合、辞表は、理事会の執行委員会の全委員に宛てて

提出されるものとする。執行委員会は、その後、辞表を理事会へ回付するものと

する。理事会は、この辞任に関して執行委員会に指示を与えるものとする。執行

委員会は、この辞任に関するすべての事柄において理事会を代表し、理事会にそ

の決定を報告するものとする。 

 

雇用終結 

 

（イリノイ州は、理由あるいは通知なく被雇用者の解雇あるいは辞職ができる

「解雇・辞職の自由原則」を適用している州である。ただし、雇用契約で、当事

者のいずれかによる雇用終結に関して手続を定めることができる。） 

 

1.  理事会のいずれのメンバーも、事務総長の解任を要請するための執行委員会

委員長宛の提案書を作成することができる。委員長は、その提案書を執行委

員会へ提出しなければならない。 

 

2.  執行委員会が解任の提案に沿って措置を取らないことを決定した場合、その

決定を書面にて理事会メンバーに通知する。 

 

3.  執行委員会が雇用終結の手続きを進めることを決めた場合、RI細則第 5.040.節

に概説されている手続に準拠し、理事会の全体会議に出席するよう事務総長

を招請するものとする。理事会が、以後、雇用終結に対して過半数票により

同意した場合、会長は、事務総長に書面にてその旨を通知することになる。 

 

4.  執行委員会は、終結に関する諸事を最終的に決定し、理事会へ報告するもの

とする（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 
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出典：1999年 8 月理事会会合、決定 46号。2003年 5月理事会会合、決定 325号、2011年 1月理事会会合、

決定 119号、2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

引照 
 

31.060.4.  執行委員会の職務権限：事務総長の業績評価 

 

 

32.020.  理事会を代行する権限 

事務総長は、RI の最高執行責任者として、理事会により、必要な場合に理事会に代わ

って決定を行う権限が与えられている。これらすべての決定は、各理事会会合において

批准のため理事会へ報告されるものとする（2004年 11月理事会会合、決定 58号）。 

 
出典：1933年 1月理事会会合、決定 VI（a）項。2004年 11月理事会会合、決定 58号により改正。1999年 6月理事会

会合、決定 293号により確認。1997年 11月理事会会合、決定 108号も参照のこと 
 

 

32.030.  クラブに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.030.1.  加盟金の免除および軽減 

事務総長は、理事会に代わって、新クラブの加盟金の一部またはすべてを免除、

あるいは軽減することができる（2015年 10月理事会会合、決定 75号）。 

 
出典：1937年 1月理事会会合、決定 129号、1977年 6月理事会会合、決定 19号。2015年 10月理事会会合、

決定 75号により改正 
 

32.030.2.  クラブの請求書または債務の支払いの免除 

事務総長は、ガバナーからの推奨や他の正当な理由がある場合、事務総長の裁断

において、クラブに請求書の支払いを免除、遅延、または減額することができる。

また、事務総長は、ガバナーからの推奨や他の正当な理由がある場合、事務総長

の裁断において、クラブにロータリーへの債務の支払いを一部または全額免除す

ることができる（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 170 号。2014 年 10 月理事会会合、決定 105 号、2016 年 4 月理事会会

合、決定 157号により改正 

 

32.030.3.  クラブの合併における財政的義務の免除 

小規模なクラブ（会員数が20名以下）の合併を推進し促進するため、事務総長は、

かかるクラブのRIへの未納金を免除することができる（2011年5月理事会会合、

決定238号）。 

 
出典：2011年5月理事会会合、決定238号 

 

32.030.4.  クラブの停止、終結および加盟復帰 
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a） 事務総長は、RI細則第 3.030.1.節に従い、会費または RIに対するその他の金

銭的債務、あるいは承認されている地区会費の支払いを怠っているクラブの加盟

を停止または終結することができる。 

 

b)  事務総長は、RI細則第 3.030.1.項に従い、期限までに会員の変更を報告しなか

ったクラブの加盟を停止させることができる。 

 

c）  事務総長は、緊急の際には、クラブの加盟を取り消すことができる。  

 

d）  事務総長は、RI に対し金銭的義務を果たさなかったという理由で終結され

た元クラブについて、その金銭的義務が果たされたか、満足のゆく支払いの手配

がなされた場合には、これを加盟復帰させることができる。   

 

e）  事務総長は、本章典の第 2.010.1.項に規定されている基準に従い、機能を喪

失しているクラブを終結することができる（2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号）。 

 

出典：1954年 1月理事会会合、決定 100号、1983年 3月理事会会合、決定 244号、2003 年 7月

理事会会合、決定 17号、2004年 6月理事会会合、決定 283号。2014年 1月理事会会合、決定 79号、2016年

9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

32.030.5.  クラブ定款に対する改正 

事務総長は、以下の状況において、クラブ定款に対する改正を承認できる。 

 

--そうした改正によって、当該文書が標準ロータリークラブ定款とさらに調和す

るものとなるような場合 

--地元の法律を順守するために必要な場合（2016 年 4 月理事会会合、決定 157

号）。 

 
出典：1922年 10月理事会会合、決定 2(b)項、1961年 1月理事会会合、決定 117号。2016年 4月理事会会合、

決定 157号により改正 

 

32.030.6.  クラブの名称および所在地域の変更 

事務総長は、クラブの名称や所在地域の変更を承認することができる（2001 年

11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：1922年 10月理事会会合、決定（b）項。2001年 11月理事会会合、決定 45号により改正 

 

32.030.7.  例会の保留 

事務総長は、大部分がイスラム教徒から成る地域社会に所在するクラブに対し、

断食月間中に例会を保留することを許可することができる（1998年 6月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1954年 5月理事会会合、決定 205号  
 

32.030.8.  法人化 
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事務総長は、理事会により採択されている法人規約の一般規定に準拠しているク

ラブからの法人化要請を承認することができる（2016 年 4 月理事会会合、決定

157号）。 

 
出典：1940年 7月理事会会合、決定 36号。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正 

 

32.030.9.  雑誌講読の義務 

事務総長は理事会に代わって、クラブに対し、ロータリアン全員にロータリー・

ワールド・マガジン・プレスの出版物（「ザ・ロータリアン」誌あるいは承認さ

れ指定されている認定地域雑誌）を講読するよう義務づけている RI 組織規定の

適用を免除することができる（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1980年 11月理事会会合、決定 204(d)項。2009年 1月理事会会合、決定 132号により改正 

 

32.030.10.  クラブ役員の郵送先リストの提供 

会員リストの配布について、本章典の他の箇所において特に取り上げられている

場合を除き、事務総長は、次の条件に従い、クラブ役員の郵送先リストを各種の

機関および団体に提供することができる。すなわち、a）提供するこのリストの

目的がロータリープログラムにとって有益であることを、事務総長が明確に示さ

なければならないこと、および b）定められた特定の目的のためにリストを使用

するだけでなく、そのリストを第三者に提供したり、商業目的のために使用しな

いことに同意すること、である（2011年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：1984 年 6 月理事会会合、決定 401 号。1998 年 2 月理事会会合、決定 235 号により確認。2001 年 2 月

理事会会合、決定 219号、2011年 9月理事会会合、決定 34号により改正 
 

32.030.11.  ロータリークラブの合併 

事務総長は、RI細則第 2.050.節に準拠して提出されたクラブ合併の申請を、理事

会に代わって承認することができる（2005年 3月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：2004年 11月理事会会合、決定 136号 

 

32.030.12.  新クラブ 

事務総長は、ロータリークラブの RI への加盟を承認するにあたって、理事会を

代行する責任をもつものとする（2004年 11月理事会会合、決定 58号）。 

 
出典：1979年 11月理事会会合、決定 220号 

 

32.030.13.  「ロータリー」の名称の使用 

事務総長は、クラブあるいは地区の財団活動の法人化においてロータリークラブ

が「ロータリー」という名称を使用することを許可するにあたり、理事会を代行

することができる（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1964年 5～6月理事会会合、決定 220号 
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32.030.14.  募金活動に関する定款の改正 

募金活動を行うための許可をクラブに与えるにあたり、クラブ定款に特定の規定

を設けることが法律によって義務づけられている場合には、理事会を代行して、

定款に改正を加えようとするクラブからの申し入れを検討する権限が事務総長に

与えられている（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1958年 1月理事会会合、決定 112号 

 

32.030.15.  財団の資金管理に関する方針の順守を怠ったことによる加盟の停止ま

たは終結 

事務総長は、理事会に代わって、RI 細則第 3.030.3.節に従って、ロータリー財団

の資金を不正に使用した、またはロータリー財団の資金管理の方針に違反したと

ロータリー財団管理委員会によって判断された会員を保有しているクラブについ

て、その加盟を停止または終結させる権限を有する（2010 年 11 月理事会会合、

決定 98号）。 

 
出典：2010年 11月理事会会合、決定 98号 

 

32.030.16.  被選役職の候補者の失格 

候補者たるロータリアンを代弁するロータリアンまたはクラブがRI細則第11.070.5.

項の要件に反する方法で訴訟を起こした場合、事務総長または会長は、理事会に代

わって、この候補者を役職の選挙において失格とする権限を有する（2016年 9月理

事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2013年 6月理事会会合、決定 209号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

32.030.17.  訴訟によるクラブの加盟の停止または終結 

事務総長は、理事会に代わって、RI 細則第 3.030.4.項および第 11.070.5.項に従っ

た方法により、訴訟を起こしたクラブの加盟を停止または終結させる権限を有す

る（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2013年 6月理事会会合、決定 209号。2016年 4月理事会会合、決定 157号、2016年 9月理事会会合、

決定 28号により改正 

 

 

引照 

 

2.010.1.  クラブの機能の喪失 

9.030.  停止処分中のクラブの身分 

34.040.  「ロータリー」の名称の使用 

 

 

32.040.  国際大会、規定審議会、決議審議会に関する事項について理事会を代行する事

務総長の権限 

 

32.040.1.  郵便投票による審議会代表議員の選出 
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事務総長は、RI細則第 9.080.節の規定に準拠して、郵便投票により審議会の代表

議員ならびに補欠候補者を選出することを、地区の要請に基づいて決定すること

ができる（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1958年 7月理事会会合、決定 36号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

32.040.2.  提出された立法案および決議案の審査 

事務総長は、定款・細則委員会の助言に基づき、RI 細則第 7.050.節および第

8.080.節の規定に則り、それぞれの制定案または決議案の本文に欠陥があれば、

それを案件の提案者に通告することができる（2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号）。 

 
出典：1963年 5～6月理事会会合、決定 190 号。2005年 3月理事会会合、決定 178号、2007年 6月理事会会

合、決定 226号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

引照 

 

57.020.  ホスト組織委員会 

57.030.  国際大会の指針 

57.040.  国際大会の開催地の選定 

57.050.1.  出席の指針：故人となったロータリアンの配偶者 

58.020.  国際協議会の日程 

59.020.4.  規定審議会における「財政的影響」 

60.050.  ロータリー研究会：研究会開催地および期日の承認 

 

 

32.050.  地区に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.050.1.  地区の法人化 

事務総長は、理事会に代わり、法人化の申請書の審査および受理を含め、地区の

法人化に関連するすべての事項について決定を行う権限が与えられている。方針

に関してさらなる説明が必要とされる例外的な事情がある場合、事務総長は、そ

の問題を執行委員会に付託するものとする（2005 年 3 月理事会会合、決定 199

号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 199号 
 

32.050.2.  地区ガバナーノミニー選出の期日延長 

事務総長は、自らの見解において正当かつ十分な理由がある場合、RI 細則第

14.010.節に記されている地区ガバナーノミニー選出の期日を延期することができ

る（2007年 2月理事会会合、決定 154号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 154号 

 

32.050.3.  地区境界の説明の修正 
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事務総長は理事会に代わって、地区の境界が同じままである場合に、地区の境界

表示のすべての変更を承認する権限を有する。 

 

事務総長は理事会に代わって、10 クラブ以内の編入である場合、またはロータ

リークラブがない地域をある地区から近隣の地区へ移す程度の軽微なものであれ

ば、地区の境界修正を承認する権限を有する。境界修正は決定後の 7 月 1 日から

発効するものとする（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 
 

出典：1999年 8 月理事会会合、決定 80号、2007年 2月理事会会合、決定 189号、2007年 6月理事会会合、

決定 226号、2008年 1月理事会会合、決定 196号、2012年 1月理事会会合、決定 211号、2013年 6月理事会

会合、決定 196号 

 

引照 

 

17.020.5.  正当な理由により異なる法人を許可する事務総長の権限 

 

32.060.  財務に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.060.1.  RI予算の充当に関する改正 

事務総長は、68.010.2 項に準拠して、承認済み予算の再配分を許可することがで

きる（2017年 6月理事会会合、決定 195号）。 
 

出典：1944年 5月理事会会合、決定 244号。2017年理事会会合、決定 195号により改正 

 

 

32.060.2.  RI資金および財政的義務の保護 

緊急を要する場合、事務総長は、RI の資金および財政的義務を保護するために

調整を図り、次の理事会会合で理事会に報告することができる（2017年 6月理事

会会合、決定 195号）。 

 
出典：1976年 7 月理事会会合、決定 78号。2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正。1998 年 2月理

事会会合、決定 235号により確認 
 

32.060.3.  財務代行者制度 

国の金融情勢から必要とされる場合、理事会は、事務総長に対し、銀行口座の付

随する財務代行者システムを確立し、財務委員会および理事会に対して定期的な

報告を行うよう指示することができる。そのように指示された場合、事務総長は、

財務代行者を指定および解任する権限を有するものとする。事務総長は、提案す

る指定について当該ゾーンを代表する理事と相談するよう要請されている（2002

年 11月理事会会合、決定 172号）。 
 

出典：1948年 1月理事会会合、決定 114号。1976年 7月理事会会合、決定 79号、1981年 7月理事

会会合、決定 54号、1986年 11月理事会会合、決定 113号、2002年 11月理事会会合、決定 172号により

改正 

 

32.060.4.  役員および委員会委員の経費明細書 
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事務総長は、役員および委員会委員の全経費報告書に対する支払いを承認するも

のとする。金額が過度に超過していると事務総長が判断した場合、事務総長は、

支払いを留保し、執行委員会あるいは理事会に対してこの件への注意を促すよう

指示されている（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 
 

出典：1932年 6月理事会会合、決定 XIV （a）4 項。2016年 4月理事会会合、決定 157号により改正。1998

年 2月理事会会合、決定 235号により確認 

 

32.060.5.  ザ・ロータリアン誌の広告料の調整 

事務総長は、雑誌の継続した収益性を確保するためにザ・ロータリアン誌の広告

料を調整することができる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1989年 2月理事会会合、決定 227号 
 

32.060.6.  RIトラベル・サービス 

事務総長は、RI トラベル・サービスのサービスのレベルと経済性を向上するた

めに、RI 職員と承認されている旅行代理店職員との関係において必要とされる

変更を行うことができる（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 
 

出典：1994年 6月理事会会合、決定 288号。1999年 2月理事会会合、決定 196号により改正 
 

32.060.7.  支払いおよび受領通貨の米ドルへの変更 

事務総長は、金銭の支払いおよび受領を地元通貨から米貨へ変更することの要請

を承認することができる（1999年 8月理事会会合、決定 43号）。 
 

出典：1999年 6月理事会会合、決定 338号により改正 

 

32.060.8.  地区ガバナーに対するロータリー配分予算の修正 

事務総長は、自らの見解においてガバナーからの要請による配分予算の変更のす

べてまたは一部が正当かつ妥当と思われる場合、かかる修正を許可する権限を有

する（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 
 

出典：1967 年 1 月理事会会合、決定 192 号。2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正。1996 年 7 月

理事会会合、決定 8号も参照のこと 

 

32.060.9.  ガバナーの経費明細報告受理の期日延長 

ロータリー資金の使途を記録した経費明細報告書について、酌量すべき事情を説

明する請願書が受理された場合、事務総長は、理事会に代わって、地区ガバナー

から経費明細報告書を受領する締切日を 9 月 30 日まで延長することができる

（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：2003年 5月理事会会合、決定 409号。2006年 6月理事会会合、決定 270号、2016年 4月理事会会合、

決定 157号により改正 

 

32.060.10.  ガバナーへのロータリー資金の支払い 

巨額な配分総額に対し適切な資金管理が必要であるとみなされた場合、事務総長

はガバナー予算の 70 パーセントより少ない金額を支払う権限を有する（2016 年

4月理事会会合、決定 157号）。 
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出典：1998年 6月理事会会合、決定 396号、2005年 6月理事会会合、決定 329号。2016年 4月理事会会

合、決定 157号により改正 

 

引照 

 

66.010.  年次報告 

66.030.2.  RIへの支払いの為替レート 

66.050.  契約 

68.020.  RI予算を超過する権限 

69.030.3.  ガバナーへの経費支払いのスケジュール 

69.030.4.  ガバナー予算の修正手続 

 

 

32.070.  一般管理に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.070.1.  上級マネジャーへの職務の委任 

適切であり、かつ会長の承認がある場合、事務総長は、理事会により正式に承認

された RI への加盟認証、また適切な（1 名または複数の）RI 役員により正式に

署名された印章が必要なその他のすべての文書に、当法人の印章を捺印すること

に関する事務総長の権限のすべてあるいはその一部を、書面にて上級マネジャー

に委任することができる。 

 

得策かつ必要な場合、事務総長は、一定の事柄および状況において理事会に代わ

って決定を行うべく、理事会によって事務総長に委任されている権限を、上級マ

ネジャーに委任することができる（2013年 10月理事会会合、決定 30号）。 

 
出典：1938 年 6 月理事会会合、決定 266 号、1940 年 5～6 月理事会会合、決定 324 号、1983 年 11 月理事会

会合、決定 82号。1986年 11月理事会会合、決定 113号、1990年 7月理事会会合、決定 16号、2013年 10月

理事会会合、決定 30号により改正 

 

32.070.2.  緊急の委員会提案 

現行の方針の枠内において、事務総長は、委員会会合が行なわれた後の妥当な期

間内に理事会あるいは執行委員会が会合する予定がない場合、会長とともに、委

員会による緊急勧告に関して措置を講ずることができる（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1946年 1月理事会会合、決定 156号 

 

 

32.070.3.  調停と仲裁に関する指針 

事務総長は、RI 細則第 25.020.節に従い、調停および（あるいは）仲裁の日付を

設定することについて、また論争の調停と仲裁に関して RI細則第 25 条に取り上

げられていないいかなる事柄についても、理事会を代行する権限を有する（2008

年 6月理事会会合、決定 227号）。 
 



ロータリー章典  ページ 218 

2018年 10月 

 
出典：2008年 1月理事会会合、決定 155号 

 

32.070.4.  RI健康保険の費用分担の割合 

団体健康保険の費用分担割合を決定することについて、理事会は事務総長の裁量

を認める（2009年 1月理事会会合、決定 132号）。 
 

2008年 11月理事会会合、決定 49号 

 

 

32.080.  ロータリー文献、文書および翻訳に関する事項について理事会を代行する事務

総長の権限 

 

32.080.1.  公式名簿に対する責任 

事務総長は、RI 公式名簿の内容と形式に対する責任を果たすものとする。事務

総長はまた、公式名簿に商業広告を掲載すべきかどうかを判断するものとする

（2002年 2月理事会会合、決定 216号）。 
 

出典：1954年 1月理事会会合、決定 141号、1966年 1月理事会会合、決定 176号。2002年 2月理事会会合、

決定 216号により改正 
 

32.080.2.  出版物の作成 

理事会あるいは国際大会の特定の決定により認められたパンフレットの発行を除

き、事務総長は、新しいパンフレットの発行時期、発行される言語、現在発行さ

れているパンフレットの廃止時期について決定を行うものとする（2002年 2月理

事会会合、決定 216号）。 
 

出典：1938年 6 月理事会会合、決定 308号、1966年 5～6月理事会会合、決定 292号。2002年 2月理事会会

合、決定 216号により改正 
 

32.080.3.  出版物の優先リスト 

事務総長は、優先リストを最新に保ち、RI プログラムの重要性に沿ったものと

するため、同リストから出版物を削除、あるいは追加するものとする（2002 年 2

月理事会会合、決定 216号）。 
 

出典：1986 年 3 月理事会会合、決定 207 号。1986 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2002 年 2 月理事会会

合、決定 216号により改正 

 

32.080.4.  原文の所有者 

a）  国際ロータリーの職員ではなく、ロータリアンが著作者として創作した文書

の原文に対する著作権は、別段にそのロータリアンと国際ロータリーの間で同意

がなされていない場合、そのロータリアン本人により所有される。 
 

b）  そうではあるが、その本人が国際ロータリーの国際ロータリーの代理者とし

て文書を創作した場合、当該ロータリアンが国際ロータリー職員でなくとも、創

作された著作物の原文に対する著作権は、国際ロータリーが所有するものとされ

る（1999年 11月理事会会合、決定 175号）。 
 

出典：1999年 11月理事会会合、決定 175号 
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32.080.5.  ロータリー文献の翻訳 

事務総長は、理事会に代わり、ロータリー文献の翻訳を承認する権限を有する。 

 

事務総長は、出版物全体を地区内クラブまたは地区内のグループにとってさらに

有用なものとするべく必要であれば、事前に英語で変更文章全体を承認する権限

を有する（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1930年 4月理事会会合、決定 IV（p）号、1958年 1月理事会会合、決定 142号。1974年 1月理事会会

合、決定 149号により改正。1997年 11月理事会会合、決定 108号により確認 
 

引照 

 

48.020.1.  RI文献資料の翻訳における事務総長の役割 

48.020.2.  翻訳におけるロータリアン・ボランティアの起用 

49.030.  公式名簿 

 

 

32.090.  プログラムに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.090.1.  ローターアクト多地区合同情報組織の認証と終結 

事務総長は、理事会に代わり、ローターアクト多地区合同情報組織を認証あるい

は終結させる権限を有する（2007年6月理事会会合、決定226号）。 

 
出典：2006年11月理事会会合、決定74号 

 

32.090.2.  インターロータ会議 

事務総長は、理事会に代わって、インターロータとして知られる 3 年毎のロータ

ーアクト会議を開催する要請を承認する権限が与えられている（2005年 6月理事

会会合、決定 271号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 217号 

 

32.090.3.  ロータリー青少年交換の認定 

理事会は、地区認定プログラムを管理するため、以下に関する権限を事務総長に

委任する。 

 

a. 地区または地区の一部に、認定、仮認定、条件付き認定（派遣のみの認定を含

む）を認める。 

b.  地区に対する認定、仮認定、条件付き認定を撤回する。 

c.  地区に免除を認める（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 274号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

32.090.4.  多地区合同青少年交換 
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事務総長は、理事会に代わり、多地区合同青少年交換活動やプロジェクトへの地

区の参加を承認する権限を有する。 

 

事務総長は、該当地区のガバナーの同意のあるなしにかかわらず、多地区合同組

織の管理主体の要請により、その地区を多地区合同青少年交換活動から外すこと

ができる。 

 

事務総長は、地区ガバナーの同意のあるなしにかかわらず、地区が地区認定プロ

グラムの要件を順守していないことに気づいた場合、その地区を多地区合同青少

年交換活動から外すことができる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2017 年 1 月理事会会

合、決定 87号。2001年 11月理事会会合、決定 45号により改正 

 

32.090.5.  世界ネットワーク活動グループ 

事務総長は、世界ネットワーク活動グループの法人化の申請を承認することがで

きる（2006年 6月理事会会合、決定 220号）。 

 
出典：1976年 1月理事会会合、決定 161号。2006年 6月理事会会合、決定 220号により改正 
 

32.090.6.  ロータリアン行動グループの認定 

事務総長は、世界ネットワーク活動グループ委員会と相談の上、理事会に代わっ

て、ロータリー親睦活動グループを認証する権限を有する（2017年6月理事会会

合、決定149号）。 

 
出典：2013年 10月理事会会合、決定 43号。2015年 10月理事会会合、決定 58号により改正  

 

32.090.7  親睦活動グループに対する支援の停止 

RI の方針に従っていない場合、親睦活動グループの役員または会員の同意の有

無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、親睦活動グループに対する

RIからの支援を停止することができる（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 
 
出典：  2004年 6月理事会会合、決定 257号。2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 

 

32.090.8  停止中の親睦活動グループに対する認定の終結 

復帰できない場合、親睦活動グループの役員または会員の同意の有無にかかわら

ず、事務総長は、理事会に代わって、停止中の親睦活動グループに対する RI の

認定を終結できる（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 

 
出典：  1989年11月理事会会合、決定96号、2003年5月理事会会合、決定381号、2017年1月理事会会合、決定

113号 
 

32.090.9  ロータリー親睦活動グループの終結 

事務総長は、理事会に代わって、グループが自発的に解散することを決定した場

合、親睦活動グループを終結できる（2017年6月理事会会合、決定149号）。 
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出典：  2005年 11月理事会会合、決定 78号。2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 

 

32.090.10  ロータリアン行動グループの停止 

RIの方針に従っていない場合、ロータリアン行動グループの役員または会員の同

意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、グループに対するRIか

らの支援を停止できる（2017年6月理事会会合、決定149号）。 

 
出典：  2005年 6月理事会会合、決定 302号。2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 
 

32.090.11  停止中のロータリアン行動グループの復帰 

事務総長は、理事会に代わって、停止中のロータリアン行動グループを復帰させ

ることができる（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 

 
出典：  2017年 1月理事会会合、決定 113号 

 

32.090.12  ロータリアン行動グループの終結 

事務総長は、理事会に代わって、グループが自発的に解散することを決定した場

合、ロータリアン行動グループを終結できる（2017年6月理事会会合、決定149

号）。 

 
出典：  2005年11月理事会会合、決定78号。2017年6月理事会会合、決定149号により改正 

 

32.090.13  停止または終結に関する地区ガバナーへの通知 

事務総長は、理事会に代わって、停止または終結について、適宜、地区ガバナー

に通知することができる（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 
 

出典：  2011年 1月理事会会合、決定 137号。2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 

 

32.090.14.  世界ネットワーク活動グループの名称の変更 

事務総長は、理事会を代行して、世界ネットワーク活動グループの公式名称の変

更を承認する権限を有する。ただし、かかる名称が RI の方針に適っていること

が前提である（2014年 10月理事会会合、決定 82号）。 
 

出典：2014年 10月理事会会合、決定 82号 

 

32.090.15.  超我の奉仕賞 

事務総長は、選考時に、国際ロータリーまたはロータリー財団のプログラム活動

への参加を禁じられているロータリアンの推薦を無効とみなす権限を与えられて

いる。 

 

事務総長はさらに、推薦者から要請された場合、当該ゾーンの理事と相談した上

で、個人に贈られた超我の奉仕賞を撤回する権限が与えられている。ただしこれ

は、既に賞が公に贈呈されたり、発表されたりしていない場合、およびかかる措

置が止むを得ないと思われる特殊な状況がある場合に限る。超我の奉仕賞の授賞

が撤回された場合、事務総長は会長に通知するものとする（2008 年 11 月理事会

会合、決定 66号）。 
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出典：2005年 6月理事会会合、決定 301号。2008年 11月理事会会合、決定 66号により改正 

 

 

引照 
 

34.030.7.  プログラムの徽章と合わせたロータリー徽章の使用 

41.070.23.  多地区合同青少年交換プログラム 

42.020.6.  親睦活動グループの法人化 

42.030.11.  認証の停止および終結 
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第 33 条  国際ロータリー事務局 

 

33.010.  事務局職員に関する方針および福利厚生 

33.020.  職員の外部でのロータリーとの関与 

33.030.  国際事務局 

33.040.  文書受理の締切日 

 

33.010.  事務局職員に関する方針および福利厚生 

 

33.010.1.  雇用の機会均等 

理事会は、雇用の機会均等に関する以下の方針声明を採択し、過去、現在および

将来にわたり、雇用慣行に関してこれを RIの方針とすることを確認した。 

 

国際ロータリーは、機会均等雇用主であり、従って、その雇用および人事慣行お

よび手続においては、人種、肌の色、宗教、国籍、先祖、性別、既婚未婚、在郷

軍籍、障害、年齢によって差別することはなく、1964年公民権法の第 7条、1967

年雇用における年齢差別禁止法、イリノイ州人権法 1975 年イリノイ州公正雇用

慣行法の改正法、その他のすべての連邦法、州法および地方法を全面的に順守す

るものである。 

 

事務総長は、この方針の実施に責任をもつ。事務総長は、これについて適宜（た

だし少なくとも年に一度）理事会に報告するものとする（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1990年 3月理事会会合、決定 194号 
 

33.010.2.  公募の方針 

RI は、すべての求人について内部掲示を義務づける公募方針を施行するものと

し、このような求人が職員の中から補充されない場合には、他の募集手段が採用

されているかどうかにかかわらず、公共の求人広告を出すものとする。ただし、

この決定は、組織再編成計画あるいは個人の計画的キャリア開発プログラムの枠

内において、職員の移動、昇進、配属を一切制限するものではない（1998年 6月

理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1995年 7月理事会会合、決定 8号 
 

33.010.3.  RI職員の雇用契約 

いかなる雇用契約あるいは同意も完全に検討され、特に理事会の承認を受けなけ

ればならない。かかる権限は、執行委員会あるいはどの役員にも委任されていな

い（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 2月理事会会合、決定 238号 
 

33.010.4.  雇用者支援プログラム 
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雇用者支援プログラムは、RI の費用で維持されるものとする（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348号）。 

 
出典：1990年 6月理事会会合、決定 305号 
 

33.010.5.  RI職員の退職積立金制度委員会の創立 

RI理事会は、国際ロータリーの 401(k)プラン（プラン）の資産の投資および管理

を含む受託者および信託設定者としてのすべての権限と責務を国際ロータリー世

界本部退職積立金制度委員会（RPC）に委任した。 

 

この委員会は以下のように構成される。 

 

• RPC は、準拠法およびプランの法的文書に従ってプランの運営と管理の責任

を負うものとする。RPC は、（米国の 1974 年従業員退職所得保障法

［ERISA）の意図の範囲内において）プランの「指名受託者」とするものと

する。RPC は、準拠法および該当するプランの文書の規定に従い、プランの

管理および運営に対して権利と義務を行使するものとする。 

 

• RPC は、プランの下において、給付金の請求および給付金請求の決定に対す

る提訴申し立てを（プランの条件に従って）決定する責任を負うものとす

る。 

 

• RI において、最高財務責任者、人事部ディレクター、給与・福利厚生マネジ

ャー、投資&財務ディレクターの役職に就任している個人は、RPC の委員を

構成するものとする。この規定は 2016年 1月 1日より発効する。  

 

ただし、いかなる場合においても、RPC は、プランの下での RI の資金調達義務

の構造を修正するような、あるいはプランを実質的に再編成するようなプランの

改正を採択する権限をもたないものとする。 

 

2.   RPC に、RPC の活動方法に関する規則を明記した創立許可書、ならびに RPC

がプランにおける責務を遂行できるようにするため必要とみなされる、また

は望ましい規則または手続きを設定または修正する権限を付与する（2016 年

1月理事会会合、決定 104号）。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 41号 

 

33.010.6.  職員の団体保険プラン 

世界本部職員による健康保険プランへの参加は、被雇用者がその他の健康保険に

加入していることを条件に、任意によるものとする（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1989年 7月理事会会合、決定 46号 

 

33.010.7.  自動車による旅行の経費支払いの方針 
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RI の費用で旅行することが許可されているすべての者について、自動車による

旅行の経費の支払いは、規定の現行の走行距離レートで支払われ、さらに途中の

立ち寄り先における実費が支払われるものとする。そうした支払いの合計は、航

空料金の経費支払いのための既定の方針に準拠して算出された往復航空料金の金

額を超えてはならないものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1984年 6月理事会会合、決定 403号 
 

 

33.010.8.  職員のための歯科保険プラン 

歯科保険は、世界本部職員の健康保険プログラムの一部として含まれるものとす

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1981年 6月理事会会合、決定 455号 

 

33.010.9.  職員のための認証夕食会 

RI に特定の期間勤続した職員のための認証夕食会が、毎年催されるものとする。

このような夕食会の費用を賄うために、毎年、RI 予算に適切な額が含まれるも

のとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1983年 10月会合、執行委員会決定事項、E‐13 
 

33.010.10.  職員による顕著な社会奉仕活動の認証 

理事会は、職員による顕著な社会奉仕活動の認証を設けた（2016年 4月理事会会

合、決定 166号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 304号。2016年 4月理事会会合、決定 166号により改正 

 

33.010.11.  職員の奨学プログラム 

雇用者の奨学プログラムは、RI の費用で維持されるものとする（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1987年 11月理事会会合、決定 203号 
 

33.010.12.  長期障害休業手当 

RI被雇用者が 6カ月間にわたり長期障害休業手当を受けた後、その職員は解雇さ

れることになり、医療費給付プランにかかる全費用について個人が責任をもつこ

とになる。解雇に先立ち、その職員は、コブラ法（Consolidated Omnibus Budget 

Reconciliation Act＝COBRA）に定められている直接払い職員として、18 カ月間

にわたり、RI の団体健康保険を継続することを選択できる。コブラ法の規定の

下に直接払い職員として 18 カ月が過ぎた後に、その本人は、個人に適用される

保険料で個人保険に切り替えることができる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 
出典：1989年 10月理事会会合、決定 114号 
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33.010.13.    職員向けの損害賠償保険 

RI は、ロータリーの業務で出張中の職員に対し、人身傷害保険および物的損害

責任保険を提供するものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1979年 11月理事会会合、決定 248号 
 

33.010.14.  401（k）退職金制度の雇用主拠出金 

雇用主は、職員が RI401（k）プランに拠出した金額の 3.5％を同プランへの上乗

せ金として提供するものとする（2008年 6月理事会会合、決定 227号）。 

 
出典：1998年 6月理事会会合、決定 398号。2007年 2月理事会会合、決定 214号、2008年 6月理事会会合、

決定 227号により改正 
 

33.010.15.  休暇を取れない被雇用者の休暇補償金の支払い 

事務総長は、一定の状況の下に、また地元の法律が認める場合、休暇を取れない

被雇用者の休暇補償金の支払いを許可することができる（1999 年 8 月理事会会

合、決定 43号）。 
 
出典：1999年 2月理事会会合、決定 271号 
 

33.010.16.  事務総長およびゼネラルマネジャーに対する報酬の見直し 

米国の所得税法を順守するため、執行委員会は、米国財務省の規定第 53.4958-6

項、あるいはそれに代わって当該時に施行されている規定に則った上で、事務総

長および事務局の上級職員に支払われる金額の見直しを行い、該当する規定の内

容から見てそうした支払いが「妥当」となるようにするものである。 

 

本件は、毎年、各年度の理事会の最終定例会合において、事務総長および上級職

員へ支払われる報酬の全般的な見直しの一部として、検討されるものとする

（2001年 11月理事会会合、決定 45号）。 
 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 450号 

 

33.010.17.  主要職員の雇用または解任 

主要職員の雇用または解任にあたっては、次のような手続を踏むものとする。 

 

a.  法律顧問の役職に関して、この役職を担う個人の雇用または解任に関するあ

らゆる決定は事務総長が下し、理事会の執行委員会による承認を得るものとする。 
 

b.  内部監査マネジャーの役職に関して、この役職を担う個人の雇用または解任

に関するあらゆる決定は事務総長が下し、監査委員会と相談の上、理事会の執行

委員会による承認を得るものとする。 
 

c.  事務総長補佐およびゼネラルマネジャーの役職に関して、この役職を担う個

人の雇用または解任に関するあらゆる決定は事務総長が下し、理事会の執行委員

会による承認を得るものとする。ただし、RI のロータリー財団での常勤を任命
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されているゼネラルマネジャーにそうした措置が適用される場合、事務総長は財

団管理委員会委員長にも相談することとする。 
 

d.  事務総長補佐、ゼネラルマネジャー、その他の事務総長を直属の上司とする

役職にある国際ロータリーおよびロータリー財団の職員の年次報酬および勤務評

定は、事務総長により毎年第 2 回会合において理事会全体に開示されるものとす

る（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 
 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 198号。2014年 5月理事会会合、決定 113号、2016年 4月理事会会合、

決定 157号により改正 

 

33.010.18.  事務局職員との関わり方の行動規範 

RI は職員に対し、専門家としての職場環境を維持する責任がある。ロータリア

ンは職員との関わりにおいて、直接であるか電話、E メール、その他の通信手段

を介したものかに関わらず、またその関わりが RI 事務局、ロータリーの行事、

またはその他の場所において行われるものかに関わらず、専門家として敬意を持

ち、協力し、礼儀正しく接することを期待されている。ロータリーの業務に関連

して、職員がロータリアンから不当な扱いを受けたと考える場合、または他の職

員がロータリアンから不当な扱いを受けた場面を目撃した場合は、その職員は不

当な扱いの申し立てを直属のマネジャーまたはロータリー内の別のマネジャーに

報告するよう推奨される。  

 

さらに、RI は、ロータリアン、他のボランティア、職員、業者、または業務遂

行中に接したその他の人々によって行われたかを問わず、いかなる形式のハラス

メント（嫌がらせ）もない職場環境を維持する責任もある。RI はこのようない

かなるハラスメントも防止および阻止するため適切な措置を講じる。ロータリー

の業務に関連して、職員がハラスメントを受けたと考える場合、その職員はハラ

スメントの申し立てを直属のマネジャーまたはロータリー内の別のマネジャーに

報告するよう推奨される（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：2016年 4月理事会会合、決定 164号 

 

 

33.020.  職員の外部でのロータリーとの関与 

 

33.020.1.  ロータリークラブ会員と経費の支払い 

理事会は、資格ある RI 職員にロータリアンとなるよう奨励する。事務総長の事

前の承認を得た上で、RI は、職員のロータリアンに、他クラブの例会へのメー

クアップ出席も含め、ロータリークラブから課せられる年会費とクラブ例会へ

の出席に伴う食費をすべて支払う。例外的な状況では、事務総長は追加経費の

支払いを承認することができる（2018年 4月理事会会合、決定 141号）。 

 
出典：1999年11月理事会会合、決定255号。2016年4月理事会会合、決定157号、2018年4月理事会会合、決定

141号により改正 

 

33.020.2.  ロータリー行事における職員の出席 
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ロータリー行事における職員の出席に関する方針は、以下の通りである。 

 

ロータリー研究会、クラブまたは地区機能、あるいは他のロータリー会合や行事

に出席するための RI 職員への招待状はすべて、かかる招待を受けるべきか、ま

たどの会合または行事にどの職員が出席すべきかを決定する事務総長のもとへ送

付されるものとする。そうした決定を行うにあたり、事務総長は、要請されてい

る出席によって割り当てられた職員の業務能力を高めることができるか、あるい

は職員の出席によって、会合や行事それ自体が、広報、出張業務、他のプログラ

ム目標、あるいは当組織を補充するものであるとみなせるほどの意義があると納

得するものとする。 

 

ロータリー研究会について、RIは、通常、研究会に対し職員 1名のみの費用を支

払うものである。ただし、RI が手配したセミナーまたは他の行事を実施するた

めに職員が出席する場合、あるいは追加職員の出席が、資金が計上され用意され

ている承認済みのプログラム活動の達成と矛盾しない場合は、この例外とされる。

研究会へ出席の要請を受け、事務総長により出席を指示された他の職員の費用は、

その研究会が負担するものとする。クラブあるいは地区機能における職員の出席

は、RI に一切の費用の負担をかけないか、あるいは僅かな負担のみとするもの

とする。 

 

実際的な場合には、すべてのクラブ、地区、地域もしくはゾーン、あるいは他の

ロータリー会合や行事への職員の出席は、この職員による他の公式出張と組み合

せるものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1989年 7月理事会会合、決定 83号  
 

引照 

 

69.020.10.  RI職員の旅行 

 

 

33.030.  国際事務局 

 

33.030.1.  国際事務局の支援業務 

事務総長は、国際事務局の運営を監督し、クラブおよび地区に提供される業務が

できる限り最も費用効率の高い方法で行われるよう、それぞれの国際事務局に指

定されている責務の配分に必要な調整を行うものとする。 

 

国際事務局の業務のかなりの部分はロータリー財団に関連しているため、ロータ

リー財団は、国際事務局の変革と業務実績に関するすべての討議と決定に関与す

べきである（2016年 4月理事会会合、決定 157号）。 

 
出典：1989年 7月理事会会合、決定 47号、2001年 2月理事会会合、決定 276号 

 

33.030.2.  国際事務局の運営に関する報告 
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事務総長は、国際事務局の運営に関する詳細な年次報告を、理事会およびロータ

リー財団管理委員会に提出するものとする（2000 年 8 月理事会会合、決定 43

号）。 

 
出典：2000年 5月理事会会合、決定 376号 

 

33.030.3.  国際事務局の監査 

監査業務は、必要に応じて各国際事務局の監査もしくは限定された調査を行うか、

または監督するものとする。これらは、一般監査役、事務総長、RI 監査委員会

が承認し、監督するリスクの評価方法に基づいて行われる。すべての事務局は、

少なくとも 7 年に 1 度は監査が行われるべきであり、必要に応じ、その間に限定

された調査が行われるべきである（2013年 10月理事会会合、決定 30号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 276号。2006年 6月理事会会合、決定 277号、2007年 6月理事会会合、

決定 226号、2013年 10月理事会会合、決定 30号により改正 

 

33.030.4.  追加の国際事務局の設置 

実際に設置される前に、すべての新しい国際事務局の提案書は、財務委員会によ

り検討され、理事会へ推奨案が出されるものとする（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1989年 1月理事会会合、決定 256号 

 

 

33.040.  文書受理の締切日 

具体的な締切日を伴い、RI の組織規定に明記されている各種文書の受理に関連して、

事務総長は、実際の締切日当日に事務局が業務を行っていない場合に限り、特定の締切

日の後の最初の業務日に文書が受理されたならば、そのすべての受理を有効と認めるも

のとする（2003年 2月理事会会合、決定 194号）。 

 
出典：1984年 2月理事会会合、決定 284号 
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第 34 条  ロータリーの標章 

 

34.005.  ロータリー標章の定義 

34.010.  ロータリー標章の登録 

34.020.  ロータリー標章の使用の許可 

34.030.  徽章の使用 

34.040.  名称の使用 

34.050.  用箋の使用 

34.060.  プログラムの徽章 

34.070.  四つのテストの複製 

34.080.  ロータリーの標語 
 

 

34.005.  ロータリー標章の定義 

「ロータリー標章」とは、下記の語句および意匠標章、年次 RI 国際大会ロゴ、RI 会長

テーマおよびテーマ・ロゴのすべてを含み、他にも多数ある。これらの標章は、国際ロ

ータリーが所有する商標および奉仕の標章であり、当組織の細則第 19.010 節の下に RI

の知的財産である標章を維持し、保全し、またその使用を保護するべく権限が委託され

た理事会によって定められた指針の下、ロータリークラブ、ロータリー地区、およびそ

の他のロータリー組織により使用されるものである。ロータリークラブ、ロータリー地

区、その他のロータリー組織は、RI 指針の下、ロータリーの標章を使用することが推

奨される。ただし、ロータリー標章の所有権の一貫性と排他性を維持するため、さらに

世界中のロータリアンによる使用に対して標章を保全および保護するため、国際的所有

権は細則に従って引き続き RI が所持する（細則 19.010.）。RI による RI の知的財産権

の登録は、同団体の標章の独占的使用を強化し、他の個人および団体による不正使用を

防止する RI の立場を補強する。そのため、ロータリークラブおよびロータリアンはロ

ータリーの標章または同標章の略称または一部の商標登録を申請しないよう求められる。 
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• Annual Programs Fund for Support Today® 

• Brasil Rotário 

• CAMBERWELL ROTARY ART SHOW® 

• CENTRE D`ETUDES INTERNATIONALES 

SUR LA PAIX ET LA RESOLUTION DES 

CONFLITS® 

• CENTRE ROTARY D'ETUDES 

INTERNATIONALES SUR LA PAIX ET LA 

RESOLUTION DES CONFLITS® 

• Colombia Rotária 

• Doing Good In The World 

• El Rotário De Chile 

• El Rotário Peruano 

• España Rotaria 

• End Polio Now 

• Interact® 

• Interact Club® 

• International H2O Collaboration 

• Interota® 

• Jornal Do Rotariano® 

• KALEIÇI ROTARY KULÜBÜ 1991 and 

Design® 

• KALEIÇI ROTARY KULÜBÜ 

AKDENIZ ULUSLARARASI 

YÜKSEKÖGRETIM TANITIM 

GÜNLERI and Design® 

• One Profits Most Who Serves Best 

• Paul Harris® 

• Paul Harris Fellow® 

• Paul Harris Society 

• People Of Action 

• Philippine Rotary 

• Portugal Rotário® 

• The Permanent Fund to Secure 

Tomorrow® 

• PolioPlus® 
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• PPH 

• Preserve Planet Earth  

• RCC 

• Revista Rotaria® 

• Revista Rotary Brasil 

• RI® 

• RITS® 

• Rotaract® 

• Rotaract Club® 

• Rotaria® 

• Rotarian® 

• The Rotarian® 

• O Rotariano® 

• Le Rotarien® 

• leRotarien® 

• Rotary® 

• Rotary Brasil 

• Rotary Canada 

• Rotary Club® 

• Rotary Community Corps 

• The Rotary Foundation® 

• The Rotary Foundation of Rotary 

International® 

• Rotary Global Rewards 

• Rotary Images 

• Rotary International® 

• Rotary International Travel Service® 

• Rotary Leader 

• ロータリーの友® (Rotary No Tomo) 

• The Rotary No Tomo® 

• ROTARY/One® 

• Rotary.org 

• Rotary World® 

• Rotary World Magazine Press 

• Rotary Youth Exchange 

• Revista Rotary Brasil 

• Rotario 

• Rotarianin® 

• Rotariano 

• Rotariets 

• РОТАРІЄЦЬ (Rotariets in Ukrainian) 

• Rotarismo 

 (Rotary in Arabic) روتارى •

• 扶轮® (Rotary in Chinese) 

 (Rotary in Hebrew) רוטרי •

• ロータリー® (Rotary in Katakana) 

• 로타리® (Rotary in Korean) 

• РОТАРИ® (Rotary in Russian) 

• РОТАРІ (Rotary in Ukrainian) 

• Rotary Africa 

• Rotary Contact 

• Rotary Dergisi 

• Rotary Down Under 

• Rotary en México 

• Rotary Good News 

• Rotary Korea 

• 로타리 코리아 (Rotary Korea in 

Korean) 

• Rotary in the Balkans 

• РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ (Rotary in 

the Balkans in Bulgarian) 

• РОТАРИ НА БАЛКАНОТ (Rotary in 

the Balkans in Macedonian) 

• РОТАРИ НА БАЛКАНУ (Rotary in the 

Balkans in Serbian) 

• Rotary Italia 

• Rotary Magazin 

• Rotary Magazin D2441® 

• Rotary News 

• Rotary Norden 

• Rotary Polska 

• Rotary Samachar 

• Rotary Suisse Liechtenstein 

• Rotary Thailand 

• Rotary Youth Leadership Awards 

• RWMP 

• RYE 

• RYLA® 

• Service Above Self® 

• Taiwan Rotary 

• 台灣扶輪 (Taiwan Rotary in Chinese) 

• TRF® 

• Vida Rotária 

 

 
 

 

 

®  
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（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：2000年 5月理事会会合、決定 399号。2006年 11月理事会会合、決定 35号、2008年 1月理事会会合、決定 142

号、2009年 11月理事会会合、決定 28号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2011年 9月理事会会合、決定 34号、

2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、

2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

34.010.  ロータリー標章の登録 

事務総長は、定められている方針に従い、RI の知的財産を監視し、保護するものとす

る。実際的に可能である限り頻繁に、事務総長は、RI が存在する国において商標およ

び奉仕の標章としてロータリー標章を登録する努力を行うものとする。ロータリー組織

であれロータリアン個人であれ、ロータリーのいかなる標章もしくはその略語または部

分を登録することはできない（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1995年 11月理事会会合、決定 78号、2003年 2月理事会会合、決定 225号、2017年 9月理事会会合、決定 24

号 

 

 

34.020.  ロータリー標章の使用の許可 

理事会は、ロータリー標章を使用したいと考える者のために、その使用に関して以下の

規則および条件を採択した。 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rotary7040.com/press/governor_en/wp-content/uploads/2010/01/endpolionow.gif&imgrefurl=http://www.rotary7040.com/press/governor_en/&usg=__Xnf7q2EvEUIZXE_tsim_EQ0emxc=&h=599&w=470&sz=55&hl=en&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=ALnI78Pi3XnXzM:&tbnh=135&tbnw=106&prev=/images?q=end+polio+now&start=20&um=1&hl=en&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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1） ロータリー標章のすべての浮き彫り、押型、鋳型、切型またはその他の表出方法は、

RI により許可され採択されている公式徽章の説明と仕様に完全に一致するものとする。

ロータリー標章は、どのような方法であろうとも変造してはならず、また重ね合わせて

はならないものとする。 

 

2） ロータリー徽章を正確な色で複製するため、現行のガイドがブランドリソースセン

ター（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイス』とビジュアルアイデンティティ

のガイド」（547A）に明示されている。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細

な仕様と、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つた

めのガイドラインが掲載されている。 

 

3） 徽章は、他の徽章または名称と組合せて複製したり、使用してはならないものとす

る。ただし、RI の免許制度規定の下、協賛活動および協力関係の方針に従う場合は例

外とする。 

 

4） ロータリー徽章は、いかなる方法でも、個人、会社、あるいは法人の商用便箋ある

いは商用名刺に印刷したり、使用してはならないものとする（ただし、徽章をそのよう

に用いることのできる RIおよび RIの加盟クラブを除く）。 

 

5） ロータリー徽章は、個人、会社、あるいは法人により商標として使用されてはなら

ず、また、「ロータリー」という語は、商標名、銘柄、または商品の図描としても使用

されてはならないものとする（2015年 10月理事会会合、決定 37号）。 

 
出典：1956年 1月理事会会合、決定 94号。2000年 11月理事会会合、決定 133号、2007年 11月理事会会合、決定 32

号、2015年 10月理事会会合、決定 37号により改正 
 

 

34.030.  徽章の使用 

 

34.030.1.  ロータリー徽章の仕様 

RIの公式徽章は、6本の輻と 24の輪歯および一つの楔穴のある歯車である。1個

の輪歯が各輻の中心線上にあり、輻と輻との中間には 3 個の輪歯がある。歯車は

次表に示す寸法の比例で造られている。“Rotary International”の二つの語は、輪縁

の窪んだところにある。輪を縁で立てて見ると、“Rotary”の文字は上部の窪みに

輪歯 5 個分の長さを占め、“International”の文字は下部の窪みに輪歯約 9 個半の長

さを占める。この二つの窪みのあいだに位置して文字のない二つの窪みが両側に

ある。これら四つの窪みのうち、どの二つの間隔も下記比例に従って 2 単位であ

り、また、窪みの内外の輪線との間隔は 1.5 単位である。輻は、先細で断面は楕

円形である。輪が“Rotary”の文字を上にして立っているときは、向かい合った二

つの輻の中心線は輪の縦の直径を形造り、回転最高所に達した楔穴を両断するこ

とになる。輪歯の両側面は外側にややふくれている。従って輪歯と輪歯のあいだ

の空間はほぼ機械的に正確である。正確な設計の比率は次の通りである。 

 

単位全体の直径  61単位 
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中心から輪歯の基部まで  26単位 

輪歯の輻（内端）から輪歯の基部まで  8½単位 

こしきの直径  12単位 

軸の直径  7単位 

輻 

輪縁と接する点における輻  5単位 

軸の中心における輻  7単位 

楔穴の垂直断面 

幅  1¾ 単位 

深さ  7/8単位 

輪歯 

基部の幅  4¼単位 

先端の幅  2¼単位 

長さ  4½単位 

文字の刷り込み 

窪みの幅  5½単位 

文字の長さ  4単位 

 

輪が奉仕を一層象徴するように、前述の図描の説明に楔穴を加えた。こしきは、

楔穴を囲む円によって一線を画している。立体に複製する場合、こしきは高くす

べきである。さらに、輻の位置を定めた。ロータリー徽章を正確な色で複製する

ため、現行のガイドがブランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）

および「『ボイス』とビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）に明示

されている。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリー

の全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドライ

ンが掲載されている（2015年 5月理事会会合、決定 166号）。 
 

出典：1924 年 1 月理事会会合、決定 VIII-（a）項、規定審議会 80-102 号、2000 年 11 月理事会会合、決定

133 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 380 号。2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2013 年 6 月理事会会

合、決定 242号、2015年 5月理事会会合、決定 166号により改正 

 

34.030.2.  ロータリー徽章の許可された使用 

ロータリー徽章の使用は、以下の通り許可されている。 

 

a） RIもしくはその加盟クラブより支給、発行されるすべての用箋および印刷物 

 

b）ロータリー公式旗 

 

c） ロータリー国際大会その他のすべてのロータリー公式行事に用いる名札、バ

ナー、装飾用品、印刷物、ならびに RI と加盟クラブの備品および設備（敷物や

じゅうたんを含む）。 

 

d） 加盟ロータリークラブの道標に使用する場合 

 

e） ロータリアンが着用する襟章 
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以下のものは、不適切な使用となる。 

 

a） 製品の商標または特別な銘柄として 

 

b） 他の徽章または名称と組み合わせての使用。ただし、RIの免許制度規定およ

び RI の会員特典プログラムの下、RI の協賛活動、パートナーシップ、協力関係、

および他の第三者との関係の方針に従う場合は例外とする 
 

c） ロータリアン個人の商用便箋あるいは商用名刺に使用する場合 
 

d） 商業目的で使用する場合 

 

以下の徽章の使用は、奨励されてはいないが、許容されている：ロータリアンお

よびその家族の個人的に使用する物品および季節の挨拶状 

 

以下の使用は、控えるべきである：ロータリアンの事業場や店舗の扉または窓。

ただし、ロータリアンが RI の会員特典プログラムの参加者であり、このような

使用が直接的にも間接的にも国際ロータリーまたはロータリー組織による推奨を

示唆するものではない場合を除く（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：規定審議会、80-102号。2001年 6月理事会会合、決定 381号。2007年 11月理事会会合、決定 32号、

2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9 月理事会会合、決定

28号により改正。2002年 2月理事会会合、決定 172号により確認 
 

34.030.3.  ロータリアンによる個人用の名刺および便箋上の名称と徽章の使用 

ロータリアンは、ロータリーの名称および徽章を、個人用の名刺および便箋にす

ることが奨励されている（2002年 6月理事会会合、決定 245号）。 

 
出典：2002年 2月理事会会合、決定 172号 

 

34.030.4.  ロータリアンによる商用の名刺および便箋上の名称と徽章の使用 

ロータリー徽章を、ロータリアン個人の商用便箋または商用名刺に含めることは

できない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：規定審議会、80-102号。1996年 11月理事会会合、決定 69号   
 

34.030.5.  ロータリーにおける役職を示す特殊な象徴の使用 

ロータリアンがロータリーにおける自分の役職を示す特殊のバッジ、宝石、リボ

ンなどを使用することは、職業人および地域社会のリーダーから成る団体にはふ

さわしくない。従って、地元の習慣がこれと異なる国を除き、こうした象徴の使

用は承認されない。ただし、ロータリー国際大会および他の大会で使用される簡

単かつ一時的な名札やリボン付きバッジはこれら不承認事項には含まれないとい

うことが理解されている（2007年 6月理事会会合、決定 226号）。 

 
出典：1929 年 4 月理事会会合、決定 IV（q）項。1956 年 1 月理事会会合、決定 98 号、2007 年 6 月理事会会

合、決定 226号により改正 



ロータリー章典  ページ 237 

2018年 10月 

 

 

34.030.6.  ロータリー組織によるロータリー徽章あるいはその他のロータリー標

章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉あるいはロータリー徽章

は、通常、組織全体としての国際ロータリーを指す。また、この言葉は組織の理

念や原則をも意味する。すべてのクラブ、地区、多地区合同、その他のロータリ

ー組織の活動、プロジェクト、および団体は、ロータリー徽章、あるいは他のロ

ータリー標章を使用する場合、当該クラブ、地区、多地区合同グループ、あるい

は他のロータリー組織とわかる識別語句を含めなければならない。限られた例に

おいて、また RI の独自の裁量において、地理的な識別語句を使用できるが、識

別語句がその地域の各クラブの関心を正確に表しており、地区ガバナーやクラブ

会長の適切な承認を得ることを条件とする。また、このような表示語句は、ロー

タリー徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等に目

立つような方法で付記されなければならない。 

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。ロータリー

標章の改造、修正および変形は一切許されない。デジタルメディアに対応し、ロ

ータリー徽章の正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製に

は特別に修正した徽章を使用することができる。このような修正した徽章は、

「デジタルメディアで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として「Rotary」

（ロータリー）の文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタルメ

ディアで小さく表示する場合の簡易ロゴの一部として「Interact」（インターア

クト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。

刺繍媒体に対応するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章

を正確に複製するには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章

をライセンスおよびその他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただ

し、修正したロータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、

「Interact」（インターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字

とともに使用すること。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部

分的に使用されたり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロ

ータリー標章を異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製す

ることを許可している。 

 

ロータリー徽章またはその他のロータリー標章を正確な色で複製するため、現行

のガイドがブランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）および

「『ボイス』とビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）に明示されて

いる。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資

料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲

載されている。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同時に国際的

組織であり、地元での使用もインターネットその他の電子通信を通じて世界的に

認知される可能性があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を要する

事柄も異なる。これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配

慮し、ロータリーの目的と調和したものにすべきである。RI はロータリーの標



ロータリー章典  ページ 238 

2018年 10月 

 

章のいかなる使用も審査し承認する権利を留保する。ロータリーの標章は、銃、

武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写することはできない（2017年 9月

理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：2000年 5月理事会会合、決定 399号。2013年 6月理事会会合、決定 242号、2015年 1月理事会会合、

決定 117号、2015年 5月理事会会合、決定 166号、2015年 5月理事会会合、決定 195号、2015年 7月理事会

会合、決定 16号、2015年 10月理事会会合、決定 37号、2017年 6月理事会会合、決定 172号、2017年 9月

理事会会合、決定 24号により改正 

 

34.030.7.  プログラムの徽章と合わせたロータリー徽章の使用 

ロータリー徽章は、その記章が唯一理事会の管理下に置かれ、またロータリアン

および名誉ロータリアンだけが着用できる RI 徽章の襟ピンと容易に見間違われ

る可能性があるピンに使用されることがないことを前提に、ロータリー・プログ

ラムを示す名称またはその他の徽章を含む記章に組み込むことができる。 

 

RI とその財団により現在使用されている、また将来必要となると見なされるす

べてのプログラムのロゴは、ロータリー徽章を含むべきである。 

 

事務総長は、理事会に代わり、参加者が使用するためにロータリー徽章を組み入

れたロータリー提唱のプログラムのための特定の記章を承認する権利を有する。

ただし、かかる措置が RI定款（第 13 条）および細則の規定に適っていることが

前提である（2013年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 332 号、1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、1994 年 3 月理事会会

合、決定 205号。2007年 6月理事会会合、決定 226号、2013年 6月理事会会合、決定 196号により改正 
 

34.030.8.  徽章の公式仕様からの逸脱 

国際ロータリー徽章の公式仕様からの逸脱は認められない。デジタルメディアに

対応し、ロータリー徽章の正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未

満の複製には特別に修正した徽章を使用することができる。このような修正した

徽章は、「デジタルメディアで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として

「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用するか、プログラムのロゴのため

デジタルメディアで小さく表示する場合の簡易ロゴの一部として「 Interact」

（インターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使

用すること。刺繍媒体に対応するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロ

ータリー徽章を正確に複製するには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロ

ータリー徽章をライセンスおよびその他の RI が許可した衣類に使用することが

できる。ただし、修正したロータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロ

ータリー）、「Interact」（インターアクト）、または「Rotaract」（ローターア

クト）の文字とともに使用すること。（2015年 5月理事会会合、決定 195号）。 

 
出典：1950年 6月理事会会合、決定 190号、2013年 6月理事会会合、決定 242号、2015年 5月理事会会合、

決定 195号 

 

34.030.9.  象徴的なロータリーの表現 



ロータリー章典  ページ 239 

2018年 10月 

 

ロータリーの精神を表現あるいは解釈する目的の、塑像、偶像、あるいはその他

の永久的な象徴物については、これを採択、受容、許可、あるいは認証すること

は一切ないものとする。既に確立されている公式の国際ロータリー徽章のみが認

められるものとする。象徴的な方法でロータリーの精神を表現するためのその他

のあらゆる試みは、奨励されるべきではなく、また奨励されていない（1998 年 6

月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1921年 6月理事会会合、決定 5号 
 

34.030.10.  公式の旗 

ロータリーの公式旗は、白地でその中心にロータリーの公式徽章を飾ったもので

ある。輪全体として金色、輪縁の四つの窪みの部分はロイヤルブルーでなければ

ならない。窪みの“Rotary”と“International”の文字は、金色とする。中心と楔穴は

白色である。 

 

クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは、大きな青色の文字で輪の上部に

“Rotary Club”の文字をまた、輪の下部に都市、州、省あるいは国の名称を記入す

ることができる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：規定審議会、80-102。 
 

34.030.11.  ロータリー旗とバナー 

事務総長は、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティ

を保つため、現行のブランド・ガイドラインと一致する、会員が使用するための

旗とバナーの見本を適宜作成し更新するものとする（「『ボイス』とビジュアル

アイデンティティのガイド」を参照）（2015年 10月理事会会合、決定 84号）。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 84号 

 

34.030.12.  公式の色 

RＩの公式色はロイヤルブルーおよび金色である。（注：金色は、黄色のメタリ

ック色で代用することができる。ロータリー徽章および財団ロゴの印刷には、次

の特定の PMS 色を使用のこと：PMS 286 ブルー、PMS871 メタリック・ゴール

ド、または PMS 129U | 130C黄色（2013年 6月理事会会合、決定 242号）。 

 
出典：規定審議会 80-102。2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、

2013年 6月理事会会合、決定 242号により改正 

 

34.030.13.  RI名称および徽章の営利的使用 

協賛、パートナーシップ、および協力関係ならびに RI の会員特典プログラムへ

の参加は、RI 徽章やその他のロータリー標章を商用化するものではない。RI 細

則第 19.020.節の第 2文は、第 1文に続く結果であって、それゆえ、以下の両項を

禁止するものではない。  
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a）  協賛目的のために、RI徽章やその他のロータリー標章を他団体の標章と組み

合わせて使用すること。 

b）  パートナーシップの目的のために、RI 徽章やその他のロータリー標章を他

団体の標章と組み合わせて使用すること。 

c）  協力関係の目的のために、RI徽章やその他のロータリー標章を他団体の標章

と組み合わせて使用すること。 

d）  RI の会員特典プログラムの目的のために、RI 徽章やその他のロータリー標

章を他団体の標章と組み合わせて使用すること。 

 

それぞれの協賛関係は、協賛する行事の終了をもって終結すべきである。 

 

RI とロータリー財団の協賛者、パートナー、または他の協力団体との契約、ま

たは RI 会員特典プログラムの参加者との契約には、ロータリー標章の使用に関

する現行の理事会方針に一致するよう制限する文言を加えなければならない

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：1995年 11月理事会会合、決定 74号、1996年 2月理事会会合、決定 194号。2000年 8月理事会会合、

決定 64 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正。1998 年

10月理事会会合、決定 85号により確認 

 

34.030.14.  営利目的のため他の標章と併用されるロータリー標章 

RI の免許制度規定、RI の会員特典プログラム規定、および協賛活動、パートナ

ーシップ、およびその他の協力関係の方針の下、特に許可された場合を除き、営

利目的のために他の名称または徽章とロータリー標章を併記して使用することは、

RI により認められていない。それがいかに価値あるものであっても、ロータリ

ー標章は、他の団体または RI の唯一の管理下にないプログラムのロゴや記章バ

ッジと一体化したり、組み込むことは一切できない（2016年 9月理事会会合、決

定 28号）。 

 
出典：1939年 7月理事会会合、決定 26号、1995年 11月理事会会合、決定 74号、2007年 11月理事会会合、

決定 32号により改正。1994年 3月理事会会合、決定 205号、1984年 2 月理事会会合、決定 332号、1996年

11 月理事会会合、決定 69 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号も

参照のこと 
 

34.030.15.  他団体によるロータリー標章の使用に関する RIとロータリー財団の指

針 

1.  ここで許可されている限定的使用に対し、国際ロータリー（以後 RIと称す）

（あるいはロータリー財団（以後 TRF と称す））［いずれか該当しない方を消

し線で消す］は、［協賛者または他の第三者団体の名称］（以後「他団体」と称

す）が、下記に定められた通りに、下記の方法と下記の規定に従い、ロータリー

標章を使用して差し支えないことを認める。 

 

2.  他団体は、RI が次のような世界中の多くの商標および奉仕の標章の所有者で

あることを認識する。これらには、「ロータリー」、ロータリー徽章、「国際ロ

ータリー」、「RI」、「ロータリークラブ」、「ザ・ロータリアン」「ロータリ

ー財団」、ロータリー財団ロゴ、「ロータリアン」、「ローターアクト」、「ロ
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ーターアクトクラブ」、ローターアクト徽章、「インターアクト」、「インター

アクトクラブ」、インターアクト徽章、「インターアクティブ」、「ポール・ハ

リス・フェロー」、ポール・ハリスの肖像、「ポリオプラス」、ポリオプラス・

ロゴ、国際大会ロゴ、会長テーマ・ロゴ、「超我の奉仕」など（「ロータリー標

章」）が含まれるが、これらに限定されていない。 

 

3.  ここで認められている限定的使用は、RI から他団体にロータリー標章が付与

された、あるいは免許を与えられたということにはならない。 

 

4.  RI認可の会合や RIまたはロータリー財団行事の会場において、どこに認識材

料を表示するか、あるいは協賛・パートナーシップ・その他第三者団体との関係

に関連しての一般向けに表示するかどうかに関し、決定する権限を RI（または

ロータリー財団）が保持していることを、他団体は認める。 

 

5.  他団体がロータリー標章を使用して広告を出したいと望む出版物や他の媒体

を事前に承認する権限を有し、また、宣伝や推進目的も含め（ただしこれに限ら

ない）、いかなる媒体であれ、協賛やパートナーシップまたは他の第三者団体と

の関係と関連する資料類におけるロータリー標章のあらゆる使用を承認する権限

を RI（またはロータリー財団）が有していることを、他団体は認める。他団体

は、さらに、ここに考えられているそれぞれの使用が、ロータリーまたはロータ

リーの顧問弁護士による印刷前の検閲と承認過程を経る可能性があることを認め

る。RI は、そうした使用の具体的な拒否あるいは承認について、また、（印刷

原稿あるいは割付の）修正が必要な場合には両者による相互合意がなされるに当

たり、唯一の権限を保持する。 

 

6.  他団体は、協賛するロータリー行事あるいはプロジェクトに直接関連する広

告または促進用資料（バナーや標識といった認識材料を含むが、それらに限定さ

れない）における協賛者のロゴの使用が、ロータリーの徽章（あるいは RI（ま

たはロータリー財団）の独自の判断によるその他のロータリー標章）のサイズと

同等か、あるいはそれ以下のものでなければならないことに同意する。RI は、

ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あるいは変

形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異なった表出方法

（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可している。他団体が、

通常の広告に付随して、ロータリー行事またはプロジェクトの協賛における自ら

の役割を強調することを希望する場合には、RI は、ロータリー徽章を他団体の

ロゴよりも小さくすることに同意する。 

 

7.  他団体は、上記の 6項において明記された規定を変更することなしに、ロータ

リーの標章は、変更、修正されたり、改変してはならず、全体が複製されなけれ

ばならないことを認める。「ロータ」などの略語、接頭辞、接尾辞は一切認めら

れない。デジタルメディアに対応し、ロータリー徽章の正確な複製を強化するた

め、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製には特別に修正した徽章を使用することが

できる。このような修正した徽章は、「デジタルメディアで小さく表示する場合
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のロゴ設定」の一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用するか、

プログラムのロゴのためデジタルメディアで小さく表示する場合の簡易ロゴの一

部として「Interact」（インターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）

の文字とともに使用すること。刺繍媒体に対応するため、0.5インチ（1.  27 cm）

より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製するには小さすぎるサイズの複製に

限り、修正したロータリー徽章をライセンスおよびその他の RI が許可した衣類

に使用することができる。ただし、修正したロータリー徽章は常に簡易ロゴ形式

で「Rotary」（ロータリー）、「 Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。 

 

他団体のロゴとロータリー徽章あるいは他のロータリー標章は重ねられることが

なく、二つが別々に区別された画像に見えるよう、二つの標章の間に明らかな空

間を設けるべきである。 

 

8.  ロータリー徽章および他のロータリー標章を正確な色で複製するため、現行

のガイドがブランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）および

「『ボイス』とビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）に明示されて

いる。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資

料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲

載されている。 
 

9.  他団体は、ロータリー標章は RIに複製を許可されている被免許業者によって

のみ複製され得ることを認める。それ故、可能な場合は常に、ロータリー標章の

複製は、RI より正式に免許を交付されている業者によってなされるべきである。

万一、希望の商品が RI の被免許業者から無理なく入手できない場合には、RI の

免許担当課から承認を得なければならない。 

 

10.  商品がアルコール業界の協賛者との関係において製造されている場合、誇り

のシンボル（ロータリーの歯車）がアルコール商品のラベルに記載されてはなら

ない（2017年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 

11.  ロータリーは地元の組織であると同時に国際的組織であり、地元での使用も

インターネットその他の電子通信を通じて世界的に認知される可能性がある。文

化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異なる。これらの指針の基にロータリ

ーの標章を使用する場合、文化に配慮し、ロータリーの目的と調和したものにす

べきである。RI はロータリーの標章のいかなる使用も審査し承認する権利を留

保する。ロータリーの標章は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描

写することはできない（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
 

出典：1998年 10月理事会会合、決定 86号。2000年 8月理事会会合、決定 64号、2000年 11月理事会会合、

決定 133号、2001 年 11月理事会会合、決定 71号、2002年 6月理事会会合、決定 245号、2006年 11月理事

会会合、決定 35 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 182 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、
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2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2016 年 9 月理事会会合、決定

28号、2017年 6月理事会会合、決定 172号、2017年 9 月理事会会合、決定 24号により改正 

 

34.030.16.  出版物でのロータリー標章 

RIまたは他のロータリー組織以外のいずれ者により発行されるパンフレット、ウ

ェブサイト、そのほかの推進資料にも、ロータリー標章を使用することは不適切

である。ただし、RIの免許制度規定およびRI会員特典プログラムの下、協賛活動

および協力関係の方針に従う場合は例外とする（ロータリー章典 第34.040.6項を

参照）（2015年10月理事会会合、決定37号）。 
 

出典：1930年6月理事会会合、決定I号。2003年5月理事会会合、決定324号、2007年11月理事会会合、決定32

号、2011年5月理事会会合、決定202号、2014年10月理事会会合、決定60号、2015年10月理事会会合、決定37

号により改正 
 

34.030.17.  推奨目的のためのロータリー標章の使用 

他団体のプログラムまたは活動を推奨することは、RI またはその加盟クラブの

範囲内ではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1955年 1月理事会会合、決定 87号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

引照 

 

34.040.3.  RI役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

34.040.4.  RI役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

35.010.  RI免許契約の一般的な原則 

37.010.  会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

51.010.5.  雑誌広告における名称と徽章の使用 

52.020.1.  ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出版物に関する指

針 
 

 

34.040.  名称の使用 

「ロータリー」という言葉をそれ自体で使う場合、通常、組織全体としての国際ロータ

リーを指す。また、この言葉は組織の理念や原則をも意味する。「ロータリー」という

言葉の単独での使用は、RI の組織規定で承認されている使用方法か、RI 理事会が認可

した使用方法に限定されている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1928 年 6 月理事会会合、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。1996 年 2 月理事会会合、決定 198 号も参照の

こと 
 

34.040.1.  政治的な目的のための名称または徽章の使用 

クラブは、政治的なキャンペーン推進の目的のためにロータリーの名称または徽

章を使用しないものとする。政治的利益を得るためにロータリーの親睦を使うこ

とは、ロータリーの精神に反することである（2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号）。 
 

出典：1983年 2～3月理事会会合、決定 289号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
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34.040.2.  建物あるいはその他の永続的構造物に関連してのロータリー標章の使

用 

プロジェクトに関与するロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリ

ー組織とわかる表示語句を併記することなしにロータリー標章を使用することは、

かかるプロジェクトに関連して金銭的あるいは道義的な義務を RI に負わせるこ

とになる。よって、直接・間接に RI への波及を避けるために、いかなるロータ

リークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織も、家屋その他の永続的

建物の建設、購入に当たって、以下の事項に従うべきである。 

 

a）  そのような起業的事業の名称あるいはいかなる法的書類も、関与するロータ

リークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織とわかる表示語句を併記

することなしに「ロータリー」という名称を使用せず、また「国際ロータリー」

という名称を使用することのないよう取り計らうべきである。 

 

b）  ロータリーの名称や徽章を建物の外面に彫り込んだり、ロータリーの名称や

徽章を床にはめ込むなど、永続的に残るような方法でいかなるロータリー標章も

付加すべきではない。理事会は、2001 年より前に建物に永続的に付加されたロ

ータリー標章については、その除去が建物の永久的かつ修復不可能な損傷を与え

るか、ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組織に

不合理な費用がかかるような場合、そのような除去を要請するものではない（ロ

ータリー章典 第 34.040.6項を参照）（2015年 7月理事会会合、決定 16号）。 

 
出典：1944年 7 月理事会会合、決定 26号。2001年 11月理事会会合、決定 68号、2011年 5月理事会会合、

決定 202号、2015年 7月理事会会合、決定 16号により改正 
 

34.040.3.  RI役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

RI の次期、現、前役員および会長または理事会によってさまざまな役割に任命

されたロータリアンは、RI リーダーとしての役割と関連して作成された印刷ま

たは電子形式の出版物において、ロータリー標章を使用する権限を有する。これ

らの各例において、使用の際には RI における自らの役割およびその年度を明確

に示すものとする。ロータリーのシニアリーダーは、RI からの免許を受けなく

ともロータリーでの体験に関する書籍を出版して販売できる。ただし、書籍の販

売による純収益はすべてロータリー財団に寄付し、出版社はロータリー標章を複

製する免許または承認を RI から受け、事務総長の承認を受けることとする。こ

のような各出版物は、 RI の公式出版物ではないことを目立つ場所に明示するも

のとする（2010年 1月理事会会合、決定 107号）。 

 
出典：2003年 10月理事会会合、決定 77号、2009年 11月理事会会合、決定 48号。2010年 1月理事会会合、

決定 107号により改正 

 

34.040.4.  RI役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

RI の次期、現、前役員および会長または理事会によりさまざまな役割に任命さ

れたロータリアンは、RI リーダーとしての役割と関連して立ち上げられたウェ

ブサイトにおいてロータリー標章を使用する権限を有する。これらの各例におい



ロータリー章典  ページ 245 

2018年 10月 

 

て、使用の際には RI における自らの役割およびその年度を明確に示すものとす

る。ロータリアンの混乱や RI の法的責任を回避すべく、当該ウェブサイトがそ

のロータリアンのものであり、RI のウェブサイトでないことが明白となるよう、

あらゆる考慮を払うものとする。必要であれば、事務総長はこのようなウェブサ

イトに免責条項を掲載することを要請できる。ドメインネームにおけるロータリ

ー標章の使用については、ロータリー章典第 52.020.1項 に定められた理事会の方

針に準拠すべきである（2003年 10月理事会会合、決定 77号）。 

 
出典：2003年 10月理事会会合、決定 77号 

 

34.040.5.  クラブまたは地区の財団に関連しての「ロータリー」という名称の使

用 

各ロータリークラブあるいはクラブから成るグループは、以下の条件の下に、ク

ラブあるいは地区の財団活動に関連して「ロータリー」という名称を使用できる。 

 

1.   このような使い方は、活動を、RIでなく関係クラブまたは複数のクラブに関

連させるものでなければならない。 

 

2.   「国際」という語は、クラブまたは地区の財団活動の名称の一部として、ま

たは、その名称とともに使ってはならない。 

 

3.   クラブあるいは地区の財団活動の名称は、クラブ名あるいは地区番号から始

まらなければならない。 

 

4.   クラブまたは地区の財団活動に関連して「ロータリー」および「財団」とい

う語を使うとき、活動の名称として「ロータリー」と「財団」という語を離して

使わなければならない。 

 

事務総長は、理事会に代わり、上述に準拠した上で、クラブあるいは地区の財団

活動の法人化においてロータリークラブが「ロータリー」という名称を使用する

ことを許可するにあたり、決定を行うことができる。本節における「法人化」の

定義は、クラブあるいは地区の法人化の定義と同じである（2008 年 11 月理事会

会合、決定 104号）。 

 
出典：1964年 5～6月理事会会合、決定 220号、2008年 11月理事会会合、決定 104号 
 

34.040.6.  ロータリー組織による「ロータリー」の名称およびその他のロータリ

ーの標章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉あるいはロータリー徽章

は、通常、組織全体としての国際ロータリーを指す。また、この言葉は組織の理

念や原則をも意味する。すべてのクラブ、地区、多地区合同、その他のロータリ

ー組織の活動、プロジェクト、または団体は、｢ロータリー｣の名称あるいは他の

ロータリー標章を使用する場合、当該クラブ、地区、多地区合同グループ、ある

いは他のロータリー組織とわかる識別語句を含めなければならない。限られた例
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において、また RI の独自の裁量において、地理的な識別語句を使用できるが、

識別語句がその地域の各クラブの関心を正確に表しており、地区ガバナーやクラ

ブ会長の適切な承認を得ることを条件とする。このような表示語句は、「ロータ

リー」の直後あるいは直前に置かれなければならない。また、このような表示語

句は、ロータリー徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるい

は同等に目立つような方法で付記されなければならない。   

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。｢ロータ｣な

どの略語、接頭語あるいは接尾語は、一切認められないが、インターロータの定

期会合に対する「インターロータ」での使用は除く。ロータリー標章の改造、修

正および変形は一切許されない。デジタルメディアに対応し、ロータリー徽章の

正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製には特別に修正し

た徽章を使用することができる。このような修正した徽章は、「デジタルメディ

アで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として「Rotary」（ロータリー）の

文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタルメディアで小さく表

示する場合の簡易ロゴの一部として「 Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。刺繍媒体に対応

するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製す

るには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章をライセンスお

よびその他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただし、修正したロ

ータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、「Interact」（イ

ンターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用す

ること。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用され

たり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を

異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可し

ている。 

 

ロータリー徽章および他のロータリー標章を正確な色で複製するため、現行のガ

イドがブランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイ

ス』とビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）に明示されている。こ

こにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料におい

て標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲載されて

いる。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同時に国際的組織であ

り、地元での使用もインターネットその他の電子通信を通じて世界的に認知され

る可能性があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異

なる。これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配慮し、ロ

ータリーの目的と調和したものにすべきである。RI はロータリーの標章のいか

なる使用も審査し承認する権利を留保する。ロータリーの標章は、銃、武器、そ

の他の兵器の画像と組み合わせて描写することはできない。 

 

識別するための表示語句を併用せずに「ロータリー」の名称あるいは他のロータ

リー標章を用いることを計画しているロータリー組織の活動、プロジェクトまた

は団体は、最初に、RI 理事会から方針に対する例外を得なければならない。既



ロータリー章典  ページ 247 

2018年 10月 

 

存の活動、プロジェクト、および他団体の調整を担当するロータリアンは、見直

しをして、方針に一致するよう変更を加えなければならない（2017年 9月理事会

会合、決定 24号）。 

 
出典：1996年 2月理事会会合、決定 198号、2000年 5月理事会会合、決定 399号。2003年 5月理事会会合、

決定 368号、2011年 5月理事会会合、決定 202号、2013年 6月理事会会合、決定 242号、2015年 1月理事会

会合、決定 117号、2015年 5月理事会会合、決定 166号、2015年 5月理事会会合、決定 195号、2015年 7月

理事会会合、決定 16 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号、2017

年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

34.040.7.  「ロータリー」の名称の使用に関する指針における例外の要請 

第 33.040.6.項に規定された方針に例外を求める要請を検討する際、理事会は次を

考慮に入れる。 

 

1.  プロジェクトまたは活動の名称が理事会方針に準じたものとなるよう、組織

グループが事務総長と協力しようとしているかどうか。 

 

2.  （プロジェクトや活動を）組織するグループが理事会方針に準じて名称を変

更するのが容易か、または困難か。 

 

3.  そのグループが方針に沿わない名称を使用してきた期間。実証できる使用期

間が長いほど、そのプロジェクト、活動、あるいは団体に検討の余地が与え

られる。 

 

4.  プロジェクト、活動、または団体の実績と、それらがロータリー運動全体に

与える恩恵。 

5.  方針に沿わずに提案された名称が、関係する組織グループを正確に表すもの

かどうか。 

 

6.  方針に沿わずに提案された名称が、国際ロータリーやその他のロータリー組

織、あるいは、国際ロータリーやロータリーの組織のプロジェクト、活動、

または団体と混同される可能性があるかどうか。 

 

7.  （プロジェクトや活動を）組織するグループが承認されたロータリーの組織

であるかどうか。 

 

8.  そのグループは、その他の点において理事会の方針を順守しているか。 

 

9.  プロジェクトや活動、またはプロジェクト、活動、または団体の名称が、RI

に賠償責任をもたらしうる可能性。 

 

グループがロータリー組織ではなく、プロジェクト、活動、または団体がロータ

リー組織の全面的管理下にない場合、理事会はグループに対して、上記の基準を

基に、ロータリーの名称の使用に関する免許契約を RI と結ぶ例外を認めること
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ができる。この契約には、保険および補償を必須とする条件など（ただしこれら

に限定されない）RIの標準的な免許の条件を含むものとする。 

 

グループがロータリー組織であり、プロジェクト、活動、または団体がロータリ

ー組織の全面的管理下にある場合、ロータリー組織の名称の明確な表示語句を付

することなしに「ロータリー」の名称を使用するための例外が理事会によって認

められ、免許契約は必要とされない。 

 

「ロータリー組織の全面的管理」下とは、以下のように定義される。 

 

a. ロータリークラブ、ロータリー地区、ロータリークラブまたは地区のグル

ープは、プロジェクト、活動、または団体の統括管理について一切の全面

的責任を負う。 

b. ロータリー組織に対するこのレベルの統括管理は、請求するグループによ

って RI の満足のいくようを示さなければならず、以下を含むがこれに限定

されないさまざまな形式で示すことができる。 

i.  ロータリークラブ、地区、または他のロータリー組織は、プロジェクト、

活動、または団体の直接的な日常の運営管理および統制について責任を

負う。運営管理には、あらゆるプロジェクト、活動、または団体の経費

を含む予算の審査と承認が含まれるが、これに限定されない。 

ii. 理事会またはこれに相当するプロジェクト、活動、または団体の管理主

体は、各ロータリークラブの会長（または会長が指名した者）、または

関与もしくは地理的地域内に存在するすべてのロータリークラブや地区

の各ガバナー（またはガバナーが指名した者）のみにより構成される。  

iii. このような管理主体は運営管理の権限を持つものとする。この運営管理

には、あらゆるプログラムまたは他の活動、およびロータリー組織のプ

ロジェクト、活動、または団体から選ばれたものの全経費を含む予算の

審査と承認を含むがこれに限定されない。 

c. 金銭的寄付および（または）ボランティア時間という形でのロータリアン

の関与や支援は、この支援が地区内のすべてのクラブまたは地域内のすべ

ての地区からもたらされたものであっても、当該地域のクラブ会長または

地区ガバナーの全員がプロジェクト、活動、または団体を支援した場合で

あっても、プロジェクト、活動、または団体の運営管理を確立するもので

はない。 

 

ロータリーの名称の使用に対する例外には、ロータリーの徽章または他のいかな

るロータリー標章の使用に対する例外が付随するものでもない。 

 

事務総長は、既存のプロジェクト、活動、および団体を現行の方針に準じたもの

となるようにすることが求められる（2015年 7月理事会会合、決定 16号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 46号。2014年 10月理事会会合、決定 61号、2015年 7月理事会会合、

決定 16号により改正 
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34.040.8.  他のグループによる「ロータリー」という語の使用 

ガバナーの指揮下にロータリークラブを設立することを目的としたグループに関

する場合を除き、いかなるグループも、「ロータリー」という語を使い、ロータ

リークラブまたはロータリークラブか RI の関係団体であるかのように表示した

り、示唆することは許可されず、認められないものとする。よって、理事会は、

事務総長に対し、「ロータリー」という語を許可なく勝手に使用することを止め

させるために、実際的または必要と思われる対策を講じるよう指示することとす

る（2015年 10月理事会会合、決定 75号）。 

 
出典：1948年 1月理事会会合、決定 108号。2015年 10月理事会会合、決定 75号により改正 

 

34.040.9.  元ロータリアンによる「ロータリー」の名称およびロータリー徽章の

使用 

ガバナーの指揮下にロータリークラブを設立することを目的としたグループに関

する場合を除き、いかなるグループも、「ロータリー」という語もしくはその略

語または部分を使い、ロータリークラブまたはロータリークラブか RI の関係団

体であるかのように表示したり、示唆することは許可されず、認められないもの

とする。 

 

定款および細則にこの状況を扱う規定がないことを考えると、理事会が、不本意

な元ロータリアンから成る組織を RI と関連した団体として認めることは明らか

に不可能であり、特に、RI の定款および細則が RI とこうした組織との関連につ

いて規定するよう改正されるまでは、そのような関連が存在せず、かつ存在でき

ないことから、RI との関連を示唆するような名称の使用を許可したり、奨励す

ることは不可能である。 

 

理事会は、ロータリークラブの元会員もしくは不本意な元会員が親睦グループや

他のグループに参加するのを促すような関心や動機を同情をもって理解し、評価

する一方で、「ロータリー」と「ロータリアン」の名称やロータリー徽章を使用

していたり、使用を希望しているロータリークラブの元会員や不本意な元会員に

上述の方針に注意を向けさせ、同グループが公式の立場を保持せず、ロータリー

の名称（もしくはその略語または部分）もしくは徽章の使用が許可されていない

ことを指摘し、さらにかかるグループが「ロータリー」、「ロータリアン」の名

称、もしくはロータリー徽章を使用しないよう、あるいは即座に使用の停止を求

めるよう、事務総長に対して指示する（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1925年 6月理事会会合、IV（k）項、1948年 1月理事会会合、108項、1950年 1月理事会会合、81項、

1962 年 6月理事会会合、決定 27号、1963 年 5～6月理事会会合、決定 188号、2015年 10月理事会会合、決

定 75号、2017年 9月理事会会合、決定 24号 

 

34.040.10.  他団体によるロータリーの名称および徽章の使用 

いかにその団体またはグループの目的や個人の志が有意義なものであっても、RI

は、それによりロータリアンによる排他的な使用と利益のためにロータリーの名

称および記章類の保護を脅かすことがないよう、ロータリーの名称および徽章の

使用を許可することはできない。RI は、ロータリークラブの手本に倣うことを
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望む団体やグループの意欲をそごうとするものではないが、かかる団体やグルー

プがロータリーの用語や記章類を侵害することなく適切な名称および記章類を考

案できると信じている。また、ロータリーの手本に倣おうとするいかなるグルー

プに対しても、共感して支援と激励を与えるようすべてのロータリアンに奨励さ

れている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1939年 7月理事会会合、決定 26号  
 

34.040.11.  クラブの活動に関連しての「ロータリー」の名称の使用 

クラブまたはクラブから成るグループの活動に関連し、またはその活動の名称の

中に「ロータリー」という語（もしくはその略語または部分）を使用することは、

かかるクラブまたはクラブから成るグループに直接関連させるものでなければな

らず、直接間接のどちらにおいても国際ロータリーに関連させるものであっては

ならない。クラブまたはクラブから成るグループの全面的管理下にない活動に関

連して、またはその活動の名称の中に「ロータリー」という語を使うことは認め

られない。また、ロータリアンではない人または団体を会員とする団体と関連し

て、またはその団体の名称の中に、「ロータリー」という語を使うことは認めら

れない（ロータリー章典 第 34.040.6 項を参照）（2017 年 9 月理事会会合、決定

24号）。 

 
出典：1961年 3月理事会会合、決定 206号、2011年 5月理事会会合、決定 202号、2017年 9月理事会会合、

決定 24号。2001年 6月理事会会合、決定 383号により確認 
 

34.040.12.  多地区合同活動における「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、ま

たはロータリー標章の使用 

すべてのクラブ、地区、多地区合同、その他のロータリー組織の活動、プロジェ

クト、および組織は、｢ロータリー｣の名称、ロータリー徽章、あるいは他のロー

タリー標章を使用する場合、当該クラブ、地区、多地区合同グループ、あるいは

他のロータリー組織とわかる識別語句を含めなければならない。限られた例にお

いて、また RI の独自の裁量において、地理的な識別語句を使用できるが、識別

語句がその地域の各クラブの関心を正確に表しており、地区ガバナーやクラブ会

長の適切な承認を得ることを条件とする。また、このような表示語句は、ロータ

リー徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等に目立

つような方法で付記されなければならない。活動、プロジェクト、または組織が

国際ロータリーまたはロータリー財団の一つではないことを明確にするため、電

子形式および印刷形式の宣伝資料、ならびに特に寄付に関するページには、活動、

プロジェクト、または組織が地元に関するものであることを明記するものとする。 

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。｢ロータ｣な

どの略語、接頭語あるいは接尾語は、一切認められないが、インターロータの定

期会合に対する「インターロータ」での使用は除く。ロータリー標章の改造、修

正および変形は一切許されない。デジタルメディアに対応し、ロータリー徽章の

正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製には特別に修正し

た徽章を使用することができる。このような修正した徽章は、「デジタルメディ
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アで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として「Rotary」（ロータリー）の

文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタルメディアで小さく表

示する場合の簡易ロゴの一部として「 Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。刺繍媒体に対応

するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製す

るには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章をライセンスお

よびその他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただし、修正したロ

ータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、「Interact」（イ

ンターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用す

ること。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用され

たり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を

異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可し

ている。 

 

明確な表示語句を付することなしに「ロータリー」の名称、ロータリー徽章ある

いは他のロータリー標章を用いることを計画しているロータリー組織の活動、プ

ロジェクトまたは組織は、最初に、RI 理事会から方針に対する例外を得なけれ

ばならない。既存の医師登録バンクやそれに類似したクラブ、地区、多地区合同

または他のロータリー組織の活動、プロジェクト、または組織の調整にあたるロ

ータリアンは、本方針に従い、活動、プロジェクト、または組織の名称および資

料を見直し、必要な変更を加えるべきである（2017 年 9 月理事会会合、決定 24

号）。 

 
出典：1996年 2月理事会会合、決定 198号、2013年 6月理事会会合、決定 242号。2000年 5月理事会会合、

決定 399号、2006年 11月理事会会合、決定 35号、2015年 1月理事会会合、決定 117号、2015年 5月理事会

会合、決定 166 号、2015年 7月理事会会合、決定 16号、2015年 10月理事会会合、決定 37号、2017 年 9月

理事会会合、決定 24号により改正 
 

34.040.13  ロータリー学友会によるロータリー標章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉は組織全体としての国際

ロータリーを指す。また、この言葉は組織の理念と基本原則も意味する。事務総

長により加盟が承認されたロータリー学友会は、「ロータリー」の名を組織名に

使用することが許可されるが、必ずロータリー地区またはゾーンがわかる識別語

句とともに使用する。このような表示語句は、「ロータリー」の直前あるいは直

後に置かれなければならない。許容される例として「ロータリー地区 XXXX 学

友会」などがある（2017年 6月理事会会合、決定 149号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号。2017年 6月理事会会合、決定 149号により改正 

 

34.040.14.  クラブの刊行物における「ロータリアン」という語の使用 

クラブは、地元で発行するクラブ刊行物の名称の一部として「ロータリアン」の

語を使わないものとする（2003年 5月理事会会合、決定 324号）。 

 
出典：規定審議会、80-102。 
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34.040.15.  「国際ロータリー」と各国表記の使用 

クラブまたはクラブから成るグループは、RI 定款の下にその名称で結成された

名称以外を採用してはならないし、そのような名称の下で運営されてはならない。

すべての地区は、「国際ロータリー」の名称を使用すべきであり、それによりロ

ータリーの理念、原則、目的の普遍性を示すこととする（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1934年 6月理事会会合、決定 201号 

 

引照 

 

52.020.1.  ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出版物に関する指

針 

 

 

34.050.  用箋の使用 

 

34.050.1.  公式用箋の使用 

すべての国際ロータリーの業務は、組織の名称と徽章を付した用箋を使用して行

われるべきである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1919年 5月理事会会合、決定 3号 
 

34.050.2.  RIや他団体の用箋上、または商業目的のための RI役員によるロータリ

ー標章の使用 

RI 用箋の使用は、RI の次期、現任および元役員、あるいはかかる職務が明記さ

れ、RI への奉仕年度が明示されるべきであるという理解の下に各種職務を務め

るべく会長または理事会により任命されたロータリアンに限定されている。RI

用箋は、ロータリーに関する業務のためにのみ使用できる。いかなる次期、現任、

元役員、あるいは各種職務を務めるべく会長または理事会により任命されたロー

タリアンも、ロータリーの標章を他団体の標章と併せて、または他団体の用箋の

上に使用すること、あるいは商業目的で使用することは許可されていない（2003

年 10月理事会会合、決定 77号）。 

 
出典：1982 年 11 月理事会会合、決定 180 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2003 年 10 月理事会会

合、決定 77号 
 

 

34.060.  プログラムの徽章 

 

34.060.1.  ロータリープログラムのロゴ 

事務総長は、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティ

を保つため、現行のガイドラインと一致する、さまざまなロータリープログラム

において使用するためのロゴおよび他の証印を適宜作成し更新するものとする

（RI ブランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）の「『ボイス』と
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ビジュアルアイデンティティのガイド」を参照）（2015年 5月理事会会合、決定

166号）。 
 

出典：2013年 10月理事会会合、決定 63号。2015年 5月理事会会合、決定 166号により改正 

 

34.060.2.  RIまたは財団プログラムでのロゴの使用 

事務総長は、将来に RI または財団のプログラムや活動のためのロゴ案を検討す

る際に、RI の法的商標権を弱めたり、あるいはロータリアンではない人をロー

タリアンであると思わせると理解され得るバッジを作成したりすることがなけれ

ば、それらのロゴにロータリー徽章を含めることを考慮する（1998年 6月理事会

会合、決定 348号）。 
 

出典：1991年 11月理事会会合、決定 136号  
 

34.060.3.  ロータリープログラムのロゴと RI徽章 

何らかの方法で RI 徽章を組み入れていないロータリープログラムのロゴの意匠

は、成果あふれるプログラムやプロジェクトを誇るロータリーの組織に関する一

般の人びとへの伝達を弱め、妨げることになる。それゆえ、RI とその財団によ

り現在使用されているすべてのプログラムのロゴ、また将来必要になると思われ

るプログラムのロゴは、ロータリー徽章を含むべきである。RI とその財団のプ

ログラムのロゴにロータリー徽章を組み入れることの広報的価値は、ロータリア

ンではない人をロータリアンであるかのように思わせてしまう可能性に勝るもの

である。年次テーマのロゴは、ロータリーの歯車に年次テーマを添えたものとす

る（2015年 10月理事会会合、決定 37号）。 
 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 127 号。2011 年 5 月理事会会

合、決定 178号、2015年 10月理事会会合、決定 37号により改正 

 

34.060.4.  インターアクトおよびローターアクト標章 

インターアクトとローターアクトの標章は、これらの名を掲げるインターアクト

とローターアクトの各クラブとその会員のみが使用できるものである。 

 

a.  個々のクラブ会員が使用するときは、そのままインターアクトとローターア

クトの徽章を使ってもよい。 

 

b.  インターアクトとローターアクトのクラブを代表してインターアクトとロー

ターアクトの徽章を使うときは、 RI ブランドリソースセンター

（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイス』とビジュアルアイデンテ

ィティのガイド」に示されるように、クラブの名称も徽章と一緒に使うべき

である。「Interact」（インターアクト）、「Rotaract」（ローターアクト）、

インターアクトの徽章、およびローターアクトの徽章は、常に全体が複製さ

れなければならない。「Interact」（インターアクト）、「Rotaract」（ロータ

ーアクト）、インターアクトの徽章、およびローターアクトの徽章の改造、

修正および変形は一切許されない。｢ロータ｣などの略語、接頭語あるいは接
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尾語は、一切認められないが、インターロータの定期会合に対する「インタ

ーロータ」での使用は除く。 

 

インターアクトの徽章およびローターアクトの徽章は、RI ブランドリソース

センター（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイス』とビジュアルア

イデンティティのガイド」に示される色と様式で複製すべきである。 
 

c.  地区のインターアクトまたはローターアクトの活動を代表してインターアク

トまたはローターアクトの徽章を使うときは、RI ブランドリソースセンター

（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイス』とビジュアルアイデンテ

ィティのガイド」に示されるように、地区番号も徽章と一緒に使うべきであ

る。 
 

提唱ロータリークラブの行事を計画したり、実施するにあたってロータリークラ

ブ、インターアクトクラブ、あるいはローターアクトクラブが使用するために、

国際ロータリーによって、国際ロータリーの権限の下に発行されたものを除き、

いかなる出版物も、クラブ名や地区番号なしにインターアクトまたはローターア

クトの徽章を付帯することはできない。 
 

すべてのロータリー標章を法的に管理する国際ロータリーは、インターアクトお

よびローターアクトの徽章の他の使用法を一切認めない（2015 年 10 月理事会会

合、決定 37号）。 
 

出典：1990 年 6 月理事会会合、決定 295 号。2010 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 63号、2015年 5月理事会会合、決定 166号、2015年 10月理事会会合、決定 37号により改正 

 

 

34.070.  四つのテストの複製 

四つのテストの複製はすべて次の形式でなければならない。 
 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

 

1）真実かどうか 

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか 

 

複製の唯一の目的は、人間関係における高い道徳的水準の向上を図り、それを維持する

ことにあるべきである。複製は、販売や利益を増すことを意図する広告の直接的な部分

となってはならない。しかしながら、商社、団体または機関の人間関係のすべてが四つ

のテストに沿って行われることを願って真摯に努力していることを説明する方法として

ならば、用箋やその他の印刷物に使用してもよい（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 
 

出典：1955年 1月理事会会合、決定 138号。1943年１月理事会会合、決定 142号も参照のこと 
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34.080.  ロータリーの標語 

「超我の奉仕」および「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」がロータリーの公

式標語である。「超我の奉仕」がロータリーの第一標語である（2010 年 6 月理事会会

合、決定 182号）。 
 

出典：規定審議会、50-11号、51-9号、89-145号、01-678号、04-271号、10-165号 

 

引照 
 

41.010  インターアクト 

41.040.  ローターアクト 
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第 35 条  免許契約 

 

35.010.  RI免許契約の一般的な原則 

35.020.  RI免許の認可 

35.030.  事務総長の責務 

35.040.  ロータリアンによるロータリー標章の使用 

35.050.  ロータリー標章の使用に関する具体的制限事項 

35.060.  広告および市場開発の制限 

35.070.  免許に関するその他の事項 
 

 

35.010.  RI 免許契約の一般的な原則 

国際ロータリーは、世界中のロータリアンに上質の製品と充実した支援業務を提供し、

その信頼性および知的財産の認可制による使用を保護し、また、RI への免許使用料の

増収を確保するような、現代的かつ有効な複次的免許制を維持するものとする（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1993年 10月理事会会合、決定 56号、1996年 11月理事会会合、決定 69号  
 

35.010.1.  ロータリー標章の複製 

被免許業者により複製される場合、ロータリー標章は、理事会が採択した説明、

色、比率の仕様に一致していなければならない（2000 年 11 月理事会会合、決定

133号）。 
 

出典：規定審議会、80-102 号。1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。

2000年 11月理事会会合、決定 133号により改正 

 

35.010.2  ロータリー標章の改造に対する禁止 

注記：「ロータリー標章」とは、国際ロータリーにより登録され、所有されてい

るすべての徽章あるいは名称のことである（第 34.005.節参照）。 

 

ロータリーの標章は、改造、修正および変形が一切認められるべきではなく、ま

た、所定の形以外のものを複製してはならない。｢ロータ｣などの略語、接頭語あ

るいは接尾語は、一切認められない。デジタルメディアに対応し、ロータリー徽

章の正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製には特別に修

正した徽章を使用することができる。このような修正した徽章は、「デジタルメ

ディアで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として「Rotary」（ロータリー）

の文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタルメディアで小さく

表示する場合の簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。刺繍媒体に対応

するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製す

るには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章をライセンスお

よびその他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただし、修正したロ

ータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、「Interact」（イ

ンターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用す
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ること。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用され

たり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を

異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可し

ている。事務総長は、標章の全体が複製されていない製品について事務総長が認

識した場合も含め、ロータリーの標章を改造、修正および変形した免許契約の製

品の禁止を厳格に施行すべきである（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 
 

出典：1929 年 4 月理事会会合、決定 IV（q）号、1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、1996 年 6 月理事会会

合、決定 297号、1996年 11月理事会会合、決定 69号、2013年 6月理事会会合、決定 242号、2017年 9月理

事会会合、決定 24号 

 

35.010.3.  襟ピン 

RI は、次の認められた形で RI 徽章を改造した襟ピンを認可する：クラブ会員が

使用する場合、および明確に許可され、免許契約上に許可製品として挙げられて

いる場合にのみ、こしきに宝石を配したり、役職名や会員種類名を加えることが

できる。こうした改造は、ロータリー徽章の外観を損なうことなく、あるいは本

質的な品格を傷つけることがないように行われるものとする（1998年 6月理事会

会合、決定 348号）。 
 

出典：1962年 5月理事会会合、決定 183号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

35.010.4.  腕時計、置時計、掛け時計 

RI は、楔穴を含む徽章の全体が複製されていれば、時計の針がその時々に徽章

の外観の僅かな支障の原因となる場合、または時計の針が徽章の中心に位置され

ている場合であっても、楔穴が正確に複製されていることを条件に、時計の文字

盤全体としてロータリー徽章を配した腕時計、置時計、掛け時計を認可する場合

がある（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.010.5.  RI商品の勧誘販売の制限 

ロータリーの標章の入った商品を販売する免許を受けていない個人あるいは会社

は、ロータリーの標章入り商品を購入するよう地区やクラブ、あるいはロータリ

アンに対して勧誘販売をすることはできない。国際ロータリーから適切な免許を

交付されている業者のみ、ロータリー標章入り商品を購入するよう地区やクラブ、

あるいはロータリアンに勧誘販売をすることができる。  

 

時に、ロータリアンは、特別な行事あるいは目的のために、ロータリーの標章を

付した特注の商品を製作する必要が生まれる。すべてのロータリアンは、まず必

ずロータリー被免許業者にそうした特注の商品を注文すべきである。そうした特

注の商品が適正な価格で RI 被免許業者から得るのが無理であると考えられる場

合、RI は、それらの品物が認可製品と同様の評価と事前の承認手続を経ること

を条件に、免許業者以外の業者に対して 1 度限りの許可を交付するものとする。

いずれの場合も、被免許業者以外の業者は、ロータリー標章の使用について、RI

の特定の承認を得なければならない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
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出典：1995年 6月理事会会合、決定 239号、1996年 11月理事会会合、決定 69号、1998年 2月理事会会合、

決定 252号   
 

35.010.6.  RIの知的財産の著作権侵害の制御 

国際ロータリーは、ロータリー標章の著作権侵害を制御するための活動を継続し

て強化していくものである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1995 年 11 月理事会会合、決定 78 号、1996 年 11 月理事会会

合、決定 69号 

 

 

引照 

 

35.040.1.  ロータリー標章の入った商品を購入する地区およびクラブ 

 

 

35.020.  RI 免許の認可 

 

35.020.1.  被免許業者の種類と免許使用料 

 

第 1種免許 

ロータリーの標章の入った商品を他の RI 被免許業者または国際ロータリーのた

めだけに製作もしくは販売し、認可商品をロータリアン顧客市場または一般の人

びとに直接販売することを意図しない事業体を指す。第 1 種被免許業者は、売上

総額の 2％を徽章使用料として RIに支払い、1 回限りの申請料米貨 100 ドルを納

め、毎年の徽章使用料を支払うが、徽章使用料の年間最低額の支払い義務はない。 

 

第 3種免許 

募金活動プログラム／製品を供給する事業体。第 3 種被免許業者は、ロータリア

ン顧客市場への売上総額の 5％、他の RI費免許業者への売上総額の 2％を徽章使

用料として RI に支払う。第 3 種被免許業者は、1 度限りの申請料米貨 1000 ドル

を納め、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用料の年間最低額として米貨

1000ドルの支払い義務がある。 

 

第 4A種免許 

ロータリアン顧客市場、他の RI 被免許業者、および（または）一般の人びとへ

のロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、品目の制限なく製作

もしくは販売する事業体。第 4A 種被免許業者は、ロータリアン顧客市場および

一般の人びとへの売上総額の 10％、他の RI 被免許業者への売上総額の 2％を徽

章使用料として RIに支払う。第 4A種被免許業者は、1度限りの申請料米貨 1000

ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用料の年間最低額として米貨

1000ドルの支払い義務がある。   

 

第 4B種免許 
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ロータリアン顧客市場、他の RI 被免許業者および（または）一般の人びとへの

ロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、5 品目までの制限付き

で製作もしくは販売する事業体。第 4B 種被免許業者は、ロータリアン顧客市場

および一般の人びとへの売上総額の10％、他のRI被免許業者への売上総額の2％

を徽章使用料として RIに支払う。第 4B種被免許業者は、減額された 1度限りの

申請料米貨 250 ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用料の減額さ

れた年間最低額として米貨 250ドルの支払い義務がある。 

 

第 4C種免許 

ロータリアン顧客市場、他の RI 被免許業者および（または）一般の人びとへの

ロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、5 品目までの制限付き

で製作もしくは販売し、収益（免許契約書に明記された通り）の 100％をロータ

リー財団またはその協力財団へ寄付する事業体。第 4C 種被免許業者は、ロータ

リアン顧客市場、一般の人びと、および（または）他の被免許業者への売上総額

の 1％を徽章使用料として RIに支払う。第 4C 種被免許業者は、減額された 1 度

限りの申請料米貨 250 ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払うが、徽章使用料

の年間最低額の支払い義務はない。第４C 種被免許業者から国際ロータリーが受

け取る徽章使用料はすべて、ロータリー財団年次基金に送金される。 

 

（ポリオプラス・キャンペーン推進品目の販売に関するこの他の方針は、第

71.020.3.項を参照のこと） 

 

第 5種免許 

世界中の小売店を通じてロータリー標章の入った商品を製作もしくは販売する、

認知度の高い銘柄を有する大規模かつ国際的な事業体。第 5 種被免許業者は、ロ

ータリアン顧客市場および一般の人びとへの売上総額の 10%、他の RI 費免許業

者への売上総額の 2％を徽章使用料として RI に支払う。第 5 種被免許業者は、1

度限りの申請料米貨 2000 ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用

料の年間最低額として米貨 2000 ドルの支払い義務がある（2009 年 6 月理事会会

合、決定 232号）。 

 
出典：1995年 2 月理事会会合、決定 168号、1995年 7月理事会会合、決定 25号、1996年 2月理事会会合、

決定 196号、1996年 11月理事会会合、決定 69号。2005年 6月理事会会合、決定 297号、2007年 2月理事会

会合、決定 157号、2009年 6月理事会会合、決定 232号により改正 

 

35.020.2.  RI免許の認可の基準 

RI が免許認可の可否を検討する場合の基準には、以下が含まれる（ただし、こ

れらに限定されない）。 

 

1.  承認する特定の商品（見本） 

2.  RI専用の目録（カタログ） 

3.  倉庫の在庫状況 

4.  ファックス番号もしくは常設の注文用電話番号 

5.  カスタマーサービスの内容 
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6.  クラブおよびガバナーへの信用 

7.  クレジットカードの使用受け入れ 

8.  RIによる品質管理 

9.  被免許業者による購入者への商品の保証 

10.  RI会合における商品の展示・販売の意思 

11.  財務的な安定性 

12.  業務における経験 

13.  輸出入の業務能力 

14.  他の被免許業者とのネットワークへの参加意思 

 

これらの基準の 1部または全部を満たすことは、RIからの免許取得を保証するも

のではない。RI は、独自の裁量により、免許の申請に対する認可の可否を決め

る権利を保持する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

35.020.3.  RIの免許制度の下での被免許業者の選定 

免許を交付するにあたって、RI は、RI 免許制度を現代化するという全体的な目

標を支えることのできる事業体を優先的に選ぶ。RI は、RI 免許の必要条件を順

守できる会社に対し、RI から免許を取得することを奨励するための適切なマー

ケティング方法を用いる（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 56号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

 

35.030.  事務総長の責務 

 

35.030.1.  ロータリアンへの商品供給の保証 

事務総長は、クラブ、地区、およびロータリアンのために適切な商品の供給源を

維持すべきである  （1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 296号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.030.2.  免許認可のための予算と目標 

事務総長は、毎年の免許認可の目標および予算を設定し、監視し、理事会に対し

て関連する定期報告を行うものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 56号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.030.3.  免許契約の施行 

事務総長は、徽章使用料の支払いおよび報告義務要件を含め、RI 免許契約の最

低必要条件を施行するものとする。ただし、事務総長は、義務要件を履行してい

ない被免許業者に対し、その免許を取り消す前に、過去数年間のための和解の機

会を与えるものとする。適切な場合、事務総長は、現在有効な免許契約に従って
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いない被免許業者との新規契約の締結を拒否するものとする（1998年 6月理事会

会合、決定 348号）。 
 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、1996 年 11 月理事会会

合、決定 69号 
 

35.030.4.  免許契約に従わない業者との免許終結 

事務総長は、RI との免許契約に従っていない被免許業者に対処する際、既存の

契約の終結も含め、あらゆる必要な措置を取るものとする（1998年 6月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。1993 年 10 月理事会会

合、決定 56号も参照のこと  
 

35.030.5.  被免許業者の監査 

必要に応じ、事務局職員は、積極的に監査を行い、未納の徽章使用料の支払いを

確保するよう求められている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1995年 6月理事会会合、決定 246号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

35.030.6.  国際会合における被免許業者の出店 

適切な場合、事務総長は、被免許業者が契約要項を満たしていない場合、国際協

議会、国際大会、およびその他の関連会合における出店スペースについて、かか

る被免許業者との契約締結を拒否するものとする（1998年 6月理事会会合、決定

348号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 296号、1996年 11月理事会会合、決定 69号   
 

35.030.7.  「公式名簿」に掲載される被免許業者のリストと推進 

事務総長は、「公式名簿」が印刷される時点で滞りなく徽章使用料を納めている

すべての被免許業者の名称と関連情報を、「公式名簿」の各版に掲載するものと

する。 

 

また事務総長は、ロータリー標章の入った商品を公式の被免許業者から購入する

よう、「ロータリーリーダー」、ロータリーワールド・マガジンプレス、RI の

定期郵送物の一部として全クラブ宛の郵送物、次期ガバナー全員への郵送物、国

際協議会および PETS での研修を通じて推進するものとする（2010 年 6 月理事会

会合、決定 182号）。 

 
出典：1995年 6月理事会会合、決定 242号、1996年 11月理事会会合、決定 69号。1997年 6月理事会会合、

決定 317号、2006年 11月理事会会合、決定 35号、2010年 6月理事会会合、決定 182号により改正 
 

 

35.040.  ロータリアンによるロータリー標章の使用 

 

35.040.1.  ロータリー標章の入った商品を購入する地区およびクラブ 
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すべての地区とクラブは、ロータリー標章の入った商品を認可されている RI 被

免許業者からのみ購入するよう奨励されている。被免許業者から希望の商品が入

手できない場合、ロータリー標章の使用のために RI から特別な承認を得なけれ

ばならない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 65 号、1995 年 6 月理事会会合、決定 239 号、1996 年 11 月理事会会

合、決定 69号 
 

35.040.2  会員によるロータリー標章入り商品またはサービスの販売 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、または個人のロ

ータリアンのいずれも、本章典の他項あるいは RI 理事会により特に免除された

場合を除き、ロータリーの標章あるいはその略称や一部の入った商品またはサー

ビスを認可あるいは販売することはできない（2017 年 9 月理事会会合、決定 24

号）。 

 
出典：  2017年 9月理事会会合、決定 24号 
 

35.040.3.  行事に特化したロータリー標章の使用 

クラブと地区は、クラブまたは地区のプロジェクトを推進する際に、免許なしで

ロータリー標章の入った商品を販売できる。かかる特別なプロジェクトに付随し

て販売される商品には、1 種類のロータリー標章の他に、クラブの名称または地

区番号、募金プロジェクトの内容とその期間または日付を含めなければならない

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 56号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

35.040.4.  ロータリー親睦活動 

ロータリー親睦活動グループは、親睦活動が以下の要件を満たしている限り、RI

国際大会において商品を販売するのに RIからの免許を受ける必要はない。 

 

a）  親睦活動グループにより販売される製品は、親睦活動のロゴを付帯している

か、または特定の行事名を付帯しているかのいずれかとする。 

 

b）  親睦活動グループは、1 月 1 日までに事前の検討のために事務総長に品目と

内容説明のリストを提出し、国際大会において販売する品目を製作する前に書面

による承認を得るものとする。事務総長から明示的な書面による承認を得ていな

い品目は、国際大会で販売できない。 

 

c）  親睦活動グループは、無理なく入手可能な場合には、品目を公式の被免許業

者から購入し、そうでなければ、理事会の方針に準拠して別個に RI の承認を受

けるものとする。 

 

d）  理事会の方針に従い、親睦活動グループは、販売から得られる収益が親睦活

動を推進するために使用されるものであり、利益を意図して発案されたものでは

ないことを確約するものとする（2012年 5月理事会会合、決定 277号）。 
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出典：1995年 11月理事会会合、決定 79号、1996年 11月理事会会合、決定 69号。2001年 6月理事会会合、

決定 394号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2012年 5月理事会会合、決定 277号により改正 

 

35.040.5.  ロータリーのシニアリーダーの著書 

ロータリーのシニアリーダーは、RI からの免許を受けなくともロータリーでの

体験に関する書籍を出版して販売できる。ただし、書籍の販売による純収益はす

べてロータリー財団に寄付し、出版社はロータリー標章を複製する免許または承

認を RI から受け、事務総長の承認を受けることとする。このような各出版物は、

RI の公式出版物ではないことを目立つ場所に明示するものとする（2010 年 1 月

理事会会合、決定 107号）。 

 
出典：2009年 11月理事会会合、決定 48号。2010年 1月理事会会合、決定 107号により改正 

 

 

引照 

 

35.010.5.  RI商品の勧誘販売の制限 

 

 

35.050.  ロータリー標章の使用に関する具体的制限事項 

 

35.050.1.  商品に付帯するロータリー標章の正確な複製 

ロータリー徽章およびその他のロータリー標章が入った商品は、ロータリー徽章

またはその他のロータリー標章が、シルクスクリーン、浮かし、彫り込み、レー

ザーによる彫り込み、鋳造、刷り込み、押し打ちといった（ただしこれらに限定

されない）方法で正確に複製できることを条件に、サイズや媒体に関わりなく免

許が交付されるか、または認可され得るデジタルメディアに対応し、ロータリー

徽章の正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 cm）未満の複製には特別に

修正した徽章を使用することができる。このような修正した徽章は、デジタルメ

ディアで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として「Rotary」（ロータリー）

の文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタルメディアで小さく

表示する場合の簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。刺繍媒体に対応

するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製す

るには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章をライセンスお

よびその他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただし、修正したロ

ータリー徽章は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、「Interact」（イ

ンターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用す

ること。（2015年 5月理事会会合、決定 195号）。 

 
出典：2001年 11月理事会会合、決定 70号、2013年 6月理事会会合、決定 242号、2015年 5月理事会会合、

決定 166号、2015年 5月理事会会合、決定 195号 

 

35.050.2.  襟ピン 
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襟ピンは、ロータリアンの会員バッジと見間違われる可能性がないピンである限

り、ロータリープログラムの記章と一緒にロータリー徽章の意匠を組み入れるこ

とができる。襟ピンは、RI 徽章が正確に複製されている限り、サイズに関係な

く免許が交付され得る（2015年 10月理事会会合、決定 37号）。 

 
出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 332 号、1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、1994 年 3 月理事会会

合、決定 205号、1996年 6月理事会会合、決定 298号、1996年 11月理事会会合、決定 69号、2015 年 10月

理事会会合、決定 37号 
 

35.050.3.  銘柄名としての「ロータリー」に対する禁止 

RI の免許手続きの下で許可されている場合を除き、ロータリー標章のいずれも、

もしくはその略語または部分のいずれも、商標または商品の特別銘柄として使用

することはできない（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：規定審議会、80-102 号。1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号、

2017年 9月理事会会合、決定 24号 
 

35.050.4.  純正のロータリー・タータン柄 

グラスゴー・ロータリークラブ（スコットランド）によりデザインされたタータ

ン柄は、RI の免許制度を統括する原則に一致した純正のロータリー・タータン

柄として販売できる。事務総長は、RI の免許慣行に一致した純正のロータリ

ー・タータン柄を製作、使用、販売、促進するために、占有的ではない免許契約

を結ぶ権限が与えられている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1995年 2月理事会会合、決定 153号、1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.050.5.  ロータリー蘭 

「Dendrobrium Rotary International」としてシンガポール植物園で栽培される蘭花

は、「ロータリー蘭」として呼ばれ、また促進され、販売されるものとする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 135号 
 

35.050.6.  ソフトウェアの免許交付 

RI は、RI もしくはロータリー財団の資料に基づくソフトウェアまたはその他の

資料の免許の交付を通常は許可していない。ただし、目的ある活動へのロータリ

アンの参加を促す RI のソーシャルビジネス戦略を支える目的で、ソフトウェア

の免許を交付することができる（2012年 10月理事会会合、決定 41号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 234 号。1996 年 6 月理事会会合、決定 299 号、1996 年 11 月理事会会

合、決定 69号、2012年 10月理事会会合、決定 41号も参照のこと 

 

35.050.7.  「ポール・ハリス」品目の免許 

被免許業者は、ポール・ハリスの肖像または「ポール・ハリス・フェロー」、

「ロータリー財団友の会会員」、「ベネファクター」などの文字を使った表彰品
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目や認証品目を販売することは認められていない（1998年 6月理事会会合、決定

348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.050.8.  サービスの免許 

RI は通常、サービスのための免許を交付することはない。ただし、目的をもつ

活動へのロータリアンの参加を促す RI のソーシャルビジネス戦略を支える目的

で、サービスの免許を交付することができる（2012 年 10 月理事会会合、決定 41

号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 69号。2012年 10月理事会会合、決定 41号により改正 

 

35.050.9.  アルコール飲料の免許  

RI は、アルコール飲料の免許を交付しない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 69号 
 

35.050.10.  銃、武器、その他の兵器の免許 

RI は、銃、武器、その他の兵器の免許を交付しない（2017 年 1 月理事会会合、

決定 96号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 96号 

 

 

引照 

 

34.020.  ロータリー標章の使用の許可 

34.030.2.  ロータリー徽章の許可された使用 

34.030.13.  RI名称および徽章の営利的使用 

34.030.15.  他団体によるロータリー標章の使用に関する RIとロータリー財団の指針 

35.010.  RI免許契約の一般的な原則 

37.010.  会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

 

 

35.060.  広告および市場開発の制限 

 

35.060.1.  特注商品の広告 

公式の被免許業者が提供する商品と競合する特注商品の受注を求める業者は、ロ

ータリーワールド・マガジンプレスでの広告を通じてこれらの商品を販売する際、

RI から免許許可証を取得するための申請を行わなければならない。その代わり

に、特注で販売され、公式被免許業者の商品と競合する品目を販売するためにロ

ータリーワールド・マガジンプレスに広告を掲載する業者は、その広告文におい

て「ロータリー標章の複製非認可」、あるいは事務総長が適切と判断する但し書
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を使用するよう義務づけられるものとする。事務総長は、どの広告が免責条項を

必要とするかを判断する権限を有する（2004年 6月理事会会合、決定 236号）。 

 
出典：1994年 11月理事会会合、決定 65号、2004年 6月理事会会合、決定 236号 

 

引照 

 

51.010.7.  機関雑誌に掲載される広告に関する RIのコーズマーケティングの方針 

 

 

35.070.  免許に関するその他の事項 

 

35.070.1.  テレホンカード 

RI方針全般に従い、RIは、テレホンカードにロータリー標章を使用するための免

許を交付せず、また許可しない（2003年5月理事会会合、決定324号）。 

 
出典：1995年11月理事会会合、決定80号、1996年2月理事会会合、決定158号。2003年5月理事会会合、決定

324号により改正 

 

35.070.2.  提携クレジットカード 

RI 方針全般に従い、RI は、提携クレジットカードにロータリー標章を使用する

ことを許可しない。事務総長の事前の承認なしに、RI による提携クレジットカ

ード・プログラムにロータリー標章を使用することは禁止されている。事務総長

だけが、理事会に代わって提案書を要請する権限を有する。 

 

事務総長の承認を受ける前に、すべてのRI提携クレジットカードの提案書は、以

下の指針に一致していなければならない。 

 

a.  提携クレジットカードの勧誘を受けないことを要望する機会を与えることを

含め、すべての勧誘方法についてRIの承認を受ける。 

 

b.  提携クレジットカードの利率は適正でなければならない。 

 

c.  提携クレジットカード・プログラムに関連してRIにかかったすべての経費を

差し引いた後で、次の（d）項にある収益を除き、プログラムからRIが受領し

た一切の収益がロータリー財団へ配当されるものとする。 

 

d.  マスターカードとのスポンサー契約を通じて発行されるカード20,000枚ごとに

受領する米貨75,000ドルは、RI国際大会の予算に配分されるものとする。 

 

e.  カードのデザインおよびプログラムに関連するすべての推進資料を含め、ロ

ータリーの名称および徽章の使用について、RIによる出版前の審査と承認を

受ける。 

 



ロータリー章典  ページ 267 

2018年 10月 

 

f.  RIの許可なしにRIの郵送用リストを売却したり、賃貸したり、他の組織によっ

て使用されてはならないことを含め、郵送リストの使用について制限が定め

られている（2003年5月理事会会合、決定416号）。 

 
出典：1995年6月理事会会合、決定240号、2000年5月理事会会合、決定400号。2003年5月理事会会合、決定

324号、2003年5月理事会会合、決定416号により改正 

 

35.070.3.  車両のナンバープレートへのロータリーの名称および徽章の使用 

ロータリークラブまたは地区は、広報および慈善的な募金活動の方法としてロー

タリーの名称と徽章の入った車両のナンバープレートを提案するために、政府の

交付機関と協力することができる。このプロジェクトは、下記の基準に適ってい

ることを前提に、徽章使用料を免除される。 
 

1）  プレートは、政府の交付機関の発行するものでなければならない。 

 

2）  起業的営利事業の関与があってはならない。 

 

3）  指定された地域内のガバナー全員がプロジェクトを承認しなければならない。 

 

4）  プレートは、知的所有権である標章の複製に関して RI の仕様にすべて適っ

ており、プレートの見本を事務総長に提出し承認を受けなければならない。 
 

5）  事務総長の指示の下、このプロジェクトの募金活動面からの収益が指定地域

内のクラブおよびロータリー財団に恩恵を与えるものとなるよう、収益の配分方

式を定めるべきである。またこれは、指定地域のガバナーおよび事務総長の承認

を受けなければならない（2000年 11月理事会会合、決定 131号）。 
 

出典：2000年 11月理事会会合、決定 131号 

 

35.070.4.  郵便切手、郵便消印、郵便関連品目でのロータリー標章の使用 

ロータリークラブおよび地区は、広報、および適切であれば慈善募金活動の方法

として、ロータリーの名称および徽章の入った郵便切手、郵便消印、あるいは郵

便関連品目を提案するために、政府の交付機関と協力することができる。このプ

ロジェクトは、下記の基準に適っていることを前提に、徽章使用料を免除される。 

 

1）  郵便切手、消印、郵便関連品目は、政府の交付機関の発行するものでなけれ

ばならない。 

 

2）  起業的営利事業の関与があってはならない。 

 

3）  指定された地域内のガバナー全員がプロジェクトを承認しなければならな

い。 
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4）  郵便関連品目は、知的所有権である標章の複製に関して RI の仕様にすべて

適っており、郵便関連品目および推進用資料（初回用記念版など）の見本を

事務総長に提出し承認を受けなければならない。 
 

5）  事務総長の指示の下、このプロジェクトの募金活動面からの収益が指定地域

内のクラブおよびロータリー財団に恩恵を与えるものとなるよう、収益の配

分方式を定めるべきである。またこれは、指定地域のガバナーおよび事務総

長の承認を受けなければならない（2001年 11月理事会会合、決定 69号）。 
 

出典：2001年 11月理事会会合、決定 69号 

 

35.070.5.  情報カード 

RI は、ロータリーの標章が付されているかどうかにかかわりなく、ロータリー

クラブ、ロータリー地区、または他のロータリー組織のための情報カードが被免

許業者によって販売されること、あるいは（RI 免許契約の定義通り）認可商品

として販売されることを承認しない（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 
 

出典：1998年 10月理事会会合、決定 89号。1999年 8月理事会会合、決定 60号により確認 

 

 

引照 
 

37.030.4.  インナーホイール 
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第 36 条  提携関係（パートナーシップ） 

 

36.010.   一般的な指針 

36.020.   戦略パートナー 

36.030.  リソース・パートナー 

36.040.  奉仕パートナー 

36.050.  プロジェクト・パートナー 

36.060.  組織全体のプロジェクト 

36.070.  協力団体 

36.080.  他団体への RI代表 

36.090.  他団体の会合出席のための招待状 

36.100.  パートナーシップ提携のための 16段階のプロセス 

36.110.  パートナーシップに関する合同委員会 

 

 

36.010.  一般的な指針 

国際ロータリーおよびロータリー財団は、ロータリーの奉仕の能力を増大するようなパ

ートナーシップを他団体と結ぶことを積極的に求める。パートナーシップには、戦略、

リソース、奉仕、プロジェクトの四種類がある。すべてのパートナー候補は、次のうち

少なくとも 1つに該当していなければならない。 

 

a)  戦略計画に沿う 

b)  一つ以上の重点分野に取り組む 

c)  好ましい公共イメージの機会をもたらす 

d)  新規の会員、寄付、またはプロジェクトのボランティアを引きつける 

 

パートナー候補はきわめて多岐にわたるため、ガイドラインは上記のみに留まらない。

すべてのパートナー候補は RI／ロータリー財団と契約を交わすものとする。契約の内

容は各件によって異なる。 

 

ロータリーおよび（または）ロータリー財団は、時には宗教的志向をその使命に明記ま

たは示唆する団体とパートナーシップを結ぶことができるが、このパートナーシップの

結果として特定の宗教に関わる団体、活動、または見解を推進してはならない。宗教的

志向をその使命に明記または示唆する団体とのパートナーシップ案はすべて、それが適

切であることを確認するために、職員による慎重な調査（資金面での考慮および説明責

任を含む）、財団委員会による審査、および管理委員会と RI 理事会による承認を経る。

いかなるパートナーシップも、分析により協力関係がもはや適切ではないと判断された

場合、見直しおよび終結の可能性の対象となる。 

 

ロータリーはパートナー、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない。パ

ートナーシップは、パートナーの製品またはサービス、方針または立場のロータリーに

よる推奨または承認を暗示しない。パートナーシップは、ロータリーとのいかなる排他

的取り決めも暗示しない。パートナーシップは、いかなるロータリーの活動、出版物、

立場、または方針の内容に対しても、パートナーによる支配または影響の許諾を暗示せ
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ず、合同推進活動、行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超えてパー

トナーの利益を高めるためにロータリーが影響力を行使することを暗示しない。推進資

料および配布物には、製品またはサービス、方針または立場のロータリーによる推奨ま

たは承認を示唆するいかなる表現または意匠も使用することはできない。 

 

 

 

パートナーシップに関する合同委員会、または同委員会不在の場合に事務総長は、毎年

第 2 回会合において、すべてのパートナーシップに関する年次報告を理事会および管理

委員会に提出するものとする（2018年 4月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 136 号。2014 年 10 月理事会会合、決定 34

号、2015年 10月理事会会合、決定 54号、2018年 4月理事会会合、決定 159号により改正 

 

36.010.1.  評価の基準 

パートナーシップ案の審査は以下の点を考慮するべきである。 

 

a) パートナー候補の使命、活動範囲、所在地、立場（RI の多様な会員組織との

適合性を含む） 

b) パートナー候補が奉仕の対象とする国または地域の数 

c) ロータリアンのコミュニティおよび一般社会におけるパートナー候補の評判 

d) パートナー候補の社会的成功と財務的健全性 

e) パートナー候補が全面的かつ継続的に財務面と運営面で情報開示を行う意思 

f) パートナーシップが RIおよび財団にもたらす財務的影響（運営費を含む） 

g) パートナーシップが RIの公共イメージおよび認知度を高める可能性 

h) パートナーシップがクラブまたは地区のプロジェクトにもたらす影響 

i) パートナーシップが RI／ロータリー財団のプログラムにもたらす影響 

j) 戦略パートナー候補がクラブおよび地区へ提供する参加の度合、ならびに参

加が見込まれるロータリアンの人数 

k) 開示された利害の対立 

l) パートナー候補が意図している RI／ロータリー財団への認知 

 

RI／ロータリー財団は、以下に該当する他団体とパートナーシップを結んではな

らない。 

a) ロータリーの価値観と対立する 

b) 習慣性または危険性のある製品および活動を支援する 

c) パートナーシップの活動および結果を通じて、特定の政治的あるいは宗教的

見解を推進する 

d)  パートナーシップの活動および結果を通じて、人種、民族、年齢、性別、言

語、宗教、政治的見解、性的志向、国や社会的な出身、所有物、出生やその

他の状況によって差別する（「ロータリーの多様性に関する声明」について

はロータリー章典第 4.010.1.項を参照）（2018 年 4 月理事会会合、決定 159

号）。 
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出典：2007年 11 月理事会会合、決定 70号、2011年 9月理事会会合、決定 32号。2014年 5月理事会会合、

決定 136号、2018年 4月理事会会合、決定 159号により改正 

 

36.010.2.  他団体に提供される特典 

すべてのパートナーは、段階的に以下の一つまたは複数の支援を受ける資格を持

つ。具体的な特典は各契約において定義される。 

 

a) RIウェブサイトおよびロータリーワールド・マガジンプレスを通じた宣伝 

b) 団体に関する情報をロータリアンと共有 

c) ロータリー章典第 57.110.6.項に従い、RI 国際大会でのブーススペース申込み

への招待 

d) 設定された登録料およびガイドラインに基づく、RI 国際大会への出席または

参加の招待 

e) ロータリー章典第 33.030.15.項および（または）RI／ロータリー財団とパート

ナーとのライセンス契約の条件に則り、一つまたは複数のロータリー標章を

使用する免許 

 

RI／ロータリー財団は以下のものをパートナーに一切提供しない。 

 

a) 会員または寄付者のデータ  

b) 他団体の募金活動への支援 

c) 他団体またはそのプログラムの推薦 

d) 他団体またはそのプログラムに参加または支援することを、ロータリークラ

ブや地区に代わって保証したり、確約したりすること（2011 年 9 月理事会会

合、決定 32号）。 
 

出典：2007年 2月理事会会合、決定 158号。2011年 9月理事会会合、決定 32号により改正 

 

36.010.3.  他団体との連絡 

国際ロータリーもしくはロータリー財団のいかなる役員も、適切な権限者により

承認されない限り、当組織を代表していかなる契約も結んではならず、承認のな

い契約はいずれも無効とされるものとする。事務総長は、他団体との協議を開始

する責務を、役員、職員、その他の人に割り当てることができる。 

 

事務総長は、国際ロータリーとロータリー財団が国際レベルで関係を築き、資金

を得るために協力している個人、財団、企業、政府、その他の団体の「no 

contact list」（連絡すべきではない団体のリスト）を維持する。国際ロータリー

とロータリー財団以外のいかなるロータリー組織の代表も、プロジェクトのため

に資金や協力を得る目的で「no contact list」（連絡すべきではない団体のリスト）

に挙げられた団体に連絡したり、支援を要請してはならない。この方針について

例外を求める書面による要請は、事務総長に提出しなければならない。事務総長

は、RI会長および財団管理委員長に適宜相談した上で、要請者へ回答する。 

 

このことは、クラブ、地区、合同地区が、地元団体とのパートナーシップを築く

ことを禁じていると解釈すべきではない。むしろ、そういった地元団体とのパー
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トナーシップを築くことが奨励されている。ロータリーはパートナー、その製品

またはサービス、方針または立場を推奨しない。パートナーシップは、パートナ

ーの製品またはサービス、方針または立場のロータリーによる推奨または承認を

暗示しない。パートナーシップは、ロータリーとのいかなる排他的取り決めも暗

示しない。パートナーシップは、いかなるロータリーの活動、出版物、立場、ま

たは方針の内容に対しても、パートナーによる支配または影響の許諾を暗示せず、

合同推進活動、行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超えてパ

ートナーの利益を高めるためにロータリーが影響力を行使することを暗示しない。

推進資料および配布物には、製品またはサービス、方針または立場のロータリー

による推奨または承認を示唆するいかなる表現または意匠も使用することはでき

ない（2018年 4月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：2007年 2 月理事会会合、決定 158号、2011年 9月理事会会合、決定 32号、2018年 4月理事会会合、

決定 159号により改正 

 

36.010.4.  RI役員の役職名の使用 

RI の現あるいは元役員は、他団体の公式の地位または一員であることと関連さ

せて、RI の役職名を使用したり、その公表を許可したりしてはならないものと

する。ただし、RI 理事会の同意がある場合を除く。ロータリー財団の現あるい

は元役員は、他団体の公式の地位または一員であることと関連させて、RI の役

職名を使用したり、その公表を許可したりしてはならないものとする。ただし、

財団管理委員会の同意がある場合を除く（2007年 2月理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：規定審議会、80-102号。2007年 2月理事会会合、決定 158号。2003年 5月理事会会合、決定 325号に

より改正 

 

36.010.5.  指針の改正 

他団体との連絡やパートナーシップに向けて RI とロータリー財団が統一したア

プローチを取ることができるよう、ロータリー章典第35.010節から第35.050節、

および、ロータリー財団章典第 1.060 節に定められている他団体とのパートナー

シップの指針に対する改正とその後の改正は、国際ロータリー理事会とロータリ

ー財団管理委員会の両方による承認を得た場合にのみ有効となる。この指針は、

ロータリー章典とロータリー財団章典の両方に含まれるものとする（2011年 9月

理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 158号。2011年 9月理事会会合、決定 32号により改正 

 

36.020.  戦略パートナー 

「戦略」パートナーシップは、国際ロータリーおよび（または）ロータリー財団と、非

政府組織、政府機関、慈善財団、企業、または大学などの他団体によって、ロータリー

クラブや地区によるプロジェクトを推進するために公式に結ばれる関係である。戦略パ

ートナーシップは、双方の組織がかなりの資金、専門知識／技術的スキル、アドボカシ

ー、またはこれらの組み合わせを注いでいる戦略計画を支えるための、大規模で複数年

のプログラムにおける関係である（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 
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出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号。2017年 9月理事会会合、決定 34号により改正 

 

36.020.1.  戦略パートナーの提案 

事務総長は戦略パートナー候補を募る権限が与えられている。提案は、重点分野

または RI 戦略計画のいずれかに具体的に関連していなければならない（2011 年

9月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号 

 

36.020.2.  新規戦略パートナーの審査と承認 

新規戦略パートナーの提案は、RI 理事会とロータリー財団管理委員会の両方に

より、あるいは両会を代行する執行委員会によって承認されなければならない

（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号 

 

 

36.030  リソース・パートナー 

リソース・パートナーシップとは、国際ロータリーまたはロータリー財団とその他の団

体（非政府組織、政府機関、慈善財団、企業、または大学）が結ぶ公式な関係である。

リソース・パートナーシップは、国際ロータリーまたはロータリー財団のプロジェクト

や行事を支援するため、リソース（資金、現物、人材、技術的リソースを含む）の短期

（3年未満）配分を提供する（2017年 9月理事会会合、決定 34号）。 
 

出典：  2011年 9月理事会会合、決定 32号。2015年 10月理事会会合、決定 54 号、2017年 9月理事会会合、決定 34

号により改正 

 

 

36.030.1.  リソース・パートナーの提案 

事務総長は、国際ロータリーまたはロータリー財団のリソース・パートナーとな

る能力を有し、関心をもつ他団体を募る権限を有する。事務総長は、理事会およ

び管理委員会にこの取り組みについて定期的に最新情報を提供する（2015 年 10

月理事会会合、決定 54号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号。2015年 10月理事会会合、決定 54号により改正 

 

36.030.2  リソース・パートナーの承認 

リソース・パートナーの提案は、リソース・パートナーによる寄付総額が 100 万

米ドルを超えない場合、事務総長が承認することができる。寄付総額が 100 万米

ドルを超えるリソース・パートナーの提案は、パートナーシップに関する合同委

員会の追加承認を得て事務総長が承認することができる。リソース・パートナー

の承認の詳細報告書は、RI 理事会およびロータリー財団管理委員会の両方に提

供されるものとする（2017年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：  2011年 9月理事会会合、決定 32号。2015年 10月理事会会合、決定 54号、2017年 9月理事会会合、

決定 34号により改正 
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36.040.  奉仕パートナー 

「奉仕」パートナーシップは、国際ロータリーおよび（または）ロータリー財団と、非

政府組織、政府機関、企業、または大学などの他団体によって、地元、国内、国際的に、

ロータリークラブや地区によるプロジェクトの強化を目指して機会または専門知識を提

供するため、公式に結ばれる関係である。奉仕パートナーシップは、グローバル性、柔

軟性、拡張性があり、小規模なものから大規模なものまで、また短期から長期まで、幅

広いものとなる。奉仕パートナーはロータリー会員が行う人道的活動に、持続的な地域

社会への影響の増加、公共イメージと認知度の向上などの測定可能な価値を加える。奉

仕パートナー候補は、クラブと地区の両方またはいずれか一方と、地元の、または国際

的なプロジェクトの立案および実施を共同で行った十分な経験を提示しなければならず、

ロータリー会員との連携について報告し、数値化する能力を有していなければならず、

ロータリー会員と直接プロジェクト実施を共同で行う能力を有していなければならない。

奉仕パートナーは事務局からいかなる資金も受領しない。事務局の役割はパートナーシ

ップを管理し、ロータリアンのパートナーとの協力を推進することである（2018年 4月

理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号。2018年 4月理事会会合、決定 159号により改正 

 

36.040.1.  奉仕パートナーの提案 

事務総長は、一つまたは複数の奉仕部門または重点分野におけるロータリークラ

ブまたは地区のプロジェクトを支援するため、新規奉仕パートナーを募る権限が

与えられている。事務総長は、奉仕パートナー候補となりうる他団体に連絡する

権限が与えられている（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号により改正 

 

36.040.2.  奉仕パートナーの審査と承認 

事務総長は、RI 理事会およびロータリー財団管理委員会に代わって、パートナ

ーシップに関する合同委員会委員または同等の職能において機能する後継委員会

との協議の上、1 年以下の期間の奉仕パートナーの審査と承認を行う権限が与え

られている。1 年を超える奉仕パートナーシップは、RI 理事会とロータリー財団

管理委員会の両方により、あるいは両会を代行する執行委員会によって承認を得

て更新することができる（2014年 5月理事会会合、決定 136号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号。2014年 5月理事会会合、決定 136号により改正 

 

 

36.050.  プロジェクト・パートナー 

「プロジェクト」パートナーシップはロータリー組織と提携関係にある団体に対して設

けられている特別な地位である。通常は、ロータリークラブ、地区、またはロータリア

ンが開始または運営している独立非政府団体である。プロジェクト・パートナーの活動

は、RI ウェブサイトの専用ページを通じてクラブおよび地区に対して周知が図られる

（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 
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出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号 

 

36.050.1.  プロジェクト･パートナーの提案 

事務総長は、国際ロータリーまたはロータリー財団のプロジェクト・パートナー

となる能力を有し、関心をもつ他団体を募る権限を有する。ロータリアンからの

募金を求めるプロジェクト・パートナーの提案には、奉仕の要素が大きく含まれ

ていなければならない（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号 

 

 

36.050.2.  プロジェクト・パートナーの審査と承認 

事務総長は他団体にプロジェクト・パートナーの地位を認めることができる。ロ

ータリアンからの寄付を求めるプロジェクト・パートナーは、RI 理事会および

ロータリー財団管理委員会の両方の承認を得なければならない。プロジェクト・

パートナーを代行するクラブまたは地区による勧誘は、ロータリーの資料配布に

関する方針を順守するものとする（2011年 9月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：2011年 9月理事会会合、決定 32号 

 

 

36.060.  組織全体のプロジェクト 

組織全体のプロジェクトとは、審議会の承認を受け、世界中すべてのクラブの参加が奨

励される、国際ロータリーとロータリー財団が開始するプロジェクトとして定義される。

ロータリー章典、第 40.040.1項とロータリー財団章典の第 12.010節に記されているよう

に、ポリオプラス・プログラムが完了するまで、いかなる新しい組織全体のプロジェク

トも検討されない（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号により改正 

 

 

36.070.  協力団体 

国際ロータリーとロータリー財団の両方またはいずれか一方は、地域社会および国際

的奉仕活動を推進するためにロータリアンと協力する NGO、政府機関、企業、または

大学などの協力団体を承認している。これらの協力団体は地元や国際レベルでロータリ

ーとロータリアンの奉仕活動に協力する実績を有する（2018 年 4 月理事会会合、決定

159号）。 

 
出典：2018年 4月理事会会合、決定 159号 

 

 

36.080.  他団体への RI 代表 

会長は、適宜、財団管理委員長と相談の上、RI またはロータリー財団が協力関係を持

つ団体への代表を務める経験豊富なロータリアンを任命することができる。   
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これらの代表は、関係の締結期間中、もしくは最高 3 年間（さらに 3 年間の更新が可能）

務めるものとする。   

 

代表は、協力団体、会長、財団管理委員長、事務総長の間のリエゾン（連絡担当者）と

しての役割を果たし、要請があれば会合に出席し、関係の進捗を随時確認し、協力関係

に関連する RI とロータリー財団の方針、プログラム、活動について協力団体と連絡を

図る。   

 

代表は、最初のオリエンテーションと、責務を果たすために必要な場合には継続的に状

況説明を受けるものとする。   

 

承認された予算内ならびに RI 方針に準拠した上で、経費の支払いを受けるものとする。   

 

会長は、財団管理委員長と相談の上、適切であれば、いつでも代表を解任できる（2007

年 2月理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 158号 

 

 

36.090.  他団体の会合出席のための招待状 

事務総長は、他団体の会合出席のための RI またはロータリー財団への招待状に対し、

以下に照らして返答するものとする。 

 

1）  プログラム情報が得られる可能性とロータリーの可視性の両方の点から評価する。 

 

2）  会合の行われる都市またはその近隣に居住し、その会合の主題に関連するロータリ

ーの活動について豊かな知識を持つ中央役員、RI 委員会委員、その他のロータリーリ

ーダーであるロータリアンを特定し、この情報を会長、会長エレクト、会長ノミニー、

ロータリー財団管理委員長、ロータリー財団管理委員長エレクトのために作成されたデ

ータベースに含める。 

 

3）  会長および（または）ロータリー財団管理委員長（適宜）と相談した上で、ロータ

リアンを選び、その会合に出席して以下を行うよう要請する。 

 

a.  講演者かパネリストとしての具体的な役割を務めたり、RI とロータリー財団に代わ

って賞を受け取るために招待されたり、その他別段に指示された場合を除き、ロータリ

ーに関係する情報を収め、記録しながら、オブザーバーとしての役目を務める。 

b.  会合後に報告書を作成して会長またはロータリー財団管理委員長に提出する。会長

またはロータリー財団管理委員長は事務総長を通してこれを該当する委員会委員長へ回

付する。 

c.  招待状に記されている通り、会合への出席に関連して経費が生じた場合、これが清

算される（2011年 1月理事会会合、決定 137号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 98号。2007年 2月理事会会合、決定 158号、2007年 6月理事会会合、決定 280

号、2011年 1月理事会会合、決定 137号により改正 
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36.100.  パートナーシップ提携のための 16 段階のプロセス 

第 1段階：各重点分野におけるニーズを特定する 

 

第 2段階：各重点分野における戦略パートナー候補を集める 

 

第 3 段階：ロータリーに最適であると思われる団体について 1 回目の適正評価と調査を

実施する（1～2週間） 

 

第 4 段階：「合格」した団体について、まだ他団体、ロータリアン、または管理委員と

の連絡を取っていない場合は、連絡を開始する（1～3か月） 

 

第 5 段階：団体の詳細な適正評価および分析を実施し、パートナーシップの可能性を図

る（1か月） 

 

第 6段階：パートナーシップの機会を探る（2～3か月） 

 

第 7 段階：関係の範囲およびパッケージ・グラントについて交渉するため、管理委員に

よる視察を手配する（1～2か月） 

 

第 8段階：視察の結果を、審査のため職員審査チームに提示する（1か月） 

 

第 9 段階：管理委員会および RI 理事へ推薦するため、パートナーシップに関する合同

委員会による推薦を求める  

 

第 10 段階：団体と戦略パートナーシップの概念に対する管理委員会および RI理事の承

認を確保する（2～3か月） 

 

第 11段階：覚書（MOU）を起草し、パートナーとの交渉を確定する（2～4か月） 

 

第 12 段階：第 10 段階と並行して、ウェブおよび戦略パートナーシップ申請資料を作成

する（1～2か月） 

 

第 13段階：関係の伝達と推進（1～2か月） 

 

第 14段階：覚書に記載された活動を遂行する 

 

第 15段階：監視、評価、調整を行う 

 

第 16段階：関係を更新または終結する（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 64号 

 

36.110.  パートナーシップに関する合同委員会 
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パートナーシップに関する合同委員会は、7～9 名の委員により構成されるものとする。

委員は、財団管理委員 1 名、RI理事 1 名、現職あるいは元の財団管理委員または理事 2

名、管理委員または理事の就任経験のない人 5 名とする。現職および元の理事および管

理委員は任期を 1年とし、その他 5名の委員は各々任期をずらして 3年の任期とする。 

 

委員長および副委員長を含む全委員の任命は、委員会が任務を遂行する年度の管理委員

長および RI会長により合同で行われる。委員は再任できる。 

 

現職・元の理事または管理委員ではない 5名の委員は、以下の特質を持つものとする。 

 

1)  ロータリーへの関心を実証している 

2)  国際開発の問題に精通している 

3)  パートナー団体の発掘と協力における経験がある 

4)  ネットワークを構築する能力があり、ロータリーにとって重要なパートナーを特定

し、開拓する能力がある  

5)  委員会会合への参加を含め、時間と労力をロータリーに注ぐ意思がある（2015 年 5

月理事会会合、決定 166号）。 
 

出典：2014年 10月理事会会合、決定 34号 
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第 37 条  協賛活動と協力活動のための RI の指針 

 

37.010.  会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

37.020.  国連との協力 

37.030.  他団体およびグループとの協力 

 

 

37.010.  RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムが、一部、事業法人や政府機関による協賛

を通じて支援されるものであるとの認識の下、理事会は、RI 会合、行事、プロジェク

ト、プログラムの協賛の受諾のための以下の規定を採択した。 

 

1.  協賛は、イメージの向上、推進、資金調達、あるいはその他の方法で、国際ロータ

リー、ロータリー財団、ロータリーのプロジェクト、およびロータリーのプログラムに

利益をもたらす他団体との関係である。大会や PETS 等のクラブと地区の行事は、協賛

を受けることを許可されるべきである。ただし、規定審議会は協賛の対象として容認さ

れない。それぞれの協賛関係は、指定された期間内または協賛行事の終了をもって終結

すべきである。いかなるロータリーの行事においても、適切なレベルの礼儀作法を守る

ことが重要である。 

 

2.  RI は協賛者、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない。協賛は、協

賛者の製品またはサービス、方針または立場の RI による推奨または承認を暗示しない。

協賛は、RI とのいかなる排他的取り決めも暗示しない。協賛は、いかなる RI の活動、

出版物、立場、または方針の内容に対しても、協賛者による支配または影響の許諾を暗

示せず、協賛行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超えて協賛者の利

益を高めるために RI が影響力を行使することを暗示しない。推進資料および配布物に

は、製品またはサービス、方針または立場の RI による推奨または承認を示唆するいか

なる表現または意匠も使用することはできない。 

 

3.  RIは以下の協賛を容認しない。 

 

a.   ロータリーの倫理的および人道的価値観に反する。 

b.   人権について国際的に認められている基準を下げる。 

c.   アルコール（特定の文化状況で不適切な場合）、煙草、賭博など習慣性があるもの

や、銃、武器あるいは兵器などの（ただしこれに限らない）危険な製品の使用を支

援する。 

d.   パートナーシップの活動および結果を通じて、特定の政治的あるいは宗教的観点を

推進する。 

e.  パートナーシップの活動および結果を通じて、人種、民族、肌の色、年齢、性別、

言語、宗教、政治的見解、性的志向、国や社会的な出身、所有物、出生やその他の

状況に応じて差別する（「ロータリーの多様性に関する声明」についてはロータリ

ー章典第 4.010.1.項を参照）。 

f.    国際ロータリー、ロータリー財団、あるいは特定のロータリークラブ、地区、その

他のロータリー組織の自治、主体性、評判、財務的健全性を損なう。 
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g.   「ロータリーの目的」に適合しない活動内容に関係している。 

 

4.  RI 会合、行事、プロジェクトおよびプログラムの協賛においては、国家間の事業慣

行における文化的および法的な差異を可能な限り識別し、また尊重すべきである。事業

慣行が普遍的なものではないという認識の下、特定の文化にふさわしい倫理的指針を作

成、発行し、RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムでの協力関係を模索または受

諾する責任者に対してこれを適用すべきである。 

 

5.  いかなる協賛活動も、関連法を順守しなければならない。 

 

6.  協賛より受領する収益あるいは拠出現物（その価値に関しては以下の段落 7を参照）

は、RIおよび地元の組織団体の間の合意の内容に従うことにする。 

 

7.  協賛が、必要な RI会合、行事、プロジェクト、またはプログラムの予測収益の部に

記載される場合には、協賛を意向する者（団体）により書面での保証がなされるものと

する。さらに、かかる書面による意向書には、協賛者が支援に代わって何かを期待する

場合、それは何かを明記するものする。 

 

8.  現物拠出は、最も低額の適正市場価値において、協賛とみなされるものとする。 

 

9.  協賛の認知は、実際の会合、行事、プロジェクト、プログラムの実施期間中に主に

行われるものとし、当該会合、行事、プロジェクト、プログラムの組織委員会が容認可

能とみなす程度において、献辞や感謝の表明、口頭によるお礼の言葉、会場内における

標示などの形で行われる。いかなる場合も、会合、行事、プロジェクト、プログラムの

名称、表題、またはロゴに、協賛者の名称を含めてはならないものとする。ロータリー

の特定行事またはプロジェクトの協賛者は、「（協賛者名）により提供される（ロータ

リー行事またはプロジェクトの名称）」というような方法で提示することができる。 

 

10.  RIまたは地元の組織団体のいずれが受理したかに関わりなく、すべての協賛活動の

提案書は、会長と相談の上で事務総長の承認が必要とされるものとする。このような承

認には、各協賛活動の提案書における以下の点が含まれる（ただし、これらに限定され

るものではない）。 

 

a）  協賛者の適切性 

b）  協賛計画の種類 

c）  協賛関係の程度 

d）  RIと地元組織団体の間での協賛の収益の配分 

e）  協賛の認知の種類 

 

11.  「公式業者の指定」：事務総長は「公式業者」としての指定を希望する企業からの

申請や入札を審査する。例えば、「公式」航空会社、また適切であれば「公式」レンタ

カー会社やその他のサービスは、同様の指定を受けることができる。競合する複数社か

らの申請や入札を得た上で、提案書は事務総長が入手し、審査する。航空会社に関して
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は、事務総長は、提案された価格だけでなく、収容人数、優待の無料航空券、RI に提供

される貨物輸送も考慮に入れる。 

 

「公式」サービス業者の選定は、国際大会関連活動に割り当てられた事務総長直属の職

員により推薦され、事務総長および国際大会の議長を務める会長に承認されるべきであ

る。入札手続における透明性も重要である。 

 

12.  「独占的な協賛者の項目」：事前に地元の組織団体が RIに許可を求め、許可が得ら

れた場合を除き、RI は、長期的な同意と関係を持っているという理由で、航空会社と

銀行／金融機関から協賛を求め、この協賛を受ける独占的な権利を有する。 

 

13.  応急処置／医療協賛者：保険および損害賠償の要件を含むがこれに制限されない RI

の契約上の要件を協賛団体が満たせることを確認するため、応急処置／医療協賛者の具

体的事項および詳細は、会合、行事、プロジェクト、またはプログラムの少なくとも 3

か月前に、会長と相談の上、事務総長により承認されなければならない。会合、行事、

プロジェクト、またはプログラムの 3 か月前より後に事務総長に送付された応急処置／

医療協賛者は、検討の対象とならない。 
 

14.  インターネット協賛者：協賛団体が、RIが行事において求めるインターネットサー

ビスを提供できること、ならびに保険および損害賠償の要件を含むがこれに制限されな

い RI の契約上の要件を満たせることを確認するため、インターネット協賛者の具体的

事項および詳細は、会合、行事、プロジェクト、またはプログラムより少なくとも 3 か

月前に、会長と相談の上、事務総長により承認されなければならない。会合、行事、プ

ロジェクト、またはプログラムの 3 か月前より後に事務総長に送付されたインターネッ

ト協賛者は、検討の対象とならない。 
 

15.  RIとの各協賛関係は、指定された期間内または協賛される会合、行事、プロジェク

ト、プログラムの終了とともに終結すべきである。 

 

16.  理事会の許可がある場合を除き、個々の会員のデータは、協賛活動の目的のために

使用されてはならず、また RI の管理下に置かなければならない。ただし、個々の会員

データの閲覧許可の決定は、適切な法的規制を含め、ロータリアンの個人的な権利を尊

重しなければならない。すべての協賛活動は、プライバシーに関するロータリーの声明

（ロータリー章典第 26.090.節）に従わなければならない。 

 

17.  ここに規定されている協賛目的のためにロータリー標章が使用される場合はすべて、

「他団体によるロータリー標章の使用に関する RI およびロータリー財団の指針」（ロ

ータリー章典第 33.030.15.項）に則って使用されなければならない。これらの指針は、

RI または地元組織団体と協賛者の間において結ばれる契約に添付され、また盛り込ま

れなければならない。（2018年 4月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 86号、2007年 11月理事会会合、決定 70号、2008年 11月理事会会合、決定

81号。1999年 2月理事会会合、決定 237号、2000年 8月理事会会合、決定 64号、2001年 11月理事会会合、決定 71

号、2002年 2月理事会会合、決定 213号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2013年 10月理事会会合、決定 52
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号、2014年 5月理事会会合、決定 136号、2016年 9月理事会会合、決定 28号、2017年 1月理事会会合、決定 96

号、2017年 6月理事会会合、決定 172号、2018年 4月理事会会合、決定 159号により改正 
 

 

引照 

 

34.030.15.  他団体によるロータリー標章の使用に関する RIとロータリー財団の指針 

36.010.1.  パートナーシップの提案の評価基準 

69.060.1.  他の団体への寄付と支援 

 

37.020.  国連との協力 

国際ロータリーは、国連経済社会理事会の諮問機関としての最高の地位（第 1 部門）を

保っている。 

 

37.020.1.  ロータリーと国連 

ロータリアンは、世界平和の促進に向けての国連の活動に精通するよう奨励され

ている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1952年 1月理事会会合、決定 98号、1982年 6月理事会会合、決定 393号  
 

37.020.2.  国連およびその諸機関における加盟 

RI は、国連に関連するいかなる機関またはその専門機関にも加盟しないものと

する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1948年 7月理事会会合、決定 28号 
 

37.020.3.  国連への RI主要代表と補欠代表に対する支援 

3カ所の国連事務局へのRI主要代表と補欠代表は、可能な限り最善のオリエンテ

ーション、および名刺や便箋といった基本的なツールを含め、最低限の支援を受

けるべきである。RI は、適切な請求書が受理されれば、毎年認められた経費の

弁済を行うものとする（2007年 6月理事会会合、決定 278号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 138号。2007年 6月理事会会合、決定 278号により改正 
 

37.020.4.  国連への RI代表のためのオリエンテーション 

公式の RI代表は、エバンストンの RI世界本部への訪問、および会長の招待があ

ったときには国際協議会もしくは国際大会といった会合に参加することによって、

幅広い継続的なオリエンテーションと指導を受けるべきである。また、エバンス

トンの国連関係（非政府組織を含む）の担当職員と協力し、運営手続および報告

の仕組みを確立し、世界的な定評をもつ奉仕団体として RI がプログラムを推進

し、国連およびその機関における可視性を高めるための機会を特定するとともに、

各国政府、世界のリーダー、および一般の人びとに対するロータリーのイメージ

を向上させるべきである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1992年 6月理事会会合、決定 350号、1993年 3月理事会会合、決定 196号 
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37.020.5.  国連への RI代表の職務権限 

主要な代表は、担当を指定された組織についての関心と専門知識を有する経験豊

かなロータリアンとし、その組織の事務局の近隣に居住するものとする。 

 

会長の要請により、主要代表は少なくとも 3 年間その役を務め、また、最初およ

びその後も継続的に、責務、指定された組織または機関の運営と方針、RI とそ

の財団のプログラムと活動に関するオリエンテーションと研修を受けるものとす

る。 

 

主要代表は、会合への出席、RI プログラムおよび広報目標の達成度、指定され

た組織または機関および非政府組織（NGO）との接触を通じて RI の可視性を高

める機会に関して、事務総長に定期的に報告を行うものとする。 

 

代表は、指定された組織または機関およびその他の非政府組織を観察し、RI の

使命と活動に関連する事柄を RI へ伝えるものとする。代表は、RI の方針および

プログラムを設定あるいは変更する権限はないものとするが、公式のロータリー

資料に反映された通り、あるいは理事会、会長、事務総長により作成、承認され

ている通りに、既定の方針、プログラム、活動を伝えるべきである。 

 

承認されている予算の枠内において、代表は、RI と指定された組織または機関

との間の連絡（コミュニケーション）を助長するための活動を行うものとする。

これらの活動は、会長により許可され、また事務総長により調整されなければな

らない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 201号 
 

37.020.6.  国連への RI補欠代表の職務権限 

補欠代表は、指定された組織について関心と専門知識を有する経験豊かなロータ

リアンとし、この組織の事務局の近隣に居住しているものとする。 

 

会長の要請より、補欠代表は、主要代表の任命と一致し、任期をずらした少なく

とも 3 年任期でニューヨークおよびジュネーブの両都市において任命されること

ができ、最初およびその後も継続的に責務に関するオリエンテーションと研修を

受けるものとする。 

 

任務の要請があった場合、補欠代表は、主要代表から指示を受け、会議への出席、

RI プログラムと広報の目標の達成状況、および国連システムや他の非政府組織

（NGO）との連絡を通じて RI の可視性を高める機会に関し、主要代表に定期的

に報告を行うものとする。補欠代表は、RI の方針やプログラムを定めたり変更

したりする権限はないものとするが、公式のロータリー資料に記された、あるい

は理事会や会長や事務総長により作成され、承認された通りに、所定の方針、プ

ログラム、活動について伝えるべきである（1999 年 2 月理事会会合、決定 196

号）。 
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出典：1994年 3月理事会会合、決定 201号。1998年 10月理事会会合、決定 140号により改正 
 

37.020.7.  国連へのボランティア代表 

会長は、他の場所にある国連機関に適任のボランティア代表を任命するものとす

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 11月理事会会合、決定 140号  
 

37.020.8.  国連との協力活動の広報 

事務総長は、国連とその機関、および RI の国連代表の活動について、ロータリ

ーワールド・マガジンプレスに定期的に記事が掲載されるよう調整を行うものと

する（2002年 11月理事会会合、決定 145号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 138号 
 

37.020.9.  クラブと国連との協力活動 

すべてのクラブは、国連協会の地元支部および国連や国連機関の地元事務局と協

力して活動する機会を模索すべきである。ただし、RI の定款と細則に反しない

ことを条件とする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 11月理事会会合、決定 140号 

 

 

37.030.  他団体およびグループとの協力 

 

37.030.1.  国連および他団体への RI代表 

国連機関と非政府組織へ RI代表を送るシステムは、以下の団体を含む。 

 

1) 国連本部（米国ニューヨーク） 

2) 国連ジュネーブ事務所（スイス） 

3) 国連ウィーン事務所（オーストリア） 

4) 欧州評議会（フランス、ストラスブール） 

5) 国連教育科学文化機関（フランス、パリ） 

6) 国連人間居住計画（ケニア、ナイロビ） 

7) 国連環境計画（ケニア、ナイロビ） 

8) 国連食糧農業機関（イタリア、ローマ） 

9) 国連世界食糧計画（イタリア、ローマ） 

10) 世界銀行（米国、ワシントン D.C.） 

11) 米州機構（米国、ワシントン D.C.） 

12) アフリカ連合（エチオピア、アディスアベバ） 

13) フランコフォニー国際組織（フランス、パリ） 

14) 国連欧州経済委員会（スイス、ジュネーブ） 

15) 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（チリ、サンティアゴ） 

16) 国連西アジア経済社会委員会（レバノン、ベイルート） 

17) 国連アジア太平洋経済社会委員会（タイ、バンコク） 
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18) 国連アフリカ経済委員会（エチオピア、アディスアベバ） 

19) 国連国際農業開発基金（イタリア、ローマ） 

20) 欧州連合 

21) アラブ諸国連盟 

22) 英連邦 

23) 経済協力開発機構 

 

会長は、本章典の第 35.070.節において理事会の定めた指針に従い、これらの団

体への代表となる資格を有するロータリアンを任命することを検討すべきである。 

 

他団体への RI 代表は、可能な限り最善のオリエンテーション、および名刺や便

箋といった基本的なツールを含め、最低限の支援を受けるべきである。RI は、

適切な請求書が受理されれば、毎年認められた経費の弁済を行うものとする 

 

RI 会長は、若者の代表としてローターアクターを適宜任命することができる

（2013年 1月理事会会合、決定 140号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 243 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 278 号。2007 年 11 月理事会会

合、決定 118号、2008年 1月理事会会合、決定 142号、2012年 10月理事会会合、決定 124号、2013 年 1月

理事会会合、決定 140号により改正 

 

37.030.2.  RI代表ネットワーク長 

RI 代表ネットワーク長は、国連および他団体への RI 代表の認定されたリーダー

であり専門家である。ネットワーク長は、代表のための顧問として、また国連お

よび他団体に対してより大きなロータリー世界の擁護者としての役目を務める。 

 

RI 会長は毎年、ネットワーク長を任命するものとする。この役職への候補者は、

国連または他団体への既存のロータリー代表に限られる。 

 

事務総長は、国連または他団体への RI 代表と協力してネットワーク長を支援す

るものとし、この役職に関連する旅行費用を適切に支給するものとする（2013

年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：2013年 1月理事会会合、決定 175号。2013年 6月理事会会合、決定 196号により改正 

 

37.030.3.  欧州評議会 

欧州評議会の諮問的な地位にある国際ロータリーは、特定の地域組織や計画を支

持していると解釈されてはならず、むしろ、国際理解、親善、および平和の目標

を追求していると解釈されるものである。 

 

適切であれば、会長は、欧州評議会への RI 代表を務める元地区ガバナーまたは

それより高位にあるロータリアンを任命し、この代表は、国連連絡諮問委員会、

同等の委員会、または事務総長のいずれかを通して報告を行うものとする（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 
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出典：1992年 11月理事会会合、決定 97号  
 

37.030.4.  インナーホイール 

RI とインナーホイールは、同じ奉仕目標を共有するが、両者は別個の団体であ

り、正式な提携関係はない。 

 

事務総長は、RI 徽章を保護するための RI の義務に基づき、その徽章について国

際インナーホイールとの合意書を維持するものとする（2011年 9月理事会会合、

決定 34号）。 

 
出典：1991年 7 月理事会会合、決定 54号、2000年 5月理事会会合、決定 410号、2011年 9月理事会会合、

決定 34号 

 

37.030.5.  プロバスクラブ 

ロータリークラブは、RI に費用の負担をかけることなく、有意義な社会奉仕活

動としてプロバスクラブを結成し、支援することができる。プロバスは、国際ロ

ータリーのプログラムではない。適切な場合、事務総長は、現在発行されている

RI 出版物を通じてプロバスクラブに関する情報をロータリークラブに提供する

ものとする。事務総長は、プロバスクラブを後援することに関心のあるクラブを、

その地域のプロバスセンターに紹介するものとする（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1989年 5月理事会会合、決定 326号、1992年 3月理事会会合、決定 221号、1994年 3月理事会会合、

決定 171号、1996年 11月理事会会合、決定 103号 
 

37.030.6.  元ロータリアンのグループ 

知己と親睦を推進し、人びとへの奉仕に対する個人的関心を深める目的で結成さ

れた元ロータリアンのグループは、好意的にみなされている。そうしたこのよう

なグループの設立に対しては何の異論もない。ただし、以下の通りに結成され、

機能することを条件とする。 

 

a.  元ロータリアンのグループの結成は、関心をもつ元ロータリアンによって行

われるものとする。 

 

b.  グループは、その入会の資格と条件を確認する方法を決め、また、現クラブ

会員やロータリアンとなったことのない人びとをメンバーとして含めないように

するものとする。 

 

c.  グループのメンバーは、個人的に、またグループの名称において、自分たち

を「前ロータリアン」あるいは「元ロータリアン」と称することができる。 

 

d.  グループは、その名称または出版物において、「ロータリー」、「ロータリ

ークラブ」、「ロータリアン」（上記で規定された場合を除く）、「国際ロータ

リー」という語を使用しないものとし、また、グループまたは個々のメンバーは
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ロータリー徽章や修正された徽章、あるいはその他類似した徽章を使用してはな

らないものとする。 

 

e.  グループが RIの加盟クラブであるとか、その他の方法で正式な RIの一部であ

るとか、RI に正式に認証されているといったことは、直接的にも間接的にも示

唆してはならない。 

 

f.  グループの目的は、そのメンバーの間で知己と親睦を深めること、および奉仕

活動への参加の機会を提供することであるとし、そのプログラムと活動は、この

目的に沿うものとする。 

 

g.  グループは、政治的主題または RIとその加盟クラブの組織や運営、機能に関

して、いかなる団体活動または団体としても意見を表明しないものとする。 
 

h.  グループはいかなる事柄についても、ロータリークラブやロータリアンに資

料を配布してはならない。 

 

i.  グループのメンバーは、ロータリークラブの会合や RI の会合に出席する権利

を本来的に持つものではなく、RI とその役員、ロータリークラブとその役員、

ならびに公式名簿を含む RIの出版物を使用する権利を持たない。 

 

j.RIは元ロータリアンのグループに資金的援助を提供せず、また、グループは RI

とその加盟クラブに資金的援助を求めないものとする。 
 

k.グループの会合は、ロータリアンの例会欠席のメークアップとはならないもの

とする。 
 

l.元ロータリアンは前述の手順と条件に沿ってグループを結成するよう奨励され

ている。ただし、このような奨励は、かかるグループの提唱や正式な認証を意味

するものではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1965年 5月理事会会合、決定 247号 
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第 38 条  区域単位、地域、およびセクション別のグループ分け 

 

38.010.  区域単位－RIBI 

38.020.  管理上の単位の制限 
 

 

38.010.  区域単位－RIBI 

 

38.010.1.  RIと RIBIの関係 

RIは、RIBIが RI内の管理上の単独区域単位として運営することを許可する 1927

年大会の決議の完全性を十分に認識かつ尊重し、今後もそうし続ける。ただし、

RIBI の一般審議会はグレートブリテンおよびアイルランド内の加盟クラブの過

半数が RIBI の区域単位の解散または修正を要請する場合は、この限りではない。 

 
出典：1984年 11月理事会会合、決定 60号 
 

38.010.2.  公式名簿における RIBIの説明 

RI の公式名簿には、独特な区域単位としての RIBI、および国際ロータリーにお

ける独特かつ歴史的な管理上の組織という地位の明確かつ十分な説明が含まれる

ものとする。 
 
出典：1984年 11月理事会会合、決定 60号 

 

38.010.3.  RIBI役員の国際協議会および国際大会への出席 

RIBI の役員および役員ノミニーは、RI が出席の経費を負担しない公式参加者と

して国際協議会および国際大会へ出席する権限を有する（2011 年 1 月理事会会

合、決定 117号）。 

 
出典：1984 年 11 月理事会会合、決定 60 号。2011 年 1 月理事会会合、決定 117 号により改正。1992 年 3 月

理事会会合、決定 218号により確認 
 

 

38.020.  管理上の単位の制限 

RIBI 区域単位に等しい、あるいは類似した運営組織または特定の地理的地域の追加を

検討することは、RIにとって得策ではない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：出典：1984年 11月理事会会合、決定 60号 
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第 5 章 

 

プログラム 
 

 

条項 

40.  一般規定 

41.  ロータリーのプログラム 

42.  世界ネットワーク活動グループ 

43.  RI の表彰 44.  ロータリークラブ、地区、およびその他のロータリー組織ならびに

その他の団体 

 
 

第 40 条 一般規定 

 

40.010.   ロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ 

40.020.   評価 

40.030.   新しいロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ 

40.040.   RIプロジェクト 

40.050.   ロータリー学友 

40.060.   ロータリー学友関係活動 

40.070.   ロータリー学友ネットワーク 

 

 

40.010.  ロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ  

以下のロータリープログラムは RI 理事会がクラブと地区のために認定している組織的

な活動である。 

 

インターアクト 

国際共同委員会 

新世代交換 

ローターアクト 

ロータリー地域社会共同隊 

ロータリー友情交換 

ロータリー青少年交換 

ロータリー青少年指導者養成プログラム 

 

以下の世界ネットワーク活動グループは、世界的な規模で、奉仕または共有する関

心事項に焦点を当てて組織されたロータリアンの組織として理事会によって認定さ

れている。 

 

ロータリアン行動グループ 

ロータリー親睦活動グループ 

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 
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出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。2001 年 6 月理事会会合、決定 394

号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

40.010.1.  プログラム参加者の定義 

プログラム参加者とは、以下を含む RI およびロータリー財団のプログラムに現

在参加している人を指す。 

 

 インターアクト 

 ローターアクト 

 ロータリー地域社会共同隊 

 ロータリー友情交換 

 ロータリー青少年交換 

 ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

 ロータリー平和フェローシップ 

 グローバル補助金による奨学金  

 職業研修チーム（メンバーとリーダー） 

 地区補助金による奨学金  

 新世代交換 

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 28号 

 

 

40.020.  評価 

すべてのロータリープログラムと世界ネットワーク活動グループは、事務総長が定める

頻度で、少なくとも 5 年に 1 回は定期的に評価されるものとする。事務総長は、以下を

考慮し、適切な評価基準を決定するものとする。 

 

a)  意図された目的および目標 

b)  組織全体、多地区、地区、およびクラブレベルでの投資見返り 

c)  戦略計画および重点分野との一致 

d)  地区およびクラブによる参加 

e）  会員増強 

f)  ロータリーの公共イメージ（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 187 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号。2008 年 11 月理事会会合、決定 58

号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正。2000年 5月理事会会合、決定 404号により確認 

 

 

40.020.1  現行のプロジェクトおよび活動の審査 

事務総長、理事会、および RI 委員会の委員長は、運営審査委員会に審査の対象

とするプロジェクトまたは活動をいつでも推薦することができる。 
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2年毎に、運営審査委員会は調査書を作成し、事務総長、理事会、およびRI委員

会の委員長に送付し、効果または価値がなくなった可能性があるため評価／検討

の対象とすべきプロジェクト／活動の推薦を求める。 

 

審査の対象として推薦されたプロジェクト／活動は、事務総長による簡潔な分析

を添えて運営審査委員会に提示される。 

 

運営審査委員会が審査を要するとみなしたプロジェクト／活動はすべて理事会に

付託され、運営審査委員会または懸案の責任を負う別の委員会がより徹底的にプ

ロジェクト／活動の審査を行うべきかどうかを検討する（2017 年 9 月理事会会

合、決定 24号）。 

 
出典：  2017年 6月理事会会合、決定 155号 

 

 

40.030.  新しいロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ 

一般的な指針として、理事会は次の場合に限り新しいロータリーのプログラムまたは世

界ネットワーク活動グループを採択するものとする。 

a）  新しいプログラムがロータリーの戦略計画に沿っている場合 

b）  同様の費用の現行プログラムが廃止または縮小された場合 

c）  会長と会長エレクトが、要望の通り、適宜、プログラムの提案を評価、作成するた

めに 1つまたは複数の RI委員会と相談できた場合 

d）  会長と会長エレクトがその必要性を認め、全面的に支援することに同意した場合 

e)  期待される結果に照らして実際の結果を評価するために、理事会が、成功の測定基

準と期間（2～3 年、等）を明確に決めた上で、期待される具体的結果を特定した場

合 

f）  新しいプログラムの目的と効果を詳しく説明し、プログラムを成功裏に立ち上げる

ために必要な事項を記した詳細なプログラム趣意書を、事務総長が提出した場合 

g）  新しいプログラムの導入前に適切な計画と準備を行う十分な時間がある場合 

h）  プログラムの初めの数年間に、プログラムを支える十分な職員と資金がある場合 

i）  まずは 3 年間の試験的プログラムとして採択し、その後事務総長がプログラムの詳

細な評価書を理事会に提出した上で、通常の RIプログラムとして採用するか否かが

決定される場合（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1992 年 6 月理事会会合、決定 337 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 50

号、2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

40.030.1.  新しいロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループの実

現性の調査 

理事会によって新しいロータリーのプログラムまたは世界ネットワーク活動グル

ープが採択される前に、まず提案されたプログラムについてロータリー世界での

必要性と要望、および財政的、人事的な実現性を理事会にて評価すべきである。

他にも、ロータリーの現行の戦略計画のビジョンと目標に沿ったロータリーの目

的達成のためのプログラムの寄与、プログラムによってガバナーの仕事に追加さ

れる任務、既存の RI プログラムとの関係、ロータリー世界のさまざまな地域で
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プログラムが採用される可能性、クラブ会員による直接的な参加の程度、将来に

おける拡大、統合、終結の計画などを検討すべきである（2017 年 1 月理事会会

合、決定 87号）。 

 
出典：1969年 1月理事会会合、決定 142号、1993年 3月理事会会合、決定 187号、1999年 8月理事会会合、

決定 61号、2015年 10月理事会会合、決定 50号、2017年 1月理事会会合、決定 87号 
 

40.030.2  新規プロジェクトおよび活動の採択 

現行のロータリー年度以降も継続して人的または財政的リソースを必要とする新

しいプロジェクトまたは活動の創出に関するすべての決定は、採択時に以下の点

を明確にしなければならない。 

 

a.  定められた試行・評価期間（4年未満であること） 

 

b.  試行・評価期間にロータリーのリソースに対して予想される影響 

 

c.  プロジェクトの成否を判定する基準 

 

d.  理事会への暫定的評価および報告の日程 

 

e.  最終評価の日程。この最終評価の後に理事会は、永続的プロジェクトまたは

活動として採択する、プロジェクトまたは活動を終結する、または必要に応

じて試行および評価期間を延長することができる。 

 

理事会が採択または延長しない場合、プロジェクトまたは活動は試行および評価

期間の終了時に終結する（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：  2017年 6月理事会会合、決定 155号 

 

40.040.  RI プロジェクト 

国際ロータリーは、時には「ロータリーの目的」を推進し、参加クラブとロータリアン

の協同の取り組みによって有益な結果が得られると思われるプログラムやプロジェクト

を推奨するすることができる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1979年 5月理事会会合、決定 345号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

40.040.1.  新しい RIプロジェクト 

ポリオプラス･プログラムが成功裏に完了するまで、いかなる他の組織全体のプ

ロジェクトも検討されない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997年 7月理事会会合、決定 36号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

40.050.  ロータリー学友 

 

40.050.1.   ロータリー学友の定義 
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ロータリー学友はロータリーファミリーの貴重な一員である。学友は、ロータリ

ーの価値観を共有し、ロータリープログラムの元参加者として際立つ存在である。

ロータリー学友とは、以下を含む（ただしこれに限らない）各種プログラムを通

じてロータリーに参加した経験のある人を指す。  

 

 インターアクト  

 ローターアクト 

 ロータリー青少年交換 

 ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

 ロータリー平和フェローシップ 

 グローバル補助金奨学金  

 職業研修チーム（メンバーとリーダー） 

 地区補助金による奨学金  

 新世代奉仕交換 

 個人に補助金／奨学金を授与する、以下のようなロータリー財団の旧プログ

ラム： 

- 国際親善奨学金 

- 大学教員のための補助金 

- 研究グループ交換 

- ロータリーボランティア 

（2014年 10月理事会会合、決定 38号）。 
 

出典：2014年 1月理事会会合、決定 89号 

 

 

40.060.  ロータリー学友関係活動 

 

40.060.1.   派遣地区の学友関係活動 

派遣地区は、地区内の学友との関係を深め、学友の参加したプログラムの所期の

目標を達成するために、次の事項の実行を検討することが奨励されている。 

 

a) 帰国次第すべての学友を正式に歓迎する。 

 

b) 帰国したロータリー学友が、プログラムの指針で義務づけられた通りに、主

に派遣地区で行う必要のあるスピーチを完了するよう計らう。 

 

c) ロータリー学友会に入会するよう、または近隣地域に学友会が存在しない場

合は新たに学友会を設立するよう、学友に奨励する。 
 

d) ロータリーのプロジェクトに参加するようロータリー学友に奨励する。 

 

e) 適切な出版物にロータリー学友の活動に関する記事が掲載されるよう手配す

る。 

 

f) ロータリー学友を地区大会に招待する。 
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g) 年次夕食会やほかの行事にロータリー学友を招待する。 

 

h) ロータリー学友の同窓会を定期的に開催する。 

 

i) ロータリー学友に関する最新の記録を常に保つ。 

 

j) 学友をロータリークラブ入会候補者とみなす。 

 

k) 適切であれば、ロータリー学友に財団への寄付をお願いする。 

 

l) 派遣されるプログラム参加者の募集と選考手続きに、ロータリー学友に参加

してもらう。 

 

m) これから海外に旅立つプログラム参加者のためのオリエンテーションプログ

ラムに、ロータリー学友に参加してもらう。 

 

n) 特別な地区行事やクラブ行事への出席または講演をロータリー学友に依頼す

る（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

 

40.070.  ロータリー学友ネットワーク 

使命：国際ロータリーおよびロータリー財団との相互に有益かつ持続的な関係を維持し

ながら、ロータリープログラムの参加者、ロータリー学友、ボランティアによるロータ

リーのプログラムと活動への関与を促し、活発にすること。 

 

目標： 

1) ロータリーの学友、ボランティア、支援者によるロータリープログラムへの支援を

促し、ロータリー活動への関心と関与を促進することにより、国際ロータリーとロ

ータリー財団を援助する。 

 

2) プログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアがロータリー活動に参加する機

会を推進する。また、これらの人がロータリーファミリーに関与し、参加を通じて

互いのつながりを築く機会を提供する。 

 

3) 国際ロータリーとロータリー財団がロータリー学友およびボランティアとのつなが

りを保ち、現在ロータリーファミリーとして関与していないロータリー学友または

ボランティアとの関係を取り戻すのを助ける。 

 

4) 以下の目的のために国際大会に付随して開かれる、プログラム参加者、ロータリー

学友、ボランティア、ロータリー支援者の年次会合においてリーダーシップを執

る： 
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a. ロータリーリーダーに会う。 

b. ロータリーの最新情報を得る。 

c. ネットワークを広げるのを助ける。 

d. 特に大会の周辺地域に住むプログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアに

よる関与を促し、活発にする。 

e. 大会の周辺地域にある受入地域を再訪問するようロータリー学友に奨励する。 

f. 地区およびその他のロータリー学友会の設立を推進する。 

g. ロータリープログラムの成功を祝う。 

 

5) 国際レベルと地区レベルで、ロータリー学友とボランティアの名簿を作るための情

報の収集と合理化を援助する。 

 

6) ロータリープログラムの内外への広報に利用できるような質的・量的な成果を、国

際ロータリーとロータリー財団がロータリー学友から集めるのを援助する（2015年 1月

理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.1.   ロータリー学友会 

ロータリー学友会は、奉仕と親睦を追求するために結成されるグループである。

学友会の主な目的は、国際ロータリーおよびロータリー財団との共通の絆を共有

する人々が、友情、親睦、奉仕を深めることであるものとする。ロータリー学友

会は、財政面、運営運営面、またその他の面においても、自立していなければな

らない。 

 

ロータリー学友会が果たすべき目的として以下の項目が承認されている。 

 

a) ロータリークラブの潜在的な入会候補者となること。 

b) ロータリープログラムへの支援を提供すること。例えば、これから海外に旅

立つ、または帰国するプログラム参加者のためのオリエンテーションや相談、

社会奉仕プロジェクトでの協力、または必要に応じて同様のプロジェクトを

開始することなどがある。 

c) ロータリークラブと地区、さらにロータリー以外の地元グループのためにス

ピーチやプログラムを提供すること。 

d) 国際親善の醸成と維持を援助すること。 

e) ロータリープログラムの潜在的な寄付者となること。 

f) 卓越した人びとのグループとしての誇りと一体感を育むこと（2015 年 1 月理

事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.2.   ロータリー学友会の加盟基準およびロータリー学友会の条件 

事務総長は、ロータリー学友会を認定する権限がある。ロータリー学友会の活動

は、国際ロータリー／ロータリー財団から独立して運営されなければならないが、
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ロータリー章典第 34 条に定められたロータリー標章の使用に関わる方針を含め、

国際ロータリー／ロータリー財団の方針に従わなければならない。このような会

は、さまざまな RI およびロータリー財団の学友を含むことも、元青少年交換学

生のグループである ROTEX のように一つのプログラムの学友に限定することも

できる。宗教的または政治的な信条または活動、健康や安全に悪影響を与える主

題、「ロータリーの目的」または国際ロータリー／ロータリー財団の全般的方針

およびプログラムと調和しない主題を推進したり、そのような活動に参加したり

するために、ロータリー学友会を結成または利用することはできない。 

 

新しいロータリー学友会の申請は、事務総長により審査されるものとする。 

 

ロータリー学友ネットワークに加盟したロータリー学友会として認定されるには、

学友会は次を満たしていなければならない。 

 

1) プログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアのグループであること。 

2) RI／ロータリー財団の方針に従って結成されていること。 

3) ロータリー学友会加盟申請書を記入し、適切な署名をし、事務総長による審

査のため提出すること。 

4) ロータリー章典第 33.040.13 節に記載されたロータリー学友会によるロータリ

ー標章の使用に関わる RIの方針に従うこと。 

 

事務総長による加盟申請書の審査と承認の後、RI は、この学友会がロータリー

学友ネットワークの下で認定されたことを証明する加盟認定状をロータリー学友

会に発行する。 

 

RI／ロータリー財団によるロータリー学友会の認定は、RI／ロータリー財団、地

区またはクラブに、法的、財政的、あるいはその他の義務または責任があること

を意味するものではない。ロータリー学友会は、RI／ロータリー財団を代行した

り、代表したり、または RI／ロータリー財団の代理として行動する権限がある

ことを暗示してはならない。ロータリー学友会は RI／ロータリー財団の代理機

関ではない。ロータリー学友会は、財政面、運営運営面、またその他の面におい

ても、自立していなければならない。ロータリー学友会は、いかなる国において

も当該国の法律に違反して存在したり、活動したりしてはならない。個々のロー

タリー学友会に RI の保険は適用されないため、各自でリスクを想定し、必要に

応じて保険に加入しておくことが奨励されている（2017年 6月理事会会合、決定

149号）。 

 
出典：2015年 1 月理事会会合、決定 117号。2016年 9月理事会会合、決定 28号、2017年 6月理事会会合、

決定 149号により改正 

 

40.070.3.   ロータリー学友会の組織と会員 

ロータリー学友会は、それが準拠する文書（加盟認定状、定款、細則またはそれ

に準ずる文書）を持つものとし、その文書は RI／ロータリー財団の方針に従っ

たものでなければならない。準拠するすべての文書とその改正事項は、事務総長
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によって審査、承認されなければならない。ロータリー学友会は少なくとも 2 名

の役員をもって構成され、その 1 名は委員長（会長またはその他の管理最高責任

者）となるものとする。ロータリー学友会には、学友会が準拠する文書に定めら

れた会員基準を満たすすべての人が入会できるものとする。ロータリー学友会は

会費を課すことができる（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.4.   公式名簿におけるロータリー学友会情報 

加盟認定された各ロータリー学友会の名称と住所、委員長（会長またはその他の

管理最高責任者）の氏名と連絡先が、毎年、公式名簿に掲載されるものとする。

ただし、掲載はこうした情報が所定の締切日までに事務総長へ提出された場合に

限る。上記以外の情報は掲載されないものとする（2015年 1月理事会会合、決定

117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.5.   ロータリー学友会の推進 

地区は、加盟認定されたロータリー学友会を推進するよう奨励されている。ガバ

ナーは、月信でロータリー学友会の活動を紹介し、学友会活動の一年の活動状況

について地区研修・協議会または地区大会で報告するよう奨励されている。

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.6.   ロータリー学友会の出版物への記述 

ロータリー学友会のニュースレター、出版物、パンフレット、ウェブサイトには、

次の趣旨を示した文章を明確に表示しなければならない。「ロータリーおよびロ

ータリー財団は国際ロータリーの知的所有物であり、特定の指針に従って許可を

得た上でロータリー学友会により使用されている。このロータリー学友会は、国

際ロータリーとロータリー財団の方針に従って運営されているが、国際ロータリ

ーまたはロータリー財団の代理機関ではなく、また国際ロータリーまたはロータ

リー財団が管理を行うものではない。国際ロータリーまたは国際ロータリーのロ

ータリー財団は、本資料／ウェブサイトの内容または本ロータリー学友会の活動

を保証せず、よっていかなる責任も負わないものとする」。以下は、ロータリー

学友会について説明する記述にこのような文章を組み入れる方法の例である。 

 

「第 XXXX 地区ロータリー学友会は、ロータリー第 XXXX 地区と関係のあるロ

ータリープログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアのグループである。

“ロータリー”および“ロータリー財団”は国際ロータリーの知的所有物であり、本

資料／ウェブサイトにおいて、特定の指針に従って許可を得た上で本ロータリー

学友会により使用されている。このロータリー学友会は、国際ロータリーとロー

タリー財団の方針に従って運営されているが、国際ロータリーまたはロータリー

財団の代理機関ではなく、また国際ロータリーまたはロータリー財団が管理を行
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うものではない。国際ロータリーまたは国際ロータリーのロータリー財団は本資

料／ウェブサイトの内容または本ロータリー学友会の活動を保証せず、よってい

かなる責任も負わないものとする」（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.7.   ロータリー学友会に対する支援とその停止 

ロータリー学友会が RI／ロータリー財団の方針に従っていない場合、ロータリ

ー学友会の役員または会員の同意の有無にかかわらず、事務総長はロータリー学

友会に対する RI からの支援を停止することができる。この業務には、職員によ

るサポート、公式名簿やその他 RI／ロータリー財団出版物および RI ウェブサイ

トへの掲載などが含まれる（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.8.   ロータリー学友会の認定の終結 

ロータリー学友会が RI／ロータリー財団の方針に従っていない場合、ロータリ

ー学友会の役員または会員の同意の有無にかかわらず、事務総長はロータリー学

友会に対する認定を取り消すことができる。事務総長からの連絡に対してロータ

リー学友会が 2 年間返答しなかった場合、その学友会に対する認定が取り消しと

なる結果を可能性がある。 

 

RI によって終結されたロータリー学友会は、職員からのサポート、公式名簿や

その他 RIまたはロータリー財団出版物および RIウェブサイトへの掲載といった

支援が受けられなくなるものとする。学友会の名称の中で「ロータリー」の名称

を使用する権利を含め、ロータリー標章の使用権は、学友会の認定終結とともに

終了するものとする。 

 

学友会としての認定を維持するため、ロータリー学友会は、以下を満たさなけれ

ばならない。 

 

1) 認められた目的と RI／ロータリー財団の方針に従って活動すること。 

2）  会員、入会希望者、事務総長から問い合わせに応答すること。 

3) 毎年 5 月 1 日までに、会員名簿および活動報告を会員に提出し、その写しを

事務総長に送付すること（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

40.070.9.  ロータリー学友会と他団体 

ロータリー学友会と同様の活動に携わるロータリー組織および他のロータリー関

連グループとの調整と協力を図り、利害の対立を避けるために、25,000 米ドルを

超える資金あるいはその他の協力関係を求めて他団体と接触を図ろうとするロー

タリー学友会は、このような行動を起こす前に事務総長へその旨通知すべきであ
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る。この規定は、ロータリー学友会と協力して活動する第三者組織に資金が支払

われる場合にも適用される。（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 

 

40.070.10.  ロータリー学友会の資料配布に関する方針 

資料配布を禁止する RI／ロータリー財団の一般方針に合わせて、いかなる事柄

に関しても、ロータリー学友会が地区、クラブ、およびロータリアンに協力を求

めようとする場合、まず地区ガバナーまたは関係地域のガバナーにその目的と計

画を提出し、承認を得るものとする。   

 

ロータリー学友会は、いかなるロータリー地区とクラブ、およびその学友会の会

員以外のロータリアンに対しても、営利活動への財政援助や関与を求めてはなら

ないものとする（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 117号 
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第 41 条  ロータリーのプログラム 

 

41.010.  インターアクト 

41.020.  国際共同委員会 

41.030.  新世代奉仕交換 

41.040.  ローターアクト 

41.050.  ロータリー地域社会共同隊（RCC） 

41.060.  ロータリー友情交換 

41.070.  ロータリー青少年交換 

41.080.  ロータリー青少年指導者養成プログラム 

 

 

41.010.  インターアクト 

インターアクトは、1962年 6月に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムであ

る。 

 

「インターアクト方針声明」は以下の通りである。 

 

1.   インターアクトプログラムは、国際ロータリーの活動から発展して創設されたもの

であり、それ自体が国際ロータリーの活動である。組織規定、組織の要件、標準手

続を定め、執行する権利、およびインターアクトの名称およびロゴの保護と保存の

権利は国際ロータリーが有する。 

 

2.   インターアクトクラブは、ロータリークラブの提唱の下、12 歳から 18 歳までの青

少年により構成される組織体である。その目的は、奉仕、国際理解、指導力育成に

寄与する世界的な友好の精神の中で、相共に活動する機会を提供することである。 

 

3.  インターアクトクラブは、一つまたは複数のロータリークラブによって結成、提唱、

監督され、ガバナーによって承認された後、国際ロータリーの承認と認定を経て設

立される。クラブの存続は、提唱ロータリークラブの不断の後援と国際ロータリー

による継続的認定にかかっている。 

 

a) インターアクトクラブは、所在する地区の境界内のロータリークラブのみによ

って提唱されるものとする。  

b) インターアクトクラブは、最多で三つのロータリークラブが共同して結成かつ

提唱できる。さらに、ガバナーが慎重に考慮した結果、地区と各関係ロータリ

ークラブならびにインターアクトクラブにとって共同提唱が最善策である場合、

インターアクトクラブは、ガバナーの承認により、四つ以上のロータリークラ

ブが共同で提唱できる。各提唱ロータリークラブから代表者が送り出されるよ

うな合同インターアクト委員会を設置するべきである。 

 

4.   提唱ロータリークラブは、インターアクトクラブを結成し、指導と助言を与える責

任を有するとともに、インターアクトクラブのすべての活動、方針、プログラムを

全面的に管理、監督する。 
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5.   インターアクトクラブが学校を基盤とする場合、このようなクラブは学校当局が全

学生団体ならびに課外活動に関して定めたのと同じ規則と方針に従わなければなら

ないことを了解した上で、提唱ロータリークラブは、学校当局の全面的な協力の下

に当該インターアクトクラブを管理、監督するものとする。 

 

 

6.   インターアクトクラブのすべての活動、プロジェクト、プログラムは常に国際ロー

タリーの方針に沿っていなければならない。ロータリークラブがインターアクトク

ラブを継続して後援し、RIからの認定を受けることが条件となる。 

 

7.   クラブのウェブサイトやソーシャルメディアのページなど、すべてのオンライン活

動は準拠法および規制に従って運営されるものとする。提唱ロータリークラブは、

必要に応じて、インターアクトへの参加の前にインターアクターの両親または法的

保護者から書面による同意を得るものとする。 

 

8.   国際ロータリーによって「標準インターアクトクラブ定款」が定められ、国際ロー

タリー理事会によってのみ改正を行うことができるものとする。クラブの結成と認

定の前提条件として、各インターアクトクラブは、「標準インターアクトクラブ定

款」を採択し、その後に国際ロータリー理事会により採択されるあらゆる改正を自

動的に採用するものとする。 

 

9.   各インターアクトクラブは「標準インターアクトクラブ定款」および国際ロータリ

ーが定めた方針に矛盾しない細則を採択するものとする。この細則は、提唱ロータ

リークラブの承認を得なければならない。 

 

10.   インターアクトクラブの各会員は、入会を認められると同時に、当該インターアク

トクラブの定款細則の規定を受諾し、順守することに同意する。 

 

11.   会員が18歳になった、または学校を卒業した（いずれか遅い方の）ロータリー年度

の6月30日にインターアクト会員身分が終結するが、学校を基盤とするクラブの場

合は、学校当局が定めた規則および方針と矛盾しないようにする。 

 

12.   インターアクトプログラムに使用または適用されるインターアクトの名称およびロ

ゴは、国際ロータリーの所有物であり、正式に設立されたインターアクトクラブな

らびにその適正な会員を含むインターアクトプログラム関係者のみが使用できるも

のとする。 

 

13.   インターアクトクラブ会員は、インターアクトクラブ会員である期間中、適性かつ

品位ある方法で、インターアクトの名称およびロゴを使用、表示する権利を有する

ものとする。インターアクトクラブを退会した場合、または、インターアクトクラ

ブが解散した場合には、直ちにこの権利を失うものとする。 
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14.   インターアクトクラブは、（a）定款に従って運営されない場合、あるいはその他

の理由がある場合に、提唱ロータリークラブの承諾、承認、同意の有無にかかわら

ず、国際ロータリーにより、または（b）提唱ロータリークラブにより、または（c）

インターアクトクラブ自身の決定により、解散することができる。 

 

15.   インターアクトクラブの解散により、クラブならびに会員は、団体としても個人と

しても名称とロゴに関する一切の権利と特典を失うものとする。 

 

16.   方針として、理事会は、RI 以外のいかなる個人または団体も、営利やその他の目

的でインターアクトクラブに対して回状を送達する権利を認めない。 

 

17.   ガバナーは、地区内でインターアクトプログラムを広報し、新インターアクトクラ

ブの結成を推進し、インターアクトプログラムを運営するに際し、その補佐役とし

て、ロータリアンおよびインターアクターによって構成される地区インターアクト

委員会を設置するよう要請されている。地区インターアクト委員会を設置すること

が可能かつ実用的である場合は、1 名ないし数名の委員を再任することにより、委

員の継続性を保つよう規定すべきである。ロータリーの地区インターアクト委員会

がその任務を遂行する場合に、インターアクトクラブ会員と定期的に協議すべきで

ある。 

 

18.   クラブレベルを超えたインターアクトの組織 

 

a) 二つまたはそれ以上のインターアクトクラブを有する地区は、その会員の中か

ら地区インターアクト代表 1 名を選挙することができる。選挙の方法は、選挙

に先立ち、地区インターアクト委員会と地区ガバナーによって決定されるもの

とする。 

 

b) 選挙に関するすべての論争は、地区の方針に基づいて、地区インターアクト委

員長と相談の上、地区ガバナーにより地区内で解決するものとする。RI は介入

しない。 

 

c) 地区インターアクト代表は、地区ガバナーと地区インターアクト委員会、もし

くは他の適切な地区委員会によって指導と助言を受ける。さらに、特に地区内

インターアクトプログラムの拡大と充実について地区内インターアクトクラブ

に助言し、激励するものとする。また、国際理解の支援におけるプログラムの

成果と可能性に焦点を当てるよう援助するものとする。 

 

19.   クラブレベルを超えたインターアクトの会合 

 

a) 地区インターアクト委員会の指導の下に、同委員会の委員 1 名ないし数名が同

席の上、地区インターアクト大会を開催できる。地区インターアクト代表は、

このような大会の手配に際して地区委員会に協力し、可能な場合はこれらの大

会の議長を務めるものとする。  
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b) 地区インターアクト大会の目的は、学校および地域社会に対する奉仕について

インターアクトクラブに研修、激励、啓発、感動を与え、国際理解のためにイ

ンターアクトが世界で果たし得る役割と実際の成果に焦点を当てることである。 

 

c) インターアクト会員によるクラブレベルを超えた会合はすべて、立法の権限を

持たず、またそのような権限があるかのように会合を運営、実施してはならな

いものとする。ただし、地区レベルあるいはその他のレベルにおけるインター

アクトの管理に携わる人に対して有益な助言となりうる意見を表明する機会を

設けることは差し支えない。 

 

20.   インターアクトプログラムの経費のための資金調達 

 

a) すべての地区インターアクト活動に要する資金は、その地区のインターアクト

クラブが調達するものとする。 

 

 

b) 国際ロータリーは、インターアクト地区代表、地区インターアクト大会、イン

ターアクトクラブの会合、または複数のインターアクトクラブの合同会合に要

する費用を、一切負担しない。 

 

c) インターアクトクラブまたは複数のインターアクトクラブの会合を開催するた

めに必要な経費は、最小限にとどめるべきであり、かつ、その会合は有意義な

プログラムを織り込んだ効果的なものでなければならない。 

 

d) クラブのプログラム遂行に必要な資金を集めるのはインターアクトクラブの責

任である。 

 

e) インターアクトクラブの提唱ロータリークラブは、インターアクトクラブに、

時折、または、臨時の援助以外に資金的援助をすべきではない。 

 

f) インターアクトクラブは、ロータリークラブまたは他のインターアクトクラブ

に対して一般的な資金的援助を求めるべきではない。 

 

g) 提唱ロータリークラブは、インターアクトクラブ用の会計指針を設け、当該国

の法律および銀行規制を順守しながら、奉仕プロジェクトを支援するために集

められたすべての金銭を含む全資金が適切に管理され、財務の透明性が保たれ

るようにすべきである。これには、全口座に成人の署名人を設けて監督を行い、

インターアクトクラブが解散または終結した場合の資金の支出計画に関する規

定を含むものとする。 

 

21.   多地区合同インターアクト会合 

二つ以上の地区のインターアクトクラブ会員の合同会合は、開催地のガバナーと地

区インターアクト委員会の指導の下、開かれるものとする。このような会合は、RI

青少年保護方針に準拠し、関係する地区のガバナーの事前承認を得なければならな
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い。多地区合同インターアクト会合を開催するためのガバナーへの招請状には、以

下を添付しなければならない。 

 

a) 提案されている会合の開催日時、場所、目的、プログラム、参加者に関する情

報。 

 

b) 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務については主

催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

 

c) 成人によるインターアクターの監督に関する計画、および適切な宿泊先に関す

る詳細。 

 

d) 提案されている会合の計画および実施がロータリアンの直接の監督下に行われ

ることを保証した文書。 

 

主催クラブまたは地区は、多地区合同インターアクト会合のために、開催地におい

て適切な補償額と限度額を備えた賠償責任保険に加入しなければならない。要請が

あれば、この保険契約を証明する書類を RI または参加地区のガバナーに提出しな

ければならない。 

 

 

22.   インターアクターの旅行保険 

クラブと地区が、インターアクトクラブ会員を地元地域外のプログラムや活動に参

加するよう招待する場合、自宅から 150 マイル離れた場所、または母国外に旅行す

るインターアクターには、その両親または保護者が旅行保険を提供するよう義務づ

けるべきである。この保険は、医療（母国外に旅行する場合）、緊急医療移送、遺

体の本国送還、法的賠償責任に適用され、行事を運営するクラブまたは地区が十分

と認める額で、インターアクターが自宅を出発する時点から自宅に帰るまでを補償

すべきである。 

 

23.   原則として、インターアクトクラブは、他の団体の趣旨の如何にかかわりなく、他

団体に加盟または合併してはならない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1966年 5月理事会会合、決定 285号。1967年 5月理事会会合、決定 251号、1967年 5月理事会会合、決定 252

号、1967 年 5 月理事会会合、決定 253 号、1967 年 5 月理事会会合、決定 254 号、1967 年 5 月理事会会合、決定 255

号、1967年 7月理事会会合、決定 58号、1968年 1月理事会会合、決定 154号、1970年 1月理事会会合、決定 131号、

1971 年 1 月理事会会合、決定 106 号、1971 年 1 月理事会会合、決定 107 号、1973 年 1 月理事会会合、決定 172 号、

1973 年 1 月理事会会合、決定 176 号、1975 年 1 月理事会会合、決定 102 号、1976 年 1 月理事会会合、決定 171 号、

1976 年 1 月理事会会合、決定 173 号、1976 年 1 月理事会会合、決定 174 号、1976 年 7 月理事会会合、決定 52 号、

1981 年 10～11 月理事会会合、決定 87 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59

号、2007 年 11 月理事会会合、決定 67 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 153 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 155

号、2010 年 1 月理事会会合、決定 139 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 140 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182

号、2012 年 1 月理事会会合、決定 190 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166

号、2016年 1月理事会会合、決定 119号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.010.1.  インターアクトクラブに対する RI事務局の支援 
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事務総長は、新しいインターアクトクラブの結成を認定し、プログラムの出版物

を作成し、年次連絡をすべてのインターアクトクラブ、提唱ロータリークラブ、

地区インターアクト委員長へ配布し、世界インターアクト週間を推進し、青少年

保護の取り組みを支援する（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2010年 1月理事会会合、決定 140号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
 

41.010.2.  RIによるインターアクトクラブの認定 

事務総長はインターアクトクラブの認定手続きを行う。認定にあたっては、地区

ガバナーの承認が必要条件となる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2010年 1月理事会会合、決定 140号。2013年 6月理事会会合、決定 196号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 

 

41.010.3.  公式名簿におけるインターアクトクラブの記号表示 

公式名簿の「Rotary Districts」（ロータリー地区）のセクションに記載されてい

るクラブに、インターアクトを表す（I）の記号が付され、一つ以上のインター

アクトクラブを提唱しているクラブがこの記号によって示されるものとする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1982年 10～11月理事会会合、決定 153号 

 

 

引照 

 

2.130.  青少年の保護 

8.020.  特別行事 

34.060.4.  インターアクトおよびローターアクト標章 

 

 

41.020.  国際共同委員会 

国際共同委員会は、2 カ国以上の地区とクラブ間の交流を推進し、さまざまな国の人び

との親睦と異文化理解を深めるものである。ロータリアンは、他国のロータリアン、ク

ラブ、地区とのより深い結びつきを育み、国境、大陸、海を越えたネットワークを築く

ため、新しい国際共同委員会を設置するよう奨励されている。国際共同委員会は、RI、

地区、クラブの会合で推進されるべきである（2007年 6月理事会会合、決定 281号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 281号 

 

41.020.1.  国際共同委員会の使命 

国際共同委員会の使命は、他国のクラブや地区とのつながりを築いて世界平和に

貢献するようクラブと地区に奨励することによって、ロータリアンが互いの国と

家庭を訪問し合い、親睦を深めるとともに、親睦の中から生み出されたプロジェ

クトを充実させるよう促す推進力となることである。 

 

推奨活動 
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 新しいロータリークラブを提唱すること 

 参加国同士で姉妹クラブまたは双子クラブのネットワークを築くこと 

 2カ国間で友情交換を実施すること 

 国際奉仕プロジェクトを立ち上げること、または実施すること 

 職業奉仕プロジェクトを立ち上げること、または実施すること（2011 年 9 月

理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 281号。2011年 9月理事会会合、決定 34号により改正 

 

41.020.2.  国際共同委員会の設置 

国際共同委員会は、2 カ国以上の地区が関与し、ガバナーに対する諮問的な機関

としてのみ機能する。設立に関心のある国の適格なロータリアンは、国際共同委

員会を設立するための計画委員会を組織すべきである。計画委員会の責務には、

参加国の各地区から地区ガバナーを招くこと、可能性のあるプロジェクトを特定

すること、計画会議を開くことが含まれる。計画委員会がこれらの任務を終了し

た後、国別コーディネーターと少なくとも 1 名の地区ガバナーの承認の下、参加

国内で国内担当部を設置すべきである。国際共同委員会の名称は、参加する国の

国名から取られるものとする（2007年 6月理事会会合、決定 281号）。 

 
出典：1970年 6月理事会会合、決定 192号、1994年 6月理事会会合、決定 248号。2007年 6月理事会会合、

決定 281号により改正 

 

41.020.3.  国内担当部 

国際共同委員会は、各参加国内で地区を代表する国内担当部によって構成される。

国内担当部は、1 カ国において、国際共同委員会の活動やプロジェクトを調整す

る。各国内担当部の代表者は年に一度開かれる総会に出席すべきである。この総

会は各国で順番に開催される。国際共同委員会のリーダーは、国内担当部委員長

が毎年交代して担う。国内担当部は、それぞれの国の組織運営規定に従わなけれ

ばならず、委員長、幹事、財務を含む役員を設けるものとする。国内担当部委員

長の任期は 3年とする。 

 

国際共同委員会を設置し、これに参加できるのは地区のみであるが、個人のロー

タリアン、その配偶者、ローターアクター、およびロータリークラブは同委員会

の活動に参加できる（2015年 5月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：1994年 6月理事会会合、決定 248号。2007年 6月理事会会合、決定 281号、2015年 5月理事会会合、

決定 178号により改正 
 

41.020.4.  国内担当部委員長 

国内担当部の委員長はロータリアンでなければならず、パストガバナーであるこ

とが望ましい。同委員長は、国内の地区を代表するガバナーまたはガバナーのグ

ループが選出するものとする。国内担当部委員長は、参加地区への諮問的役割と

して、国際共同委員会の活動およびプロジェクトを監督し、推進する。これには
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参加国のクラブや地区との連絡を受け持つことも含まれる。国際共同委員会の活

動に継続性を持たせるため、国内担当部委員長の任期は 3年とする（2015年 5月

理事会会合、決定 178号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 281号。2015年 5月理事会会合、決定 178号により改正 

 

41.020.5.  国別コーディネーター 

二つ以上の国際共同委員会に参加する国では、個々の活動と国内担当部委員長を

監督するため、国別コーディネーターを任命すべきである。国別コーディネータ

ーは各国内担当部委員長から報告を受け、これを毎年評議会に連絡する。国別コ

ーディネーターはロータリアンでなければならず、パストガバナーであることが

望ましい。同委員長は、国内の地区を代表するガバナーまたはガバナーのグルー

プが選出するものとする。国際共同委員会の活動に継続性を持たせるため、国内

担当部委員長の任期は 3年とする（2015年 5月理事会会合、決定 178号）。 
 

出典：1994年 6月理事会会合、決定 248号。2007年 6月理事会会合、決定 281号、2015年 5月理事会会合、

決定 178号により改正 
 

41.020.6.  地区との関係 

国際共同委員会は、当該地区ガバナーの指揮の下、これらのガバナーと密接に協

力しながら活動するものとする。国際共同委員会に参加する地区は、国内担当部

委員長との地区連絡役を務めるロータリアンを任命すべきである（2007年 6月理

事会会合、決定 281号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 281号 

 

41.020.7.  財務 

国際共同委員会は、国際ロータリーからの財政的支援を受けずに機能するものと

する。国際共同委員会の運営費を賄うために、参加地区から少額の費用を集める

ことができる。参加する地区は、地区内の国内担当部と国際共同委員会活動の費

用を賄うべきである（2007年 6月理事会会合、決定 281号）。 
 

出典：1938年 1月理事会会合、決定 105号。2007年 6月理事会会合、決定 281号により改正 

 

41.020.8.  評議会 

評議会は、国際共同委員会の参加各国を代表する国別コーディネーターで構成さ

れる。国別コーディネーターは、評議会の会長、副会長 2 名、幹事、財務長を選

出すべきである。評議会の会長は、3 年の任期を務める。評議会の会長は、国際

共同委員会と国際ロータリーの間の連絡役（リエゾン）を務め、毎年 7 月に RI

へ年次報告を提出する必要がある。この報告には、国別コーディネーターの連絡

先、各国内担当部に参加する地区のリスト、主なプロジェクトや活動のまとめを

含めるべきである（2007年 6月理事会会合、決定 281号）。 
 

出典：2007年 6月理事会会合、決定 281号 

 

41.020.9.  国際ロータリーとの関係 
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国際共同委員会の組織および運営は、個々の地区による独立した活動であり、RI

プログラムの一部ではない。クラブと地区は、ロータリー財団プログラムへの参

加、特に補助金の開発を推し進めるために、確立された国際共同委員会の関係を

活用することが奨励されている。 

 

国際共同委員会の活動と情報は、RI のウェブサイトおよびロータリーワール

ド・マガジンプレスに掲載される（2015年 5月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：1938年 1月理事会会合、決定 105号。2007年 6月理事会会合、決定 281号、2011年 9月理事会会合、

決定 90号、2015年 5月理事会会合、決定 178号により改正 

 

 

41.030.   新世代交換 

30歳までの成人は、最長 6カ月間、個人またはグループ向けに計画された新世代交換に

参加することができる。参加者の最低年齢は受入国の成人年齢とするが、18 歳未満は

不可とするものとする。新世代交換は、人道的または職業的奉仕の要素を強く持つもの

としなければならない。 

 

活動のスケジュールは受入地区が作成するものとし、主に、人と人との交流や、ロータ

リー財団の六つの重点分野のうち一つ以上を支援する奉仕活動、職業奉仕（専門能力の

開発、指導力研修など）、あるいは新世代活動に関わる地元の活動から成るものとする。

受入地区は参加者の受入れを手配し、地元での交通手段を提供するものとする。地区は

審査手続を行って、適切な受入先の手配を決定するものとする。 

 

資格を有する候補者は、居住地付近の地元のロータリークラブ、地元地区の新世代奉仕

委員長、派遣側地区のガバナーが提唱するものとする。現ローターアクターおよびロー

タリー学友は申請が奨励されている。参加者は奉仕とロータリーの理念への強い熱意を

示すべきである。  

 

地区は、交換の諸準備、参加者の選考とオリエンテーション、資金提供と参加者の経費、

および参加者が参加する奉仕活動に関する期待事項を設定するために、交換先と同意書

を交わすことが奨励される。 

 

新世代交換は相互交換である必要はない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2012 年 10 月理事会会合、決定 96 号。2013 年 6 月理事会会合、決定 224 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87

号により改正 

 

 

41.040.  ローターアクト 

ローターアクトは、1968 年に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムである。 

 

ローターアクト方針声明 

1.   ローターアクトプログラムは、国際ロータリーの活動から創設されたものであり、

それ自体が国際ロータリーの活動である。組織規定、組織の要件、標準手続を定め、
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執行する権利、およびローターアクトの名称およびロゴの保存の権利は国際ロータ

リーが有する。 

 

2.   ローターアクトクラブは、ロータリークラブ提唱の下、18歳から 30歳までの青年に

より構成される組織体である。その目的は、青年が個々の能力の開発に当たって役

立つ知識や技能を修得し、それぞれの地域社会における物質的あるいは社会的なニ

ーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼関係を

推進する機会を提供することにある。 

 

3.   ローターアクトクラブは、ロータリークラブによって結成、提唱、助言され、ガバ

ナーによって承認された後、国際ロータリーの承認と認定を経て設立される。クラ

ブは、他の方法では設立も維持もできず、提唱ロータリークラブの積極的な後援と

国際ロータリーの継続的認定なくしては存続できない。 

a)   ローターアクトクラブは、所在する地区の境界内のロータリークラブのみによっ

て提唱されるものとする。  

b)   ローターアクトクラブは、最多で三つのロータリークラブが共同して結成かつ

提唱できる。さらに、ガバナーが慎重に考慮した結果、地区と各関係ロータリー

クラブならびにローターアクトクラブにとって共同提唱が最善策である場合、ロ

ーターアクトクラブは、ガバナーの承認により、四つ以上のロータリークラブが

共同で提唱できる。各提唱ロータリークラブから代表者が送り出されるような合

同ローターアクトクラブ委員会を設置するべきである。 

 

4.   ローターアクトクラブが大学を基盤とする場合、提唱ロータリークラブは、その大

学当局との全面的な協力の下に管理と助言を行うものとする。ローターアクトクラ

ブは、大学当局が学内の学生団体と課外活動に対して定めたのと同じ規定と方針に

従わなければならない。 

 

5.   ローターアクトクラブのすべての活動、プロジェクト、プログラムは、国際ロータ

リーの方針に沿って実施するものとする。 

 

6.   「標準ローターアクトクラブ定款」は、国際ロータリーによって定められるもので

あり、かつ国際ロータリー理事会のみがこれを改正できる。クラブ結成ならびに認

定の必要条件として、各ローターアクトクラブは、「標準ローターアクトクラブ定

款」を採択し、その後に採択されるあらゆる改正を自動的に採用するものとする。 

 

7.   各ローターアクトクラブは、標準ローターアクトクラブ定款および国際ロータリー

が定めた方針に矛盾しない細則を採択するものとする。この細則は、提唱ロータリ

ークラブの承認を得なければならない。 

 

8.   会員が 31歳になった時点でローターアクト会員身分が終結する。 

 

9.   ローターアクトの名称およびロゴは、国際ロータリーの所有物であり、ローターア

クトプログラム関係者のみが使用できるものとする。クラブを代表してロゴを使う

ときは、「ビジュアルアイデンティティのガイド：青少年プログラム」に示される
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ように、クラブの名称もロゴと一緒に使うべきである。ロータリー地区が存在する

場合には、地区は記章を使うことができるが、「ビジュアルアイデンティティのガ

イド：青少年プログラム」に示されるように、地区と地区番号を表示した場合のみ

に限られる。 

 

10.   ローターアクトクラブ会員は、ローターアクトクラブ会員である期間中、適性か

つ品位ある方法で、ローターアクトの名称およびロゴを使用、表示する権利を有

するものとする。ローターアクトクラブを退会した場合、または、ローターアク

トクラブが解散した場合には、直ちにこの権利を失うものとする。 

 

11.   ローターアクトクラブは次の場合に解散することができる。 

 

a) 提唱ロータリークラブの同意、承認、合意の有無にかかわらず、国際ロータリ

ーにより、以下の理由により解散させられる場合。 

 

1) その定款に従って運営されていない。 

2) 理事、管理委員、役員、および従業員を含め、ロータリー地区、国際ロー

タリー、またはロータリー財団に対する訴訟を開始または継続する個人を

会員として入会、保持、または維持している。 

3) その他の理由。 

 

b) 提唱ロータリークラブにより解散させられる場合。 

 

c) ローターアクトクラブ自身の決定により解散する場合。 

 

12.   クラブならびに会員は、団体としても個人としても名称およびロゴに関する一切の

権利および特典を失うものとする。 

 

13.   方針として、理事会は、国際ロータリー以外のいかなる個人または団体も、営利を

目的としてローターアクトクラブに対して回状を送達する権利を認めない。ただし、

ローターアクトクラブ、地区、多地区合同の会合の計画の責任者であるローターア

クターが、直接関与する地区内のみで行う場合は例外とする。 

 

14.   ガバナーは、同人数のロータリアンとローターアクターによって構成される、一つ

の地区ローターアクト委員会を設置するべきである。地区ローターアクト委員長

（ロータリアン）と地区ローターアクト代表（ローターアクター）が、この委員会

の共同委員長を務めるべきである。地区ローターアクト委員会の任命において可能

かつ現実的であれば、可能な限り 1 名ないし数名の委員を再任することにより、委

員の継続性を図る規定を設けるべきである。地区ローターアクト委員会は、ガバナ

ーが地区内でローターアクトプログラムを広報し、新ローターアクトクラブの結成

を推進し、ローターアクトプログラムを運営するのを補佐すべきである。 

 

15.   クラブレベルを超えたローターアクトの組織 
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a) 二つまたはそれ以上のローターアクトクラブを有する地区は、その会員の中から

地区ローターアクト代表 1 名を選挙しなければならない。選挙の方法は、選挙に

先立ち、ローターアクト会員によって決定され、地区ローターアクト委員会と地

区ガバナーによって承認されるものとする。地区ローターアクト代表は、就任ま

でに、ローターアクトクラブ会長または地区ローターアクト委員会委員として 1

任期を満了していなければならない。 

 

b)地区内に一つしかローターアクトクラブがない場合、地区ローターアクト代表は、

就任が可能な最も新しい元ローターアクトクラブ会長が務めるものとする。 

 

c) 地区ローターアクト代表は、ロータリーガバナーの指導と助言を受け、地区ロー

ターアクト委員会および他の適切なロータリー地区委員会と協力すべきである。 

 

d) 地区ローターアクト代表は、他の地区リーダーと協力して、以下を行うべきであ

る。 

 

1) 地区ローターアクトニュースレターを作成し、配布する。 

2) 指導力研修を支援し、実施する。 

3) 地区全域でローターアクトの推進と拡大活動を実施する。 

4) 奉仕活動を計画、実施する（地区内のローターアクトクラブの 4 分の 3 の承

認を得た場合）。 

5)ローターアクトクラブがプロジェクトを実施する際、助言と援助を提供する。 

6) 地区におけるロータリーとローターアクトの合同活動を調整する。 

7) 地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を調整する。 

8) 地区内のローターアクトクラブ役員の研修会を計画し、実施する。 

 

e) 選挙に関するすべての論争は、地区の方針に基づいて、地区ローターアクト委員

長と相談の上、地区ガバナーにより地区内で解決するものとする。RI は介入し

ない。 

 

16.   クラブレベルを超えたローターアクトの会合 

 

a) クラブレベル以上のローターアクトクラブ会員による会合はすべて、立法の権限

を持たず、またそのような権限があるかのように会合を運営、実施してはならな

い。ただし、地区レベルあるいはその他のレベルにおけるローターアクトの管理

運営に携わる人々に対して有益な助言となりうるような意見を表明することは差

し 支 え な い 。 

 

b) 地区レベルのローターアクトの会合で、地区内ローターアクトクラブの 4 分の 3

が投票することにより、地区の奉仕プロジェクトを実施し、このプロジェクトの

ための募金用に地区ローターアクト奉仕基金を設置することができる。このよう

な基金への寄付は任意によるものとしなければならない。このようなプロジェク

トならびに奉仕用基金はガバナーの承認を得なければならない。また、地区プロ

ジェクトの管理運営および基金の使途に関する具体的な計画および説明も、ガバ
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ナーと地区内の 4 分の 3 のローターアクトクラブの承認を得なければならない。

ガバナーは、地区基金の調達と管理を担当する地区基金委員会を任命しなければ

ならない。この委員会は、地区ローターアクト委員会委員である少なくとも 1 名

のローターアクターおよび 1 名のロータリアンによって構成される。地区奉仕基

金は、その基金が地区ローターアクト組織の財産であって、特定のローターアク

ター個人もしくはローターアクトクラブの専有財産でない旨を明記した銀行預金

口座に保管されなければならない。 

 

c) すべての地区ローターアクト活動に要する資金は、その地区のローターアクトク

ラブが調達するものとする。国際ロータリーは、地区レベルのローターアクトク

ラブの会合の経費を負担しないものとする。かかる会合の経費は最小限にとどめ、

参加者が負担できる範囲内に抑えるものとする。 

 

17.   地区レベルを超えたローターアクトの会合 

 

a) ローターアクト多地区合同奉仕プロジェクト。二つまたはそれ以上の地区のクラ

ブが参加するローターアクト奉仕プロジェクトを実施しても差し支えない。ただ

し、そのプロジェクトは、以下を満たしていなければならない。 

 

1) クラブ本来の活動の範囲や有効性を妨げたり、損なうことなく、地区内クラ

ブやローターアクターの能力の範囲で十分に実施できるような範囲と性質の

ものであること。 

2) 関係地区の各地区ローターアクト代表がまずこのような合同活動に賛成した

上で、それぞれの地区のクラブの 3 分の 2 の承認があって初めて実施するこ

と。 

3) 関係ガバナーの承認を得て実施すること。 

4) 関係地区の地区ローターアクト代表の直接監督下にあること。このようなプ

ロジェクトのために募金もしくは徴収した全資金の保管は、プロジェクトや

関連資金の管理を補佐するために任命される関係地区のローターアクターか

ら成る委員会を通じて、関係地区の地区ローターアクト代表が責任をもって

行うこと。 

5) ローターアクトクラブやローターアクターの参加は任意とし、任意というこ

とを明確に打ち出すこと。クラブまたは個々のローターアクターの参加費用

は最小限にとどめ、人頭分担金または賦課金などの形で強制してはならない

し、また、そのようにほのめかしてもならない。 

 

b)  ローターアクト多地区合同情報組織。地区は、関係地区のローターアクトクラブ

に情報を伝達し、ローターアクトクラブ間のコミュニケーションを円滑にするた

めに、多地区合同組織を設立しても差し支えない。ただし、 

 

1)  関係地区のガバナーから反対のないこと。 

2) このような組織を設立するに当たっては、RI 理事会の代わりを務める事務総

長の承認を得ること。 
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3)  この組織は RIの方針に従うこと、さもなければ、RI理事会を代行する事務総

長によりその身分が終結される場合があること。 

4)  各参加地区は、地区ローターアクト代表によって代表されること。各地区ロ

ーターアクト代表は、多地区合同組織の活動を遂行するために、必要に応じ

て、代理を 1名任命することができる。 

5)  組織の活動を実施するための資金（例えば、地域内クラブの名簿やニュース

レターの作成と郵送費、ローターアクトプログラム資料の配布、一般通信費

など）は、強制することはできない。 

6)  この組織は、組織の活動に関する決定を除きいかなる意思決定や立法の権限

も持たない。 

7)  組織は、地区ガバナーによって審査される投票機構を確立するものとする。 

 

c) 多地区合同ローターアクト会合 

 

1)  二つ以上の地区、特に2カ国以上にまたがる地区のローターアクトクラブ会員

の合同会合は、主催地区のガバナーおよび地区ローターアクト委員会の指導の下、

主催地区のローターアクト代表と協力して開催される。このような会合は、関係

する地区のガバナーの事前承認を得なければならない。多地区合同ローターアク

ト会合を開催するためのガバナーへの招請状には、以下を添付しなければならな

い。 

 

a) 提案されている会合の開催日時、場所、目的、施設、プログラム、参加者に

ついて記述した文書。 

b) 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務については

主催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

c) 提案されている会合の計画および実施がローターアクターおよびロータリア

ンの直接の監督下に行われることを保証した文書。  

 

2)  主催クラブまたは地区は、多地区合同ローターアクト会合のために、開催地

において適切な補償額と限度額を備えた賠償責任保険に加入しなければなら

ない。要請があれば、この保険契約を証明する書類を RIまたは参加地区のガ

バナーに提出しなければならない。 

 

3)  地区ローターアクト代表は、ゾーンの RI理事に通知するものとする。 

 

18.  リーダーシップ研修 

 

a) ローターアクトクラブが効果的に活動できるかどうかは、提唱ロータリークラブ

の指導、支援、積極的参加にかかっている。ロータリアンは、ローターアクター、

ローターアクトクラブ役員、理事、委員長の研修に関与するべきである。提唱ロ

ータリークラブは、 

 

 提唱しているローターアクトクラブのローターアクターのために、ロータリ

アンをメンター（助言者、指導者）として任命すべきである。 
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 ローターアクト大会前会議など、多地区合同研修および国際研修の機会につ

いて、ローターアクターへの周知を図るべきである。 

 

b) ローターアクトクラブが効果的に活動できるかどうかは、ロータリー地区からの

支援にもかかっている。地区ローターアクト代表は、地区ローターアクト委員長、

地区研修リーダー、地区ガバナーエレクト、地区ガバナーと協力して、ローター

アクト研修セミナー、その他の地区行事の計画段階において、ローターアクトの

研修ニーズを強調するものとする。地区ローターアクト代表は、奉仕を奨励し、

国際理解を深め、専門的能力を高め、友情とつながりを築くために、ローターア

クト地区大会を計画すべきである。可能な場合、ローターアクト地区大会はロー

タリー地区大会に付随して開催し、少なくとも 1 回の合同セッションを開催すべ

きである。 

 

地区ローターアクト委員長と地区ローターアクト代表は、次期ローターアクトク

ラブ役員、理事、委員長の全員を対象とした 1～2 日間の指導者研修セミナーの

開催を支援するものとする。 

 

c) ローターアクト大会前会議は、ローターアクターが一堂に会することで、強いク

ラブと地区を形づくり、国際的な友情を築き、国際レベルでローターアクトとロ

ータリーとの関係を強化するために、意欲を喚起し、情報を伝えるためのもので

ある。さまざまなセッションを通じて、ローターアクト大会前会議は以下を行

う： 

 

 各地区でローターアクトを推進するため、ならびにロータリーとの関係を強

めるため、ローターアクトリーダーに対して研修、激励、モチベーションを

提供する。 

 元クラブ会長、地区ローターアクト代表、多地区合同のリーダー、ならびに

ローターアクトの新会員を含め、ロータリアンとローターアクターとの間の

意見交換や情報交換を促進する。 

 

ロータリー地区は、地区、多地区合同、または国際的な指導者研修セミナーに地

区ローターアクト代表が出席するための費用を負担するものとする。地区ガバナ

ーは、地区ローターアクト代表エレクトがローターアクト大会前会議に出席する

ための費用の全額または一部を負担するよう奨励されている。 

 

19.   ローターアクトプログラムの費用の調達： 

 

a) すべての提唱ロータリークラブは、新しいローターアクトクラブにつき 50 米ド

ルを認定料として支払わなければならない。 

 

b) 個々のローターアクターは、クラブの運営費を賄うために、所属ローターアクト

クラブに年会費を支払うものとする。 
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c) ローターアクトクラブ会員の会費または分担金はごくわずかとし、クラブの管理

費を賄うことのみを目的とするものとする。ローターアクトクラブが実施する活

動とプロジェクトの資金は、会費または分担金とは別にクラブが調達し、別個の

口座にて管理するものとする。クラブの財務については、毎年 1 回、有資格者に

よる完全な監査を行うものとする。 

 

d) ローターアクトクラブのプログラム遂行に必要な資金を調達するのは、ローター

アクトクラブの責務である。 

 

e) ローターアクトクラブは、ロータリークラブまたは他のローターアクトクラブに

資金的援助を広く求めてはならない。相互に合意した場合は、提唱クラブは資金

的支援を提供できる。 

 

f) ローターアクト地区奉仕プロジェクトへの寄付は任意でなければならず、個々の

ローターアクターまたはローターアクトクラブに強制することはできない。 

 

g) 国際ロータリーは、年次ローターアクト大会前会議を除き、ローターアクトクラ

ブの会合または複数のローターアクトクラブの合同会合に要する費用を一切負担

しない。 

 

h) ローターアクトクラブ会員をロータリークラブおよび地区大会のプログラムに参

加するよう招待するロータリークラブおよび地区大会は、起こりうる法律上また

は道義上の義務と責任に対しクラブないし地区大会を保護するために、十分な旅

行保険、傷害保険、損害保険に加入すべきである。 

 

i) 地区は、地区ローターアクト委員会の管理運営活動に資金を提供するための規定

を定めるべきである。 

 

j)  ローターアクトクラブは、会計の指針を設け、ローターアクトクラブが解散また

は終結した場合の資金の支出計画に関する規定を含む、当該国の法律および銀行

規制を順守しながら、奉仕プロジェクトを支援するために集められたすべての金

銭を含む全資金が適切に管理され、財務の透明性が保たれるようにすべきである。 

 

20.   ローターアクトクラブは、他の団体の趣旨の如何にかかわりなく、他団体に加盟ま

たは合併してはならない。 

 

21.   ローターアクトクラブ会長は、毎年 6 月 30 日までに、RI に対し、ウェブサイトを

通じてクラブおよび会員の情報を更新するものとする。更新したクラブおよび会員

の情報を2年間にわたりRIに提出しないローターアクトクラブは終結される（2018

年 1月理事会会合、決定 103号）。 

 
出典：1968年 1月理事会会合、決定 150号。1969年 1月理事会会合、決定 155号、1971年 1月理事会会合、決定 106

号、1971 年 1 月理事会会合、決定 164 号、1973 年 1 月理事会会合、決定 172 号、1973 年 1 月理事会会合、決定 176

号、1976 年 1 月理事会会合、決定 171 号、1976 年 1 月理事会会合、決定 174 号、1981 年 2 月理事会会合、決定 304

号、1981 年 2 月理事会会合、決定 307 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 387 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 388
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号、1988 年 5 月理事会会合、決定 392 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 393 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 402

号、1990 年 6 月理事会会合、決定 295 号、1991 年 5 月理事会会合、決定 375 号、1992 年 3 月理事会会合、決定 229

号、1992年 3月理事会会合、決定 236号、1998年 10月理事会会合、決定 92号、2000年 8月理事会会合、決定 72号、

2004 年 2 月理事会会合、決定 182 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 74 号、

2007 年 11 月理事会会合、決定 65 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、

2011 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 91 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 187 号、

2012 年 10 月理事会会合、決定 92 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 63 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号、

2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 119 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、

2017年 9月理事会会合、決定 51号、2018年 1月理事会会合、決定 103号により改正 

 

41.040.1.  ローターアクトクラブに対する事務局の支援 

事務総長は、ローターアクトクラブの結成を認定し、プログラムの出版物を作成

し、年次連絡をすべてのローターアクトクラブ、提唱ロータリークラブ、地区ロ

ーターアクト代表、地区ローターアクト委員長へ配布し、世界ローターアクト週

間を推進する。事務総長は、ローターアクトプログラムに対して以下の支援を提

供するものとする。 

 

1） 地区ローターアクト代表に、ロータリーワールド・マガジンプレスの雑誌購

読を無料で提供する。 

 

2） 報告された地区ローターアクト代表全員の氏名と連絡先のリストを含む「全

世界ローターアクト名簿」を、毎年すべてのローターアクトクラブ、地区ロータ

ーアクト代表、および地区ローターアクト委員長へ提供する（2017年 1月理事会

会合、決定 87号）。 
 

出典：1988年 6月理事会会合、決定 389号、1998年 10月理事会会合、決定 93号。2010年 6月理事会会合、

決定 214号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
 

41.040.2.  RIによるローターアクトクラブの認定 

事務総長はローターアクトクラブの認定手続きを行う。認定にあたっては、地区

ガバナーの承認が必要条件となる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 92号、2010年 6月理事会会合、決定 214号。2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 

 

41.040.3.  公式名簿におけるローターアクトクラブの記号表示 

公式名簿の「Rotary Districts」（ロータリー地区）のセクションに記載されてい

るクラブに、ローターアクトを表す（R）の記号が付され、一つ以上のローター

アクトクラブを提唱しているロータリークラブがこの記号によって示されるもの

とする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1982年 11月理事会会合、決定 153号 
 

41.040.4.  国際大会におけるローターアクター 

国際大会に登録したローターアクターには、すべての本会議、チケット制行事、

討論グループセッションに出席する機会を含め、参加を提供するものとする

（2017年 6月理事会会合、決定 176号）。 
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出典：1988年 5月理事会会合、決定 391号 

 

41.040.5.  インターロータ 

「インターロータ」は国際ロータリーの公式会合ではないが、RI は、そのプロ

グラムの内容承認および RI リーダー代表の派遣を通じて、インターロータを支

援する。 

 

インターロータの開催を提案する場合、そのような提案に先立ち、ローターアク

ターはまず開催地区のガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノミニーか

ら承認を得るものとする。インターロータの開催地として選ばれるためには、開

催地区のローターアクト代表は、理事会に代わって事務総長の了承を得るため、

開催の 1 年前までに事務総長に提案を提出するものとする。提案書には以下の内

容を含むものとする。 

 

a) 開催地区のガバナーおよび当該地域の RI理事の書面による承認。 

 

b) 開催日、場所、施設、プログラム、入札プロセス、参加者を含む情報。 

 

c) 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務については

主催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

 

d) 提案されている会合の計画および実施が、ローターアクターまたはロータリ

アンの直接の監督下に行われることを保証した文書。 

 

主催地区は、インターロータのために、開催地において適切な補償額と限度額を

備えた賠償責任保険に加入しなければならない。要請があれば、この保険契約を

証明する書類をRIまたは参加地区のガバナーに提出しなければならない（2015年

1月理事会会合、決定136号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 238号。2010年 6月理事会会合、決定 214号、2015年 1月理事会会合、

決定 136号により改正。2000年 2月理事会会合、決定 306号により確認 
 

 

引照 

 

8.020.  特別行事 

9.010.  クラブの財務 

20.070.5.  PETSの実施時期 

20.080.2.  地区チーム研修セミナーの参加者 

34.060.4.  インターアクトおよびローターアクト標章 

 

 

41.050.  ロータリー地域社会共同隊（RCC） 
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ロータリー地域社会共同隊は、国際ロータリーのプログラムであり、ロータリー村落共

同隊（Rotary Village Corps）を前身として、1986年に理事会によって採択されたもので

ある。 

 

ロータリー地域社会共同隊（RCC）の「方針声明」は以下の通りである。 

 

1.  ロータリー地域社会共同隊は、国際ロータリーの活動から発展して創設されたもの

であり、それ自体が国際ロータリーの活動である。組織の要件、標準手続を定め、

執行する権利、およびロータリー地域社会共同隊の名称の保護と保存の権利は国際

ロータリーが有する。 

 

2.  ロータリー地域社会共同隊の目的は、地域社会が自らのニーズに取り組めるよう、

持続的な奉仕活動を立案し、参加することを通じて地域社会に力を与えることであ

る。 

 

3.  ロータリー地域社会共同隊の目標は次の通りである。 

 

a) ロータリアンとそれ以外の人々が合同で地域社会の向上に取り組めるような協力

関係を築く。 

 

b) 地域で最も緊要な関心事項と、それに取り組むのにふさわしい方法を特定できる

のは、その地域の住民であるという認識の下、積極的に自分たちのニーズに取り

組もうとする地域住民を支援する。 

 

c) 的を絞った奉仕プロジェクトの立案と実施において地域社会の多様な人々に参加

してもらうことにより、地域のニーズに対する持続可能な解決策を推進する。 

 

4.  ロータリー地域社会共同隊の活動とプロジェクト 

 

a)  ロータリー地域社会共同隊は、地元地域特有のニーズを調査した上で選ばれた活

動とプロジェクトに取り組むことが強く奨励されている。活動とプロジェクトの

実施においては、地元と国の法律および規制に従うよう確認する。 

 

b)  各共同隊は、その活動の計画、組織、資金調達、実施に責任を持つものとする。

共同隊は提唱ロータリークラブの事前の承諾なしに、地域の個人、事業体、組織

に資金的援助を求めないものとする。 

 

5.  ロータリー地域社会共同隊（RCC）の提唱 

 

a)  各ロータリー地域社会共同隊は、一つまたは複数の地元ロータリークラブが提唱

するものとし、その（それらの）クラブは、ロータリアンから成る委員会を通じ

て、共同隊の活動、プログラム、方針について助言を与えるものとする。 
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b)  ロータリー地域社会共同隊は、所在する地区の境界外のロータリークラブによっ

て提唱されないものとする。 

 

6.  ロータリー地域社会共同隊（RCC）のメンバー資格 

 

a)  ロータリー地域社会共同隊は、リーダーとしての素質を備え、地域社会の向上に

貢献したいという意欲と能力を備えた、善良なる成人により構成されるべきであ

る。共同隊の所在する地域に居住、就職、または通学している人を対象にするも

のとする。 

 

b)  ロータリー地域社会共同隊のメンバーはすべて、共同体への入会を受諾あるいは

メンバーとしての身分を継続することにより、ここに記されたプログラムの方針

と指針を承諾し、本方針を順守し、従うことに同意したとみなされる。 

 

c)  各共同隊のメンバー選出方法は、提唱ロータリークラブと相談の上、その共同隊

が決定するものとする。 

 

d)  メンバーは、メンバーとしての資格が維持できない場合、またはメンバーの義務

を果たしている全メンバーの 3 分の 2 以上の投票によって正当な理由があると決

定された場合に、退会となる場合がある。 

 

e)  ロータリー地域社会共同隊メンバーの会費や分担金はごくわずかとし、あくまで

も運営費を賄えるだけの金額とする。ロータリー地域社会共同隊は、その資金の

出し入れについて有資格者による会計監査を行い、共同隊メンバーと提唱ロータ

リークラブにその結果を報告すべきである。 

 

7.  ロータリー地域社会共同隊（RCC）の指導部 

 

a)  各共同隊は、提唱ロータリークラブと相談の上、メンバーとしての義務を果たし

ている人の中から、全メンバーの過半数を超える賛成を得て選出されたメンバー

から成る指導部を設立することが奨励されている。指導部の任期は一年とするが、

共同隊と提唱ロータリークラブが別途決定した場合は例外とする。 

 

b)  指導部は、その共同隊を代表して提唱ロータリークラブおよび一般の人々への対

応を行う代表者一名を、指導部の中から選出するものとする。共同隊の代表者は、

必要と思われる委員会の委員を、その任務を指定した上で任命できる。これらの

委員会は、任務の完了、共同隊代表者による解任、あるいはその代表者の任期終

了をもって失効となるものとする。各共同隊に、管理運営、職業奉仕、社会奉仕、

財務担当の委員会を設置することが推奨されている。 

 

8.  ガバナーは、地区ロータリー地域社会共同隊委員会を任命するよう期待されている。 

 

この委員会の役割と責務は次の通りである。 
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i.  地区内クラブとの定期的連絡および地区の諸会合を通じて、地域社会共同隊プ

ログラムに対する理解と参加を促進する。 

ii.  ロータリー地域社会共同隊の設置に際してクラブを援助する。 

iii. 地域社会共同隊プロジェクトのリソースをロータリーアイデア応援サイトで

探すようクラブに奨励する。 

iv. 地区のウェブサイト、ガバナー月信、ロータリーショーケースで広報するた

めに、成功している地域社会共同隊プロジェクトを特定する。 

v.  地区内の地域社会共同隊の運営状況と活動に関する記録を維持し、定期的に

ガバナーと事務局へ報告する（2017年1月理事会会合、決定87号）。 

 
出典：1986年 1月理事会会合、決定 180号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-21号、1986年 10～11月理事会会

合、決定 E-24 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-25 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-26 号、1989 年

5月理事会会合、決定 327 号、1991年 2月理事会会合、決定 279号、1991年 2月理事会会合、決定 281号、1991年 2

月理事会会合、決定 285 号、1991 年 11 月理事会会合、決定 124 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 222 号、2011 年 5

月理事会会合、決定 205号、2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

41.050.1.  ロータリー地域社会共同隊に対する RI事務局の支援 

事務総長は、新しいロータリー地域社会共同隊の設立を認定し、プログラムのリ

ソースを開発し、年次連絡をすべての提唱ロータリークラブおよび地区ロータリ

ー地域社会共同隊委員長に配布する（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 222号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
 

41.050.2.  RIによるロータリー地域社会共同隊の認定 

事務総長は、ロータリー地域社会共同隊の認定手続きを行う。RCC 組織申請書

には、RCC 代表者、提唱ロータリークラブ会長、地区ガバナーの署名を必要と

する（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 222号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

41.060.  ロータリー友情交換 

ロータリー友情交換は、1988 年に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムで

ある。 

 

留意事項：理事会は以下の「ロータリー友情交換の指針」を定期的に見直し、必要に応

じてこれを改正する。 

 

ロータリー友情交換は、参加するロータリアンとその家族、およびその友人が国際的に

互いに受入と訪問を行う機会を提供する。交換の目標は、新たなつながりと友情を育み、

可能であれば協力して奉仕プロジェクトを行うための基礎を築きながら、参加者が異文

化に馴染み、異文化を体験し、国際理解を深め、または職業に就いたばかりの参加者に

は職業上の技能を高めることにある。 
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交換チームは、職業を中心とした交換、文化を中心とした交換、奉仕を中心とした交換、

双子クラブまたは奉仕パートナー関係の確立（ただし、これらに限定されない）といっ

た各旅行の目的を明確にすべきである。 

 

ロータリー友情交換には以下の特徴がある。 

 

相互に訪問する。 

費用は参加者および該当地区が全額負担する。 

ロータリアンとその家族、およびロータリアンではない人が参加できる。 

明確な目的と目標がある。 

 

若手職業人向けの職業交換 

ロータリー友情交換は、社会人生活を始めて数年の若いビジネスパーソンおよび職業人

向けに独自の教育機会を提供するために利用できる。こうした交換は、若い人々の職業

人としてのスキルおよびリーダーシップスキルを育成し、地域社会や国際化が進む職場

のニーズに対応できる能力を身につけることを目的としている。こうした職業交換は、

海外渡航と以下が関わる参加型活動から成る幅広く綿密なプログラムに従う。 

 

職業訓練活動：外国での職業の実践を視察し、それぞれの分野で相互意見交換に参加し、

最終的に参加したすべての地域社会に利益をもたらす機会を提供する。  

 

文化体験：参加者は外国とその国民と制度について学び、世界中の文化の多様性に対す

る理解を促進する。  

 

親睦の機会：チームメンバーと受入側に、親睦と親善の精神の下で出会い、コミュニケ

ーションを図り、一緒に生活し、互いの問題、希望、地域社会の課題について考え、末

永く続く友情と国際理解を促進するよう奨励する。  

 

ロータリアンの関与：若い成長過程の職業人に、別の国や文化でその職業における経験

を積んだ人の見解を伝え、ロータリーの世界的使命を高める研修チームの派遣、受け入

れ、および教育体験の共有の過程に参加する。  

 

こうした交換に関与する地区は、以下の要因を考慮すべきである。 

 

a) 地区は、交換により達成される明確な目的および目標を示すべきである。  

b) 地区は受入旅程案を作成すべきである。  

c) 地区は、ロータリアンの自宅または他の宿泊施設など、受け入れるチームメンバーの

宿泊計画に説明を添えて提示するべきである。  

d) 地区は、言語、文化、その他適切なテーマを含め、派遣チームメンバーの準備とオ

リエンテーションの包括的計画を提示するべきである。所用時間は 12 時間未満にしな

ければならない。 

 

参加地区のガバナーは、地区友情交換委員長を任命する。委員長は、世界各国の委員長

の Eメールリストを通じて、関心を持つ参加者が交換を手配できるよう援助する責務が
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ある。このリストは、ロータリアンが使用できるように、RI ウェブサイトに掲載され

ている。事務総長は、プログラムを推進するためのリソースを作成し、地区が交換相手

を見つけられるよう支援する（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1983年 6月理事会会合、決定 357号、1986年 10～11月理事会会合、決定 162号、1988年 7月理事会会合、決

定 48号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2014 年 5月理事会会合、決定 144 号。2016年 9月理事会会合、決定

58号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.  ロータリー青少年交換 

ロータリー青少年交換は、1974 年に理事会で採択された国際ロータリーのプログラム

である。 

 

ロータリー青少年交換プログラムは、海外の人々と交流し、外国での生活を通じて異文

化を体験する機会を青少年に提供する。異文化出身の学生との幅広く親密な交流を通じ

て、受入クラブ、ホストファミリー、そして地域社会が豊かになる。このプログラムは、

青少年の国際理解と親善の精神を育むものである。 

 

こうした方針は、クラブと地区が青少年交換活動を責任をもって効果的に実施できるよ

う援助し、特に記載がない限り、長期および短期の交換に関係する。 

 

クラブまたは地区は、これらの方針と相反しないこのほかの規定も採用できる。地区は、

これらの方針に特記された一部の責務を、ある役職から別の役職へ割り当て変更するこ

とができる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2002年 11月理事会会合、決定 99号、2009年 1月理事会会合、決定 152

号、2012年 10月理事会会合、決定 96号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.1.  地区ガバナーの権限 

各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を負う。

地区の青少年交換役員または委員会は、ガバナーの監督下に置かれ、ガバナーに

報告を行うべきである。 

 

ガバナーは、指名された時点から就任するまでの期間に、地区内の青少年交換プ

ログラムおよびプログラム管理者の資格とスキルに関し、できる限り学ぶよう奨

励されている（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1977年 10～11月理事会会合、決定 159号。1979年 5月理事会会合、決定 355号、1997年 3月理事会

会合、決定 275号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.2.  地区認定プログラム 

事務総長は、地区認定プログラムを管理するものとする。認定を受けるためには、

クラブと地区の全青少年交換プログラムは、RI の青少年保護方針、および事務

総長によって定められたその他の要件を順守するものとする。青少年交換プログ

ラムに参加するには、地区は、事務総長から認定を受けなければならない。 
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認定手続きは、全地区の青少年交換プログラムが、長期および短期の交換プログ

ラム（ツアーや合宿／キャンプを含む）において、認定要件を満たしているとい

う証拠を国際ロータリーに提出することを義務づけている。 

 

RI の方針や認定要件が地元の法律に反する場合、事務総長は、RI の方針の意図

に適う代替方針と代替手続きを導入した地区に対し、免除を許可することができ

る。地元の事情によって要件を法的に満たすことができない場合、地区は、順守

を不可能とする特定の状況が存在することの証拠と、方針または要件の意図を満

たす代替手続きを説明した文書を、事務総長に提出しなければならない。事務総

長は、地区が設定した代替案が RI の方針の意図に適うかどうかを、評価、判断

し、必要とあらば理事会にこれを付託することができる。 

 

認定に関するその他の方針には以下が含まれる。 

 

A.  学生の派遣のみを行う地区の認定 

青少年交換学生を受け入れず、学生の派遣のみを希望する地区に対し、事務総長

は、学生の受け入れに関する認定要件を免除することができる。 

 

B.  複数の国が含まれる地区の認定 

複数の国が含まれる地区で、一部の国のみが青少年交換プログラムへの参加を希

望する地区に対し、事務総長は、プログラムに参加しない国について認定要件を

免除することができる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2007 年 2 月理事会会

合、決定 163号、2007年 6月理事会会合、決定 274号、2007年 11月理事会会合、決定 32号、2009年 1月理

事会会合、決定 152 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号により改

正 

 

41.070.3.  法人化 

地区は、地区青少年交換プログラムを含む法人組織または同様の正式な法的組織

を設立しなければならない。この要件は、地区青少年交換プログラム、青少年交

換を含む複数のプログラムのグループ、またはロータリー章典第 17.020.節に従

い地区全体を法人化することによって満たすことができる。 

 

地区はまた、多地区合同プログラムの範囲内で実施される地区活動のために法人

化された多地区合同青少年交換プログラムに加入することによって、この要件を

満たすこともできる（2009年 1月理事会会合、決定 152号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 163号 

 

41.070.4.  損害賠償保険 

地区は、地区青少年交換プログラムのために、その地域にふさわしい補償額と限

度額を備えた賠償責任保険に加入しなければならない。クラブと地区は、青少年

活動を実施する前に、法的責任に関する問題について法律顧問に相談するよう強

く奨励されている。 
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地区全体が米国内にある地区の青少年交換プログラムは、米国のロータリークラ

ブ用および地区用の損害賠償保険プログラムに参加することでこの要件を満たす

こととなる。 

 

事務総長は、そのような保険が存在しないと実証された地区に対して、損害賠償

保険の要件に例外を認める権限を有する（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 163号、2008年 6月理事会会合、決定 253号。2009年 1月理事会会合、

決定 152号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

41.070.5.    青少年の国外旅行 

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、未成年を海外へ派遣するために、

RI の青少年保護方針、前述の青少年交換方針、国または政府の移民方針、旅行

方針を回避するような代替的なプログラムを始めてはならないものとする。 

 

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、提案された旅行の全側面について

事前に慎重な計画（地区青少年保護役員と地区青少年交換委員長による承認を含

む）を立てることなく青少年を海外派遣活動のために送り出すことを援助したり、

協力してはならないものとする。青少年保護役員のいない地区では、地区ガバナ

ーと地区青少年交換委員長が手配を承認しなければならない。 

 

いかなるクラブも、受入クラブによる受入や援助に関して事前に完全な相互の合

意を得ることなく、身分証明書や紹介状、援助要請状、その他青少年の身分を明

かしたり、紹介するような書類を、他国のクラブに提供すべきではない。 

 

ロータリークラブから派遣されたことを示す書類やそういった主張があっても、

受入クラブが事前にそのような受入や援助を提供することに明確に同意していな

い場合、クラブは他国からの青少年に対して受入や援助を提供する義務はない

（2009年 6月理事会会合、決定 242号）。 

 
出典：1979年 5月理事会会合、決定 355号。2009年 1月理事会会合、決定 152号、2009年 6月理事会会合、

決定 242号により改正 

 

41.070.6.  地区青少年交換の財務 

地区青少年交換活動の資金は他の地区資金と区別して保持するものとし、地区青

少年交換委員長および地区財務委員会の委員もしくはその代理人を署名人とする

ものとする。地区青少年交換委員会は予算を作成し、ガバナーおよび地区財務委

員会に提出して承認を受けるものとする。地区青少年交換委員会および地区財務

長は、半年に一度、青少年交換に関する財務報告書を作成し、地区ガバナーに提

出するものとする（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1992年 6月理事会会合、決定 328号、補遺資料 G。2003年 5月理事会会合、決定 325号、2009年 11

月理事会会合、決定 56号、2014年 10月理事会会合、決定 38号、2015年 1月理事会会合、決定 118号、

2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
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41.070.7.  国際ロータリーへの報告 

地区は、交換の開始前に、それぞれの受入学生について、事務総長が定める認定

要件に従って、学生のデータをRIに提出するものとする。 

 

事故、死亡、早期帰国、犯罪、虐待やハラスメント（嫌がらせ）の申し立てなど

（ただしこれに限るものではない）、すべての深刻な事態は、地区役員がこの事

態の報告を受けてから72時間以内に、地区からRIに報告するものとする。地区は、

RIへの報告を担当する人を1名、地区内で指定しなければならない（2017年1月理

事会会合、決定87号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2007年 2月理事会会合、決定 163号、2017年 1月理事会会

合、決定 87号により改正 

 

 

41.070.8.  交換の種類 

青少年交換プログラムには 2つの異なる種類のプログラムがある： 

 

A.  長期交換プログラム 

長期交換は 1 学年度とするが、学年度の直前あるいは直後の休暇期間の一部また

はすべてを含めて延長することができる。学生は、受入国で学校に通学すること

が義務付けられる。 

 

学生は 2 家族以上の家庭でホームステイをしなければならず、連続して 3 つの家

庭に滞在することが望ましい。 

 

派遣学生の両親は、受入学生のホストファミリーとなる義務はないものとする。

ただし、派遣学生の両親は、ホストファミリーとなることを申し出ることができ

るほか、適切なホストファミリーを探す際に援助を求められることがある。 

 

派遣クラブと受入クラブは、学生１人につきロータリアンのカウンセラーをクラ

ブから 1 名ずつ選ばなければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡

を取り、学生とクラブ、学生の両親または保護者、ホストファミリー、地域社会

全体との連絡役を果たす。カウンセラーは、交換学生を受け入れるホストファミ

リーの一員から選ばれてはならず、肉体的、性的、精神的虐待を含め、交換中に

生じる可能性のあるいかなる問題、あるいは懸念事項にも対処できるよう研修を

受けなくてはならない。 

 

受入クラブは、一切の教育費を提供し、適切な学業プログラムを手配し、オリエ

ンテーション・プログラムを提供し、学生が受入先地域に溶け込めるよう連絡を

絶やさないようにすべきである。 

 

受入クラブまたは地区は、関係者が定めた小遣いを学生に提供すべきである。毎

月の小遣いは学校またはそれ以外の場所での食費を賄うのに十分な額とするもの

とする。 
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B.  短期交換プログラム 

短期交換の期間は数日間から数週間までとさまざまである。学校の休校中に行わ

れることが多く、学業プログラムを含まないことがある。短期交換は、受入国の

1 つの家庭にホームステイをするのが一般的だが、国際的な青少年キャンプまた

はツアーとして実施することもできる。 

 

派遣クラブと受入クラブは、学生１人につきロータリアンのカウンセラーをクラ

ブから 1 名ずつ選ばなければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡

を取り、学生とクラブ、学生の両親または保護者、ホストファミリー、地域社会

全体との連絡役を果たす。カウンセラーは、交換学生を受け入れるホストファミ

リーの一員から選ばれてはならず、肉体的、性的、精神的虐待を含め、交換中に

生じる可能性のあるいかなる問題、あるいは懸念事項にも対処できるよう研修を

受けなくてはならない。（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 235 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2002 年 11 月理事会会

合、決定 99号、2004年 11月理事会会合、決定 108号、2006年 6月理事会会合、決定 248号、2007 年 11月

理事会会合、決定 64 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 241 号、2012

年 10月理事会会合、決定 96号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.9.  資格条件 

青少年交換プログラムの参加者は、交換の開始時に年齢 15～19 歳の学生を対象

とする。ただし、特定の国における法律および規制がこれを認めない場合は、こ

の限りではない。18 歳以上の学生は、参加クラブと地区が相互に合意した場合

は参加することができる。 

 

青少年交換は、プログラムの資格要件を満たし、ロータリアン、クラブ、地区の

いずれかにより推薦された青少年であれば、誰でも参加することができる。参加

者は、学業成績が平均以上であるべきである。 

 

障害者は、可能な時期と可能な場所で、かつ派遣側と受入側のクラブもしくは地

区が合意した場合には、参加することができる（2017 年 1 月理事会会合、決定

87号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2002年 11月理事会会合、決定 99号、2009年 1月理事会会合、

決定 152号、2012年 10月理事会会合、決定 96号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.10.  申請 

候補者は、記入した申請書式を提出し、クラブレベルと地区レベルで両親あるい

は法的保護者を交えた個人面接を含む選考手続を踏まなければならない。 

 

クラブと地区は、地区および多地区合同の青少年交換役員のネットワークによっ

て維持および更新される青少年交換の標準申請書式を使用するよう奨励されてい

る（2017年1月理事会会合、決定87号）。 
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出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 108号、2009年 1月理事会会合、決定 152号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.11.  選考と交換先の決定 

派遣地区は、各学生が、相手地区のクラブに受け入れられ、世話を受けられるよ

う確認する責務を負う。地区は、交換活動を行う際に、相手の地区と同意書を交

わすよう要請されている。これは、相手地区の認定、諸準備、学生の選考とオリ

エンテーションなど、交換におけるすべての期待事項が確実に満たされるように

責務を明確に説明するためである。 

 

学生、その両親または法的保護者、ホストファミリー、およびそのカウンセラー

を含め、交換に関わるすべての人は、派遣および受入クラブまたは地区が定めた

プログラムの全条件に同意しなければならない。 

 

学生の旅行日程には、学生の両親または法的保護者と受入クラブまたは受入地区

が同意しなければならない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 108号、2009年 1月理事会会合、決定 152号、2012年 10月理事会会合、決定 96号、2017年 1月理

事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.12.  ロータリー青少年交換学生の旅行保険 

学生旅行保険の加入証明書は、学生が自宅を出発する前に、受入地区に送達、受

理され、承認されるものとする。受入地区は必要に応じて即時かつ緊急の治療を

手配する立場に置かれるため、学生が加入している保険が信頼できる保険会社に

よるものであり、（医療）サービス提供者が支払いを全額、迅速に受け取ること

をこの会社が保証するなど、受入地区が満足するものでなければならない。 

 

青少年交換学生の両親または法的保護者は、すべての医療および事故の費用の支

払いについて責任を負う。各学生の両親または法的保護者は、事故によるけがお

よび疾病に対する医療および歯科治療、事故による死亡、四肢切断、および身体

障害（現金給付とも呼ばれる）、遺体の本国送還、緊急搬送、24 時間緊急援助

サービス、および個人法的賠償責任を含む（ただしこれに限るものではない）場

合に適用される旅行保険に学生を加入させるものとする。補償額は以下の最低限

度額および学生あたりの保険給付額を下回らないものとする。 

 

a) 保険期間は、合意した交換期間前後の個人旅行を含め、交換学生が自宅を出

発する時点から自宅に戻るまで、毎日 24時間有効であること。 

 

b) 学生の母国を除き、受入国、経由国、およびすべてのツアーに含まれる国に

おいて有効であること。 

 

c) 24時間緊急援助サービスを提供すること。 
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d) 病院、医師、歯科医、救急車、その他の通常かつ慣習的医療サービスなど、

けがまたは病気に関連する費用として 100万米ドル 

 

e) 事故による死亡、四肢切断、または身体障害に対して 10万米ドル 

 

f) 重篤な病気または身体のけがの場合に必要とされる学生の緊急搬送または移

送に対して 5万米ドル 

 

g) 学生が死亡した場合の遺体の本国送還または火葬費用として 5万米ドル 

 

h) 政治危機または自然災害など医療以外の緊急事態における学生の緊急搬送ま

たは移送に対して 5万米ドル 

 

i) 学生の行為または不作為から生じる、第三者への対人または対物賠償に対す

る個人の法的賠償責任に対して 50万米ドル。 

 

両親または法的保護者は、以下についても補償する旅行保険への加入も検討すべ

きである。 

 

a) 緊急訪問費用。緊急訪問費用として、一名の近親者または友人が、学生の重

篤なけが、病気、または死亡により、学生の所在地への旅行、学生に同伴しての

旅行、学生に同伴しての滞在、または学生の付添のために発生した、合理的な移

動および宿泊の費用を支払うため。 

 

b) 旅行のキャンセルまたは縮小。旅行のキャンセルまたは縮小の費用を支払う

ため。けがまたは病気による予期しないキャンセルによって発生した旅行費用の

補償。 

 

c) 対物補償。学生の現金遺失、または盗難、または荷物など所有物の全損を含

む、個人の所有物遺失に対する補償。 

 

d) 誘拐および恐喝の保険。学生の誘拐事件、または殺害、損傷、誘拐の脅迫が

発生し、身代金が要求された場合に、対応する訓練を受けた専門家を派遣し、身

代金の費用を支払うため。 

 

受入国において旅行保険の加入が法定または法的に義務づけられている場合、そ

のような保険は上記の限度額および補償内容に従うものとする。それ以外のすべ

ての場合は、派遣側および受入側の双方の合意による場合を除き、二重保険は回

避すべきである。 

 

クラブおよび地区は、賠償責任保険およびその他の補償の加入に関して保険専門

の弁護士に相談することが強く奨励されており、保険の補償範囲の要件を含め、

外国人の学生に関する政府の方針および規制に関して十分精通すべきである。 
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ハンググライディング、ロッククライミング、バンジージャンプなどの過激なス

ポーツへの参加は控えるものとする。学生が過激なスポーツへの参加を認められ

た場合は、受入地区と両親または法的保護者の書面による許可を得た上で活動を

行い、十分な保険に加入すべきである（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2004年 6月理事会会合、決定 260号、2005年 3月理事会会合、

決定 218号、2007年 11月理事会会合、決定 64号、2009年 1月理事会会合、決定 152号、2012年 1月理事会

会合、決定 189号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.13.  青少年交換学生の旅行 

青少年交換学生は、ホストファミリーの親とともに、またはロータリークラブや

地区の行事のため、承認された旅行をすることができる。受入地区は、事前に受

入地区が定義した地元地域以外への旅行について、学生の両親または法的保護者

の書面による許可を得るものとする。 

 

その他のすべての旅行について、受入地区はプログラム、場所、旅程、宿泊施設、

連絡先など具体的な詳細を確実に両親または法的保護者に提供しなければならな

い。受入地区により、あるいは受入地区の代理者により実施される旅行とツアー

は、ロータリー章典第2.130.3.項に従う（2010年6月理事会会合、決定210号）。 

 
出典：2010年6月理事会会合、決定210号 

 

41.070.14.  準備 

学生の両親または法的保護者は、適切な衣類と、母国と受入地区間の往復航空券

を提供する責務がある。 

 

受入地区が来訪する学生に費用を請求する慣習はない。しかし、語学コース、ツアー、

保険など、すべての国内で発生するオプション費用は、青少年交換実施前に概要を提示し、

合意に達しなくてはならない。派遣地区は青少年交換に参加するためにどのように資

金が使用されたかを示す項目別請求書を、派遣学生の両親または保護者に提供す

るものとする。このような請求書の写しは、派遣ロータリークラブにも提供すべ

きである。 

 

受入クラブと派遣クラブまたは地区は、問題が生じた場合や緊急の場合に連絡で

きる人々のリストを学生に提供しなければならない。このリストには、ロータリ

アンのカウンセラー、クラブ会長、地区委員長、地区ガバナー、ロータリアンで

はない 2 名の支援提供者（男性、女性各 1 名）の氏名と連絡先を含めなければな

らない。また、このリストには、医者、歯医者、精神科医、警察といった地元の

支援提供者の情報も含めなければならない。入手できる場合には、このリストに、

自殺防止ホットライン、レイプ被害者ホットライン、地元の児童保護施設などの

情報も掲載すべきである（2018年 7月理事会会合、決定 16号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2009 年 1 月理事会会

合、決定 152号、2009年 11月理事会会合、決定 56号、2017年 1月理事会会合、決定 87号、2018 年 7月理

事会会合、決定 16号により改正 
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41.070.15.  オリエンテーション 

派遣クラブまたは地区は、出発の前に、派遣学生ならびにその両親または法的保

護者を対象とした必須のオリエンテーションを実施しなければならない。オリエ

ンテーションでは、青少年交換プログラムの規則、手続き、期待事項について参

加者に伝え、学生と両親または法的保護者の両者に対して、虐待の防止と認識に

関する研修を行なわなければならず、地元のロータリークラブとその活動につい

ての簡単な説明も行うべきである。 

 

受入クラブまたは地区も、来訪する学生のために必須のオリエンテーションを実

施しなければならない。これには、放任による虐待、身体的虐待、性的または精

神的虐待といった問題に遭遇した場合の学生向けの指針と、地元の支援者や任命

されたカウンセラーの連絡先を含めなければならない。国によっては法律および

慣習が他の国と大きく異なる場合があるため、オリエンテーションには地元の法

律および慣習に関する情報を盛り込まなくてはならない（2017 年 1 月理事会会

合、決定 87号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 108号、2005年 6月理事会会合、決定 271号、2009年 1月理事会会合、決定 152号、2017年 1月理

事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.16.  学生の責務 

学生は、いついかなる場合においても、自己、母国、そしてロータリーに恥じな

い態度を取るべきであり、相手を尊重し、責任を持って行動し、プログラムにお

ける自分の役割に相応しくあるべきである。 

 

学生は、事情のいかんを問わず、交換期間中いかなる種類の自動車その他の動力

付き車輌も運転すべきではない。また受入国内で動力付き車輌を所有すべきでは

ない。 

 

学生は、受入クラブおよび地区、両親または法的保護者の同意なくして、受入ク

ラブの所在する地域外へ旅行すべきではない。 

 

学生は、交換中、ホストファミリー、受入クラブまたは地区の監督と権限を受入

れるべきである（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 108号、2009年 1月理事会会合、決定 152号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.17.  学生の交換後の報告 

逆カルチャーショックの影響を考慮し、交換後、学生と両親または法的保護者は、

家庭、学校、地域社会環境の変化に順応することを目的とした交換後ミーティン

グに出席するよう奨励されるべきである（2009年 1月理事会会合、決定 152号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2007年 11月理事会会合、決定 64号、2009年 1月理事会会合、

決定 152号により改正 
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41.070.18.  ボランティアの選考と審査 

青少年交換に関与する個人全員を慎重に選考する手続きは最も重要であり、細心

の注意と配慮をもって行われるべきである。 

 

本プログラムに関与する成人（ロータリアンおよびロータリアン以外）、すなわ

ち委員、ホストファミリー、クラブのカウンセラー、その他の青少年と多大な接

触または監視下にない接触を持つ人々（ただしこれらの人々に限らない）は、青

少年と活動する適正を判断するための面接を受け、青少年プログラムボランティ

ア申込書に記入、署名し、警察が保管する公的記録の確認や経歴照会を含む犯罪

に関する背景調査を受けることに同意しなければならない。 

 

受入クラブまたは地区は、申請書の記載内容、警察の公的記録の確認や経歴照会

などその家庭の成人全員の犯罪歴照会、個人面接、家庭訪問に基づき、細心の注

意を払ってホストファミリーを審査、選考すべきである。 

 

プログラムの要件を順守しない成人のボランティア（ロータリアンおよびロータ

リアン以外）は、地区がロータリーにおける青少年への関与から永久的に外さな

ければならない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2007 年 2 月理事会会

合、決定 163号、2007年 11月理事会会合、決定 64号、2006年 6月理事会会合、決定 248号、2009年 1月理

事会会合、決定 152号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.19.  ボランティアの研修 

本プログラムに関与するすべての成人（ロータリアンおよびロータリアン以外）、

すなわち委員、ホストファミリー、クラブのカウンセラー、その他の人々（ただ

しこれらの人々に限らない）は、プログラム運営、規定、および虐待とハラスメ

ントの認識と予防に関する情報を含む研修を受けなければならない（2009年 1月

理事会会合、決定 152号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 163号。2009年 1月理事会会合、決定 152号により改正 

 

41.070.20.  ホストファミリーの規定と期待事項 

ホストファミリーは学生に部屋と食事を提供し、学生が十分な生活を送ることが

できるように適切な監督と親代わりの責任を果たすべきである（2009年 1月理事

会会合、決定 152号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2009年 1月理事会会合、決定 152号により改正 

 

41.070.21.  早期帰国 

プログラムの要件に従わない学生は、母国へ送還するものとする。受入地区がこ

の決定に関する権限を持つものとする。学生が受入国を出発する前に、派遣クラ

ブと地区、ホストファミリー、学生の両親は旅行の手配について十分に知らされ

ていなければならない。 
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学生は、現実的な最も早い時期および経路で帰国すべきである。行き詰った事態

には、仲介役を務める独立したロータリアンを地区が任命することができる

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2009年 1月理事会会合、決定 152号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 

 

41.070.22.  青少年交換の学友 

地区とクラブは、ROTEXなどの青少年交換学友グループを設立し、公式のロー

タリー学友会として認証を受けるよう奨励されている（2017年 6月理事会会

合、決定 149号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 97号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

41.070.23.  多地区合同青少年交換プログラム 

二つ以上の地区が合同で青少年交換の実施を希望する場合がある。これらの地区

のクラブの 3 分の 2 がまず承認した場合にのみ活動やプロジェクトを実施するの

であれば、理事会は、このような協力活動に対し何ら反対するものではない。さ

らに、各地区のガバナーは、理事会の権限を代行する事務総長から事前に明確な

許可を得るものとする。 

 

各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を持つ。

多地区合同活動は、現任の地区青少年交換委員長と、参加地区の各ガバナーが任

命したその他の役員で構成される委員会が運営するものとする。このような多地

区合同委員会は、その活動と財務に関して、少なくとも年に 1 回、参加地区の全

ガバナーに対し、書面にて報告する責務がある（2017 年 1 月理事会会合、決定

87号）。 

 
出典：1979年 5月理事会会合、決定 355号。2001年 11月理事会会合、決定 45号、2009年 1月理事会会合、

決定 152号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.070.24.  ロータリー青少年交換における奉仕活動 

奉仕の理念を奨励および推進し、生涯にわたる奉仕への献身を青少年の心に芽生

えさせるため、ロータリー青少年交換の体験は「ロータリーの目的」と一致すべ

きである。クラブと地区は、倫理的リーダーシップの育成、チーム構築、国際理

解、親善、および平和を促進する奉仕活動とカリキュラムを含むよう奨励される

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

41.070.25.  青少年交換学生への賃金 

国によっては、雇用規制のため、参加者が賃金を受け取るような国際交換プログ

ラムにクラブや地区が参加することに支障がある場合もある。（2017年 1月理事

会会合、決定 87号）。 
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出典：1997年 3月理事会会合、決定 275号。2009年 1月理事会会合、決定 152号により改正 

 

41.070.26.  地区青少年交換委員長と多地区合同役員の名簿 

事務総長は、地区青少年交換委員長および多地区合同役員全員の連絡先を記載し

た名簿を作成し維持するものとする（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 
 

出典：1979年 5月理事会会合、決定 355号。2009年 6月理事会会合、決定 217号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 

 

 

41.080.  ロータリー青少年指導者養成プログラム 

ロータリー青少年指導者養成プログラムは、「RYLA」としても知られており、1971 年

に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムである。 

 

RYLA プログラムは、異なる成熟度のレベルとプログラムのニーズに合わせるために、

14 歳以上の子供および成人の異なる年齢層を対象とする（2017 年 1 月理事会会合、決

定 87号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

41.080.1.  目的 

ロータリー青少年指導者養成（RYLA）プログラムは、地域社会の若い人々の指

導力および善良な市民としての資質や個人および職業人としての能力を伸ばすこ

とにロータリアンが直接関与できる機会を設ける。地域社会内の異なるニーズと

関心に合わせるために、限定された年齢層のグループを対象としてRYLAプログ

ラムの内容および形式をカスタマイズすることができる。RYLA プログラムは、

クラブ、地区、または多地区合同レベルで実施するものとする（2017年 1月理事

会会合、決定 87号）。 

 
出典：1971 年 4 月理事会会合、決定 256 号、1982 年 5～6 月理事会会合、決定 395 号。1995 年 11 月理事会

会合、決定 95号、1998年 7月理事会会合、決定 37号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.080.2.  地区ガバナーの権限 

ガバナーは地区内のすべての RYLA 行事に対し責任を負い、地区 RYLA 委員会

はガバナーへ報告するものとする（2016年 9月理事会会合、決定 57号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 57号 

 

41.080.3.  目標 

ロータリー青少年指導者養成プログラムの目標は次の通りである。 

 

1）  ロータリーが若者を尊重し、かつ、若者に関心を抱いていることを一層明ら

かにすること。 

2） 選ばれた若いリーダー、およびリーダーとなる素質のある若者に研修を経験

させ、責任ある有能なボランティアの若いリーダーとなるよう激励し、援助

すること。 
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3） 若者による若者への絶えざる、力強いリーダーシップを奨励すること。 

4） 若者のリーダーとして地域社会に尽くしている多くの若い人の優れた資質を

公に認めること（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1982年 5～6月理事会会合、決定 395号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

41.080.4.  中心となるカリキュラム 

すべてのRYLAプログラムは、以下の主題を含む中心的カリキュラムを含むべき

である。 

 

1）  リーダーシップ（指導力）の基礎 

2）  良きリーダーの倫理 

3）  効果的なリーダーシップにおけるコミュニケーション（伝達力）の重要性 

4）  問題解決と対立管理 

5）  ロータリーとは何か、ロータリーは地域社会のために何をしているか 

6）  自信と自尊心を培うこと 

7）  地域市民、世界市民となるための要素 

 

上記に併せ、地元と関連があり、地元の慣習にふさわしい方法で取り組まれてい

る問題を考察すること（2001年 6月理事会会合、決定 310号）。 

 
出典：1996年 2月理事会会合、決定 218号 

 

41.080.5.  RLYAにおける奉仕活動 

奉仕の理念を奨励および推進し、生涯にわたる奉仕への献身を青少年の心に芽生

えさせるため、RYLA の中心的カリキュラムは「ロータリーの目的」を支えるも

のとするべきである。クラブと地区は、倫理的リーダーシップの育成、チーム構

築、国際理解、親善、および平和を促進する奉仕活動とカリキュラムを含むよう

奨励される（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

41.080.6.  RYLAに関与するロータリアンの活動 

RYLAに関わりのあるロータリアンは、次のことを行うよう奨励されている：  

 

a. 他団体からの候補者、ならびに社会的、経済的に恵まれないがリーダーとして

の資質を備えた若者を含め、リーダーシップ育成の機会になかなか恵まれな

い者を RYLAプログラムに招待する。 

 

b.  RYLAプログラムの参加者がこれからの活動にも引き続き関わるよう、今後の

RYLA 活動の企画に参加させ、ロータリー学友として参加するよう奨励する

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 227号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
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41.080.7.  RYLAセミナーおよびプログラム 

RYLA セミナーは、RLYA に関与するロータリアン同士の情報交換を促進し、効

果的な RYLA プログラムについて、地区 RYLA 委員長、地区 RYLA 委員、およ

びRYLAに関心のあるロータリアン同士で情報を共有するため、地区およびゾー

ンで実施すべきである。さらに、ガバナーと理事は、地区研修・協議会、地区大

会、およびロータリー研究会のプログラムにRYLAを組み入れるよう奨励されて

いる（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2001年 2月理事会会合、決定 227号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

引照 

 

2.130.  青少年の保護 

17.020.  地区の法人化 

32.090.4.  多地区合同青少年交換 

41.030.  新世代交換 
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第 42 条  世界ネットワーク活動グループ 

 

42.010.  世界ネットワーク活動グループ委員会 

42.020.  ロータリー親睦活動 

42.030.  ロータリアン行動グループ 

42.040.  世界ネットワーク活動グループの法人化の指針 

 

 

42.010.  世界ネットワーク活動グループ委員会 

RI会長は、すべての世界ネットワーク活動グループの活動を監督するために7名の委員

で構成される世界ネットワーク活動グループ委員会を任命するものとする。委員会の委

員は、理事と管理委員を除き、任期をずらして3年任期とし、再任もあるが、5年を超え

て務めることは許されないものとする。委員会は委員長、RI理事1名、ロータリー財団

管理委員1名、ロータリアン行動グループの代表1名、ロータリー親睦活動グループの代

表1名、職業奉仕の代表1名、特別委員1名により構成されるものとする（2018年1月理事

会会合、決定102号）。 

 
出典：2011年 1月理事会会合、決定 137号。2015年 10月理事会会合、決定 58号、2017年 1月理事会会合、決定 113

号、2018年 1月理事会会合、決定 102号により改正 

 

 

42.020.  ロータリー親睦活動 

 

42.020.1.  親睦活動の条件 

ロータリー親睦活動は、共通の関心事、職業、またはレクリエーションの活動を

軸に、交流と友情を深めるという主な目的のために世界中から結束したロータリ

アン、その家族、ローターアクター、プログラム参加者、および学友のグループ

である。親睦活動グループは、RI から独立して運営されなければならないが、

ロータリーの標章の使用を含め、RI の方針に従わなければならない。親睦活動

は、宗教的な信条や政治問題、または他の団体を推進する目的に利用してはなら

ない。RI による親睦活動グループの承認は、RI をはじめ地区またはクラブに対

し、法的、財政的、あるいはその他の義務または責任を負わせることを意味する

ものではない。親睦活動グループは、RI を代行したり、代表したり、または RI

の代わりに行動する権限を持っていると暗示してはならない。親睦活動グループ

は RI の代理機関ではない。親睦活動グループは、財政的にも管理的にも、また、

その他の面においても自立していなければならない。親睦活動グループは、いか

なる国においても当該国の法律に違反して存在したり、あるいは活動してはなら

ない。各ロータリー親睦活動グループに RI の保険は適用されないため、各自で

リスクを想定し、必要に応じて保険に加入しておくことが奨励されている（2018

年 6月理事会会合、決定 177号）。 

 
出典：1966 年 1 月理事会会合、決定 168 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 172 号。2001 年 6 月理事会会

合、決定 394号、2003年 5月理事会会合、決定 381号、2005年 3月理事会会合、決定 205号、2005年 6月理

事会会合、決定 302号、2018年 6がつ理事会会合、決定 177号により改正 
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42.020.2.  結成および会員 

親睦活動グループは、それが準拠する文書（認定状、定款、細則、またはそれに

準ずる文書）を持つものとし、これらは RI の方針に従ったものでなければなら

ない。準拠するすべての文書およびその改正事項は、世界ネットワーク活動グル

ープ委員会と相談の上、事務総長によって審査および承認されなければならない。

親睦活動グループは少なくとも 3 名の役員をもって構成され、そのうち 1 名が委

員長となるものとする。委員長は、正会員のロータリアンでなければならない。

親睦活動グループには、すべてのロータリアン、ロータリアンの家族、プログラ

ム参加者、および学友が入会できる（2018年 1月理事会会合、決定 102号）。 

 
出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 169 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号。2003 年 10 月理事会会

合、決定 85号、2005年 3月理事会会合、決定 205号、2005年 6月理事会会合、決定 302号、2015 年 5月理

事会会合、決定 184号、2015年 10月理事会会合、決定 58号、2017年 1月理事会会合、決定 113号、2018年

1月理事会会合、決定 102号により改正 

 

引照 

 

40.010.1.  プログラム参加者の定義 

40.050.1.  ロータリー学友の定義 

 

42.020.3.  ロータリー親睦活動グループとしての認定の基準 

すべての親睦活動グループは、認定されるためには理事会を代行する事務総長の

承認を得なければならない。事務総長は、これらの決定について世界ネットワー

ク活動グループ委員会と相談するものとする。宗教的または政治的活動を推進し

たり、参加したり、関与したりするために結成される親睦活動グループ、健康や

安全に悪影響を与える主題を扱う親睦活動グループ、あるいは「ロータリーの目

的」または国際ロータリーの全般的方針やプログラムと調和しない親睦活動グル

ープを認定されないものとする。 

 

親睦活動として認証されるには、親睦活動グループは以下の事項を満たしていな

ければならない。 

 

１）  ロータリーの目的を推進する特定の有意義な活動に対する共通の関心を分

かち合う、少なくも 5 カ国を代表する、少なくとも 25 名のメンバー候補がいる

グループであること。 

 

2）  既存の親睦活動グループの目的と重複していないこと。 

 

承認されなかったグループは、否認の日から 2 年間は再申請することができない

（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 
 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 141 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 66 号、2002 年 11 月理事会会

合、決定 101号、2003年 5月理事会会合、決定 381号、2005年 3月理事会会合、決定 205号。2005年 6月理

事会会合、決定 302号、2013年 10月理事会会合、決定 43号、2015年 10月理事会会合、決定 58号、2017年

1月理事会会合、決定 87号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正。1996年 11月理事会会合、決

定 106号も参照のこと 
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42.020.4.  支援 

事務総長は、諸要件を満たしている正規の親睦活動グループに対し、ロータリー

標章の使用、公式名簿やプログラム出版物および RI ウェブサイトへの掲載、国

際大会でスペースの空き状況に応じて利用できるブースおよび会議室の提供など

の支援を提供する。 
 

親睦活動グループとしての身分を維持するため、親睦活動グループは、以下の事

項を満たさなければならない。 
 

1）  承認された活動目的と RIの方針に従って活動すること。 
 

2）  親睦活動グループの正規の会員へ、印刷物また電子媒体による配布物を定期

的に配布すること。 
 

3）  親睦活動グループの正規の会員が交流できるよう、年次総会（直接またはオ

ンラインによる）を開催すること。 
 

4）  毎年 10 月 1 日までに、事務総長により要請される年次活動および財務報告

書を提出し、会員へ写しを送付すること（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2003年 5月理事会会合、決定 381号、2004年 6月理事会会合、決定 257号。2005年 6月理事会会

合、決定 302号、2012年 5月理事会会合、決定 244号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 
 

42.020.5.  認定の停止および終結 

RI の方針に従っていない場合、親睦活動グループの役員または会員の同意の有

無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、親睦活動グループに対する

RI からの支援を停止することができる。復帰するためには、親睦活動グループ

は、停止日から 12 カ月以内に、事務総長により通達された懸念事項に対処しな

ければならない。 

 

復帰できない場合、親睦活動グループの役員または会員の同意の有無にかかわら

ず、事務総長は、理事会に代わって、停止中の親睦活動グループに対する RI の

認定を終結できる。 
 

グループが自発的に解散することを決定した場合、事務総長は、理事会に代わっ

て、親睦活動グループを終結できる。解散および終結した親睦活動グループは、

残っている資金をロータリー財団に寄付するものとする（2017 年 1 月理事会会

合、決定 113号）。 
 

出典：1989年 11月理事会会合、決定 96号。2003年 5月理事会会合、決定 381号、2004年 6月理事会会合、

決定 257号、2005年 11月理事会会合、決定 78号、2008年 1月理事会会合、決定 164号、2017年 1月理事会

会合、決定 113号により改正 
 

42.020.6.  親睦活動グループの法人化 

法人化の可否は、親睦活動の内容に照らして会員が決定すべき事柄である。法人

化のための申請書は事務総長に提出され、承認を得なければならない。親睦活動
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グループの法人設立定款あるいはそれに相当する法人規約文書には、親睦活動グ

ループが RI の活動または代理機関ではないことを示す声明が含まれていなけれ

ばならない（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1976年 1月理事会会合、決定 161号。2003年 5月理事会会合、決定 381号、2005年 3月理事会会

合、決定 205号、2005年 6月理事会会合、決定 302号により改正 
 

42.020.7.  RI国際大会における親睦活動 

親睦活動グループは毎年、国際大会に付随して、大会の前後に行う活動を手配す

るよう奨励されている。国際大会委員会は、このような大会関連行事の準備およ

び大会での親睦活動の広報を援助すべきである。RI は、可能な場合は、募金活

動を行わないという規定の下、正規のロータリー親睦活動グループに無料でブー

スおよび会議室を提供する（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：1973年 1月理事会会合、決定 168号、2004年 6月理事会会合、決定 257号。2003年 5月理事会会合、

決定 381号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2012年 5月理事会会合、決定 244号、2012年 5月理事会

会合、決定 277号により改正 
 

42.020.8.  公式名簿における親睦活動グループ情報 

それぞれの親睦活動グループの名称、ウェブサイト、および委員長の氏名と連絡

先が、毎年、公式名簿に掲載されるものとする。ただし、掲載はこうした情報が

所定の締切日までに事務総長へ提出された場合に限る（2017年 1月理事会会合、

決定 87号）。 

 
出典：1986年 1月理事会会合、決定 193号。2003年 5月理事会会合、決定 381号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 
 

42.020.9.  親睦活動の推進 

ガバナーは、月信で親睦活動を推進し、親睦活動の一年の活動状況について地区

研修協議会または地区大会で報告するよう奨励されている。親睦活動グループは、

活動内容やロータリー全般について関心を高めるため行事を開催したり、会員に

情報を伝え、活動を推進するためのウェブサイトを運営するよう奨励されている

（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 
 
出典：1970年 1月理事会会合、決定 129号。2003年 5月理事会会合、決定 381号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 
 

42.020.10.  出版物への記述 

親睦活動のニュースレター、出版物、パンフレット、ウェブサイトには、「この

親睦活動グループは、国際ロータリーの代理機関ではなく、また国際ロータリー

が管理するものではない」という文章、あるいは事務総長によって承認された同

様の趣旨の文章を明確に表示しなければならない。以下は、親睦活動（グループ）

について説明する記述にこのような文章をどのように組み入れるかについて、既

に承認されている例である。 
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「ロータリアンの国際ゴルフ親睦活動グループは、親睦の機会としてのゴルフの

推進に努めるロータリアンの集まりである。この親睦活動グループは、国際ロー

タリーの方針に従って運営されているが、国際ロータリーの代理機関ではなく、

また国際ロータリーが管理を行うものではない」（2005年 6月理事会会合、決定

302号）。 

 
出典：2003年 5月理事会会合、決定 381号。2005年 6月理事会会合、決定 302号により改正 
 

42.020.11.  他団体との契約 

親睦活動グループと他団体との間に結ばれる契約には、親睦活動グループがイリ

ノイ州の法人である国際ロータリーの代理機関ではなく、また国際ロータリーが

管理するものではないこと、および親睦活動グループについて国際ロータリーは

一切の責任を負わないことを明記しなければならない。またこのような契約には、

国際ロータリーが契約の関係者ではないこと、および国際ロータリーは契約の下

で行われた行為に対していかなる責任も負わないことを明記しなければならない。  

 

親睦活動グループは、RIを代表して、他団体との協力関係を結ぶことはできない

ものとする（2005年6月理事会会合、決定302号）。 

 
出典：2005年 3月理事会会合、決定 205号、2005年 6月理事会会合、決定 302号 
 

42.020.12.  親睦活動グループの会費 

親睦活動グループの会費は妥当な金額とし、管理運営費を賄うのに必要な金額に

とどめなければならない。それぞれの親睦活動グループは、会費がどのように使

用されるかを組織の規定文書および入会申込資料にて開示すべきである（2005

年 6月理事会会合、決定 302号）。 

 
出典：2004年 6月理事会会合、決定 257号。2005年 6月理事会会合、決定 302号により改正 
 

42.020.13.  親睦活動と他団体 

25,000米ドルを超える資金あるいはその他の協力関係を求めて他団体と接触を図

ろうとするロータリー親睦活動グループは、同様の活動に関与するロータリー組

織との調整と協力を図り、利害の対立を避けるため、このような行動を起こす前

に事務総長へこの旨通知すべきである。この規定は、グループと協力して活動す

る第三者機関に資金が支払われる場合にも適用される（2005年6月理事会会合、

決定302号）。 

 
出典：2004年6月理事会会合、決定258号。2005年3月理事会会合、決定205号、2005年6月理事会会合、決定

302号により改正 
 

42.020.14.  親睦活動の資料配布に関する方針 

いかなる事柄に関しても、また電話勧誘を含むいかなる手段であっても、親睦活

動グループが地区、クラブ、およびグループ会員以外のロータリアンの協力を得

ようとする場合、まず関係地域のガバナーにその目的と計画を提出し、承認を得

るものとする。 
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このような種類の活動を行うロータリー親睦活動は、ロータリー親睦活動の名称

をそれとわかるよう適切な字句を使って表示することも含め、ロータリーの標章

の使用に関するRIの方針に従わなければならない。 

 

ロータリー親睦活動グループは、最初に理事会の承認を得ない限り、または承認

を得るまでは、いかなるロータリー地区、クラブ、グループ会員以外のロータリ

アンに対しても、財政援助や営利活動への関与を求めてはならないものとする。

（2017年1月理事会会合、決定113号）。 

 
出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 205 号。2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2007 年 11 月理事会会

合、決定 32号により改正 

 

42.020.15.  青少年の保護 

ロータリー親睦活動グループは、活動に参加するすべての青少年の安全と健康を

守り、国際ロータリーの青少年保護方針を順守しなければならない。ロータリー

親睦活動グループは、性的虐待またはハラスメントを行ったことが知られている

人物、またはロータリークラブの会員になることを禁じられている人物に対し、

会員身分または関係を認めることはできない（親睦活動グループが、事実を知り

ながらそのような人物の会員身分または関係を終結しなかったという情報が得ら

れた場合、RI 理事会は方針の順守を怠ったことを理由に、ロータリー親睦活動

グループを終結する）（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2015年 5月理事会会合、決定 184号、2017年 1月理事会会合、決定 113号 

 

引照 

 

8.020.  特別行事 

 

 

42.030.  ロータリアン行動グループ 

 

42.030.1.  目的と会員資格 

ロータリアン行動グループは、地域社会の発展および人道的奉仕の大規模なプロ

ジェクトの計画と実施において、ロータリークラブ、地区、および多地区合同活

動に援助と支援を提供することにより、ロータリーの目的を推進することを目的

とした、ロータリアン、ロータリアンの家族、プログラム参加者、および学友で

結成する団体とする（2016年1月理事会会合、決定123号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2011年 1月理事会会合、決定 137号、2011年 9月理事会会合、

決定 88号、2014年 5月理事会会合、決定 143号、2016年 1月理事会会合、決定 123号により改正 

 

 

引照 
 

40.010.1.  プログラム参加者の定義 
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40.050.1.  ロータリー学友の定義 
 

 

42.030.2.  国際ロータリーとの関係 

ロータリアン行動グループは、それが専門とする分野において、ロータリークラ

ブと地区に支援を提供できる。ロータリアン行動グループの活動は、RIの方針に

沿って実施されなければならない。ロータリアン行動グループは、宗教的な信条

や政治問題、または他のロータリー以外の団体を推進する目的、またはアドボカ

シーのみを目的として利用してはならない。RIによるロータリアン行動グループ

の承認は、RIをはじめ地区またはクラブに対し、法的、財政的、あるいはその他

の義務または責任を負わせることを意味するものではない。ロータリアン行動グ

ループは、RIを代行したり、代表したり、またはRIの代表として行動する権限が

あることを暗示してはならない。ロータリアン行動グループはRIの代理機関では

ない。ロータリアン行動グループは、財政的にも管理的にも、またその他の面に

おいても自立していなければならない。ロータリアン行動グループは、いかなる

国においてもその国の法律に違反して存在したり、活動したりしてはならない。 

 

各ロータリアン行動グループにRIの保険は適用されないため、各自でリスクを想

定し、必要に応じて保険に加入しておくことが奨励されている（2017年1月理事

会会合、決定113号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2006年 11月理事会会合、決定 75号、2011年 1月理事会会合、

決定 137号、2015年 10月理事会会合、決定 58号、2016年 1月理事会会合、決定 123号により改正 
 

42.030.3.  統括管理 

ロータリアン行動グループは、理事会が承認した標準細則を順守しなければなら

ない。ロータリアン行動グループは、少なくとも5名の正会員から成る理事会に

よって統括管理されるものとする（2017年1月理事会会合、決定113号）。 

 
出典：2006年 11月理事会会合、決定 75号。2011年 1月理事会会合、決定 137号、2017年 1月理事会会合、

決定 113号により改正 

 

42.030.4.  ロータリアン行動グループとしての仮認定の取得 

ロータリアン行動グループ候補はすべて、理事会による仮認定を申請しなければ

ならない。  

 

申請を行うには、グループは以下の事項を満たしていなければならない。 

 

1）  ロータリーの目的を推進する特定の有意義な奉仕活動に対する共通の関心を

分かち合う、少なくとも 5 カ国および 3 ゾーンを代表する、少なくとも 50 名の

メンバー候補者を確保すること。 

 

2)  主題において創立メンバーがどのような専門知識を有しているか、どのよう

な種類のプロジェクトを推進または遂行しようとしているのか、奉仕目標を達成
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するためのグループの計画がどのようなものであるかなどを簡潔にまとめた行動

計画を含む申請書を提出すること。 

 

3）  RIの方針に従って組織されていること。 

 

4）  ロータリアン、クラブ、地区の奉仕活動を補完し、既存のロータリアン行動

グループ、RI プログラム、ロータリー財団プログラムの趣旨に抵触しないこと。 

 

仮承認されなかったグループは、その否認の日から 2 年間は再申請することがで

きない  （2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2006年 11月理事会会合、決定 75号、2011年 1月理事会会合、

決定 137号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 
 

42.030.5.  仮認定されたロータリアン行動グループの要件 

仮認定日から 2 年以内に、ロータリアン行動グループは以下を実施して自立性を

示さなければならない。 

 

1)  少なくも 5 カ国および 3 つのゾーンを代表する、少なくとも 50 名のメンバー

を維持すること 

2) 少なくとも 3件の多クラブ合同または地区の地域社会発展および人道的奉仕プ

ロジェクトを支援した証拠を提供すること 

3)   クラブおよび地区がプロジェクトのパートナー（ロータリー内またはロータ

リー以外）および他のリソースを得るための支援をすること 

4)  ロータリアン行動グループの要件および方針をすべて満たすこと 

 

仮認定されたロータリアン行動グループは、ロータリアン行動グループとしての

すべての権利と責任を有するものとする。2 年間の期限終了時に、世界ネットワ

ーク活動グループ委員会が評価を行い、理事会に仮認定ロータリアン行動グルー

プを認定または終結するよう推薦する。承認されなかったグループは、否認の日

から 2年間は再申請することができない  （2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 113号 

 

42.030.6  ロータリアン行動グループとしての身分の維持 

ロータリアン行動グループとして認定を受けるためには、以下の事項を満たして

いなければならない。 

 

1)  承認された活動目的と RIの方針に従って活動すること。 

 

2)  専門とする分野の国際奉仕プロジェクトについて、クラブ、地区、多地区合

同活動と定期的に協力すること。 
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3)  少なくとも 3 件の多クラブ合同または地区の地域社会発展および人道的奉仕

プロジェクトを支援すること。グループは関与とプロジェクトの成果の記録を保

持するものとする。 

 

4)  ロータリアン行動グループの会員へ、印刷物または電子媒体による配布物を

定期的に配布すること。 

 

5)  会員が交流できるよう、年次総会（直接またはオンラインによる）を開催す

ること。 

 

6)  毎年10月1日までに、事務総長の要請に従い、年次活動と財務の報告書を提出

し、会員へ写しを送付すること。 

 

7)  グループが正規の地位を維持しているか判断するため、事務総長および世界

ネットワーク活動グループ委員会が年次報告を審査するものとする（2017年1月

理事会会合、決定113号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2011年 1月理事会会合、決定 137号、2016年 1月理事会会合、

決定 123号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 
 

42.030.7.  ロータリアン行動グループのコミュニケーションに関する方針 

 

1.  ウェブサイト 

ロータリアン行動グループは、活動を推進し、会員に情報を伝えるためのウェブ

サイトを運営するよう奨励されている。理事会からまだ認定を受けていない結成

中のグループは、ロータリー標章を使用せず、ロータリアン行動グループでない

ことをウェブサイトに明記すれば、入会希望者を募るためのウェブサイトを設け

ることができる。認定が否決された結成中のグループは、理事会による決定が通

知され次第、そのウェブサイトを閉鎖しなければならない。  

 

2.  クラブおよび地区との連絡 

ロータリアン行動グループは、地区ガバナーおよび地区ガバナーエレクトと連絡

を取ることができる。ロータリアン行動グループは、地区ガバナーが明確な許可

を与えた場合に限り、クラブと連絡を取ることができる。この許可は、地区リー

ダーの交替時に毎年更新されなければならない。 

 

3.  ロータリーの標章に関わる方針の順守 

ロータリアン行動グループの通信物は、グループ名がわかるような適切な表示や

字句の使用を含め、ロータリーの標章の使用に関するRIの方針に従わなければな

らない。 

 

4.  利害の対立 

ロータリアン行動グループの会員が個人の事業の利益に影響する事柄について、

回状を送付することは許されていない。   
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5.  連絡および出版物での声明 

ロータリアン行動グループの連絡（電子形式または印刷形式）、出版物、ウェブ

サイトには、「このロータリアン行動グループは、国際ロータリーの代理機関で

はなく、また国際ロータリーが管理するものではない」という文章、あるいは事

務総長によって承認された同様の趣旨の文章を明確に表示しなければならない。

この文章は、外部関係者との連絡または合意書にも明確に含まれなければならな

い。 

 

以下は、ロータリアン行動グループを説明する記述にこのような文章をどのよう

に組み入れるかについて、既に承認されている例である。 

 

「都市部の関心事項に関するロータリアン行動グループは、犯罪、失業、薬物濫

用、ホームレスなどの問題に取り組むため、ロータリアンを動員し、世界中で率

先していくことを目的としている。このロータリアン行動グループは国際ロータ

リーの方針に従って運営されているが、国際ロータリーの代理機関ではなく、ま

た国際ロータリーが管理を行うものではない」（2012年1月理事会会合、決定191

号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2006年 11月理事会会合、決定 75号、2011年 1月理事会会合、

決定 137号、2011年 9月理事会会合、決定 88号、2012年 1月理事会会合、決定 191号により改正 
 

42.030.8.  ロータリアン行動グループの推進 

ロータリアン行動グループは、既存のロータリークラブ、地区、多地区合同活動

の構造を通じて、奉仕プロジェクトを支援するものとする。ロータリアン行動グ

ループは、財政支援を求めているロータリークラブ、地区、および多地区合同プ

ロジェクトの一覧をウェブサイトに掲示し、このような組織に個人や組織が直接

寄付する方法を示すことができる。 

 

地区ガバナー、地区国際奉仕委員長、およびクラブ会長は、ロータリアン行動グ

ループが専門とする分野におけるプロジェクトと活動について、ロータリークラ

ブとロータリアン行動グループが連携する機会を促進するよう奨励されている。  

 

ガバナーエレクトおよびクラブ会長エレクトは、ロータリアン行動グループの目

的、運営、構成、専門分野に関して研修を受けるものとする。これには、RIの戦

略計画の優先事項を支援する上でロータリークラブと地区を援助するためにロー

タリアン行動グループを活用する方法も含まれるべきである（2017年1月理事会

会合、決定113号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2011年 1月理事会会合、決定 137号、2011年 9月理事会会合、

決定 88号、2016年 1月理事会会合、決定 123号、2017年 1月理事会会合、決定 87号、2017年 1月理事会会

合、決定 113号により改正 
 

42.030.9.  財務報告書の独立監査 

年間総収入あるいは費用が25,000米ドルまたはその相当額以上の場合、ロータリ

アン行動グループは、公認会計士あるいは行動グループ監査委員会による独立監
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査（どちらが行うかは会員が決定できる）が行われた年次財務表と報告書を提出

するよう義務づけられている。この報告は、毎年10月1日までにグループ会員に

提供し、事務総長へその写しを提出する。 

 

監査委員会による監査を選択した場合、委員会は以下を満たさなければならない。 

 

a）現役員以外の委員少なくとも3名で構成されること。 

b）正会員のロータリアンで構成されること。 

c）パストガバナーまたは元クラブ会長の委員を少なくとも1名含めること。 

d）会計と監査の経験を有する委員を少なくとも1名含めること。 

e）グループにより定められた手続きに従い、年次総会でグループが委員を選出

すること（2017年1月理事会会合、決定113号）。 

 
出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2007 年 11 月理事会会

合、決定 69号、2011年 1月理事会会合、決定 137号、2017年 1月理事会会合、決定 113号により改正 
 

42.030.10.  支援 

支援には、ロータリー標章の使用、公式名簿やプログラム出版物およびRIウェブ

サイトへの最大3名の役員の掲載、国際大会でスペースの空き状況に応じて無料

で優先的に利用できるブースおよび会議室の提供などがある（2017年1月理事会

会合、決定87号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2011年 1月理事会会合、決定 137号、2011年 9月理事会会合、

決定 88号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 
 

42.030.11.  認証の停止および終結 

RI の方針に従っていない場合、ロータリアン行動グループの役員または会員の

同意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、グループに対する

RIからの支援を停止できる。復帰するためには、グループは、停止日から 6カ月

以内に、事務総長により通達された懸念事項に対処しなければならない。事務総

長は、理事会に代わって、停止中のロータリアン行動グループを復帰させること

ができる。方針に従わない場合には、世界ネットワーク活動グループ委員会が理

事会にグループを終結するよう推奨することができる。 

 

終結されたグループは、その終結の日から 2年間は再申請することができない。 

 

グループが自発的に解散することを決定した場合、事務総長は、理事会に代わっ

て、ロータリアン行動グループを終結できる。 

 

解散または終結したロータリアン行動グループは、残っている資金をロータリー

財団に寄付するものとする。 

 

事務総長は、理事会に代わって、停止または終結について、適宜、地区ガバナー

に通知する場合がある（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 
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出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号、2005年 11月理事会会合、決定 78号、2011年 1月理事会会合、

決定 137号、2017年 1月理事会会合、決定 113号 
 

42.030.12.  ロータリアン行動グループの会費および募金活動 

ロータリアン行動グループの会費は妥当な金額としなければならず、それぞれの

ロータリアン行動グループは、会費がどのように使用されるかを組織の規定文書

および入会申込資料にて公開するものとする。ロータリアン行動グループは、第

42.020.9.項で規定されている通り、毎年の収支をまとめた財務表を準備し、これ

を会員へ配布するものとする。 

 

ロータリアン行動グループは有給の職員を置くことができる。グループは、会費

を通じて、補助金の一部として支払われるプロジェクト運営費を通じて、または

当該費用を指定した寄付金を通じて、職員の給与およびその他の運営費を支払う

ことができる。 

 

ロータリアン行動グループは、ウェブサイト上を含め、個人や団体から寄付を募

ることができる。ただし、以下を支援することを目的とする寄付でなければなら

ない。 

--ロータリークラブ、地区、または多地区合同プロジェクト 

--ロータリー財団 

--プロジェクトの実施においてロータリークラブに協力している個別の組織（ロ

ータリアン行動グループおよびその役員と理事、ならびに資金を受ける団体の間

に利害関係がないことを条件とする） 

 

ロータリアン行動グループは上記のグループに対して 100,000 米ドルを超えない

金額を寄付金として保持することができる。100,000 米ドルを超える資金を保持

することを求めるロータリアン行動グループは、まず世界ネットワーク活動グル

ープ委員会から承認を得るものとする（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2005年6月理事会会合、決定302号。2011年1月理事会会合、決定137号、2011年9月理事会会合、決定

88号、2016年1月理事会会合、決定123号、2017年1月理事会会合、決定113号により改正 
 

42.030.13.  ロータリアン行動グループと他団体 

 

1.  RI／ロータリー財団の「no contact list」 

ロータリアン行動グループは、事務総長の書面による明確な同意のない限り、第

35.010.3.節で定義される「nocontact list」（連絡すべきではない団体のリスト）

に記載されている団体に連絡することはできない。   

 

2.  補助金申請方針 

25,000米ドルを超える資金を求めて他団体と接触を図ろうとするロータリアン行

動グループは、正式な申請書を提出する前に、草案の写しを事務総長に提出し、

明確な承認を得るものとする。この規定は、グループと協力して活動する第三者

機関に資金が支払われる場合にも適用される  
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3.  協力関係に関する方針 

正式な書面による協力関係またはその他の協定を結ぶことを目的として他団体と

接触を図ろうとするロータリアン行動グループは、正式な行動を起こす前に、草

案の写しを事務総長に提出し、明確な承認を得るものとする（2011年1月理事会

会合、決定137号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 302号。2006年 11月理事会会合、決定 75号、2007年 2月理事会会合、

決定 159号、2011年 1月理事会会合、決定 137号により改正 

 

42.030.14.  ロータリアン行動グループの法人化 

法人化の可否は、ロータリアン行動グループの会員が活動の内容に照らして決定

すべき事柄である。法人化のための申請書は、提出前に審査のため事務総長に提

出されなければならない。ロータリアン行動グループの法人設立定款あるいはそ

れに相当する法人規約文書には、ロータリアン行動グループがRIの活動または代

理機関でないことを示す声明が含まれていなければならず、また、RIの方針に従

っていなくてはならない（2011年1月理事会会合、決定137号）。 

 
出典：2005年6月理事会会合、決定302号。2006年11月理事会会合、決定75号、2011年1月理事会会合、決定

137号により改正 
 

42.030.15.  慈善団体および組織の設立 

ロータリアン行動グループは、独自の財団、基金、その他の同様の慈善団体を設

立することはできない。ロータリアン行動グループは、上記の方針を回避するた

めに、例えば実施組織など他の組織を設立することはできない（2011年1月理事

会会合、決定137号）。 

 
出典：2011年 1月理事会会合、決定 137号 

 

42.030.16.  ロータリアン行動グループ・アドボカシーの指針 

事務総長は、すべてのロータリアン行動グループにロータリアン行動グループの

アドボカシーの指針を以下の通り配布するものとする。 

 

ロータリアンは、ポリオ撲滅、およびロータリーの 6 つの重点分野における奉仕

を通じて人びとの暮らしを向上させることを提唱する。ロータリアン行動グルー

プは、メンバーが専門とする特定の分野で、大規模な地域社会開発や人道的奉仕

プロジェクトをクラブや地区が立案し実施するのを支援する目的のために組織さ

れる。活動の一環として、ロータリアン行動グループは問題に関する意識を向上

させ、その問題に取り組む行動を提唱することが了解されている。ある特定の問

題が政治的に慎重な対応を期する政府を相手にする際には、ロータリアン行動グ

ループは偏った立場を避けることが期待され、行動への働きかけ案を国際ロータ

リーに提出して審査を求めるよう奨励されている（2018年 4月理事会会合、決定

135号）。 

 

 
出典：2018年 1月理事会会合、決定 102号 

 



ロータリー章典  ページ 349 

2018年 10月 

 

42.030.17.  青少年の保護 

ロータリアン行動グループは、活動に参加するすべての青少年の安全と健康を保

護し、国際ロータリーの青少年保護方針を順守しなければならない。ロータリア

ン行動グループは、性的虐待またはハラスメントを行ったと知られている人物、

またはロータリークラブの会員になることを禁じられている人物に対し、会員身

分または関係を認めることはできない。（グループが、事実を知りながらそのよ

うな人物の会員身分または関係を終結しなかったという情報が得られた場合、RI

理事会は方針の順守を怠ったことを理由に、ロータリアン行動グループを終結す

る）（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2014年 5月理事会会合、決定 143号、2017年 1月理事会会合、決定 113号 

 

引照 

 

2.130.  青少年の保護 

40.010.1.  プログラム参加者の定義 

40.050.1.  ロータリー学友の定義 

 

 

42.040.  世界ネットワーク活動グループの法人化の指針 

法人化することを選ぶすべての世界ネットワーク活動グループには、以下の最低限の推

奨指針が適用される。 

 

1.  法人化される世界ネットワーク活動グループの名称は、RI 理事会により承認された

名称と同じものとする。 

 

2.  本法人は、非営利組織とするものとし、一切の配当金も支払うことなく、またその

資金あるいは財産またはその他の資産のいかなる部分も、会員、理事、あるいは役員に

配分されるものではないものとする。 

 

3.  法人化された世界ネットワーク活動グループの法人規約文書の規定が、国際ロータ

リーの定款、細則、あるいは方針と矛盾している場合、国際ロータリーの定款、細則、

あるいは方針の規定が、常時、優先するものとする。 

 

4.  この世界ネットワーク活動グループのすべての会員は、当法人の会員となるものと

する。 

 

5.  この世界ネットワーク活動グループの最初の会員は、法人化の時点での世界ネット

ワーク活動グループの会員であるものとする。この世界ネットワーク活動グループが準

拠する規定文書に従って会員が当グループへ追加または当グループから離脱した場合に

は、即刻かつ自動的に、法人の会員にもこれに相当する変更が加えられるものとする。 

 

6.  世界ネットワーク活動グループ法人の理事会と役員は、当世界ネットワーク活動グ

ループの会員に限られるものとする。 

 



ロータリー章典  ページ 350 

2018年 10月 

 

7.  理事の数と任期は、地元の法律で義務づけられた通り、および当該世界ネットワー

ク活動グループ法人の法人規約文書に規定されている通りとする。 

 

8.  法人化の時点での世界ネットワーク活動グループの理事会は、法人化したグループ

の理事会とする。法人化されたロータリアン行動グループには、少なくとも 5 名の正会

員である理事がいなければならない。法人化されたロータリー親睦活動は、少なくとも

3 名の理事がおり、正会員のロータリアンが理事長でなければならない。世界ネットワ

ーク活動グループは、地元の法律により義務づけられた通り、およびその法人規約文書

に規定されている通り、その他の役員を選ぶことができる。 

 

9.  委員長は、世界ネットワーク活動グループ法人の状況について、毎年会員に報告す

るものとする。 

 

10.  世界ネットワーク活動グループは、RIの活動でも代理機関でもない   

 

11.  世界ネットワーク活動グループ法人は、RI理事会の指示もしくは法人会員の承認が

あり次第、即刻かつ自動的に運営が停止され、解散手続きが行われるものとする。委員

長は、法人を解散するにあたって、世界ネットワーク活動グループによる決定の通知を

理事会に提出するものとし、また解散手続が終了した後、直ちに最終報告を提出するも

のとする（2017年 1月理事会会合、決定 113号）。 

 
出典：2005年 11月理事会会合、決定 76号。2017年 1月理事会会合、決定 87号、2017年 1月理事会会合、決定 113

号により改正 

 

 

引照 

 

32.090.5.  世界ネットワーク活動グループ法人化に関する事務総長の権限 
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第 43 条  RI の表彰 

 

43.010.  ロータリー賞（会長賞） 

43.020.  意義ある奉仕賞 

43.030.  ロータリー会員増強賞 

43.040.  超我の奉仕賞 

43.050.  奉仕部門功労者賞 

43.060.  RI栄誉賞 

43.070.  ロータリー学友世界奉仕賞 

43.080.  ロータリー最優秀学友会賞 

43.090.  ロータリー人道奉仕功労賞 

43.100.  表彰品交換方針 

43.110.  新しい賞または表彰の提案 

 

43.010.  ロータリー賞（会長賞） 

この賞の目的は、組織の優先事項を支援する活動を遂行したロータリークラブを表彰す

ることにある。 

 

ロータリー賞（会長賞）の基準は、関連するロータリー財団目標を含む戦略計画の優先

事項と目標に基づくものとし、その戦略計画の期間中は一貫性を保つものとする。   

 

各会長が個性を出すため個別の部門が設けられる。ロータリー賞（会長賞）の達成事項

は、対象年度中に加盟したクラブがロータリー賞（会長賞）の達成から不当に除外され

ないような方法で記載されるべきである。   

 

地区のためのロータリー賞（会長賞）は、予め決められた数のクラブがロータリー賞

（会長賞）を達成した地区に授与することができる。   

 

インターアクトクラブおよびローターアクトクラブには、それぞれのためのロータリー

賞（会長賞）が設けられるものとする。表彰状が電子ファイルでガバナーに送信され、

現地で印刷するか、クラブに電子媒体によって配布される（2017年 1月理事会会合、決

定 115号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 215号。2017年 1月理事会会合、決定 115号により改正 
 

 

43.020.  意義ある奉仕賞 

この賞の目的は、影響の大きいプロジェクトについてクラブを表彰し、重要な問題また

はニーズに取り組むクラブの活動を地区で表彰するためのものである。 

 

現職のクラブ会長は、任期中に実施されたプロジェクトの概要を現職のガバナーへ検討

のため送付することができる。概要を受領したガバナーは、プロジェクトの成果が表彰

に値するか否かを判定することができる（2017年 1月理事会会合、決定 115号）。 

 
出典：1991年 7月理事会会合、決定 22号。2017年 1月理事会会合、決定 115号により改正 
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43.030.   ロータリー会員増強賞 

この賞の目的は、会員増加を実証し活動についてロータリアン個人、ロータリークラブ、

地区、地域、およびゾーンを表彰することにある。 

 

審査基準 

表彰の対象となる会員増強達成のカテゴリーは、ロータリー賞（会長賞）において示さ

れるカテゴリーの情報によって知ることができるものとする。各カテゴリーにおいて、

地区、ゾーン内の地区、および全世界のゾーンの上位 5 クラブの達成が表彰されるもの

とする。 

 

表彰の品 

表彰は達成のレベルに基づくものとし、身に着ける品、飾り品、オンライン掲載用の電

子バッジ、国際協議会と国際大会中の表彰行事を含む場合がある。受賞者の公表は、RI

のウェブサイトおよび「ザ・ロータリアン」誌上で行われるものとし、他の地域雑誌に

も適宜掲載することができる。 

 

個人への表彰品はクラブに届けられ、クラブの会合または行事において授与されるもの

とする。クラブへの表彰品は地区ガバナーに届けられ、公式訪問または地区行事におい

て授与されるものとする。地区および地域のリーダーへの表彰品は理事に届けられ、地

区またはゾーンの行事において授与されるものとする（2017 年 1 月理事会会合、決定

115号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 303号、2014年 5月理事会会合、決定 157号。2017年 1月理事会会合、決定 115

号により改正。1997年 3月理事会会合、決定 266号も参照のこと。2002年 7月理事会会合、決定 30号により確認 

 

 

43.040.  超我の奉仕賞 

この賞の目標は、毎年、奉仕活動により人道的に影響を与えた、最大 150 名の傑出した

ロータリークラブ会員を表彰することである。毎年、1 地区から選ばれる受賞者は 1 名

限りとし、この賞は、個人につき 1度のみ授与されるものである。 

 

資格ある推薦者 

現職の地区ガバナーおよび RI 理事のみが、担当地区から 1 名の候補者を推薦できる。

無地区のロータリークラブを担当する現任の RI 特別代表も、担当する無地区ロータリ

ークラブのグループから 1年に 1名のロータリアンを推薦できる。 

 

資格ある被推薦者 

会員義務を果たしている正会員ロータリアンは推薦されることができる。ただし、現職、

次期、または直前の地区ガバナー、RI理事、RI会長、ならびに財団管理委員は除く。 

 

この賞へ自己推薦することはできない。さらに、被推薦者は、推薦者の配偶者、直系親

族（子または孫）、直系親族の配偶者、または尊属（親または祖父母）であってはなら

ない。 
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推薦基準 

候補者は、会員義務を果たしているロータリアンでなければならない。候補者は、形式

やレベルを問わず、模範的な人道的奉仕を継続的に実践していなければならない。個人

的なボランティア活動やロータリーを通じて人々を助ける活動に積極的に関与したかど

うかに重点を置くべきである。本賞は、ロータリーにおける被選役職または任命された

役職での実績のみを評価して授与されるものではない。ロータリー、その財団、あるい

は個別プロジェクトに対する個人的な金銭的寄付は、本賞の審査において一切考慮され

ない。 

 

受賞者の選考 

会長は、推薦を審査するため最多 5 名の現職の理事を選出するものとする。選出後、RI

は推薦者または推薦者の指定した人物に、受賞したロータリアンに授与される「超我の

奉仕」ピンと楯を送付するものとする（2018年 1月理事会会合、決定 109号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 184号。1995年 2月理事会会合、決定 171号、1996年 2月理事会会合、決定 217

号、1998 年 6 月理事会会合、決定 347 号、1998 年 10 月理事会会合、決定 68 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 131

号、2001 年 6 月理事会会合、決定 389 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 176

号、2003 年 2 月理事会会合、決定 228 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 77 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 204

号、2008 年 11 月理事会会合、決定 66 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 61

号、2017年 1月理事会会合、決定 115号、2018年 1月理事会会合、決定 109号により改正 

 

引照 

 

32.090.15.  超我の奉仕賞を撤回する事務総長の権限 

 

 

43.050.  「奉仕部門功労者賞」 

この賞の目的は、ロータリーの五大奉仕部門における個々のロータリアンの功績を表彰

することである。 

 

資格ある推薦者と被推薦者 

現職のクラブ会長は、会員義務を果たしている正会員ロータリアンを、ひとつまたはす

べての奉仕分野で表彰の対象として地区に推薦することができる。ただし、現職のクラ

ブ会長、次期、現職、または直前の地区ガバナー、事務総長、RI 理事、RI 会長、ロー

タリー財団管理委員、ならびにグレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー

（RIBI）会長、副会長、または名誉会計は除く。 

 

成果活動の例 

クラブ奉仕：所属するロータリークラブのクラブ奉仕への多大な支援を活動とクラブ運

営によって示し、会員の満足度を向上させたこと。 

--クラブ会合を運営し、魅力的なプログラムを作成すること。 

--委員長、クラブ理事会など、委員会に参加していること。 

--ソーシャルメディアまたはその他のメディアでクラブ活動を発信することで、クラブ

会員の間で、および地域社会と交流を促進していること。 

--会員増強を支援するための積極的、創造的かつ長期的な方策を立てたこと。 
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--ロータリー親睦活動に参加し積極的に活動すること。。 

 

社会奉仕：所属する地域の人びとの生活の質を向上させ、公共の利益に奉仕することで、

社会奉仕に多大な支援を示したこと。  

--地元での持続可能な奉仕プロジェクトの立案と実施を主導すること。 

--法人、政府機関、または NGO とプロジェクトを共同で実施するパートナーシップを

確立するための機会を促進すること。 

--地域への奉仕の提供に自ら従事すること。 

 

国際奉仕：世界中の人びとの生活の質を向上させ、平和と国際的、文化的理解を促進す

ることで、国際奉仕に多大な支援を示したこと。 

--いずれかのロータリーの 6 つの重点分野において国際奉仕プロジェクトの立案と実施

を主導すること。 

--法人、政府機関、または NGO と奉仕プロジェクトを共同で実施するパートナーシッ

プを確立するための機会を促進すること。 

--世界社会奉仕、友情交換、職業研修チーム、国際共同委員会に参加していること。 

--地元での、または国際的なプロジェクトフェアへの所属クラブの参加を企画すること。 

--奉仕プロジェクトを支援するロータリアン行動グループに参加していること。 

 

職業奉仕：職業およびロータリーにおける高潔性と高い道徳的水準を実践し、職業上の

才能を地域社会への奉仕に活用し、職業奉仕の多大な支援を示していること。 

--若い人々を導き、彼らが職業において成果を収めるよう支援すること。 

--職業奉仕に関する討論会またはグループワークショップを開催して、他の人々が行動

を起こすよう意欲を喚起すること。 

--職業分類の話し合いに参加して他のクラブ会員に自らの職業について教えていること。 

--ロータリアン以外の人々に職業奉仕の精神を紹介するビジネス･ネットワークに関す

る行事に参加していること。 

--1月の職業奉仕月間を記念する活動を実施していること。 

--職業研修チームに参加していること。 

 

青少年奉仕：青少年と若い職業人に力を与え、ローターアクト、インターアクト、ロー

タリー青少年指導者養成プログラム、およびロータリー青少年交換などの指導者養成プ

ログラムを支援することで、青少年奉仕に多大な支援を示したこと。 

--地域における青少年の人材育成を支援する奉仕プロジェクトの立案と実施を主導する

こと。 

--ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーのネットワークづくりの機会を強

調すること。 

--インターアクト、またはローターアクトクラブの奉仕プロジェクトに参加すること。 

--インターアクター、およびローターアクターの個人、職業人、指導者としての養成を

積極的に監督し指導すること。 

--青少年交換学生の受入れを行うこと。 

--世界インターアクト週間、世界ローターアクト週間、または青少年奉仕月間のための

奉仕プロジェクトを実施すること。 
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推薦を受領したガバナーは、功績の内容が表彰に値するか否かを判定することができる

五大奉仕部門のすべてにおいて表彰に値する功績を挙げたロータリアンがいる場合、ガ

バナーはそのロータリアンを RI による表彰に推薦することができる。推薦を受領した

RI からガバナーまたはクラブ会長に奉仕部門功労者賞のピンが送付され、受賞したロ

ータリアンに授与されるものとする（2018年 4月理事会会合、決定 162号）。 

 
出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 52 号。1998 年 6 月理事会会合、決定 347 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 389

号、2010年 6月理事会会合、決定 223号、2017年 1月理事会会合、決定 115号、2018年 4月理事会会合、決定 162号

により改正 

 

 

43.060.  RI 栄誉賞 

RI 栄誉賞は、国家元首を含め、表彰に値する個人に授与することができる。各ロータ

リー年度に、会長は 5 名までに本賞を授与することができる。会長は、表彰に先立つ少

なくとも 14 日前までに、本賞の受賞予定者の氏名を理事会へ報告するものとする。こ

の報告から 7 日以内に理事が異議を申し立てた場合、本賞の授与に関する審議は次の理

事会会合まで保留されるものとする（2017年 1月理事会会合、決定 115号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 53号。1999年 2月理事会会合、決定 189号、2001年 6月理事会会合、決定 387

号、2003年 5月理事会会合、決定 325号、2005年 6月理事会会合、決定 300号、2017年 1月理事会会合、決定 115号

により改正。1990年 7月理事会会合、決定 4号も参照のこと 
 

43.070.    ロータリー学友世界奉仕賞 

ロータリーの学友世界奉仕賞の目的は、人道的奉仕の実践や職業での活躍を通じて、ロ

ータリープログラムの影響を身をもって示した優れたロータリー学友を称えることにあ

る。賞の対象者として、ロータリアンは、奉仕活動ならびに職業上の功績において傑出

している個人を考慮すべきである。理想的な候補者の奉仕活動および職業での活躍とは、

地域社会を越え、国際レベルで人々の生活に影響を与えるものである。 

 

ロータリー学友世界奉仕賞は 1 名だけに授与される。すべてのロータリー学友がこの賞

の受賞資格を持つ  （2016年 1月理事会会合、決定 101号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号。2016年 1月理事会会合、決定 101号により改正 

 

43.070.1.  選考基準 

1.  候補者は傑出した奉仕活動ならびに職業上の功績を通じて、ロータリーのプ

ログラムの社会的利益を実証していなければならない。 

 

2.  候補者は専門職務や職業において卓越した功績を挙げていなければならな

い。 

 

3.  候補者は国際社会に影響を与える持続可能な奉仕活動を実践していなければ

ならない（2014年 10月理事会会合、決定 65号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号 
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43.070.2.  受賞資格の基準 

1.  特別な状況において例外が認められた場合を除き、候補者は、ロータリー国

際大会において賞を受理しなければならない。 

 

2.  個人が受賞できるのは一回のみとする。 

 

3.  個人は没後推薦または没後受賞することはできない。 

 

4.  現職および元 RI理事ならびに現職および元財団管理委員に受賞資格はないも

のとする（2016年 1月理事会会合、決定 124号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号、2016年 1月理事会会合、決定 124号 

 

43.070.3.  候補者の推薦 

1.  すべての地区ガバナーは、毎年 1名の候補者をゾーンレベルの選考に推薦する

資格を有する。 

 

2.  推薦書は、本賞にふさわしい候補者の功績を所定の書式に明確に記載しなけ

ればならない。補足書類または資料の提出が大変望ましい。 

 

3.  ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）は、担当ゾーン／地域の推薦

手続の責任を負うものとし、ゾーンレベルの提出期限および手続を地区ガバ

ナーに通知すべきである。地域コーディネーター全 3 名が推薦手続に関与す

べきである。 

 

4.  各 RRFC は、担当ゾーン／地域から毎年 1 名の候補者を国際選考に推薦でき

る。 

 

5.  次年度の賞の推薦書は、RI世界本部に 6 月 30日までに必着しなければならな

い（2014年 10月理事会会合、決定 65号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号 

 

43.070.4.  選考方法 

1.  事務総長は、すべての推薦を審査して候補者が受賞資格の基準を満たしてい

るかを確認し、選考のためヤングリーダー・学友参加促進合同委員会に送付

する。 

 

2.  ヤングリーダー・学友参加促進合同委員会は、資格を満たすすべての推薦を

審査し、ロータリー学友世界奉仕賞の受賞者 1 名と補欠受賞者 1 名を推薦し

て、10月の合同会合で理事会および財団管理委員に提示し、選出を行う。 

 

3.  受賞者、および推薦者である地区ガバナーと RRFC は、10 月の理事会と財団

管理委員の合同会合直後に受賞の通知を受ける。書面による賞の承諾（ロー
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タリー国際大会で自ら賞を受理するという誓約を含む）後に、受賞者は、他

の推薦者である地区ガバナーと地域コーディネーターに発表され、適宜、一

般にも公表される。 

 

4.  賞の授与はロータリー国際大会の本会議において、財団管理委員長と RI会長

が合同で行う（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号。2016年 1月理事会会合、決定 101号、2017年 1月理事会会合、

決定 87号により改正 

 

43.070.5.  ロータリー学友奉仕世界賞受賞者のロータリー活動への関与 

ロータリー研究会の招集者および地域コーディネーターは、実現可能であれば、

必要に応じて受賞者を講演者としてロータリー研究会に招待するよう奨励される。 

 

受賞者の居住する地区のガバナーおよびガバナーエレクトは、実現可能であれば、

必要に応じて同賞の受賞者を地区大会へ招待するよう奨励される。 

 

受賞者の居住する地区のロータリークラブ会長は、ロータリアンではないロータ

リー学友世界奉仕賞の受賞者に対して名誉会員の称号を授与し、可能であればク

ラブの行事へ招待するよう奨励される。 

 

適切かつ実現可能な場合には、過去の受賞者を RI 国際大会へ招待することがで

きる  （2016年 1月理事会会合、決定 101号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号。2016年 1月理事会会合、決定 101号により改正 

 

 

43.080.  ロータリー最優秀学友会賞 

ロータリー最優秀学友会賞の目的は、学友がロータリーで果たす重要な役割について認

識を高めるため、ロータリーのプログラムに長期的な影響をもたらした学友会を表彰す

ることにある。受賞した学友会には盾もしくはバナーが授与され、ロータリーのメディ

アで取り上げられ、ロータリーの主要行事において学友会の活動を発表する機会が与え

られる  （2014年 10月理事会会合、決定 65号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号 

 

43.080.1.  受賞資格 

 

学友会は以下の条件を満たしていなければならない。 

 

a) 国際ロータリーにより正式に加盟認証されていること。 

b) 調査や現役員名など、RI からの情報の要請に応じて最新情報を提供している

こと。 

c) ロータリー内で、学友の価値に対する関心を高めていること。 

d) 学友会メンバーの過半数が関与していること。 
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e) 過去 12 カ月間に地域社会または国際社会に影響を及ぼすプロジェクトもしく

は活動を完了していること。 

f) Facebook、LinkedIn、その他のソーシャルメディアを通じ、オンラインでの

存在感を示していること。 

g) ロータリアンと学友の間の協力を実証していること。 

h) ロータリーの目的および「超我の奉仕」を支えていること（2014年 10月理事

会会合、決定 65号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号 

 

43.080.2.  推薦手続 

ロータリー年度の初めに、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）は、

すべての応募を受け付け、評価するゾーン／地域の選考委員会を人選し、発表す

る。地域コーディネーター全 3 名がこの委員会の職権上の委員を務めるべきであ

る。 

 

ゾーン／地域の選考委員会は、6月 15日までに当該ゾーン／地域から学友会を選

出すべきである。選出された学友会は、ゾーン／地域賞の受賞者と見なされるべ

きとある。 

 

次年度の賞について、RRFC は公式推薦書を記入し、RI 世界本部に 6 月 30 日ま

でに提出しなければならない。各 RRFC は、ゾーン／地域から 1 つの学友会を推

薦できる。 

 

ヤングリーダー・学友参加促進合同委員会は、すべての推薦を審査し、ロータリ

ー最優秀学友会賞の受賞学友会を一つ推薦して、10 月の合同会合で理事会およ

び財団管理委員に提示し、選出を行う（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 65号。2017年 1月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

43.090.  ロータリー人道奉仕功労賞 

この賞の目的は、模範的な人道的奉仕を行った最大 150 名のロータリアンではない人々

を表彰することである。 

 

資格ある推薦者 

地区ガバナーは、この賞の推薦資格を持つ候補者を自らの地区から毎年 1 名推薦できる。

無地区ロータリークラブに対する現職のRI特別代表も、毎年1名の推薦を提出できる。 

 

資格ある被推薦者 

この賞には、会員義務を果たしている正会員ロータリアンの配偶者またはパートナーを

含む、ロータリアンではない人のみを推薦できる。この賞は、個人につき 1 度のみ授与

されるものである。 

 

推薦基準 
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候補者は、その人がロータリーを通じて行ってきた人道的奉仕のみを基に、個人的なボ

ランティア活動や人々を助ける活動に積極的に関与したかどうかに重点を置いて審査さ

れるものとする。ロータリー、その財団、あるいは個別プロジェクトに対する個人的な

金銭的寄付は、本賞の審査において考慮されない。 

 

受賞者の選考 

会長は、推薦を審査するため最大 5 名の現職の理事を選出するものとする。選出におい

て、RI から推薦者または推薦者の指定した人物にロータリー人道奉仕功労賞の楯が送

付され、受賞したロータリアンに授与されるものとする（2017年 1月理事会会合、決定

115号）。 

 
出典：2015年 1月理事会会合、決定 140号。2017年 1月理事会会合、決定 115号により改正 

 

 

43.100.  表彰品交換方針 

一般的な指針として、紛失の性質に関わらず、交換品は国際ロータリーより以下の方法

により発行されるものとする。 

 

a)  表彰状は、その個人が過去の受賞者であることを確認した上で、請求者に対して電

子媒体で発行される。 

b)  楯、ピン、クリスタル等の有形品目は、製造および生産者の費用を支払うことを条

件に交換される。この費用の金銭的責任は請求者が負う。 

c) RI 職員は、生産者／製造者に請求の有効性を確認し、これらの品目の注文を促進す

ることにより、表彰品の交換の完全性を確認する（2017 年 1 月理事会会合、決定 87

号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 87号 

 

 

43.110.  新しい賞または表彰の提案 

一般的な指針として、理事会は次の場合を除き、新しい賞または表彰を採択してはなら

ないものとする。 

a)  プログラムが既存の賞または表彰プログラムの一部またはすべての構成要素と実質

的に異なる場合 

b）  新しいプログラムがロータリーの戦略計画に沿っている場合 

c）  同様の費用の現行プログラムが廃止または縮小された場合 

d)  一つ以上の RI委員会がプログラムの構成要素を評価および作成している場合 

e)  実際の成果を評価するために、理事会が、期間（2～3 年、等）を明確に決めた上で、

期待される具体的結果を特定した場合 

f）  新しいプログラムの導入前に計画と準備を行う十分な時間がある場合 

g)  プログラムの発足と継続的運営を支援するために十分な職員と資金がある場合

（2017年 1月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：2017年 1月理事会会合、決定 87号 
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第 44 条  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、および他団体 

 

44.010.  奉仕プロジェクトの開発 

44.020.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他団体

との交流の指針 

44.030.  ロータリーの名称を使用したり、支援または参加を求めたりするロータリープ

ログラム／組織の年次財務表 

44.040.  ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針 

 

 

44.010.  奉仕プロジェクトの開発 

ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織は、奉仕プロジェクトを開発する際

に以下を考慮に入れるべきである。 

 

a）地域社会のニーズ調査  

b）五大奉仕部門 

c）6つの重点分野 

d）RIの戦略計画 

e）ロータリー財団の使命（2017年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 58号。2010年 6月理事会会合、決定 223号、2017年 1月理事会会合、決定 87号、

2017年 1月理事会会合、決定 96号により改正 

 

44.010.1.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織の奉仕

プロジェクトの自主性 

クラブ、地区、その他のロータリー組織は、地元地域のニーズに応じて独自のプ

ログラムを開発すべきである。クラブ、地区、その他のロータリー組織のために

特定の奉仕プロジェクトやプログラムを提唱したり、指示したりすることは、RI

のプログラムの範囲内ではない（2017年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 
出典：1927年 5～6月理事会会合、決定 XIV(b)(3)号、2004年 11月理事会会合、決定 59号、2017年 1月理事

会会合、決定 96号 
 

引照 

 

8.010.  活動に関するクラブの自主性 

 

 

44.010.2.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織によっ

て実施される奉仕プロジェクト 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、独自の奉仕活

動を遂行し、その成果を高める目的で、他団体を支援し、他団体と協力するよう

奨励されている（2017年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 
出典：2002年 2月理事会会合、決定 213号。2017年 1月理事会会合、決定 96号により改正 
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44.020.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他団体

との交流の指針 

1.  この指針は、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織が他団

体との交流する際の行動を規定する。 

 

2.  ロータリーはパートナー、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない。

パートナーシップは、パートナーの製品またはサービス、方針または立場のロータリー

による推奨または承認を暗示しない。パートナーシップは、ロータリーとのいかなる排

他的取り決めも暗示しない。パートナーシップは、いかなるロータリーの活動、出版物、

立場、または方針の内容に対しても、パートナーによる支配または影響の許諾を暗示せ

ず、合同推進活動、行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超えてパー

トナーの利益を高めるためにロータリーが影響力を行使することを暗示しない。推進資

料および配布物には、製品またはサービス、方針または立場のロータリーによる推奨ま

たは承認を示唆するいかなる表現または意匠も使用することはできない。 

 

3.  クラブ、地区、およびその他のロータリー組織は、以下の条件の下、プロジェクト

と活動において、他団体を支援し、他団体と協力することができる。 

 

a）  このような活動がロータリーの理念と目的に沿っていること 

b）  関係クラブ、地区、その他のロータリー組織内の会員がこの協力活動を承認してい

ること 

c）  協力とは、活動の継続期間中、クラブ会長、地区ガバナー、またはロータリー組織

会長の任命したロータリー委員会が直接参加し、責任を負うことが含まれる。また、毎

年活動の見直しが行われること 

d）  独立した組織体としてのクラブ、地区、またはその他のロータリー組織の自主性を

保持すること 

e）  クラブ、地区、またはその他のロータリー組織は、協力団体のメンバーとならない

こと 

f）  ロータリーとその奉仕活動を一般の人々に知らせるために、協力という本来的な性

質の範囲においてクラブ、地区、またはその他のロータリー組織が適切な形で認められ

ること 

g）  クラブ、地区、またはその他のロータリー組織と協力団体とが合同プロジェクトま

たは活動の性質を一般の人々に伝達するという共同責任を負うこと 

h)  クラブ、地区、またはその他のロータリー組織は、合同プロジェクト参加にあたっ

て  

1.  継続的義務を引き受けず、または 

2.  他団体への継続的財的義務を引き受けないで、ロータリークラブ、ロータリー地

区、またはその他のロータリー組織に対し、理事会会合、地区大会、年次会合、そ

の他の適切な手段により、このようなプロジェクトまたは活動への継続的参加また

は金銭的支援を検討し、決定を下せるような機会を提供すること 

j）  クラブ、地区、またはその他のロータリー組織がそのような活動を始めたり、ある

いは協力活動の契約を結んだりすることにより、RI またはロータリー財団がその活動

あるいは契約に拘束されたり、責任を負うようなことが一切ないこと 
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4.  第 36 条「パートナーシップ」において別段に規定されている場合を除き、これらの

指針は、ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組織が、他

団体の名称またはロゴと組合せて国際ロータリー徽章を含むロータリーの標章（「ロー

タリーの標章」は後述の段落 6 に定義されている）を使用することについて規定するも

のである。 

 

5.  「ロータリー組織」とは、国際ロータリー、ロータリー財団、ロータリークラブま

たはロータリークラブから成るグループ、ロータリー地区または地区から成るグループ

（多地区合同活動を含む）、ロータリー親睦活動グループ、ロータリアン行動グループ、

および国際ロータリーの管理上の区域単位のことである。この定義に含まれていない組

織は、前もって理事会の承認を求めなければ、ロータリー標章を使用する協賛活動ある

いは協力関係を結ぶことは認められない。個々の RI プログラムは、ロータリー組織と

はみなされない。  

 

6.  これらの指針の規定、特に以下の段落 6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18

に含まれている記載事項は、ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロ

ータリー組織と、協賛者または他の協力団体を含むがこれらに限定されない別の団体と

の間の契約において言及されるべきである。 

 

7.  国際ロータリーは、「ロータリー」、ロータリー徽章、「国際ロータリー」、

「RI」、「ロータリークラブ」、「ロータリー財団」、ロータリー財団のロゴ、「ロー

タリアン」、「ザ・ロータリアン」、「ローターアクト」、「ローターアクトクラブ」、

ローターアクト記章、「インターアクト」、「インターアクトクラブ」、インターアク

ト記章、「インターアクチブ」、「ポール・ハリス・フェロー」、ポール・ハリスの肖

像、「ポリオプラス」、ポリオプラスのロゴ、「超我の奉仕」、「最も良く奉仕する者、

最も多く報いられる」、平和および紛争解決の分野におけるロータリー・センターのロ

ゴ（「ロータリーの標章」）などを含む（ただしこれらに限定されない）、世界中にお

いて各種の商標と奉仕の標章の所有者である。国際ロータリーは、特定の状況で許可さ

れる使用に関する制限された指針の下、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他の

ロータリー組織に対してこれらの標章の使用権を拡大適用する。この指針は本ロータリ

ー章典全文に定められている（第 33条「ロータリーの標章」全般を参照すること）。 

 

8.  協賛活動および協力関係の目的のためなど、他団体との交流する場合に、国際ロー

タリーは、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織が、次の規定

に準拠した下記の方法でロータリー標章を使用することを許可している。 

 

9.  ここで認められた限定的な使用は、何の任務も付与するものでもなく、いかなる他

団体に対してもいかなるロータリー標章の使用の免許を与えるものでもない。 

 

10.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織が他団体との交流す

る場合に、国際ロータリーは、後述の段落 10 においてさらに明記されている通り、ロ

ータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織との協同関係による行事あ
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るいはプロジェクトに関する推進資料の限定的かつ特定の目的のために他の団体の名称

またはロゴと一緒にロータリーの標章の使用を許可するものである。 

 

11.  ロータリーの標章の一つが他団体の名称またはロゴと組み合わせて使用される場合、

ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組織の名称を明確に

表示する語句もロータリーの標章と近接した位置および同等に目立つような方法で付記

しなければならない（第 33.030.6.項、33.040.12.項、33.040.6.項参照）。 

 

12.  いかなるロータリー標章も、ロータリー提唱の行事あるいはプロジェクト（バナー

あるいは標識を含むが、それに限定されるものではない）に直接関連する広告あるいは

推進資料を含む、協賛活動、協力関係の目的のために他の団体のロゴと合わせて使用さ

れる場合は、他の団体のロゴは、ロータリー徽章あるいはロータリー標章が、反復した

背景の陰影幕の部分となっていないならば、ロータリー徽章（またはロータリークラブ、

地区、他のロータリー組織あるいは国際ロータリーの独自の裁量におけるその他のロー

タリーの標章）のそれ自体の大きさと比べ同等か、あるいはそれ以下でなければならな

い。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、ある

いは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異なった表出方法

（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可している。RI は、協賛団

体がロータリー行事やプロジェクトを通常の広告と組み合わせてその役割を強調したい

と思う場合に、ロータリー標章は協賛団体のロゴよりも小さくても差し支えないことに

同意している。 

 

13.  ロータリーの標章は、変更、修正されたり、改変してはならず、全体が複製されな

ければなりない。「ロータ」などの略語、接頭辞、接尾辞は一切認められない。デジタ

ルメディアに対応し、ロータリー徽章の正確な複製を強化するため、0.5 インチ（1.27 

cm）未満の複製には特別に修正した徽章を使用することができる。このような修正し

た徽章は、「デジタルメディアで小さく表示する場合のロゴ設定」の一部として

「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用するか、プログラムのロゴのためデジタ

ルメディアで小さく表示する場合の簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアク

ト）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。刺繍媒体

に対応するため、0.5 インチ（1.27 cm）より大きいが、ロータリー徽章を正確に複製す

るには小さすぎるサイズの複製に限り、修正したロータリー徽章をライセンスおよびそ

の他の RI が許可した衣類に使用することができる。ただし、修正したロータリー徽章

は常に簡易ロゴ形式で「Rotary」（ロータリー）、「Interact」（インターアクト）、ま

たは「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。RI は、ロータリー

徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あるいは変形されていなけれ

ば、ロータリー徽章またはロータリー標章を異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰

影、浮かし）で複製することを許可している。 

 

他団体のロゴとロータリー徽章あるいは他のロータリー標章は重ねられることがなく、

二つが別々に区別された画像に見えるよう、二つの標章の間に明らかな空間を設けるべ

きである。 
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ロータリー徽章を正確な色で複製するため、現行のガイドがブランドリソースセンター

（https://brandcenter.rotary.org）および「『ボイス』とビジュアルアイデンティティのガ

イド」（547A）に明示されている。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕

様と、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つための

ガイドラインが掲載されている。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同

時に国際的組織であり、地元での使用もインターネットを通じて世界的に認知される可

能性があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異なる。これ

らの指針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配慮し、ロータリーの目的と

調和したものにすべきである。  RI はロータリーの標章のいかなる使用も審査し承認す

る権利を留保する。ロータリーの標章は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせ

て描写することはできない。 

 

14.  ロータリー標章は複製を許可されている被免許業者によってのみ複製され得る。そ

れ故、可能な場合は、いつでも、ロータリー標章の複製は、正式な免許取得業者によっ

て行われるべきである。万一、希望の商品が RI の被免許業者から無理なく入手できな

い場合には、RI の免許担当課から承認を得なければならない 

 

15.  他の団体の名称またはロゴと組み合わせてロータリーの標章を使用する場合は毎回、

ロータリークラブやロータリー地区、あるいは他のロータリー団体または RI の当事者

によって発行前に事前の審査を受け、承認手続が踏まれるものとする。RI、ロータリー

クラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組織は、特定の拒否権あるいは

許可権を唯一有するものとされ、（複写やレイアウトの）修正が加えられる場合には、

当事者による相互の同意が得られなければならない。 

 

16.  ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組織は、他の団

体の名称またはロゴと組み合わせてロータリー標章が使用される際にバナーまたは標識

の展示が許される場所を含め、いかなる媒体において発行される推進資料についても管

理を行い保持すべきである。 

 

17.  ロータリークラブ、ロータリー地区あるいはその他のロータリー組織は、資料の発

行を承認したり、あるいはいかなる他団体がロータリー標章を使用するにあたって宣伝、

もしくはその関係を広報することを希望する場合に、その報道媒体を承認する権利を保

有するべきである。 

 

18.  理事会の許可がある場合を除き、会員名簿は RI、あるいは関係する地区、クラブ、

その他のロータリー組織の管理の下に置かれなければならない。ただし、会員名簿の閲

覧許可の決定は、関連する法的規制を含め、ロータリアン個人の権利を尊重するもので

なければならない。 

 

19.  他団体の名称またはロゴと組み合わせてロータリーの標章を使用する場合は、常に

次の条件を順守しなければならない。 

 

A.  ロータリーの価値観および地元の文化的規範に一致していること。 

B.  ロータリーの目的に適合していること。 
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C.  ロータリーの公共イメージおよび評判を向上させること（2018 年 4 月理事会会合、

決定 159号）。 

 
出典：1988年 10月理事会会合、決定 114号、1998年 10月理事会会合、決定 86号。2000年 8月理事会会合、決定 64

号、2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2001 年 2 月理事会会合、決定 224 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 385

号、2001 年 11 月理事会会合、決定 71 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 213 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 194

号、2004 年 2 月理事会会合、決定 159 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32

号、2007 年 11 月理事会会合、決定 70 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182

号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166

号、2015年 5月理事会会合、決定 195号、2017年 1月理事会会合、決定 86号、2017年 1月理事会会合、決定 96号、

2017年 9月理事会会合、決定 24号、2018年 4月理事会会合、決定 159号により改正 

 

引照 

 

34.030.  徽章の使用 

34.030.15.  他団体によるロータリー標章の使用に関する RIとロータリー財団の指針 

第 36条  提携関係（パートナーシップ） 

37.010.  RI会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

 

 

44.020.1.  クラブのリストおよび会員名簿を他団体に提供しないこと 

クラブのリスト、役員リスト、および委員会委員あるいはロータリアンのリスト

は、以下の例外を除き、他団体に提供しないものとする。  

a)  政府機関の法的要件を満たすため  

b)  理事会あるいはその執行委員会の同意がある場合。ただし、理事会あるいは

その執行委員会が準拠法に違反してこのようなリストを提供しないことが条件で

ある（2001年 2月理事会会合、決定 219号）。 

 
出典：1941年 1月理事会会合、決定 103号、1955年 1月理事会会合、決定 87号、1988年 10月理事会会合、

決定 114号。2001年 2月理事会会合、決定 219号により改正 

 

 

44.030.  ロータリーの名称を使用したり、支援または参加を求めたりするロータリープ

ログラム／組織の年次財務表 

「ロータリー」という字句を名称に用いたり、ロータリアン、ロータリークラブ、また

は地区からの支援や参加を求める非公式のロータリープログラム、グループ、あるいは

組織は、前ロータリー年度の収支を示す年次財務表と報告時点で手元にある資金の額を、

同組織のメンバー、参加者、および要請があれば事務総長に毎年 10 月 1 日までに提出

するよう要請されている。メンバーと参加者に報告を提出する代わりに、この年次報告

を組織のために設けられたウェブサイトに掲載することもできる。掲載された報告書は、

次年度の報告書が掲載されるまで、ウェブサイトに残すものとする（2008年 1月理事会

会合、決定 142号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 109号 

 

 

44.040.  ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針 
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RI は、クラブおよび地区がロータリーの存在しない国において国際奉仕プロジェクト

を実施するのに役立つ次の指針を採択した。 

 

a） いかなる場合においても、クラブまたはいかなる会員も、正式、非正式を問わず、

プロジェクト実施国において拡大活動を実施すべきではない。拡大は、理事会の責任に

おいて為されるものである。 

b） プロジェクトが実施される地域社会のリーダー、ならびに同地域の政府当局に対し、

プロジェクトの目的、範囲、期間、受益者、クラブの役割を明確に説明すべきである。 

c）プロジェクトを実施する前に、目的、趣旨、国内の連絡担当者、他団体と政府機関

の関与の範囲と協力の種類、完了予定期日、財団補助金申請の有無など、プロジェクト

の内容に関する完全な概要をガバナーに提出し、その写しを事務総長に送るべきである。 

d） プロジェクト状況報告は、半期毎にガバナーに提出し、写しを事務総長に送るべき

である。 

e） クラブは、プロジェクトがクラブの所在国あるいはプロジェクト実施国の法律に違

反するものではなく、その実施にあたってプロジェクト実施国の適切な政府当局の承認

を受けていることを確認すべきである。 

f） 他団体と協力して実施する場合、クラブは、その団体がプロジェクト実施国の法律

に従い登記され活動していることを確認すべきである  （1998 年 6 月理事会会合、決定

348号）。  

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 94号 
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第 6 章 

 

コミュニケーション 

 

 

条項 

48.  公式言語および翻訳 

49.  会員へのコミュニケーション 

50.  広報および情報 

51.  出版物 

52.  音声／視覚／電子コミュニケーション 

53.  その他のコミュニケーション 

 

 

第 48 条  公式言語および翻訳 

 

48.010.  RI公式言語 

48.020.  ロータリー文献の翻訳 

 

 

48.010.  RI 公式言語 

英語が RI唯一の公式言語である（2010年 6月理事会会合、決定 182号）。 

 
出典：1954年 5月理事会会合、決定 206号、1973年 1月理事会会合、決定 109号。2010年 6月理事会会合、決定 182

号により改正。1998年 6月理事会会合、決定 387号、1999年 11月理事会会合、決定 224号により確認 
 

48.010.1.  標準共通第二外国語 

理事会は、標準共通第二外国語の推進を提唱する立場を採択しないことを選択し

た（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1960年 1月理事会会合、決定 E-16号、1996年 11月理事会会合、決定 148号 
 

 

48.020.  ロータリー文献の翻訳 

RI の公式言語である英語以外の言語によるロータリー文献の出版に関する RI の方針は、

以下の通りである。 

 

1）  クラブと地区にとって必要不可欠な情報に関しては、日本語、ポルトガル語、スペ

イン語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、スウェーデン語、ヒンディ

ー語の翻訳が RIから提供される。   

 

2） クラブと地区にとって必要不可欠な情報に関して、ニーズと利用可能なロータリー

のリソースを検討した上で翻訳支援の程度を事務総長が決定するという理解の下で、

標準中国語の翻訳が RIから提供される。 
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3） すべての RI出版物は、英語およびその他の言語で、年度をずらして 3年に一度改訂

し、規定審議会の影響を最も受ける出版物は、審議会の後で改訂されるものとする。

事務総長は、必要に応じてこの方針への例外措置を取る権限を有する。また、理事

会方針への新しい変更は、RI ウェブサイトおよび『ロータリーリーダー』を通じて、

クラブと地区のリーダーに伝えられる。 

4） 上記以外の言語を話すロータリアンがいる地区あるいは地区グループは、ボランテ

ィアとして、地区内クラブにとって不可欠な情報を翻訳、印刷、配布して差し支え

ない。ボランティアによって翻訳された出版物は、RI の公式翻訳と見なされないも

のとする。 

 

理事会は、ボランティアによる出版物翻訳のプロジェクトの計画を承認し、上述の言語

以外の言語グループが、進行中の翻訳プロジェクトに参加すること、および、ボランテ

ィアによって翻訳された出版物の印刷と配布の費用を RI が支弁することを推奨する

（2014年 10月理事会会合、決定 93号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 224 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 346 号。2007 年 11 月理事会会合、決定

117号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2014年 10月理事会会合、決定 93号により改正。2000年 4月管理委員

会会合、決定 135号も参照のこと 
 

48.020.1.  ロータリー文献の翻訳における事務総長の役割 

ロータリー文献の翻訳および印刷は事務総長の直接監督下に置かれるものとし、

事務総長は、理事会に代わって翻訳を承認し、出版物を全般的にクラブにとって

さらに役立つものとするべく、必要であれば、ロータリー文献の翻訳文を修正す

る権限を委ねられている。ロータリー文献は、事務局によってクラブに配布され

るものとする（2002年 6月理事会会合、決定 245号）。 

 
出典：1930 年 4 月理事会会合、決定 IV（p）号、1958 年 1 月理事会会合、決定 142 号、1997 年 11 月理事会

会合、決定 108号 
 

48.020.2.  翻訳におけるロータリアン・ボランティアの起用 

事務総長は、多言語の通訳および翻訳ができるロータリアンのデータベースを作

成するものとする。翻訳／通訳をするロータリアンを選ぶにあたり、事務総長は

まず、これらのロータリアンに見本の翻訳／通訳を行ってもらうものとする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 185号 
 

48.020.3.  地域雑誌の翻訳 

地域雑誌は、ザ・ロータリアン誌から提供される英語の文章から地域の言語に記

事を翻訳するための費用を負い、RI には費用の負担を一切かけないものとする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1986年 10～11月理事会会合、決定 188号  
 

48.020.4.  国際ロータリーの組織規定文書の翻訳 
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英語以外の言語の「手続要覧」の全版においては、組織規定文書を含むセクショ

ンの前に、注記が添えられ、次の事項が示されるものとする。a） 組織規定文書

の条項の意味、あるいは解釈について疑義が生じた場合、これらの文書の英語版

が正本となること。b） ガバナーは、組織規定文書を含む「手続要覧」の英語版

を一部持っていること。c） 組織規定文書の英語版は、「手続要覧」の英語版を

注文することにより、またはロータリーのウェブサイトから電子版をダウンロー

ドすることにより入手できること（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1976年 1月理事会会合、決定 80号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

48.020.5.  「ロータリークラブ」名の翻訳 

クラブは、翻訳されたクラブの名称が、英語で与えられた名称を正確に反映して

いる限り、所在国の言語を使用してクラブの名称を付けることができる（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1955年 1月理事会会合、決定 E-6号  

 

引照 

 

32.080.5.  ロータリー文献の翻訳に関する事務総長の権限 

58.050.2.  本会議中の同時通訳／言語支援 
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第 49 条  会員へのコミュニケーション 

 

49.010.  公式通知 

49.020.  理事会の議事録 

49.030.  公式名簿 

49.040.  手続要覧 

49.050.  組織規定文書  

49.060.  方針の法典化 

 

 

49.010.  公式通知 

公式通知は、可能な限り、RI のウェブサイトを通じてクラブと地区へ伝えられるもの

とする。このような通知は、RI 細則の必須要件を満たすものである（2015 年 10 月理事

会会合、決定 37号）。 

 
出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 116 号。2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2015 年 10 月理事会会合、決定

37号により改正 

 

 

49.020.  理事会の議事録 

理事会会合の議事録は、RI ウェブサイトに掲載されるものとする（2011 年 5 月理事会

会合、決定 252号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 252号 

 

49.020.1.  理事会の議事録および報告書の守秘義務 

理事会会合または RI 委員会会合へ提出される一切の報告書、また、これら会合

中の一切の協議内容および書き留められた一切のメモは、独自に所有され、極秘

の情報を含むものである（2011年 5月理事会会合、決定 252号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 104号 

 

 

49.030.  公式名簿 

「公式名簿」の内容および形式は、事務総長が責任を持つものとする（1998年 6月理事

会会合、決定 348号）。 

 
出典：1954年 1月理事会会合、決定 141号  

 

49.030.1.  「公式名簿」の配布 

公式名簿は、各クラブの幹事に 1 部無料で配布され、クラブは、追加分を何部で

も購入できるものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1971年 4月理事会会合、決定 286号 
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49.030.2.  「公式名簿」に掲載される公式ロータリー免許取得業者のリスト 

事務総長は、「公式名簿」が印刷される時点で滞りなく徽章使用料を納めている

すべての被免許業者の名称と関連情報を、「公式名簿」の各版に掲載するものと

する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 317号 
 

 

引照 

 

11.010.1.  協力、資金的援助、あるいは参加をクラブが要請するための承認 

11.010.6.  営利目的または配布のための公式名簿の使用 

41.010.4.  公式名簿におけるインターアクトクラブの表記 

41.040.3.  公式名簿におけるローターアクトクラブの表記 

 

 

49.040.  手続要覧 

規定審議会の終了後 6 カ月以内に英語版の「手続要覧」を改訂し、発行するものとする。

その他の言語版については、その後できる限り早く改訂し、発行するものとする（2016

年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1977年 10～11月理事会会合、決定 177号。1999 年 2月理事会会合、決定 208号、1999年 11月理事会会

合、決定 201号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

49.050.  組織規定文書 

英語の組織規定文書の改訂版は、審議会終了後 2 カ月以内にすべての地区へ郵送される

べきである。採択制定案は、規定審議会によって採択された通りに忠実に反映されるべ

きであり、すべての採択制定案が十分効果を発揮するために必要とみなされる場合に限

り、修正が加えられるべきである（2007年 11月理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：1999年 2月理事会会合、決定 208号、2007年 6月理事会会合、決定 255号 

 

 

49.060.  方針の法典化 

「ロータリー章典」は、国際大会、規定審議会、理事会、管理委員会、および限られた

範囲で事務総長によって定められ、現在も施行されているすべての方針決定を項目別に

まとめた参考資料である。理事会の一般的および恒久的な方針はすべて、章典に組み込

まれるものとする。 
 

章典は、事務総長によって常に最新の内容に保たれる。事務総長は、毎回の理事会会合

の終了時に、その会合において採択された決定を確認し、章典に追加されるべき理事会

の決定をまとめた報告書を準備するものとする。この報告書は、理事会の執行委員会の

次回会合に提出されるものとする。事務総長は、毎回の理事会会合後に「ロータリー章

典」を更新し、これをルーズリーフの形式で理事会や適切な RI 職員に配布し、また、



ロータリー章典  ページ 373 

2018年 10月 

 

RI ウェブサイトに掲載するものとする。事務総長は、「ロータリー章典」の改訂版に

加えられた改正が記載された文書を別途作成し閲覧可能にするものとする。 
 

30 年前の理事会決定に基づく章典の節や項で、それ以降改正されていないものはすべ

て、それを章典に残すべきかどうかを検討するために、毎年の最後の理事会会合にて見

直しが行われるものとする。 

 

事務総長は、「ロータリー章典」に含まれる番号、配置、見出し、引照を、時折、必要

に応じて修正する権限を有するものとする。 
 

現時点において「ロータリー章典」は英語のみで発行されるものとする。 
 

ロータリー財団の一般的および恒久的な方針は、「ロータリー章典」とは別に、「ロー

タリー財団章典」に記載されるものとする（2018年 4月理事会会合、決定 135号）。 

 
出典：1993年 3月理事会会合、決定 150号、1998年 6月理事会会合、決定 348号、1998年 10月理事会会合、決定 83

号、1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号、1999 年 2 月理事会会合、決定 197 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 297

号、2000 年 2 月理事会会合、決定 299 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号。2011 年 5 月理事会会合、決定 252

号、2012年 1月理事会会合、決定 158号、2012年 5月理事会会合、決定 245号、2017年 1月理事会会合、決定 86号、

2018年 1月理事会会合、決定 97号、2018年 4月理事会会合、決定 135号により改正 
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第 50 条  広報および情報 

 

50.010.  RI広報の目的 

50.020.  企業体と結ぶプロボノ（無償奉仕）関係における広報の指針 

 
 

 

50.010.  RI 広報の目的 

ロータリー広報プログラムの目的は、ロータリーのプログラムと「ロータリーの目的」

に対する理解、評価、支援を助長することである。ロータリーがこの目標を果たし、人

類へのロータリーの奉仕を広げたいのであれば、良い評判、好ましい広報、肯定的なイ

メージがロータリーにとって望ましく、また不可欠な目標であるという認識を、広報プ

ログラムを通じてすべてのロータリアンの間に広げるべきである（1998年 6月理事会会

合、決定 348号）。 
 

出典：1958年 5～6月理事会会合、決定 202号、1983年 10～11月理事会会合、決定 124号 
 

 

50.020.  企業体と結ぶプロボノ（無償奉仕）関係における広報の指針 

理事会は、RI とロータリー財団の信頼と評判を守ると同時に、契約の全当事者に広報

の機会を与えるため、企業体とのプロボノ（無償奉仕）関係を効果的に管理するための

以下の広報の指針を定めた。 
 

プロボノ広報関係の定義 

プロボノ関係に報酬は含まれない。事前に予想される「自己負担」の経費は、プロボノ

援助を確保するのに先立ち同意が成される。プロボノ広報関係は、無償で広報活動を提

供する民間のコミュニケーション代理店が関わるものである。これに対して、RI／ロー

タリー財団は、RI／ロータリー財団独自の裁量において適切と判断された通りに、その

プロボノ関係を公表することに同意する。 
 

関係の確立 

RI へプロボノ広報サービスを提供できる適切な企業が特定された場合、その団体につ

いて事務総長に伝えられ、RI／ロータリー財団の信頼を傷つけることなく、現行のロー

タリーの広報の取り組みを向上させるために、直ちに審査されるものとする。審査には、

以下の要素が含まれる（ただしこれに限らない）。 
 

1) 共通の使命と関心：「ロータリーの目的」と相反しないようにするため、企業方針

や、RI／ロータリー財団と関連する問題に対する企業の立場を審査する。 
 

2) 背景調査：現在や過去の報道を調べるため、当該企業に関する広範囲なニュースの

調査および過去の年次報告書を審査する。 
 

十分な審査が行われた後、事務総長は当該企業とのプロボノ契約の交渉を行う。契約事

項には以下が含まれる（ただし、これに限らない）。 
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1) メッセージの作成：RI／ロータリー財団には、既に使用しているキーメッセージが

ある。一般の人々や RI会員に誤った情報が流布されるのを避けるため、これらのメ

ッセージを変更または改作する場合は事務総長からの承認を得なければならない。 
 

2) RI 代弁者（スポークスパーソン）：RI 会長や財団管理委員長と相談の上、事務総長

は、すべての行事やインタビューのために RI／ロータリー財団の適切な代弁者（ス

ポークスパーソン）を複数人、指定する。この代弁者は、生放送や電話インタビュ

ーを含め、すべてのメディアのインタビューに対応しなければならない。RI はプロ

ボノ関係に関するすべてのメディアのインタビューを承認する。 
 

3) 編集上の確認：RI／ロータリー財団の職員は、当該企業が発行するすべての資料の

完全な編集上の確認を行う。この作業により、メディア、一般の人々、RI／ロータ

リー財団の会員や当該企業のメンバーに、事実に基づく正しい情報が確実に伝わる。

ここで明確に定められた場合を除き、あらかじめ書面によって RI／ロータリー財団

が明確に同意していない限り、こうした指針は、いかなる目的でも企業にロータリ

ー標章の複製を許可するものではない。  
 

4) メディアの報道：すべてのプレスリリース、メディアへの連絡、メディア報道が正

確であり、RI／ロータリー財団が適切に扱われていることを確認するため、RI がこ

れらを確認し、メディア報道の内容のコピーが RIへ提供されなければならない。 
 

5) RI／ロータリー財団出版物への掲載：「ザ・ロータリアン」、「ロータリーリーダ

ー」、RI ウェブサイトを含む（ただしこれに限らない）ロータリーの出版物におい

て、企業から寄贈されたプロボノ奉仕が適切に紹介されるよう努力が払われる。 
 

6) 写真やビデオの提供者名の表示：RI／ロータリー財団から提供されたすべての資料

については、国際ロータリーがその提供者であることを明示し、RI に所有権がある

場合は、著作権に関する適切な情報も含めなければならない。適切な著作権情報は

「2000 Rotary International」のように表示される。 
 

7) RI／ロータリー財団の名称とロゴに関する条件： 「ロータリー（ROTARY）」、

「国際ロータリー（ROTARY INTERNATIONAL）」、「国際ロータリーとその意匠

（ロータリー徽章）」、「ロータリー財団（THE ROTARY FOUNDATION）」、

「国際ロータリーのロータリー財団とその意匠（ロータリー財団のロゴ）」、

「TRF」、その他数々の標章（集合的に「ロータリー標章」と呼ばれる）は、RI お

よび（または）ロータリー財団の知的財産である。RI／ロータリー財団の名称およ

びロゴの使用にあたっては、折々に改正されるロータリー標章の複製に関する指針

や他団体によるロータリー標章の使用に関する指針、さらに、ロータリー標章の使

用、資料の配布、懇請、協賛に関して RI理事会によって公布される他の関連方針、

指針、決定に従う。  
 

最終的にまとめられた契約書は、RIの契約審査の方針に従って適切な審査を受ける。 
 

管理 
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事務総長は、承認された契約の全要素が RI にとって満足の行くよう守られていること

を確認するために、広報・マーケティング部を通じてプロボノ広報サービスを継続して

監視する。キーメッセージやメディア掲載活動に対して調整または追加を行う場合は、

事務総長による事前承認が必要である。事務総長は、契約の履行結果について、四半期

毎に理事会に現状報告をする。RI／ロータリー財団は、いかなる時点でも契約を終結さ

せる権利を有する（2013年 10月理事会会合、決定 30号）。 
 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 441 号。2000 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2003 年 5 月理事会会合、決定

325 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号、2012 年 1 月理事会会合、決定

158号、2013年 10月理事会会合、決定 30号により改正 

 
 

 

引照 

 

 

57.090.  RI国際大会の広報 
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第 51 条  出版物 

 

51.010.  機関雑誌 

51.020.  ロータリー地域雑誌 

51.030.  新しい出版物のための指針 

51.040.  ロータリーリーダー 

 

 

51.010.  機関雑誌 

 

51.010.1.  雑誌の発行に関する理事会の権限 

理事会は、クラブや個々のロータリアンが一般的に関心を持つような記事やニュ

ースを掲載した出版物を認可した（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：郵便投票、1910-1911年度第 6番  
 

51.010.2.  機関雑誌の名称：「ザ・ロータリアン」 

RI の機関雑誌は「ザ・ロータリアン」（The Rotarian）と名づけられるもの

とする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1912年 8月理事会会合 
 

51.010.3.  機関雑誌の目標 

「ザ・ロータリアン」誌は、以下のような目標を掲げ、その達成に向けて活動す

ることを目的とした幅広い方針を採用する。 

 

1）会長のテーマや所信、および理事会が承認した特別プログラムについて情報

を広め、それを支援するためのコミュニケーションの手段を提供する。 

 

2）RI の主な会合や、さまざまな公式のロータリー週間や月間について周知を図

り、報告する。 

 

3）クラブと地区のリーダーのための教育的資料およびプログラムに関する情報

源としての役割を果たす。 

 

4）世界中のクラブやロータリアンによる五大奉仕部門における卓越した活動例

を紹介することを通じて、ロータリアンに刺激と意欲を与え、奉仕活動の向上を

助長する。 

 

5）個々のクラブを超えて存在する広範なロータリー世界と定期的かつ効果的に

接する機会をロータリアンに提供し、またほかのロータリアンの活動成果をロー

タリアンに伝えることによって、国際的な親睦の強化を助長する。 

 

6）ロータリーおよびロータリー以外の重要な話題に関してロータリアンが意見

や懸念を提示することで、ロータリーに対する信念を問い、またこれを育み、深
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めるための場を提供する。さらに、ロータリーの活動と奉仕の枠組みとなる文化

的、倫理的、道徳的な問題を取り上げることによって、ロータリアンやその他の

読者の視野を広げる。ただし、いかなる国の国民にも不快感を与えたり、いかな

る国の最善の利益にも反する可能性があると編集者が妥当に予期した意見は、意

見を提示した人が誰であれ、これを掲載しないとの理解に立つものとする。 

 

7）機関雑誌の主な読者であるロータリアンとその家族が関心を持つような役立

つ生活情報なども含め、家庭生活の話題を取り上げることで、社会構造の強化を

助長する。 

 

8）ロータリー地域雑誌、地区の出版物、クラブ会報との協力を通じ、世界全域

にわたるロータリーのコミュニケーション・ネットワークを維持する上で、包括

的かつ効果的に中心的な役割を果たす。 

 

9）ロータリアン以外の人々に対し、ロータリーの理念や活動に関する情報を与

え、教育するような質の高い雑誌を発行することによって、RI のイメージを際

立たせ、向上させる。 

 

10）興味深く、生き生きとし、話題豊富で、ロータリアンとその生活に関連性の

ある雑誌を発行することによって、読者の関心を引き出す。これによって、読者

の多忙なスケジュールにおいてもその位置づけを確立する（2010年 6月理事会会

合、決定 223号）。 

 
出典：1977年 2月理事会会合、決定 272号、1986年 5月理事会会合、決定 288号。2010年 6月理事会会合、

決定 223号により改正 

 

51.010.4.  「ザ・ロータリアン」誌上におけるロータリー財団に関する記事 

事務総長は、11 月（財団月間）号を除き、雑誌の各号でロータリー財団のため

に少なくとも 4 ページを割くように計らうものとする（2002 年 11 月理事会会合、

決定 55号）。 

 
出典：2002年 7月理事会会合、決定 12号 
 

51.010.5.  機関雑誌の広告に関する方針 

理事会は以下を採択した。 

 

機関雑誌の広告に関する方針 

 

I）一般方針 

a.  雑誌は、価値ある商品やサービスについて、定評ある広告主から質の高い広

告を積極的に募るものとする。 

 

b.  道徳や良識に反するような広告が雑誌に掲載されることのないよう、また広

告主が実際に提供するものとは異なるものを約束することのないよう、広告

の掲載受諾は慎重に判断する。 
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c.  事務総長は、理事会の代理として、この方針の実施および広告受諾の可否に

ついて最終的な決定を下す責任を負う。 

 

d.  ロータリアンは事業や専門職務上の利益において必然的に互いとの競合性を

抱えているが、そうした競合は、正当な広告を拒否する理由になるべきでは

ないと認識されている。 

 

e.  RI はいかなる広告主も推薦せず、広告される商品やサービスに関連して金銭

的な責任や義務を負うことはない。 

 

II）受諾の基準 

a.  提供される商品やサービスの価値は適切に説明され、製品、サービス、広告

文（コピー）、挿絵は美的基準を満たし、信望ある雑誌にふさわしい趣味の

良いものでなければならない。 

 

b.  いかなる商品またはサービスの広告掲載の受諾に関する決定においても、一

般に認められた業界団体または職業団体、および信用調査機関からの意見が

加味されてよい。 

 

III）無料広告 

a.  無料の広告スペースは、RIのみが利用できるものとする。 

 

IV）ロータリー徽章の使用、個人的なロータリーとの関係、ロータリークラブ

備品 

a.  ロータリー徽章の使用に関する RIの一般規定は、広告にも適用される。 

 

b.  このような広告においては、広告主の個人的なロータリーとの関係について

言及することは許可されないものとする。 

 

c.  クラブ備品の販売業者の広告原稿を受け取った際、流通されている商品が契

約製造業者によって生産されていることを確認しなければならない。製造業

者の広告の場合、その業者が、RI により認められた免許の下、生産を行って

いることを確認しなければならない。 

 

d.  理事会は、事務総長がこの方針を実施するための指針として、認められる広

告のカテゴリーと認められない広告のカテゴリーを定め、定期的にこれを見

直すものとする。 

 

e.  公式の免許取得業者により提供される商品と競合する商品を特注（カスタマ

イズ）で販売しようとする業者は、ロータリーワールド・マガジンプレスの

広告を通じてそうした商品の販売を望む場合、RI からの免許を申請しなけれ

ばならない。またはその代わりに、特注（カスタマイズ）の商品を販売し、

公式免許取得業者の商品と競合する可能性のある業者がロータリーワール
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ド・マガジンプレスへの広告掲載を希望する場合、そのすべての広告に「ロ

ータリー標章の複製許可を有しない」という文言または事務総長が適切と判

断するその他の免責条項を含めるよう義務づけられるものとする。事務総長

は、どの広告が免責条項を必要とするかを判断する権限を有する。 

 

特注（カスタマイズ）され、競合する商品とは、国際ロータリーの公式免許

取得業者の提供する商品（「認可商品」）と直接競合するすべての商品のこ

とである。認可商品の完全なリストは、RI のウェブサイト www.rotary.org よ

り 入 手 可 能 で あ る 。   

 

事務総長は、どの商品が認可商品と競合するかを判断する権限を有する。 

 

V）認められない広告 

 

a.  広告が認められるかどうかは、それぞれの広告の価値に応じて決定される。

以下の種類の広告は認められない。 

 

1）詐欺的または誤解を招く広告。虚偽、不当な、または誇張された宣伝文句。

粗野、挑発的、または不快な広告文（コピー）。読者が、広告に記された

条件で商品やサービスを購入する公平な機会が与えられない「おとり」広

告 

 

2）競合業者を不正に攻撃したり、その製品、サービス、手法を非難するよう

な広告 

 

3）煙草、武器または兵器を含め（ただしこれに限らない）、習慣性があった

り危険な商品の使用あるいは活動を支援する広告。習慣性のある商品や、

危険な薬物の医療広告。避妊具の広告。発行者の見解で、読者や同じ紙面

に掲載する他の広告主にとって不愉快に感じられると思われる医療広告 

 

4）他のクラブやロータリアンからの寄付を求めるクラブの広告。または、勧

誘と配布に関する RIの方針に反する広告 

 

5）法律に反するラッフルやくじ引きについての広告 

 

6）ロータリアンやロータリー組織を対象に募金を求める広告。ただしこれは、

不特定多数の人を対象に募金を呼びかけることを禁じるものではない 

 

7）ロータリーの倫理的および人道的価値観に反する、または「ロータリーの

目的」にそぐわない広告 

 

8）人権について国際的に認められている基準を下げるような広告 
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9）人種、民族、性別、言語、宗教、政治やその他の意見、国や社会的な出身、

所有物、出生やその他の地位に応じて、不当に差別する広告 

 

10）特定の政治的あるいは宗教的な考え方を促進する広告 

 

11）他のロータリアンとの商取引の仲介を申し出るクラブまたはロータリア

ンの広告 

 

12）雑誌の記事内容と酷似している広告（発行者の見解により、記事内容と

間違えやすい広告にはすべて「広告」と明記される） 

 

13）国際ロータリーまたはロータリー財団の自主性、独立性、評判、財務的

健全性を損なう広告 

 

14）自らの人道的または教育的プログラムのためにロータリアンからの寄付

を募る団体の広告（2008年 1月理事会会合、決定 203号）。 

 
出典：1980 年 10～11 月理事会会合、決定 203 号、1994 年 11 月理事会会合、決定 65 号、2003 年 10 月理事

会会合、決定 49 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号。2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2008 年 1

月理事会会合、決定 203号により改正 

 

51.010.6.  「ザ・ロータリアン」誌に掲載される広告量 

「ザ・ロータリアン」誌に掲載される広告量は、年間で全ページの 35 パーセン

トを超えないようにすべきである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1979年 11月理事会会合、決定 238号  
 

51.010.7  機関雑誌の広告に対する RIのコーズマーケティングの方針 

理事会は、機関雑誌の広告に関して以下のコーズマーケティングの方針を承認し

た。 

 

広告主は、商品、サービス、プログラム、または活動の収益がロータリー財団へ

寄付される（「営利目的の共同事業」）と記された慈善販売推進活動の実施を希

望する場合、以下を順守しなければならない。 

 

A. 国際ロータリーまたはロータリー財団と、キャンペーンの日程、取引毎の寄

付額、最小または最大寄付保証額などを含む販売促進の条件を項目別に記載

した書面による契約を締結する。 

 

B. 契約書の提出、会計または報告、情報開示の公表、および保証（ただしこれ

らに限らない）を含む慈善営利目的共同事業に関する州（米国）の全要件を

満たす。 
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C. 契約に基づく慈善販売促進のために広告、包装、および販売促進資料を作成

する際に、米国商事改善協会（BBB）による慈善団体アカウンタビリティー

基準の第 19条およびその他すべての関連基準を満たす。  

 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー提携組織に利益をもた

らす慈善販売促進の認識を含む広告は、州（米国）の全要件の順守ならびに米国

商事改善協会（BBB）による慈善団体アカウンタビリティー基準の第 19 条およ

びその他すべての関連基準の順守の証拠を示すことができなければならない。 

 

その他の方法でロータリー財団への募金活動を希望する広告主は、国際ロータリ

ーの「寄付の受理に関する方針」に記載された方針および手続を順守しなければ

ならない（2017年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 73号。2017年 9月理事会会合、決定 34号により改正  
 

 

 

 

51.010.8.  「ザ・ロータリアン」誌の購読料 

「ザ・ロータリアン」誌の年間購読料は 12 米ドルとする。米国以外の年間購読

料は 24 米ドルとする。カナダのロータリアンに義務づけられた雑誌の年間購読

料は 16米ドルである（2009年 1月理事会会合、決定 132号）。 

 
出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 274 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 200 号、2008 年 11 月理事会会

合、決定 109号、2009年 1月理事会会合、決定 132号 

 

51.010.9.  故元 RI中央役員の配偶者のための機関雑誌の無料講読 

事務総長は、故人となった元中央役員の配偶者が引き続き「ザ・ロータリアン」

誌を受け取られるよう計らい、その配偶者が購読の解約を希望しない限り、生涯

にわたって雑誌を提供するものとする（2000 年 11 月理事会会合、決定 111 号）。 

 
出典：2000年 8月理事会会合、決定 45号 

 

51.010.10.  ガバナーエレクトのための機関雑誌の無料購読 

北米を除く地区のガバナーエレクトはそれぞれ、本人がその時点で機関雑誌の購

読者であるか否かに関わらず、ガバナーに就任する 6 カ月前から機関雑誌の無料

講読を受けるものとする（2003年 5月理事会会合、決定 325号）。 

 
出典：1976年 1月理事会会合、決定 E-14号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 

 

51.010.11.  「ザ・ロータリアン」誌のカナダ向けの付録 

事務総長は、カナダの「ザ・ロータリアン」誌購読者向けに、四半期毎に 8 ペー

ジの付録を管理、発行、配布するものとする。これはカナダのロータリアンの活

動に焦点を当て、「ロータリー・カナダ（Rotary Canada）」と呼ばれる。 
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第 24ゾーンのカナダからの理事または直前理事が毎年、カナダ編集顧問委員を 5

名任命するよう求められており、同委員はこの付録内容について、カナダのロー

タリアンを代表するものとする。 

 

事務総長は、カナダ付録編集顧問委員会の委員長を地域雑誌編集者の会合に招く

よう求められている（2009年 1月理事会会合、決定 132号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 109号、2009年 1月理事会会合、決定 132号 

 

 

引照 

 

32.030.9.  雑誌講読の義務 

32.060.5.  ザ・ロータリアン誌の広告料の調整 

 

 

51.020.  ロータリー地域雑誌 

RI 細則の 22.010.項に加えて、「ザ・ロータリアン」誌が「ロータリーワールド・マガ

ジンプレス」（RWMP）の認可された地域雑誌とともに「機関雑誌」として定義され

るものとする。「ロータリーワールド・マガジンプレス」（RWMP）は、「ザ・ロー

タリアン」誌と認可された地域雑誌として定義されるものとする。RI 細則の 21.030.項

は、クラブの各会員が、ロータリーワールド・マガジンプレスの出版物を定期購読する

ことを定めている（2018年 4月理事会会合、決定 164号）。 

 
出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 145 号。2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2010 年 6 月理事会会合、決定

182号、2018年 4月理事会会合、決定 164号により改正 

 

 

 

 

51.020.1.  ロータリー地域雑誌の基準 

ロータリーの地域雑誌は、「ロータリーの目的」をあらゆる面にわたって推進す

るために存在する。以下の基準を満たすロータリーの出版物は、ロータリー地域

雑誌（活字版と電子版のいずれをも含む）として認められる。 

 

1.  その雑誌は 2地区以上もしくは 2国以上の地域を対象に発行されるものである

こと。 

 

2.  その雑誌の出版は、全面的に顧問委員会の直接監督下に置かれること（第

51.020.4.節「ロータリー地域雑誌の認可のための指針」を参照）。 

 

3.  その雑誌の記事は RIの方針と調和し、その少なくとも 50パーセントはロータ

リーまたはロータリー関連の話題に関する記事であること。 
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4.  地元あるいは地域のニュースに加えて、RIに関する情報を掲載し、かつ RIか

ら要請された話題や特別に指定された文章を掲載すること。 

 

5.  その雑誌は、年に少なくとも 6 回発行され、各号につき少なくとも 24 ページ

とすること。 

 

6.  その雑誌は、ロータリーの品位と性質にふさわしく、全体的に格調の高い魅

力的な外観を保ち、ロータリー標章の複製においては RI 理事会の指針に従うこ

と。 

 

7.  その雑誌は、その目的と経済的自立を維持できるよう、該当地域のロータリ

アンの過半数に達する発行部数を確保していること。 

 

8.  その雑誌は、RIに経費の負担をかけずに、十分な財源を備えていること。 

 

9.  その雑誌は、RIとの免許契約に定められている通りに RIへの報告義務を守っ

ていること。 

 

10.  その雑誌は、ロータリー標章の使用と会員への配布について、出版と配布に

関する免許契約を RIと交わしていること。 

 

11.  その雑誌は、「ザ・ロータリアン」誌に代わり、その地域でクラブ会員や購

読者と RI とのコミュニケーションの基本的な手段となる責任を果たすものであ

ること。 

 

12.  地域雑誌の編集者は、こうした指針の範囲内で各自担当雑誌の作成の責任を

負うこと。 

 

13.  RIから提供される月ごと指定記事、または地域で用意された同じ一般的なテ

ーマや情報を伝える記事は、RI 認可のロータリー地域雑誌によって使用されな

ければならない。 

 

14.  認定された地域雑誌は、RIとの免許契約に定められた通り、指定記事を掲載

することが義務づけられている。 

 

15.  新しい雑誌が認可の審査を受けるには、2 年間の試験的プログラムを完了し

なければならない。 

 

16.  認定されたロータリー地域雑誌のみが、RIからの支援やサービスを受けるも

のとする。 

 

17.  「ザ・ロータリアン」誌および地域雑誌は、雑誌の国際性を効果的に強調す

るため、良質の編集記事や写真を交換し続けるものとする（2017年 6月理事会会

合、決定 189号）。 
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出典：1977年 7月理事会会合、決定 60号。1988年 10月理事会会合、決定 127号、2002年 2月理事会会合、

決定 217号、2003年 5月理事会会合、決定 325号、2004年 11月理事会会合、決定 140号、2005年 11月理事

会会合、決定 109 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 193 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2010 年

11月理事会会合、決定 100号、2011年 1月理事会会合、決定 117号、2011年 9月理事会会合、決定 34号、

2015年 5月理事会会合、決定 195号、2017年 6月理事会会合、決定 189号により改正 

 

51.020.2.  ロータリーワールド・マガジンプレス編集者セミナー 

RI は、ロータリーワールド・マガジンプレス編集者セミナーを、2 年ごとに開催

する。RI は、ホテル宿泊費と食事代を負担するが、交通費は参加する編集者が

負担する。 

 

地域のゾーン編集者会議は、RIに費用の負担をかけずに、2年ごと（RIによるロ

ータリーワールド・マガジンプレス編集者セミナーが実施されない年）に開催す

るよう奨励されるものとする（2012年 10月理事会会合、決定 37号）。 

 
出典：1986年 1～2月理事会会合、決定 209 号、2004年 11月理事会会合、決定 140号。2010年 11 月理事会

会合、決定 100号、2012年 5月理事会会合、決定 291号により改正 

 

51.020.3.  ロータリー地域雑誌の認可 

それぞれのロータリー地域雑誌は、ロータリー章典第 51.020.4 節に記載されてい

る RI の規格を満たしていることを確認するため、RI によって認可されなければ

ならない。認可状況はコミュニケーション委員会によって評価された上で、理事

会に推薦され、そこで承認される。事務総長は、編集の指針および免許契約の条

件が順守されているかどうかを判定するため、認可されているすべての地域雑誌

を審査するものとする。RI 細則第 22.020.項に加えて、事務総長は認可された地

域雑誌の定期購読の価格について公正さ、一貫性、その他の認可された雑誌およ

び世界の当該地域におけるその他の雑誌との比較のために監視し、必要であれば

生じた問題に対処するものとする。認可されたそれぞれの地域雑誌は、ロータリ

ー標章を使用した雑誌の発行や会員への配布に関して、RI と免許契約を交わさ

なければならない。RI から認可されていない雑誌の発行は認められていない

（2018年 4月理事会会合、決定 164号）。 

 
出典：1998年 7月理事会会合、決定 43号、2004年 6月理事会会合、決定 284号、2004年 11月理事会会合、

決定 58号。2004 年 11月理事会会合、決定 140号、2005年 11月理事会会合、決定 109号、2010年 6月理事

会会合、決定 182 号、2010年 11月理事会会合、決定 100号、2014年 5 月理事会会合、決定 163号、2017年

1月理事会会合、決定 86号、2018年 4月理事会会合、決定 164号により改正 

 

51.020.4.  ロータリー地域雑誌の認可のための指針 

理事会は、ロータリー地域雑誌の認可のための以下の指針を承認した。 

 

a） 資格要件 

 

1.  RI 理事会により、それぞれの国（または国々）における地域雑誌として承認

された雑誌のみが、ロータリーワールド・マガジンプレスの一部としての認可の

対象となる。 
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2.  発行部数5,000部以上の地域雑誌は、認定を受けるために、現ガバナー1名また

はその代理、次期ガバナー1名またはその代理、編集長、元RI役員3名（メディア

関係の職業、またはコミュニケーション分野の経験のある会員が望ましい）を含

む、少なくとも6名で構成される顧問委員会による直接の監督を受けなければな

らない。発行部数5,000部未満の地域雑誌は、現ガバナーまたはその代理、次期

ガバナーまたはその代理、編集長を含む、少なくとも3名で構成される顧問委員

会による直接の監督を受けなければならない。委員は最低1年間の任期を務め、

顧問委員会の会合を少なくとも1年に1度開くものとする。顧問委員会は、担当す

る地域を公平かつ平等に代表するものとする。 

 

3.  地域雑誌が認可され、その認可を維持するには、RI が提供するロータリーの

指定記事を常時掲載しなければならない。編集内容は、地域雑誌がその管轄内の

すべてのロータリー国または地区を対象としていることを反映しなければならず、

さらに公式に認められている主要言語にて発行されるものでなければならない。 

 

i） 地域雑誌の編集者と顧問委員会は、政治的および宗教的事柄に関する RIの方

針が順守されるよう配慮し、あらゆる人種、国家、信仰、職業、政治的信念の男

女をも歓迎するというロータリーの原則を推進するよう努めるものとする。 

 

ii） 地域雑誌は、係争中のいかなる公共問題についても編集者の意見を表明しな

いものとする。 

 

iii） 地域雑誌は、公職またはロータリーの役職のいかなる候補者についても、

これを支持したり、推薦したり、編集者の意見を表明せず、そのような候補者を

支持するような、あるいは候補者について見解を述べるような内容の書簡やスピ

ーチ、その他の記事を掲載しないものとする。 

 

iv） 地域雑誌は、国際政治的な問題について編集者の意見を表明せず、そうした

問題についてのいかなる書簡、スピーチ、その他の記事を掲載しないものとする。 

 

4.  認可されるのは、1 カ国または 1地域につき 1つの地域雑誌のみである。ただ

し、複数の言語が話されている国や地域では、RI 理事会の決定に基づき、2 つ以

上の地域雑誌が認められる。 

 

5.  コミュニケーション委員会は、各雑誌が認可の条件を満たすものであるかど

うかを決定する。RI理事会の承認後、すべての地域雑誌はRIと契約を交わさなけ

ればならず、この契約は、関係の性質を明確に定義し、ロータリー認可の地域雑

誌の発行に関する指針を定めたものでなければならない。契約に署名がなされた

時点で、地域雑誌は、認可されたことを発表または公表することができる。 

 

6.  RI は、すべての地域雑誌の内容を点検するものとする。RI 指針の不履行が発

見された場合、その地域雑誌は、RI との免許契約に定められた通り、保護観察

処分または終結とされる場合がある。 
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b） 手続 

 

1.  地域雑誌は、RIとの免許契約に定められた通りに、RIの報告書提出の要件を

順守しなければならない。 

 

2.  地域雑誌は、ロータリー標章の複製および使用に関するRI理事会の指針を順

守しなければならない。 

 

3.  地域雑誌は、RIとの免許契約に定められた通りに、支払い義務を順守しなけ

ればならない。 

 

4.  「ザ・ロータリアン」誌または地域雑誌の 1つを講読することがロータリアン

に義務づけられていることに基づき（RI 細則第 21.030.項）、ロータリーワール

ド・マガジンプレスの認可雑誌は、地域雑誌の購読料を別途請求することが義務

づけられている。その際、地域雑誌が提供するそのほかの一切のサービスや商品

の購入は任意であること、ならびに、ほかのサービスおよび（または）商品は

RI との免許契約の条件に含まれていないことがその理由であることを、明らか

にするものとする。 

 

5.  RI 細則第 22.020.1.項に従い、認可された地域雑誌は定期購読の購読料の請求

および集金のための仕組みを確立する責任を負うものとする。これには地元のク

ラブや地区の協力が必要な場合もあることを RIは認識している。  

 

6.  RI細則第22.020.2.項に加え、認可された雑誌による収入は、当該雑誌、および

可能であれば、かつRIとのライセンス契約に従って、その他の認可された出版物

の出版と改善に充てられるものとする。  

 

7.  地域雑誌は、以下の情報をRIへ提出しなければならない。 

 

i） 英語による各号の詳細な内容要約と目次、ならびに発行直後に各号を少なく

とも3部 

 

ii） 顧問委員会メンバーのリスト。これには、各メンバーの氏名、役職名（ある

場合）、就任期間、顧問委員会会合の年間スケジュールを含む 

 

iii） 発行部数に関する基本情報。これには、有料の購読と無料進呈の部数およ

び年間購読の数を含む 

 

iv） 発行に関する標準要件（2つ以上のロータリー地区または少なくとも2カ国の

ロータリー国）を満たしているという証明 

 

v） 発行頻度に関する証明（少なくとも年6回） 
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vi） 現在の雑誌編集の年間予定表、および認可期間中の大幅な変更の見通しや計

画されている改善事項 

 

vii） 広告方針と広告掲載料の報告 

 

viii） 地域雑誌の顧問委員会委員長によって署名された、財務の安定性を示す公

式文書。財務表は、地域雑誌が財務的に存続する能力を有し、発行を維持できる

状態にあることを証明する。  

 

ix） 地域雑誌はまた、RIとの免許契約に定められた通りに、損益計算書および財

務的支払い能力と収入・支出を示すその他の財務文書も提出するものとする。地

域雑誌は、毎年、RIに対して監査済み財務諸表を提出し、これを購読者にも公表

するものとする。 

 

8.  RIとの免許契約の条件を順守しなかった場合、RIの裁量により、RIとの免許

契約の条件に基づいて、保護観察処分および（または）終結という結果を招く

（2018年4月理事会会合、決定164号）。 

 
出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 259 号。2002 年 2 月理事会会合、決定 217 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 140号、2005年 11月理事会会合、決定 109号、2009年 1月理事会会合、決定 193号、2010 年 6月

理事会会合、決定 182 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 117 号、

2011 年 5 月理事会会合、決定 247 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2014 年 5 月理事会会合、決定

163号、2015年 5月理事会会合、決定 195号、2018年 4月理事会会合、決定 164号により改正 

 

 

51.020.5.  購読義務 

RI細則第21.030.1項は、米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RIの機関雑

誌またはRIの理事会が承認し、当該クラブに対して指定したロータリーの雑誌の

有料講読者とならなければならないと定めている。理事会が承認し、その国また

は地域に対して指定した雑誌がニーズに合わないと主張する地区は、地区内クラ

ブの3分の2による承認を得た上で、少なくとも3名の現地区ガバナー、ガバナー

エレクト、ガバナーノミニー、および直前ガバナーによる承認を得た決議書を事

務総長に提出することにより、承認および指定された雑誌の変更を理事会に嘆願

することができる。このような決議書には以下の内容が含まれるべきである。 
 

1.  理事会が承認し、当該国／地域に対して指定した雑誌がその地区のニーズに

合わないとする理由 

2.  その問題を、指定された地域雑誌と直接解決するために、地区がどのような

措置を講じたか 

3.  上記2で示された各措置への対応と結果 

4.  購読雑誌の代替選択肢 

5.  希望する代替購読雑誌のほうがニーズに適している理由 

6.  影響を受ける部数／購読者数 
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上記の決議書を受理した事務総長は、その写しを、影響を受ける可能性のある雑

誌（発行者と顧問委員会委員長の両方）に転送し、60日以内に回答を求める。そ

の後、決議は事務総長によって調査と検討がなされる。事務総長の裁量において、

十分な情報が収集され、変更に値する事実が存在する場合、事務総長はこの案件

を理事会の検討に付す。理事会は、問題を判断するにあたり、決議書と補足資料

に含まれる情報、対象となる雑誌からの回答（期日までに提出された場合）、こ

のような変更が現在承認・指定されている雑誌に与える影響、提案された新しい

購読雑誌が購読数の増加に対応する能力と意思、当該地域の政治情勢、その他関

連があると思われる事実または状況を考慮する（2016年9月理事会会合、決定28

号）。 

 
出典：2015年5月理事会会合、決定195号。2016年9月理事会会合、決定28号により改正 

 

51.020.6.  ロータリー関連雑誌の仮認可 

1 地区内の特定の言語集団を対象としているが、他の地区へも拡大の可能性のあ

るロータリー地域雑誌については、RI との契約を結んだ上で、2 年間の仮認可を

申請することができる（2015年 5月理事会会合、決定 195号）。 
 

出典：2002年 11月理事会会合、決定 145号。2004年 11月理事会会合、決定 140号、2010年 6月理事会会

合、決定 182号、2010年 11月理事会会合、決定 100号、2015年 5月理事会会合、決定 195号により改正 

 

51.020.7.  購読義務免除の報告 

RI 細則第 21.030.2.項に従い、事務総長は、雑誌定期購読の義務を免除されてい

る国について、3年ごとにRI理事会に状況報告を行う（2007年 6月理事会会合、

決定 226号）。 
 

出典：2007年 2月理事会会合、決定 205号 
 

引照 

 

2.010.1.  ロータリークラブの機能の喪失 

19.010.5.  ロータリーワールド・マガジンプレスに対するガバナーの責務 

32.030.9.  雑誌講読の義務 

48.020.3.  地域雑誌の翻訳 

57.050.6.  地域雑誌編集者の登録料免除 

60.020.2.  地域雑誌編集者 

 

 

51.030.  新しい出版物のための指針 

新しい RI 出版物の提案は、事務総長を通じて理事会に提出されなければならない。事

務総長は、実際のニーズに見合い、費用効率の高い出版物を開発する責任を負うものと

する。新しい出版物については、以下の情報が必要となる。 

 

1.  出版物の目的（理事会の決定など、出版のそもそもの理由を含む） 
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2.  対象とする読者 

 

3.  想定される出版物の寿命 

 

4.  予想される需要 

 

5.  当該出版物を作成しないことによる影響 

 

6.  作成や改訂などを容易に行うための、フォーマットや媒体の実用性と適切性 

 

7.  他の出版物に既に掲載されている内容（他との重複） 

 

8.  国際事務局における在庫への影響 

 

9.  出版にかかる費用 

 

10.  承認された場合、当該出版物の費用を賄うための包括的な予算  

 

11.  電子的な方法で新しい出版物を提供することの実現可能性（2002年 2月理事会会合、

決定 216号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 198号。2002年 2月理事会会合、決定 216号により改正 
 

 

 

51.040.  ロータリーリーダー 

「ロータリーリーダー」は、クラブと地区の役員に役立つ情報と指針を掲載した電子出

版物で、隔月で発行するものとする。 

 

RI 戦略計画で強調されている分野に焦点が当てられる。編集内容は、クラブと地区の

サポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上という目標

を支えるものとする。 

 

RI理事、財団管理委員、ロータリーコーディネーター、ロータリー財団地域コーディネ

ーター、地区ガバナー、クラブ会長には、自動的に「ロータリーリーダー」が送られる。

そのほかのロータリアンは、この無料の出版物の定期受信をいつでも申し込むことがで

きる。次期および元のクラブ役員と地区役員、ガバナー補佐、委員長、ならびにリーダ

ー的役割を担おうと考えているロータリアンは、特に定期受信を申し込むことが奨励さ

れる。 

 

「ロータリーリーダー」は、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国

語、ポルトガル語、スペイン語の 8カ国語で発行される（2010年 6月理事会会合、決定

182号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 182号により改正 
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引照 

 

49.010.  RIウェブサイト上の公式通知 
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第 52 条  音声／視覚／電子コミュニケーション 

 

52.010.  視聴覚 

52.020.  インターネットおよび電子コミュニケーション 

 

 

52.010.  視聴覚 

 

52.010.1.  ビデオによるロータリー情報 

事務総長は、RI とロータリー財団のプログラムや活動に関するビデオを、適宜、

制作するものとする。これらのビデオは可能な限り国際的な内容にするものとす

る（2003年 5月理事会会合、決定 325号）。 

 
出典：1993年 3月理事会会合、決定 194号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 

 

 

52.020.  インターネットおよび電子コミュニケーション 

 

52.020.1.  ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出版物に関

する指針 

a） ロータリー組織のニュースレターが「出版物」であるのと同様、ロータリー

組織のウェブサイトもまた「出版物」である。あらゆるロータリー出版物の主な

目的は、印刷であるか電子的であるかにかかわらず、「ロータリーの目的」を推

進することにある。 

 

b） そうした出版物の内容とデザインは、ロータリークラブ会長、ガバナー、親

睦活動委員長の別なく、それを出版する組織の最高役員の直接監督の下に行われ、

「手続要覧」で定められている現行の RI の方針に準拠したものでなければなら

ない（特に注意を要することは、ロータリーの標章や徽章の使用および配布の禁

止に関する方針である）。（第 34 条「ロータリーの標章」全般および第 11.010.

節「資料配布」を参照。）特に、「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、ある

いは他のロータリー標章が使用されている時は、いかなる場合であれ、ロータリ

ー組織は、関係しているロータリー組織の名称を明確に表示する語句を用いるべ

きである。「Rotary」という言葉を含むドメインネームを選ぶ場合には、ロータ

リー組織は、「Rotary」という言葉を単一で用いるのではなく、当該ロータリー

関連組織の名前を含む明確な表示語句を加えるべきである。「ロータ」など、ロ

ータリー標章の略語は一切認められないことを会員に伝える（第 33.040.6.節参

照）。（適切なドメインネームの例として、「www.Anytown-RotaryClub.org」

「www.rotarydisrict0000.  org」「www.AnytownRotaryVillage.org」「www.Rotary

〔ロータリー関連組織の名称を挿入）.org」などが考えられる。「Rotary」だけ

の単独での使用、特定のロータリー関連組織ではなく、RI のみを含むような汎

用 性 の あ る 、 不 適 切 な 名 称 の 例 と し て 、 「 www.rotaryvillage.org 」

「www.rotarian.org」「www.RIactivity.org」「www.rotarywomen.org」などがあ
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る）。国際ロータリーは、RI によるものではない出版物の内容に関して一切責

任を負わない。 

 

c） 国際ロータリーは、ワールド・ワイド・ウェブ（www.rotary.org）にウェブ

サイトを維持し、ロータリアンに国際ロータリーとロータリー財団のプログラム

に関する適時かつ正確な情報を提供する。すべての媒体におけるロータリー出版

物の編集者は、RI サイトに掲載されている版権に関する方針に従うことを前提

に、それぞれのロータリー組織においてこの情報を活用するよう奨励されている。

さらに、クラブ、地区、その他のロータリー組織のウェブサイトを担当するロー

タリアンは、可能な限り、ロータリーについて知りたいと願っている人たちのた

めに RIウェブサイトへのリンクを含めるものとする。   

 

d） トップレベル・ドメイン（TLD）およびドメインネームの登録および維持に

関する方針   

 

I.  方針の目的 

この方針の目的は、国際ロータリーの TLD（トップレベル・ドメイン）および

ドメインネーム登録の方針を明確に定めることである。この方針はまた、事務局

の各部署職員が国際ロータリーとそのプログラムを推進するためにインターネッ

トを活用したり、ロータリー組織が「ロータリーの目的」を推進するためにウェ

ブサイトを開設する際にドメインネームを取得するための指針ともなるべきであ

る。  

 

II.  国際ロータリーおよびロータリー財団のみが使用するために留保された TLD

およびドメインネーム 

 

A.  TLDおよびドメインネーム 

国際ロータリーは、TLD もしくはドメインネームとして、国際ロータリーとロ

ータリー財団の専用とするために、以下のロータリー標章の使用権を有する（以

下はその複数形と単数形の両方を含む）。 

 

a) interact 

b) interactclub 

c) interactive 

d) paulharris 

e) paulharrisfellow 

f) polioplus 

g) RI 

h) rotaract 

i) rotaractclub 

j) rotarian 

k) rotary 

l) rotaryclub 

m) rotaryfoundation 

n) rotaryinternational 
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o) rotaryintl 

p) therotarian 

q) therotaryfoundation 

r) TRF 

s) serviceaboveself 

 

可能な限り、それぞれのロータリー標章は、ドメインネームとして

（.com、.org、.net、.info、.biz等の主な TLDに付随）、TLDとして、またはイン

ターネット上でロータリーを識別するための主要語句として維持されるべきであ

る。 

 

B.  国別ドメイン・コード 

「ROTARY」も、国別ドメイン・コード（「cc」）と併用される際、以下の優先

順に基づき、できる限り保護されるべきである。  

 

a.  RI 理事会あるいはロータリー財団管理委員会により指示されたドメインネー

ムや国 

b.  RIの国際事務局がある国 

c.  RI が次回の国際大会を予定している国や、選出された（指名された）RI 会長

の出身国 

d.  RI 標章が侵害されたり、他の個人や企業、組織が同じ（または同様の）標章

を多数申請したため、RI がこれらの申請に対して反対を申し立てるなど、過

去もしくは現在に問題が発生した（している）国 

e.  多くの RIの免許取得業者あるいは主要な免許取得業者が存在する国 

f.  ロータリアンが多数いるか、RI やそのプログラムが非常に活発であるため、

RIが確固とした存在感を示している国 

 

ロータリアン、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、

この方針を支持し、上述の TLD やドメインネームのいずれかを現在所有してい

る場合には、RI の要請に応じて、RI に所有権を移譲するよう求められている。

予算に限りがあるため、「ROTARY」以外の何らかのロータリー標章を表した

ccレベルのドメインネームは、現時点では購入取得の対象になっていないが、こ

れは事務総長の裁量において何時でも変更される可能性がある。 

 

C.  その他の TLDおよびドメイン 

1.  事務総長は、上記に定められた TLD やドメインネーム以外に、RIの排他的使

用のために保護あるいは維持するのが RI の利益に適うと思われる TLD もし

くはドメインネームがあるかどうかを判断するものとする。 

 

2.  事務総長は、ロータリー組織による TLD もしくはドメインネーム内のロータ

リー標章の使用が理事会の方針に準拠するかどうか、どのような場合に準拠する

のか、もしくは RI と提携関係にない個人、企業あるいは組織による侵害に相当

するかどうか、どのような場合に侵害に相当するのかを判断し、状況に応じてこ

れらの問題に対処するものとする。 
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III.  TLDおよびドメインネームの登録と維持 

事務総長は、現在の TLD とドメインネーム保護の目標に適う TLD とドメインネ

ームの購入取得を行い、所有者として国際ロータリーを登録する。総務部の知的

所有権担当課は、国際ロータリーおよびロータリー財団のための TLD およびド

メインネームの登録、更新、維持を担当し、必要に応じて、情報サービス部、コ

ミュニケーション部、およびクラブ・地区担当職員から技術的かつ実質的な支援

を受けるものとする。   

 

IV.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織 

A.  ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、およびロー

タリアン個人は、本方針の下、ロータリー標章を冠した TLD およびドメインネ

ームを、現在および将来、RI に割り当てることを要請する権利を RI が有するこ

とを認識すべきである。 

 

B.  ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織、およびロータリアン個

人は、ドメインネームを取得する場合、RI のロータリー章典に概説されたロー

タリー標章の使用に関する RI 理事会の方針に準拠したものを取得するよう、奨

励されている（第 33.040.6.節「ロータリー組織による「ロータリー」の名称およ

びその他のロータリーの標章の使用」、第 33.040.12.節「多地区合同活動におけ

る「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、またはロータリー標章の使用」を参

照）。ロータリー関連組織は、ドメインネームを登録する前に、ドメインネーム

案がロータリー標章の使用のための理事会の方針に準拠しているかどうかを確認

するため、クラブ・地区支援担職員（日本事務局奉仕室職員）に問い合わせるよ

う奨励されている。   

 

C.  ロータリーの標章が用いられている TLDの購入や運営はすべて、RIが単独に

その権利を有するものとする。 

 

D.  事務総長は、RI の法的責任を制限するような但し書きをロータリー関連組織

のウェブサイト上に掲載することを義務づけることができる。 

 

E.  事務総長は、ロータリー標章の使用に関する RI理事会の方針に準拠しない行

動をとったロータリークラブ、地区、その他のロータリー関連組織、ロータリア

ン個人、あるいはロータリアンのグループに対し、必要な措置を講ずる権利を有

する（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 230 号。2003 年 2 月理事会会合、決定 225 号、2003 年 10 月理事会会

合、決定 78号、2006年 11月理事会会合、決定 35号、2007年 6月理事会会合、決定 226号、2017 年 1月理

事会会合、決定 86号、2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

52.020.2.  RIのウェブサイト 

事務総長は、理事会に代わり、RI のウェブサイト（www.rotary.org）を保持する

ものとする。ウェブサイトは、国際ロータリーとロータリー財団のプログラムや

活動に関する情報をはじめ、会員情報の更新、財団への寄付、ロータリー商品の
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購入といったロータリーの業務を、ロータリークラブや地区がオンラインで行う

ためのアプリケーションを含むものとする。事務総長は、RI ウェブサイトに統

合された部分として、会長と会長エレクトがロータリー世界とコミュニケーショ

ンを図るための適切なスペース（それぞれ 10 ページまで）を提供または準備す

るものとする（2011年 5月理事会会合、決定 252号）。 

 
出典：2002年 2月理事会会合、決定 216号 
 

52.020.3.  RI言語別のウェブコミュニティ 

RI 言語別のウェブコミュニティは、日本語、ポルトガル語、スペイン語、フラ

ンス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、スウェーデン語で作成され、管理され

る。 

 

RI ウェブの言語別コミュニティが、国際ロータリーの唯一の公式言語別サイト

である（2006年 2月理事会会合、決定 137号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 226 号、2000 年 5 月理事会会合、決定 436 号。2000 年 8 月理事会会

合、決定 85 号により確認。2001 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 107 号、

2006年 2月理事会会合、決定 137号により改正 

 

52.020.4.  ソーシャルビジネス戦略 

ロータリーは、ロータリアン、「ロータリーファミリー」、一般の人たちの参加

を促すため、デジタルソーシャル戦略の活用を増やしている。そのためのツール

は、ロータリアンからの信頼を得られるものを選んでいる。これらのツールによ

って、ロータリアン同士が関係を深め、ロータリー関連の活動についての話し合

いや協力が促される。このような目標に沿ってソーシャルテクノロジーを利用し、

目標にかなうテクノロジーがない場合には新たなテクノロジーを開発する（2012

年 5月理事会会合、決定 244号）。 

 
出典：2012年 1月理事会会合、決定 223号 

 

引照 

 

34.040.3.  RI役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

34.040.4.  RI役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

34.040.5.  クラブと地区の財団による「ロータリー」の名称およびその他のロータリー

の標章の使用 

34.040.14.  クラブの発行物における「ロータリアン」という語の使用 
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第 53 条  その他のコミュニケーション 

 

53.010.  国際ロータリー資料室 

53.020.  ローズ・ボール・パレードのフロート 

 

 

53.010.  国際ロータリー資料室 

ロータリーの活動を記録した、長期的に見て歴史的価値のあるあらゆる形式の資料を保

管する資料室が維持される。すべての資料と物品は、国際ロータリーが採用している手

続きと方針に基づいて受理され、扱われるものとする（2011 年 5 月理事会会合、決定

252号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 252号 

 

 

53.020.  ローズ・ボール・パレードのフロート 

理事会は、ローズ・パレードのトーナメントで継続してフロート（山車）を出すことを

好意的に見ており、プロジェクトが独立採算制をとり、すべての会計と寄付の記録がロ

ータリー・ローズ・パレード・フロート委員会（法人）によって行われるという条件の

下、フロートの製作と推進（募金と広報）のために、任意の寄付をカナダと米国内のク

ラブに懇請することを許可している。 

 

ロータリークラブへの資料配布に関する方針の例外として、事務総長は毎年、ロータリ

ー・ローズ・パレード・フロート委員会（法人）に、米国とカナダのロータリークラブ

会長と会長エレクトおよび RI 地区ガバナーの連絡先リストを電子ファイルで提供する。

同委員会はこれをローズ・ボール・パレード・フロートへの募金目的でのみ使用するこ

とができる。ただし、同委員会は RIと以下を含む取り決めを結ぶものとする。 

 

a. 同委員会が、ローズ・ボール・パレード・フロートの募金活動に関連して、年に 3回

まで、ロータリークラブと地区に資料を配布することを認める規定。 

 

b.  同委員会のローズ・ボール・パレード・フロートおよび推進資料（印刷と電子版の

両方を含む）は、RI 免許制度に関する規定を含め、ロータリー標章の使用に関する理

事会の方針に従わなければならないという規定。 

 

c.  本件に関する RIとのすべての連絡は事務総長に送られるべきであるという規定。 

 

d.  同委員会の推進資料（印刷と電子版の両方を含む）は、「これは国際ロータリーの

プロジェクトではない」という但し書きを付記しなければならないという規定。 

 

e.  事務総長が必要とみなす、非公開、守秘義務、および適切な保険、および損害賠償

に関する規定。 

 

f.  1 月 31 日までに通知を行えば、RI 理事会が理由なしに本同意を取り消すことができ

るという確認（2011年 1月理事会会合、決定 164号）。 
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出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 235号、2008 年 1月理事会会合、決定 157 号。2009年 6月理事会会合、決定

217号、2011年 1月理事会会合、決定 164号により改正。1997年 11月理事会会合、決定 150号も参照のこと 

 

53.020.1.  ローズ・パレードのトーナメントにおけるロータリー・フロートのた

めの寄付懇請 

米国カリフォルニア州のロータリー・フロート委員会は、年 1 回のローズ・パレ

ード・トーナメントのフロート（山車）の費用を賄う寄付を懇請する際、米国と

カナダのロータリアンまたはクラブへ送られるいかなる通信にも、「これは国際

ロータリーのプロジェクトではない」との文面を記載するものとし、会長からの

事前の承認がない限り、会長の写真やメッセージを掲載しないものとする（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 304号 
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第 7 章 

 

会合 

 

条項 

57.  国際大会 

58.  国際協議会  

59.  規定審議会および決議審議会 

60.  研究会 

61.  RI 会合に関する一般方針 
 

 

第 57 条  国際大会 

 

57.010.  目的 

57.020.  ホスト組織委員会 

57.030.  指針 

57.040.  開催地の選定 

57.050.  出席  

57.060.  宿泊手配 

57.070.  国際大会での会場監督 

57.080.  国際大会委員会 

57.090.  広報 

57.100.  財務 

57.110.  プログラムの内容 

57.120.  公式参加者とその配偶者の役割 

57.130.  国際大会に関する事務総長の役割 

57.140.  国際大会後の活動 

57.150.  国際大会に関するその他の事項 

 

 

57.010.  目的 

国際ロータリー年次大会の主な目的は、国際レベルにおいて、全ロータリアンを刺激、

鼓舞、激励し、かつ情報を与えること、ならびに組織の戦略目標を進展させるためのフ

ォーラムとして機能することである。年次大会は、組織の年次業務会合でもある（2012

年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1991年 5月理事会会合、決定 342号。2007年 11月理事会会合、決定 87号、2012年 1月理事会会合、決定 201

号により改正 

 

 

57.020.  ホスト組織委員会 

 

57.020.1.  「ホスト地域」の範囲の決定  
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理事会は、1 つまたは複数の地区からなる地域をホスト地域と定める（2012 年 1

月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1981年 2月理事会会合、決定 292号。2007年 11月理事会会合、決定 87号により改正 

 

 

57.020.2.  ホスト組織への指針の通知 

会場の選定に先立ち、ホスト組織候補は、ロータリー国際大会の開催地に関する

指針の通知を受け、原則としてこれを受け入れることが義務付けられるものとす

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1977年 5～6月理事会会合、決定 362号 

 

57.020.3.  ホスト組織と RIとの関係 

ホスト組織は、大会プログラムについて援助し、出席者にホスピタリティーを提

供するため、理事会および国際大会委員会と協力する。事務総長は、国際大会管

理者を通じて、ホスト組織、国際大会委員会、理事会との連絡役を務める。国際

大会管理の運営面での責任者である事務総長は、ホスト組織の助言と協力の下、

大会管理者を通じてこれらの責務を果たすものとする。  

 

以上の声明は、国際大会の計画に関連した情報および指針として、すべてのホス

ト組織委員会に提供されるものとする（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1977年 2月理事会会合、決定 233号。2007年 11月理事会会合、決定 87号により改正 

 

57.020.4.  ホスト組織と国際大会委員会 

ホスト組織は、国際大会委員会に対して責任を負うものとする。国際大会委員会

は、必要に応じて、ホスト組織の活動を承認したり、または指示を与えたりする

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1977年 5～6月理事会会合、決定 362号  

 

57.020.5.  国際大会ホスト組織委員会委員長を務める RI理事 

国際大会ホスト組織委員会の委員長または委員でもある RI 理事は、理事会にお

いて検討される RI 国際大会関連の案件の議論または投票に参加しないものとす

る（2016年 1月理事会会合、決定 104号）。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 67号 

 

引照 

 

72.040.1.  特別行事のための保険 

 

 

57.030.  指針 
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国際大会委員会の一般指針に関する国際大会要覧が、理事会によって承認、および適宜

改定され、この要覧に記述された方法で配布される。この要覧には国際大会に関する理

事会の方針が含まれる。事務総長は、要覧に必要ないかなる変更についても理事会へ報

告するよう求められている。各国際大会委員会は、同様に、要覧への変更案を最終報告

書に盛り込むよう求められている（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1991年 5月理事会会合、決定 342号。2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

57.040.  開催地の選定 

 

57.040.1.  毎回異なる開催地での国際大会 

同一国において 2 年連続して国際大会を開くことはできないものとする。連続し

て開催される国際大会は、コスト要因を慎重に検討した上で、可能な限り、世界

の異なる地域で開催されるものとする。米国はミシシッピ川をはさむ東部と西部

に分け、国際大会開催地の選定目的においてこれを 2 つの別々の地域とみなす

（2007年 11月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 77 号、国際大会決議 64-42 号。2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、

2007年 11月理事会会合、決定 87号により改正 
 

57.040.2.  国際大会の最低基準 

理事会は、当該都市が国際大会を開催するための全条件を満たしていることを事

務総長が確認した場合にはじめて、招致を検討する。事務総長および（または）

ロータリーのシニアリーダーが現地視察を行った結果、現行の「国際大会要覧」

に記載されている開催地の主要な条件すべてを満たしていないと報告され、それ

でもなお理事会がその都市を選出した場合、理事会は、該当する決定事項の中に、

条件を満たしていない点への取り組み方法に関する説明を盛り込むものとする。

基準または望ましい条件と若干異なるものの、その違いが同都市で国際大会を開

催するための全能力に差し支えるものではない場合、事務総長はその候補地につ

いて理事会へ知らせるものとする。招致状が提出された都市のうち、事務総長に

よってどの都市も（所要規定に適っていると）認定されなかった場合、理事会は、

都市が認定されるまで選定を延期するか、または他の複数の都市からの招致を募

るものとする。国際大会は、十分かつ適切な施設のない都市には指定されないも

のとする（2011年 1月理事会会合、決定 150号）。 

 
出典：1977 年 6 月理事会会合、決定 362 号、1991 年 11 月理事会会合、決定 98 号、1998 年 10 月理事会会

合、決定 124号。2007年 6月理事会会合、決定 289号、2011年 1月理事会会合、決定 150号により改正 

 

57.040.3.  国際大会の開催都市の選定における費用節減策 

国際大会の経費を節減するため、大会開催都市の選定前に、次の分野における費

用削減の交渉を行うことができる：宿泊、会議場、その他の施設。正式な食事の

回数はできる限り制限すべきである。さまざまな役員のためのホテル客室の無料

提供など、無料となる項目が事前に確認されるべきである（2012年 1月理事会会

合、決定 201号）。 
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出典：1977年 5～6月理事会会合、決定 362号。2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

57.040.4.  国際大会会議場のための資金 

国際大会を地元都市で開催するための地区からの招致を検討する際、RI は、RI

が経費を負担することなく、国際大会の本会議セッションやその他のセッション

のための会議場として適切かつ便利なホールが市から提供されるものと期待する。

いかなる都市の地区も、RI の使用のために、大会会場の賃貸料やその他の経費

を支払う状況に陥るべきではない。むしろ、市がこうした施設を用意するものと

し、さもなければ市庁、観光協会、商工会議所、または同様の商業団体がこうし

た会議場に必要な資金を提供するべきである（2007 年 11 月理事会会合、決定 87

号）。 
 
出典：1932 年 7 月理事会会合、決定 IX（f）。1966 年 1 月理事会会合、決定 153 号、2004 年 2 月理事会会

合、決定 190号、2007年 11月理事会会合、決定 87号により改正 

 

57.040.5.  国際大会の取消し 

事務総長は、国際大会を妨害する可能性のある要素について継続して監督し、可

能な限り、国際大会の計画を中断せざるを得ない場合に RI の賠償責任が最小限

となるような形で、契約を結ぶものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 
出典：1987年 2～3月理事会会合、決定 264号 

 

57.040.6.  RI国際大会開催地の選定手続 

RI 年次大会の開催地を選定するための手続が定められ、「国際大会要覧」に詳

しく記載されている。過去 20 年間に大会を開催したことのあるいかなる都市も、

大会を開催できない。理事会は、視察するための最終候補都市を選び、その後、

その中から特定の年度の開催都市を選ぶ。2015年以降、大会は 6月後半に開催さ

れるべきではない（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2002年 6月理事会会合、決定 266号、2007年 6月理事会会合、決定 252号、2012年 1月理事会会合、

決定 201号 

 

57.040.7.  国際大会開催地の変更 

大会開催都市が選定された後、事務総長は、これから国際大会開催が予定されて

いる各都市および地区での進展について、将来の理事会に状況報告を行う。事務

総長は、国際大会の計画において深刻な問題に直面した場合、理事会に注意を促

す。 

 

既に決定された国際大会予定地が利用不可能となったことを示す情報が入った場

合には、理事会はこの開催地の変更を検討するものとする（2002年 6月理事会会

合、決定 266号）。 

 
出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 124 号、1981 年 2 月理事会会合、決定 273 号。2002 年 6 月理事会会

合、決定 266号により改正 
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57.040.8.  大会開催都市の主要条件に対する期待事項 

理事会は、以下の条件において、RI 大会開催都市の主要条件を満たさない都市

からの提案を検討すべきである。  

 

a)  同国内に大会の条件を満たす都市が他にない 

b)  主要条件に対する修正が三つを超えない 

c)  適用される修正の財務的影響の総額が 150万米ドルを超えない 

d)  受理された提案にはさらに、事務総長が定める登録者数の制限または他の大

会商品の修正が課せられる  

e)  このような例外の発生は 7年に 1度未満とする 

 

RI 理事会は、大会要覧に詳細が記載されている主要条件の指針に対する例外を

承認した（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 55号 

 

 

57.050.  出席 

 

57.050.1.  国際大会の登録の指針 

RI国際大会への登録は、以下の者に許可されるものとする。 

 ロータリアン 

 ローターアクター 

 インターアクター 

 青少年交換学生 

 財団奨学生 

 ロータリアンではないロータリー学友 

 ロータリークラブ／地区の職員 

 故ロータリアンの配偶者 

 

RI 国際大会への登録を希望するこの他の人は、資格のある大会登録者に同行す

る有料のゲストとして登録することができる。すべての国際大会登録者は、理事

会が定めた該当する大会登録料を支払うものとする。故人となったロータリーシ

ニアリーダーの配偶者がロータリアンではない場合、ロータリアンのゲストとし

てではなく、独自に国際大会に登録することが認められる。さらに、故人となっ

たロータリーシニアリーダーの配偶者は、自身がロータリアンであるなしにかか

わらず、シニアリーダーが受けるはずであったのと同等の扱いを RI 国際大会で

受けるものとする（2015年 10月理事会会合、決定 62号）。 
 

出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 251 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号。2006 年 11 月理事会会

合、決定 35号、2007年 11月理事会会合、決定 87号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2012 年 5月理

事会会合、決定 244号、2014年 10月理事会会合、決定 38号、2015年 5月理事会会合、決定 166号、2015年

10月理事会会合、決定 62号により改正 

 

57.050.2.    公式参加者の出席 
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以下の人は、RIあるいはその財団が経費を負担しない、公式参加者である。 

 

 理事ノミニーおよび配偶者 

 RI元理事および配偶者 

 ロータリー財団元管理委員および配偶者 

 元事務総長および配偶者 

 現地区ガバナーおよび配偶者 

 現地区ガバナーエレクトおよび配偶者 

 現RI／ロータリー財団委員会委員長および配偶者 

 故ロータリーシニアリーダーの配偶者 

 RIBIの役員および役員ノミニー（2012年5月理事会会合、決定244号） 
 

出典：2012年 1月理事会会合、決定 201号、2012年 5月理事会会合、決定 244号 

 

57.050.3.  登録と展示者に関する方針 

料金を支払って参加する RI 免許取得業者、ホスト地域業者からの展示者、RI と

公式な協力関係のある団体には、ブース・スタッフ用に友愛の家入場バッジを 1

ブースあたり 6 枚まで無料で提供する。追加のバッジは、3 月の事前登録締切日

までに申し込んだ場合、1 枚 50 米ドルで購入することができる。3 月の事前登録

締切日後に申し込んだ場合は、会場で 1枚 100米ドルで購入できるものとする。 

 

ブースのレンタル料を支払わない RI プロジェクトの展示者および世界ネットワ

ーク活動グループの展示者は、3 月の事前予約締切日前に申し込んだ場合、ブー

ス・スタッフ用に友愛の家入場バッジを1枚50米ドルで購入することができる。

3 月の事前登録締切日後に申し込んだ場合、バッジは会場で 1 枚 100 米ドルで発

行されるものとする。 

 

ホスト組織委員会（HOC）は、3 月の事前予約締切日前に申し込んだ場合、国際

大会管理者が妥当と判断した数の友愛の家入場バッジを無料で入手することがで

き、また HOC の大会責務を現地で支援するのに十分な数のボランティア、余興

出演者、大会のサービス業者用にリストバンドを手配することができる。3 月の

事前登録締切日後に申し込んだ場合は、会場で 1 枚 100 米ドルで購入できるもの

とする。RI は、リストバンドとバッジを HOC に渡すものとし、HOC は RI の方

針に従い、必要に応じてそれを配布する。本会議、ワークショップ、その他の国

際大会公式行事への出席を希望する展示者は、理事会が定めた所定の大会登録料

を支払った上で、出席することができる。 

 

事務総長は、適切とみなせる場合、上記の方針に例外を認めることができる

（2016年 1月理事会会合、決定 127号）。 

 
出典：2006年 6月理事会会合、決定 251号。2009年 11月理事会会合、決定 69号、2010年 1月理事会会合、

決定 117号、2016年 1月理事会会合、決定 127号により改正 

 

57.050.4.  バッジの記載事項 
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RI のあらゆる会合では、すべての名札バッジにロータリアンの職業分類を含め

るものとする（2008年 11月理事会会合、決定 81号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 81号 

 

57.050.5.  一日登録料 

RIは、本会議場の収容人数が許す場合に限り、一日登録料に対する要請を検討す

るものとする（2007年6月理事会会合、決定289号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 289号 

 

57.050.6.  地域雑編集者の登録料免除 

各ロータリー地域雑誌の編集者 1 名は、国際大会の通常の出席者としてではなく

メディアとして出席するため、国際大会へ出席する際の登録料は免除されるもの

とする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1985年 2～3月理事会会合、決定 246 号。2007年 6月理事会会合、決定 289号、2016年 9月理事会会

合、決定 28号により改正 

 

57.050.7. 大会前会議の登録料 

大会前会議の登録料を設定する際には、開催年度の会長、国際大会委員会委員長、

および事務総長が、ロータリー財団の行事である場合は財団管理委員長と相談の

上、参加者が国際大会に登録せずに、大会前会議のみに登録できるかどうかを決

定することができる。この決定は、年度ごと、および同じ年度における大会前会

議ごとに異なる場合がある（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 
 

出典：2011年 1月理事会会合、決定 152号。2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

 

57.050.8.  30歳以下の出席者の登録料 

2020 年 RI 国際大会（ホノルル）から、30 歳以下のすべての RI 国際大会出席者

に登録料の割引が提供されるものとする。この割引の登録料を求める出席者は、

生年月日の報告が必須とされている（2018年 4月理事会会合、決定 135号）。 

 
出典： 2018年 1月理事会会合、決定 103号 

 

57.050.9.  ノンロータリアンの出席 

第 57.050.1.項の規定にかかわらず、理事会はノンロータリアンの個人のための他

の大会登録カテゴリーを認可することができる。例えば、このような登録者には

パートナー団体およびスポンサーの代表が含まれる。 

 

会長の承認の下、ホスト組織委員会はノンロータリアンの個人に、割引登録料ま

たは無料で「友愛の家」への訪問を招待することができる。このような個人は信

任状に必要な情報を提供するものとするが、RI 細則第 10.070.節に規定されるよ
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うに大会の出席者とはみなされないものとする（2015 年 10 月理事会会合、決定

62号）。 

 
出典：2015年10月理事会会合、決定62号 

 

 

引照 

 

38.010.3.  国際協議会と国際大会における RIBI役員の出席 

57.050.6.  地域雑誌編集者の登録料免除 

57.100.4.  RIにより支払われる大会出席の経費 

 

 

57.060.  宿泊手配 

 

57.060.1.  宿泊施設から国際大会会場までの距離 

国際大会行事の中心地までの移動に 45 分以上かかる場所に大会出席者が宿泊す

ることは、可能な限り避けるよう努めるべきである（1999 年 11 月理事会会合、

決定 197号）。 

 
出典：1977年 5～6月理事会会合、決定 362号。1999年 11月理事会会合、決定 197号により改正 

 

57.060.2.  登録／宿泊書式 

国際大会登録と宿泊に関する所定の書式は、1 年前の国際大会で配布され、公式

言語版をダウンロードできるようにオンライン掲載するものとする。正確に記入

され、ロータリアンの署名があり、事前に通知された締切日までに受理された所

定の大会専用書式のみが、有効な申込みとして受理される（オンラインまたは電

子ファイルとして受け取られた書式を除く）。旅行代理店は RI 国際大会の宿泊

手続に従うものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 278 号、1986年 1～2月理事会会合、決定 166号。1999年 11月理事

会会合、決定 197号、2002年 6月理事会会合、決定 266号、2007年 11月理事会会合、決定 87号、2012年 1

月理事会会合、決定 201号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

57.060.3.  ホテル予約前金 

宿泊予約のキャンセルの期限を過ぎてからキャンセルされた場合、ホテルへの前

金は払い戻されないことを、大会の所定の宿泊書式に明記するものとする（1999

年 11月理事会会合、決定 197号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 197号 

 

 

57.070.  国際大会での会場監督 

国際大会における RI 会場監督リーダーの役割と責務は、「国際大会要覧」に詳しく掲

載されている（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 
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57.070.1.  国際大会における会場監督の経費 

国際大会における会場監督リーダーの経費は、旅行と経費に関する RI の方針に

従い RI が支払うべきである。国際大会の会場監督のための予算は、通常、会場

監督主任 1 名、会場監督主任補佐 10 名、副会場監督 10 名の経費を含むものとす

る。 

 

ただし、登録者数が 20,000 人を上回る国際大会については、事務総長が、その

大会の会場監督主任と協議した上で、国際大会予算を、上記の人数を上回る数の

会場監督の経費に充てることを許可できる。事前登録者数が 22,000 人を上回る

すべての国際大会については、参加者 1,000 人ごとに、副会場監督をさらに 1 名

ずつ、RI が経費を負担して追加すべきである。ただし、追加する副会場監督は

13 名までとする。経費には、会場監督主任および会場監督主任補佐とその配偶

者の国際大会までの往復交通費、および会場監督を務める間の宿泊費、食費、登

録料、雑費が含まれるものとする。副会場監督の経費には、宿泊費、食費、雑費、

登録料が含まれるものとする（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 86 号。2007 年 11 月理事会会

合、決定 87号、2010年 11月理事会会合、決定 81号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

 

引照 

 

61.010.   会場監督の手引き 

 

 

57.080.  57. 
 

080.1.    国際大会委員会委員長の任命と資格条件 

会長は、国際大会が開催される年度の会長と相談の上、国際大会委員会の委員長

を任命するものとする。国際大会委員会の委員長は、元理事が務めるものとする。

この委員長は、ロータリー国際大会の計画に関する知識と経験を有するものとし、

ホスト組織委員会の委員または顧問であってはならないものとする（2015 年 10

月理事会会合、決定 67号）。 

 
出典：1966年 1 月理事会会合、決定 90号、1977年 5～6月理事会会合、決定 362号。1999年 11月理事会会

合、決定 197号、2007年 2月理事会会合、決定 166号、2015年 10月理事会会合、決定 67号により改正 

 

57.080.2.  国際大会委員会の継続性 

国際大会委員会委員長は、前年度の国際大会委員会の会合にオブザーバーとして

出席することができる。このような将来の委員長は、国際ロータリーが経費を負

担の上、委員長として任命された国際大会の前の大会に出席するものとする。ま

た委員長は、自分が委員長として任命された大会の 28～30 カ月前に会長ノミニ

ーおよびホスト組織代表者と会うものとする（2012 年 1 月理事会会合、決定 201

号）。 
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出典：1976 年 11 月理事会会合、決定 122 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 39 号。1999 年 11 月理事会会

合、決定 197号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

57.080.3.  国際大会委員会の任務 

国際大会委員会は、国際大会プログラムの計画および実施において会長を援助す

るものとし、予算目的ではなく推進目的のため出席者数の目標を設定するものと

する。これは、国際大会委員会について責任を負う事務総長およびホスト組織と

密接に連携して行われるべきである。国際大会委員会は、プログラムの形式に関

して、該当年度の会長の希望や意見を取り入れられるよう、会長に助言し、その

指示を仰ぎ、会長と協力するものとする。最終的な権限は理事会にある。国際大

会委員会のメンバーは大会の公式参加者となる（2015 年 10 月理事会会合、決定

65号）。 

 
出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2007 年 7 月理事会

会合、決定 15号、2007年 11月理事会会合、決定 87号、2015年 10月理事会会合、決定 65号により改正 

 

57.080.4.  前年の国際大会で行われる国際大会委員会会合 

国際大会の慣例として、国際大会委員会は、計画している国際大会の前年の国際

大会後に、簡単な会合を開くものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
 
出典：1986年 5～6月理事会会合、決定 45号 

 

 

57.090.  広報 

 

57.090.1.  広報の重要性 

事務総長は、ホスト組織との協力の下、国際大会の約 3 カ月前から大会が終わる

まで、地元で十分な広報支援を提供できるよう務めるものとする（1999 年 11 月

理事会会合、決定 197号）。 
 
出典：1981年 5～6月理事会会合、決定 406号。1999年 11月理事会会合、決定 197号により改正 

 

57.090.2.    大会広報の資金 

国際大会の広報活動の資金は、RI の年次予算から充当されるべきである（1999

年 11月理事会会合、決定 197号）。 

 
出典：1980年 10～11月理事会会合、決定 156号。1999年 11月理事会会合、決定 197号により改正  

 

57.090.3.  国際大会の報道局 

国際大会は、ロータリーについて広報する重要な機会を提供し、また、出席して

いるロータリアンにクラブや地区の広報活動に関する貴重な指針と意欲を与える

ものである。事務総長は、国際大会開催国の状況に応じ、それぞれの国際大会で

報道関係を担当する職員を十分に割り当てるものとする（1999 年 11 月理事会会

合、決定 197号）。  

 
出典：1987年 11月理事会会合、決定 153号。1999年 11月理事会会合、決定 197号により改正  
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57.100.  財務 

 

57.100.1.  国際大会の予算 

国際大会の予算は、2018 年 RI 国際大会より、以下の地域大会の推定出席者数を

基に、現実的な経費と収益額の下に準備されるものとする。 

 

 アジア：25,000人 

 北米：17,000人 

 ヨーロッパ：17,000人 

 オーストラリア：17,000人 

 南米：14,000人 

 アフリカ：10,000人（2015年 10月理事会会合、決定 65号） 

 
出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 318 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 151 号。1999 年 11 月理事会会

合、決定 197号、2015年 10月理事会会合、決定 65号により改正 

 

57.100.2.  理事会による次期国際大会予算の検討 

事務総長は、収支予算に関して既知または予想されるすべての重大な差異を、速

やかに理事会へ報告するものとする（2007年 11月理事会会合、決定 87号）。 

 
出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 273 号。2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2007 年 11 月理事会会

合、決定 87号により改正 

 

57.100.3.  独立採算制の国際大会 

国際大会の予算は均衡予算とする。従って、国際ロータリー年次大会開催に関連

する経費は、登録料、ブースレンタル料、チケットの売上げ、協賛、その他認め

られた方法で得た収入から集められた資金で賄われるものとする（2015 年 10 月

理事会会合、決定 66号）。 

 
出典：1999年 11 月理事会会合、決定 197号。2015年 10月理事会会合、決定 66号により改正。2005 年 3月

理事会会合、決定 258号により確認 
 

57.100.4.  RIにより支払われる大会出席の経費 

a) 大会予算は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人々の経費を賄うも

のとし、これらの人々が公式参加者と定義される。 

 会長とその配偶者（現年度の大会予算から支払われる） 

 事務総長とその配偶者（現年度の大会予算から支払われる） 

 会場監督とその配偶者（会場監督主任と会場監督主任補佐を含む）（現年

度の大会予算から支払われる） 

 次年度の国際大会会場監督主任 （次年度の大会予算から支払われる） 

 次年度以降の国際大会委員会委員長（現年度の大会予算から支払われる） 

 副会場監督（ホテル代、登録料、食費のみ） 

 現年度の国際大会委員とその配偶者（現年度の大会予算から支払われる） 
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 事務総長によって国際大会活動の支援任務を割り当てられた事務局職員 

 上記以外の人物で、会長または理事会から指名を受け、国際大会のプログ

ラムに登場する人物は、会長の承認を得た上で、RI から経費の支払いを

受けることができる 

 

b) ロータリー財団は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人々の経費を

支払うものとする。 

 管理委員長とその配偶者 

 管理委員長のエイドとその配偶者 

 管理委員とその配偶者 

 次期管理委員とその配偶者 

 管理委員長エレクトのエイドとその配偶者 

 RI会長の就任経験のない元管理委員長とその配偶者 

 国際大会に付随して開かれる財団のそのほかの行事のため、事務総長に

よって任務を割り当てられた事務局職員 

 

c) RI は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人々の経費を適切な予算か

ら支払うものとする。 

 会長のエイドとその配偶者 

 会長エレクトとその配偶者 

 会長エレクトのエイドとその配偶者 

 会長ノミニーとその配偶者 

 会長ノミニーのエイドとその配偶者 

 理事とその配偶者 

 理事エレクトとその配偶者 

 元会長（管理委員を除く）とその配偶者 

 国際大会に付随して開かれるロータリーのそのほかの行事のため、事務

総長によって任務を割り当てられた事務局職員 

 現年度の会長の近親者。ただし、1 年目は会長エレクトとして、2 年目は

会長として出席する 2 年連続の国際大会で RI が経費を支払うこの役員の

近親者の合計は 20人までとする。 

 次年度に就任する会長エレクトの近親者。ただし、1 年目は会長エレクト

として、2 年目は会長として出席する 2 年連続の国際大会で RI が経費を

支払うこの役員の近親者の合計は 20 人までとする（2016 年 9 月理事会会

合、決定 26号）。 
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出典：2007年 11月理事会会合、決定 87号。2008年 11月理事会会合、決定 29号、2012年 1月理事会会合、

決定 201号、2016年 9月理事会会合、決定 26号により改正 

 

57.100.5.  国際大会の予算で賄われない大会経費 

国際ロータリー年次大会予算によって賄われない以下の国際大会経費は、国際ロ

ータリーまたはロータリー財団の適切な予算によって賄われるものとする。 

 

a） 国際研究会 

b） 大会議事録の作成 

c） ロータリー財団の大会前行事（経費はロータリー財団の予算で賄われる） 

d） 国際大会の投票および信任状の手続 

e） プレスセンターおよび報道関係 

f） 青少年交換大会前会議の経費 

g） ローターアクト大会前会議の経費（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 
 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号。2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1 月理事会会

合、決定 201 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 227 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 70 号により改正。

2000年 8月理事会会合、決定 89号も参照のこと 

 

 

57.110.  プログラムの内容 

プログラムの内容と国際大会講演者の選定では、世界的な広報的価値のほか、主題の実

用性、およびクラブ活動や RI の目標との関係性が考慮されるべきである（2012 年 1 月

理事会会合、決定 201号）。 
 

出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 169 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2012 年 1 月理事会会合、決定

201号により改正 

 

57.110.1.  本会議 

すべての本会議は、ロータリー章典第 57.010.節に明記されている目的を達成す

るよう指示されるべきである。講演者はロータリーに精通し、ロータリーに関連

した話題について話すべきである。主な講演者、ロータリアンではない講演者に

は、話題をロータリーに関連付けるよう伝えておくべきである。本会議における

プレゼンテーションは、RI 戦略計画と一貫性のあるものとする。大会を推進す

る目的で、講演者は可能な限り早く、理想的には国際大会の 1 年前までに確保す

べきである（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 
 

出典：1977年 5～6月理事会会合、決定 362 号。1999年 11月理事会会合、決定 197号、2007年 11 月理事会

会合、決定 87号、2011年 1月理事会会合、決定 127号により改正 

 

57.110.2.  プログラムの要素 

 

a) ロータリー財団についてのワークショップ 

ロータリー財団についてのワークショップが、国際大会の期間中に開催されるも

のとする。    

 

b) 投票委員会の報告 
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国際大会における投票委員会からの報告は、要約形式で行うものとする。同委員

会委員長は、この要約報告が行われる本会議直後に詳細な報告書が入手可能とな

る旨を、報告の際に伝えるものとする。  

 

c）クラブ会長エレクトのワークショップと会員増強ワークショップ 

各RI国際大会では、会長エレクトのためのワークショップと会員増強に関するワ

ークショップを提供するものとし、RI国際大会への出席に伴うこれらの恩典をロ

ータリー年度の早い時期から実践できるようにする（2012年1月理事会会合、決

定201号）。 
 
出典：1979 年 11 月理事会会合、決定 232 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2012 年 1 月理事会会

合、決定 201号 

 

57.110.3.    その他の活動 

 

a）  ローターアクト大会前会議 

年次ローターアクト大会前会議は、国際大会の正式なプログラムの一部であり、

国際大会開会前の金曜日と土曜日に終日開催されるべきである。大会前会議は、

国際大会の運営と手続きに関する RI の方針に従って行われるものとする。大会

前会議には、地区ローターアクト代表の研修セッションが別個に盛り込まれるも

のとする。事務総長は、この会議に職員の支援を提供するよう要請されている。

プログラムは RI によって手配、実施されるものとし、ローターアクト・インタ

ーアクト委員会の選んだ問題に関する討論が盛り込まれるべきである（2017 年 6

月理事会会合、決定 176号）。 

 
出典：  1988年 5月理事会会合、決定 391号、2002年 11月理事会会合、決定 112号、2005年 3月理事会会

合、決定 214号、2010年 6月理事会会合、決定 214号、2017年 1月理事会会合、決定 87号、2017年 6月理

事会会合、決定 176号 

 

b）  青少年交換役員大会会議 

年次青少年交換役員大会前会議は、国際大会の正式なプログラムの一部であり、

国際大会開会前の金曜日と土曜日に終日開催されるべきである。大会前会議は、

国際大会の運営と手続きに関する RI の方針に従って行われるものとする。事務

総長は、この会議に職員の支援を提供するよう要請されている。プログラムは

RI によって手配、実施されるものとし、青少年交換委員会の選んだ問題に関す

る討論が盛り込まれるべきである（2017年 6月理事会会合、決定 176号）。 

 
出典：  1976年 6月理事会会合、決定 50号、1990年 11月理事会会合、決定 91号。2017年 1月理事会会合、

決定 87号、2017年 6月理事会会合、決定 176号により改正 

 

c）   非公式関連行事 

非公式関連行事（UAE）を、ホスト行事と並行して開催することができる。 

 

会長は、国際大会において相当量の責務をこなさなければならないため、非公式

関連行事への出席は期待されないものとする。会長は、このような行事に現職の

理事を代理として派遣することができる（2008年 6月理事会会合、決定 227号）。 
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出典：1990年 11月理事会会合、決定 88号。2008年 1月理事会会合、決定 167号、2008年 6月理事会会合、

決定 227号により改正 

 

d）   ロータリー親睦活動 

第 42.020.節参照 

 

57.110.4.  同時通訳 

RIの公用語は英語であるが、国際大会委員会は、ロータリーの言語のうち 5カ国

語、すなわちフランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、さらに

大会開催国にふさわしいそのほかの言語で同時通訳を提供するものとする。国際

大会委員会が、まず通訳を提供する言語を決定するものとし、これが最終予算の

提案に含まれるべきである。国際大会委員会はまた、12 月の登録締切日までの

登録者数から、同時通訳を新たに追加するのが妥当とみなされる場合には、RI

のスペースと予算の許す限りで、同時通訳を提供することができる。 

 

国際大会の付随会合における同時通訳の提供および印刷物の翻訳については、事

務総長が国際大会委員長と相談した上で、事務総長からの推薦を基に、RI 会長

が決定するものとする。この推薦は、国際大会の開催地と言語別の事前登録者数

に基づいて行われる。付随会合とは、大会前後の公式会議と定義されるが、これ

に国際研究会は含まれない（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号。2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2007 年 11 月理事会会

合、決定 87号、2008年 11月理事会会合、決定 83号、2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

57.110.5.  国際大会の展示スペース 

下に詳述された中心的グループには、国際大会にてブーススペースが提供される。 

 

a.  クラブと地区のプロジェクトの展示：模範的なプロジェクトを展示するため

の特別エリアが提供される。ただし、このエリアで資金的な支援を求めたり、製

品や商品を販売することは認められない。 

 

b.  世界ネットワーク活動グループ 

第 42.010.節および第 42.020.節を参照のこと。 

 

c.  ロータリー徽章入り商品の免許取得業者 

 

d.  事務局業務：RI とロータリー財団のプログラムや強調事項に関する資料およ

び情報を提供するため、RI事務局にブーススペースが割り当てられる。 

 

e.  一般業務：国際大会出席者へのサービスを提供するよう RI から要請されたか、

または国際大会の展示スペースの特別利用許可を受け、RI と同意または契約を

結んだ業者あるいは団体には、適当な展示エリアを提供することができる。 

 

f.  ロータリー以外の団体 
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第 57.110.6.項参照（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 89 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 190 号。1999 年 11 月理事会会

合、決定 197号、2006年 11月理事会会合、決定 35号、2007年 11月理事会会合、決定 87号、2012年 1月理

事会会合、決定 201号により改正 

 

57.110.6.  国際大会におけるロータリー以外の団体の展示のための指針 

RI は、国際大会において、ロータリーの奉仕プロジェクト、親睦活動、および

公式免許取得業者の商品を展示するスペースを提供する。RI はまた、以下の条

件の下、スペースのある限り、RI／ロータリー財団のパートナー、国連機関、そ

の他の主要国際団体に国際大会で展示を行う機会を提供する。 

 

a）  RI／ロータリー財団とそのパートナーの団体が締結した合意に、展示の機会

が含まれていること。 

 

b）  その団体の展示が募金あるいはその場での販売活動を含まないこと。 

 

戦略パートナーが優先されるものとする。ロータリークラブまたは地区と直接提

携しているプロジェクトパートナーは、クラブ・地区プロジェクト展示のスペー

スの使用を申請することができる。RI 国際大会で展示を行う団体は、RI 商品の

RI 免許取得業者に請求される賃貸料の 50 パーセントを、提供されたスペースの

賃貸料として支払うものとする。この方針は、スペースのある限り、RI 会長主

催会議においても適用されるものとする。 

 

RI／ロータリー財団のパートナー、国連機関、および RI と正式な協力関係にあ

るその他の重要な国際団体で、ブースのスペースを購入した団体には、ブースあ

たり最高 6 人分の登録バッジが無料で提供される。このバッジの着用者は、他の

有料登録者と同じようにすべての大会行事会場への入場が許可される。これらの

団体からの代表者がロータリアンである場合には、大会に登録し、理事会が定め

た該当する大会登録料を支払うものとする（2012 年 1 月理事会会合、決定 201

号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 404号、2006年 11月理事会会合、決定 93号。2004年 2月理事会会合、

決定 190号、2007年 11月理事会会合、決定 87号、2009年 1月理事会会合、決定 132号、2011年 5月理事会

会合、決定 206号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

 

57.110.7.  資料における言語支援 

国際大会プログラム冊子および交通案内は、英語、フランス語、日本語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語にて提供されるものとする。 

 

国際大会のその他の出版物はすべて英語で提供され、他言語の提供は、予想出席

数に応じて判断される。その他の言語のプログラム冊子については、その言語グ

ループの事前登録者数が、事前登録をした国際大会出席者数全体の 5 パーセント

以上であり、それに伴う追加経費が予算制限内であれば提供されるものとする。   
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国際大会の開催地および言語別出席者数に応じて、事務総長が国際大会委員長と

相談した上で、事務総長からの推薦を基に、RI 会長がその他の言語による国際

大会の印刷物または出版物の提供を決定する（2007 年 11 月理事会会合、決定 87

号）。 

 
出典：2002年 11月理事会会合、決定 112号。2007年 11月理事会会合、決定 87号により改正 

 

57.110.8.  正式な紹介 

現任および次期理事会メンバーは、それぞれの配偶者とともに、RI 国際大会に

おいて紹介されるものとする。元会長は、それぞれの配偶者とともに、各 RI 国

際大会の本会議の一つにおいて紹介されるものとする。ロータリー財団の現・次

期管理委員は、それぞれの配偶者とともに、各 RI 国際大会の本会議の一つにお

いて紹介されるものとする（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2005年 11月理事会会合、決定 94号。2007年 2月理事会会合、決定 166号、2012年 1月理事会会合、

決定 201号により改正 

 

 

 

57.110.9.  指定席 

国際大会本会議における指定席は、理事会が承認した席次（ロータリー章典、第

26.060節および第 61.040節）に従い用意される。指定席は慣習として、指定席に

座る権利のあるロータリアンの各近親にも提供されるが、投票代議員はこの限り

ではない。 

 

常設指定席を除き、各セッション開始 5 分前までに使用されていない指定席は、

一般席として開放される。常設指定席は以下の参加者のために用意される。 

 

 RI会長、会長エレクト、会長ノミニー、および配偶者と家族 

 RI元、現、次期理事、および配偶者またはゲスト 

 元、現、次期管理委員、および配偶者またはゲスト 

 RI元会長、および配偶者またはゲスト 

 元、現事務総長、および配偶者またはゲスト 

 RI 会長、会長エレクト、会長ノミニーの各エイド、および配偶者またはゲス

ト 

 RIの故中央役員の配偶者とゲスト 

 RIBI役員、および配偶者またはゲスト 

 国際大会委員会委員、および配偶者またはゲスト 

 会場監督主任、および配偶者またはゲスト 

 次年度以降の国際大会委員会委員、および配偶者またはゲスト 

 国際大会推進委員会委員、および配偶者またはゲスト 

 アーチ C.クランフ・ソサエティの会員 

 レベル 4の大口寄付者 

 プレス証を持った外部またはロータリーのメディア関係者 
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 RI 会長、国際大会委員会委員長、または会場監督主任が適切であると考えた、

上記以外の人物 

 

国際大会において、地区ガバナー、ガバナーエレクト、パストガバナー、RI お

よびロータリー財団の委員会委員、アドバイザー、代表、研修リーダー、グルー

プおよび地域リーダー（ロータリーコーディネーター、ロータリー公共イメージ

コーディネーター、ロータリー財団地域コーディネーターを含む）には、グルー

プ指定席が提供されない。国際大会において、適切な本会議で、投票代議員に指

定席が提供される（2013年 10月理事会会合、決定 53号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 87号。2010年 11月理事会会合、決定 38号、2011年 5月理事会会合、

決定 182号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2013年 10月理事会会合、決定 53号により改正 

 

 

引照 
 

35.040.3.  行事に特定したロータリー標章の使用 

35.050.1.  商品に付帯するロータリー標章の正確な複製 

41.040.4.  国際大会におけるローターアクター 

 

 

57.120.  公式参加者とその配偶者の役割 

公式参加者は、指定された国際大会行事において RI またはロータリー財団の公式な立

場を代表し、本会議、ワークショップ、フォーラム、および指定された場合は講演者、

モデレーター、パネリストとして参加し、国際研究会、青少年交換役員会議、ローター

アクト会議をはじめそのほかに承認された大会前会議に参加し、RI 昼食会、晩餐会、

その他の社交行事に参加し、国際大会中に会合が開かれた場合はこれに出席し、会長、

会長エレクト、管理委員長、理事会が割り当てたその他の責務を果たす。 

 

国際大会における公式参加者の配偶者は、国際大会の本会議、正式な昼食会と晩餐会、

RI プログラムや活動に関する討論ワークショップやフォーラム、国際研究会に参加す

るものとする（2015年 5月理事会会合、決定 166号）。 

 
出典：1994年 11月理事会会合、決定 97号。2004年 2月理事会会合、決定 190号、2007年 11月理事会会合、決定 87

号、2015年 5月理事会会合、決定 166号により改正 
 

57.120.1.  国際大会におけるクラブ代議員としての理事会メンバー 

原則として理事会のメンバーは、国際大会においてクラブの代議員を務めること

により、国際大会における追加的かつ独立した意見や貢献を奪ったり、資格を有

するほかのロータリアンからこの役を務める特権を奪うべきではない（1998 年 6

月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1959年 1月理事会会合、決定 94号 

 

 

57.130.  国際大会に関する事務総長の役割 
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国際大会委員会が任命されるまでは、事務総長が、国際大会に関する全事項について会

長と RI 理事会へのリエゾン（連絡窓口）となり、ホスト組織およびホスト都市自治体当

局とのリエゾンとしての役割を務める。この期間、事務総長は、ホスト組織への代表連

絡担当者となる。 

 

国際大会の開催都市を理事会が決定した後、できるだけ早く、事務総長は、選定された

都市に赴き、予想出席者の宿泊を確保するために団体用のホテル客室を十分数まとめて

押さえるべく、ホスト組織と市当局あるいは民間業者と緊密に協力しながら、RI の契

約交渉を行うものとする。事務総長は、ホスト組織の理事会と会合し、国際大会のすべ

ての計画について慎重に検討するものとする。 

 

国際大会のための責務を遂行するに当たり、事務総長は、国際大会およびそれに付随す

る会合の関するすべての手配、プログラム面、運営面の任務の責任者となる。責務の詳

細は、「国際大会要覧」に記載されている（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 289号、2012年 1月理事会会合、決定 201号 

 

 

 

 

 

57.140.  国際大会後の活動 

 

57.140.1.  国際大会議事録 

国際大会議事録は、大会議事の記録、事務総長の年次報告、財務長の年次報告、

ロータリー財団管理委員会の報告を含むものとする。 

 

国際大会議事録は電子版を入手できるものとする。無料の冊子は、要請があれば、

ガバナー、ガバナーエレクト、現職および元 RI役員、現職の RI 委員会委員にの

み送られるものとする。 

 

国際大会議事録はすべての本会議のビデオとともに RI 資料室に保管するものと

する（2012年 5月理事会会合、決定 244号）。 

 
出典：1964年 1 月理事会会合、決定 137号。1987年 5～6月理事会会合、決定 394号、2012年 1月理事会会

合、決定 227 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号により改正。2000 年 8 月理事会会合、決定 89 号も参

照のこと 

 

57.150.  国際大会に関するその他の事項 

 

57.150.1.  RI国際大会における協賛の募集 

RI 理事会は、RI とホスト組織の両者が、RI 国際大会における協賛を募集するこ

とを許可している。ただしこれは、既存の理事会方針、「RI 会合、行事、プロ

ジェクト、プログラムの協賛に関する指針（章典 36.010.）」、「協賛者および

協力団体によるロータリー標章の使用に関する RI とロータリー財団の指針（章
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典 33.030.15.）」、「ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー

組織のための他団体との交流の指針（章典 44.020.）」、および「RI 国際大会要

覧」に準じ、個々の事例に応じて、RI 会長と相談した上で事務総長が承認する

ことを前提とする（2017年 9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 86号。2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

57.150.2.  国際大会ロゴ 

国際大会ロゴにはほかの組織のトレードマークを含まないものとする。各大会で

承認される公式ロゴは 1 つのみとする。承認された国際大会ロゴのいかなるバリ

エーションも、個々の事例ごとに、国際大会開催年度の RI 会長により承認され

なければならない（2009年 1月理事会会合、決定 164号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 289号。2007年 11月理事会会合、決定 87号、2009年 1月理事会会合、

決定 164号により改正 
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第 58 条  国際協議会 

 

58.010.  指針および最低基準 

58.020.  日程の計画 

58.030.  国際協議会委員会 

58.040.  出席と参加者の責務 

58.050.  研修、プログラム、セッション 

58.060.  出版物 

58.070.  財務 

 

 

58.010.  指針および最低基準 

事務総長は、国際協議会に関する現行の RI 方針と手続に基づき、国際協議会の要覧を

維持するものとする。   

 

事務総長は、国際協議会の要覧を毎年見直し、必要であれば、理事会に改訂案を提出す

る。   

 

事務総長は国際大会の要覧を必要に応じて改訂する権限が与えられている。ただし、す

べての変更案が施行１カ月前に理事会に配布され検討に付され、理事により異議申し立

てのあった変更案については次回の理事会会合で検討される場合に限る。 

 

状況によっては、事務総長が、これらの基準と異なる基準を許可できるものと理解され

ている（2013年 1月理事会会合、決定 140号）。 

 
出典：1987年 11月理事会会合、決定 76号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2007年 6月理事会会合、決定 290

号、2012年 1月理事会会合、決定 201号、2013年 1月理事会会合、決定 140号により改正 

 

 

58.020.  日程の計画 

事務総長は、将来の国際協議会に先立つ少なくとも 5 年前に、適切な会場で日程の予約

を行うことが求められている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 193号  
 

 

58.030.  国際協議会委員会 

会長は、国際協議会の計画と全体的な運営を援助するために、会長エレクトによって選

ばれたメンバーを、年次の国際協議会委員会として任命するものとする（2000年 5月理

事会会合、決定 412号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 106号。2000年 5月理事会会合、決定 412号により改正 
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58.040.  出席と参加者の責務 

 

58.040.1.  出席に関する指針 

国際協議会は特別な目的を持つ会合である。従って、出席は参加者の義務である。

参加者はその配偶者／パートナーを同伴するよう奨励されている。会長エレクト

は、参加者とその配偶者／パートナー以外で、協議会出席への特別な要請が提出

された人が、指定参加者に同伴できるかどうかを決定する権限がある（2018 年 4

月理事会会合、決定 155号）。 

 
出典：1975年 1 月理事会会合、決定 96号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2004年 2月理事会会合、

決定 189号、2004年 6月理事会会合、決定 236号、2018年 4月理事会会合、決定 155号により改正。2003年

10月理事会会合、決定 61号により確認 

 

58.040.2.  一般責務の分担 

国際協議会において以下の RI ボランティアのリーダーが務める役割と責務の詳

細は、「国際協議会要覧」に記載されている。 

 

 理事 

 理事エレクト 

 元会長 

 国際協議会モデレーター 

 国際協議会モデレーター補佐 

 会場監督主任 

 会場監督とその配偶者 

 応急処置担当役員 

 以下のロータリアンの配偶者：会長、会長エレクト、会長ノミニー、理事、

理事エレクト、ロータリー財団管理委員および次期管理委員、RIBI 副会長、

RIBI副会長エレクト、元会長、RI研修リーダー 

 研修リーダー 

 研修リーダーセミナーの研修者（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2012年 1月理事会会合、決定 201号 

 

58.040.3.  国際協議会における会場監督任命の交替予定 

国際協議会における会場監督の任命は以下の指針に従って交替制とする。 

 

協議会における会場監督主任は、直前の協議会のために任命された会場監督の一

人とする（2003年 5月理事会会合、決定 390号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 405号。2003年 5月理事会会合、決定 390号により改正 

 

58.040.4.  会長および会長エレクトの議長としての任務 

会長および会長エレクトは、国際協議会の各本会議において議長の役割を分かち

合うことで、国際協議会の重要性に対する自らの献身を示すものとする。ただし、
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会長エレクトは、国際協議会における本会議と主要活動のために追加の議長を任

命することができる（2000年 5月理事会会合、決定 412号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 107号、1991年 7月理事会会合、決定 40号、1999年 8月理事会会合、

決定 72号。2000年 5月理事会会合、決定 412号により改正 

 

58.040.5.  委員長としての会長エレクト 

会長エレクトは、国際協議会委員会、および国際協議会の計画、企画、準備、運

営を担当するそのほかすべての委員会やグループの委員長を務めるものとする

（2000年 5月理事会会合、決定 412号）。 
 

出典：1991年 7月理事会会合、決定 40号。2000年 5月理事会会合、決定 412号により改正。規定審議会 98-

120も参照のこと  
 

58.040.6.  協議会モデレーターの任命 

いかなる年度の国際協議会モデレーターも、国際協議会の開催年度に会長エレク

トとなる会長ノミニーによって任命されるものとする（2000年 5月理事会会合、

決定 412号）。 
 

出典：1998年 10月理事会会合、決定 104号。2000年 5月理事会会合、決定 412号により改正 

 

58.040.7.  協議会におけるリーダーの選定基準 

毎年、いくつかのリーダーの役割を務める人が会長エレクトによって選出される。

以下の役割に必要な資格は「国際協議会要覧」に明記されている。 

 国際協議会モデレーター 

 国際協議会モデレーター補佐 

 会場監督主任 

 会場監督とその配偶者 

 応急処置担当役員 

 研修リーダー（会長およびモデレーターと相談の上） 

 研修リーダーセミナーの研修者（モデレーターと相談の上） 

（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 
 

出典：2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

58.040.8.  配偶者討論セッションのリーダー 

配偶者討論セッションの実施に先立ち、このセッションを率いる配偶者はセッシ

ョンの進行について適切なオリエンテーションを受けるべきである（1998年 6月

理事会会合、決定 348号）。 
 

出典：1996年 6月理事会会合、決定 306号（4） 
 

58.040.9.  事務総長の役割 

事務総長は、国際協議会の責務を果たすにあたり、国際協議会、研修リーダーセ

ミナー、そのほか承認された付随会合に関するすべての手配、プログラム面、運
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営面の任務の責任者となる。責務の詳細は、「国際協議会要覧」に記載されてい

る（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：2006年 2月理事会会合、決定 171号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

58.040.10.  協議会への子供の出席 

国際協議会の目的は、ロータリー教育、管理運営の義務の指導、士気の鼓舞、イ

ンスピレーションをガバナーエレクトに提供することである。ガバナーエレクト

の未成年の子供（18 歳未満）による国際協議会への出席は、ロータリーが経費

を負担することなく認められ、その親もしくは法的保護者による世話と監視、ま

たはその親もしくは法的保護者の指示により別の成人が行う監視の下でなくては

ならない。その親または法的保護者が指定する世話係は、国際協議会の公式な参

加者にはなれない。 

 

子供とその世話係は、ガバナーエレクトが食事プランに登録し、スペースの空き

状況に応じてチケットが販売されるチケット制の食事会ではチケットを購入する

か、またはそのいずれか一方なら、食事会（グループでの食事、チケット制食事

会）に出席できる。子供は本会議には出席できるが、分科会には出席できない

（2018年 1月理事会会合、決定 105号）。 
 

出典：2018年 1月理事会会合、決定 105号 

 

58.040.11.  地域雑誌編集者 

国際ロータリー地域雑誌の編集者は国際協議会の公式参加者とみなされ、RI が

経費を負担することなく、本会議、適切な昼食会と晩餐会、レセプション、その

他の社交行事にオブザーバーとして出席する権利を有する（2003年 2月理事会会

合、決定 194号）。 

 
出典：1995年 6月理事会会合、決定 274号 
 

58.040.12.  国際協議会におけるオブザーバー 

現職およびパストガバナーとそのゲストならびに参加者の近親は、RI が経費を

負担することなく、国際協議会の出席登録が許可されるものとする。オブザーバ

ー登録により、空席がある場合、本会議に出席することが許可される。オブザー

バーは、空席があれば、晩餐会全般とチケット制食事行事のチケットを購入する

ことが許されるものとする。オブザーバーは分科会への出席は許されない。地区

ガバナーエレクトの 18 歳未満の子供が本会議、晩餐会、またはチケット制食事

行事に世話係の監視の下出席することが期待される場合、その世話係も登録が必

要であり、適切な食事プランとチケットが購入されていなければならない。 

 

要請があれば、地区ガバナーエレクトの子供とその世話係の宿泊先を優先的に国

際協議会と同じホテルにとるが、隣室、同じ階の客室、または同じカテゴリーの

客室に割り振られるという保証はない。RI が予約したホテルの客室が埋まった

場合、地区ガバナーエレクトは家族のために別の宿泊先を探すことができるが、

地区ガバナーエレクトとその配偶者／パートナーは公式参加者として国際協議会
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が開催されるホテルに宿泊することが求められる。必要であれば、RI 職員が力

を貸して近隣のホテルを提案する。 

 

事務総長は、事務総長自身の判断で満席に至ったと判断するまで、上記の通り定

義されるオブザーバーの登録を許可するものとする。登録料は毎年事務総長が決

定し、オブザーバーの参加によって行事に対する収益の増減が生じないようにす

る（2018年 4月理事会会合、決定 155号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 219号。2013年 1月理事会会合、決定 155号、2018年 4月理事会会合、

決定 155号により改正 

 

引照 

 

61.010.   会場監督の手引き 

 

 

58.050.  研修、プログラム、セッション 

教育的および情報提供のプログラムは、国際協議会モデレーターの推薦に基づき、会長

エレクトの承認を受けるものとする。本会議におけるプレゼンテーションは、RI 戦略

計画と一貫性のあるものとする。（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 40 号。2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 127

号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

58.050.1.  推奨されている協議会プログラムの内容 

理事会は、5 日間の研修日程で扱われる推奨プログラムの内容を採択した。推奨

される主題は以下の通りである。 

 

a)  会長エレクトのメッセージ 

b)  ロータリーの価値観（職業奉仕を含む） 

c)  会員増強 

d)  ロータリー財団 

e)  公共イメージ 

f)  プロジェクトと奉仕 

g)  ロータリー管理運営上の要件 

 

以下の主題は必須である。 

 

a)  青少年の保護（2017年9月理事会会合、決定51号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 301号、1999年 7月理事会会合、決定 29号、1999年 11月理事会会合、

決定 213号、2004 年 11月理事会会合、決定 108号。2005年 3月理事会会合、決定 178号、2008年 6月理事

会会合、決定 255号、2011年 9月理事会会合、決定 34号、2012年 5月理事会会合、決定 298号、2013年 10

月理事会会合、決定 57 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 51 号により

改正 
 

58.050.2.  同時通訳／言語支援 
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国際協議会は主に英語で実施され、本会議中は中国語、フランス語、イタリア語、

日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語による同時通訳が提供されるものと

する。国際協議会での討論セッションは、英語、フランス語、日本語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語で行われる（2015年 1月理事会会合、決定 142号）。 

 
出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 103 号。2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2006 年 6 月理事会会

合、決定 254号、2015年 1月理事会会合、決定 142号により改正 

 

58.050.3.  配偶者プログラム 

理事会は、国際協議会でガバナーエレクトの配偶者に情報を提供するプログラム

を含めるよう推奨している。この配偶者プログラムは、ガバナーエレクト向けに

立案されたプログラムと同様の内容を扱う補完的なものとなるが、さまざまな程

度のロータリーの知識や経験をもった参加者に配慮して調整が加えられるべきで

ある。 

 

配偶者プログラムの進行役を認証するためのピンが開発されている（2013年 1月

理事会会合、決定 140号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 82号、2012年 10月理事会会合、決定 100号 

 

58.050.4.  ガバナーエレクトのセッションの参加者 

ガバナーエレクトの討論セッションへの参加は、研修リーダー、ガバナーエレク

ト、指定された事務局職員に限定される。配偶者あるいはその他の人はすべて、

会長エレクトの書面による明確な同意を得ない限り、セッションに入ることはで

きない（2012年 1月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 306号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2004年 2月理事会会合、

決定 189号、2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

58.050.5.  正式な紹介 

以下の人は、本会議の一つにおいて、一人ひとり紹介されるものとする。 

 

現任および次期理事会メンバーとその配偶者 

元会長とその配偶者 

現任および次期ロータリー財団管理委員とその配偶者（2012年 1月理事会会合、

決定 201号）。 

 
出典：2005年 11月理事会会合、決定 94号。2012年 1月理事会会合、決定 201号により改正 

 

引照 

 

35.030.7.  国際協議会における RIの免許制度に関するロータリアンの教育 

 

58.060.  出版物 

 

58.060.1.    ガバナーエレクトに提供される協議会資料 
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協議会のすべての出版物および資料は、英語、フランス語、日本語、韓国語、ス

ペイン語、ポルトガル語で、国際協議会にてガバナーエレクトに提供されるもの

とする。特定の内容に関する資料は、イタリア語でもガバナーエレクトに提供さ

れる。すべての出版物は、事前に協議会モデレーターの承認と会長エレクトの同

意を得ていなければならない（2006年 6月理事会会合、決定 254号）。 

 
出典：1991年 7 月理事会会合、決定 40号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2006年 6月理事会会合、

決定 254号により改正 

 

 

58.070.  財務 

 

58.070.1.  RIとロータリー財団によって経費が支払われる国際協議会への出席 

RI またはロータリー財団は、旅行と経費に関する RI の方針に従い、以下に定義

される公式参加者の国際協議会の経費を支払うものとする。 

 

1.  RIによって経費が支払われる国際協議会の公式参加者 

 

a) 会長とその配偶者 

b) 会長のエイドとその配偶者 

c) 会長エレクトとその配偶者 

d) 会長エレクトのエイドとその配偶者 

e) 会長ノミニーとその配偶者 

f) 会長ノミニーのエイドとその配偶者 

g) 理事とその配偶者 

h) 理事エレクトとその配偶者 

i) 事務総長とその配偶者 

 

k) ガバナーエレクトとその配偶者 

l) モデレーターとその配偶者 

m) モデレーター補佐とその配偶者 

n) 研修者 

o) 研修リーダーとその配偶者 

p) RI地区編成委員 

q) ソングリーダーとその配偶者* 

r) 応急処置担当役員 

s) 伴奏者とその配偶者* 

t) 会場監督とその配偶者（会場監督主任を含む） 

u) 国際大会委員長とその配偶者（次回および次々回の国際大会） 

v) 事務総長が会長および会長エレクトと相談の上、必要とみなされる事務局

職員 

w) 上記以外で、協議会のプログラムに参加するよう会長エレクトから指定さ

れた人 
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x) 公式参加者として配偶者に代わり補助的な役割を果たすために参加するよ

う会長エレクトから承認を受けた人 

 

*真に国際ロータリーの業務目的を果たすため、国際協議会において特定の役割

をもつ配偶者に限る。 

 

2.  ロータリー財団によって経費が支払われる国際協議会の公式参加者 

 

a) 管理委員および次期管理委員とその配偶者 

b) 管理委員長および管理委員長エレクトのエイドとその配偶者 

c) インターナショナル・ポリオプラス委員会委員長 

d) 事務総長が会長および会長エレクトと相談の上、必要とみなされる事務局

職員 

 

3.  国際ロータリーまたはロータリー財団が経費を支払うことなく、公式参加者

として正式に出席が認められている参加者 

 

a) 理事ノミニーとその配偶者 

b) RIBI審議会の役員および役員ノミニーとその配偶者 

c) 国際ロータリーとロータリー財団の委員会の委員長とその配偶者 

d) 元 RI会長とその配偶者 

e)   元事務総長とその配偶者 

f)   RI会長経験のない元管理委員長とその配偶者 

g) 国際大会ホスト組織委員長と一部のホスト組織委員（現会計年度および次

会計年度） 

h) 地域雑誌編集者 

i) 元 RI中央役員（オブザーバーとして） 

j) 現職および過去の RI役員（オブザーバーとして） 

k) 会長エレクトが協議会会場のスペース割り当てを承認した展示の出展者 

l) 上記以外で、協議会のプログラムに参加するよう会長エレクトから指定さ

れた人（2018年 6月理事会会合、決定 187号） 

 
出典：1947年 5～6月理事会会合、決定 285号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2007年 6月理事会会

合、決定 290号、2008年 11月理事会会合、決定 29号、2009年 6月理事会会合、決定 254号、2011年 1月

理事会会合、決定 137号、2011年 1月理事会会合、決定 147号、2014年 5月理事会会合、決定 113号、

2016年 9月理事会会合、決定 26号、2018年 1月理事会会合、決定 71号、2018年 6月理事会会合、決定

187号により改正 

 

58.070.2.  外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 

外貨規制のある国から国際協議会に出席するガバナーエレクトのすべての経費は、

実際的な範囲内で、RI の所定の資金から支払われるものとする（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1968年 1月理事会会合、決定 177号 
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58.070.3.  2期目を務めるガバナーへの支払い 

ガバナー職の空席を補充するために選出されたパストガバナーは、RI の費用で、

最も費用効果の高い場所において 1 日ないし 2 日間、集中研修を受けるものとす

る。 

 

2 期目に選出されたパストガバナーは、会長エレクトの承認があった場合にのみ、

RIの経費で、配偶者とともに再び国際協議会に招かれるものとする。 

 

一時的に、または任期を完了するべくガバナーとして選出されたパストガバナー

は、事務局職員から強力な支援を受けるものとする（2011年 1月理事会会合、決

定 149号）。 

 
出典：1988年 5月理事会会合、決定 377号。2004年 2月理事会会合、決定 189号、2011年 1月理事会会合、

決定 149号により改正。1998年 7月理事会会合、決定 47号により確認 
 

58.070.4.  ガバナーエレクト配偶者の経費の支払い 

RI は、国際協議会に出席することを選択したガバナーエレクト配偶者のすべて

の経費を支払う。ただし、会長エレクトから特別に免除された場合を除き、出席

必須のセッションすべてに出席することが条件である（2004年 2月理事会会合、

決定 189号）。 

 
出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 73号。規定審議会 98-222。2000 年 5月理事会会合、決定 412 号、2004

年 2月理事会会合、決定 189号により改正 
 

58.070.5.  国際協議会における会場監督の経費 

国際協議会における会場監督の経費は、旅行と経費に関する RI の方針に従い RI

が支払うべきである。 

 

国際協議会予算は以下の経費を含むものとする。 

 

a）  会場監督主任 1名とその配偶者 

b）  会場監督 8名とその配偶者 

 

経費には、会場監督とその配偶者の協議会会場までの往復交通費、および両者が

会場監督を務めている間の宿泊費、食費、雑費が含まれるものとする。会場監督

主任が任務を務める日程は、国際協議会参加者の主な到着日の 2 日前に始まるべ

きである。会場監督が任務を務める日程は、国際協議会参加者の主な到着日の 1

日前に始まるべきである（2010年 6月理事会会合、決定 231号）。 

 
出典：1979年 5月理事会会合、決定 342号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2001年 6月理事会会合、

決定 405号、2004年 2月理事会会合、決定 189号、2010年 6月理事会会合、決定 231号により改正 

 

58.070.6.  資金の募集 

国際協議会で資金を懇請することが唯一認められているのは、ロータリー財団で

ある（2007年 6月理事会会合、決定 290号）。 
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出典：1994年 11月理事会会合、決定 96号。2007年 6月理事会会合、決定 290号により改正 
 

58.070.7.  RIによる国際協議会参加者の経費の支払い 

国際協議会に出席する指定公式参加者やその他の人々の経費の支払いは、会長エ

レクトが例外を特別に許可した場合を除き、協議会の全会期中出席することを原

則としてのみ許可される（2007年 6月理事会会合、決定 290号）。 
 

出典：1998年 7 月理事会会合、決定 47号。2000年 5月理事会会合、決定 412号、2007年 6月理事会会合、

決定 290号により改正 
 

58.070.8.  国際協議会予算に関する会長エレクトの責任 

会長エレクトは、RI 方針に従い、理事会の承認通り、国際協議会の予算に責任

を負うものとする。事務総長は、会長エレクトの指示の下、理事会が定めた予算

限度を超えない範囲で協議会の出費を許可するものとする。国際協議会のための

追加資金の要請はすべて、理事会の承認を得るため、会長エレクトが理事会に提

出するものとする（2000年 5月理事会会合、決定 412号）。 

 
出典：2000年 5月理事会会合、決定 412号 

 

58.070.9.  国際協議会における応急処置担当役員の経費 

国際協議会における応急処置担当役員の経費は、旅行と経費に関する RI 方針に従

い RI が支払うものとする。国際協議会予算は応急処置担当役員 1 名分の経費を含

むものとする。経費には、応急処置担当役員の協議会会場までの往復交通費、宿

泊費、食費、雑費が含まれるものとする（2004年2月理事会会合、決定189号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 405号。2004年 2月理事会会合、決定 189号により改正 

 

58.070.10.  国際協議会におけるオブザーバー 

国際ロータリーまたはロータリー財団が経費を支払うことなくオブザーバーとし

て国際協議会に参加する公式参加者は、参加者の出席に関わる管理運営費を賄う

ための登録料を支払うものとする。ただし、地域雑誌編集者はこの登録料が免除

される（2007年 6月理事会会合、決定 290号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 290号 
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第 59 条  規定審議会および決議審議会 

 

59.010.  規定審議会の開催地の選定 

59.020.  提出された立法案および決議案 

59.030.  参加者 

59.040.  地区審議会代表議員 

59.050.  会場監督 

59.060.  規定審議会の議事および機能 

59.070.  決議審議会の議事および機能 

59.080.  財務 

59.090.  支援担当職員 

59.100.  審議会後の活動 
 

 

59.010.  規定審議会の開催地の選定 

 

59.010.1.  規定審議会のホテル施設 

すべての参加者を収容するに十分な一軒のホテルが手配されるものとする。会議

場と食事の施設が同じ宿泊施設内にあるべきである（2003年 5月理事会会合、決

定 325号）。 
 

出典：1984年 2月理事会会合、決定 210号。2003年 5月理事会会合、決定 325号により改正 
 

59.010.2.  規定審議会の日時 

理事会は、年次国際大会の日程、主な祝日、適切な会場の空き状況などさまざま

な要素に基づいて、会合の具体的な日時を決定するものとする（2003年 2月理事

会会合、決定 221号）。 
 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号 

 

59.010.3.  開催地の選定 

事務総長は、3 年の規定審議会サイクルの１年目に、現地視察、開催地選定、契

約交渉のすべての手続を完了するよう努めるものとする。会場は、規定審議会開

始の少なくとも 12 カ月前までに契約すべきである（2016 年 9 月理事会会合、決

定 28号）。 
 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

59.020.  提出された立法案および決議案 

 

59.020.1.  提出された立法案および決議案の発行 

英語を審議会の公式言語とし、提案され採択される制定案、声明文、および決議

案は英語で書かれるものとする。事務総長は提出された立法案および決議案を英

語で提供するものとする。審議会に先立って配布される立法案以外の出版物と同



ロータリー章典  ページ 430 

2018年 10月 

 

様、正規とみなされる立法案および決議案については、可能な限り、英語、フラ

ンス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語で発行するものとする。 

 

事務総長は、欠陥があると思われる立法案および決議案、および理事会が RI 細

則 7.037 節、7.050 節、8.060 節、および 8.080 節に準じて審議会へ回付しないこ

とを指示した立法案および決議案を除き、正規の手続きで提出された立法案およ

び決議案を発行するものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：1941 年 1 月理事会会合、決定 101 号、1958 年 6 月理事会会合、決定 38 号。1999 年 2 月

理事会会合、決定 203号、2000年 8月理事会会合、決定 50号、2002年 11月理事会会合、決定 112号、2004

年 11 月理事会会合、決定 58 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 67 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226

号、2009年 6月理事会会合、決定 217号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.020.2.  地区が承認または提案する立法案および決議案の提出期限 

すべての地区は、地区大会終了後 45 日以内に、地区大会または地区立法案検討

会で提案または承認されたすべての立法案または決議案を事務総長に送付するも

のとする。地区はまた、ガバナーが定めた投票用紙の受理期日から 45 日以内に、

郵便投票を通じて提出されるすべての立法案または決議案を事務総長に送付する

ものとする。 

 

RI 細則第 9.010.1.項に規定されている通り、無地区クラブは、クラブを代表する

地区に立法案または決議案を提出し、承認を受けることができる（2016年 9月理

事会会合、決定 28号）。 
 
出典：2006年 2月理事会会合、決定 144号、2008年 6月理事会会合、決定 236号。2013年 6月理事会会合、

決定 196号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.020.3.  クラブによる立法案または決議案の審査 

RI の立法手続の一部として、クラブは、立法案または決議案について話し合う

ために自由に他のクラブと連絡を取ることができる（2016年 9月理事会会合、決

定 28号）。 

 
出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 238号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.020.4.  財務上の影響に関する説明文 

事務総長は、立法案または決議案が採択された場合に相当な財務的影響を与える

と事務総長が考えるすべての案件について、「財務上の影響」に関する説明文を

用意し、この説明文を発行するものとする。「財務上の影響」に関する説明文を

作成するにあたり、事務総長は、この説明文が立法案または決議案の完全な理解

に基づいて起草されるよう、定款細則委員会の会合に適宜出席することを含め、

同委員会と相談すべきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1993年 3月理事会会合、決定 148号、1996年 6月理事会会合、決定 280号、1999年 2月理事会会合、

決定 202号。1999 年 11月理事会会合、決定 201号、2005年 11月理事会会合、決定 67号、2016年 9月理事

会会合、決定 28号により改正 
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59.020.5.  立法案または決議案が RI戦略計画に与える影響 

戦略計画委員会は、関係するあらゆる立法案または決議案を審査し、それらの立

法案または決議案が RI 戦略計画に影響を与える可能性があるかどうかについて、

理事会に助言すべきである。理事会は、立法案または決議案が RI 戦略計画に与

える可能性のある影響について審議会に助言すべきである（2016年 9月理事会会

合、決定 28号）。 

 
出典：2011年 5月理事会会合、決定 188号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.020.6.  前審議会からの立法案または決議案の理事会による審議 

前審議会の指示により理事会が提出する立法案または決議案に関して、理事会は、

このような指示に従ってかかる立法案または決議案を提出していることを明確に

するものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1969年 1月理事会会合、決定 85号。1999年 2月理事会会合、決定 205号、1999年 11月理事会会合、

決定 201号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.020.7.  RI委員会からの立法案および決議案の理事会による審議 

該当する場合、理事会は、案件が RI 委員会より起案されたものであることを表

示することを選択できる。 

 

第 59.020.7.項および第 59.020.8.項の趣旨の下、理事会は、定款細則委員会の委員

あるいは立法案または決議案の起草に関与した現職または元の定款細則委員に立

法案または決議案を発表してもらうことを選択できる（2016年 9月理事会会合、

決定 28号）。 

 
出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 205 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会

合、決定 28号により改正 
 

59.020.8.  理事会の規定審議会諮問委員会 

会長は、立法案および決議案ならびに審議会での役割と責務について、さらに規

定審議会の年度には理事会が検討する賛成と反対の声明についてなど、審議会に

関する事項について理事会に助言する委員会として、毎年 3～5 名の理事を任命

するものとする。さらに、規定審議会の年度に、会長は、審議会に関する事項に

ついて経験豊かなロータリアン 1 名を、審議会手続と審議会での理事会の役割に

ついて理事会を援助するために指名することができる（2016年 9月理事会会合、

決定 28号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。2000 年 11 月理事会会合、決定 127 号、2001 年 6 月理事会会

合、決定 331号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.020.9.  賛成および反対の声明 

クラブ、地区大会、RIBI 審議会または大会、規定審議会、理事会は、規定審議

会に提出された制定案または声明文について声明を出すことができる。このよう

な声明は、立法案に対して賛成や反対、または見解を述べるものであり、500 語

（英語の場合）以内に制限しなければならない。このような声明は、次回規定審
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議会の開始の少なくとも 2 カ月前までに事務総長へ提出された場合、事務総長に

よりその審議会のすべての議員へ回付されるものとする。複数の賛成または反対

の声明がかなり類似している場合、事務総長は最初に受理した声明のみを審議会

に回付するものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 164 号。1999 年 2 月理事会会合、決定 204 号、1999 年 11 月理事会会

合、決定 201号、2009年 11月理事会会合、決定 36号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

 

59.020.10.  専門的知識を要する立法案 

定款細則委員会は、専門的知識を要する「特殊な立法案」と考えられる立法案は

どれかを判断するものとする。理事会は、専門的な性質を持つとみなされる理事

会からの全立法案について、定款細則委員会委員など他の発表者に提議を要請す

るものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 224 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。2005 年 3 月理事会会

合、決定 196号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.020.11.  同種の立法案または決議案 

実質的には同種の立法案または決議案がある場合、理事会は、定款・細則委員会

の助言に基づき、事務総長に対し、代案を審議会に回付し、当該案件の趣旨が代

案と実質的に同種のものである旨を立法案または決議案に記載するよう指示する

ものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 288号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.020.12.  欠陥のある立法案 

定款細則委員会および事務総長は、組織規定文書に根本的または大幅な変更を加

える立法案について、提案者が欠陥のない立法案を作成するよう妥当な努力を行

うまで、必要以上の時間や関心を向けるべきではない（2007年 6月理事会会合、

決定 226号）。 

 
出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 200 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2007 年 6 月理事会会

合、決定 226号により改正 

 

 

59.030.  参加者 

 

59.030.1.  理事会 

理事の主な責務は、理事会のメンバーとしてものである。第 28.005.節を参照の

こと  （1999年 11月理事会会合、決定 201号）。 

 
出典：1959年 1月理事会会合、決定 94号 

 

59.030.2.  審議会役員 
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審議会役員（議長、副議長、議事運営手続の専門家）は、規定審議会の前年度の

1 月に会長エレクトによって発表され、任期の 3 年間または後任者が選出される

まで務めるものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2016 年 9 月理事会会

合、決定 28号により改正 

 

59.030.3.  審議会研修リーダー 

代表議員に一貫性のある研修を提供するため、規定審議会の各会合ために審議会

研修リーダー1名が任命される（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2010年 1月理事会会合、決定 124号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.030.4.  特別議員 

特別議員（任命される場合）は、規定審議会の前年度の 1 月に会長エレクトによ

って発表されるものとし、規定審議会においてのみ務めるものとする。特別議員

は規定審議会の信任状委員会も務めることができる（2016年 9月理事会会合、決

定 28号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 201号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

 

59.040.  地区審議会代表議員 

 

59.040.1.  代表議員の選出 

各地区は、ロータリーの現在の方針、手続、プログラムに精通しており、審議会

に出席できる最も適格なロータリアンを、審議会代表議員に選ぶよう奨励されて

いる。各地区のクラブは自らの意思で代表議員を選ぶ権利を有する一方、審議会

代表議員は、地区内の個人的な評判ではなく、代表議員の規定任務を遂行する能

力に基づいて選ばれるべきであること、さらに、代表議員の役割は、真剣かつ責

任ある立場とみなすべきであり、単にガバナー経験者であればよいというわけで

はないことが強調されている（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 58 号。1997 年 3 月理事会会合、決定 222 号により改正。1967 年 5～6

月、決定 32号、1972年 1月理事会会合、決定 85(b)号、1980年 10～11月理事会会合、決定 75号、1987年 2

月理事会会合、決定 259(b)号、1988 年 2 月理事会会合、決定 235 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号に

より改正 

 

59.040.2.  代表議員の研修 

規定審議会の議事に全面的に参加するため、すべての代表議員は規定審議会へ出

席する前にオンライン研修に参加するものとする。また、すべての地区代表議員

は規定審議会の開催年にゾーン研究会で開催される規定審議会の運営と手続に関

する研修にも出席することが求められる。オンライン研修ならびに研究会での研

修を完了していない代表議員は、規定審議会議長により免除された場合を除いて、

規定審議会に出席するための費用がロータリーから支払われないものとする

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
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出典：2014年 5月理事会会合、決定 126号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

引照 

 

32.040.1.  郵便投票による審議会代表議員の選出 

 

 

59.050.  会場監督 

規定審議会には、会場監督主任に加え、少なくとも 10 名の会場監督がいるべきである。

また、審議会で同時通訳が提供される各言語ごとに、少なくとも 1 名の会場監督がいる

べきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2014 年 5 月理事会会合、決定

128号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

 

引照 

 

61.010.   会場監督の手引き 

 

 

59.060.  規定審議会の議事および機能 

 

59.060.1.  議事スケジュール 

代表議員が自地区のクラブを効果的に代表できなくなるような過度の疲労やその

他の不快な状況下で責務を遂行しなければならない状況が生じないよう、可能な

限り、会合の日時を計画し、維持すべきである（2016 年 9 月理事会会合、決定

28号）。 

 
出典：1982年 5～6月理事会会合、決定 21 号。1999年 11月理事会会合、決定 201号、2016年 9月理事会会

合、決定 28号により改正 

 

59.060.2.  討議の手続 

審議会議長および役員は、重要な問題には規定審議会会議での討議のために十分

な時間が与えられるよう手配すべきである。可能な限り、動議を支持する側と反

対する側が審議会で交互に討議すべきである（2016 年 9 月理事会会合、決定 28

号）。 

 
出典：1987年 2～3月理事会会合、決定 257号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.060.3.  手続規則 

規定審議会の手続規則は、前回の規定審議会にて採択された通り忠実に電子媒体

で発行されるものとし、修正は、審議会による組織規定文書への変更と首尾一貫

したものするために必要な場合のみに限られる。万一、そのような修正が必要な

場合は、その変更箇所についての注釈が含められるべきである。RI 細則の第
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9.140.1項に従って審議会運営委員会が推奨した手続規則は、規定審議会の 2カ月

前に審議会議員に送付されるものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 
出典：1999年 2 月理事会会合、決定 207号、2005年 6月理事会会合、決定 289号、2016年 9月理事会

会合、決定 28号 
 

59.060.4.  規定審議会前のワークショップ 

審議会のリーダーは、規定審議会の開会前に審議会議員のためのワークショップ

を計画するものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 277 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会

合、決定 28号 
 

59.060.5.  親睦活動 

審議会開会前の晩に、審議会議員のための非公式な到着レセプションを開いても

よい。審議会会期中（審議会 2 日目の晩が望ましい）に親睦晩餐会またはレセプ

ションを開いてもよい（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 276号。2010年 6月理事会会合、決定 204号、2016年 9月理事会会合、

決定 28号により改正 

 

59.060.6.  同時通訳／言語支援 

規定審議会は英語で実施され、本会議中は中国語、フランス語、日本語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語による同時通訳が提供されるものとする。事務総長は、

会長の同意を得た上で、その他の言語による同時通訳を提供することを選択して

もよい（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 
 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。2015 年 1 月理事会会

合、決定 142号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.060.7.  地元のロータリアンによる援助 

規定審議会は、ホスト組織の援助を得て運営されるものではない。しかし、審議

会議長および審議会運営委員会は、会場近隣に居住または勤務するロータリアン

からの援助が得られるかどうかを検討するよう奨励されている（2012年 1月理事

会会合、決定 159号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号 

 

59.060.8.  公式参加者の席 

規定審議会において、代表議員は発表者から最も近距離にあるセクションに座席

が指定され、すべての代表議員の座席が確保されてからそのほかの公式参加者の

座席が指定される。審議会議長は、必要に応じ、審議会の座席指定に運営上の適

切な変更を加える権限を有する（2011年 5月理事会会合、決定 182号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 87号。2011年 5月理事会会合、決定 182号により改正 
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59.070.  決議審議会の議事および機能 

可能な限り、代表議員が妥当な期間内に責務を遂行し、自地区のクラブを効果的に代表

できるよう、決議審議会の日時を計画し、維持すべきである。審議会は英語で実施され、

必要に応じてフランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語による翻訳が提

供されるものとする。 

 

決議審議会の手続規則は電子媒体で発行するものとする。RI 細則の第 9.130.1 項に従っ

て審議会運営委員会が採択した手続規則は、決議審議会の開会の遅くとも 1 カ月前に審

議会議員に送付されるものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2016年 9月理事会会合、決定 28号 
 

 

59.080.  財務 

事務総長は、規定審議会および決議審議会の予算を作成し、理事会の審査を受けるもの

とする。このような予算を作成するにあたり、事務総長は、有料出席者および支払いの

対象となる経費を考慮に入れるものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.080.1.    代表議員の経費 

RIは、規定審議会において、代表議員に対し以下の経費を支払うものとする。 

 

1.  往復の航空運賃 

2.  ホテル客室料および食費 

3.  150米ドルまでの予防接種費用 

4.  必要なビザの費用 

5.  止むを得ない宿泊または 10時間以上の遅延のために代表議員にかかった費用 

 

ロータリー章典第 59.040.3 項に記載されているように、規定審議会へ出席する前

にオンライン研修を完了していない代表議員、および規定審議会の開催年にゾー

ン研究会で開催される研修に出席していない代表議員は、規定審議会議長により

免除された場合を除いて、規定審議会に出席するための費用がロータリーから支

払われないものとし、前述の費用を自ら負担するものとする。 

 

事務総長は、代表議員の主な到着日時を設定するものとする。事務総長は日時を

設定する際に、登録、審議会前ワークショップ、その他の要素を考慮に入れるも

のとする。事務総長は、公正かつ妥当な方法でこうした指針を適用する裁量権を

持つ（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 202 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号、2014 年 5 月理事会会

合、決定 126号、2016年 9月理事会会合、決定 28号。1999年 11月理事会会合、決定 198号 
 

59.080.2.  投票権を有しない議員の経費 
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RI は、以下のメンバーが規定審議会へ出席するための交通、宿泊、食事の経費

を支払うものとする。 

 

（a）会長、会長エレクト、その他の理事、事務総長 

（b）RI元会長、ただし、ロータリー財団資金から経費が支払われる者を除く 

（c）審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家 

（d）審議会運営委員会のメンバーとしての定款細則委員会 

（e）管理委員会代表 

（f）3名までの特別議員（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.080.3.  オブザーバー、規定審議会参加者、職員の経費 

RI は、上記以外に以下の人が規定審議会へ出席するための交通、宿泊、食事の

経費を支払うものとする。 

 

（a）  理事エレクト（会長ノミニーを含む） 

（b）  理事ノミニー 

（c）  会場監督 

（d）  審議会研修リーダー 

（e）  会長エイド（必要な場合） 

（f）  事務総長が、予算の規定内で、規定審議会での業務のために必要であると

判断した事務局職員（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2003年 2月理事会会合、決定 221号。2004年 11月理事会会合、決定 99号、2005年 6月理事会会合、

決定 291号、2007年 2月理事会会合、決定 139号、2007年 6月理事会会合、決定 226号、2008年 6月理事会

会合、決定 227号、2009年 6月理事会会合、決定 276号、2010年 6月理事会会合、決定 182号、2014年 5月

理事会会合、決定 128号、2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

59.080.4.  定款細則委員会の次期委員が規定審議会および委員会会合に出席する

際の経費 

RI は、規定審議会開催に関連する以下の交通、宿泊、食事の経費を支払うもの

とする。 

 

（a）規定審議会年度の 7月 1日に就任する定款細則委員会委員は、7月 1日就任

前の同委員会の最後の会合にオブザーバーとして招かれるものとする。その場合

の出席の経費は RIが負担する。 

 

（b）規定審議会開催後の 7 月 1 日に就任する定款細則委員会委員は、RI の経費

で、審議会前後の審議会運営委員会会合および審議会にオブザーバーとして招か

れるものとする（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 236 号。1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会

合、決定 28号により改正 
 

59.080.5.  規定審議会における会場監督の経費 
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規定審議会における会場監督の経費は、旅行と経費に関する RI の方針に従い RI

が支払うものとする。 

 

規定審議会の会場監督の予算には、以下のための経費が含まれるものとする。 

a）  会場監督主任 1名 

b）  会場監督最低 10名 

 

会場監督として任務を遂行する間は、審議会の代表議員と同じ経費が支払われる

べきである（2008年 6月理事会会合、決定 227号）。 

 
出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号。2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 99号により改正 

 

 

59.090.   支援担当職員 

規定審議会の効果的な運営を確実にするために、規定審議会に出席する職員数の決定お

よび規定審議会で職員が使用するのに十分な支援設備の要請については、事務総長に裁

量権が与えられるべきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999年 2月理事会会合、決定 206号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

引照 

 

32.040.2.  提出された立法案および決議案の審査 

 

59.100.   審議会後の活動 

 

59.100.1.  クラブによる審議会決定の検討 

クラブは、RI の立法手続の一部として、立法案および決議案に対する審議会の

決定について話し合うために自由に他のクラブと連絡を取ることができる（2016

年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1976年 5～6月理事会会合、決定 238号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 
 

59.100.2.  審議会後の書類配布 

改正された英語の組織規定文書は、規定審議会閉会後 2 カ月以内にすべての地区

へ送付されるべきである（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 201号。2016年 9月理事会会合、決定 28号により改正 

 

引照 

 

49.040.  手続要覧 
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第 60 条  研究会 

 

60.010.  国際研究会  

60.020.  国際研究会の参加者 

60.030.  国際研究会のプログラム 

60.040.  国際研究会の財務 

60.050.  ロータリー研究会 

 

 

60.010.  国際研究会 

会長エレクトの推薦および RI 理事会の承認により、国際研究会は、適切な会場が契約

により確保されることを条件に、国際大会と併せて開催することができる（2014 年 10

月理事会会合、決定 38号）。 

 
出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 148 号、1981 年 10～11 月理事会会合、決定 92 号、2000 年 11 月理事会会

合、決定 111号。2013年 1月理事会会合、決定 166号により改正 

 

60.010.1.  元役員の同窓会 

元役員は、国際研究会が開催されない場合、国際協議会または国際大会に付随し

て同窓会を開くことができる。RI は、同窓会の主催者に代わり、RI の全元役員

に 2 通までの E メールを送信することができる。これらの非公式行事を RI ウェ

ブサイトで公示することができる（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：2005年 11月理事会会合、決定 89号、2008年 11月理事会会合、決定 31号。2012年 1月理事会会合、

決定 159号により改正 

 

 

60.020.  国際研究会の参加者 

 

60.020.1.  資格のある参加者 

国際研究会への出席資格を有するのは、RI の元・現・次期役員（報告されたガ

バナーノミニーを含む）、および現職の RI 委員会委員、ロータリーコーディネ

ーター、ロータリー公共イメージコーディネーター、ロータリー財団地域コーデ

ィネーター、恒久基金／大口寄付アドバイザーである。研究会への出席資格を有

するこれらのロータリアンの配偶者および（または）ゲストは、資格を有するロ

ータリアンと同じ書式で登録することを許可されるものとする（2014 年 10 月理

事会会合、決定 38号）。 

 
2003 年 7 月理事会会合、決定 22 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 195 号、2004 年 6 月理事会会合、決定

236号、2012年 1月理事会会合、決定 159号、2014年 10月理事会会合、決定 38号により改正 

 

60.020.2.  地域雑誌編集者 

国際ロータリー地域雑誌の編集者は国際研究会の公式参加者とみなされるものと

し、本会議、適切な昼食会および晩餐会、レセプション、その他の社交行事にオ

ブザーバーとして出席する権利を有する。登録料は免除されるものとし、RI は

それ以外の関連経費を一切負担しない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 
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出典：1995年 6月理事会会合、決定 274号 
 

 

 

60.030.  国際研究会のプログラム 

国際研究会のプログラムは、国際研究会委員会により企画され、会長の監督および指導

の下に実施されるものとする。本会議におけるプレゼンテーションおよび討論セッショ

ンは、RI戦略計画と一貫したものとする（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1977年 10～11月理事会会合、決定 148号、2011 年 1月理事会会合、決定 127号、2012年 1月理事会会合、決

定 159号 

 

 

60.040.    国際研究会の財務 

 

60.040.1.  登録料 

国際研究会の登録料は、推定出席者一人当たりの、国際研究会実施費用を基にし

て、年度ごとに決定される。シニアリーダーの登録料は免除され、ロータリーは

この費用を賄うために、適切な予算を立てる（2012 年 1 月理事会会合、決定 203

号）。 

 
出典：2012年 1月理事会会合、決定 203号 
 

60.040.2.  民間の後援者および協賛企業からの支援 

国際研究会は、会長の許可の下、民間の後援者または協賛企業から資金面での支

援を受けたり、求めたりしてもよい（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1994年 11月理事会会合、決定 99号、2012年 1月理事会会合、決定 159号 

 

 

60.050.  ロータリー研究会 

国際ロータリー理事会は、RI ゾーンの元・現・次期 RI 役員の情報提供のための年次会

合の重要性を強く認めている。事務総長は、研究会の招集者に対し、支援および研修を

提供するものとする。 

 

理事会は、以下の「ロータリー研究会の要件」を採択した。事務総長は、研究会招集者

と委員長にこれを毎年提供するものとする。理事会は、これらの指針を 3 年ごとに見直

すものとする（2010年 6月理事会会合、決定 182号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号。1995年 2月理事会会合、決定 183号、1996年 6月理事会会合、決定 290

号、1999年 8月理事会会合、決定 43号、2007年 6月理事会会合、決定 226号、2010年 1月理事会会合、決定 124号、

2010年 6月理事会会合、決定 182号により改正 

 

A. 定義 
 

研究会：会長の許可する、一つ以上のゾーン（あるいはゾーン内の各セクション）のす
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べての元・現・次期 RI 役員が出席する情報提供のための会合であり、管理運営面での

責任や権限は伴わない。 

 

招集者：研究会の責任者として会長ノミニーより任命される（連続最高 2 年までが望ま

しい）、現・次期・元 RI理事。 

 

財団代表：ロータリー財団の推進のために研究会で援助に当たるべく、会長の同意を得

た上で、財団管理委員長から任命される 1 名の現・次期・元管理委員。この任命は、最

も費用効果の高い方法を考慮して行われるものとする。 

研究会委員長：研究会を組織するために招集者によって任命される元 RI 役員（2017 年

9月理事会会合、決定 24号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号。1996年 6月理事会会合、決定 290号、2010年 1月理事会会合、決定 124

号、2010年 6月理事会会合、決定 248号、2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

B. 目的 

 

研究会の目的は： 

 

1.  現・次期・元 RI役員に、RIとロータリー財団の方針やプログラムに関する最新情報

を提供すること。 

2.  ロータリーのリーダーが、理事会に対してコメントや提案を述べる場を提供するこ

と。 

3.  現・次期・パストガバナーに、リーダーシップと奉仕を継続する意欲を与えるよう

な親睦および参加型の学びの体験の機会を提供すること（2010 年 6 月理事会会合、

決定 248号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 248号 

 

C. 参加者 

 

各研究会の参加者は、元・現・次期 RI 役員およびそのゲストに限定されるものとする。

ただし、 

 

1.  招集者に招待されたその他の者、あるいは RI会長または事務総長に要請されたその

他の者は出席することができる。 

 

2.  研究会の運営にあたり、ホスト・ロータリアンおよびその他の地元関係者は招集者

に協力することができる。 

 

3.  会長や会長エレクトによる講演など、研究会における特別な催しには、オブザーバ

ーとして地元のロータリアンを招待することができる。 

 

4.  RI 会長および会長エレクトは、世界各地のロータリーに関する知識と経験を深め、

また、ロータリーの現状と将来の進路についてゾーンレベルのロータリーのリーダ
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ーたちがより広い知識と見識を得られる機会を与えるために、毎年いくつかの研究

会に出席するよう奨励されている。研究会資金と RI資金の節約、および現会長のテ

ーマの提示のため、会長あるいは会長エレクトのいずれが各研究会に出席すること

が薦められているが、両者が一緒に出席すべきではない。ただし、会長または会長

エレクトには数々の任務と他の用事があることを踏まえ、研究会の一部のみに出席

してもよいものとする。 

 

5.  理事と次期理事、ロータリー財団管理委員と次期管理委員、および事務総長の配偶

者は、以下の役割を務めるものとする。 

 

a. 指定された行事において RIまたは財団の公式な立場を代表する。 

b. 本会議、ワークショップ、フォーラム、会議に出席し、参加する。 

c. 配偶者プログラムにおけるすべての行事（本会議、討論など）において、招集者

の判断により、講演者、モデレーター、パネリスト、発表者、進行役などを務め

る。 

d. ほかの公式参加者の配偶者のために、ホスト役を務める。 

e. 公式昼食会および夕食会に出席し、参加する。 

f. RIまたは財団の代表者として、公式社交行事に出席する。 

 

6.  ロータリー研究会に出席する権利を有するロータリーのリーダーは、ゾーン内およ

びゾーン間のコミュニケーションおよびロータリー情報の流れを促進するため、RI

に経費の負担をかけずに、隣接ゾーンあるいは（同一ゾーン内の）隣接セクション

において開催される研究会に出席することが奨励されている。 

 

7.  ゾーンおよび国際レベルにおける将来のロータリーのリーダーを養成する手段とし

て、研究会が行われるゾーンに在住しているパストガバナーに対し、講演者、パネ

リスト、討論リーダー、研究会委員会の委員として研究会に意味ある貢献をする機

会が与えられるべきである。 

 

8.  ロータリー財団の目的を達成し、元・現・次期役員に最新の知識を与えるために、

ロータリー財団代表が出席することが極めて望ましい。そして、この目的に沿い、 

 

a. 招集者は、財団代表とその配偶者のために、研究会資金またはその他の資金源か

ら宿泊費と食事代、そのほか地元でかかる経費を負担することを検討するよう求

められている。万一、研究会が上記の費用を負担しない場合には、財団がすべて

の旅費および上記の経費を支払うが、これは、財団代表がその研究会に向けて出

発する前に、そのような経費を研究会側が負担しない旨を、招集者が当人に通知

した場合に限る。 

 

b. 研究会の招集者は、研究会の議事日程の中で、財団代表が財団について主要講演

を行う機会、またそれとは別に、財団のプログラムや目的、財務、諸問題につい

て参加者に最新情報を伝え、参加者の質問に答えるための機会を与えるべきであ

る（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 
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出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号。1993年 3月理事会会合、決定 188号、1993年 5月理事会会合、決定 225

号、1994年 3月理事会会合、決定 164号、1995年 2月理事会会合、決定 183号、1995年 7月理事会会合、決定 32号、

1996 年 6 月理事会会合、決定 290 号、1999 年 4 月管理委員会会合、決定 129 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 298

号、2000 年 11 月理事会会合、決定 114 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 197 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 44

号、2010年 6月理事会会合、決定 248号、2012年 1月理事会会合、決定 159号により改正 

 

D. 組織 

 

1.  会長ノミニーは、理事会に代わりロータリー研究会の会場と期日を承認する権限を、

理事会から与えられている。会長ノミニーにより招集者が正式に任命されるまで、

招集者となる可能性のある人は、期日や会場を確定するような行動を起こすべきで

はない。招集者は、期日と会場を確定する前に、必ず会長ノミニーの承認を得るこ

とが義務付けられている。会長ノミニーがまだ指名されていない場合は、理事会の

執行委員会が招集者を任命し、研究会の期日と会場を承認する権限を有する。事務

総長は、研究会が、同じ地域内で開催される他の研究会やゾーン内の主要な宗教的

祝祭日と重なるのを避けるために最善の配慮をするよう、現在および将来のすべて

のロータリー研究会招集者に助言するものとする。 

 

2.  各研究会の組織とプログラムは、研究会への会長代理であり、研究会の実施につい

て会長に対して責任を有する招集者によって指揮されるものとする。 

 

 

3.  招集者は、研究会の議事日程、プログラム、財務に関して全面的な指揮権を持つ一

方、以下の者を任命するものとする。 

 

a. 研究会の諸手配と企画を担当する実行委員長 

b. RI の元役員で、研究会予算の準備および資金の使用と支払いに関して招集者と

ゾーンに対して責任を有する会計担当者 

 

4.  妥当な費用で最大人数の出席と参加を推進するために、研究会は 4つのゾーンに相当

する範囲を超える地域で計画されるべきではない。   

 

5.  RI 理事、理事エレクト、理事ノミニー、その他の招集者、およびそれぞれの研究会

の実行委員会は、経費を自己負担してほかのロータリー研究会を訪問し、より有意

義なかたちでパストガバナーがロータリー研究会に参加するためのアイデアを得る

よう奨励されている。 

 

6.   以下を条件に、ロータリー研究会、会長主催会議、地区大会は、同一会場において、

相互に付随する会合として、あるいは同時会合として行うことができる。 

 

a. 予算および登録料が、各会合に対して別々に設定および管理されること 

b. 各会合の資金が個別に管理されること 

c. 地区大会を開催する地区のガバナーおよびロータリー研究会招集者から事前の承

諾を得ること（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号。1994年 3月理事会会合、決定 164号、1995年 2月理事会会合、決定 183
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号、1996年 6月理事会会合、決定 290号、1998年 7月理事会会合、決定 27号、1999年 7月理事会会合、決定 23号、

1999年 11月理事会会合、決定 185号、2005年 3月理事会会合、決定 229号、2010 年 1月理事会会合、決定 124号、

2010年 6月理事会会合、決定 182号、2010年 6月理事会会合、決定 248号、2012年 1月理事会会合、決定 159号によ

り改正 

 

E.  プログラム 

 

1.   研究会の会期は通常 2 日から 3 日間とされ、別個に開かれる会議やセミナーのため

の時間はこれに含まれない。また若い参加者の便宜に適う日時に開催されるものと

する。 

 

2.  招集者は、研究会のプログラム時間の大半を講演や発表に充ててはならず、むしろ

パネル討論や質疑応答セッション、グループ討論などを通じて、参加者間の意見交

換に十分な時間（約 40～50パーセント）を使うよう計画しなければならない。 

 

3.  招集者は、都合のよい場合、研究会の参加者および地元のロータリアンのために、

都市連合会の手配を整えるものとする。 

 

4.  招集者は、適切な場合、研究会プログラムに関する情報を入手したり、プログラム

へ参加してもらうため、事務総長から研究会担当職員として指定された RIおよびロ

ータリー財団職員の援助を受けることができる。可能であれば、その研究会が開催

されるゾーンを担当する国際事務局の職員がこの任務に当たるべきある。 

 

5.  規定審議会が開催される年度に、招集者には以下が求められる。 

 

a. 経験豊かなロータリアンによる、代表議員と補欠議員のみを対象とした少なくと

も半日間の研修会を実施する。この研修会では、立法案の内容についてではなく、

事務総長がこの研修のために提供した研修資料を使って、審議会の運営や手続に

ついて説明する。 

 

b. 次回の規定審議会で審議される立法案の中から選ばれた案件を討議するための本

会議を計画する。その目的は、投票権のある代表議員が地元のロータリアンから

意見を聞く機会を与えることである。 

 

6.  理事会は、研究会のプログラムに最低 1時間の公開フォーラムを設け、参加者とロー

タリーのシニアリーダーによる意見交換が行われることを推奨している。 

 

7.  RI細則第 18.060.4.項に基づき、1名の理事または理事会のそのほかの代表者が、ロー

タリー研究会において 5カ年財務見通しを発表し、討議に付すものとする。 

 

8.  ポリオ撲滅が達成されるまで、各ロータリー研究会において、ポリオプラスの進捗

報告の場が設けられるべきである。（2010年 1月理事会会合、決定 248号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号。1992年 3月理事会会合、決定 212号、1993年 3月理事会会合、決定 188

号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 310 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 43

号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 230 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 292
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号、2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2008 年 11 月理事会会合、決定 31

号、2009年 6月理事会会合、決定 237号、2010年 1月理事会会合、決定 159号、2010年 6月理事会会合、決定 248号

により改正 

 

F. 推進活動 

 

RI 理事エレクト、理事ノミニー、およびそれらが招集する各研究会の実行委員会は、

以下を推進することを検討すべきである。 

1.   RIおよびロータリー財団に関する最新情報 

2.   親睦の機会（特に参加者が同期のガバナーとの旧交を温める機会） 

3.   ロータリーの方針について、ロータリーのシニアリーダーと話し合う機会（2010 年

6月理事会会合、決定 248号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 248号 

 

G. 付随会合 

 

1.  GETSは義務付けられた唯一の付随会合とみなされている。招集者の許可を得た場合

には、別個のセッションやセミナーが研究会と同じ（あるいはそれに近い）時期と

場所で開かれものとする。これには、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー研修、

次期ガバナー配偶者の研修、地区研修リーダーの研修、「ワン・ロータリー」セミ

ナーなどが含まれる。ただし、付随会合は、 

 

a. 主として元 RI 役員のための会合である研究会の主要プログラムを妨げたり、重

複したりしてはならない。 

 

b. 従って、これらもまた招集者の指揮下にあるものとする。 

 

c. 国際協議会のプログラムと重複してはならない。 

 

d. RIの方針および RIにより作成された情報資料に沿わなければならない。 

 

e. 研究会自体とはまったく別の会合として推進され、別の資金を用いて行われなけ

ればならない。 

 

2.   しかし、研究会の前後の行事（例えば、ガバナーエレクト研修セミナー［GETS］、

「ワン・ロータリー」セミナー、ロータリー財団セミナー、ガバナーノミニー研修、

地区研修リーダーの研修、またレクリエーション行事など）は、研究会の出席者と

は別の参加者が出席できる研究会前（もしくは後）の行事として明確に区別される

べきである。 

 

3.  理事会が採択した通りに、ゾーンレベルでのガバナーエレクト研修のプログラムが

全面的に実施されるよう監督するのは、ロータリー研究会の全招集者の責任である。 
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4.  研修でのプレゼンテーションと備品の費用および会場使用料は GETS予算の一部とし

て含め、RI または GETS 研修チームに費用の負担をかけずにこれらを提供するよう

推奨されている。GETS 研修チームには、適切な会議スペースと備品が提供される

べきである。推奨されている手配と備品は以下の通りである。 

 

a)  コの字型に配置された、参加者用テーブルといす（ガバナーエレクトの各グルー

プは 25～30名までとする） 

b)  研修リーダーのための演壇またはテーブル 

c)  パソコン用プロジェクターおよびノートパソコン、またはオーバーヘッド・プロ

ジェクター 

d)  大型用紙用イーゼル、大型用紙、マーカ（2013年 1月理事会会合、決定 154号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 265号、1992年 3月理事会会合、決定 212号。1993年 3月理事会会合、決定 188

号、1995 年 2 月理事会会合、決定 183 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 214

号、2000 年 2 月理事会会合、決定 298 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 117 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 52

号、2008年 1月理事会会合、決定 174号、2012年 1月理事会会合、決定 159号、2013年 1月理事会会合、決定 154号

により改正 

 

H. 財務 

 

1.  各研究会は、登録料と自発的な寄付（物資やサービスの寄贈も含む）、もしくは RI

の指針に準拠した協賛により、独立採算で行われるものとする。研究会のために集

められた資金は、研究会の関連経費にのみ使用されるものとする。 

 

2.  付随会合もまた、登録料を通じて独立採算で行われるものとする。 

 

3.  地区とクラブ（および参加者以外のロータリアン）は、研究会のいかなる費用の負

担も義務づけられないものとする。ただし、自地区のガバナーや次期ガバナー（お

よび地区やクラブの判断により参加するその他の将来の RI役員）の費用、もしくは

RIの指針に準拠した協賛者としての費用はこの限りではない。 

 

4.  招集者は、以下を行うことにより費用抑制のためのあらゆる努力を払うものとする。 

 

a. 適切な価格の施設や宿泊設備を確保する。 

b. 社交行事の回数や経費を最小限に抑える。 

c. 講演者、ならびにロータリー以外やゾーン以外からのゲストの費用を最小限に抑

える。 

d.開催地域においてより低料金の宿泊施設またはホスト家庭での宿泊を提供したり、

企業の協賛を得たり、食事をより柔軟に選択できるようにする。  

 

5.  国際ロータリーは、各研究会のために、必要十分な賠償責任保険（第三者損害賠償

責任保険とも呼ばれる）を提供する。補償範囲は保険契約の条件に制限され、花火、

カーレース行事、航空機や船の使用など（これらは一例にすぎない）を含む研究会

活動は範囲から除外される。補償条件や限度額は年毎に変更される場合がある。詳

細な情報は、RI危機管理部（RI Risk Management）まで問い合わせること。 
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6.  すべての経費を支払った後、残額があれば、次期研究会の招集者および会計担当者

と協力して次回研究会およびその後の研究会に繰り越すものとする。   

 

7.  ロータリー研究会招集者に対する財務保証は、不必要かつ不適切である。 

 

8.  RIは、研究会の準備や計画のために必要とされる場合、2回まで、研究会の開催地へ

の招集者の交通費を支弁する。経済上の理由により、招集者は、できる限りこれら

の旅行を他のロータリーの出張に付随して行うよう奨励されている。 

 

9.  RIは、旅行と経費に関する規定の RI方針に従い、ロータリー研究会へ出席するため

の招集者（および配偶者が随行した場合は配偶者）の交通費を支弁するものとする。 

 

10.  ロータリー研究会は、研究会に出席する招集者および配偶者にかかるその他の費用

をすべて負担するものと期待されている。ただし、理事が招集者を務めるロータリ

ー研究会で、研究会予算から費用が賄われない場合には、適切な任務目的を証する

書類を添付した上で随行した配偶者の費用も含め、ロータリー章典 69.040.1.項の

「中央役員のための経費に関する方針」によって定められている通り、使用可能な

理事予算の範囲内で支弁されるものとする。 

 

11.  理事が招集者を務めるのではない研究会に出席する理事および配偶者の費用は、そ

うした費用が RI の業務目的を促進するためのものであれば、ロータリー章典の

69.040.1 項の「中央役員のための経費に関する方針」によって定められている通り、

理事の予算の範囲内で支弁されることになる。   

 

12.  招集者から要請があった場合には、各研究会につき 1,000 米ドルの立替金を支給で

きるが、そうした立替金は、研究会の終了をもって払い戻されなければならない

（2012年 1月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1987 年 7 月理事会会合、決定 55 号、1989 年 5 月理事会会合、決定 362 号、1991 年 2 月理事会会合、決定 265

号。1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号、1994 年 3 月理事会会合、決定 164 号、1995 年 2 月理事会会合、決定 183

号、1996 年 2 月理事会会合、決定 247 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 290 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 202

号、1997年 11月理事会会合、決定 198号、1999年 11月理事会会合、決定 251号、2001年 2月理事会会合、決定 202

号、2002 年 6 月理事会会合、決定 273 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 361 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 117

号、2010年 6月理事会会合、決定 248号により改正 

 

I. 報告書 

 

1.  各招集者は、研究会終了後 90 日以内に、招集者、研究会実行委員長と会計担当者が

精査し承認した、研究会の全収支を詳述した財務報告書を、次年度研究会招集者な

らびにゾーン内の各ガバナーおよび元理事に送付するものとする。前年度の研究会

からの繰入金や次年度の研究会への繰越金がある場合、財務報告書にはそれらを含

めて記載するものとする。また、招集者は研究会終了後 90 日以内に、順守の確証を

書面にて事務総長に提出するものとする。事務総長からの催促通知を受け取った後

にもこれらの義務を怠った場合、順守が確認されるまで、招集者は、今後いかなる

RI 役職への任命や指名あるいはロータリー財団の役職への任命や指名を受ける資格
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を失うものとする。 

 

2.  事務総長は、期限を過ぎて未提出の研究会財務報告書に関する状況を、年次で監査

委員会に提出するものとする（2018年 4月理事会会合、決定 167号）。 

 
出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号。2000 年 11 月理事会会合、決定 175 号、2001 年 6 月理事会会合、決定

444 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 169 号、2005 年 3 月理事会会合、決定

230号、2007年 6月理事会会合、決定 226号、2018年 4月理事会会合、決定 167号により改正 

 

引照 

 

19.040.6.  ガバナーエレクトの GETS出席に伴う経費の支払い 

72.010.1.  ロータリー研究会の危機管理の指針 
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第 61 条  RI 会合の一般方針 

 

61.010.  会場監督の手引き 

61.020.  会場監督委員会 

61.030.  会場監督リーダー候補者の資料冊子 

61.040.  RI会合において推奨される席次 

 

61.010.  会場監督の手引き 

国際協議会、国際大会、および規定審議会での会場監督のための手引きが作成されてお

り、理事会により折々に改正される。手引きには、会場監督の管理についての理事会の

方針が定められている。手引きを変更する必要がある場合、事務総長は手引きを必要に

応じて改訂する権限が与えられている。ただし、すべての変更案が施行の 1 カ月前に理

事会に配布され検討に付され、役員により異議申し立てのあった変更案については理事

会の次回の会議で検討される場合に限る。各会場監督委員会も、手引きへの変更を推奨

する場合は、その旨最終報告書に記載するよう求められている（2013 年 10 月理事会会

合、決定 30号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 405号。2012年 1月理事会会合、決定 159号、2013年 6月理事会会合、決定 234

号により改正 

 

61.020.  会場監督委員会 

RI理事会は 3年ごとに会場監督委員会の設立を承認しており、当該委員会は、規定審議

会開催年に就任している RI 会長が任命する。当該委員会は規定審議会にて会合するも

のとする（2013年 6月理事会会合、決定 234号）。 

 
出典：2013年 6月理事会会合、決定 234号 

 

61.030.  会場監督リーダー候補者の資料冊子 

1997 年の会場監督アカデミーで作成され、1999 年と 2001 年に更新された会場監督リー

ダー候補者の資料冊子には、国際大会、国際協議会、規定審議会の会場監督リーダーを

務めるために、RI 会合の会場監督として十分な経験をもつロータリアンのリストが含

まれている。このリストは、必要に応じて毎年更新されるべきである（2001年 6月理事

会会合、決定 405号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 405号 

 

61.040.  RI 会合において推奨される席次 

RI 国際大会、国際協議会、規定審議会においては、会場スペースの制約や、プログラ

ムそのものに対応するため、必要に応じてロータリーの席次を修正することができる

（2011年 9月理事会会合、決定 34号）。 

 
出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号。2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34

号により改正 
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第 8 章 

 

財務 

 

条項 

66.  財務に関する一般規定 

67.  監査 

68.  予算 

69.  経費とその支払い 

70.  投資 

71.  収入 

72.  危機管理および保険   

 

 

第 66 条  財務に関する一般規定 

 

66.010.  年次報告 

66.020.  監査済み財務報告書 

66.030.  銀行取引の手続 

66.040.  財務代行者 

66.050.  契約 

66.060.  ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針 

66.070.  RIとロータリー財団の管理運営業務協定 

 

66.010.  年次報告 

事務総長は、RI ならびに財団の業績、管理運営、プログラム、財務を含む年次報告を、

英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国

語、スウェーデン語で作成するよう求められている（2000 年 5 月理事会会合、決定 439

号）。 

 
出典：1988年 2月理事会会合、決定 280号。2000年 5月理事会会合、決定 439号により改正 

 

 

66.020.  監査済み財務報告書 

監査済み財務報告書は、英語で発行され、RI ウェブサイトに掲載されるものとする。

監査済み財務報告書の追加部数は、要請に応じてすべてのロータリアンが入手できるも

のとする（2013年 1月理事会会合、決定 141号）。 

 
出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 199 号。2000 年 5 月理事会会合、決定 439 号、2001 年 6 月理事会会合、決定

310号、2013年 1月理事会会合、決定 141号により改正 
 

 

 

66.030.  銀行取引の手続 
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66.030.1.  財務会計と業務に関する決議 

理事会は定期的に「財務会計と業務に関する決議」を見直し、必要な箇所を修正

する（2017年 1月理事会会合、決定 139号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 401号。1999年 8月理事会会合、決定 117号、2007年 11月理事会会

合、決定 129号、2011年 1月理事会会合、決定 170号、2012年 1月理事会会合、決定 230号、2013年 1月

理事会会合、決定 180号、2014年 7月理事会会合、決定 23号、2016年 1月理事会会合、決定 143号、2017

年 1月理事会会合、決定 139号により改正 

 

66.030.2  RIに対する支払いの為替レート 

米ドル以外の通貨建て取引の米ドルへの換算に関して: 

 

1. ロータリーは、外貨換算のため国際ロータリー為替レートを、ロータリアンお

よび内部ユーザーに適切に伝達されるため十分な時間を持って毎月設定して

掲示する。 

2. 為替レートは米国会計基準に準拠する。 

3. 為替レートは、運営を明確に描くのに足るだけの正確なものである。 

4. 事務総長は、最高財務責任者への委任を通じて、為替レートの計算および報告

の手続きを維持する責任を負う。 

5. 財務委員会は適宜、手続を見直す（2017年 6月理事会会合、決定 197号）。 

 
出典：  2017年 6月理事会会合、決定 197号 

 

 

66.040.  財務代行者 

 

66.040.1.  財務代行者の監査 

RI の財務代行者の監査は、現地の公認会計事務所が行うものとする（1998 年 6

月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 208号 

 

66.040.2.  財務代行者の任期 

財務代行者の任期は、理事会が実用的な理由から特別に承認した場合を除き、2

ロータリー年度とし、最高 6 年まで二年毎に再任することができる。財務代行者

は、任期を明記した任命状の写しに副署するものとする（2013 年 6 月理事会会

合、決定 246号）。 

 
出典：1980年 2月理事会会合、決定 310号。2013年 6月理事会会合、決定 246号により改正 

 

引照 

 

32.060.3.  財務代行者制度 

 

 

66.050.  契約 
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事務総長は、契約の見直しに関する方針を定め、これを維持するものとする。事務総長

は、契約に関する RI 方針で設定されている財務パラメータに従って、契約を見直すも

のとする。（2017年 1月理事会会合、決定 86号）。 

 
出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 51 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 192 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34

号、2017年 1月理事会会合、決定 86号 

 

 

66.060.  ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針 

理事会は「ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針」を採択した（2001

年 11月理事会会合、決定 45号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 439号。2002年 2月理事会会合、決定 229号、2002年 6月理事会会合、決定 303

号により改正 

 

 

66.070.  RIとロータリー財団の間の管理運営業務協定 

事務総長は、RIとロータリー財団の間の管理運営業務協定の更新が、少なくとも 3年に

一度行われることを確認するものとする（2018年 6月理事会会合、決定 185号）。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 87号、2017年 1月理事会会合、決定 132号、2017年 6月理事会会合、決定 194

号、2018年 6月理事会会合、決定 185号 
 

引照 

 

32.060.  財務に関連する事務総長の責務 
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第 67 条  監査 

 

67.010.  監査業務部の設置 

67.020.  独立監査人の任命と評価に関する指針 

 

67.010.  監査業務部の設置 

監査業務部の設立趣意は、次の通りとする。 

 

A. 方針に関する声明 

全般的な管理措置として、また、当組織のシニア・リーダーシップおよび管理層に対す

る業務として、内部監査の包括的なプログラムを維持するというのが国際ロータリーと

ロータリー財団の方針である。 

 

B. 使命および業務範囲  

監査業務部の使命は、国際ロータリー事務局（以下「事務局」）の運営の改善を助ける

ために、独立した客観的な保証業務、また場合によってコンサルタント業務を提供する

ことである。監査業務部は、管理体制、危機管理、統括プロセスの効率の改善に関して

評価し、管理層に助言するための体系的で統制のとれたアプローチを取り入れることに

より、事務局が国際ロータリーとロータリー財団の使命を達成するのを助ける。 

 

監査業務部の業務範囲は、事務局の管理層によって立案、代表される事務局の管理体制、

危機管理、内部管理構造が適切であり、以下を適度に保証するような方法で機能してい

るかどうかを判断するのを助けることである。 

 

1.  （戦略、財務、運営、コンプライアンス、その他における）リスクを適切に突き止

め、管理する。 

2.  必要に応じて、内部統括および危機管理の各部門と相互に協力する。 

3.  リソースを経済的な方法で調達し、効率よく活用し、十分に保護する。 

4.  効果的、効率的、能率的、かつ安全に運営、プログラム、計画、目標を F遂行する。 

5.  重要な財務、管理、運営に関する情報が正確で信頼できる最新のものである。 

6.  事務局および職員の行動が、方針、基準、手続、および関係法令に沿っている。 

7.  既存の管理手続きにおいて、質の改善が継続的に行われるよう検討する。 

8.  重要な法律または規制に関する問題を認識し、適切に取り組む。 

9.  管理、説明責任、イメージを改善する機会を特定する。 

 

C. 役割 

 

監査業務部は理事会により設立され、その責務は監査委員会の監督としての役割の一環

として同委員会により指示される。 

 

監査業務部は、内部監査人協会の「内部監査の定義」、「倫理綱要」、および「内部監

査の専門職的実施の国際基準」（「基準」）を含む必須のガイダンスに準拠する。この

必須ガイダンスは内部監査の専門職的実施および監査業務部の業績の効果の評価のため

の基本的要件の原則を構成する。 
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内部監査人協会の「実践要綱」、「プラクティス・ガイド」、および「ポジション・ペ

ーパー」も運営の指針として適宜順守する。さらに、監査業務部は国際ロータリーおよ

びロータリー財団の該当する方針および手続ならびに同部の標準運営手続要覧を順守す

る。 

 

D.  権限 

 

監査業務部は、責務遂行に必要な場合、以下の権限が与えられるものとする。 

 

1. すべての記録、資産、人事を利用できる。 

2. 事務総長、監査委員会、運営審査委員会に直接連絡する。 

3. 十分なリソースが与えられ、これを配分する。また、業務範囲を決定し、監査目標を

達成するのに必要な技術を適用する。 

 

全職員は監査業務部がその役割と責務を遂行するために援助するよう求められる。 

 

E.  独立性と客観性 

 

RI 理事会、財団管理委員会、および監査委員会の権限の支配下にある監査業務部は、

必要とされる精神的独立性および客観性を保つことを可能にするため、監査選考、範囲、

手続、頻度、時期、または報告内容の問題を含む組織内のいかなる要素による干渉も受

けない状態を維持する。 

 

監査業務部は、以下の権限を与えられていない。 

1. 事務局のための運営業務を行う。 

2. 監査業務部外の会計取引を開始あるいは承認する。 

3. 監査業務部によって雇用されていない事務局の職員の活動を指示する。ただし、監査

チームに適切に指定された職員、または内部監査人を手伝うよう指定された職員は

この限りではない。 

 

内部監査人は、調査対象の活動またはプロセスに関する情報の収集、評価、および伝達

において、専門職として最高水準の客観性を示す。内部監査人は、関連するすべての事

情を公正に評価し、判断を下す際に当人の関心または他者によって過度な影響を受けな

い。 

 

監査責任者は理事会に対して、少なくとも年に一度、監査業務部の組織的独立性を確認

する。 

 

F.  組織 

 

監査業務部の独立性を保つために、部の職員は、機能面においては監査委員会を通じて

RI理事会および財団管理委員会の監督下に置かれ、管理運営面においては事務総長の

監督下に置かれる。 
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G.  責任 

一般的に、事務局の全職員は、事務局の内部管理構造に関して責任がある。具体的には、

以下の通りである。 

 

1.  事務総長は、事務局の業務運営を管理、監督する上級管理層に対してリーダーシッ

プを執り、指示を与え、監督を行うことにより、効果的な危機管理の慣行（次項参照）

と好ましい管理環境を確立し、維持する責任がある。 

 

2.  上級管理者および現場管理者は、各自の監督分野において、個々の内部管理の慣行

と手続を立案、実施、維持する責任がある。また、要請に応じて、監査総責任者にすべ

ての活動、記録、人事について全面的かつ無制限に開示する責務がある。 

 

3.  監査総責任者は、シニアリーダーと管理層に対して以下の責任を負う。 

 

a. 事務局の管理体制、危機管理、統括プロセスの適切性、効率、効果を評価・査定す

る。 

 

b. 組織の効率の継続的な維持に協力する。 

 

c. 事務局の活動の管理プロセスに関連する重要な問題について（これらのプロセスの

改善案も含めて）報告する。 

 

d. 年次監査計画の状況と結果、ならびに監査業務部のリソースの充足度に関する情報

を提供する。 

 

4.  監査業務部には、以下の責務がある。 

 

a. 毎年、上級管理層およびシニアリーダーによって特定されたリスクや管理に関する

問題、ならびに予定されている各活動の予測利益や経費を考慮に入れた上で、柔軟な監

査計画を立てる。監査責任者は、リソースの限界および重大な暫定的変更の影響を上級

管理層および監査委員会に伝達する。 

 

この計画は、必要な修正を加えるために、事務総長および RI 監査委員会によって検討

され、毎年 6 月 30 日までに承認される。承認された計画は、運営審査委員会により、

次に予定されている会合で検討されるものとする。承認済みの内部監査計画からの重大

な逸脱はすべて定期的な活動報告を通じて上級管理層および監査委員会に伝達する。 

 

b. 事務総長、監査委員会、運営審査委員会によって要請および（または）承認された

特別な任務、プロジェクト、またはコンサルティングを含め、承認された年次監査計画

を実施する。 

 

c. 要請に応じて、事務局内で生じた重大な不正行為の疑いに対する調査を援助し、事

務総長、RI監査委員会、および（または）運営審査委員会にこれを通知する。 
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d. 事務局の監査を最大限に網羅するため、必要に応じて、外部監査人およびその他の

第三者による監査作業の範囲を検討する。 

 

e. 会長、会長エレクト、全体としての理事会、監査委員会、ロータリー財団管理委員

長、ロータリー財団管理委員会全体としてのロータリー財団管理委員会、RI 財務委員

会、RI運営審査委員会、事務総長からの要請を受け入れ、評価し、応える。 

 

f. 事務総長および RI監査委員会とともに、毎年、監査規定を検討し、必要な更新と修

正を加える。 

 

 

H. 監査業務部の報告 

監査業務部は、各監査および（または）プロジェクトの活動と観察をまとめた公正かつ

事実に基づくバランスのとれた報告書を作成する。各監査報告書は、監査目的と範囲、

観察、条件、適用可能な提案事項、管理層が取るべき対応、行動計画を詳述するものと

する。また、特定の人への配布用として監査報告書のエグゼクティブサマリー（要旨）

を作成することができる。特別プロジェクトおよびコンサルティングの報告書は、状況

に応じてこの他の形式を取ることができる。 

 

事務総長および影響を受ける運営管理者は、報告書が最終的に配布される前に、これに

目を通す十分な機会が与えられるべきである。これは、誤りや脱落、誤解、その他の不

正確な点を正し、提案を与える機会を提供すべきものである。事務総長と運営管理者は、

監査報告のいかなる面も変更する権限をもたない。異なる意見がある場合、事務総長ま

たは運営管理者は、監査報告への応答とともに正式な声明を提出することができる。 

 

監査業務部は、活動内容の知見および推奨事項に対する適切なフォローアップの責任を

負う。すべての重大な知見は、監査委員会の承認によって解決されるまで未解決課題フ

ァイルに残す。 

 

監査責任者は、監査業務部の趣旨、権限、責務、ならびに計画に関連した業績について、

上級管理層および監査委員会に定期的に報告する。報告には、詐欺のリスク、ガバナン

スの問題、およびその他の上級管理層および監査委員会により必要とされた、または要

請された問題を含む重大なリスク・エクスポージャーおよび管理の問題も含める。 

 

監査報告書は、少なくとも以下の指針に従って配布されるべきである。 

 

1.  監査報告書 

最終監査報告書は、監査業務部が定義した通りに報告対象となる観察事項が記載され、

以下に配布される。 

 

a. 監査委員会委員 

b. 運営審査委員会委員 

c. 会長および会長エレクト 
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d. 事務総長 

e. 全ゼネラル・マネージャーおよび影響を受ける運営管理者 

f. ロータリー財団管理委員長 

g. 外部監査会社パートナーおよび（または）マネージャー 

h. 危機管理 

 

2.  エグゼクティブ・サマリー（要旨） 

最終監査報告書のエグゼクティブ・サマリーは、以下に配布される。 

a. その他すべての RI理事 

b. その他すべてのロータリー財団管理委員 

 

3.  改善の機会に関するその他の観察事項 

監査業務部が定義した通りに報告対象となる観察事項以外の最終監査結果は、影響を受

けると監査責任者が判断した管理者に、別途の連絡を通じて報告される。 

 

4.  特別プロジェクトおよびコンサルティングの報告書 

監査責任者は、事務総長および（または）RI 監査委員会委員長と相談し、特別プロジ

ェクトおよびコンサルティングの各報告書の配布を決定する。 

 

I. 監査実務の基準 

監査業務部は、International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of the 

Institute of Internal Auditors（内部監査人協会の内部監査の専門的実務のための国際基準）

の基準を満たすか、あるいはこの基準を上回る。 

 

監査業務部は、同部のあらゆる側面を対象とする品質保証および改善プログラムを維持

する。プログラムには、監査業務部の「内部監査の定義」および「基準」の順守につい

ての評価、および内部監査人が「倫理綱要」に適合しているか否かの評価が含まれる。

プログラムは、監査業務部の効率および効果も評価し、改善の余地を特定する。 

 

監査責任者は、上級管理層および監査委員会に、少なくとも 5 年に 1 回は実施される継

続的内部評価および外部評価の結果を含む監査業務部の品質保証および改善プログラム

について伝達する（2017年 6月理事会会合、決定 200号）。 

 
出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 87 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 216 号。1998 年 6 月理事会会合、決定 402

号により確認。1999 年 6 月理事会会合、決定 346 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 162号、2007年 6月理事会会合、決定 226 号、2009年 11月理事会会合、決定 102号、2010年 6月理事会会

合、決定 265 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 171 号、2017 年 6 月理事会会

合、決定 200号により改正 

 

 

引照 

 

31.070.2.  財務委員会の会合 
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67.020.  独立監査人の任命と評価に関する指針 

RI 理事会は、独立監査人の任命と評価について責任を負う。理事会がこの責務を遂行

するにあたり、監査委員会は以下の方法でこの責務の遂行を援助する。 

 

 期待する業績を定義し、これを伝える 

 業績のモニタリングと評価を行う 

 業務、料金、任命について、理事会に推奨を行う 

競争制の選出プロセスを監督する 

 

監査委員会は、独立監査人の任命または評価について、管理委員長に連絡するものとす

る。 

 

監査委員会は、これらの指針に定義されている通り、「年次業績評価」の記載通りに独

立監査人の業績をモニタリングし、評価する。毎年、監査委員会は、この評価を文書化

して理事会および管理委員長に報告し、必要に応じて理事会に推奨を行う。推奨には、

深刻な業績不振および（または）継続的な業績不振を考慮した上での競争制による選出

も含まれる。監査委員会は、管理層からの意見を求め、これを参考にする。 

 

通常、特別な事情がない限り、監査委員会は、理事会と管理委員会に代わり、少なくと

も 7 年に 1 度、競争制の提案書に基づく独立監査人の選出を正式に検討し、全体的な見

直しをする。監査委員会は、管理層からの意見を求め、これを参考にする。 

 

A. 年次業績評価 

 

事務総長は、一年を通じ、独立監査人の業績をモニタリングおよび評価するための、評

価基準と関連資料を配布する。これらの情報は、大きな監査業務が始まる前（通常、1

月または 2月）に、以下へ配布される。 

 

 監査委員会の委員 

 事務総長 

 必要とみなされるそのほかの事務局管理層 

 

監査業務の終了後（10 月など）、事務総長は、主なロータリー・リーダーや管理層職

員から評価と意見を集める。これらの評価と意見は、監査委員会に次の会合（通常 2 月）

で報告される。業績の長期的傾向を評価できるよう、評価基準は、毎年できるだけ一定

に保つようにする。業績評価の基準となりうる項目の例として、以下が挙げられる（た

だし、これに限らない）。 

 

 期待されていた監査計画と実際の結果 

 監査業務の質 

 監査と報告書提出の期日厳守状況 

 監査料金（実際の請求額 vs.事前の同意額） 

 独立性 

 ロータリーへの理解 
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 情報と連絡の種類、頻度、質 

情報供給力と透明性 

 

監査委員会は、独立監査人と以下について話し合いを行うべきである（必要な場合は、

非公開の会合とする）。 

 

 前会計年度中における独立監査人の業績、または全体的な関係に関する質問または

懸念 

 業績に関する期待事項 

 次年度の監査の計画、範囲、料金に関する提案 

 独立監査人の質問または懸念 

 

監査委員会は、独立監査人の業績に関する審議結果と理事会への提案を、会合議事録ま

たは理事会への報告書として伝える。監査委員会は、次会計年度の独立監査人の提案書

受け入れに関して、理事会への具体的な推奨を行う。監査委員会は、業務の競争入札も

含め、理事会にそのほかの推奨を行うこともできる。競争入札が推奨される場合は、管

理委員長に通知すべきである。 

 

監査委員会の審議には、年次評価アンケート結果の検討が含まれる。監査委員会は、一

年を通じて、独立監査人といつでも直接連絡が取れるようにしておくべきである。事務

総長は、この連絡が円滑に行われるよう支援する。 

 

独立監査人の業績に関する話し合いは、監査委員会のどの会合の議事にも含めることが

できる。 

 

独立監査人の業績は、必要に応じて、定期的に開かれる委員会会合の合間に審査するこ

とができる。監査委員長または管理層が、この審査を開始することができる。監査委員

長は、この審査を行う最善の方法を判断すべきである。すべての審査結果は、記録され、

報告されるべきである。 

 

B. 競争性による選出 

監査委員会は、独立監査人の競争制選出手続を監督する。監査委員会は、管理層からの

意見を求め、これを参考にする。 

 

事務総長は、監査委員会と相談の下、競争制選出手続を手配する。ロータリー財団のゼ

ネラル・マネジャーまたは指定された者は、管理層との連絡に含められ、選出手続に関

わる管理層グループに参加するよう求められる。 

 

具体的な選出手続は、実際の選出手続の開始時に詳しく定められる。一般的に、手続に

は以下が含まれるべきである。 

 

1.   選出手続の手順と時間を決める 

2.   業務の要件を明確に定める 

3.   評価を行うグループを選び、その責務を伝える 
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4.   監査法人の評価基準と採点方法を決める 

5.   監査法人について調査し、監査法人選出の候補を集める 

6.   提案書の要請文書を準備し、これを配布する 

7.   所定の基準に従って提案書を審査する 

8.   監査法人（一つまたは複数）を選出する 

9.   選ばれた監査法人による口頭プレゼンテーションを要請し、これを受ける 

10.  最終審査と選出を行う（2010年 6月理事会会合、決定 265号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 208号。2010年 6月理事会会合、決定 265号により改正 
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第 68 条  予算 

 

68.010.  予算審査プロセス  

68.020.  RI予算を超過する権限 

68.030.  資本支出 

 

68.010.  予算審査プロセス 

翌会計年度の予算審査プロセスには、理事会が承認した当初の年度予算の審査と、予算

差異の審査のシステムを含むものとする。このようなシステムは、実際の、あるいは予

測される差異に関する説明を会長と事務総長に提供するものとする（2017年 6月理事会

会合、決定 195号）。 

 
出典：1989年 5月理事会会合、決定 370号。2017年 6月理事会会合、決定 195号 

 

68.010.1.  予算作成における会長エレクトの責務 

RI 会長エレクトは、会長に就任する年度の RI 予算の作成に参加するものとする

（2015年 10月理事会会合、決定 85号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 107号。2015年 10月理事会会合、決定 85号により改正 

 

68.010.2.  予算の作成および執行における事務総長の責務 

a）  事務総長は、RI予算作成の過程を管理し、承認された予算および理事会が許

可した差異を執行する全面的な責務を負う。 

 

b）  事務総長は、会計年度を通じて、理事会が許可した差異を含め、詳細にわた

り、承認された予算に照らした実際の結果について、ならびに予算の再配分に関

する事務局の方針に従い、財務委員会との相談の下に事務総長が作成した年間予

算に計上された支出の再配分について、定期的に審査とモニタリングを行う全面

的な責務と権限を有する。 

 

c）  財務諸表を適宜作成し、理事会による審査に伏さなければならない。 

 

d）  予算計上された全支出は、コストセンター内で処理されるものとする。 

 

e）  事務総長からの書面による事前の承認があれば、コストセンターの使用可能

な予算計上された支出を他のコストセンターの活動に使用することができる。 

 

f）  すべての金銭的処理は、当組織の勘定科目一覧表およびコストセンターに従

い、適切に支出報告がなされるものとする。 

 

g）  事務総長には、この方針の実施にあたって権限を行使するために必要な措置

を取る権限が与えられている。 
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h）  事務総長は、予算手続を事務局の戦略計画と統合することの優先性を認識し、

職員評価のプロセスを通じて予算に関する説明責任を維持するものとする（2017

年 6月理事会会合、決定 195号）。 

 
出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 393 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 147 号。2015 年 10 月理事会会

合、決定 85号、2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正 

 

 

68.010.3.  予算作成における最高財務責任者の責務 

最高財務責任者は、事務総長の指示の下、RI における予算手続および資金支出

について財務上と運営上の権限を有する（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1998年 6月理事会会合、決定 393号 

 

68.010.4.  国際事務局の財務に対する権限 

最高財務責任者は、RI 国際事務局の財務に関して報告を受ける権限があるもの

とする（2013年 1月理事会会合、決定 141号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 208号。2013年 1月理事会会合、決定 141号により改正 

 

68.010.5.  理事会議事案件の財政的な影響 

RI 理事会の審議に付される議事案件の予備資料の中で、RI の資本金あるいは運

営予算に財務的影響を与えるものはすべて、その影響の分析のため、理事会会合

に先立つ 30 日前までに最高財務責任者を通じて財務部へ提出されなければなら

ない。30 日前というこの期限後に提出された案件は、会長が執行委員会と相談

した上で現在の会合で取り上げることに同意した場合を除き、次回の会合での審

議に延期されることになる（2013年 10月理事会会合、決定 30号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 170号。2013年 10月理事会会合、決定 30号により改正 

 

68.010.6.  人頭分担金収入の年次見積 

すべての RI 予算における人頭分担金収入は、予算年度前の最新のクラブ請求書

の時点で会費を支払っているロータリアンの人数を基に見積もるものとする

（2016年 9月理事会会合、決定 28号）。 

 
出典：2002年 11月理事会会合、決定 184号。2014年 10月理事会会合、決定 105号、2016年 9月理事会会

合、決定 28号により改正 

 

 

引照 

 

31.070.1.  財務委員会の責務 

 

 

68.020.  RI 予算を超過する権限 
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いかなる会計年度においても、事務総長は、たとえ充当予算を超過したとしても、国際

ロータリーの未納債務を支払う権限がある。ただしこれは、予算から大幅なずれが出る

ことが見込まれる場合、あるいは見積もられる場合に、事務総長と財務長が、財務委員

会委員長と相談した上で、会長および理事会に対して各会合で報告することを条件とす

る（2017年 6月理事会会合、決定 195号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 317号。2003年 5月理事会会合、決定 325号、2013年 1月理事会会合、決定 141

号、2017年 6月理事会会合、決定 195号により改正 

 

 

68.030.  資本支出 

注：理事会は、下記の「資本支出およびプロジェクトへの資金供給に関する RI の方針」

を定期的に見直し、必要な箇所を改正する。  

 

 

A. 目的 

この方針の目的は、負債あるいは資本リース契約を通じて、資本プロジェクトや資

本設備のために資金を供給することが適切であると考えられる状況を特定すること

である。また、この方針は、負債および資本リース契約の許容レベルの限度を定め

るとともに、負債を負い、資本リース契約を結ぶために必要な承認について規定す

るものである。 

 

B. 適用範囲 

この方針は、国際ロータリーの資本支出および資本プロジェクトの資金供給に適用

される。 

 

C. 方針 

 

1.  負債は、次のような状況において考慮される。 

 

a)  使用可能な現金を資本プロジェクトにつぎ込むことによって、RI の一般剰余

金の方針を実現あるいは維持する当組織の能力が妨げられる場合。 

 

b)  資金を受けるプロジェクトが、将来に負債の返済額を相殺できるほどの増分

収入を生み出すと予想される場合。 

 

2.  資本リース契約の締結は、次のような状況において考慮される。 

 

a)  入手する資本設備が、技術的進歩により比較的短期間に旧式となってしまう

ような性質のものである場合。 

 

b)  リース料金が、リース契約期間における予想投資収益率を下回る場合。 

 

3.  負債と資本リース契約の許容額には、以下の条件がある。 
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a)  負債総額と資本リース契約が、RIの使途無指定純資産の 15％を超えないこと。 

 

b)  負債返済に使える収入が、1年分の債務返済（元金と利子）およびリースの支

払いの 2 倍もしくはそれ以上であること。負債返済に使える収入は、総収益

から調整後の運営費を差し引いた金額に相当する。調整後の運営費は、運営

費から減価償却費、償却費、支払利息、その他の臨時項目を差し引いたもの

である。  

 

D. 権限 

理事会は発生するすべての負債を承認しなければならない。1 会計年度に 100,000 ド

ルを超えない資本リース契約については、事務総長が承認することができる。1 会

計年度内に 100,000 ドルを超える資本リース契約は、理事会によって承認されなけ

ればならない（2013年 1月理事会会合、決定 141号）。 

 
出典：1996年 6月理事会会合、決定 341号。2008年 6月理事会会合、決定 290号、2013年 1月理事会会合、決定 141

号により改正 

 

 

68.030.1.  資本項目の限界 

事務総長は、財務長もしくは RI 財務委員会委員長と事前に協議した上で、適宜、

資本化の限度額を調整することができる（2007年 6月理事会会合、決定 315号）。 

 
出典：2007年 6月理事会会合、決定 315号 

 

引照 

 

31.050.3.  連絡理事の経費 

31.130.  委員会の財務 

40.030.  新しいロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ 
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第 69 条   経費とその支払い 

 

69.010.  支出の承認 

69.020.  旅費 

69.030.  ガバナー配分予算 

69.040.  中央役員の経費 

69.050.   役員の経費 

69.060.  その他の財務事項 

 

 

69.010.  支出の承認 

会長を含め、ボランティアによるすべての支出は、財務長またはその代理人によって支

出後に承認を受けるものとする。財務長は、承認された予算に従っていない、あるいは

理事会によって随時採択される方針に沿っていない大きな支出について、すべて理事会

に報告するものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1992年 3月理事会会合、決定 249号 

 

 

69.020.  旅費 

 

69.020.1.  RIの旅行の経費 

RI は、RI または財団の経費で旅行するすべての人が、最も廉価な費用で、しか

も良質のサービスが受けられ、旅行と経費に関する RI の方針に沿って旅行でき

るようにすることにより、世界中のロータリアンに対し、人頭分担金と寄付金を

賢明に使用する責任がある。RI の経費で旅行する人はすべて、当組織の資金を

節約するよう奨励されている（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1990年 3月理事会会合、決定 191号、1996年 7月理事会会合、決定 35号  

 

69.020.2.  公式の RI経費明細報告書式 

すべてのロータリアンならびに職員は、旅費の支払いを受けるために公式の RI

経費明細報告書式を使用しなければならない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 211号  

 

69.020.3.  任務および義務 

会合、行事、その他の活動への出席経費の全額、または一部が RI によって支払

われるロータリアン、配偶者、その他の出席者は、RI 組織規定、ロータリー章

典、または出席する会合、行事、活動の公式プログラムに明記されている任務と

義務を果たすものとする。RI は、義務や責務を果たさなかった旅行者に対して、

旅行に伴ういかなる経費も支払わないものとする。また、義務や責務を果たさな

かった旅行者は、旅行に関連して RI から本人に支払われた費用全額、または本

人に代わって RI から支払われた費用全額を、RI に返還するものとする。事務総
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長は、この方針が定める要件の不履行すべてについて、RI 監査委員会に報告す

るものとする（2009年 6月理事会会合、決定 276号）。 

 
出典：2009年 6月理事会会合、決定 276号 

 

69.020.4.  旅行管理プラン 

理事会は、定期的に「RI 旅行管理プラン」を見直し、必要な箇所を改正する

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 159号 

 

69.020.5.  国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の旅行と経費の方針 

理事会は、定期的に「国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の旅行と経

費の方針」を見直し、必要な箇所を改正する（2017 年 9 月理事会会合、決定 24

号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 154 号。2001 年 6 月理事会会合、決定 314 号、2001 年 6 月理事会会

合、決定 315号、2002年 11月理事会会合、決定 65号、2003年 5月理事会会合、決定 420号、2004年 7月理

事会会合、決定 16号、2005年 3月理事会会合、決定 253号、2006年 11月理事会会合、決定 127号、2007年

6月理事会会合、決定 256号、2008年 6月理事会会合、決定 248号、2009 年 6月理事会会合、決定 276号、

2010 年 11月理事会会合、決定 110号、2013 年 6月理事会会合、決定 212 号、2016年 4月理事会会合、決定

162号、2017年 9月理事会会合、決定 24号により改正 

 

69.020.6.  個人旅行  

国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の第一の目的は、任務遂行のため

にロータリーが経費を負担して旅行する人々に、可能な限り最高のサービスを提

供することである。ロータリーが経費を負担しない旅行の手配は、旅行をする当

人が責任を負うものである（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 189号 pt. 3b 

 

69.020.7.  国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）と総代理店との関係 

国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）は、総代理店一社、また必要に応

じてその傘下にある世界各地の認定旅行代理店と契約を結ぶ。この総代理店は、

旅行と経費に関する RI の方針に従い、ロータリー世界全域に可能な限りコスト

効率のよいサービスを提供するものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 
出典：1990年 3月理事会会合、決定 191号  

 

69.020.8.  RITS旅行と経費の方針の例外 

国際ロータリー・トラベルサービスの目的は、飛行機による旅程を組み、提案さ

れた旅行において旅行者がロータリーの任務を円滑に行えるよう、旅行関連のサ

ービスを提供することである。従って、ロータリーの経費で旅行する者は、文書

化された旅行と経費の方針に基づいて旅行担当職員が最もふさわしいと判断した

旅程および運賃を受け入れるものと期待されている。 
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旅行指針に対する例外は、事務総長に書面で申請することができる。申請できな

い例外には以下のようなものがある。 

 

1）  ロータリーが特定の航空会社からより低価格で、あるいは販売促進プログラ

ムで有利に航空券を購入できる機会があるにもかかわらず、マイレージ・サービ

スを受けるためにほかの航空会社を選択すること。 

 

2）  ロータリーの優先航空会社との契約上の約定を満たす必要があるにもかかわ

らず、ほかの航空会社を選択すること。 

 

3）  より廉価な割引運賃が利用できる場合に、（個人的にファーストクラブまた

はビジネスクラスへのアップグレードの特典を受ける目的で）定価のエコノミー

クラスを選択すること。注：ビジネスクラスの利用権利がある人について、ビジ

ネスクラスに空席がない場合、現在の旅行と経費の方針には一切変更がない

（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 189号 

 

69.020.9.  地元で購入した経費の支払い 

RITS の承認を得て地元で航空券を購入したロータリアンへの経費の支払いは、

公式の国際ロータリー経費明細報告書および必要な領収書が財務部または該当す

る国際ロータリー事務局か財務代行者に提出された時点で処理される。必要書類

の提出は、旅行の出発前に行うことができない（2006 年 11 月理事会会合、決定

35号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 189号。2006年 11月理事会会合、決定 35号により改正 

 

69.020.10.  RI職員の旅行 

理事会は、組織を代表して旅行することを許可されたすべての国際ロータリー職

員とロータリー財団職員に適用される「RI 職員のための旅行方針」を採択した。

この方針の変更によって費用に大幅な影響が出ない限り、事務総長は、状況に応

じて「RI 職員のための旅行方針」を改訂する権限を持つものとする（2002 年 11

月理事会会合、決定 55号）。 

 
出典：2000年 5月理事会会合、決定 462号、2002年 6月理事会会合、決定 255号 

 

69.020.11.  配偶者の旅費の支払い 

理事会は、「配偶者のための旅費の支弁に関する RI の方針」を採択した。この

方針の下、ロータリーは、旅行の目的が国際ロータリーの真正な業務であり、請

求された支弁額が RI の「配偶者の弁済可能な活動書式」（RI Document of 

Reimbursable Activities of Spouse）」を用いて裏付けられた場合にのみ、ロータリ

アンの配偶者の旅費を支払う。この要件を満たさなかったロータリアンと配偶者

は、旅行に関連するいかなる経費も RI から支払われないものとし、旅行に関連

して RIから本人に支払われた全額、または本人に代わって RIから支払われた全



ロータリー章典  ページ 469 

2018年 10月 

 

額を RIに返還するものとする。RI経費による旅行者は、旅行の目的が RIの真正

な業務でない場合、旅行の価額に対して所得税が科せられる場合がある（2009

年 6月理事会会合、決定 276号）。 

 
出典：1998年 2月理事会会合、決定 313号、2003年 5月理事会会合、決定 325号、2009年 6月理事会会合、

決定 276号。2006年 11月理事会会合、決定 35号により改正 

 

69.020.12.  親アカウント請求手続 

RI の経費で旅行する個人全員を対象として、事務総長は、親アカウント請求手

続の利用をホテルの部屋代と税金のみに限定するものとする。その他の各ビジネ

ス経費はすべて、標準支払い手続に従って払い戻される。   

 

ただし、国際協議会、規定審議会、そのほかのRI公式会合にて、RIまたはロータ

リー財団が支払う食事プランの契約を結んでいる場合、その食事代、適用される

税金、サービス料は親アカウントに請求されるものとする（2007年6月理事会会

合、決定290号）。 

 
出典：1999年 11月理事会会合、決定 251号。2007年 6月理事会会合、決定 290号により改正 

 

69.020.13.  経費として支払われる食費の上限 

理事会は、RIの経費による旅行をするすべての人に対し、1日の食費として支給

される経費を一人当たり 75米ドルまでと設定した。 

 

理事会は、RI が食券を提供している場合は、ワン・ロータリー・センター外で

の食費を経費として請求すべきではないことを推奨する（2017 年 6 月理事会会

合、決定 170号）。 

 
出典：2008年 11月理事会会合、決定 50号。2017年 6月理事会会合、決定 170合により改正 

 

69.020.14.  役員および理事会による団体旅行 

現職または次期理事が団体で旅行する場合は、必ず複数のグループで旅行し、各

グループは個別に移動するものとする。会長が実際的ではないとみなした場合を

除き、会長は会長エレクトまたは副会長と一緒に移動しないものとする（1999

年 8月理事会会合、決定 47号）。 

 
出典：1978年 5月理事会会合、決定 10号、1999年 8月理事会会合、決定 47号 
 

引照 

 

72.010.2.  旅行の危機管理 

 

 

69.030.  ガバナー配分予算 

 

69.030.1.    ガバナー配分予算 
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ガバナーには、クラブ訪問、研修、事務所運営費に関わる経費を部分的に相殺す

るための予算が提供される。これらの予算は、ロータリーならびに理事会方針に

沿ったガバナーの義務および責務を果たすために利用される（2013 年 10 月理事

会会合、決定 62号）。 

 
出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 248号、補遺資料 D。2013年 10月理事会会合、決定 62号により改

正 

 

69.030.2.  ガバナーの支払い可能な経費 

ガバナーには、ガバナーとしての任期中に RI が決定した地区の予算配分を上限

として、ガバナーとしての責務を果たすために妥当かつ必要な経費が支払われる

ものとする（2013年 10月理事会会合、決定 62号）。 

 
出典：2013年 10月理事会会合、決定 62号 

 

69.030.3.  ガバナーへの経費支払いのスケジュール 

RI からの配分予算の範囲内でガバナーに支払われる経費は、RI が地元通貨を保

有している場合はその通貨で支払いが行われる。ガバナーの地元通貨を RI が保

有していない場合、RI は、妥当かつコスト効果の高い代替通貨を選ぶ。すべて

の支払いは、無作為監査の対象となる。経費は、直接ガバナーに支払われるか、

または地区口座に支払われる。ガバナーへの経費の支払いは、以下の通り行われ、

定期的に審査されるものとする。 

 

a）  ガバナー予算の 70パーセントは、7月の第一週目に送金される（予算が高額

であるため適切な資金管理が必要であると事務総長がみなした場合、事務総長は

ガバナー予算の 70 パーセントより少ない金額を支払うことが認められている）。 

 

b）  追加資金が支払われる前に、以下が受理されなければならない。 

1.  最初に支払われた 70パーセントの使途を記入した経費明細報告書 

2.  残りの 30パーセントまでの使途を記入した経費明細報告書 

 

c）  予算の残額 30 パーセントまでを受け取るには、適切な書類を添えた経費明

細報告書を、ガバナー年度終了後の 7月 31日までに提出しなければならない。 

 

d）  酌量すべき事情を説明する請願書が受理された場合、理事会に代わり、事務

総長が上記の c） に記述されている締切日を 9 月 30 日まで延長することができ

る。 

 

e）  ガバナーは最初に支払われた 70 パーセントの予算の使途を完全に文書に記

録しなければならず、使用が立証されていない資金または未使用の資金をガバナ

ー年度終了後の 9 月 30 日までに RIへ返還しなければならない。立証されていな

い資金や RI に返還されるべき資金があるガバナーは、RI に対し返済すべき資金

のあるロータリアンのリスト（List of Rotarians with Outstanding Obligations to RI）

に記載され、RI監査委員会に報告される。 
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f）経費支払いの上限額は、地区予算モデルの金額の 100パーセントである。 

 

g） この方針に関する研修は、国際協議会での地区ガバナー研修の一部に含まれ

るものとする（2013年 10月理事会会合、決定 62号）。 

 
出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 396 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 329 号。1999 年 11 月理事会会

合、決定 203号、2000年 2月理事会会合、決定 335号、2000年 5月理事会会合、決定 398号、2001年 6月理

事会会合、決定 447号、2001年 11月理事会会合、決定 55号、2003年 5月理事会会合、決定 409号、2005年

11月理事会会合、決定 38号、2006年 6月理事会会合、決定 270号、2007 年 6月理事会会合、決定 226号、

2007 年 6 月理事会会合、決定 318 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008 年 6 月理事会会合、決定

269号、2013年 10月理事会会合、決定 62号により改正 

 

69.030.4.  ガバナー予算の修正手続 

ガバナーの予算配分額を修正する手続を定めるために、以下の事柄が合意されて

いる。 

 

a） 毎年の一般運営予算において、ガバナーへの配分予算の合計額には、各地区

の配分額の修正に充てるための予備金が含まれるものとする。 

 

b） 事務総長は、地区編成や地区内クラブ数の変更などにより必要となった場合、

ガバナーの予算配分額を修正する権限を有する。 

 

c） 事務総長は、ガバナー予算の増額に関し、事務総長の見解において、ガバナ

ーから要請のあった予算増額の全額または一部が正当かつ妥当であると判断した

場合には、理事会に代わって決定を下す権限を有するものとする。 

 

d） 事務総長は、予算を超過した経費の支払いに関し、事務総長の見解において、

ガバナーから請求された経費の全額または一部が正当かつ妥当であると判断した

場合には、理事会に代わって決定を下す権限を有するものとする。 

 

e） これらの手続に従って事務総長が下した決定はすべて、理事会に報告される

ものとする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1948年 4～5月理事会会合、決定 212号、1967年 1月理事会会合、決定 192号 

 

69.030.5.  為替レートの変動 

7 月 1 日現在のレートと予算作成当初のレートの間に、地元通貨に対する米ドル

のレートに 3 パーセント以上の増減があった場合、増減を相殺するためにガバナ

ー予算の修正が行われる。米ドルで修正された予算は最終予算となり、その後為

替レートに変動が生じても再び変更されることはない（2006年 6月理事会会合、

決定 270号）。 

 
出典：1987年 6月理事会会合、決定 410号。2006年 6月理事会会合、決定 270号により改正 

 

69.030.6.  ガバナー配分予算における特別な要素 
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複数国、複数言語、広大な地理的距離および（または）クラブ数の多い地区は、

ロータリーからのガバナー配分予算に加え、追加的な財務的リソースを認可する

ことができる  （2013年 10月理事会会合、決定 62号）。 

 
出典：2005年 6月理事会会合、決定 313号。2013年 10月理事会会合、決定 62号により改正 

 

69.030.7.  財務報告の不履行 

RI細則第 16.060.4項に記載されている財務表には、ガバナーが受け取ったすべて

の資金を含むものとする。ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後 12 カ月以

内に、財務報告書の写しに、報告書が RI 細則第 16.060.4 項に従って独立審査を

受け、地区会合において討議に付すため各クラブに提供されたことを証明する書

類を添えて、事務総長に送付するものとする。 

 

完成した財務表をクラブおよび事務総長に配布する要件の順守を怠った場合、な

らびに地区会合で討議し採択するため財務表を提出することを怠った場合は、ガ

バナーが以下を受ける資格を失うものとする。 

 

–RIからの追加費用の支払い  

–RIのボランティアの任命あるいは任務 

–ロータリー財団の任命または任務 

–RIまたはロータリー財団の賞 

 

この措置は完成した財務表がクラブと事務総長の両方に配布され、地区会合で討

議され採択されるまで適用される（2017年 1月理事会会合、決定 129号）。 

 
出典：2015年 10月理事会会合、決定 82号。2017年 1月理事会会合、決定 129号により改正 

 

 

引照 

 

18.040.  ロータリーのない国および地域への拡大 

19.050.  ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：研修 

32.060.8.  地区ガバナーに対するロータリー配分予算の修正 

58.070.1.  RIによって経費が支払われる国際協議会への出席 

58.070.2.  外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 

58.070.3.  2期目を務めるガバナーへの支払い 

 

 

69.040.  中央役員の経費 

 

69.040.1.  中央役員の経費に関する方針 

すべての経費支払いは、RI の任務目的に適った妥当な経費に対して行われるもの

とする。事務総長は、現行の経費支払い方針、特に必要書類に関して一貫して徹

底させるものとする。これには、個人的費用が支払われることのないよう監視す

ることも含まれる。RI 経費による旅行者は、旅行が RI の真正な業務でない場合、
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旅行の価額に対して所得税が科せられる場合がある。事務総長は、この方針が定

める要件の不履行すべてについて、RI監査委員会に報告するものとする 

 

A.  年間経費予算（受領者に対し非課税の支払額）： 

 

理事（会長および会長エレクトを除く）は、年間 22,000 米ドル、理事としての 2

年間の任期で合計 44,000 米ドルの経費に対し、支払いを受けることができる。

この額は、年間経費予算として知られている。会長と会長エレクトには年間経費

予算が配分されないものとする。理事エレクトは、就任前の 5 カ月間で年間経費

予算から 4,000 米ドルまでの経費に対し、支払いを受けることができる。理事会

一年目の理事が使用しなかった年間経費予算はすべて蓄積され、二年目に使用す

ることができる。理事会二年目を終了した理事は、年間経費予算を一切使用する

ことができない。 

 

この予算で賄われる経費  

 

1.  役員の責務に伴う事務所経費（以下が含まれる）。 

 

a. 名刺 

b. 便箋 

c. 切手 

d. コピー  

e. 電話およびファックス 

f. 事務員（人件費） 

g. その他の事務所維持費 

 

2.  クラブ訪問や理事としての職務に妥当に関連したその他の旅行において理事

が自己負担した経費。適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出された場合には、

配偶者の経費も含まれる。 

 

a. 交通費 

b. ホテル 

c. 食費および妥当な範囲の雑費 

 

3.  会長主催会議や会長によって招集されたその他の会合に理事が出席する際の

経費。適切な職務目的を裏付ける書類が提出された場合には、配偶者の経費も含

まれる。 

 

a. 登録費 

b. 交通費 

c. ホテル 

d. 食費および妥当な範囲の雑費 
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4.  理事自らが招集する責務のあるロータリー研究会に関連し、RI 予算（セクシ

ョン Eを参照のこと）でも研究会予算でも賄われない経費。適切な職務目的を裏

付ける書類が提出された場合には、配偶者の経費も含まれる。 

 

5.  理事自らが招集者ではない研究会（1回分）に理事が出席する際の経費。適切

な職務目的を裏付ける書類が提出された場合には、配偶者の経費も含まれる。 

 

a. 登録費 

b. 交通費 

c. ホテル 

d. 食費および妥当な範囲の雑費 

 

6.  その他の諸経費 

 

a. RI 理事用の会長テーマ・ジャケットとネクタイ、RI 理事の配偶者用の会長テ

ーマ・ジャケットとスカーフ 

b. 理事の襟ピン 

c. RIビデオと出版物 

d. 飛行機の座席のアップグレード 

e. RIが必須と定める出張にかかわる予防接種と予防医療費 

f. 理事のウェブサイトの設立と維持にかかる費用 

 

7.  上述されていないその他の妥当なロータリー業務関連の経費で、役員に割り

当てられた予算額内のものは、執行委員会の承認を受けた上で、次回の会合で

理事会に報告することができる。認められた予算額を超えて経費の支払いを求

める役員は、理事会の承認を得るものとする（2018年 4月理事会会合、決定 170

号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 393号。1999年 6月理事会会合、決定 348号、1999年 8月理事会会合、

決定 48号、1999年 8月理事会会合、決定 50号、1999年 11月理事会会合、決定 251号、2000年 7月理事会

会合、決定 28号、2002年 6月理事会会合、決定 293号、2004年 11月理事会会合、決定 158号、2004 年 11

月理事会会合、決定 160 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 232 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 235 号、

2009年 6月理事会会合、決定 276号、2018年 4月理事会会合、決定 170号により改正 

 

B. 年間経費予算以外に支払い対象となるその他の経費（受領者に対し非課税の支

払額） 

 

上述の支払い可能な経費に加えて、RI 業務での出張中に会長および会長エレク

トにかかる経費、ならびに役員の出席が義務付けられている会合（理事会、国際

協議会、国際大会、会長に指定されたその他の会合）に関連して理事にかかる経

費は、経費明細報告書に記入し、支払いに必要な書類を沿えて提出することがで

きる。出席が義務付けられている会合に伴う経費の支払いは、以下に限られるも

のとする。 

 

1.  地上交通費 
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2.  空港税 

3.  移動中の食費、グループに食事が用意されなかった場合の食費、あるいはホ

テルの親アカウントに請求された食費 

4.  洗濯代と妥当な雑費  

5.  航空会社のクラブ会費（1社、1人分）  

6.  その他、通常、これらの会合に伴って発生する妥当とみなされる額のロータ

リーの旅費 

7.  RIの業務遂行中のすべての食費 

8.  あらかじめ承認され、適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出された場合、

この旅行に同行した配偶者の経費（2004年 11月理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 393号。1999年 6月理事会会合、決定 348号、2002年 6月理事会会合、

決定 293号、2004年 11月理事会会合、決定 158号により改正 

 

C. 年間経費予算以外に支払い対象となるその他の経費（受領者への課税対象と

して報告される） 

 

役員用旅行医療保険の患者負担額（控除対象）（2004 年 11 月理事会会合、決定

158号）。 

 
出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 393 号。2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 158号により改正 

 

D. 会長および会長エレクトへの支払い対象となるその他の経費（受領者への課

税対象となる支払額） 

 

エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、コンドミニアムが提供され

る（セクションGを参照のこと）。しかし、会長および会長エレクトは、就任中

も、定住居を維持し、また、公式の RI 業務での旅行中は他にも相当な経費が発

生する。会長および会長エレクトには、それぞれの配偶者の費用も含めた以下の

年間経費が支払われるものとする。 

 

1.  定住居の維持費。ただし、住宅保険、固定資産税、光熱費、防犯、芝の管理

費、定期的な清掃費、自動車保険、関連する自動車税に限られる（35,000 米

ドル以内） 

2.  正装用の服およびスーツケース（3,500米ドル以内） 

3.  RIの業務での旅行中に発生した個人的な経費（1,500米ドル以内） 

4.  税金に関する相談および申告サービス（3,000米ドル以内） 

5.  総合的な健康診断（1,000米ドル以内） 

6.  補助的な医療費（5,500米ドル以内） 

7.  クラブ会員身分の維持（750米ドル以内） 

8.  RI 職員の健康保険プログラムで必要とされる医療・歯科保険負担額（控除対

象）の職員負担分、役員用旅行医療保険で必要とされる患者負担額（控除対

象）（14,000米ドル以内） 
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9.  このセクションに基づき支払われた経費に関して、本人に支払いが義務づけ

られた税金（税率は 46％を超えてはならない）（2011 年 1 月理事会会合、決

定 172号）。 

 
出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号。2005 年 6 月理事会会合、決定 330 号、2006 年 2 月理事会会

合、決定 207号、2011年 1月理事会会合、決定 172号により改正 

 

 

E. ロータリー研究会 

 

RI は、旅行と経費に関する規定の RI 方針に従い、招集者がロータリー研究会の

計画段階において会場を訪問するための 2 回の旅行の交通費、および招集者（お

よび配偶者が同行した場合は配偶者）が研究会へ出席するための交通費を支払う。

ロータリー研究会は、研究会に出席する招集者および配偶者にかかるその他の費

用をすべて支払うことが期待されている。要請があれば、RI は経費を賄うため

に、招集者に 1,000 米ドルを前払いする。この前払い金は、研究会終了後、清算

されなければならない（1999年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1989年 5月理事会会合、決定 362号、1996年 2月理事会会合、決定 247号 

 

F. RIから支払われない項目  

 

この方針の下で経費支払いの対象として認められていない項目は、以下を含め

（ただし、これに限らない）、すべて支払われないものとする。 

 

1.  洗面用具 

2.  RIの業務を目的とした旅行中の処方箋や市販の薬 

3.  個人的に利用するサービス（美容院、散髪、ヘルスクラブなど） 

4.  この方針の下に認められている以外の配偶者の経費 

5.  子供を含む家族の経費。理事会の方針により国際大会に出席する会長と会長

エレクトには例外として認められている 

6.  衣類（会長ジャケット、会長ネクタイおよびアクセサリーを除く）  

7.  スーツケース  

8.  ビデオレンタル 

9.  ロータリー業務とは関連のない接待や娯楽 

10.  個人的な電話、ファックス、E メールにかかる料金（2002 年 6 月理事会会合、

決定 293号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 393号。1999年 6月理事会会合、決定 348号、2002年 6月理事会会合、

決定 293号により改正 

 

G. エバンストン滞在中の会長および会長エレクトの経費、コンドミニアムの使

用、ならびに定住居への交通費 
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エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、コンドミニアムが提供され

る。エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、それぞれの配偶者も含

めたすべての食事代および食料雑貨費が支払われるものとする。エバンストン滞

在中の会長および会長エレクトのコンドミニアムの価額、食事代・食料雑貨費、

および定住居への交通費は、会長および会長エレクトのそれぞれ独自の状況によ

り、米国税法上の課税対象となる可能性がある。会長、会長エレクト、会長ノミ

ニーと年に一度会合し、状況を評価し、上記の項目が課税対象となるか否かを判

断する外部の租税コンサルタントが、事務総長により雇われるものとする。会長

および（または）会長エレクトにとってこれらの価額が課税対象となると判断さ

れた場合、RI は納税額を支払うものとする（2005 年 6 月理事会会合、決定 330

号）。 

 
出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号。2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号、2005 年 6 月理事会会

合、決定 330号により改正 

 

 

H. 親アカウント 

 

事務総長は、請求手続きのための親アカウントの使用を、ホテルの部屋代と税金

のみに限定するものとする。その他の業務経費はすべて、RI 理事の標準支払い

手続に従って支払われる（2001年 11月理事会会合、決定 146号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 48号。2001年 11月理事会会合、決定 146号により改正 

 

I. 経費の支払い手続 

 

経費またはクレジットカード支払額の支払いの要請はすべて、RI 経費明細報告

書を使用して裏付けるものとし、最高財務責任者の承認を得なければならず、事

務総長および RI 財務長がこれを審査するものとする。75 米ドルを超える経費は

すべて領収書で立証されなければならない（2002 年 11 月理事会会合、決定 177

号）。 

 
出典：2001年 11月理事会会合、決定 146号。2002年 6月理事会会合、決定 293号により改正 

 

J. 前払い金 

 

一般に前払い金は RI 役員に提供されない。承認された前払い金は、予定されて

いる経費の支払または発生に先立つ 30 日以内に提供されるものとする。支払ま

たは発生から 60 日以内に RI経費明細報告書を使用した上で裏付けがなされない

経費はすべて、当該役員の個人アカウントに計上され徴収されるものとする。こ

の資金が経費支払または発生の時点から 120 日以内に徴収されない場合、適正な

書式を使用した上で受領者への課税対象となる支払として報告されるべきであり、

当該個人には、その支払いが課税対象となることを通知する適切な納税報告用書

類が送付されるべきである。支払いが受領者にとって課税対象となるという通知

は、受領者の RIへの負債額を免責するものではない（2004年 11月理事会会合、
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決定 158号）。 

 
出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 251 号。2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 158号により改正 

 

K. RI所有車の個人的使用を禁止する国際ロータリーの方針に関する声明 

 

以下の方針は、RI が所有またはリース契約している車両の個人による使用につ

いて規定するものである。 

 

1.  RI 所有車を提供された個人は、RI の取引あるいは業務に関連してこの車両を

使用するものとする。 

 

2.  車両が RＩの取引または業務のために使用されないときは、RI の施設内に駐

車されるものとする。ただし、例えば整備や機械的故障のために一時的に他の場

所に駐車する場合はこの限りではない。 

 

3.  最小限の個人的使用を除き、いかなる者も車両を個人的に使用することはで

きない。 

 

4.  最小限の使用を除き、従業員も、またその使用が従業員にとって課税対象と

なるいかなる個人も、個人的な目的に車両を使用してはならない。 

 

このような RI 所有車を使用する者のために、事務総長は、当該車両の使用が上

述の条件を満たしていることを立証するための手続きと書類を作成する（1999

年 8月理事会会合、決定 53号）。 

 
出典：1999年 8月理事会会合、決定 53号 

 

L. RI法人クレジットカード 

 

就任中の業務経費の支払いに使う RI 法人クレジットカードの発行を受ける唯一

のボランティアは、会長、会長エレクト、および会長ノミニーのみとするものと

する。要請があった場合は、これらの配偶者にも、業務経費の支払いのための法

人クレジットカードが発行されるものとする。クレジットカードへの請求額は当

該者の個人アカウントに計上され徴収されるものとする。ただし、課金後 60 日

以内に、適切に記入した RI 経費明細報告書（およびホテル請求書、クレジット

カード領収書、すべての経費が業務目的であることの説明など、必要な証拠文書

の添付）で裏付けがなされた請求額は、当該者の個人アカウントから除かれる。

60 日以内に裏付けが行われず、課金後 120 日以内に RI に返金されない請求額は、

適切な納税報告用書類で当該者への課税対象として報告されるべきである。支払

いが当該者に対して課税対象となるという通知は、当該者の RI への負債額を免

責するものではない。事務総長は課金後 90 日が経過しても負債額が返済されて

いない場合は、当該者に書簡で通知するものとする。裏付けなされていない経費
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が課金後 120 日以内に返済されない場合、事務総長は、当該者のクレジットカー

ドを無効とする手続きを取るものとする。 

 

執行委員会は、RI 法人クレジットカードで支払われた経費のうち、「支払いが

認められた RI理事の経費に関する RI方針」に述べられた指針に規定されていな

いものについて、審査するものとする。個人的な項目のために、あるいは上述の

手続きに反して使われた法人カードは、無効手続きが取られる場合がある（2004

年 11月理事会会合、決定 158号）。 

 
出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 54 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 177 号、2004 年 11 月理事会会

合、決定 158号により改正 

 

M. 義務の同意 

 

各理事は、毎年、RI 旅行方針の要件を熟知し、順守することに同意する（2009

年 6月理事会会合、決定 276号）。 

 
出典：2009年 6月理事会会合、決定 276号 

 

N. 解釈 

 

執行委員会は、本方針の解釈について暫定的な決定を行うことができる。執行委

員会が行った暫定的決定は、次回の理事会会合に報告されるものとする。本方針

の解釈に関するあらゆる最終決定は、理事会により行われるものとする（2002

年 6月理事会会合、決定 293号）。 

 
出典：2002年 6月理事会会合、決定 293号 

 

69.040.2.  理事会会合の配偶者経費の支払い 

理事の配偶者には、国際協議会および国際大会に付随して開かれる RI 理事会会

合を除いて、理事会会合に出席するための費用は支払われない（2010年 6月理事

会会合、決定 182号）。 
 

出典：2010年 1月理事会会合、決定 167号 

 

69.040.3.  ロータリー中央役員への経費の支払い 

会長または会長エレクトによるロータリー関連の全支出は、予算配分された費目

の資金を使って行うべきである。RI は、会長、会長エレクト、または会長ノミ

ニーに発生した、予算に組み込まれているロータリー関連の全業務経費を支払う

ものとする。会長、会長エレクト、会長ノミニー、および理事から要請される経

費またはクレジットカード支払額の清算は、RI 経費明細報告書を用いて立証し

なければならず、最高財務責任者の承認を得なければならず、RI 財務長の審査

を受けるものとする。75 米ドルを超える経費はすべて領収書で立証されなけれ

ばならない（2004年 11月理事会会合、決定 58号）。 
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出典：2001年 11月理事会会合、決定 146号、2002年 6月理事会会合、会合、決定 294号。2002年 6月理事

会会合、決定 292号、2002年 11月理事会会合、決定 177号、2004年 11月理事会会合、決定 58号により改

正 

 

69.040.4.  RI中央役員に支払われた経費の開示 

ロータリー・シニアリーダーに支払われた経費はすべて、理事会の定める経費支

払い方針に沿って必要書類が添付され、経費と認められた妥当な支出を除き、年

に一度ロータリーワールド・マガジンプレスを通してロータリアンに開示され、

さらに RI 年次報告書において役員別の経費支払額が開示されるものとする

（2006年 6月理事会会合、決定 220号）。 
 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 371 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 287 号。2004 年 11 月理事会会

合、決定 58号、2006年 6月理事会会合、決定 220号により改正 

 

69.040.5.  シニアリーダーによるクレジットカードの使用 

理事会は、クレジットカード・プログラムのある国の全ロータリー・シニアリー

ダーは、支払い対象となる RI 経費を支払うために、ロータリーのクレジットカ

ードを使用するよう推奨する（2009年 6月理事会会合、決定 217号）。 
 

出典：2004年 11月理事会会合、決定 151号 

 

引照 

 

27.080.  会長の財務 

30.010.4.  会長エレクトの旅費 

30.020.2.  会長ノミニーの経費 
 

 

69.050.  役員の経費 

 

69.050.1.  会長の同伴者のための経費 

ロータリー世界にわたる旅行に誰を同伴するか、および同伴者の経費をどのよう

に支払うかは、会長の裁量に任せるものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定

348号）。 
 

出典：1995年 2月理事会会合、決定 140号 

 

69.050.2.  クラブと地区の訪問のための経費 

RI 中央役員を行事に招くクラブや地区は、妥当な旅費、宿泊費、食費を負担す

ることを予期すべきであることに留意すべきである（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 
 

出典：1993年 3月理事会会合、決定 189号、1991年 7月理事会会合、決定 2号 

 

69.050.3.  現および元 RI役員への予算外経費の支払い 

RI 役員は、経費の予算配分額の範囲内で RI から任務の履行にかかる経費の支払

いを受けることができる。元役員の経費も、RI 委員会や RI 予算内に含まれてい
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る他の活動に関連する場合であれば、経費が支払われる。現または元役員に対し

てこの他の経費は支払われない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1954年 1月理事会会合、決定 159号 

 

 

69.060.  その他の財務事項 

 

69.060.1.  他団体への寄付および支援 

RI の資金は、RI の目的のためだけに加盟クラブから提供されているため、他団

体の活動に寄付することはできない（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1955年 1月理事会会合、決定 87号 
 

69.060.2.  ポール P.ハリス記念ビルのための資金拠出 

第 7870 地区からの文書で立証された経費を基に、米国バーモント州ウォーリン

グフォードにあるポール P.ハリス記念ビルの保守のために、資金的援助が行われ

るものとする。ただし、年間 5,000 米ドルを超えないものとする（2007 年 11 月

理事会会合、決定 32号）。 

 
出典：1994年 3月理事会会合、決定 212号。2007年 6月理事会会合、決定 271号により改正 

 

69.060.3.  支払いが認められた経費の支弁を受けるための立証方法 

業務経費の支払い精算の要請はすべて、経費の発生した時点から 60 日以内に RI

経費明細報告書を用いて提出するものとする。75 米ドルを超える経費はすべて

領収書で立証されなければならない 60 日を過ぎてから受理される経費明細報告

書については、事務総長が止むを得ない状況により例外的に許可しない限り、支

払いが行われないものとする（2004年 11月理事会会合、決定 159号）。 

 
出典：1999年 2月理事会会合、決定 272号。2004年 11月理事会会合、決定 159号により改正 

 

引照 

 

36.090.  RIに対する他団体会合への招待 

37.020.3.  国連への RI代表に対する支援 

48.020.  翻訳の経費 

51.020.2.  ロータリーワールド・マガジンプレスの編集者セミナーのための資金的支援 

51.030.  新しい出版物のための指針 

57.100.  国際大会の財務 

58.070.  国際協議会の財務 

59.080.  審議会の財務 

60.020.2.  国際研究会における地域雑誌編集者の経費 

60.040.  国際研究会の財務 

60.050.  ロータリー研究会の経費 
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第 70 条  投資 

 

70.010.  投資方針に関する声明－国際ロータリーの一般資金 

70.020.  一般剰余金に関する方針 

70.030.   外貨管理に関する方針 

70.040.  制限通貨 

70.050.  投資収益予算と投資収益準備金 

 

 

70.010.  投資方針に関する声明－国際ロータリーの一般資金 

 

70.010.1.  一般資金の目的 

一般資金（以下、「資金」）の第一の目的は、国際ロータリー（以下、「RI」）

の財政の長期的安定に備えることである。資金には、国際ロータリーの（1）使

途不指定の現金、（2）有価証券、（3）ロータリー財団からの受取勘定（または

ロータリー財団への支払勘定）が含まれる。 

 

資金に含まれる有価証券のその他の目的には、（1）準備金を維持するという RI

の財務目標を満たす、（2）必要な場合、RI が運営費をまかない、均衡の取れた

予算を実現するために、ほかの収入源から投資収益を資金に提供する、（3）必

要な場合、運転資本のために資金の流動性を確保すること、がある。 

 

RI の使途不指定の現金は、運転資本のために利用され、世界中の銀行口座に預

金されているが、主要な運転資本のための資金は、米国の銀行に預けられている。

使途不指定および使途指定の現金に関する具体的な投資方針は、ロータリー章典

第 70.010.18節に記載されている（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。2002 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2002 年 11 月理事会会

合、決定 183号、2010年 6月理事会会合、決定 260号、2017年 9月理事会会合、決定 64号により改正 

 

70.010.2.  責務の委任 

RI 理事会（以下「理事会」）は、投資目標や資産配分戦略を含む投資方針を定

め、投資方針声明（IPS）への変更を承認することに責任を持つ。 

 

RI 財務委員会は、財団の投資委員会（IC）における代表を通じて、代表投資方

針を提案し、投資マネジャー（投資運用専門家）の業績を監視する責任を有する。

投資委員会の設立趣意に列挙されているように、投資委員会は投資ポートフォリ

オの投資方針および指針を推奨し、資産を投資マネジャー、ファンドおよび戦略

に配分するという職員による判断を含め、ポートフォリオが IPS に基づいて管理

されていることを保証し、投資結果を検証して監視し、RI 財務委員会に助言を

提供する役割において責任を負う。RI 財務委員会委員長と、委員長の判断によ

り任命される委員は、RI に影響を及ぼす投資問題を話し合う際に、投資委員会

の会合に出席する。RI 財務委員会からの出席者は、RI の投資ポートフォリオに

影響を与える問題について投票権を有する。 
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投資担当職（以下「ROI」）は最高投資責任者と投資スタッフによって構成され

る。ROI は、理事会に代わり、IPS の実施について責任を有する。ROI は、理事

会により、資産を投資マネジャー、ファンドおよび戦略に配分し、資金の投資方

針および資産配分戦略を実施する権限が委任されている。 

 

ROI は自らの判断において、ROI に調査とコンサルティングを提供する投資コン

サルタントのサービスを活用することができる。ロータリー章典 70.010.17 に記

された通り、直接ヘッジファンドを実施する役割を担う、非裁量投資アドバイザ

ーも任命されている（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。2001 年 6 月理事会会合、決定 430 号、2003 年 5 月理事会会

合、決定 324号、2009年 11月理事会会合、決定 98号、2010年 6月理事会会合、決定 260号、2012年 1月理

事会会合、決定 158号、2016年 9月理事会会合、決定 21号、2017年 9月理事会会合、決定 64号により改正 
 

70.010.3.  投資目標と目的 

投資目標と目的に関するこの声明は、資金のリスク許容度や資産配分について説

明し、資金の資産の適切な目標と目的を設定し、投資マネジャーが投資について

決定、実行する際の基準を定めるものである。 

 

資金の投資目的は、可能損失を最小限に抑えつつ、RI の年次予算の均衡を保つ

ための十分な収益を生み出すことである。その他の投資目的には、運営準備金に

配分された資本を保ち、運営経費を賄う現金が不足した場合のための資金の流動

性を確保することがある。 

 

投資収益は予算を上回ることも下回ることもあるため、RI 理事会は、投資収益

準備金を設置し、収益の余剰分をこの準備金に充て、また、投資収益が予算を下

回った場合の不足分をこの準備金から賄うこととした（ロータリー章典第 70.020

節および第 70.050節を参照）。 

 

資金の業績目標は、ロータリー章典第 70.010.15 節に記載されている目標配分で

期待される収益と同じ収益率を達成することである。3～5 年間で資金の投資か

ら得られる収益率は、手数料を抜いたカスタム指数または「ポリシー指数

（Policy Index）」の年間収益総額を上回るべきである。 

 

「ポリシー指数」とは、以下の指数により定義され、目標とする配分に応じて配

分されるものである。 

 

指数 資産区分/戦略 

MSCI ACWI IMI グローバル株式 

Dow Jones US Total Stock Market（ダウジョーンズ US

トータルストックマーケット） 

米国株式 

MSCI ACWI IMI ex US（MSCI ACWI から米国を除

く） 

非米国株式 
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MSCI Emerging Markets Small Cap Index（MSCI新興

国中小型株指数） 

新興国株式 

BC Aggregate（バークレイズ総合） コア債券 

50% BC Global Agg（バークレイズグローバル総

合） /25% BC HY（バークレイズハイイールド）

/25% JPM EMBI+（JP モルガンエマージングマーケ

ットボンド） 

非コア債券 

60% MSCI World（MSCIワールド）/40% BC Global 

Aggregate（バークレイズグローバル総合） 

グローバル資産配分 

 

指数 資産区分/戦略 

50% BC TIPS（バークレイズ米国物価連動国債） 

30% DJ UBS Commodities Index（ダウジョーンズ

UBSコモディティインデックス） 

20% MSCI ACWI IMI 

実物資産 

Credit Suisse Hedge Fund Index（クレディスイスヘッ

ジファンドインデックス） 

ヘッジファンド 

 

業績評価の目的から、すべての収益率は、手数料を抜いた金額で審査される。 

 

通常、投資収益結果は3～5年の数値で評価される。ただし、短期的な結果が定期

的に審査され、必要に応じて早期に対応策が講じられる（2016年9月理事会会合、

決定21号）。 

 
出典：2010年6月理事会会合、決定260号。2013年6月理事会会合、決定249号、2014年10月理事会会合、決定98

号、2016年9月理事会会合、決定21号により改正 

 

70.010.4.  投資に関する一般的な指針 

全体的な資金投資の目標と投資可能な資産の範囲に関する詳細は、ロータリー章

典第 70.010.15 節に記載されている。また、資産区分の業績目標は、ロータリー

章典第 70.010.16 節に記載されている。ロータリー章典第 70.010.17 節には、直接

ヘッジファンドポートフォリオの投資選好が記載されている。投資マネジャーは、

購入する証券が投資方針声明に記されている指針に沿ったものであり、資金の投

資に適したものであるかどうかを判断するべきである。 

 

資産配分、証券の選択、投資のタイミングについては、投資方針声明の基準の範

囲内で、投資マネジャーに決定権が与えられている。すべての投資は、投資可能

な証券に関する制限を記載した投資管理の合意書（あらかじめ承認されたもの）

に沿った形で行われる。投資マネジャーは、各証券、および資金の投資としての

適合性などを、独自に分析する責任を有する（2016年9月理事会会合、決定21

号）。 

 
出典：2010年6月理事会会合、決定260号。2014年10月理事会会合、決定98号、2016年9月理事会会合、決定21号

により改正 
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70.010.5.  投資の指針 

 

現金 

現金投資は、この投資方針声明（IPS）の 70.010.18.節に従って投資される。 

 

上場株式 

上場株式ｆは、後述の通り、米国株式、非米国株式、グローバル株式、新興国株式

マンデートによって構成される。 

 

米国株式投資マンデート 

米国株式とは、米国の登録証券取引所に上場している企業、または頻繁に店頭取

引されている企業の証券と定義される。保有する証券の市場価値の割合は、該当

する株価指数を構成する証券の割合と、おおむね一致しているべきである。米国

証券取引市場で取引されている外国証券（例：ロイター、ネスレ、ソニーなど）

を扱う米貨ベースの委託証券である米国預託証券（ADR）は、各投資マネジャ

ーが適当と判断した割合で、各米国株式マネジャーが保有してもよい。 

 

非米国株式投資マンデート 

非米国株式とは、現地市場に上場している企業の証券または米国預託証券

（ADR）および海外株式預託証書（GDR）と定義される。マネジャーは、デリ

バティブ（金融派生商品）を利用することで通貨の変動リスクを事前に防げる可

能性がある。新興市場の株式の取引は認められており、承認済みの基準とおおむ

ね一致しているべきである。 

 

新興国株式投資マンデート 

新興国株式とは、（MSCI により定義された）新興国の現地市場に上場している企

業の証券と定義される。マネジャーは、デリバティブ（金融派生商品）を利用する

ことで通貨の変動リスクを事前に防げる可能性がある。   

 

グローバル株式投資マンデート 

グローバル株式投資戦略の目的は、投資マネジャーが自身の投資機会観に基づき

上記に定義した株式市場への投資を行えるよう柔軟性を提供することにある。投

資マネジャーはリスクの制御と収益の増加を勘案して投資すべきである。 
 

保有できる株式は、現地の登録証券取引所に上場している企業、または頻繁に店

頭取引されている企業の証券から成る。マネジャーは、デリバティブ（金融派生

商品）を利用することで通貨の変動リスクを事前に防げる可能性がある。新興国

市場の株式の取引は承認済みの基準により認められている。 

 

債券 

確定利付証券（債券）には、後述のように、コア、非コア、短期のマンデートを含

む。 

 

確定利付（債券）投資マンデート（利率） 
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取引可能な証券とは、国内市場で幅広く取引されている確定利付証券（債券）で

あり、米国政府や省庁債権、不動産担保証券、社債、債権証書、有価証券（ただ

しこれらに限らない）を含む可能性がある。コア債券投資は主に米国の債券を対

象とし、総合加重平均格付けの最低格付けを AA 以上とすべきである。ポートフ

ォリオのデュレーションは、おおむね該当指数と一致するべきである。別途合意

がされない限り、ポートフォリオのデュレーションは、該当するベンチマークの

20％に留まらなければならない。 

 

格付け機関（ムーディーズ、S&P、フィッチなど）が提供する格付けへの順守だ

けでは、的確な投資として十分であると判断できない。投資マネジャーは証券の

信用価値と資金の投資先としての適合性を独自に分析する責任を持つ。 

 

確定利付（債券）投資マンデート（クレジット） 

取引可能な証券とは、国内市場で幅広く取引されている確定利付証券（債券）で

あり、米国政府や省庁債権、グローバルハイイールド、グローバル債券、新興国

債券（ただしこれらに限らない）を含む可能性がある。非コア債券投資の総合平

均格付けに対する指針はB以上である。ポートフォリオのデュレーションは、お

おむね該当指数と一致するべきである。別途合意がされない限り、ポートフォリ

オのデュレーションは、該当するベンチマークの 20％に留まらなければならな

い。 

 

格付け機関（ムーディーズ、S&P、フィッチなど）が提供する格付けへの順守だ

けでは、的確な投資として十分であると判断できない。投資マネジャーは証券の

信用価値と資金の投資先としての適合性を独自に分析する責任を持つ。 

 

不動産 

不動産は、長期的なインフレ・リスクを軽減する手段として許容され、現収入や資

本増加の源となる。不動産は、中核資産、安定資産、収入を生む資産などの流動性

を重視して投資される（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：2010年6月理事会会合、決定260号、2012年1月理事会会合、決定158号、2013年6月理事会会合、決定249

号。2014年10月理事会会合、決定98号、2016年9月理事会会合、決定21号、2017年9月理事会会合、決定64号に

より改正 

 

70.010.6  社会的責任投資 

社会的責任投資（「SRI」）は、企業の財務内容と認知されている社会的実績の

両方に基づいて投資判断を行う手法である。SRI は、世界の特定の経済部門また

は地域で運営されている企業の証券を所有するよう投資マネジャーの権限に制限

を課す。SRI の支持者は一般に、このような制限によって組織の投資慣行がその

組織の使命に一致すると主張する。 

 

RI の資産を管理するために選出された投資アドバイザーは、企業の社会的責任

（「CSR」）を重視した投資を実践するよう期待されている。CSR は、あるビジ



ロータリー章典  ページ 488 

2018年 10月 

 

ネスが、法律、規制、倫理規範、国内または国際的規範を確実に順守するよう自

らの活動を監視する自己統制機構として機能する。 

 

さらに、RI はこうした企業とロータリーの価値観との一致について考慮する。

こうした価値観と CSR 投資手法とが一致することで、企業の従業員、納入業者、

顧客、ならびにそのビジネスを取り巻く広い地域社会の人びとの生活に肯定的な

影響を及ぼすことが期待される（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：  2017年 9月理事会会合、決定 64号により改正 

 

70.010.7.  デリバティブに関する方針 

デリバティブ商品については、投資方針声明に明記されている範囲内で許されて

いる。適切であれば、投資マネジャーは以下の理由のためにデリバティブ証券を

利用することができる。 

 

1.  ヘッジング：ポートフォリオが、明確に定義されたリスクにさらされており、

また、これらのリスクを軽減するため、あるいはそのほかのポートフォリオ構造

上の目的を達成するために利用できるデリバティブ契約（先物やオプション）が

存在する限り、投資マネジャーは、ヘッジングの目的でこれらのデリバティブを

利用することが容認されている。 

 

2.  市場エクスポージャーの発生：投資マネジャーは、資産または資産クラスの

リスクおよびリターンの特性を再現するために、デリバティブ商品を利用するこ

とが許される。ただしこれは、そのデリバティブ商品の原資産を用いて、そのよ

うな特性を再現することが、その投資マネジャーが順守すべき指針により許され

ている場合に限る。 

 

3.  カントリー・エクスポージャーならびに資産配分エクスポージャーの管理：

投資マネジャーが、ポートフォリオのカントリー・エクスポージャーまたは資産

配分エクスポージャーを、戦略的に別のカントリー・エクスポージャーおよび／

または別の資産配分エクスポージャーに転換する責任を負う場合は、その目的の

ためにデリバティブ商品を利用することが許されている。 

 

非米国株式、新興国株式、ならびにグローバル債券マネジャーは、為替の先物取

引を行ってよい。ただし、そのような契約は、ポートフォリオの変動リスクを緩

和する目的で行うものであり、ポートフォリオのエクスポージャーを高めるレバ

レッジであってはならない。為替契約は、ポートフォリオにおける為替リスクの

エクスポージャーを回避するため、または証券取引の決済のために利用できる。 

 

非米国株式、新興国株式、ならびにグローバル債券マネジャーは、積極的な為替

リスク管理プログラムを採用し、そのプログラムの規則の範囲内で、先物やオプ

ション取引を行うことができる。先物とオプション取引を、レバレッジを高める

ために利用することは禁じられている。 
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財務資産のために以下の 2 つの方法でデリバティブを利用することは、理事会が

承認しない限り、禁じられている。 

 

1.  レバレッジ：デリバティブは、資産、資産クラス、金利またはその他の財務

変数への全体的なポートフォリオのエクスポージャーを拡大するために利用され

ないものとする（デリバティブが利用されなかった場合に、そのエクスポージャ

ーがポートフォリオの投資方針により容認される範囲内である場合を除く）。 

 

2.  無関連の投機：デリバティブは、証券、為替、指数またはほかの財務変数へ

のエクスポージャーを生むために利用されないものとする（非デリバティブ証券

により創造された場合で、ポートフォリオの投資方針により承認されている場合

を除く）（2016年 9月理事会会合、決定 21号）。 

 
出典：2010年6月理事会会合、決定260号。2016年9月理事会会合、決定21号により改正 

 

70.010.8  バランス回復の方針 

資金は、ある資産クラスが上記の最低割合または最高割合に達した時に、通常の

キャッシュフローがある場合は、バランス回復のために調整される。できる限り

目標値に近い配分を維持するために、通常のキャッシュフローまたは前述の指針

に則ったデリバティブ商品を利用することができる。暦年の四半期末時点で、通

常のキャッシュフローだけでは資産配分を許容範囲内に維持できない場合、資産

配分を許容範囲に戻すために、必要に応じて資産クラス間で資産を移管すること

になる（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：  2010年6月理事会会合、決定260号。2017年9月理事会会合、決定64号により改正 

 

70.010.9  分散 

個々の投資による巨額の損失を抑えるため、投資を分散しないほうが組織のため

に有益であることを示す特殊な事情があると合理的に判断される場合を除き、資

金は複数の資産クラスに広く分散するものとする。 

 

一名のマネジャーが管理する資産総額が購入時点において国際ロータリーおよび

ロータリー財団の合計投資額の 15%を超過するべきではなく、いかなる時点にお

いても国際ロータリーおよびロータリー財団の合計投資額の 20%を超過するべき

ではない（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：1996年11月理事会会合、決定151号。2003年5月理事会会合、決定426号、2010年6月理事会会合、決定260

号、2014年10月理事会会合、決定98号、2017年9月理事会会合、決定64号により改正 

 

70.010.10.  流動資金のニーズ 

流動資金のニーズは、まず使途不指定現金によって満たされるものとする。使途

不指定現金が十分にない場合、事務総長は、支出ニーズに応えるため、投資から

現金の引き出しの手配を行うものとする。このような引き出しの資金源は、資産

バランスの回復とコスト要因に基づいて決める（2010 年 6 月理事会会合、決定

260号）。 
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出典：2010年 6月理事会会合、決定 260号 

 

70.010.11.  委任投票 

国際ロータリーに代わって委任投票をする方法を決定する責任は、ROI に託され

る（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：2017年 9月理事会会合、決定 64号 

 

70.010.12.  証券の貸借 

別の口座形式で管理されている信託については、資金は証券の貸借において投資

されないものとする。ただし、ROI からの推奨に基づいて理事会が承認した場合

は例外とする。別の口座での証券の貸借が承認された場合は、次回の理事会で報

告されなければならない。合同運用型信託や投資信託については、この制限は適

用されないものとする（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 260号。2017年 9月理事会会合、決定 64号 

 

70.010.13.  合同運用型信託または機関投資信託 

投資方法としての合同運用型信託には利点（例：小規模で直接的な投資口座より

も、より広範囲にわたって多角化できることや、投資コストがより小額ですむこ

となど）があることから、これらの信託が利用される場合がある。理事会は、方

針が定められ、趣意書やその他の文書により束縛されている信託に対して具体的

な方針指示を出すことはできないと認識している（2017年 9月理事会会合、決定

64号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 260号。2017年 9月理事会会合、決定 64号により改正 

 

70.010.14.  コントロールに関する手続 

投資マネジャーとアドバイザーの行動規範 

投資マネジャーとアドバイザーに対する行動規範は、CFA 協会による倫理規定

および標準職業規範（CFA Institute Code of Ethics and Standars of Professional 

Conduct）に従うものとする。 

 

投資および投資制限に関する利害の対立 

RI 理事会の方針では、中央役員および RI 委員会委員は国際ロータリーでの責務

と一貫したかたちで行動し、いかなる利害の対立（実際の利害の対立、利害の対

立の可能性、利害の対立があると受け取られるような行動）または国際ロータリ

ーの評判を損なうような外部者または外部団体との財務的またはその他のつなが

りを持ってはならないものとする。  

 

投資委員会において RI を代表する RI 財務委員会委員は、ロータリー章典第 28.090

節「利害の対立に関する方針」を順守することが義務付けられている。この方針は

「投資方針に関する声明」に参考として記載されている。 
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投資目標の検討 

投資目標の達成状況について年に 1 度検討が行われる。この検討では、目標達成

の引き続きの実現可能性と投資方針声明の引き続きの妥当性に焦点が当てられる。

投資方針声明が頻繁に変更されることは期待されていない。特に、金融市場にお

ける短期変動は、一般に、投資方針声明の調整を要するべきものではない。 

 

投資マネジャーの審査 

過去 3 年および 5 年という枠内で、マネジャーの業績を判断するために、以下の

要素と基準に基づいてマネジャーの評価が行われる。  

 

1.   各ポートフォリオの特定の目標に照らし、満足できる成績を挙げたこと。 

2.   同様のポートフォリオを管理する他の投資運用機関よりも好ましい成果を出

したこと。 

3.   該当する市場指数の収益率を上回ったこと。 

4.   資本市場の動きに照らし、妥当かつ効果的なポートフォリオ管理の決定をし

たこと。 

5.   関連する方針と目標に沿ったこと。 

 

投資マネジャーの審査において、綿密に検討される事象には次のものが含まれる。 

 

1.   かなり短い期間（例えば 1年）における目標に照らしての成績不振 

2.   3年から 5年の期間における成績不振 

3.   1人または複数の主要投資専門家の離職 

4.   投資指針の違反 

5.   企業理念や人員の異動、大口顧客の取得または損失、投資運用機関の所有権

や支配権の変更など、マネジャーが属する組織における重大な変更 

 

投資コンサルタントの審査 

ロータリーの投資コンサルタントに関する書面での公式評価は、より頻繁な評価

が必要とみなされる状況にない限り、5 年毎に行われる。この評価は、投資コン

サルタント評価におけるロータリーの方針に従って実施される（ロータリー章典 

第 70.010.19節を参照）。 

 

報告要件 

暦年の各四半期の終了から 6 週間以内に、事務総長および（または）資金の投資

コンサルタントが資金の投資全体および各投資マネジャー別の運用成績に関する

情報を含む報告書を作成する。 

 

起用された各投資マネジャーは、暦年四半期の終了から 6 週間以内に四半期報告

書を提出することが義務付けられており、報告書には以下の情報を含めるものと

する。 
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1.   四半期別、会計年度初来（6 月 30 日）、およびアカウント開始時以来の投資

成績（手数料を抜いた純収益）の概説（成績にプラスまたはマイナスの影響

を与えた方針や戦略の変更についてのコメントを含む）。 

2.   証券貸借の利用（該当する場合） 

3.   適切な場合、四半期中のデリバティブ商品の使用（取引のポジションと取引

量の根拠についての情報を含む） 

4.   人員や投資戦略の重大な変更、その他成績に影響する可能性のある関連情報

についてのコメント 

5.   四半期末時点でポートフォリオに含まれる証券の一覧 

 

年に一度、投資マネジャーは直近の書式「ADV」（米国株式委員会への登録書

式）の「Part 2」を提供する（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 151号。2001年 6月理事会会合、決定 430号、2010年 6月理事会会

合、決定 260号、2012年 1月理事会会合、決定 158号、2016年 9月理事会会合、決定 21号、2017年理事会

会合、決定 64号により改正 

 

 

70.010.15.  戦略的資産配分 

長期的に見て、資産配分の方針は、資金から得られる収益および関連する収益変

動性を決める主要な要素となる。資金の目標、状況、使用方針に照らし、理事会

は以下の資産構成指針を定めた。 

 

 
一般資金 

資金全体における割合（％） 

 最低 目標 最大 

現金 0% 0% 5% 

米国株式 

海外株式 

 

5% 

10% 

 

7.5% 

12.5% 

 

10% 

15% 

 
確定利付（利率） 

確定利付（クレジット） 

32% 

31% 

 

35% 

35% 

 

38% 

39% 

 

不動産 

 

8% 

 
10% 

 

12% 

 
合計  100%  

（2017年 9月理事会会合、決定 64号）。 

 
出典：2001年 6月理事会会合、決定 430号。2003年 5月理事会会合、決定 426号、2008年 11月理事会会合、

決定 113号、2010年 6月理事会会合、決定 260号、2011年 5月理事会会合、決定 255号、2014年 5月理事会

会合、決定 166 号、2014年 10月理事会会合、決定 98号、2016年 9月理事会会合、決定 21号、2017 年 9月

理事会会合、決定 64号により改正 

 

70.010.16.  業績測定の基準 

以下の業績測定の基準は、手数料抜きの正味で、3～5 年間の年換算で使用すべ

きものとする。 
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現金 

 

30日物米国財務省短期証券の収益率を上回る 

 

米国株式業績測定の基準 

 

All Cap Growth Equity［すべての資本金規模を対象とした成長株式］ 

 1回の市場サイクルにおいて、ラッセル 3000指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、すべての資本金規模を対象とした成長株式を扱

う投資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

 

All Cap Value Equity［すべての資本金規模を対象としたバリュー株式］ 

 1回の市場サイクルにおいて、ラッセル 3000指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、すべての資本金規模を対象としたバリュー株式

を扱う投資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

 

S/Mid Cap Core Equity［小規模・中規模資本金規模を対象とした中核株式］ 

 1回の市場サイクルにおいて、ラッセル 2000指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、すべての資本金を対象とした中核株式を扱う投

資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

 

非米国株式業績測定の基準 

 

 1回の市場サイクルにおいて MSCI ACWI IMI ex-U.S.指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、非米国株式を扱う投資マネジャー業界の上位半

分に位置する 

 

グローバル株式業績測定の基準 

 

 1回の市場サイクルにおいて MSCI ACWI IMI指数の収益率を上回る  

 コンサルタントが担当する、グローバル株式を扱う投資マネジャー業界の上

位半分に位置する 

 

新興国業績測定の基準 

 

 1回の市場サイクルにおいて MSCI新興国中小型株指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、新興国株式を扱う投資マネジャー業界の上位半

分に位置する 

 

債券業績測定の基準 

 

コア債券 
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 1 回の市場サイクルにおいて財務省短期証券およびバークレイ証券アグリゲ

ート・ボンド指数の収益率を上回る 

 コンサルタントが担当する、債券を扱う投資マネジャー業界の上位 3 分の 1

に位置する 

 

非コア債券 

 1回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* バークレイズ証券キャピタル総合 50％、JPモルガン EMBI+ 25％、バークレ

イズキャピタルハイイールド 2%イシュアーキャップ 25％ 

 コンサルタントが担当する、コア債券を扱う投資マネジャー業界の上位 3 分

の 1に位置する 

 

ヘッジファンド業績測定の基準 

 

 1 回の市場サイクルにおいてクレディスイスヘッジファンド指数の収益率を

上回る 

 

実物資産ファンド業績測定の基準 

 

PIMCOオール・アセット・ファンド  

 1回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* BC Agg 40％、BC US TIPS 30％、S&P 500 10％、BC HY 10％、 JPM 

EMBI+10％ 

 コンサルタントが担当する、実物資産を扱う投資マネジャー業界の上位 50％

に位置する 

 

 

グローバル・バランス型資産配分ファンド業績測定の基準 

GMOグローバル・バランス型資産配分 

 1回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* MSCI ACWI 65％、 BC Aggregate 35％ 

 

BlackRock グローバル資産配分 

 1回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

*60% MSCI World / 40% CITI WGBI  （2016 年 9月理事会会合、決定 21号）。 

 
出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2014 年 10 月理事会会

合、決定 98号。2016年 9月理事会会合、決定 21号により改正 

 

70.010.17.  直接ヘッジファンドポートフォリオの投資選好 

 

目標と目的 

 

ヘッジファンド資産の目標は以下の通りである。 

1.  一般資金のポートフォリオ全体でリスク・エクスポージャーを分散する 



ロータリー章典  ページ 495 

2018年 10月 

 

2.  一般資金のポートフォリオ全体の変動率を低減する 

3.  資本市場の多様な状況において魅力的な長期リスク調整後利益を達成する 

 

責務の委任 

 

投資コンサルタントは、本章典で定められた投資選好の枠内において、配分エク

スポージャーの選択、戦略的目標の設定、投資マネジャーの雇用と解雇について

決定権を持つ。投資コンサルタントは決定事項について投資委員会および事務総

長に出来る限り速やかに通達する。 

 

投資の指針 

 

1.  ヘッジファンドの配分は、エクイティリンク、クレジットリンク、イベント

ドリブン、マルチストラテジー、マクロ戦略など（ただしこれらに限らない）

幅広い直接投資戦略に対して投資するものとする。投資は合同運用型の投資

方法を通じて行う。投資コンサルタントはこれらの選好の意図に一致する直

接戦略にのみ投資する。 

 

2.  各戦略への配分は、投資コンサルタントによって実施された定期的変更を含

め、少なくとも年に一度は投資委員会と共に検討を行う。配分、エクスポー

ジャー、目標、または範囲に対するいかなる変更または修正も事務総長およ

び投資委員会に出来る限り速やかに通達するものとする。 

 

3.  すべての戦略はポートフォリオの枠内で検討するものとする。これはエクス

ポージャーの冗長性および重複を確実に制限するためである。 

 

4.  いずれの直接ヘッジファンドマネジャーによる総投資額も一般資金の 5%を超

えることはできない。さらに、マネジャー・エクスポージャーはヘッジファ

ンド配分合計額の 25%未満に制限するものとする。 

 

5.  一部の戦略では投資に対して 1～3 年の初期ロックアップ（売却禁止）期間を

設ける場合がある。配分の構築および維持において、投資コンサルタントは

できる限りロックアップを制限するよう努めるものとする。 

 

6.  すべての投資は流動化、つまり投資資金の回収手段がなければならない。最

低限の許容基準には、四半期ごとの分配金または期限前償還手数料が含まれ

る可能性がある。場合によってはロックアップ期間終了後にこの流動資金が

利用可能になる可能性がある（2016年 9月理事会会合、決定 21号）。 

 
出典：2014年 10月理事会会合、決定 98号。2016年 9月理事会会合、決定 21号により改正 

 

70.010.18.  国際ロータリー一般資金における現金の投資方針 

 

適用範囲 
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この投資方針は、国際ロータリーの一般資金（以下「資金」）投資方針声明への

追加の方針であり、具体的には、国際ロータリーの使途不指定および使途指定の

現金に適用される。 

 

責務の区別 

 

投資・財務部は、以下の方針に従って投資を監督する。 

 

満期 

 

1.   資金の資産は、国際ロータリーの一時的運営資金となるため、ポートフォリ

オの大部分には、翌日物または非常に短期の投資が含まれる。 

 

2.   ポートフォリオの最大 25％までは、購入日から 181 日以降に満期を迎える証

券や手形に投資する可能性がある。 

 

3.   ポートフォリオの最低 5％は、毎業務日に利用できるようにすべきである。

これは、満期または要求払い条項により実現できる可能性がある。 

 

4.   ポートフォリオの加重平均満期は、90日以下に限定されるものとする。 

 

5.   変動利付債は、90 日以内の頻度で利子再設定が行われるか、行える可能性を

持つものでなければならず、最終満期または加重平均償還期間が債券の購入

から 18カ月を超えるものであってはならない。 

 

6.   証券または債券の満期とは、最終支払期限を意味するものとする。変動利付

債は、次回の利子調整までの残り期間、または要求払いを通じて元金を回復

できる期間が満期とみなされるものとする。 

 

 

分散化の要件 

 

1.   個々の証券を選択する際には、元金の安全性、流動性、市場性を最優先に考

慮すべきである。 

 

2.   各証券の保有額は、以下の例外を除き、ポートフォリオの市場価値の 10％を

超えることはできない。 

a) AAA/Aaa の格付けを受けた国およびそれらの国の省庁が発行する国債 

b) 分散されたマネー・マーケット・ファンド 

c) 国際ロータリーが運営のために利用している銀行の普通預金 

d) 国際ロータリーが運営のために利用している銀行の定期預金 
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3.   AAA/Aaa の格付けを受けた国またはそれらの国の省庁が発行する国債を例外

として、各業界の証券の全保有額は、ポートフォリオの市場価値の 25％を超

えることはできない。 

 

4.   分散化の全要件は、購入時に適用される。 

 

投資基準 

 

1.   AAA/Aaa の格付けを受けた国またはそれらの国の省庁が発行する国債 

 

2.   基金が預金されている銀行が提供する普通預金、銀行引受手形、定期預金 

 

3.  商業手形とその他の短期証券については、投資および再投資は、購入時点で、

資金が預金されている銀行の信用委員会が従っている米国株式市場認知の統

計的格付機関（NRSRO）によって「Tier One（優良）」カテゴリーに格付ら

れている証券（またはそのように格付けられている発行体によって発行され

ている証券）に限られるものとする。 

 

4.   債券とその他の短期証券については、投資および再投資は、購入時点で、基

金が預金されている銀行の信用委員会が従っている NRSRO による最も高い

格付けの上位 3位に入っている証券に限られるものとする。 

 

5.   AAA/Aaa の格付けを受けた国の国債で 100％担保されている買戻し契約 

 

6.   上記の指針に則った短期金融商品ファンド（MMF） 

 

購入後、基金が保有する証券が、容認できない位まで格下げとなった場合でも、

投資・財務部が、この証券の額面価格が成熟すると確信している場合は、引き続

き基金でこの証券を保有することができる（2013 年 10 月理事会会合、決定 30

号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 260号。2013年 10月理事会会合、決定 30号により改正 

 

 

70.010.19.  投資コンサルタント評価に関する方針 

ロータリーの投資コンサルタントに関する書面での公式評価は、より頻繁な評価

が必要とみなされる状況にない限り、5 年毎に行われる。より頻繁な評価が必要

な状況には、利害の対立が生じた場合、コンサルタント側の担当者の人事が不安

定な場合、コンサルタントがロータリーの変化するニーズに十分に対応しなかっ

た場合など（ただしこれらに限らない）が挙げられる。コンサルタントは、以下

の基準に基づいて評価される。 

 

1.   以下の事柄に関するコンサルタントからのアドバイスによって付加される価

値 
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資産配分：具体的には、資産配分戦略に関するコンサルタントからのアドバ

イスにより、リスクを最小限に抑えながら、投資収益をどれだけ最大限にで

きたか。この基準は、ベンチマークの収益と各基金（年次基金、恒久基金、

ポリオプラス基金、ロータリー財団〔カナダ〕、一般資金、退職基金）収益

の標準偏差とを比較することによって評価される。標準投資収益とその偏差

は、コンサルタントが投資開始時に推奨したものとの関係性に基づいている。 

 

投資マネジャー：具体的には、1 回の市場サイクルで、投資マネジャーが提

示した標準を、各基金がどの程度上回ったか。 

 

投資方針およびマネジャーの指針：具体的には、コンサルタントが提案した

方針や指針が、管理委員会や理事会が各基金に関する受託義務を果たすこと

など、どの程度、権限、コントロール、報告における適切なレベルを定めた

か。 

 

投資マネジャーの解雇：具体的には、投資コンサルタントがどのように投資

マネジャーを適宜評価し、必要な場合その解雇を勧告したか。 

 

2.   業績測定を含む四半期投資報告の質と正確性 

3.   具体的な投資問題に関する専門的な調査や報告を提供できる能力 

4.   会社ならびに日々の業務を担当する人員の安定性、奥深さ、能力 

5.   職員や各委員会と協力し、コミュニケーションを取る能力、ならびに投資コ

ンサルタントの迅速な対応 

6.   利害の対立が最小限であること 

7.   ロータリーと類似した組織と協力した経験 

8.   業界誌または調査機関が提供する同業者の格付け 

9.   料金の構造 

10.   新しいアイデアの提供、および基金や財団の投資管理のトレンドに関する

ロータリーへの情報提供 

 

書面による評価と同時に、ほかの投資コンサルティング会社からの提案書を受け

付け、評価する作業も行われる。ロータリーの投資コンサルタントとして採用さ

れている会社には、5 年の契約が与えられる（2014 年 10 月理事会会合、決定 98

号）。 

 
出典：2010年 6月理事会会合、決定 260号、2014年 10月理事会会合、決定 98号 

 

70.020.  一般剰余金に関する方針 

国際ロータリーの一般剰余金についての方針は、理事会の指定する資金に、最近の過去

3年間で最も高かった年次経費の 85パーセントを足し、独立採算の年次大会と規定審議

会の経費を差し引いた額の準備金を維持することである。理事会が指定した資金は、国

際大会経費の準備金（第 57.100.3.項を参照）に投資収益準備金（第 70.050.項を参照）

を足し、さらに理事会が指定したその他の準備金を足した金額と定義される。これらの
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資金は、国際ロータリーの財務諸表にそのように記載されるものとする（2013年 6月理

事会会合、決定 196号）。 

 
出典：2002年 6月理事会会合、決定 302号、2002年 11月理事会会合、決定 183号。2003年 5月理事会会合、決定

325号、2004年 11月理事会会合、決定 155号、2008年 6月理事会会合、決定 290号、2013年 6月理事会会合、決定

196号により改正 

 

 

70.030.  外貨管理に関する方針 

ロータリーは、ロータリーの運営キャッシュフローの通貨換算レートの変動による影響

を減らし、予想される通貨変動リスクの予測価値を守りつつ通貨ヘッジ導入に伴うコス

トを最小限にすることによってグローバルキャッシュマネジメントの効果を最大限にす

るため、外貨管理の方針を採択する。ロータリーは、投機を目的としたヘッジを行わな

い。 

 

事務総長は、最高財務責任者への委任を通じて、この方針に沿って内部の外貨管理手続

きを定める。財務委員会は、必要と見なされた場合に時折、この手続きの見直しを行う

責任がある（2017年 6月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1998年 6月理事会会合、決定 395号、2017年 6月理事会会合、決定 196号 
 

 

70.040.  制限通貨 

RI 資金の送金および投資が制限されている国に保有する資金を最小限に抑えることが

RIの方針である（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 

出典：1985年 10月理事会会合、決定 112号、1987年 2～3月理事会会合、決定 315号  

 

70.040.1.  制限通貨の国における預金の保護 

事務総長は、制限通貨国にある預金の米ドル価値を保護する適切な措置を採るべ

きである。事務総長は、制限通貨資金の RI 世界本部への送金を迅速に行うもの

とし、当座の間、できる限り現地の経費にこの資金を充てるものとする（1998

年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1989年 1～2月理事会会合、決定 265号  

 

70.040.2.  RIの制限通貨資金のロータリー財団による使用 

RI の制限通貨資金は、制限通貨国での財団プログラムに使われるものとする。

この場合、RI はかかる資金の使用に対し米ドルのクレジットを受けるものとす

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 314号 

 

引照 

 

58.070.2.  外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 
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70.050.  投資収益予算と投資収益準備金 

予算と 5 カ年財務見通しに使用する予想投資収益率は、投資収益準備金ならびに現在の

財務市場の状況に基づき、毎年決定される。RI 理事会は投資収益準備金を設置してい

る。投資収益が予算に見積もった投資収益を下回った年には、理事会指定資金の移管と

して、投資収益準備金から不足分が補われる。投資収益が予算に見積もった投資収益を

上回った年には、1,200 万米ドルを上限とし、超過額が投資収益準備金に移管される。

投資収益準備金からの移管は、投資収益の不足分を補うためとし、追加の一般運営費に

使うためであってはならない（2009年 6月理事会会合、決定 271号）。 
 
出典：2002年 6月理事会会合、決定 302号、2004年 6月理事会会合、決定 298号。2004年 11月理事会会合、決定 58

号、2007年 11月理事会会合、決定 121号、2009年 6月理事会会合、決定 271号により改正 
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第 71 条  収入 

 

71.010.  人頭分担金 

71.020.  免許契約 

71.030.  請求書 

71.040.  出版物 

 

 

71.010.  人頭分担金 

定款により義務付けられている均一の人頭分担金について、例外はない。RI への支払

いはすべて、半期ごとに、RI が決定する為替レートで行うものとする（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 4月理事会会合、決定 315号 

 

71.010.1.  会員報告および請求の標準化 

すべての RI国際事務局および RIBI に、標準化された報告要件があるものとする。

事務総長は、全ロータリークラブに対し、標準化された会員報告および半期会費

請求を実施するものとする（1999年 2月理事会会合、決定 196号）。 

 
出典：1998年 10月理事会会合、決定 130号 

 

71.010.2.  クラブ会員リストの更新 

すべてのクラブは、新会員の入会ならびに会員の退会後 30 日以内に RIに報告す

ることが義務付けられている。クラブは、新会員のすべての支払い責任（入会日

から 180 日間に適用される比例人頭分担金の全額および同期間に適用されるすべ

ての半期人頭分担金を含む）を果たす義務がある。事務総長は、書面または電子

的な方法での会員情報の更新を受理し、更新情報の提出をもって、現クラブ会員

リストを承認すると見なす。事務総長は、7 月 1 日ならびに 1 月 1 日現在でデー

タベースに記載された会員リストを、承認された会員リストと判断する（2014

年 1月理事会会合、決定 96号）。 

 
出典：2007年 11月理事会会合、決定 97号。2014年 1月理事会会合、決定 96号により改正 

 

引照 

 

9.020.  RIに対し滞納金のあるクラブ 

 

 

71.020.  免許契約 

（第 35条 の「免許契約」を参照） 

 

71.020.1.  免許取得業者の徽章使用料 

理事会は、ロータリーの名前と徽章を無断の商業的使用から守ることを強く支持

する。事務総長は、RI への収入を最大限にする、RI の免許契約の継続的順守を
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確保するために必要なあらゆるステップを取るよう求められている（1998年 6月

理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 194号  

 

71.020.2.  RI徽章入り商品の販売に伴う徽章使用料に関する方針の見直し 

事務総長は、免許契約の年次目標値と予算を作成し、監視し、この分野での進捗

を理事会に定期的に報告する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 93号、 pt. 1e、1996年 11月理事会会合、決定 69号 

 

71.020.3.  ロータリー徽章使用料のポリオプラス基金への振替 

ポリオプラス・キャンペーン推進商品の販売により国際ロータリーが受け取る徽

章使用料は、財団のポリオプラス基金に振り替えられる（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1987年 6月理事会会合、決定 49号 

 

71.020.4.  ロータリー徽章使用料のロータリー財団年次基金への振替 

第 4C種免許の下での商品の販売により国際ロータリーが受け取る徽章使用料

は、ロータリー財団年次基金に振り替えられる（2007年 2月理事会会合、決定

157号）。 

 
出典：2007年 2月理事会会合、決定 157号 

 

引照 

 

35.020.  RI免許の認可 
 

 

71.030.  請求書 

世界本部から発行されるすべての RI 請求書は、米ドル建てで請求される。RI の国際事

務局から発行される RI 請求書は、当該クラブの国の通貨で請求される（1999 年 6 月理

事会会合、決定 298号）。 

 
出典：1990年 11月理事会会合、決定 196号。1999年 6月理事会会合、決定 298号により改正  

 

 

71.040.  出版物 

 

71.040.1.  ザ・ロータリアン誌の広告料 

理事会がザ・ロータリアン誌の広告料を承認するものとする（1998年 6月理事会

会合、決定 348号）。 

 
出典：1993年 10月理事会会合、決定 108号 

 

引照 
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51.010.5.  雑誌の広告方針 
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第 72 条  危機管理および保険 

 

72.010.  危機管理 

72.020.  RI理事と役員のための賠償責任保険 

72.030.  RI旅行・医療 

72.040.  RIの会議とプログラム 

72.050.  クラブと地区の賠償責任保険 

 

 

72.010.  危機管理 

 

72.010.1.  ロータリー研究会の危機管理の指針 

1.  招集者は、会議の施設やサービスを確保する契約その他の正式な取り決めを

結ぶ前に、人の損傷や他者の財産の損害に対する補償および賠償に言及する部分

について、法律顧問または保険顧問に目を通してもらうべきである。 

 

2.  私たちの行動に対して、RI からの補償を求める会場施設またはサービス提供

者からの要請は、慎重に審査するべきである。1 つの懸念は、RI または研究会参

加者の不注意により会場の建物に物的損害があった場合の RI の責任である。対

策を講じていなければ、RI の賠償責任が数百万ドルの費用につながる可能性が

ある。可能な場合、このような損害に対する RI の責任は、契約上 500 万ドル以

下の額に制限すべきであり、会場の保険業者は、代位権を放棄することに同意す

べきである。RI が会場使用料を支払っており、この料金から間接的に会場の保

険が支払われることを考慮すれば、これは理不尽なことではない。 

 

3.  サービス提供者は、加入する保険の補償範囲についての証拠を提供するよう

要求されるべきであり、理想的には、この要件が提供者との契約に明記されるべ

きである。この慣行は米国では一般的であり、近年、米国外でも広まりつつある。 

 

4.  また、この他にも巨額の損害リスクをもたらしうるのが交通分野である。研

究会の組織者は、可能な場合いつでも、交通サービスの提供者から参加者が直接

サービスを購入するようにすべきである。特定の研究会でこれが不可能な場合は、

補償規定および保険要件を含む正式な契約がすべての交通サービス提供者と結ば

れるようにする。さらに、保険証書の提示を要請し、これを注意深く読むべきで

ある。   

 

5.  研究会の組織者は、会場の経営者が要求する規則や運営手順を精査すべきで

ある。これらの規則はしばしば、当該国の法律に関する情報を提供するものであ

り、研究会参加者に関係があるだけでなく、その施設における安全と危機管理の

「ベストプラクティス」を判断する優れた資料となる。研究会組織者が会場の規

則を理解し、ロータリーが行事中に危険をもたらさないようにするのが、ロータ

リーにとって得策である。また、会場は、会場の要求事項を守らない組織に対し

罰金や違約金を課すことのできる場合があることにも留意すべきである。 
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6.  研究会がホスト国外に住む講演者または他の参加者の経費を負担する予定が

ある場合、旅行医療保険および傷害保険について対処する必要がある。多くの標

準的な医療保険プランは自国外で発生した費用に十分に対応するものではなく、

医療移送や本国送還の給付を含む保険プランは稀である。医療移送には、移動中

の医療関係者の付き添いや自家用機その他の特殊機器が必要となる場合があるた

め、数万ドルの費用がかかる可能性がある（2002 年 6 月理事会会合、決定 273

号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 329号。2002年 6月理事会会合、決定 273号により改正 

 

72.010.2.  旅行の危機管理 

中央役員、次期中央役員、および RI 上級職員が、航空機または陸上交通手段を

使って団体で旅行する際は、複数のグループに分かれて旅行し、各グループが

別々に移動するものとする。会長および事務総長は、本組織へのリスクを検討し

た上で、適宜本方針への例外を許可する権限がある（1998年 6月理事会会合、決

定 348号）。 

 
出典：1978年 7月理事会会合、決定 10号。1997年 11月理事会会合、決定 191号により改正 

 

 

72.020.  RI 理事と役員のための賠償責任保険 

事務総長は、RI 中央役員の賠償責任保険を手配するものとする（2007 年 6 月理事会会

合、決定 226号）。 

 
出典：1983年 3月理事会会合、決定 222号 

 

引照 

 

28.110.  RI理事と役員の補償 
 

 

72.030.  RI 旅行・医療 

 

72.030.1.  RIが負担する旅行関連保険 

理事会は、RI の旅行者が利用できる旅行傷害保険について、RI の方策の概要を

作成した（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 11月理事会会合、決定 191号 

 

72.030.2.  国際協議会のための旅行医療保険 

国際協議会の公式参加者に対し、RI、ロータリー財団、RIBI のいずれの保険に

も未加入の者には、RI が旅行医療保険を手配するものとする（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 112号  
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72.030.3.  RI理事のための旅行医療保険 

事務総長は、理事（および同伴する配偶者）の旅行医療保険を手配する権限があ

る（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1991年 5月理事会会合、決定 382号 

 

72.030.4.  元 RI会長のための旅行医療保険の支払い 

現職のロータリー財団管理委員ではない元 RI会長が RIの経費でロータリー業務

のために旅行する際は、RI が、理事および次期理事に提供されるものと同様の

補償内容の旅行医療保険を提供する（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 6月理事会会合、決定 402号 

 

 

72.040.  RI の会議とプログラム 

 

72.040.1.  特別行事のための保険 

RI は、RI の開催する大規模な会合に賠償責任補償を提供する保険に別途加入す

るものとする。一般損害賠償保険の補償は、将来のすべての国際大会のホスト組

織に対し、大会期間中の活動や行事について特別行事保険の条件に基づき、提供

されるものとする。ただし、ホスト組織の締結するすべての契約を RI が審査し

承認する機会があること、ならびに RI とその保険会社に詳細な保険引受情報を

提出する上で全面的な協力があることをその条件とする（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348号）。 

 
出典：1996年 11月理事会会合、決定 163号 

 

72.040.2.  ロータリー研究会のための保険 

国際ロータリーは、各研究会に十分な賠償責任保険補償を提供する。ただし、組

織者またはその代理人の締結するすべての契約を RI が審査し承認する機会があ

ること、また、詳細な保険引受情報を RI と保険会社に適時に提出する上で全面

的な協力があることをその条件とする（1998年 6月理事会会合、決定 348号）。 

 
出典：1997年 3月理事会会合、決定 202号 

 

 

72.050.  クラブと地区の賠償責任保険 

 

72.050.1.  賠償責任保険への加入 

各クラブは、その地域に適切な、クラブ活動のための賠償責任保険に加入するも

のとする（2000年 11月理事会会合、決定 178号）。 

 
出典：2000年 11月理事会会合、決定 178号 
 

72.050.2.  米国内のクラブの賠償責任保険プログラムへの参加の義務づけ 
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1）  RI は、一般賠償責任保険と、理事・役員による行為および雇用行為に対す

る賠償責任保険に加入し（共に限度額は事務総長が適切であるとみなすもの

とする）、RI と米国ならびにその準州および保護領に所在するクラブと地区

を保護する。これらの地域のクラブはすべて当該プログラムに参加しなけれ

ばならない。  

 

2）  事務総長は、以下のリスク（ただしそれらに限らない）を含め、独特の保険

リスクを有するクラブと基礎補償あるいは超過補償の保険加入によるプログ

ラム参加を交渉する権限を持つものとする。 

•  フルタイムの正職員   

•  広大な不動産の所有  

•  上記の不動産での身体・精神障害者へのサービス提供 

 

3）  この保険契約で補償される各クラブは、年に 1度、その保険補償および関連

管理運営費の支払いに十分な金額の請求を受ける。各クラブに対する請求額

は、半期報告書に記される会員データに基づいて決められる。事務総長は、

これらの地域内の異なる場所に所在するクラブに対し、独立の保険数理調査

を基にした異なる額を請求しても構わない。   

 

4）  事務総長は、保険契約を実施・管理する適切な方針と手順を作成する。これ

には、クラブや地区に、その参加について知らせるメカニズムも含まれる

（2015年 1月理事会会合、決定 117号）。 

 
出典：2000 年 11 月理事会会合、決定 178 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 178 号。2001 年 2 月理事会会

合、決定 282号、2009年 11月理事会会合、決定 99号、2015年 1月理事会会合、決定 117号により改正 

 

 

引照 

 

41.010.  インターアクターの旅行保険 

41.070.4.  ロータリー青少年交換一般損害保険 

41.070.11  ロータリー青少年交換学生の旅行保険 
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